
資料１－２  

 

協定項目以外の調整方針 

（Ｃランク） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会 



 

目  次 

１．企画財政部会 

   企画分科会･･････････････････････････････１ 

   秘書広報分科会････････････････････････１２ 

   財政分科会････････････････････････････１７ 

   人権分科会････････････････････････････２２ 

   会計分科会････････････････････････････２３ 

２．総務部会 

   総務分科会････････････････････････････２６ 

   消防交通分科会････････････････････････４２ 

   人事給与分科会････････････････････････５６ 

   税務分科会････････････････････････････６９ 

   管財分科会････････････････････････････８５ 

   議会分科会･･････････････････････････１０２ 

   選挙管理分科会･･････････････････････１０４ 

   監査分科会･･････････････････････････１１２ 

３．住民部会 

   住民分科会･･････････････････････････１１８ 

   保険年金分科会･･････････････････････１２８ 

   環境分科会･･････････････････････････１３８ 

４．福祉部会 

   高齢福祉分科会･･････････････････････１４９ 

   社会福祉分科会･･････････････････････１７２ 

   児童福祉分科会･･････････････････････１８３ 

   保健分科会･･････････････････････････１８６ 

５．経済部会 

   商工観光分科会･･････････････････････２００ 

   農林分科会･･････････････････････････２１１ 

   農業委員会分科会････････････････････２２７ 

６．建設部会 

   都市整備分科会･･････････････････････２３３ 

   都市管理分科会･･････････････････････２４１ 

   都市計画分科会･･････････････････････２５２ 

   建築分科会･･････････････････････････２６５ 

７．上下水道部会 

   水道分科会･･････････････････････････２７５ 

   下水道分科会････････････････････････３００ 

８．教育部会 

   学校教育分科会･･････････････････････３２０ 

   スポーツ分科会･･････････････････････３４７ 

   生涯学習分科会･･････････････････････３５０ 



様式２             栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）   企画財政部会 企画分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

総合計画に関するこ

と 

１ 

２ 

基本構想  

Ｈ18～27 年度 

前期基本計画 

Ｈ18～22 年度 

基本構想  

Ｈ13～22 年度 

後期基本計画 

Ｈ18～22 年度 

基本構想  

Ｈ13～22 年度 

後期基本計画 

  Ｈ18～22 年度 

基本構想  

Ｈ18～22 年度 

基本計画 

  Ｈ18～22 年度 

新市における総合的な計

画であるため、合併後、

新市において新規に策定

する。 

実施計画に関するこ

と 

２ 

３ 

実施計画を事務事業評価と一

体的に策定し、公表している。

平成 19 年度より行政評価制

度の導入に伴い実施計画は策

定していない。 

実施計画を策定し、公表して

いる。 

実施計画を策定し、公表して

いる。 
新市における基本構想と

の整合を図るため、従来

の実績を尊重しつつ、合

併後に再編する。 

地域振興に関するこ

と 

３ 

５ 

本市の地域振興施策を総合的

に推進するために、関係機関

及び庁内の連絡調整を行う。

本町の地域振興施策を総合的

に推進するために、関係機関

及び庁内の連絡調整を行う。

本町の地域振興施策を総合的

に推進するために、関係機関

及び庁内の連絡調整を行う。

本町の地域振興施策を総合的

に推進するために、関係機関

及び庁内の連絡調整を行う。

１市３町の内容が同一で

あるため、現行のとおり

とする。 

ふるさと融資に関す

ること 

４ 

７ 

栃木市地域総合整備資金貸付

に関して、申請及び連絡調整

を行う。現在、償還を受けて

いる事業者がある。 

該当なし 藤岡町地域総合整備資金貸付

に関して、申請及び連絡調整

を行う。現在、償還を受けて

いる事業者がある。 

該当なし 融資事業者があるため、

栃木市・藤岡町の例によ

り合併時に統合する。 

構造改革特区・地域

再生に関すること 

５ 

９ 

申請等の事務手続きを行な

う。 

構造改革特区は認定がない。

地域再生は認定事業がある。

申請等の事務手続きを行な

う。 

構造改革特区は認定がない。

地域再生は認定事業がある。

申請等の事務手続きを行な

う。 

構造改革特区は認定がない。

地域再生は認定事業がある。

申請等の事務手続きを行な

う。 

構造改革特区は認定がない。

地域再生は認定事業がある。

１市３町の事務が同一で

あるため、現行のとおり

とする。 

  



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

基幹統計調査に関す

ること 

６ 

１０ 

各種基幹統計調査の実施 各種基幹統計調査の実施 各種基幹統計調査の実施 各種基幹統計調査の実施 １市３町の内容が同一で

あるため、現行のとおり

とする。 

統計調査員確保対策

事業に関すること 

７ 

１１ 

統計調査員の確保とその資質

の向上を図る。 

統計調査員の確保とその資質

の向上を図る。 

大平町統計推進協議会に補助

を行う。 

統計調査員の確保とその資質

の向上を図る。 

統計調査員の確保とその資質

の向上を図る。 
大平町において協議会を

設置しているため、合併

後に再編する。 

統計書作成に関する

こと 

８ 

１２ 

基本的な統計資料を総合的に

集録する。  

資料により統計書を作成して

いる。 

基本的な統計資料を総合的に

集録する。 

資料はホームページに掲載し

ている。 

統計書は作成していない。 

町勢要覧（5 年毎）に統計資

料編と掲載している。 

統計書は作成していない。 

町勢要覧（5 年毎）に統計資

料編と掲載している。 

１市３町の基礎データを

1 つに統合し、合併後に

統計書の作成について再

編する。 

公共用地先行取得特

別会計に関すること 

９ 

３２ 

栃木駅周辺地区の土地の管理

や経理を明らかにするため

に、特別会計の中で処理を行

う。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市において特別会計

により処理しているた

め、現行のとおりとする。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

庁議等会議に関する

こと 
10 

３３ 

庁議・部長会議・幹事課長会

議及び都市経営推進本部会議

を設置している。 

庁議・課長会議・係長会議を

設置している。 

庁議・課長会議を設置してい

る。 

庁議・課長会議を設置してい

る。 
組織機構に合わせて検討

のうえ、合併時に新たに

設置する。 

市町政全般の総合調

整に関すること 
11 

３７ 

全庁又は複数の部等に係る事

案について、総合調整を行う。

全庁又は複数の課等に係る事

案について、総合調整を行

う。 

全庁又は複数の課等に係る事

案について、総合調整を行

う。 

全庁又は複数の課等に係る事

案について、総合調整を行

う。 

１市３町の内容が同一で

あるため、現行のとおり

とする。 

国土利用計画に関す

ること 

12 

５２ 

国土利用計画法及び国土調査

法に基づく本県及び本市に関

する土地利用の各種調査等に

対して、庁内の連絡調整を行

う。 

国土利用計画法及び国土調査

法に基づく本県及び本町に関

する土地利用の各種調査等に

対して、庁内の連絡調整を行

う。 

国土利用計画法及び国土調査

法に基づく本県及び本町に関

する土地利用の各種調査等に

対して、庁内の連絡調整を行

う。 

国土利用計画法及び国土調査

法に基づく本県及び本町に関

する土地利用の各種調査等に

対して、庁内の連絡調整を行

う。 

１市３町の内容が同一で

あるため、現行のとおり

とする。 

行政評価に関するこ

と 

13 

５８ 

行政評価を実施 

・予算と連動した事務事業評

価を実施している。 

・全体施策評価と特定施策評

価を実施している。 

行政評価を実施 

・事務事業評価を実施してい

る。 

・施策評価を実施している。

該当なし 該当なし 新市において制度の検討

が必要なため、従来の実

績を尊重しつつ、合併後

に再編する。 

国会等首都機能移転

に関すること 
14 

５９ 

栃木・福島地域への首都機能

移転のための陳情活動、広報

活動を行う。 

栃木・福島地域への首都機能

移転のための陳情活動、広報

活動を行う。 

栃木・福島地域への首都機能

移転のための陳情活動、広報

活動を行う。 

栃木・福島地域への首都機能

移転のための陳情活動、広報

活動を行う。 

１市３町の内容が同一で

あるため、現行のとおり

とする。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

地域連携協議会（宇

都宮大学）に関する

こと 15 

６２ 

宇都宮大学の知的財産を地域

振興に活用するための組織で

ある。 

 

宇都宮大学の知的財産を地域

振興に活用するための組織で

ある。 

 

宇都宮大学の知的財産を地域

振興に活用するための組織で

ある。 

 

該当なし 関係市町により構成され

る協議会であるため、新

市において継続して加入

する。 

国県等提言・要望活

動に関すること 
16 

６４ 

国や県に対して陳情、要望活

動を計画実施する。 

国や県への施策要望を各課に

照会し提出する。 

国や県への施策要望を各課に

照会し提出する。 

国や県への施策要望を各課に

照会し提出する。 
１市３町の内容が同一で

あるため、現行のとおり

とする。 

旧栃木駅舎活用に関

すること 

17 

６６ 

旧栃木駅舎保存施設の管理運

営やイベントの開催等、地域

振興の目的に適するよう指導

助言する。 

該当なし 該当なし 該当なし 独自施設の運営委員会が

あるため、栃木市の例に

より合併後に統合する。 

栃木駅南部地域整備

推進協議会に関する

こと 
18 

６８ 

栃木市及び大平町にわたる栃

木駅南部地域の整備を図る。

【構成】 

栃木県・栃木市・大平町 

栃木市及び大平町にわたる栃

木駅南部地域の整備を図る。

【構成】 

栃木県・栃木市・大平町 

該当なし 該当なし 県と栃木市、大平町で構

成された協議会であるた

め、従来の実績を尊重し

つつ、合併後に再編する。 

都市再生事業(地活

債)に関すること 

19 

６９ 

地域活性化事業計画の庁内調

整を行い県へ申請する。 

財政係と協力し、地域活性化

事業計画の庁内調整を行い県

へ申請する。 

財政係と協力し、地域活性化

事業計画の庁内調整を行い県

へ申請する。 

地域活性化事業計画の庁内調

整を行い県へ申請する。 
１市３町の事務が同一で

あるため、現行のとおり

とする。 

 

  



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

東武日光鬼怒川線沿

線活性化連絡協議会

に関すること 

20 

７０ 

【構成】3市 5 町 

【内容】 

沿線情報誌の編集、発行 

イベント情報の発行 

【構成】3市 5 町 

【内容】 

沿線情報誌の編集、発行 

イベント情報の発行 

【構成】3市 5 町 

【内容】 

沿線情報誌の編集、発行 

イベント情報の発行 

【構成】3市 5 町 

【内容】 

沿線情報誌の編集、発行 

イベント情報の発行 

関係市町により構成され

る協議会であるため、新

市において継続して加入

する。 

首都圏都市開発区域

関係都市協議会に関

すること 

21 

７３ 

【構成】25 市 

【内容】 

都市開発区域に関する関係当

局への要望を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 関係市により構成される

協議会であるため、新市

において継続して加入す

る。 

下野いにしえネット

ワーク事業推進会議

に関すること 

22 

７６ 

【構成】栃木市・下野市 

【内容】 

下野いにしえネットワーク整

備基本計画に関し、情報交換、

連絡等を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 関係市により構成される

推進会議であるため、新

市において継続して加入

する。 

  



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

栃木県南部地方拠点

都市地域整備推進協

議会に関すること 
23 

７７ 

【構成】5市 6 町 

【内容】 

拠点法に基づく、基本計画の

策定及び整備事業の推進を行

う。 

【構成】5市 6 町 

【内容】 

拠点法に基づく、基本計画の

策定及び整備事業の推進を行

う。 

【構成】5市 6 町 

【内容】 

拠点法に基づく、基本計画の

策定及び整備事業の推進を行

う。 

【構成】5市 6 町 

【内容】 

拠点法に基づく、基本計画の

策定及び整備事業の推進行

う。 

関係市町により構成され

る協議会であるため、新

市において継続して加入

する。 

下都賀総合病院に関

すること 

24 

７８ 

運営委員会等で、移転新築に

ついて検討を行う。 

運営委員会等で、移転新築に

ついて検討を行う。 

運営委員会等で、移転新築に

ついて検討を行う。 

運営委員会等で、移転新築に

ついて検討を行う。 
１市３町の内容が同一で

あるため、現行のとおり

とする。 

少年自然の家（施設）

の活用に関すること 

25 

７９ 

移転後の施設等の利用につい

て、関係機関との調整を行う。

該当なし 該当なし 該当なし 県施設の廃止後の利用検

討であるため、栃木市の

例により合併後に統合す

る。 

県南児童相談所の移

転に関すること 

26 

８１ 

県南児童相談所の建設につい

て、協議を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 県施設の移転等の検討で

あるため、栃木市の例に

より合併後に統合する。 

思川開発事業に関す

ること 

27 

８２ 

南摩ダムを建設して洪水調整

を行うとともに、水資源開発

を行う。 

南摩ダムを建設して洪水調整

を行うとともに、水資源開発

を行う。 

南摩ダムを建設して洪水調整

を行うとともに、水資源開発

を行う。 

南摩ダムを建設して洪水調整

を行うとともに、水資源開発

を行う。 

１市３町の内容が同一で

あるため、現行のとおり

とする。 

 



  
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

栃木県南部水資源開

発促進協議会に関す

ること 
28 

８３ 

【構成】3市 7 町 

【内容】  

要望活動等（国土交通省・水

資源機構） 

【構成】3市 7 町 

【内容】  

要望活動等（国土交通省・水

資源機構） 

【構成】3市 7 町 

【内容】  

要望活動等（国土交通省・水

資源機構） 

【構成】3市 7 町 

【内容】  

要望活動等（国土交通省・水

資源機構） 

関係市町により構成され

る協議会であるため、新

市において継続して加入

する。 

両毛線整備促進期成

同盟会に関すること 

29 

８４ 

【構成】9市 2 町 

【内容】 

要望活動等（JR 東日本 高崎

支社） 

【構成】9市 2 町 

【内容】 

要望活動等（JR 東日本 高崎

支社） 

該当なし 該当なし 関係市町により構成され

る期成同盟会であるた

め、新市において継続し

て加入する。 

栃木ガス株式会社に

関すること 

30 

８５ 

市が出資し、市長が取締役に

就任している。 

該当なし  該当なし 該当なし 栃木市長が取締役となっ

ているため、栃木市の例

により合併後に統合す

る。 

県統計協会等に関す

ること 

31 

８７ 

・栃木県統計協会への協力 

・栃木県都市統計事務研究会

への参加 

・栃木県統計協会への協力 

・下都賀郡統計事務研究会へ

の参加 

・栃木県統計協会への協力 

・下都賀郡統計事務研究会へ

の参加 

・栃木県統計協会への協力 

・下都賀郡統計事務研究会へ

の参加 

加入する統計事務研究会

に差異があるため、栃木

市の例により合併後に統

合する。 

ペアーレトチギに関

すること 

32 

８９ 

当該施設の機能を維持・存続

する民間事業者に対して補助

金等の支援を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 事業の経緯を踏まえ、平

成２３年度まで現行のと

おりとする。 

 



  
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

地上デジタル放送移

行に関すること 

33 

９０ 

関係機関との情報交換、調整、

庁内関係各課との情報交換、

調整を行う。 

関係機関との情報交換、調整、

庁内関係各課との情報交換、

調整を行う。 

関係機関との情報交換、調

整、庁内関係各課との情報交

換、調整を行う。 

関係機関との情報交換、調

整、庁内関係各課との情報交

換、調整を行う。 

基本的に内容・目的が同

一であるため、現行のと

おりとする。 

東北新幹線小山駅停

車増便促進期成同盟

会に関すること 
34 

９１ 

【構成】8市 

【内容】 

東北新幹線の小山駅停車の増

便を促進するため、連絡調整

を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 関係市により構成される

期成同盟会であるため、

新市において継続して加

入する。 

わがまち自慢推進事

業に関すること 

35 

９３ 

各単位事業を担当する関係各

課との連絡調整 

県担当課との当該交付金の導

入に向けた調整 

各単位事業を担当する関係各

課との連絡調整 

県担当課との当該交付金の導

入に向けた調整 

各単位事業を担当する関係各

課との連絡調整 

県担当課との当該交付金の導

入に向けた調整 

各単位事業を担当する関係各

課との連絡調整 

県担当課との当該交付金の導

入に向けた調整 

１市３町が取り組んでい

る県事業であるため、現

行のとおりとする。 

青年会議所に関する

こと 

36 

９４ 

賛助会員として職員が参加し

ており、交流について必要な

情報交換や連絡・調整を行う。

賛助会員として職員が参加し

ており、交流について必要な

情報交換や連絡・調整を行う。

該当なし 賛助会員として職員が参加し

ており、交流について必要な

情報交換や連絡・調整を行う。

１市２町が職員交流を実

施しているため、合併後

に再編する。 

シビックセンター施

設計画に関すること 

37 

９５ 

栃木市シビックコア地区整備

計画に位置づけられている、

シビックセンターの整備を図

る。 

該当なし 該当なし 該当なし シビックコア地区整備計

画におけるシビックセン

ター施設計画のため、栃

木市の例により合併後に

統合する。 

 



  
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

大規模未利用地に関

すること 

38 

９６ 

大規模未利用地の有効活用の

推進を図る。 

・栃木警察署跡地 

・栃木駅周辺地区 

該当なし 該当なし 

 

該当なし 該当地が栃木市のみのた

め、現行のとおりとす

る。 

総合的な土地利用に

関すること 

39 

９７ 

総合的、計画的な土地利用の

ため、庁内における連絡調整

を行う。 

・土地利用対策委員会の設置

総合的、計画的な土地利用の

ため、庁内における連絡調整

を行う。 

・土地利用対策委員会の設置

総合的、計画的な土地利用の

ため、庁内における連絡調整

を行う。 

総合的、計画的な土地利用の

ため、庁内における連絡調整

を行う。 

・土地利用連絡調整委員会の

設置 

土地利用対策委員会等の

有無や構成等が異なるこ

とから、合併後に再編す

る。 

地下水揚水施設に関

すること 

40 

９８ 

市町村を経由して知事への届

出等の事務を行う。 

市町村を経由して知事への届

出等の事務を行う。 

市町村を経由して知事への届

出等の事務を行う。 

市町村を経由して知事への届

出等の事務を行う。 
１市３町の内容が同一で

あるため、現行のとおり

とする。 

県南広域的水道整備

協議会に関すること 

41 

９９ 

【構成】県、2市 7町 

【内容】 

県南広域的水道整備計画の策

定に向けた協議等 

【構成】県、2市 7町 

【内容】 

県南広域的水道整備計画の策

定に向けた協議等 

【構成】県、2市 7町 

【内容】 

県南広域的水道整備計画の策

定に向けた協議等 

【構成】県、2市 7町 

【内容】 

県南広域的水道整備計画の策

定に向けた協議等 

県及び関係市町により構

成される協議会であるた

め、新市において継続し

て加入する。 

その他水資源及びエ

ネルギー対策の企画

調整に関すること 
42 

１００ 

水資源及びエネルギー関係の

情報収集、調査研究に関する

事務を行う。 

水資源及びエネルギー関係の

情報収集、調査研究に関する

事務を行う。 

水資源及びエネルギー関係の

情報収集、調査研究に関する

事務を行う。 

水資源及びエネルギー関係の

情報収集、調査研究に関する

事務を行う。 

１市３町の内容が同一で

あるため、現行のとおり

とする。 

 



  
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

北関東自動車道に関

すること 
43 

１０３ 

沿線市町の PR とともに、ドラ

イブマップの作成や、交流フ

ェア等イベント参加の調整を

行う。 

該当なし 該当なし 沿線市町の PR とともに、ドラ

イブマップの作成や、交流フ

ェア等イベント参加の調整を

行う。 

沿線の１市１町において

行っている事務のため、

栃木市・都賀町の例によ

り合併後に統合する。 

県庁堀周辺整備に関

すること 
44 

１０４ 

第一小と第二小を学校教育と

社会教育の融合型の学校とし

て統合・再編する。 

該当なし 該当なし 該当なし 第一小・第二小の統合小

学校の整備のため、栃木

市の例により合併後に統

合する。 

北関東新潟地域連携

軸推進協議会に関す

ること 45 

１０５ 

平成 15 年度脱退 【構成】 

新潟、群馬、栃木、茨城の市

町村 

【内容】 

災害時の相互協力等 

平成 16 年度脱退 平成 14 年度脱退 関係市町村により構成さ

れる協議会であるため、

新市において継続して加

入する。 

まちづくり支援に関

すること 

46 

１０６ 

各地区の地域づくりのため、

各まちづくり協議会（皆川・

吹上・寺尾）等と協働してま

ちづくりの支援を行ってい

く。 

おおひらコンシェルジュ制度

やまちの駅ネットワークおお

ひら等の活動に対して、支援

を実施する。 

まちづくり委員会の活動を受

け、21 年度にまちづくり団体

の組織化が行われる予定であ

り、今後支援を行っていく。

頑張る地域・グループ応援事

業を実施し、独自に地域の活

力を高める活動を表彰・応援

する。 

大柿十文字西地区土地利用研

究会が組織され、支援を行っ

ていく。 

まちづくり団体等の意向

を踏まえ、従来の実績を

尊重しつつ、合併後に再

編する。 

まちづくり委員会等

に関すること 

47 

１０７ 

該当なし 「大平町の将来を考える町民

フォーラム」に関する事務を

行う。 

「藤岡町まちづくり委員会」

に関する事務を行う。 

該当なし 従来のまちづくりの実績

を尊重しつつ、合併後に

新たな制度を検討し再編

する。 

  



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

フラワーロード事業

に関すること 
48 

１０８ 

該当なし 該当なし フラワーロード事業者を補助

し、道路の植樹帯や路肩・畑

等に花の苗や種を配布し植付

を行う。 

該当なし 制度の経緯、従来からの

実績を踏まえ、合併後に

市域全体の均衡を保つよ

う統合する。 

役場親しみ事業に関

すること 
49 

１１１ 

該当なし 該当なし 該当なし ・住民参加事業による気軽な

役場の創出 

・町民と職員のふれ合いによ

る意見交換の場 

・親しみやすい事業による行

政への関心の喚起 

従来からの実績を尊重し

つつ、合併後に市域全体

の均衡を保つよう再編す

る。 

ふるさと納税に関す

ること 
50 

１１４ 

ふるさと納税に関する事務を

行う。 

7 事業の指定コースがある。

ふるさと納税に関する事務を

行う。 

基金や使途事業はない。 

ふるさと納税に関する事務を

行う。 

基金や使途事業はない。 

ふるさと納税に関する事務を

行う。 

基金より管理し、７事業の指

定コースがある。 

１市３町の取扱いを同一

にするため、従前の実績

を尊重しつつ、合併時に

再編する。 

辺地に関すること 

51 

１３５ 

辺地とその他の地域との間に

おける住民の生活文化水準の

著しい格差の是正を図る。（指

定地区：栃木市出流町） 

該当なし 該当なし 該当なし 辺地地域の指定を受けて

いるため、栃木市の例に

より合併時に統合する。 

 



様式２                  栃木地区合併協議会への報告（ランクＣ）      企画財政部会 秘書広報分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

記者クラブに

関すること 

１ 

１ 

【内容】 

①記者発表資料など、各課及び報

道機関との連絡調整 

②報道記事の記録・ファイリング

【栃木記者会（中央記者クラブ）

加盟社】 

①読売新聞栃木通信部 

②朝日新聞栃木支局 

③下野新聞栃木支局・藤岡支局 

④毎日新聞栃木通信部 

【地方記者クラブ加盟社】 

①情報とちぎ新聞社 

②グラフ北関東 

該当なし 該当なし 該当なし 記者クラブは、栃

木市のみの制度

であることから、

栃木市の例によ

り新市に引き継

ぐ。 

記者会見に関

すること 

２ 

２ 

【栃木記者会主催】 

①定例記者会見 

 栃木記者会主催により毎月１

回開催。 

 市長が、各種施策等の説明を行

う。 

②臨時記者会見 

 記者会を対象に随時。 

※記者会の申し合わせにより産

経、東京、ＮＨＫ３社が記者会見

に同席 

※記者会以外の報道機関へは、会

見後に同じ資料で情報提供 

【市主催】 

①予算記者会見 

 市主催で、新年度予算（案）の

発表を行う。記者会以外の報道機

関も対象とする。 

【町主催】 

必要に応じ記者会見を開催す

る。報道機関には栃木記者会幹事

を通じて連絡するほか、必要に応

じその他の報道機関にも連絡す

る。 

【町主催】 

必要に応じ記者会見を開催す

る。報道機関には栃木記者会幹事

を通じて連絡するほか、必要に応

じその他の報道機関にも連絡す

る。 

【町主催】 

必要に応じ記者会見を開催する。

報道機関には栃木記者会幹事を

通じて連絡するほか、必要に応じ

その他の報道機関にも連絡する。

記者クラブとの

関連があること

から、栃木市の例

により合併時に

統合する。 

 



  
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

広報計画に関

すること 

３ 

３ 

【内容】 

広報事業に関する基本事項を記

載した広報計画を作成する。 

広報計画は、各課に配布すると

ともにイントラネットで周知す

る。 

広報員を各課 1 名選任し、研修

等を通し対外的な情報提供の重要

性について周知徹底を図る。 

 

【内容】 

広報事業の実施について庁内

各課に適時周知する。 

【内容】 

広報事業の実施について庁内

各課に適時周知する。 

【内容】 

広報事業の実施について各課

にインフォメーションで周知す

る。 

広報主任者を各課 1名選任し、

毎月1回広報発行について意見交

換や連絡事項の周知徹底を図る

ための広報主任者会を開催 

 

各市町の例を参

考にし、合併時に

再編する。 

テレビ放送委

託に関するこ

と 

４ 

５ 

【概要】 

 ケーブルテレビ㈱及び㈱とち

ぎテレビに番組制作を委託して

いる。 

【内容】 

①自治体広報番組「栃木市からこ

んにちは」 

(15 分番組/4 月～5月の１週間/1

日 8回計 56 回放送) 

②静止画放送番組「栃木市の時

間」ほか 

(23 分番組/毎日/1 日 9回放送) 

③新春特別番組「わが街発！」 

（10分番組/1月上旬 2回回放送）

【概要】 

ケーブルテレビ㈱及び（株）と

ちぎテレビに番組制作を委託し

ている。 

【内容】 

①自治体広報番組「大平町からこ

んにちは」 

  10 分番組／4月 

②静止画放送「大平町の時間」3

分番組／毎日 

③新春特別番組 

「新年のご挨拶 大平町」5 分番

組／1月 

「わが街発！」10 分番組／1月

【概要】 

 ケーブルテレビ株式会社にコ

ミュニティチャンネル番組制作

を委託している。 

【内容】 

①自治体広報番組「藤岡町からこ

んにちは」 

②静止画放送番組「藤岡町の時

間」ほか 

 

 

【概要】 

 ケーブルテレビ㈱に番組制作

を委託している。 

【内容】 

①自治体広報番組「都賀町からこ

んにちは」 

（10分番組/4月～5月の1週間/1

日 13 回放送） 

②静止画放送番組「都賀町の時

間」ほか 

（3分番組/毎日/1 日 9回放送）

委託内容等につ

いて各市町とテ

レビ放送会社間

で協議し、合併時

に再編する。 

 



  
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

公共施設見学

に関すること 

５ 

９ 

【内容】 

①定例見学 

平成 20 年度から廃止 

・市内施設めぐり 

・親子施設めぐり 

②その他の見学 

随時実施 

・学校からの申込みを受け、小学

生等の市庁舎見学の案内を行う。

 

 

【内容】 

学校からの申込みを受け、小学

生等の町役場見学の案内を行う。

 随時実施 

【内容】 

学校からの申込みを受け、小学

生等の町役場見学の案内を行う。

 随時実施 

【内容】 

学校からの申込みを受け、小学

生等の町役場見学の案内を行う。

 随時実施 

新市における各

地域間相互理解

の手段として定

例見学の必要性

を含め、合併後に

再編する。 

報道機関対応

に関すること 

６ 

１２ 

【報道機関への情報提供】 

報道機関をとおし広く発信し

たい情報については、随時各課に

おいて情報提供連絡票を作成し、

広報広聴担当が取りまとめのう

えＦＡＸにより情報提供する。

（17 社に送信、イベント系につい

ては＋9社） 

【報道機関からの問合せ】 

 報道機関からの問合せ等に関し

ては、基本的に広報広聴担当が窓

口となり、各課との取材調整を行

う。 

 

 

【内容】 

報道機関をとおし広く発信し

たい情報は、随時、各課で情報を

提供する。 

広報担当は、各課が情報提供し

た内容を把握する。 

【内容】 

報道機関をとおし広く発信し

たい情報は、随時、各課で報道機

関に情報を提供する。 

【内容】 

報道機関をとおし広く発信し

たい情報は、随時、各課で報道機

関に情報を提供する。 

各市町の例を参

考に効率的な情

報提供方法を検

討し、合併時に再

編する。 



  
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

ふるさと大使

事業等に関す

ること 

７ 

１６ 

【概要】 

とちぎ蔵の街大使事業 

（平成 15 年 7 月の任期終了後、

休止中） 

 市の魅力を発信し、イメージア

ップを図るため、市にゆかりがあ

り各界で活躍している方を「とち

ぎ蔵の街大使」として委嘱し、広

報活動や助言をしてもらうもの 

①定数 50 人以内 

②任期 2 年 

③報酬 なし 

【その他】 

 委嘱等は休止しているが、現在

においても本市にゆかりのある

方々に対しては、毎月「広報とち

ぎ」を郵送し栃木の様子をお伝え

し、関係を保っている。 

 

【概要】 

東京栃木県人会に入会してい

る本町出身者の内、希望者に毎月

「広報おおひら」を郵送してい

る。 

該当なし 該当なし これまでの実績

を踏まえ、新市の

戦略的なＰＲ効

果等を期待し、合

併後に再編する。 

市町村長会に

関すること 

８ 

１８ 

【概要】 
(1)市政に関する県内各市との連

絡調整 
・年４回市長会議開催 
(2)国・県への要望 
・年２回要望 
(3)行財政に関する調査研究 

(4)研修、講演会等の開催 

 

【概要】 

(1)町政に関する連絡調整 

(2)地方自治に影響を及ぼす法律

又は政令その他の事項に関す

る内閣に対する意見の申し出

又は国会への意見書の提出に

関する事項 

(3)行政、財政に関する事項 

(4)研究会・講習会等の開催、他

 

【概要】 

(1)町政に関する連絡調整 

(2)地方自治に影響を及ぼす法律

又は政令その他の事項に関す

る内閣に対する意見の申し出

又は国会への意見書の提出に

関する事項 

(3)行政、財政に関する事項 

(4)研究会・講習会等の開催、他

【概要】 

(1)町政に関する連絡調整 

(2)地方自治に影響を及ぼす法律

又は政令その他の事項に関す

る内閣に対する意見の申し出

又は国会への意見書の提出に

関する事項 

(3)行政、財政に関する事項 

(4)研究会・講習会等の開催、他

栃木県市長会に

引き続き新市と

して加入し、栃木

県町村会は退会

する。 

 

 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

市(町)長・副市

(町)長の秘書に

関すること ９ 

１９ 

【概要】 

(1)日程調整・管理 

(2)出張時の随行 

(3)来客接待 

(4)市長交際費の管理・執行 

 

【概要】 

(1)日程調整・管理 

(2)来客接待 

(3)町長交際費の管理・執行 

 

【概要】 

(1)日程調整・管理 

(2)来客接待 

(3)町長交際費の管理・執行 

 

【概要】 

(1)日程程調整・管理 

(2)来客接待 

(3)町長交際費の管理・執行 

 

合併時に再編す

る。 

一日町長体験

事業に関する

こと 

10 

２５ 

該当なし 該当なし 該当なし 【概要】 

開かれた町政を推進するため、

毎年１人町民からＨＰや広報紙

で公募する。 

・イベント編 

 イベントの視察や参加をし、一

日町長のコーナーで町民と対話

する。 

・平日編 

 各課・町施設の視察し、模擬会

議等へ出席する。 

・子ども編 

 各課視察（スタンプラリー）、

町施設の視察をする。 

・各ケースとも最後に町長と懇談

し、後日レポートや感想文（絵）

を提出する。 

 

他の広聴事業と

併せ、合併後に再

編する。 

 

 



様式２                  栃木地区合併協議会への報告（ランクＣ）        企画財政部会 財政分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

財政計画に関

すること 

１ 

４ 

【総合計画前期基本計画財政

見通し】Ｈ18 年度～27 年度の

一般会計財政見通し 

【中期財政の見通し】 

  ５年間の見通し額を推計 

【財政健全化計画】 

平成１９年度から２３年度ま

での５年間の財政推計 

将来２年間の財政計画を策定

し、振興計画実施計画書に掲載

第５次都賀町振興計画を策定

し、平成１８年度から２２年度

までの５カ年間中、毎年実施計

画を見直し 

計画期間、計画内容、作

成時期、計画作成目的に

差異があるため、合併後

に再編する。 

財政分析に関

すること 

２ 

５ 

【公会計財務諸表】 

毎年総務省方式によりバラン

スシート、行政コスト計算書、

キャッシュフロー計算書を作

成し秋に公表。 

【財政に関する指標】 

毎年「財政に関する指標」を作

成 

【公会計財務諸表】 

毎年総務省方式によりバラン

スシートを作成 

【公会計財務諸表】 

毎年総務省方式によりバラン

スシートを作成 

【公会計財務諸表】 

毎年総務省方式によりバラン

スシートを作成 

公会計財務諸表ほか財政

分析に関する書類はその

存在に差異があるため、

合併後に再編する。 

 

 

予算の繰越に

関すること 

３ 

７ 

繰越申請書の提出 

（４月３０日まで財政課長へ）

繰越申請書の提出 

（５月２０日まで企画財政課

長へ） 

繰越申請書の提出 

(５月１５日まで財政管理課長

へ） 

繰越申請書の提出 

（５月２０日まで政策財務課

長へ） 

 

大きな差異はないが、繰

越申請書の提出時期に差

異があり、各市町の財務

規則においてその期限が

設定されているため、原

則栃木市の制度を基準と

して合併時に再編又は統

合する。 

予算の流充用

に関すること 

４ 

８ 

歳出予算の項間の流用又は配

当予算の目、事業若しくは節間

の流用を必要とする場合は、予

算流用申請決議書を財政課長

に提出する。 

各項の経費に金額を流用する

とき、又は配当予算の目若しく

は、事業間、節間の流用を必要

とするときは、予算流用伺書を

作成し、町長の決裁を受け会計

管理者に通知する。 

各項の経費の金額を流用する

とき、又は配当予算の目若しく

は節間の金額の流用を必要と

するときは、予算流用伺兼通知

書を作成し、町長の決裁を受

け、会計管理者に通知する。 

項間の流用又は配当予算の目

若しくは節間の流用を必要と

する場合は、予算流用調書を政

策財務課長に提出する。 

栃木市及び大平町は事業

別執行のため事業間流用

があるが、他 2 町にはな

い。流充用の決裁権者に

差異がある。そのため、

合併時に再編又は統合す

る。 



  
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

債務負担行為

に関すること 

５ 

１０ 

継続費の総額又は繰越明許費

の金額の範囲内におけるもの

を除き、債務を負担する行為に

ついての内容を定める。 

事項名称例 

・農業近代化資金利子補給 

・そのべ児童館管理運営委託 

・栃木県信用保証協会の平成 20

年度栃木市中小企業緊急景気

対策特別資金融資保証に対す

る損失補償 

継続費の総額又は繰越明許費

の金額の範囲内におけるもの

を除き、債務を負担する行為に

ついての内容を定める。 

事項名称例 

・農業近代化資金利子補給 

・まちづくり交流センター指定

管理業務委託 

継続費の総額又は繰越明許費

の金額の範囲内におけるもの

を除き、債務を負担する行為に

ついての内容を定める。 

事項名称例 

・財団法人渡良瀬遊水地アクリ

メーション振興財団の借入金

に対する債務の損失補償 

継続費の総額又は繰越明許費

の金額の範囲内におけるもの

を除き、債務を負担する行為に

ついての内容を定める。 

事項名称例 

・農業近代化資金利子補給金 

債務負担行為について

は、地方自治法施行規則

に様式が定められている

ため大きな差異は無い

が、事項名称に差異があ

るため、合併時に再編又

は統合する。 

起債管理シス

テムに関する

こと ６ 

１１ 

ＧＣＣ起債管理システム（日立

管理） 

ＴＫＣ起債管理システム ＴＫＣ起債管理システム ＴＫＣ起債管理システム 財務会計システムと関連

する。合併時いずれかの

システムに統合する。 

地方債（公債

費）に関するこ

と 

７ 

１２ 

【銀行等引受資金の借入】 

①利率の競争原理を取り入れ

た借入要領策定。 

②貸付利率を複数金融機関へ

照会 

 

【銀行等引受資金の借入】 

①指定金融機関、収納代理金融

機関へ貸付利率を照会 

 

【銀行等引受資金の借入】 

①指定金融機関、収納代理金融

機関へ貸付利率を照会 

 

【銀行等引受資金の借入】 

①指定金融機関、収納代理金融

機関へ貸付利率を照会 

 

起債同意までの事務上の

手続きに大きな差異はな

いが、銀行等引受資金の

借入に差異があるため、

銀行等引受資金の借入に

ついて、合併時に統合す

る。 

一時借入金に

関すること 
８ 

１３ 

ここ数年は、一時借入金の実

績なし。 

 基金繰替え運用を行ってい

る。 

ここ数年は、一時借入金の実

績なし。 

 基金繰替え運用を行ってい

る。 

一時借入金の実績なし。 

 基金繰替え運用（過去に１

度）を行っている。 

一時借入金の実績なし。 

 基金繰替え運用（過去に１

度）を行っている。 

栃木市は当座貸越取引に

より一時借入することが

出来るが、３町は設定し

ていないため、合併時に

統合する。 



  

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

地方交付税等

に関すること 

９ 

１５ 

【普通交付税・地方特例交付金

の算定事務】 

【特別交付税の算定事務】 

 

【普通交付税・地方特例交付金

の算定事務】 

【特別交付税の算定事務】 

 

【普通交付税・地方特例交付金

の算定事務】 

【特別交付税の算定事務】 

 

【普通交付税・地方特例交付金

の算定事務】 

【特別交付税の算定事務】 

 

差異はなく、現行の

とおりとする。 

財政事情の公

表に関するこ

と(財政状況の

公表) 
10 

１６ 

【公表時期】 

 5月及び11月(市財政状況の公

表に関する条例による) 

【公表時期】 

 ６月及び 1２月(町条例によ

る) 

【公表時期】 

 5月 1日及び11月 1日(町条例

による) 

【公表時期】 

 6 月及び 12 月(町条例による)
公表項目、公表時期

に差異があるため、

合併時に再編又は

統合する。 

決算統計等に

関すること 

11 

１８ 

【地方財政状況調査表（決算統

計)】 

【公共施設状況調査】 

【公害防止決算】 

【地方財政状況調査表（決算統

計)】 

【公共施設状況調査】 

【公害防止決算】 

【地方財政状況調査表（決算統

計)】 

【公共施設状況調査】 

【公害防止決算】 

【地方財政状況調査表（決算統

計)】 

【公共施設状況調査】 

【公害防止決算】 

県を通じ国へ提出

しているため、大き

な差異はなく、現行

のとおりとする。 

予算の配当に

関すること 

12 

２２ 

資金計画を作成する。 

年度間予算執行計画を作成す

る。 

各課に予算の一括配当通知を

する。 

資金計画を作成する。 

年度間予算執行計画を作成す

る。 

各課に 4 半期ごとに予算配当

通知をする。 

資金計画を作成する。 

年度間予算執行計画を作成す

る。 

各課に予算の一括配当通知を

する。 

資金計画を作成する。 

年度間予算執行計画を作成す

る。 

各課に予算の一括配当通知を

する。 

栃木市、藤岡町、都

賀町は一括配当、大

平町は四半期ごと

配当しているため、

合併時に再編又は

統合する。 



  

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

決算審査、認定

に関すること 

13 

２３ 

【地方自治法第 233 条第 5 項主

要な施策の成果を説明する書

類】 

  決算状況報告書、決算に係る

健全化判断比率及び資金不足比

率の状況〔付 主要事務事業報

告書〕を決算書とともに議会へ

提出 

【地方自治法第 233 条第 5 項主

要な施策の成果を説明する書

類】 

  年度ごとに、資料「歳入歳出

決算説明書」を作成し、財政分

析を行う。 

【地方自治法第 233 条第 5 項主

要な施策の成果を説明する書

類】 

  年度ごとに、資料「歳入歳出

決算附属資料」を作成し、財政

分析を行う。 

【地方自治法第 233 条第 5 項主

要な施策の成果を説明する書

類】 

年度毎に、下記内容の資料「決

算に関する附属資料」を作成し、

財政分析を行う。 

地方自治法第233条

第5項主要な施策の

成果を説明する書

類は、どの団体も作

成しているが、内容

に差異があるため、

合併後に再編又は

統合する。 

事務事業評価

に関すること 

14 

２４ 

当初予算編成と一体的に行う 

・各課評価表作成 

・H２１年度部分内示 

・H２２年度部分内示 

・H２２年度評価額復活要求及び

ヒアリング 

・H２２年度部分事務事業評価

終内示 

・事務事業評価結果公表 

次期総合振興計画策定に活用す

る。 

①担当者が評価する。 

②担当課長が、一次評価を行う。

③一次評価を経た事務事業で、

重要なものや見直し・廃止と評

価されたものについて、町長、

副町長、教育長、全課長で構成

される二次評価会議で評価す

る。 

該当なし 該当なし 合併後、事務事業評

価を実施するかど

うかを含め再編す

る。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

財政健全化法

に関すること 

15 

２５ 

健全化判断比率及び資金不

足比率について監査委員に審

査依頼を行う。 

議会報告用資料として、「健

全化判断比率及び資金不足比

率の状況」（決算状況報告書と

同冊）を作成する。 

監査委員の意見書を付し、

「健全化判断比率及び資金不

足比率の状況」を議会に送付

し、９月議会にて報告 

健全化判断比率及び資金不

足比率について監査委員に審

査依頼を行う。 

議会報告用資料として、4指

標を歳入歳出決算説明書に記

載する。 

監査委員の意見書を付し、９

月議会（議員改選時は１２月議

会）にて報告 

健全化判断比率及び資金不

足比率について監査委員に審

査依頼を行う。 

議会報告用資料として、4指

標を歳入歳出決算付属資料に

記載する。 

監査委員の意見をつけて、健

全化判断比率及び資金不足比

率について９月議会にて報告 

健全化判断比率及び資金不

足比率について監査委員に審

査依頼を行う。 

監査委員の意見書を付し、９

月議会にて報告 

総務省の基準に基づき作

成しているため数値作成

及び議会報告までの手続

きにおける差異はない。

現行のとおりとする。 

財務規則改正

に関すること 

16 

２７ 

必要に応じ、財務規則の改正を

行う。 

必要に応じ、財務規則の改正を

行う。 

必要に応じ、財務規則の改正を

行う。 

必要に応じ、財務規則の改正を

行う。 
資料作成課、会議提案課

に差異があるが、大きな

差異はない。現行のとお

りとする。 

 



様式２                  栃木地区合併協議会への報告（ランクＣ）        企画財政部会 人権分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

人権擁護委員

に関すること

１ 

１ 

議会の同意を得て市長推薦によ

り法務大臣委嘱 

・任期 ３年 

・委員数 ９名 

栃木人権擁護委員協議会第一部

会事務 

議会の同意を得て町長推薦によ

り法務大臣委嘱 

・任期 ３年 

・委員数 ５名 

栃木人権擁護委員協議会第三部

会事務 

議会の同意を得て町長推薦によ

り法務大臣委嘱 

・任期 ３年 

・委員数 ６名 

栃木人権擁護委員協議会第三部

会事務 

議会の同意を得て町長推薦によ

り法務大臣委嘱 

・任期 ３年 

・委員数 ３名 

栃木人権擁護委員協議会第一部

会事務 

各市町に差異がない

ため、現行のとおりと

する。 

人権推進に係

る啓発に関す

ること 

２ 

３ 

・人権講演会の開催 

・特定職業従事者研修会等の開催

 

・「人権週間」での啓発活動 

・「夏まつり」での街頭啓発 

・「広報とちぎ」への掲載 

・人権の花運動 

・人権講演会の開催 

・現地視察（フィールドワーク）

等の実施 

・「人権週間」での啓発活動 

・「隣保館まつり」での啓発 

・「広報おおひら」への掲載 

・人権の花運動 

・人権講演会の開催 

・事業所、小中学校への啓発訪問

 

・「人権週間」での啓発活動 

・「ふくしまつり」での啓発 

・「広報ふじおか」への掲載 

・人権の花運動 

 

 

 

 

・「つがまつり」での啓発 

・「広報つが」への掲載  

・人権の花運動 

新市において、効果・

効率的な啓発を実施

するため、合併時は現

行のとおりとし、合併

後に再編する。 

同和問題に係

る民間運動団

体への委託事

業に関するこ

と 
３ 

９ 

同和問題解消のため委託（２団

体） 

・人権同和問題の啓発及び各種相

談、指導 

・各種実態調査 

・同和対策事業の推進 

 

同和問題解消のため委託（１団

体） 

・高齢者等の巡回相談 

・人権関係団体との交流事業 

・人権同和問題の啓発 

・貸付金の償還推進 

同和問題解消のため委託（１団

体） 

・同和問題の啓発 

・貸付金の償還指導 

・各種相談に関する事業 

・研修に関する事業 

該当なし 同和問題解消のため、

効果的な事業を実施

する必要があり、新市

における委託団体の

設置状況を踏まえ、合

併時は現行のとおり

とし、合併後に調整す

る。 

 



様式２                  栃木地区合併協議会への報告（ランクＣ）        企画財政部会 会計分科会 
事務事業名 現         況 調整内容 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町  

現金の出納及び

保管に関するこ

と １ 

１ 

【保管】歳計現金、運用基金及

び歳入歳出外現金を併せて管

理 

【記録】各会計別、基金別及び

歳入歳出外現金別に記録（シス

テム出力） 

【保管】歳計現金及び歳入歳出

外現金を併せて管理 

【記録】各会計別及び歳入歳出

外現金別に記録（システム出

力） 

【保管】歳計現金及び歳入歳出

外現金を併せて管理 

【記録】各会計別及び歳入歳出

外現金別に記録（システム出

力） 

【保管】歳計現金及び歳入歳出

外現金を併せて管理 

【記録】各会計別及び歳入歳出

外現金別に記録（システム出

力） 

栃木市の例により合

併時に統合する（ただ

し、「新財務会計シス

テム」による）。 

歳入歳出外現金

に関すること 

２ 

２ 

【科目数】１７ 

 

【出納、記録及び運用】歳計現

金の出納の例による。 

【科目数】１４ 

 

【出納、記録及び運用】歳計現

金の出納の例による。 

【科目数】８ 

 

【出納、記録及び運用】歳計現

金の出納の例による。 

【科目数】１１ 

 

【出納、記録及び運用】歳計現

金の出納の例による。 

栃木市の例により合

併時に統合する（ただ

し、科目名称について

は、「実務提要」を参

考に調整）。 

 

公金運用に関す

ること 

３ 

３ 

【基準】基準により運用 

 

【運用】各金融機関の定期預

金、短期国債で運用 

【基準】なし 

 

【運用】各金融機関の定期預金

で運用 

【基準】基準により運用 

 

【運用】各金融機関の定期預金

で運用 

【基準】なし 

 

【運用】各金融機関の定期預金

で運用 

栃木市の例により合

併時に統合する。 

小切手の振出し

に関すること 

４ 

４ 

【指定金融機関への送付日】当

日 

【小切手の枚数】支払い、還付

毎に１枚 

【指定金融機関への送付日】前

日までに 

【小切手の枚数】現金払い、口

座振込み、納付書払い毎に１枚

（各、還付を含む） 

【指定金融機関への送付日】３

営業日前 

【小切手の枚数】現金払い、口

座振込み・納付書払い毎に１枚

（各、還付を含む） 

【指定金融機関への送付日】

前々日 

【小切手の枚数】会計別に現金

払い、口座振込み・納付書払い、

還付毎に１枚 

栃木市の例により合

併時に統合する。 

指定金融機関等

に関すること 

５ 

５ 

【指定金融機関】足利銀行（栃

木支店） 

 

【収納代理金融機関】みずほ銀

行など７金融機関 

【指定金融機関】足利銀行（大

平支店） 

 

【収納代理金融機関】みずほ銀

行など６金融機関 

【指定金融機関】足利銀行（藤

岡支店） 

 

【収納代理金融機関】みずほ銀

行など６金融機関 

【指定金融機関】足利銀行（都

賀支店） 

 

【収納代理金融機関】みずほ銀

行など７金融機関 

栃木市の例により合

併時に統合する（ただ

し、収納代理金融機関

は全て存続）。 



 

事務事業名 現         況 調整内容 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町  

口座振替払い等

に関すること 

６ 

６ 

【支払日】原則水曜日 

 

【伝送日】３営業日前 

【支払日】３回／月 

 

【伝送日】２営業日前 

【支払日】６回／月 

 

【伝送日】３営業日前 

【支払日】３回／月 

 

【伝送日】２営業日前 

栃木市の例により合

併時に統合する。 

支出負担行為の

確認及び支出命

令書等の審査に

関すること 
７ 

７ 

【提出期限】支払日の８営業日

前 

 

【審査】法令に違反していない

こと等を審査し、支出 

【提出期限】支払予定表による

締切日の午前中 

 

【審査】法令に違反していない

こと等を審査し、支出 

【提出期限】支払日毎の提出日

まで 

 

【審査】法令に違反していない

こと等を審査し、支出 

【提出期限】支払日の１４営業

日前 

 

【審査】法令に違反していない

こと等を審査し、支出 

栃木市の例により合

併時に統合する。 

有価証券等の出

納及び保管に関

すること ８ 

８ 

財務規則の規定により、有価証

券の受け入れ、記録及び払出し

財務規則の規定はあるが、該当

なし 

財務規則の規定はあるが、該当

なし 

財務規則の規定はあるが、該当

なし 
栃木市の例により合

併時に統合する。 

物品の出納及び

保管に関するこ

と ９ 

９ 

財務規則の規定により、物品の

受入、返納及び保管転換 

財務規則の規定により、物品の

受入、返納及び保管転換 

財務規則の規定により、物品の

受入、廃棄及び保管転換 

財務規則の規定により、物品の

受入、返納及び保管転換 
栃木市の例により合

併時に統合する。 

会計管理者印等

の公印の保管に

関すること 10 

１０ 

【公印】１個 

 

【窓口収納用職印】出納員及び

分任出納員が使用する職印 

【公印】２個 

 

【窓口収納用職印】出納員が使

用する職印 

【公印】１個 

 

【窓口収納用職印】出納員及び

分任出納員が使用する職印 

【公印】１個 

 

【窓口収納用職印】出納員が使

用する職印 

栃木市の例により合

併時に統合する。 



 

事務事業名 現         況 調整内容 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町  

決算の調製に関

すること 

11 

１１ 

財務会計システムにより調製

し、９月議会に報告 

【調整】会計課 

【印刷】会計課 

【提出】総務課 

財務会計システムにより調製

し、９月議会に報告 

【調整】会計課 

【印刷】企画財政課 

【提出】企画財政課 

財務会計システムにより調製

し、９月議会に報告 

【調整】出納室 

【印刷】財政管理課 

【提出】財政管理課 

財務会計システムにより調製

し、９月議会に報告 

【調整】出納室 

【印刷】政策財務課 

【提出】政策財務課 

栃木市の例により合

併時に統合する。ただ

し、内容については

「新財務会計システ

ム」による。 

収納管理事務に

関すること 
12 

１２ 

ＯＣＲ業務により、収納額及び

収納件数の集計を税別に行う。

 

【読込み】会計課 

 

ＯＣＲ業務により、収納額及び

収納件数の集計を税別に行う。

 

【読込み】税務課 

 

ＯＣＲ業務により、収納額及び

収納件数の集計を税別に行う。

 

【読込み】出納室（特徴は税務

課） 

ＯＣＲ業務により、収納額及び

収納件数の集計を税別に行う。

 

【読込み】税務課 

 

栃木市の例により合

併時に統合する。 

出納事務の委任

に関すること 
13 

１３ 

出納員及び分任出納員を置く。

（３２課所） 

出納員及び分任出納員を置く。

（１０課所） 

出納員及び分任出納員を置く。

（１２課所） 

出納員及び分任出納員を置く。

（６課所） 
栃木市の例により合

併時に統合する。 

会計管理者口座

への入金に関す

ること 
14 

１４ 

収入書及び払戻請求書を指定

金融機関に提出し、公金口座に

入金 

収入書及び払戻請求書を指定

金融機関に提出し、公金口座に

入金 

収入書及び払戻請求書を指定

金融機関に提出し、公金口座に

入金 

収入書及び払戻請求書を指定

金融機関に提出し、公金口座に

入金 

栃木市の例により合

併時に統合する。 

消耗品の払い出

しに関すること

15 

１５ 

【購入・保管】財政課からの預

かり予算で購入・保管 

 

【払い出し】消耗品交付システ

ムによる（毎日）。 

【購入・保管】管財課に購入依

頼し、会計課で保管 

 

【払い出し】原則水曜日に「消

耗品請求兼領収書」による。 

【購入・保管】出納室の予算内

で購入・保管 

 

【払い出し】「消耗品請求伝票」

による（随時）。 

【購入・保管】総務課の予算で

購入・保管 

 

【払い出し】「物品請求伝票」

による。 

栃木市の例により合

併時に統合する。 

 

 



様式２             栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）     総務部会 総務分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

情報公開制度

に関すること 

１ 

１ 

【対象情報】 

 実施機関が作成し、又は取得した文書及び

図画（電磁的記録、マイクロフィルム等から

採録したものを含む。）であって、決裁、供

覧その他これらに準ずる手続が終了し、実施

機関が管理しているもの 

 

【公開請求者】 

①市内に住所がある人 

②市内に事業所や事務所を持つ個人、法人そ

の他の団体 

③市内の事業所や事務所に勤務している人 

④市内の学校に在学している人 

⑤市税の納税義務者 

⑥市の事務事業に利害関係があると認めら

れる個人、法人その他の団体 

 

【公開請求に対する決定】 

 公開請求を受理した日から起算して 15 日

以内に公開の可否を決定し、その結果を書面

で通知する。 

  

【公開しないことができる情報】 

①法令秘情報 

②個人情報 

③法人等情報 

④公共の安全、秩序の維持に関する情報 

⑤意思形成過程情報 

⑥行政執行情報 

⑦国等協力・信頼関係情報 

 

【平成１９年度実績】 

請求件数 １３件 

 

【対象情報】 

 実施機関が作成し、又は取得した文書及び

図画（電磁的記録、マイクロフィルム等から

採録したものを含む。）であって、決裁、供

覧その他これらに準ずる手続が終了し、実施

機関が管理しているもの 

 

【公開請求者】 

①町内に住所がある人 

②町内に事業所や事務所を有する個人、法人

その他の団体 

③町内の事業所や事務所に勤務する者 

④町市内の学校に在学する者 

⑤町に対して納税義務を有する者 

⑥町の行政に利害関係を有する者 

 

 

【公開請求に対する決定】 

 公開請求を受理した日から起算して 15 日

以内に公開の可否を決定し、その結果を書面

で通知する。 

 

【公開しないことができる情報】 

①法令秘情報 

②個人情報 

③法人等情報 

④公共の安全、秩序の維持に関する情報 

⑤意思形成過程情報 

⑥行政執行情報 

⑦国等協力・信頼関係情報 

 

【平成１９年度実績】  

請求件数 ０件 

 

【対象文書】 

 職員が職務上作成し、又は取得した文書、

図面、写真、フイルム、磁気テープその他こ

れらに類するもので決裁又は供覧等の手続

きが終了し、実施機関において管理している

もの 

 

【公開請求者】 

①町内に住所を有する者 

②町内に事務所又は事業所を有する個人及

び法人その他の団体 

③町内に存する事務所事業所に通勤する者 

④町内の学校に在学する者 

⑤町に納税義務を有するもの 

⑥町の行政に利害関係を有する個人及び団

体 

 

【公開請求に対する決定】 

 公開請求を受理した日から起算して 15 日

以内に公開の可否を決定し、その結果を書面

で通知する。  

 

【公開しないことができる情報】 

①法令秘情報 

②個人情報 

③法人等情報 

④公共の安全、秩序の維持に関する情報 

⑤意思形成過程情報 

⑥行政執行情報 

⑦国等協力・信頼関係情報 

⑧公開しないことを条件に任意に個人から

提供された情報 

 

【平成１９年度実績】  

請求件数 １件 

 

【対象公文書】 

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得

した文書、図面及び写真（電磁的記録媒体か

ら出力されたものを含む）で、決裁、供覧そ

の他これらに準ずる手続きが終了し、実施機

関が管理しているもの 

 

【公開請求者】 

①町内に住所を有する者 

②町内に事務所又は事業所を有する個人及

び法人その他の団体 

③町内に在する事務所又は事業所に通勤す

る者 

④町内に在する学校に通学する者 

⑤町税の納税義務者 

⑥実施機関が行う事務事業に利害関係を有

する個人及び法人その他の団体 

 

【公開請求に対する決定】 

 公開請求を受理した日から起算して 15 日

以内に公開の可否を決定し、その結果を書面

で通知する。 

  

【公開しないことができる情報】 

①法令又は条例で公開することができない

とされている情報 

②個人情報 

③法人その他の団体に関する情報 

④公共の安全、秩序の維持に支障が生ずるお

それのある関する情報 

⑤国等協力・信頼関係情報 

⑥意思形成過程情報 

⑦行政執行情報 

⑧公開しないことを条件に任意に個人から

提供された情報 

 

                    

【平成１９年度実績】 

請求件数（公開申出含む）１件 

合併時に再

編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

市政情報センターに

関すること 

２ 

３ 

【目的】 
・市民への情報発信 
・情報公開請求及び個人情報

開示請求に関する総合窓口

【内容】 
・行政資料の閲覧、写しの提

供 
・参考図書及び法令集の整備

・情報公開請求及び個人情報

開示請求に関する案内及び

受付 
・情報公開請求及び個人情報

開示請求に関する不服申立

ての受付 

市政情報センターについて

は、設置していない。    

（各課において対応） 
 

 

市政情報センターについて

は、設置していない。    

（各課において対応） 
 

 

市政情報センターについて

は、設置していない。    

（各課において対応） 
 

合併時に再編する。 
 
 
 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

個人情報開示請求等

の受理に関すること 

３ 

４ 

【内容】 

・開示請求等に係る案内、相

談 

・開示請求等の受付及び受理

・開示請求等に関する事務に

ついての連絡調整、開示等の

実施 

・個人情報の開示に係る実費

の徴収 

・不服申立て書の受理 

  

【自己情報の開示請求等の事

務手順】 

①総合窓口（市政情報センタ

ー）：開示請求等の相談、受付

②請求者：自己情報の開示請

求 

③所管課：開示請求を受理し

た日から起算して 15 日以内

に開示の可否を決定し、その

結果を通知する。 

④所管課：期日、場所等を指

定して開示の実施 

 

 

【平成１９年度実績】 

 請求件数 ６件 

 

 

【内容】 

・開示請求等に係る案内、相

談 

・開示請求等の受付及び受理

・開示請求等に関する事務に

ついての連絡調整、開示等の

実施 

・個人情報の開示に係る実費

の徴収 

・不服申立て書の受理 

  

【自己情報の開示請求等の事

務手順】 

①総合窓口（総務課行政管理

係）：開示請求等の相談、受付

②請求者：自己情報の開示請

求 

③所管課：開示請求を受理し

た日から起算して 15 日以内

に開示の可否を決定し、その

結果を通知する。 

④所管課：期日、場所等を指

定して開示の実施 

 

 

【平成１９年度実績】 

 請求件数 ０件 

 

【内容】 

・開示請求等に係る案内、相

談 

・開示請求等の受付及び受理

・開示請求等に関する事務に

ついての連絡調整、開示等の

実施 

・個人情報の開示に係る実費

の徴収 

・不服申立て書の受理 

  

【自己情報の開示請求等の事

務手順】 

①公開窓口（総務企画課行政

管理係）：開示請求等の相談、

受付 

②請求者：自己情報の開示請

求 

③所管課：開示請求を受理し

た日から起算して 15 日以内

に開示の可否を決定し、その

結果を通知する。 

④所管課：期日、場所等を指

定して開示の実施 

 

【平成１９年度実績】 

 請求件数 １件 

 

【内容】 
・開示請求等に係る案内、相

談 
・開示請求等の受付及び受理

・開示請求等に関する事務に

ついての連絡調整、開示等の

実施 
・個人情報の開示に係る実費

の徴収 
・不服申立て書の受理 
 
【自己情報の開示請求等の事

務手順】 
①総合窓口（総務課行政人事

係）：開示請求等の相談、受付

②請求者：自己情報の開示請

求 
③所管課：開示請求を受理し

た日から起算して 15 日以内

に開示の可否を決定し、その

結果を通知する。 
④所管課：期日、場所等を指

定して開示の実施 
 
 
【平成１９年度実績】 
 請求件数  0 件 
 

合併時に再編する。 

 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

公印の作成、登録、
告示及び管理に関す
ること 

４ 

９ 

【公印の種類】 
① 一般文書公印 
② 専用公印 
 
【公印の作成、改刻又は廃止】
 
【公印の保管】 
 公印は、常に公印保管課所
長の監督のもとに堅ろうな容
器に納め勤務時間外、勤務を
要しない日及び休日にあって
は錠を施し、所定の場所に保
管しなければならない。また、
公印を保管するものの承認を
受けた場合のほか、保管場所
以外に持ち出してはならな
い。 
 
【一般文書公印の管理】 

一般文書公印のうち、栃木
県栃木市之印、栃木県栃木市
役所印、栃木県栃木市長之印
等は総務課において保管し、
この公印を押そうとするとき
は、公印取扱主任に決裁を終
えた稟議文書及び公印を押そ
うとする文書を提示して、そ
の承諾を得なければならな
い。 

 
 
 

【公印の種類】 
① 一般文書公印 
② 専用公印 
 
【公印の作成、改刻又は廃止】
 
【公印の保管】 

公印は、常に公印保管課所
長の監督のもとに堅ろうな容
器に納め勤務時間外、勤務を
要しない日及び休日にあって
は錠を施し、所定の場所に保
管しなければならない。また、
公印を保管するものの承認を
受けた場合のほか、保管場所
以外に持ち出してはならな
い。 
 
【一般文書公印の管理】 
 一般文書公印のうち、大平
町之印、大平町役場印、大平
町長之印等は総務課において
保管し、この公印を押そうと
するときは、公印取扱主任に
決裁を終えた稟議文書及び公
印を押そうとする文書を提示
して、その承諾を得なければ
ならない。 

【公印の種類】 
① 一般文書公印 
② 専用公印 
 
【公印の作成、改刻又は廃止】
 
【公印の保管】 
公印は、常に公印保管課所

長の監督のもとに堅ろうな容
器に納め勤務時間外、勤務を
要しない日及び休日にあつて
は錠を施し、所定の場所に保
管しなければならない。また、
公印は、公印を保管するもの
の承認を受けた場合のほか、
保管場所以外に持ち出しては
ならない。 
 
【一般文書公印の管理】 
 一般文書公印のうち、栃木
県下都賀郡藤岡町役場、栃木
県藤岡町長之印等は総務企画
課において保管し、この公印
を押そうとするときは、公印
取扱主任に決裁を終えた稟議
文書及び公印を押そうとする
文書を提示して、その承諾を
得なければならない。 

【公印の種類】 
① 一般公印 
② 専用公印 
 
【公印の作成、改刻又は廃止】
 
【公印の保管】 
公印は、常に公印保管課所

長の監督のもとに堅ろうな容
器に納め勤務時間外、勤務を
要しない日及び休日にあつて
は錠を施し、所定の場所に保
管しなければならない。また、
公印を保管するものの承認を
受けた場合のほか、保管場所
以外に持ち出してはならな
い。 
 
【公印の管理】 
 公印のうち、都賀町長印、
都賀町役場印は総務課におい
て保管し、この公印を押そう
とするときは、押印すべき文
書を原議又は証拠書類と照合
審査し、相違のないことを確
認して押印しなければならな
い。 

合併時に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

個人情報保護制度に

関すること 

５ 

１７ 

【内容】 

○責務規定 

  実施機関等、市民、事業者 

○制限規定 

  収集の制限、利用及び提供の制

限、電子計算機の結合の制限 

○維持管理 

  適正な管理、安全性の確保 

○開示、訂正及び削除の請 

 求 

○不服申立て等 

○罰則規定 

・職員・受託事業者が、正当な理

由がなく、個人情報データベース

を提供したとき 

→２年以下の懲役又は 100 万

円以下の罰金 

・職員・受託事業者が、個人情報

を不正に提供し、又は盗用したと

き 

→１年以下の懲役又は50万円

以下の罰金 

・職員が職務の用以外の用に供す

る目的で個人情報を収集したと

き 

→１年以下の懲役又は50万円

以下の罰金 

・不正の手段により、個人情報の

開示を受けた者 

→５万円以下の過料 

  

 

【内容】  

○責務規定 

  実施機関等、町民、事業者 

○制限規定 

  収集の制限、利用及び提供の制

限、電子計算機の結合の制限 

○維持管理 

  適正な管理、安全性の確保 

○開示、訂正及び削除の請 

 求 

○不服申立て等 

○罰則規定 

 ・職員・受託事業者・指定管理者

が、個人情報ファイルを提供した

場合  

  →２年以下の懲役又は 100 万

円以下の罰金 

 ・職員・受託事業者が、その事務

に関して知り得た個人情報を不

正な利益を図る目的で提供し、又

は盗用した場合  

  →１年以下の懲役又は 50 万円

以下の罰金 

 ・職員がその職権を濫用して、職

務の用以外の用に供する目的で

個人情報を収集した場合 

  →１年以下の懲役又は 50 万円

以下の罰金   

  ・個人情報保護審査会委員が職務

上知り得た秘密を漏らした場合 

  →１年以下の懲役又は 50 万円

以下の罰金 

 ・偽りその他不正の手段により、

開示決定に基づく個人情報の開

示を受けた者  

   →５万円以下の過料 

【内容】 

○責務規定 

  実施機関等、町民、事業者 

○制限規定 

  収集の制限、利用及び提供の制

限、 

    電子計算機の結合の制 

 限 

○維持管理 

  適正な管理、安全性の確保 

○開示、訂正及び削除の請 

 求 

○不服申立て等 

○罰則規定 

 ・実施機関の職員、受託者、個人

情報保護審査会委員 

  →１年以下の懲役又は３万円

以下の罰金 

 ・地方公務員法第３条第２項に定

める一般職の職員については、同

法その他の法令の定めるところ

による。 

 

【内容】 

○責務規定 

  実施機関等、町民 

○制限規定 

   収集の禁止、収集方法の制限、

利用及び提供の制限、電子計算機

の結合の制限 

○維持管理 

  適正な管理、安全性の確保 

○開示、訂正及び削除の請 

 求 

○不服申立て等 

○罰則規定 

 個人情報保護審査会委員のみ

（実施機関の職員については地

方公務員法を適用、委託業者につ

いては契約書に明記） 

  

 

合併時に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

顧問弁護士との連絡

調整に関すること 

６ 

２０ 

【目的】 

  複雑・多岐化する法的な行

政トラブルに対応するため、

顧問弁護士を設置している。

 

【内容】 

（１）電話又は口頭に 

 よる法律相談、契約 

 書等法律関係書類の 

 点検等の業務を行 

 う。 

 ア 顧問弁護士 １人 

  飯島義治 

  (飯島法律事務所) 

   栃木市錦町 

          

 イ 顧問料  

  年額 360,000 円 

   （非常勤職員報酬） 

 

 ウ 相談件数 

   月２～３件程度 

 

【事務手順】 

  各課からの顧問弁護士相談

事案について、総務課が窓口

となり、日程等の連絡、調整

を行う。 

【目的】 

  複雑・多岐化する法的な行

政トラブルに対応するため、

顧問弁護士を設置している。

 

【内容】 

（１）電話又は口頭に 

  よる法律相談、契約 

  書等法律関係書類の 

  点検等の業務を行 

  う。 

 ア 顧問弁護士 １人 

   蓬田勝美 

  (蓬田法律事務所)  

   宇都宮市小幡 

        

 イ 委託料  

     年額 300,000 円 

 

 

 ウ 相談件数 

   月１～２件程度 

 

【事務手順】 

 相談日は毎月第１火曜日

（定例） 

 各課からの顧問弁護士相談

事案について、総務課が窓口

となり、連絡、調整を行う。

 ただし、急を要する場合は、

直接弁護士と随時相談するこ

と有り。 

顧問弁護士は設置していな

いが、複雑・多岐化する法的

な行政トラブル等が発生した

時は、栃木県町村会の法律相

談にて対応している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事務手順】 

 各課からの法律相談事案に

ついて、総務企画課が窓口と

なり、栃木県町村会に申込み

を行う。 

  顧問弁護士は設置していな

いが、複雑・多岐化する法的

な行政トラブル等が発生した

時は、栃木県町村会の法律相

談にて対応している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【事務手順】 
 各課からの法律相談事案に

ついて、総務課が窓口となり、

栃木県町村会に申込みを行

う。 

合併時に再編する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

行政手続に関するこ

と 

７ 

２１ 

【目的】 
 行政手続法の趣旨にのっとり、処

分、行政指導及び届出に関する手続

きに関する事項を定め、行政運営に

おける公正の確保と透明性の向上

を図り、もって市民の権利利益の保

護に資する。 
 
【概要】 
 申請により求められた許認可等

をするかどうかをその条例等の定

めに従って判断するために必要と

される基準（審査基準）を定めるこ

ととしている。 
 不利益処分をするかどうか又は

どのような不利益処分とするかそ

の条例等の定めに従って判断する

ために必要とされる基準（処分基

準）を定めることとしている。 
 不利益処分をしようとする場合

は、聴聞又は弁明の機会を与える。

 行政指導にあっては、任務又は所

掌事務の範囲を逸脱してはならな

いこと及び行政指導の内容が相手

方の任意の協力によって実現され

るものであることに留意する。 
 届出は、記載事項に不備がなく必

要な書類が添付され、その他の条例

等に定められた届出の形式上の用

件に適合している場合、到達したと

きに手続き上の義務が履行された

ものとする。 
 

【目的】 
 行政手続法の趣旨にのっとり、処

分、行政指導及び届出に関する手続

きに関する事項を定め、行政運営に

おける公正の確保と透明性の向上

を図り、もって町民の権利利益の保

護に資する。 
 
【概要】 
 申請により求められた許認可等

をするかどうかをその条例等の定

めに従って判断するために必要と

される基準（審査基準）を定めるこ

ととしている。 
 不利益処分をするかどうか又は

どのような不利益処分とするかそ

の条例等の定めに従って判断する

ために必要とされる基準（処分基

準）を定めることとしている。 
 不利益処分をしようとする場合

は、聴聞又は弁明の機会を与える。

 行政指導にあっては、任務又は所

掌事務の範囲を逸脱してはならな

いこと及び行政指導の内容が相手

方の任意の協力によって実現され

るものであることに留意する。 
 届出は、記載事項に不備がなく必

要な書類が添付され、その他の条例

等に定められた届出の形式上の用

件に適合している場合、到達したと

きに手続き上の義務が履行された

ものとする。 

【目的】   
  行政手続法の趣旨にのっとり、処

分、行政指導及び届出に関する手続

きに関する事項を定め、行政運営に

おける公正の確保と透明性の向上

を図り、もって町民の権利利益の保

護に資する。  
 
【概要】  
  申請により求められた許認可等

をするかどうかをその条例等の定

めに従って判断するために必要と

される基準（審査基準）を定めるこ

ととしている。 
 不利益処分をするかどうか又は

どのような不利益処分とするかそ

の条例等の定めに従って判断する

ために必要とされる基準（処分基

準）を定めることとしている。 
 不利益処分をしようとする場合

は、聴聞又は弁明の機会を与える。

 行政指導にあっては、任務又は所

掌事務の範囲を逸脱してはならな

いこと及び行政指導の内容が相手

方の任意の協力によって実現され

るものであることに留意する。 
 届出は、記載事項に不備がなく必

要な書類が添付され、その他の条例

等に定められた届出の形式上の用

件に適合している場合、到達したと

きに手続き上の義務が履行された

ものとする。 
  

【目的】   
  行政手続法の趣旨にのっとり、処

分、行政指導及び届出に関する手続

きに関する事項を定め、行政運営に

おける公正の確保と透明性の向上

を図り、もって町民の権利利益の保

護に資する。  
 
【概要】  
  申請により求められた許認可等

をするかどうかをその条例等の定

めに従って判断するために必要と

される基準（審査基準）を定めるこ

ととしている。 
 不利益処分をするかどうか又は

どのような不利益処分とするかそ

の条例等の定めに従って判断する

ために必要とされる基準（処分基

準）を定めることとしている。 
 不利益処分をしようとする場合

は、聴聞又は弁明の機会を与える。

 行政指導にあっては、任務又は所

掌事務の範囲を逸脱してはならな

いこと及び行政指導の内容が相手

方の任意の協力によって実現され

るものであることに留意する。 
 届出は、記載事項に不備がなく必

要な書類が添付され、その他の条例

等に定められた届出の形式上の用

件に適合している場合、到達したと

きに手続き上の義務が履行された

ものとする。 
  

合併時に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

例規集に関すること 

８ 
２２ 

【概要】 

(1)  例規ﾃﾞｰﾀの更新 

・例規ﾃﾞｰﾀの更新 

年 4回 

・例規 CD-ROM の作成 

   年 4 回、各 10 枚 

・ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ式例規集の作 

 成（4 ｾｯﾄ） 

・20 年度予算  

3,453 千円 

（電算処理委託料、例規

検索、ｼｽﾃﾑ等使用料）

・委託業者 

 第一法規㈱ 

 

(2) ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる例規の公

開 

【概要】 

(1)  例規ﾃﾞｰﾀの更新 

・例規ﾃﾞｰﾀの更新 

年 4回 

・例規 CD-ROM の作成 

   年 4 回、各 3枚 

・ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ式例規集の作 

 成（2 ｾｯﾄ） 

・20 年度予算 

 2,289 千円 

（電算処理委託料、例規検

索、ｼｽﾃﾑ等使用料） 

・委託業者 

 ㈱ぎょうせい 

 

(2) ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる例規の公

開 

【概要】 

(1) 例規ﾃﾞｰﾀの更新 

・例規データの更新 

 年４回 

・例規 CD-ROM の作成 

 年４回、各１枚 

 

 

・ 20 年度予算 

 2,730 千円 

 

 

・委託業者  

㈱ぎょうせい 

 

(2)  ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる例規の公

開 

    

【概要】 

(1) 例規ﾃﾞｰﾀの更新 

・例規ﾃﾞｰﾀの更新 

  年４回 

・例規 CD-ROM の作成 

   年４回 

・加除式例規集の作成 

（50 ｾｯﾄ） 

・20 年度予算  

3,780 千円 

 

 

・委託業者 

㈱ぎょうせい 

 

(2) ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる例規の公

開 

合併時に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

条例、規則等の審査、

制定及び改廃に関す

ること 

９ 

２３ 

【審査手順】 

① 主管課は、例規原案を作成

し、事務局（総務課）へ提出

する。 

② 審査委員会で原案を審査

する。 

③ 審査後、意見を添えて主管

課へ送付する。 

④ 主管課は、審査委員会の意

見を受け、必要な訂正等を行

う。 

 

◆栃木市例規審査委員会 

【概要】 

条例及び規則等の制定改廃、

法令の解釈等について審査す

る。 

【組織】 

委員長 総務課長 

委員  10 人以内、   

市職員のうちから市

長が任命する。 

事務局 ３人（総務課） 

 

【審査手順】 

① 主管課は、例規原案を作成

し、事務局（総務課）へ提出

する。 

② 検討部会で原案を検討す

る。 

③ 審査会で原案を審査する 

④ 審査後、意見を添えて主管

課へ送付する。 

⑤ 主管課は、審査会の意見を

受け、必要な訂正等を行う 

 

◆大平町例規審査会 

【概要】 

 条例及び規則等の制定改

廃、法令の解釈等について審

査する。 

【組織】 

会長 総務課長 

委員 若干名を課長等 

から町長が任命する。

（H20:3 名） 

事務局 ３人（総務課） 

 

*審査会に検討部会を置く。

  会長  総務課長 

  部員  若干名（町職員から）

会長が指名する。（H20:8 名） 

【審査手順】 

①  主管課は、例規原案を作成

し、町長決裁後、事務局（総

務企画課）へ提出する。 

②  事務局は、原案を事前審査

し、訂正等ある場合は、審議

委員会提出前に主管課と協

議する。 

③  審議委員会で原案を審査

する。 

④  主務課長は委員会に出席

して原案の趣旨を説明する 

⑤  委員会で必要な訂正等を

行い、事務局で町長まで決裁

を受ける、総務企画課で告示

等をする。（議決機関、行政

委員会を除く） 

【組織】 

委員長 副町長 

職務代理者 

委員長の指定する委員 

委員  若干名 

事務局 ２人（総務企画課） 

【審査事項】 

①条例・規則等の制定  

改廃 

②法令の解釈・適用 

③不服申立て、起訴及和解  

④その他必要と認める事項   

【審査事項等】 

①  条例・規則等の制定改廃 

②  法令の解釈・適用 

③  その他必要と認める事項 

④  形式、誤字、例規整備上必

要な事項について、総務課が

審査する。 

合併時に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

公告式に関すること 

10 

２４ 

【概要】 

(1)  掲示場 １箇所 

    市役所前の掲示場 

 

 

(2) 条例の公布 

 市長署名（決裁のみ）並

びに市長名記入及び押印

（掲示分） 

(3) その他 

  市長名記入及び押印 

【概要】 

(1)  掲示場 ４箇所 

    役場前、西公民館前、

東地区農村ｾﾝﾀｰ前、南公

民館前 

(2) 条例の公布 

   町長署名（決裁のみ）並

びに町長名記入及び押印

（掲示分） 

(3)  その他 

  町長名記入及び押印 

【概要】 

(1)  掲示場 ５箇所 

   役場前、部屋公民館前、

藤岡公民館前、赤麻公民

館前、三鴨公民館前 

(2)  条例の公布 

    町長署名（決裁のみ） 町

長署名の写し及び押印（掲

示分） 

(3) その他 

  町長名記入、押印 

【概要】 

(1)  掲示場 ２箇所 

    都賀町役場掲示場及び赤

津支所掲示場 

 

(2)  条例の公布 

    町長署名（決裁のみ）並

びに町長名記入及び押印

（掲示分） 

(3)  その他 

  町長名記入及び押印 

合併時に再編する。 

訴訟、和解及び不服

申立ての手続きに関

すること 

11 

２９ 

【目的】 

 争訟に関し、情報の共有化

を図り、適正な手続き進行を

確保する。 

 

【事務】 

 訴訟等については、顧問弁

護士との連絡調整及び進行管

理 

 不服申立てについては、担

当課の事務進行の管理 

 

 

【現在争っている事件】 

訴訟     ３件 

不服申立て  １件 

 

 

 

 

【目的】 

 争訟に関し、情報の共有化

を図り、適正な手続き進行を

確保する。 

 

【事務】 

 訴訟等については、顧問弁

護士との連絡調整及び進行管

理 

 不服申立てについては、担

当課の事務進行の管理 

 

 

【現在争っている事件】 

 なし 

【目的】 

 争訟に関し、情報の共有化

を図り、適正な手続き進行を

確保する。 

 

【事務】 

 訴訟等については、担当課

の事務進行の管理 

 不服申立てについては、担

当課の事務進行の管理 

 

 

【現在争っている事件】 

 なし 

【目的】 

 争訟に関し、情報の共有化

を図り、適正な手続き進行を

確保する。 

 

【事務】 

 訴訟等については、県町村

会の法律相談に相談 

 不服申立てについては、担

当課の事務進行の管理 

 

 

【現在争っている事件】 

 なし 

合併時に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

公報の発行に関する

こと 

12 

７３ 

【目的】 

 市の行政に関する諸般の事

項を公開し、これを一般に周

知するために、市公報を発行

する。 

 

【市公報に登載すべき主な事

項】 

① 条例、規則、規程 

② 告示、庁達 

③ 辞令 

④ その他市長が必要と認め

た事項 

 

【市公報の発行日】 

毎月 15 日 

 

【市公報の配布先】 

 市の公報は発行の都度市議

会議員、各種委員等に配布（無

料）するとともに、市役所内

のｲﾝﾄﾗﾈｯﾄに掲載している。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例を参考に、合

併時に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

地縁団体に関するこ

と 

13 

８８ 

【事務手続】 

① 認可 

 (1) 自治会総会におけ 

  る法人認可申請の意思 

  決定を経た上、 認可申 

  請書を市長に提出  

        ↓        

 (2) 認可申請書を審査 

   した上、市長が認可 

↓ 

 (3) 認可後直ちに告示 

   するとともに、代表者 

   あて指令書を送付し 

   認可日と同日で台帳 

   整備 

 

② 印鑑登録 

 (1) 登録申請書を市長 

   に提出 

↓ 

 (2) 登録申請書を審査 

   した上、印鑑を登録 

 

 

③ その他 

  市税務課及び県税事務所あて、

法人設立届を提出するよう指導 

※告示事項や規約等に変更が生

じた場合には、変更申請が必要 

  

 

 

【認可件数】 

 ３７団体（平成 21 年 2 月 1 日

現在） 

【事務手続】 

① 認可 

 (1) 自治会総会における 

   法人認可申請の意思決 

   定を経た上、 認可申請 

   書を町長に提出 

          ↓ 

 (2) 認可申請書を審査し 

   た上、町長が認可 

           ↓ 

 (3) 認可後直ちに告示す 

   るとともに、代表者あ 

   て指令書を送付し認可 

   日と同日で台帳整備 

 

 

② 印鑑登録（印鑑登録の 

 事務は生活環境課で所掌する。）

 (1) 登録申請書を町長に 

   提出 

↓ 

 (2) 登録申請書を審査した上、

印鑑を登録 

 

③ その他 

 町税務課及び県税事務所あて、

法人設立届を提出するよう指導 

※告示事項や規約等に変更が生

じた場合には、変更申請が必要 

  

 

 

【認可件数】 

 ５団体（平成 21 年 2 月 1 日現

在） 

【事務手続】 

① 認可 

(1) 自治会総会における法人認

可申請の意思決定を経た上、

認可申請書を町長に提出 

      ↓ 

(2) 認可申請書を審査した上、

町長が認可 

      ↓ 

(3) 認可後直ちに告示するとと

もに、代表者あて指令書を送

付し認可日と同日で台帳整備

 

 

 

 

② 印鑑登録 

(1) 登録申請書を町長に 

提出 

      ↓ 

(2) 登録申請書を審査した上、

印鑑を登録 

 

 

③ その他 

 町税務課及び県税事務所あて、

法人設立届を提出するよう指導 

 

※告示事項や規約等に変更が生

じた場合には、変更申請が必要 

 

 

【認可件数】 

 ２１団体（平成 21 年 2 月 1 日

現在） 

【事務手続】 

① 認可 

 (1) 自治会総会における 

   法人認可申請の意思決 

   定を経た上、認可申請 

   書を町長に提出 

         ↓ 

 (2) 認可申請書を審査した上、

町長が認可 

↓ 

 (3) 認可後直ちに告示するとと

もに、代表者あて指令書を送付し

認可日と同日で台帳整備 

 

 

 

② 印鑑登録 

 (1) 登録申請書を町長に 

   提出 

↓ 

 (2) 登録申請書を審査し 

   た上、印鑑を登録 

 

 

③ その他 

 町税務課及び県税事務所あて、

法人設立届を提出するよう指導 

 

※告示事項や規約等に変更が生

じた場合には、変更申請が必要 

 

 

【認可件数】 

 ４団体（平成 21 年 2 月 1 日現

在） 

事務手続きについては、

合併時に再編する。 

既に登録されている認可

地縁団体については、現

行のとおり新市に引き継

ぐ。 

 

 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

文書管理事務に関す

ること 

14 

１０ 

【文書の取扱】 

到達文書を総務課が受領

し、各管理担当課へ配布 

 各課で文書を受付けてい

る。 

 【文書の保存年限】 

永年、１０年、５年、３年、

１年 

【文書保存方法】 

 文書分類基準表に基づき分

類し、ボックスファイリング

方式により保存 

【文書整理簿等】 

 文書管理システムを導入 

【文書の取扱】 

到達文書を総務課が受領

し、受付印を押印後、各管理

担当課へ配布 

   

【文書の保存年限】 

 永年、１０年、５年、１年

 

【文書保存方法】 

 文書分類表に基づき分類

し、保存専用ファイルにより

保存 

【文書整理簿等】 

文書整理簿、文書索引簿目

録を作成 

 

【文書の取扱】 

到達文書を総務課が受領

し、各管理担当課へ配布 

 各課で文書を受付けてい

る。 

【文書の保存年限】 

 永年、１０年、５年、３年、

１年 

【文書保存方法】 

 文書分類表に基づき分類

し、保存専用ファイルにより

保存 

【文書整理簿等】 

単年度簿冊、常用簿冊があり、

各課で毎年薄冊目録を作成 

【文書の取扱】 

到達文書を総務課が受領

し、各管理担当課へ配布 

 

 

【文書の保存年限】 

 永年、１０年、５年、３年、

１年 

【文書保存方法】 

 簿冊ごとに保存 

 

 

【文書整理簿】 

文書綴管理票にて管理 

文書の収受、発送方法等

については、合併時に再

編する。 

文書の保管場所について

は、合併後に再編する。 

文書の印刷に関する

こと 
15 

１１ 

庁内の印刷において経済的

で効率的な運用を図るため、

庁内印刷で対応可能な文書類

は庁内の印刷室で行ってい

る。 

庁内の印刷において経済的

で効率的な運用を図るため、

庁内印刷で対応可能な文書類

は庁内の印刷室で行ってい

る。 

庁内の印刷において経済的

で効率的な運用を図るため、

庁内印刷で対応可能な文書類

は庁内の印刷室で行ってい

る。 

庁内の印刷において経済的

で効率的な運用を図るため、

庁内印刷で対応可能な文書類

は庁内の印刷室で行ってい

る。 

 

庁内印刷については、現

行のとおりとする。 

事務の改善及び合理

化に関すること 

16 

１６ 

 栃木市職員の創意工夫を奨

励し、積極的な勤労意欲の高

揚と事務改善および能率向上

を図ることを目的に職員提案

制度等を活用している。 

  大平町職員の創意工夫を奨

励し、積極的な勤労意欲の高

揚と事務改善及び能率向上を

図ることを目的に職員提案制

度等を活用している。 

 藤岡町職員の創意工夫を奨

励し、積極的な勤労意欲の高

揚と事務改善及び能率向上を

はかることを目的に職員提案

制度等を活用している。 

都賀町の事務及び事業をはじ

め、行政全般について職員の

着想を提案によって活かし、

職員の士気高揚を図るととも

に、業務能率の向上に寄与す

ることを目的に職員提案制度

等を活用している。 

合併時に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

議会との連絡調整に

関すること 

17 

１９ 

議会事務局との議会日程な

どの協議や、提出予定議案の

件名及び概要について、二役

及び正副議長等に説明してい

る。 

 

 

 

議会事務局との議会日程な

どの協議や、提出予定議案の

件名及び概要について、二役

及び正副議長等に説明してい

る。 

議会事務局との議会日程な

どの協議や、提出予定議案の

件名及び概要について、二役

及び正副議長等に説明してい

る。 

議会事務局との議会日程な

どの協議や、提出予定議案の

件名及び概要について、長及

び正副議長等に説明してい

る。 

合併時に再編する。 

市町議会の招集及び

議案に関すること 

18 

２５ 

提出議案のとりまとめ、議

員全員協議会の資料調製及び

配布、議会招集告示及び閉会

告示などを行っている。 

 

 

 

 

提出議案のとりまとめ、議

員全員協議会の資料調製及び

配布、議会招集告示及び閉会

告示などを行っている。 

提出議案のとりまとめ、議

員全員協議会の資料調製及び

配布、議会招集告示及び閉会

告示などを行っている。 

 

提出議案のとりまとめ、議

員全員協議会の資料調製及び

配布、議会招集告示及び閉会

告示などを行っている。 

合併時に再編する。 

行政区域及び町字区

域に関すること 

19 

２６ 

土地改良事業等の施行に伴

い、従来の町や字の区域が実

際の土地の形状等と合わなく

なる事態が生じたとき、それ

らを解消するために、地方自

治法の規定に基づき、町若し

くは字の区域を新たに画し、

廃止し、又は町の区域、字の

区域若しくは名称の変更を行

っている。 

 

 

 

 

土地改良事業等の施行に伴

い、従来の町や字の区域が実

際の土地の形状等と合わなく

なる事態が生じたとき、それ

らを解消するために、地方自

治法の規定に基づき、町若し

くは字の区域を新たに画し、

廃止し、又は町の区域、字の

区域若しくは名称の変更を行

っている。 

土地改良事業等の施行に伴

い、従来の町や字の区域が実

際の土地の形状等と合わなく

なる事態が生じたとき、それ

らを解消するために、地方自

治法の規定に基づき、町若し

くは字の区域を新たに画し、

廃止し、又は町の区域、字の

区域若しくは名称の変更を行

っている。 

 

土地改良事業等の施行に伴

い、従来の町や字の区域が実

際の土地の形状等と合わなく

なる事態が生じたとき、それ

らを解消するために、地方自

治法の規定に基づき、町若し

くは字の区域を新たに画し、

廃止し、又は町の区域、字の

区域若しくは名称の変更を行

っている。 

合併時に再編する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

非核平和事業に関す

ること 

20 

２７ 

核兵器廃絶と世界恒久平和

の実現を目指し、平和行政を

推進するため、広島・長崎被

爆写真展の開催、平和運動団

体等への対応を行っている。

 

 

 

核兵器廃絶と世界恒久平和

の実現を目指し、平和行政を

推進するため、平和運動団体

等への対応を行っている。 

核兵器廃絶と世界恒久平和

の実現を目指し、平和行政を

推進するため、平和運動団体

等への対応を行っている。 

核兵器廃絶と世界恒久平和

の実現を目指し、平和行政を

推進するため、平和運動団体

等への対応を行っている。 

栃木市の例により合併時

に再編する。 

住居表示の実施に関

すること 

21 

６６ 

住居表示実施済み 

 

※77 町のうち、38 町におい

て実施 

 

 

 

住居表示未実施 住居表示未実施 住居表示未実施 現行のとおり新市に引き

継ぐ。 

市町政年報に関する

こと 
22 

６８ 

前年度において実施した主

な事務事業を市政年報として

まとめている。 

 

 

 

 

町政年報未作成 町政年報未作成 町政年報未作成 合併後に再編する。 
 

特別職の事務引継ぎ

に関すること 

23 

６９ 

地方自治法及び地方自治法

施行令の規定に基づき、特別

職の事務引継ぎを行ってい

る。 

 

 

 

 

 

地方自治法及び地方自治法

施行令の規定に基づき、特別

職の事務引継ぎを行ってい

る。 

地方自治法及び地方自治法

施行令の規定に基づき、特別

職の事務引継ぎを行ってい

る。 

地方自治法及び地方自治法

施行令の規定に基づき、特別

職の事務引継ぎを行ってい

る。 

合併時に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

市町長の資産等の公

開に関すること 

24 

７０ 

政治倫理の確立のための国

会議員の資産等の公開等に関

する法律第７条の規定に基づ

き国会議員の資産等の公開に

関する措置に準じ、条例を定

め栃木市長の資産等の情報を

公開している。 

 

 

 

政治倫理の確立のための国

会議員の資産等の公開等に関

する法律第７条の規定に基づ

き国会議員の資産等の公開に

関する措置に準じ、条例を定

め大平町長の資産等の情報を

公開している。 

政治倫理の確立のための国

会議員の資産等の公開等に関

する法律第７条の規定に基づ

き国会議員の資産等の公開に

関する措置に準じ、条例を定

め藤岡町長の資産等の情報を

公開している。 

政治倫理の確立のための国

会議員の資産等の公開等に関

する法律第７条の規定に基づ

き国会議員の資産等の公開に

関する措置に準じ、条例を定

め都賀町長の資産等の情報を

公開している。 

合併時に再編する。 

市の後援等に関する

こと 
25 

７７ 

他の地方公共団体やその他

の団体が主催する事業の後援

や共催については、基準を定

め対応している。 

 

 

 

他の地方公共団体やその他

の団体が主催する事業の後援

や共催については、基準を定

め対応している。 

他の地方公共団体やその他

の団体が主催する事業の後援

や共催については、基準を定

め対応している。 

他の地方公共団体やその他

の団体が主催する事業の後援

や共催については、随時判断

し対応している。 

合併時に再編する。 

 
 
 



 

様式２           栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）  総務部会 消防交通分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

消防の公有財産取

得･借用に関するこ

と 
１ 

１３ 

消防器具置場の取得、賃貸借及

び電柱等設置使用料に関する

手続きを行う。 

消防器具置場の賃貸借に関す

る手続を行う。 

消防器具置場の賃貸借に関す

る手続を行う。 

該当なし 現行のとおり新市に引

き継ぐ。 

消防の国庫補助申請

に関すること 

２ 

１４ 

消防団の施設等に関わる国庫

補助申請手続きを行う。 

 

消防団の施設等に関わる国庫

補助申請手続きを行う。 

消防団の施設等に関わる国庫

補助申請手続きを行う。 

消防団の施設等に関わる国庫

補助申請手続きを行う。 
現行のとおり新市にお

いて継続する。 

消防団の運営に関す

ること 

３ 

１６ 

○団幹部会 

  団運営の基本方針等を協

議する。 

 

○分団幹部会 

  分団運営の基本方針等を

協議する。 

○団幹部会 

  団運営の基本方針等を協

議する。 

 

○部長以上会議 

  団運営の基本方針等を協

議する。 

○正副分団長会議 

  団運営の基本方針等を協

議する。 

 

○団役員会 

団運営の基本方針等を協

議する。 

消防団の組織再編に伴

い、運営については、

合併時に再編する。 

 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

機能別消防団員に関

すること 

４ 

１７ 

消防団員の就業構造変化（サ

ラリーマン化）に対応し、Ｏ

Ｂを活用した新たな組織を作

る必要がある。 

（現状では、まだ機能別消防

団員はいない） 

実施の予定なし 実施の予定なし 実施の予定なし 合併後に取り組む。 

消防団協力事業所表

示制度に関すること 

５ 

１８ 

事業所が消防団活動に協力す

ることを社会貢献として賞揚

する「消防団協力事業所表示

制度」を導入し、消防団の充

実強化ひいては地域防災体制

の充実強化を図る必要があ

る。 

該当する事業所はある 

が表示制度は運用して 

いない 

実施していない 実施していない 実施の予定なし 合併後に取り組む。 

貸与品(消防団)に関

すること 

６ 

２０ 

消防団員に、活動に必要な制

服等を貸与する。 

消防団員に、活動に必要な制

服等を貸与する。 

消防団員に、活動に必要な制

服等を貸与する。 

消防団員に、活動に必要な制

服等を貸与する。 
貸与している制服等

は、合併時は現行のと

おりとし、合併後に再

編する。 

 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

施設の配置状況､維

持管理(消防団)に関

すること 
７ 

２３ 

消防団施設の修繕及び維持

管理費（電気料等）に関する

事務を行う。 

 

消防団施設の修繕及び維持管

理費（電気料等）に関する事

務を行う。 

消防団施設の修繕及び維持管

理費（電気料等）に関する事

務を行う。 

消防団施設の修繕及び維持管

理費（電気料等）に関する事

務を行う。 

合併時に統合する。 

消防団員の教養訓練

及び研修に関するこ

と 

８ 

２４ 

消防団員に各種点検、訓練及び

研修を行い、災害時に適格に対

応できる能力を身に付ける。

消防団員に各種点検、訓練及び
研修を行い、災害時に適格に対
応できる能力を身に付ける。
 
 
 

新入団員礼式訓練 

ポンプ車取扱訓練 

幹部水防演習視察研修 

幹部野木町･藤岡町２町合同水

防演習視察 

ポンプ操法講習会 

消防団員に各種点検、訓練及

び研修を行い、災害時に適格

に対応できる能力を身に付け

る。 

 

班長以上幹部研修 

消防団幹部研修 

操法講習会 

 

消防団員に各種点検、訓練及

び研修を行い、災害時に適格

に対応できる能力を身に付け

る。 

 

進入団員研修・訓練 

操法講習会 

合併時は現行のとおり

とし、合併後に再編す

る。 

消防団員の火災共

済・防火防災訓練災

害補償・福祉共済に

関すること 
９ 

２６ 

消防団員福祉共済制度規約に

基づき、福祉共済に加入する。

 

(参考) 

掛金 3,000 円×500 人 

＝1,500 千円 

消防団員福祉共済制度規約に

基づき、福祉共済に加入する。

 
（参考） 
掛金 3,000 円×175 人 

＝525 千円

消防団員福祉共済制度規約に

基づき、福祉共済に加入する。

 

(参考) 

掛金 3,000 円×147 人 

     ＝441 千円

消防団員福祉共済制度規約に

基づき、福祉共済に加入する。

 

(参考) 

掛金 3,000 円×101 人 

     ＝303 千円

現行のとおり新市にお

いて継続する。 

 

 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

日本消防協会に関す

ること 

10 

２９ 

消防団員等の福祉共済、各種事

業等への参加及び連絡調整を

行う。 

 

・防火防災訓練災害補償等共済

 

・消防団員福祉共済 

消防団員等の福祉共済、各種事

業等への参加及び連絡調整を

行う。 

 

・防火防災訓練災害補償等共済

 

・消防団員福祉共済 

消防団員等の福祉共済、各種事

業等への参加及び連絡調整を

行う。 

 

・防火防災訓練災害補償等共済

 

・消防団員福祉共済 

消防団員等の福祉共済、各種事

業等への参加及び連絡調整を

行う。 

 

・防火防災訓練災害補償等共済

 

・消防団員福祉共済 

現行のとおり新市にお

いて継続する。 

県消防協会に関する

こと 

11 

３０ 

県消防協会との連絡調整及び

各種事業の参加等 

県消防協会との連絡調整及び
各種事業の参加等 
 

県消防協会との連絡調整及び

各種事業の参加等 

 

県消防協会との連絡調整及び

各種事業の参加等 

 

現行のとおり新市にお

いて継続する。 

県消防協会下都賀支

部に関すること 

12 

３１ 

○県消防協会下都賀支部 

・連絡調整及び各種事業の参加等 

   支部長：下野市消防団長 

事務局：下野市 生活課内（事務局は、３市６町で年持ち回り） 

 

・支部役員及び事務担当者会議 ４回開催 

・藤岡町・野木町二町合同水防演習 

・栃木県消防操法大会出場 

・表彰関係 

 

・３市６町の負担金により運営 

合併により事務局の持

ち回り及び負担金等に

変更が生じるため、合

併時に県消防協会と調

整する。 

 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

幼年・少年消防クラ

ブに関すること 

13 

３３ 

該当事業なし 該当事業なし 該当事業なし 該当事業なし 防火啓発には必要な事

業であるため、合併後

に取り組む。 

消防協力会に関する

こと 

14 

３４ 

○消防協力会 

市民の生命財産を災害から

護るため常に水火災に対して

意識の高揚と消防機能の充実

発展に協力する。 

 

 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり新市に引

き継ぐ。 

消防団互助会に関す

ること 

15 

３５ 

会員（団員）相互の親睦を図る

とともに共済及び研修を行う。

会員（団員）相互の親睦を図る
とともに共済及び研修を行う。

該当なし 該当なし 各市町の取組みに差異

があるため、合併時に

再編する。 

 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

消防友の会に関する

こと 

16 

３６ 

○栃木市「消防友の会」 

会員相互の親睦を図り、消

防に協力する。 

 

該当なし 該当なし 該当なし 

 

 

 

現行のとおり新市にお

いて継続する。 

消防団員の賞じゅつ

金に関すること 

17 

５７ 

現場で災害に遭い、殉職又は障

がいを負った消防団員に対し、

賞じゅつ金を授与する。 

現場で災害に遭い、殉職又は障

がいを負った消防団員に対し、

賞じゅつ金を授与する。 

現場で災害に遭い、殉職又は

障がいを負った消防団員に対

し、賞じゅつ金を授与する。

現場で災害に遭い、殉職又は

障がいを負った消防団員に対

し、賞じゅつ金を授与する。

現行のとおり新市にお

いて継続する。 

出動体制(消防団)に

関すること 

18 

５８ 

職務 

①消防団員は、団長の召集に

より出動し、職務に従事する。

②召集を受けない場合であっ

ても、水火災その他の災害が

発生した場合は、予め指定す

るところに従い、直ちに出動

し、職務に従事しなければな

らない。 

職務 

①団員は、団長の召集により

出動し、職務に従事する。 

②召集を受けない場合であっ

ても、水火災その他の災害が

発生した場合は、あらかじめ

指定するところに従い直ちに

出動し、職務に従事しなけれ

ばならない。 

職務 

①消防団員は、団長の召集に

より出動し、職務に従事する。

②召集の命を受けない場合で

あっても、水火災その他の災

害発生を知ったときは、予め

指定するところに従い、直ち

に出動し、職務に従事しなけ

ればならない。 

職務 

①消防団員は、団長の召集に

より出動し、職務に従事する。

②召集の命を受けない場合で

あっても、水火災その他の災

害発生を知ったときは、予め

指定するところに従い、直ち

に出動し、職務に従事しなけ

ればならない。 

消防本部と調整し、合

併時に再編する。 

 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

火災の予防及び広報

に関すること 

19 

７６ 

火災が発生しやすい時期に、

火災予防思想の一層の普及を

図り、もって火災の発生を防

止し、死傷事故や財産の損失

を防ぐ。 

火災が発生しやすい時期に、

火災予防思想の一層の普及を

図り、もって火災の発生を防

止し、死傷事故や財産の損失

を防ぐ。 

火災が発生しやすい時期に、

火災予防思想の一層の普及を

図り、もって火災の発生を防

止し、死傷事故や財産の損失

を防ぐ。 

火災が発生しやすい時期に、

火災予防思想の一層の普及

を図り、もって火災の発生を

防止し、死傷事故や財産の損

失を防ぐ。 

各市町の取組みに差異

があるため、合併時に

再編する。 

二町合同水防演習に

関すること 

20 

１３０ 

該当なし 該当なし 水防体制の整備に資するた

め、隣接の野木町と合同で演

習を行う。 

 

・開催時期  ６月下旬 

(二町で交互に開催 H20 年

は野木会場） 

該当なし 災害に備えるため、現

行のとおり新市におい

て継続する。 

利根川・荒川・多摩

川洪水予報連絡会に

関すること 

21 

１９１ 

該当なし 該当なし 利根川・荒川・多摩川にお

ける洪水予報の円滑かつ確

実な伝達を確保するため、関

係官公庁及び諸団体で構成

される利根川・荒川・多摩

川洪水予報連絡会に所属

し、伝達講習会及び伝達演習

等に参加する。 

該当なし 災害に備えるため、現

行のとおり新市におい

て継続する。 

  

 



 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

防災啓発事業に関す 

ること 

22 

１４４ 

【啓発内容】 

① 洪 水 ハ ザ ー ド マ ッ プ

を全戸配布(H20.3) 

②震災写真パネル展の開催 

③市広報紙への防災特集記事

の掲載 

④啓発パンフレットの配布 

【啓発内容】 

①洪水ハザードマップを全戸

配布（H18.8） 

②震災写真パネル展の開催 

③町広報紙への防災特集記事

の掲載 

④啓発パンフレットの配布 

⑤学校区ごとに防災訓練の実

施 

⑥自主防災組織の育成 

【啓発内容】 

①洪水ハザードマップを全戸

配布(H19) 

②広報紙への防災特集記事の

掲載 

③啓発パンフレットの配布 

【啓発内容】 

①洪水ハザードマップを全戸

配布(H21.3) 

②啓発パンフレットの配布 

市町により取組みに差

異があるため、合併後

に再編する。 

県防災行政ネットワ

ークに関すること 

23 

１５３ 

【衛星系】 

 衛星通信を使用したネット

ワーク 

  

【地上系】 

 山頂の無線局を使用したネ

ットワーク 

 

 

【衛星系】 

 衛星通信を使用したネット

ワーク 

  

【地上系】 

 山頂の無線局を使用したネ

ットワーク 

 

 

【衛星系】 

 衛星通信を使用したネット

ワーク 

  

【地上系】 

 山頂の無線局を使用したネ

ットワーク 

 

 

【衛星系】 

 衛星通信を使用したネット

ワーク 

  

【地上系】 

 山頂の無線局を使用したネ

ットワーク 

 

 

各市町に設置されてい

る防災端末の取扱を検

討する必要があるた

め、合併後に再編する。 

各種気象情報の収

集・伝達に関するこ

と 

24 

１５４ 

【収集】 

 栃木県防災気象情報配信シ

ステムにより、各種気象情報

を収集。 

 

【伝達】 

 庁内関係各課へ連絡する。

【収集】 

 栃木県防災気象情報配信シ

ステムにより、各種気象情報

を収集。 

 

【伝達】 

 庁内関係各課へ連絡する。

【収集】 

 栃木県防災気象情報配信シ

ステムにより、各種気象情報

を収集。 

 

【伝達】 

 庁内関係各課へ連絡する。

【収集】 

 栃木県防災気象情報配信シ

ステムにより、各種気象情報

を収集。 

 

【伝達】 

 庁内関係各課へ連絡する。

システムより収集した

情報を関係各課に伝達

するため、合併時に再

編する。 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

災害時職員活動マニ

ュアルに関すること 

25 

１５５ 

○災害時職員活動マニュアル

 災害時の職員の対応、災害

応急活動体制及び各班の災害

応急対策活動の内容をマニュ

アル化（平成 9年度作成） 

未整備 未整備 未整備 地域防災計画の見直し

と併せ、合併後に再編

する。 

栃木県地域防災計画 

に関すること 

26 

１５６ 

①栃木県地域防災計画を参考

に、栃木市地域防災計画の

修正等を適宜行う。 

②栃木県地域防災計画の保管

①栃木県地域防災計画を参考

に、大平町地域防災計画の修

正等を適宜行う。（平成 20

年度修正業務委託） 

②栃木県地域防災計画の保管

①栃木県地域防災計画を参考

に、藤岡町地域防災計画の修

正等を適宜行う。 

②栃木県地域防災計画の保管

①栃木県地域防災計画を参考

に、都賀町地域防災計画の修

正等を適宜行う。 

②栃木県地域防災計画の保管

現行のとおり新市に引

継ぐ。 

防災パトロールに関 

すること 

27 

１６０ 

【目的】 

 洪水、土砂災害等の発生の

恐れのある箇所を調査・パト

ロールし、各防災関係機関の

連携強化及び情報の共有化を

図る。 

【概要】 

①災害危険箇所及び河川管理

施設 

 市、消防、警察が参加 年

１回実施 

②土砂災害危険箇所 

 市  年１回実施 

③重要水防箇所 

 市、消防、土木事務所が参

加 年１回実施 

【目的】 

 洪水、土砂災害等の発生の

恐れのある箇所を調査・パト

ロールし、各防災関係機関の

連携強化及び情報の共有化を

図る。 

【概要】 

①災害危険箇所及び河川管理

施設を対象 

 町、土木事務所、利根川河

川事務所 年１回実施 

②土砂災害危険箇所を対象 

 町、消防分署 

  年１回実施 

【目的】 

 洪水、土砂災害等の発生の

恐れのある箇所を調査・パト

ロールし、各防災関係機関の

連携強化及び情報の共有化を

図る。 

【概要】 

①災害危険箇所及び河川管理

施設を対象 

②町、国土交通省出張所、土

木事務所、消防分署が参加 

③国土交通省出張所毎に年１

回実施 

【目的】 

 洪水、土砂災害等の発生の

恐れのある箇所を調査・パト

ロールし、各防災関係機関の

連携強化及び情報の共有化を

図る。 

【概要】 

①災害危険箇所及び河川管理

施設を対象 

②町、土木事務所が参加 

③年１回実施 

 

市町によりパトロール

方法等に差異があるた

め、合併後に再編する。 

 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

都市計画法に基づく

消防施設の同意に関

すること 28 

７０ 

開発業者より提出された消

防水利に関する協議について、

消防本部へ意見照会して、同意

している。 

開発業者より提出された消

防水利に関する協議について、

消防本部へ意見照会して、同意

している。 

開発業者より提出された消

防水利に関する協議について、

消防本部へ意見照会して、同意

している。 

開発業者より提出された消

防水利に関する協議について、

消防本部へ意見照会して、同意

している。 

新市では窓口を一本化

する必要があるため、

合併時に統合する。 

り災証明に関するこ

と 

29 

８１ 

自然災害による被害に対

し、本人の申し出に基づいて

り災証明を交付している。 

 

発行したことはない。 発行したことはない。 地震、雷、水害等の災害に

よる被害に対し、本人の申し

出に基づいてり災証明を交付

している。 

 

合併時に統合する。 

土砂の埋立て等に係

る災害防止に関する 

こと 

30 

９４ 

 土砂等の埋立てによる災害

の発生を防止するため、必要に

応じ立入検査を行う。 

 

 

土砂等の埋立てによる災害
の発生を防止するため、必要に
応じ立入検査を行う。 

土砂等の埋立てによる災害

の発生を防止するため、必要に

応じ立入検査を行う。 

土砂等の埋立てによる災害の

発生を防止するため、必要に

応じ立入検査を行う。 

現行のとおり継続す

る。 

 

 



 

 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

交通安全協会に関す

ること 
31 

９６ 

交通事故防止を推進し、交

通安全の確保を図るととも

に、関係団体の育成及び各支

部への指導・助言を行う。 

交通事故防止を推進し、交

通安全の確保を図るととも

に、関係団体の育成及び各支

部への指導・助言を行う。 

交通事故防止を推進し、交

通安全の確保を図る。 

事務局は、藤岡警察署内に

設置されている。 

交通事故防止を推進し、交通

安全の確保を図るとともに、

関係団体の育成及び各支部へ

の指導・助言を行う。 

交通安全協会に関する

事務に差異があるた

め、合併後に再編する。 

交通安全運動に関す

ること 

32 

９７ 

四季の交通安全運動を中心

に広報・啓発活動を実施して

いる。 

（関係機関等） 

栃木警察署、栃木地区交通安

全協会各支部 

 四季の交通安全運動を中心

に広報・啓発活動を実施して

いる。 

（関係機関等） 

栃木警察署、交通安全対策連

絡協議会 

 四季の交通安全運動を中心

に広報・啓発活動を実施して

いる。 

（関係機関等） 

藤岡警察署、交通安全推進協

議会 

 四季の交通安全運動を中心

に広報・啓発活動を実施して

いる。 

（関係機関等） 

栃木警察署、都賀町交通安全

協会 

交通安全運動に関する

事業に差異があるた

め、合併後に再編する。 

 

交通安全市民大会に

関すること 33 

９８ 

栃木市交通安全市民大会を

開催 

年 １回 

大平町交通事故防止町民大

会を開催 

年 １回 

該当なし 

必要に応じ開催 

該当なし 

必要に応じ開催 

新市においては一本化

を検討するため、合併

後に再編する。 

交通安全功労者に関

すること 

34 

９９ 

優良運転者、交通安全功労

者等の表彰の推薦 

・安協連絡会表彰への推薦 

・栃木地区表彰への 

推薦 

・県表彰への推薦等 

優良運転者、交通安全功労

者等の表彰の推薦 

 

・栃木地区表彰への 

推薦 

・県表彰への推薦等 

優良運転者、交通安全功労

者等の表彰の推薦 

 

・藤岡地区表彰への 

推薦 

・県表彰への推薦等 

優良運転者、交通安全功労

者等の表彰の推薦 

 

・栃木地区表彰への 

推薦 

・県表彰への推薦等 

表彰の内容に差異があ

るため、合併後に再編

する。 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

交通安全要望に関す

ること 
35 

１００ 

交通安全設備の設置・交通

規制要望等の受付及び引継ぎ

 交通安全設備の設置・交通

規制要望等の受付及び引継ぎ

交通安全設備の設置・交通

規制要望等の受付及び引継ぎ

交通安全設備の設置・交通

規制要望等の受付及び引継ぎ

交通安全設備の設置

要望の手続きに差異

があるため、合併時に

再編する。 

交通安全こども自転

車大会に関すること 36 

１０１ 

 交通安全こども自転車栃木

地区大会を開催 

・1 市４町（栃木、壬生、大

平、岩舟、都賀） 

交通安全こども自転車栃木

地区大会を開催 

・1 市４町（栃木、壬生、大

平、岩舟、都賀） 

 大会は実施しないが持ち回

りで町内の小学校が、藤岡警

察署の代表として県大会に出

場 

交通安全こども自転車栃木

地区大会を開催 

・1 市４町（栃木、壬生、大

平、岩舟、都賀） 

県大会への小学校の

参加選出方法に差異

があるため、合併後に

再編する。 

交通安全ゲートボー

ル大会に関すること 

37 

１０２ 

大会時に、高齢者への交通

安全意識の啓発 

・主催 栃木市ゲートボール協会

・共催 栃木市、栃木警察署 

該当なし 交通安全ゲートボール大会

は、参加チームの減少により

休止中 

 該当なし 高齢者への交通安全

教育を推進するため、

現行のとおり新市に

引継ぎ、合併後に再編

する。 

交通安全教室に関す

ること 
38 

１０５ 

各種団体からの要請に基づ

き、交通教育指導員による交

通安全教育の実施 

平成 19 年度 ５５回 

 各種団体からの要請に基づ

き、警察署職員による交通安

全教育の実施 

平成 19 年度 １１回 

 各種団体からの要請に基づ

き、警察署職員等による交通

安全教育の実施 

平成 20 年度 １２回 

 各種団体からの要請に基づ

き、警察署職員による交通安

全教育の実施 

 

交通教育指導員を配

置するため、合併時に

栃木市の制度に統合

する。 

駅前駐輪場整備・管

理事業に関すること 39 

１０７ 

野州平川駅付近の自転車駐

輪場の維持・管理 

 新大平下駅及び大平下駅付

近の自転車駐輪場の維持・管

理 

 該当なし  該当なし 現行のとおり新市に

引き継ぐ。 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

防犯事業に関するこ

と 
40 

１１３ 

犯罪・事故等を未然に防止

し、安心して暮らせる地域社

会の実現を図る。防犯カメラ

の維持管理、自主防犯団体の

支援等 

 犯罪・事故等を未然に防止

し、安心して暮らせる地域社

会の実現を図る。自主防犯団

体の支援等 

犯罪・事故等を未然に防止

し、安心して暮らせる地域社

会の実現を図る。町内で啓発

用グッツやチラシの配布 

犯罪・事故等を未然に防止

し、安心して暮らせる地域社

会の実現を図る。自主防犯団

体の支援等 

市町により事業に差異

があるため、合併後に

再編する。 

防犯協会に関するこ

と 
41 

１１４ 

 栃木地区防犯協会の各種事

業への参加 

 栃木地区防犯協会の事務局

栃木地区防犯協会の各種事

業への参加 

 

 防犯活動を推進し、各種犯

罪の防止を図ると共に、犯罪

発生の場合の相互援助協力を

目的に事業に参加。町と藤岡

警察が事務局 

栃木地区防犯協会の各種事

業への参加 

 

防犯協会に関する事務

に差異があるため、合

併後に再編する。 

 

不当要求行為等対策

に関すること 42 

１１７ 

不当要求行為等対策委員会

に関する庶務 

（講習会の実施、情報交換、

連絡調整等） 

不当要求行為等防止対策委

員会に関する庶務 

（講習会の実施、情報交換、

連絡調整等） 

不当要求行為等防止対策委

員会に関する庶務 

（講習会の実施、情報交換、

連絡調整等） 

不当要求行為等防止対策委

員会に関する庶務 

（講習会の実施、情報交換、

連絡調整等） 

合併時に再編する。 

 

地域安全推進協議会

に関すること 
43 

１１８ 

栃木市地域安全推進協議会

に関する庶務 

（協議会の開催）  

大平町地域安全協会に関する

庶務 

 

 該当なし  該当なし 合併時に再編する。 

 

 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

交通安全母の会に関

すること 

44 

１２３ 

平成 18 年度、女性ドライバー

クラブと統合し、安全協会各

支部に女性部会を下部組織と

して新設 

大平町交通安全母の会 

単独組織として活動してい

る。 

交通安全母の会なし 都賀町交通安全母の会 

平成 18 年度より単独組織と

して活動している。 

現行のとおり新市に

引き継ぎ、合併後、女

性ドライバークラブ

との統合を働きかけ

る。 

女性ドライバークラ

ブに関すること 
45 

１２４ 

平成 18 年度、母の会と統合

し、安全協会各支部に女性部

会を下部組織として新設 

安全協会下部組織として存続 県女性ドライバークラブの交

通安全協会女性部への移行に

伴い、藤岡交通安全協会に女

性部会を下部組織として新設

平成 18 年度、安全協会各支部

に女性部会を下部組織として

新設 

現行のとおり新市に

引き継ぎ、存続する。 

シルバードライバー

クラブに関すること 
46 

１２５ 

平成１８年度、高齢者部会と

名称変更し、安全協会各支部

の下部組織として統合 

会長のみで団体としては存在

しない。安全運転教室は、シ

ルバー人材センターに依頼 

シルバー部会と名称を変更し

藤岡交通安全協会の下部組織

として新設統合 

平成１８年度、高齢者部会と

名称変更し、安全協会各支部

の下部組織として統合 

現行のとおり新市に

引き継ぎ、存続する。 

交通安全グラウンド

ゴルフ大会に関する

こと 47 

１３２ 

該当なし 該当なし 大会の競技を通して、交通

安全思想の普及啓発 

・主催 藤岡町、藤岡警察署、

交通安全協会 

該当なし 高齢者への交通安全

教育を推進するため、

現行のとおり新市に

引継ぎ、合併後に再編

する。 

 

 



様式２            栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ） 総務部会 人事給与分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

身分証明書交付

に関すること 

１ 

４ 

栃木市職員服務規程による 

・身分証明書兼名札 

 全職員の課名、氏名、顔写真

入り身分証明書を作成 

大平町服務規程による 

・身分証明書兼名札 

 全職員の課名、氏名、顔写真

入り身分証明書を作成 

明文化された規程はない 

・身分証明書及び名札 

 全職員の課名、氏名、顔写真

入り身分証明書及び名札を作成

明文化された規程はない 

・身分証明書兼名札 

 全職員の氏名、顔写真入り身

分証明書を作成 

栃木市の処理方法

に統合し、身分証

明書兼名札を合併

時に全職員に交付

する。 

 

退職者の再任用

に関すること 

２ 

５ 

定年退職者等の再任用事務 

・栃木市職員の再任用に関する

条例 

 （平成２０年度の実績なし）

定年退職者等の再任用事務 

・大平町職員の再任用に関する

条例 

 （平成２０年度の実績なし）

定年退職者等の再任用事務 

・藤岡町職員の再任用に関する

条例 

 （平成２０年度の実績なし）

定年退職者等の再任用事務 

・都賀町職員の再任用に関する

条例 

 （平成２０年度の実績なし）

制度の内容が各市

町同一であるた

め、現行のとおり

とする。 

職員の服務に関

すること 
３ 

１０ 

栃木市職員服務規程による。（カ

ジュアルデーの実施） 

 

大平町職員の服務に関する規程

による。（１年間毎日日直を実

施） 

藤岡町職員服務規程による。（平

日のかぎ当番の実施） 

 

都賀町服務規程による。（職員の

身元保証、タイムレコーダーの

導入） 

合併時に再編す

る。 

 

 

 

休職処分者に関

すること 

４ 

１３ 

分限による休職の手続き及び効

果に関する事務 

分限による降任、休職及び免職

の手続き及び効果に関する事務

分限による休職の手続き及び効

果に関する事務 

分限による休職の手続き及び効

果に関する事務 

心身の故障による

休職の手続きにつ

いて、栃木市の例

により合併時に統

合する。 



 

 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

人事交流に関す

ること 

５ 

１６ 

周辺・近隣の市町村間で、職員

交流（派遣・受入）しているも

の 

・平成２０年度実績なし 

周辺・近隣の市町村間で、職員

交流（派遣・受入）しているも

の 

・平成２０年度実績なし 

周辺・近隣の市町村間で、職員

交流（派遣・受入）しているも

の 

・平成２０年度実績なし 

周辺・近隣の市町村間で、職員

交流（派遣・受入）しているも

の 

・平成２０年度実績なし 

合併後に再編す

る。 

 

職員の派遣に関

すること 

６ 

１７ 

法及び条例等に基づき職員を派

遣及び受入れる。 

（例）栃木県、広域連合、観光

協会 

法及び条例等に基づき職員を派

遣及び受入れる。 

（例）栃木県、広域連合 

法及び条例等に基づき職員を派

遣及び受入れる。 

（例）栃木県 

 

法及び条例等に基づき職員を派

遣する。 

（例）栃木県 

 

栃木市の制度で各

市町の状況に対応

できるため、栃木

市の例により合併

時に統合する。 

職員のセクシャ

ル・ハラスメン

トに関すること 

７ 

２０ 

 栃木市職員のセクシャル・ハ

ラスメントの防止に関する要綱

に基づく職員のセクシャル・ハ

ラスメントの防止に関する事務

・「苦情相談処理窓口」の設置（人

事課） 

要綱等は定めていない。 

・セクシャル・ハラスメント防

止を、庁議を通じ各課に周知徹

底 

 

要綱等は定めていない。 

 

要綱等は定めていない。 

 

栃木市の例により

合併時に統合す

る。 

職員表彰に関す

ること 
８ 

２１ 

栃木市職員表彰規則に基づき表

彰状を贈呈 

満２０年、３０年、４０年勤続

表彰等 

大平町職員表彰規程に基づき、

２０年以上勤務した成績優秀な

職員に表彰状を贈呈 

藤岡町表彰条例に基づき表彰状

等を贈呈 

満２０年、３０年勤続表彰等 

都賀町職員褒賞内規に基づき感

謝状を贈呈 

満３０年以上勤続表彰等 

制度の内容を見直

し、合併時に再編

する。 

 



 

 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

職員研修に関す

ること 

９ 

２５ 

職員の意識改革、資質・能力開

発のため、計画的・体系的に実

施する。 

行政課題に的確に対応できる職

員の育成を目的とした研修の実

施 

職員の意識改革、資質・能力開

発のため、計画的・体系的に実

施する。 

職員の意識改革、資質・能力開

発のため、計画的・体系的に実

施する。 

合併時に再編す

る。 

各種マニュアルに

ついては、合併後

に再編する。 

栃木県市町村職

員研修協議会に

関すること 10 

２６ 

協議会との連絡調整 

協議会主催の研修等への職員派

遣 

協議会との連絡調整 

協議会主催の研修等への職員派

遣 

協議会との連絡調整 

協議会主催の研修等への職員派

遣 

協議会との連絡調整 

協議会主催の研修等への職員派

遣 

引き続き新市とし

て加入する。 

給与システムに

関すること 

11 

３５ 

TKC の給与システムを使用 TKC の給与システムを使用（併

せて人事システムも連動してい

る） 

TKC の給与システムを使用 TKC の給与システムを使用 １市３町全体の電

算システム再編の

動向をみながら、

合併時に再編す

る。 

時間外勤務に関

すること 

12 

４０ 

・事前決裁 

・翌月 2日までに報告 

・集計は原課で実施 

・水曜ノー残業デー 

・事前決裁 

・翌月 1日の午前中までに報告

・集計は総務課で実施 

・水曜ノー残業デー 

・事前決裁 

・当月末までに報告 

・集計は総務企画課で実 施 

・事前決裁 

・翌月１日までに報告 

・集計は原課で実施 

・水曜ノー残業デー 

合併時に再編す

る。 



 

 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

源泉所得税その

他の徴収に関す

ること 13 

４１ 

正職員・臨時職員等問わず、控

除した所得税は歳計外に入金 

正職員・臨時職員等問わず、控

除した所得税は歳計外に入金 

正職員・臨時職員等問わず、控

除した所得税は歳計外に入金 

正職員・臨時職員等問わず、控

除した所得税は歳計外に入金 

新市の財務システ

ムに合わせて、合

併時に事務処理方

法を再編する。 

給与控除事務に

関すること 
14 

４２ 

電算システム（TKC TASK.給与シ

ステム）を利用し、共済掛金、

所得税、住民税、互助会費等を

給与から控除する。 

電算システム（TKC TASK.給与シ

ステム）を利用し、共済掛金、

所得税、住民税等を給与から控

除する。 

電算システム( TKC TASK.NET 給

与システム)を利用し、共済掛

金、所得税、住民税、互助会費

等を給与から控除する。 

電算システム（TKC TASK.給与シ

ステム）を利用し、共済掛金、

所得税、住民税、互助会費等を

給与から控除する。 

栃木市の処理方法

により合併時に統

合する。 

年末調整に関す

ること 
15 

４３ 

年末調整に係る書類作成を各職

員に依頼、人事課にて回収・確

認後、年末調整を実施 

年末調整に係る書類作成を各職

員に依頼、総務課にて回収・確

認後、年末調整を実施 

年末調整に係る書類作成を各職

員に依頼、総務企画課にて回

収・確認後、年末調整を実施 

年末調整に係る書類作成を各職

員に依頼、総務課にて回収・確

認後、年末調整を実施 

合併時に再編す

る。 

地方公務員災害

補償基金に関す

ること 

16 

５２ 

職員が公務上の災害又は通勤に

よる災害を受けた際、基金に認

定請求を行い、基金による補

償・福祉事業が行われる。市は

負担金を支出する。 

職員が公務上の災害又は通勤に

よる災害を受けた際、基金に認

定請求を行い、基金による補

償・福祉事業が行われる。町は

負担金を支出する。 

職員が公務上の災害又は通勤に

よる災害を受けた際、基金に認

定請求を行い、基金による補

償・福祉事業が行われる。町は

負担金を支出する。 

職員が公務上の災害又は通勤に

よる災害を受けた際、基金に認

定請求を行い、基金による補

償・福祉事業が行われる。町は

負担金を支出する。 

制度の内容が各市

町同一であるた

め、現行のとおり

とする。 



 

 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

社会保険協会に

関すること 
17 

５４ 

栃木県社会保険協会負担金支払

事務 

栃木県社会保険協会負担金支払

事務 

栃木県社会保険協会負担金支払

事務 

栃木県社会保険協会負担金支払

事務 

現行のとおりとす

る。 

 

職員又は職員の

家族の訃報に関

すること 18 

５９ 

職員又は職員の家族の訃報を庁

内に周知する。 

（庁内電子掲示板に掲載等） 

 

職員又は職員の家族の訃報を庁

内に周知する。 

（庁内電子掲示板に掲載等） 

 

職員又は職員の家族の訃報を庁

内に周知する。 

（庁内電子掲示板に掲載等） 

 

職員又は職員の家族の訃報を職

員互助会名で庁内に周知する。

（日々雇用を除く臨時職員につ

いても） 

合併時に再編す

る。 

 

 

 

 

インターンシッ

プ及び実務実習

の対応に関する

こと 
19 

６０ 

大学、高校、中学の生徒を職場

に受入れる。 

 

 

町において実習を希望する学生

を受入れる。 

大学、高校、中学の生徒を職場

に受入れる。 

 

 

制度としては、確立していない

が、看護学生や中学生を受け入

れた実績はあり。 

合併時に再編す

る。 

 

 

 

 

職員の営利企業

従事に関するこ

と 
20 

６１ 

職員の営利企業従事許可事務 

・営利企業等の従事制限に関す

る規則 

・営利企業等の従事に関する許

可手続 

職員の営利企業従事許可事務 

・職員の営利企業等の従事制限

に関する規則 

 

職員の営利企業従事許可事務 

(許可実績なし) 

職員の営利企業従事許可事務 

・職員の営利企業等の従事制限

に関する規則 

・営利企業等の従事に関する許

可手続 

合併時に再編す

る。 



 

 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

人件費の予算編

成に関すること 
21 

６２ 

当年度実績等を基に、当年度補

正予算・次年度当初予算を編成

当年度実績等を基に、当年度補

正予算・次年度当初予算を編成

当年度実績等を基に、当年度補

正予算・次年度当初予算を編成

当年度実績等を基に、当年度補

正予算・次年度当初予算を編成

合併時に再編す

る。 

給与実態調査に

関すること 

22 

６３ 

・ＴＫＣシステムを使用し作成

・調査の中身は全自治体共通 

・ＴＫＣシステムを使用し作成

・調査の中身は全自治体共通 

・ＴＫＣシステムを使用し作成

・調査の中身は全自治体共通 

・ＴＫＣシステムを使用し作成

・調査の中身は全自治体共通 

１市３町全体の電

算システム再編の

動向をみながら、

合併時に再編す

る。 

退職年金に関す

ること 

23 

６４ 

地方公務員共済組合法施行前に

栃木市を退職した年金受給資格

者に年金退隠料支給。受給者死

亡後は遺族に扶助料支給 

現対象者は扶助料２名 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市のみの制度

だが、現時点で対

象者が存在するた

め、新市として栃

木市の制度を引き

継ぐ。 

叙位・叙勲・褒

章に関すること 

24 

６７ 

叙位、叙勲、褒章申請事務 

 

 

叙位、叙勲、褒章申請事務 

 

 

叙位、叙勲、褒章申請事務 

 

 

叙位、叙勲、褒章申請事務 

 

 

推薦基準が市にな

るため、栃木市の

例により合併時に

統合する。 



 

 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

退職者親睦会に

関すること 

25 

７０ 

名称 栃木市職員退職者親睦会

・栃木市職員退職者親睦会会則

（総会、親睦旅行、研修会、

慶弔給付事業） 

大平町退職者親睦会は結成して

いるが、町としては関与してい

ない。助成金等の支払も行って

いない。 

該当なし 名称 栃木県市町村職員年金者

連盟都賀支部 

・栃木県市町村職員年金者連盟

都賀支部規約（総会、研修旅行、

慶弔） 

合併時に会の事務

取扱いを廃止す

る。 

団体は、会の運営

を自立して行い、

新市は関与しな

い。 

特定事業主行動

計画に関するこ

と 
26 

７１ 

次世代育成支援に関する特定事

業主行動計画を策定している。

次世代育成支援に関する特定事

業主行動計画を策定している。

次世代育成支援に関する特定事

業主行動計画を策定している。

次世代育成支援に関する特定事

業主行動計画を策定している。

栃木市の例により

合併時に統合す

る。 

職員名簿に関す

ること 
27 

７２ 

年度当初に、自前で作成。 

議員、委員、関係団体の職員等

についても掲載 

年度当初に、自前で作成。 

議員、委員、関係団体の職員等

については掲載なし。 

年度当初に、自前で作成。 

職員と非常勤職員は別に作成 

年度当初に、自前で作成。 

議員、委員、関係団体の職員等

については掲載なし。 

他市の制度を参考

に合併時に再編す

る。 

技能労務職員の

任用替えに関す

ること 

28 

７４ 

技能労務職員の任用替試験事務

・栃木市技能労務職員の任用替

に関する要綱 

該当なし 任用替を行った経緯はあるが、

制度としては確立していない。

過去には、任用替を行った経緯

はあるが、制度としては確立し

ていない。 

任用替中の職員の

身分は新市に引き

継ぐ。 

制度については、

合併後に再編す

る。合併後、定員

管理の状況を踏ま

え、実施する。 



 

 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

職員履歴カード

に関すること 

29 

７６ 

職員の人事情報をカードに記録

し、職員履歴を管理する。 

・人事異動情報、給料情報、資

格、処分等 

ＴＫＣ人事システムにより職員

情報全てを一括管理。定員管理

調査や辞令作成にも対応。給与

システムとも連動している。 

職員の人事情報をカードに記録

し、職員履歴を管理する。 

・人事異動情報、給料情報、資

格、処分等 

 

職員の人事情報をカードに記録

し、職員履歴を管理する。 

・人事異動情報、給料情報、資

格、研修、表彰、処分等 

システムの導入

について検討す

る。その上で合併

時に再編する。 

旧市町の紙ベー

スの記録は、新市

の人事担当課で

管理する。 

財形貯蓄に関す

ること 

30 

７９ 

・毎年 2月に募集 

・毎月の給与から控除 

・育児休業等で無給の職員は休

止又は解約 

・16 金融機関と協定 

・募集の推進は行わず 

・毎月の給与から控除 

・育児休業等で無給の職員は現

金納付又は解約 

・７金融機関と協定 

・募集は行っていない 

・毎月の給与から控除 

・育児休業等で無給の職員は休

止又は解約、あるいは現金納

付 

・5金融機関と協定 

・職員が随時加入 

・毎月の給与から控除 

・育児休業等で無給の職員は休

止又は解約 

・3金融機関と協定 

栃木市の処理方

法により合併時

に統合し、現在各

市町で協定して

いる金融機関全

てを新市がその

まま引き継ぐ。 

 



 

 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

職員の退職に関

すること 

31 

７ 

職員の定年は、年齢６０年とし、

定年に達した日以後の 初の３

月３１日に退職する。 

退職勧奨は、７月３１日までに

退職申出書提出 

職員の定年は、年齢６０年とし、

定年に達した日以後の 初の３

月３１日に退職する。 

退職勧奨は、６月３０日までに

退職申出書提出 

職員の定年は、年齢６０年とし、

定年に達した日以後の 初の３

月３１日に退職する。 

退職勧奨は、５月３１日までに

退職申出書提出 

職員の定年は、年齢６０年とし、

定年に達した日以後の 初の３

月３１日に退職する。 

退職勧奨は、５月３１日までに

退職申出書提出 

退職勧奨等の取扱

いに差異があるた

め調整の上、合併

時に再編する。 

臨時職員の雇用

及び勤務条件に

関すること 

32 

９ 

臨時職員の任用事務 

・登録制 

・予算措置は任用の事由により、

人事課または各課 

・年次有給休暇、特別休暇有 

臨時職員の任用事務 

・登録制 

・予算措置は各課からの予算要

求書を基に総務課 

・年次有給休暇有、特別休暇無

臨時職員の任用事務 

・登録制 

・予算措置は任用の事由により、

総務企画課または各課 

・年次有給休暇有、特別休暇無

臨時職員の任用事務 

・登録制 

・予算措置は各課 

・年次有給休暇、特別休暇有 

合併時に再編す

る。 

職員の分限処分

に関すること 

33 

１１ 

地方公務員法第２８条第３項の

規定により、条例において分限

の手続及び効果に関して定め、

取扱っている。 

地方公務員法第２８条第３項の

規定により、条例において分限

の手続及び効果に関して定め、

取扱っている。 

地方公務員法第２８条第３項の

規定により、条例において分限

の手続及び効果に関して定め、

取扱っている。 

地方公務員法第２８条第３項の

規定により、条例において分限

の手続及び効果に関して定め、

取扱っている。 

条例に差異がない

ため、栃木市の例

により、合併時に

統合する。 



 

 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

職員の懲戒処分

に関すること 

34 

１２ 

戒告・減給・停職又は免職の処

分をするための手続き及び効果

を条例で定めている。処分の基

準を定めている。 

戒告・減給・停職又は免職の処

分をするための手続き及び効果

を条例で定めている。処分の基

準及び公表基準を定めている。

戒告・減給・停職又は免職の処

分をするための手続き及び効果

を条例で定めている。処分の基

準及び公表基準を定めている。

戒告・減給・停職又は免職の処

分をするための手続き及び効果

を条例で定めている。処分の基

準を定めている。 

合併時に再編す

る。 

懲戒審査委員会

に関すること 

35 

２２ 

市長の諮問に応じ、職員等の懲

戒処分の程度について審査し、

答申する。 

任命権者の諮問に応じ、綱紀委

員会において事実の調査、懲戒

処分の程度を審議し、答申す

る。 

任命権者の諮問に応じ、職員等

の懲戒処分の程度について審査

し、報告する。 

職員等の懲戒処分の程度につい

て審査する。 

合併時に再編す

る。 

職員の衛生管理

に関すること 

36 

４４ 

職場における安全・健康の確保

・栃木市職員安全衛生管理規程

・安全衛生管理責任者：副市長

職場における安全・健康の確保

・大平町職員安全衛生管理規程

・安全衛生管理責任者：副町長

職場における安全・健康の確保

・藤岡町職員安全衛生管理規程

・安全衛生管理責任者：副町長

職場における安全・健康の確保

・都賀町職員安全衛生管理規程

・安全衛生管理責任者：総務課

長 

合併時に再編す

る。 



 

 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

職員の健康管理

に関すること 

37 

４５ 

職員の健康管理の確保。 

・栃木市職員安全衛生管理規程

・健康診断等の実施 

・Ｂ型肝炎予防接種の実施 

職員の健康管理の確保。 

・大平町職員安全衛生管理規程

・健康診断等の実施 

・Ｂ型肝炎予防接種の実施 

職員の健康管理の確保。 

・藤岡町職員安全衛生管理規程

・健康診断等の実施 

・委託事業によりＢ型肝炎予防

接種対象者なし 

職員の健康管理の確保。 

・都賀町職員安全衛生管理規程

・健康診断等の実施 

・委託事業によりＢ型肝炎予防

接種対象者なし 

合併時に再編す

る。 

県市町村職員共

済組合に関する

こと 

38 

４６ 

組合員及びその家族の相互救済

の事業事務 

小中学校に勤務する学校図書事

務（２名）は、公立学校共済加

入 

組合員及びその家族の相互救済

の事業事務 

公立学校共済加入者なし。 

組合員及びその家族の相互救済

の事業事務 

公立学校共済加入者なし。 

組合員及びその家族の相互救済

の事業事務 

公立学校共済加入者なし。 

栃木市の例により

合併時に統合す

る。 

公立学校共済組合

加入者について

は、学校共済加入

を存続させる。 

生命保険等団体

保険に関するこ

と 

39 

４９ 

人事課及び職員組合において各

種生命保険等の団体契約に係る

事務を取り扱う。保険料は給与

から控除 

総務課及び職員組合において各

種生命保険等の団体契約に係る

事務を取り扱う。保険料は給与

から控除 

総務企画課及び職員組合におい

て各種生命保険等の団体契約に

係る事務を取り扱う。保険料は

給与から控除 

総務課において各種生命保険等

の団体契約に係る事務を取り扱

う。保険料は給与から控除 

栃木市の処理方法

により合併後に統

合する。 



 

 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

再任用職員、嘱

託職員及び臨時

職員社会保険料

に関すること 40 

５０ 

非常勤職員･臨時職員の社会保

険、雇用保険、労働災害保険の

加入  

非常勤職員･臨時職員の社会保

険、雇用保険、労働災害保険、

傷害保険の加入  

臨時職員の社会保険、傷害保険

の加入 

臨時職員等の社会保険、雇用保

険、傷害保険の加入  

合併時に再編す

る。 

人材育成基本方

針に関すること 

41 

７５ 

自己啓発や職場研修、職場の環

境、業務管理・運営、人事管理

等を総合的、長期的に取り組む。

・栃木市人材育成基本方針後期

計画 

自己啓発や職場研修、職場の環

境、業務管理・運営、人事管理

等を総合的、長期的に取り組む。

・大平町人材育成基本方針 

自己啓発や職場研修、職場の環

境、業務管理・運営、人事管理

等を総合的、長期的に取り組む。

・藤岡町人材育成基本方針 

自己啓発や職場研修、職場の環

境、業務管理・運営、人事管理

等を総合的、長期的に取り組む。

・都賀町人材育成基本方針 

合併後に再編す

る。 

公益通報処理に

関すること 

42 

７７ 

職員及び外部の労働者からの法

に基づく公益通報事務 

栃木市公益通報処理要綱及び栃

木市職員等公益通報処理要綱の

制定あり。 

職員及び外部の労働者からの法

に基づく公益通報事務 

大平町公益通報に関する事務処

理要綱の制定あり。 

職員及び外部の労働者からの法

に基づく公益通報事務 

要綱策定準備中 

職員及び外部の労働者からの法

に基づく公益通報事務 

要綱策定準備中 

栃木市・大平町の

例を参考に調整

し、合併時に再編

する。 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

メンタルヘルス

対策に関するこ

と 

43 

８０ 

産業医による相談を実施 

研修会の実施、パンフレットの

配付 

・栃木市職員安全衛生管理規程

産業カウンセラーに委託し、ｶｳ

ﾝｾﾘﾝｸﾞ、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、研修会を実施

・大平町職員安全衛生管理規程

・職員のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱ実施要領 

産業医による相談を実施 

・藤岡町職員安全衛生管理規程

現在、メンタルヘルスに関して

の事業は行っていないが、産業

医に相談することにより、カウ

ンセラー等の紹介を行うことは

可能 

・都賀町職員安全衛生管理規程

大平町の例を参考

に調整し、合併時

に再編する。 

 

 

 



様式２                  栃木地区合併協議会への報告（ランクＣ）          総務部会 税務分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

税務関係団体に関 

すること 
１ 

２ 

【参加団体】 

①栃木県都市税務協議 

 会 他５団体 

【協力団体】 

①固定資産評価システム研究

センター 

【参加団体】 

①栃木県町村税務協議 

 会 他２団体 

【協力団体】 

①固定資産評価システム研究

センター 

【参加団体】 

①栃木県町村税務協議 

 会 他４団体 

【協力団体】 

①固定資産評価システム研究

センター 

【参加団体】 

①栃木県町村税務協議 

会 他４団体 

【協力団体】 

①固定資産評価システム研究

センター 

栃木市の例により合

併時に統合する。 

税条例改正に関する 

こと 

２ 

５ 

【専決】 

・議案作成～議会承認 

(例規審査委員会審査) 

【議決】 

・議案作成～条例公布 

(例規審査委員会審査・庁議) 

【専決】 

・議案作成～議会承認 

(例規審査委員会審査) 

【議決】 

・議案作成～条例公布 

(例規審査委員会審査・ 

庁議) 

【専決】 

・議案作成～議会承認 

(法令審議会審査) 

【議決】 

・議案作成～条例公布 

(法令審議会審査・決裁) 

【専決】 

・議案作成～議会承認 

(総務課審査) 

【議決】 

・議案作成～条例公布 

(総務課審査・決裁) 

合併時に再編する。 

軽自動車税申告書の 

入力に関すること 

３ 

６ 

【申告書入力】 

・軽自動車は県市長会から送付

される申告書により入力 

・原付、農耕用、小型特殊は市

申告書により入力 

【申告書入力】 

・軽自動車は県町村会から送付

される申告書により入力 

・原付、農耕用、小型特殊は町

申告書により入力 

【申告書入力】 

・軽自動車は県町村会から送付

される申告書により入力 

・原付、農耕用、小型特殊は町

申告書により入力 

【申告書入力】 

・軽自動車は県町村会から送付

される申告書により入力 

・原付、農耕用、小型特殊は町

申告書により入力 

栃木市の例により合

併時に統合する。 

国有資産等所在市町

村交付金に関するこ

と ４ 

１４ 

国等が市内に所有する固定資

産のうち、法に掲げられたもの

について、交付金の請求及び納

付に関する事務を行う。 

該当なし 国等が町内に所有する固定資

産のうち、法に掲げられたもの

について、交付金の請求及び納

付に関する事務を行う。 

該当なし 現行のとおりとす

る。 

個人市県民税収納管

理事務に関すること

（過誤納金還付） ５ 

１５ 

徴収した税が本算定税額を超

えた場合、過納額を還付し、又

は当該納税義務者の未納額に

充当する。 

徴収した税が本算定税額を超

えた場合、過納額を還付し、又

は当該納税義務者の未納額に

充当する。 

徴収した税が本算定税額を超

えた場合、過納額を還付し、又

は当該納税義務者の未納額に

充当する。 

徴収した税が本算定税額を超

えた場合、過納額を還付し、又

は当該納税義務者の未納額に

充当する。 

現行のとおりとす

る。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

県民税徴収報告・委

託金事務に関するこ

と 
６ 

１６ 

個人県民税調定額及び徴収状

況を県に報告し、個人県民税

に係る県税徴収委託金を受け

入れる。 

個人県民税調定額及び徴収状

況を県に報告し、個人県民税に

係る県税徴収委託金を受け入

れる。 

個人県民税調定額及び徴収状

況を県に報告し、個人県民税

に係る県税徴収委託金を受け

入れる。 

個人県民税調定額及び徴収状

況を県に報告し、個人県民税に

係る県税徴収委託金を受け入

れる。 

現行のとおりとする。 

申告受付・課税業務

OA 化推進事業事務

に関すること ７ 

１８ 

申告受付支援システム、ｅ

-TASK 税務情報マスターの活

用により、市民サービスの向

上と賦課事務の効率向上を図

る。 

申告受付支援システム、ｅ

-TASK 税務情報マスターの活

用により、町民サービスの向上

と賦課事務の効率向上を図る。

申告受付支援システム、ｅ

-TASK 税務情報マスターの活

用により、町民サービスの向

上と賦課事務の効率向上を図

る。 

申告受付支援システム、ｅ

-TASK 税務情報マスターの活

用により、町民サービスの向上

と賦課事務の効率向上を図る。

現行のとおりとする。 

個人市町県民税の申

告受付事務に関する

こと 
８ 

１９ 

本庁舎、各地区公民館におい

て、市県民税申告書及び確定

申告書の受付を行う。 

中央公民館において、町県民税

申告書及び確定申告書の受付

を行う。 

中央公民館において、町県民

税申告書及び確定申告書の受

付を行う。 

本庁舎において、町県民税申告

書及び確定申告書の受付を行

う。 

現行のとおりとする。 

個人市町県民税の未

申告調査に関するこ

と 
９ 

２０ 

給与支払報告書等の課税資料

の提出の無い者及び未申告者

を調査し、申告を促す。 

給与支払報告書等の課税資料

の提出の無い者及び未申告者

を調査し、申告を促す。 

給与支払報告書等の課税資料

の提出の無い者及び未申告者

を調査し、申告を促す。 

給与支払報告書等の課税資料

の提出の無い者及び未申告者

を調査し、申告を促す。 

現行のとおりとする。 

三税協力事務に関す

ること 

10 

２１ 

国、県及び市町の税務行政の

効率化と適正な税務執行の確

保を図る。 

国、県及び市町の税務行政の効

率化と適正な税務執行の確保

を図る。 

国、県及び市町の税務行政の

効率化と適正な税務執行の確

保を図る。 

国、県及び市町の税務行政の効

率化と適正な税務執行の確保

を図る。 

現行のとおりとする。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

個人市町県民税の課

税台帳の整備に関す

ること 11 

２２ 

個人市県民税賦課事務に伴う

課税基本台帳及び家族台帳を

整備する。 

個人町県民税賦課事務に伴う

課税基本台帳及び家族台帳を

整備する。 

個人町県民税賦課事務に伴う

課税基本台帳及び家族台帳を

整備する。 

個人町県民税賦課事務に伴う

課税基本台帳及び家族台帳を

整備する。 

現行のとおりとする。 

固定資産税賦課事務

に関すること（納税

通知書発送、未到着

分送付先調査、再送

付等） 

12 

２４ 

納税通知書の発送に係る業務

と、納税通知書等の未到着分

の送付先調査を実施してい

る。 

納税通知書の発送に係る業務

と、納税通知書等の未到着分の

送付先調査を実施している。 

納税通知書の発送に係る業務

と、納税通知書等の未到着分

の送付先調査を実施してい

る。 

納税通知書の発送に係る業務

と、納税通知書等の未到着分の

送付先調査を実施している。 

現行のとおりとする。 

固定資産税賦課事務

に関すること（償却

資産申告書発送） 13 

２５ 

償却資産申告書を 12 月中旬に

発送し、1 月 31 日までに申告

を受け、評価基準に基づき償

却資産の評価をする。 

償却資産申告書を 12 月中旬に

発送し、1 月 31 日までに申告

を受け、評価基準に基づき償却

資産の評価をする。 

償却資産申告書を 12 月中旬に

発送し、1 月 31 日までに申告

を受け、評価基準に基づき償

却資産の評価をする。 

償却資産申告書を 12 月中旬に

発送し、1 月 31 日までに申告

を受け、評価基準に基づき償却

資産の評価をする。 

現行のとおりとする。 

固定資産税賦課事務

に関すること（土

地・家屋・償却電算

処理データ作成・確

認業務） 

14 

２６ 

固定資産税課税のため、土

地・家屋・償却資産の賦課に

関するデータの入力・確認作

業を行い、課税データを TKC

あて送付する。 

固定資産税課税のため、土地・

家屋・償却資産の賦課に関する

データの入力・確認作業を行

い、課税データを TKC あて送付

する。 

固定資産税課税のため、土

地・家屋・償却資産の賦課に

関するデータの入力・確認作

業を行い、課税データを TKC

あて送付する。 

固定資産税課税のため、土地・

家屋・償却資産の賦課に関する

データの入力・確認作業を行

い、課税データを TKC あて送付

する。 

現行のとおりとする。 

固定資産税賦課事務

に関すること（納税

義務代表者設定業

務） 
15 

２７ 

死亡者のうち相続未登記の者

について、相続人の中から納

税義務代表者を決定する。 

死亡者のうち相続未登記の者

について、相続人の中から納税

義務代表者を決定する。 

死亡者のうち相続未登記の者

について、相続人の中から納

税義務代表者を決定する。 

死亡者のうち相続未登記の者

について、相続人の中から納税

義務代表者を決定する。 

現行のとおりとする。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

固定資産税賦課事務

に関すること（固定

資産名寄帳作成・保

存管理） 
16 

２８ 

固定資産名寄帳の作成及び保

存については、2月末にデータ

入力し、３月下旬に打出し、

保存する。 

固定資産名寄帳の作成及び保

存については、2月末にデータ

入力し、３月下旬に打出し、保

存する。 

固定資産名寄帳の作成及び保

存については、2月末にデータ

入力し、３月下旬に打出し、

保存する。 

固定資産名寄帳の作成及び保

存については、2月末にデータ

入力し、３月下旬に打出し、保

存する。 

現行のとおりとする。 

固定資産評価事務に

関すること（固定資

産課税台帳・評価調

書等作成） 
17 

２９ 

評価調書及び課税台帳とし

て、土地（補充）課税台帳・

家屋（補充）課税台帳・償却

資産課税台帳を作成する。 

評価調書及び課税台帳として、

土地（補充）課税台帳・家屋（補

充）課税台帳・償却資産課税台

帳を作成する。 

評価調書及び課税台帳とし

て、土地（補充）課税台帳・

家屋（補充）課税台帳・償却

資産課税台帳を作成する。 

評価調書及び課税台帳として、

土地（補充）課税台帳・家屋（補

充）課税台帳・償却資産課税台

帳を作成する。 

現行のとおりとする。 

固定資産税調定に関

すること 
18 

３０ 

当初調定、変更調定、 終調

定について調定表を作表し、

調定を行う。 

当初調定、変更調定、 終調定

について調定表を作表し、調定

を行う。 

当初調定、変更調定、 終調

定について調定表を作表し、

調定を行う。 

当初調定、変更調定、 終調定

について調定表を作表し、調定

を行う。 

現行のとおりとする。 

固定資産土地評価事

務に関すること（時

点修正、地価下落修

正業務） 
19 

３１ 

地方税法の規定により、 

時点修正、地価下落修正を実

施するため、毎年７月１日時

点の標準宅地の下落率の鑑定

を実施 

地方税法の規定により、 

時点修正、地価下落修正を実施

するため、毎年７月１日時点の

標準宅地の下落率の鑑定を実

施 

地方税法の規定により、 

時点修正、地価下落修正を実

施するため、毎年７月１日時

点の標準宅地の下落率の鑑定

を実施 

地方税法の規定により、 

時点修正、地価下落修正を実施

するため、毎年７月１日時点の

標準宅地の下落率の鑑定を実

施 

合併後に再編する。 

固定資産土地評価事

務に関すること（公

図・地番図修正業務） 
20 

３２ 

法務局からの土地異動通知書

に基づき、地籍図（公図）等

の修正を業者に委託し実施し

ている。 

法務局からの土地異動通知書

に基づき、地籍図（公図）等の

修正を業者に委託し実施して

いる。 

法務局からの土地異動通知書

に基づき、地籍図（公図）等

の修正を業者に委託し実施し

ている。 

法務局からの土地異動通知書

に基づき、地籍図（公図）等の

修正を業者に委託し実施して

いる。 

合併後に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

固定資産土地評価事

務に関すること（路

線価算定業務） 21 

３３ 

標準宅地の鑑定を不動産鑑定

士に依頼し、付設された評価

額を基に、他の路線の評点数

の比準を行い、路線価を算定

する。 

標準宅地の鑑定を不動産鑑定

士に依頼し、付設された評価額

を基に、他の路線の評点数の比

準を行い、路線価を算定する。

標準宅地の鑑定を不動産鑑定

士に依頼し、付設された評価

額を基に、他の路線の評点数

の比準を行い、路線価を算定

する。 

標準宅地の鑑定を不動産鑑定

士に依頼し、付設された評価額

を基に、他の路線の評点数の比

準を行い、路線価を算定する。

合併後に再編する。 

固定資産税土地評価

事務に関すること

（宅地以外の土地評

価、画地補正、所要

の補正） 

22 

３４ 

評価基準が定める宅地以外の

評価。農地、山林、ゴルフ場、

鉄軌道用地、農業用施設用地

等の画地補正、所要の補正を

定める。 

評価基準が定める宅地以外の

評価。農地、山林、ゴルフ場、

鉄軌道用地、農業用施設用地等

の画地補正、所要の補正を定め

る。 

評価基準が定める宅地以外の

評価。農地、山林、ゴルフ場、

鉄軌道用地、農業用施設用地

等の画地補正、所要の補正を

定める。 

評価基準が定める宅地以外の

評価。農地、山林、ゴルフ場、

鉄軌道用地、農業用施設用地等

の画地補正、所要の補正を定め

る。 

合併後に再編する。 

固定資産家屋評価事

務に関すること（新

増築・滅失家屋調査） 23 

３５ 

新築・増築家屋について、評

価基準により評価し、滅失家

屋について、課税解除の処理

を行う。 

新築・増築家屋について、評価

基準により評価し、滅失家屋に

ついて、課税解除の処理を行

う。 

新築・増築家屋について、評

価基準により評価し、滅失家

屋について、課税解除の処理

を行う。 

新築・増築家屋について、評価

基準により評価し、滅失家屋に

ついて、課税解除の処理を行

う。 

合併後に再編する。 

固定資産税賦課事務

に関すること（在来

家屋評価替え業務） 24 

３７ 

評価基準年度において、在来

家屋の評価替えを実施。在来

家屋全件の一括処理を TKC に

委託 

評価基準年度において、在来家

屋の評価替えを実施。在来家屋

全件の一括処理を TKC に委託 

評価基準年度において、在来

家屋の評価替えを実施。在来

家屋全件の一括処理を TKC に

委託 

評価基準年度において、在来家

屋の評価替えを実施。在来家屋

全件の一括処理を TKC に委託 

現行のとおりとする。 

市町税の滞納整理及び徴

収事務に関すること（滞

納処分、不納欠損を除く） 25 

３９ 

滞納者リスト作成６月・１月 

滞納整理票作成 ６月 

催告等 一斉催告年６回 

特別巡回徴収 １２月 

市外居住者対応 市内と同様 

滞納者リスト作成６月 

滞納整理票作成 ６月 

催告等 一斉催告年２回 

特別巡回徴収 １０月 

町外居住者対応 町内と同様休日臨

宅 

滞納者リスト作成６月 

滞納整理票作成 なし 

催告等 一斉催告年４回以上 

特別強化徴収１０月～１２月 

町外居住者対応 町内と同様 

滞納者リスト作成６月・１月 

滞納整理票作成 随時 

催告等 随時 

特別強化徴収１１月～１２月 

町外居住者対応 町内と同様 

合併後に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

市町税の滞納処分に

関すること 

26 

４０ 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

現行のとおりとす

る。 

市町税の滞納処分の

執行停止及び不納欠

損に関すること 27 

４１ 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

【不納欠損処分】 

・執行停止３年を経過した場合 

・５年間徴収権行使でき 

なかった場合 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

【不納欠損処分】 

・執行停止３年を経過した場合 

・５年間徴収権行使できなかっ

た場合 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

【不納欠損処分】 

・執行停止３年を経過した場合 

・５年間徴収権行使できなかっ

た場合 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

【不納欠損処分】 

・執行停止３年を経過した場合 

・５年間徴収権行使できなかっ

た場合 

現行のとおりとす

る。 

納税相談、納付指導

に関すること 

28 

４２ 

【納税相談】 

・分納誓約 

【納付指導】 

・早期滞納解消のための指導

（応じない場合は財産調査、滞

納処分） 

【納税相談】 

・分納誓約 

【納付指導】 

・早期滞納解消のための指導

（応じない場合は財産調査、滞

納処分） 

【納税相談】 

・分納誓約 

【納付指導】 

・早期滞納解消のための指導

（応じない場合は財産調査、滞

納処分） 

【納税相談】 

・分納誓約 

【納付指導】 

・早期滞納解消のための指導

（応じない場合は財産調査、滞

納処分） 

現行のとおりとす

る。 

収納管理事務に関す

ること（受託徴収） 
29 

４３ 

【納付受託】 

・約束手形及び先付小切手の処

理 

【納付受託】 

・約束手形及び先付小切手の処

理 

【納付受託】 

・約束手形及び先付小切手の処

理 

【納付受託】 

・約束手形及び先付小切手の処

理 

現行のとおりとす

る。 

市町税等延滞金徴収

事務に関すること 

30 

４７ 

延滞金率１４．６％ 

（１か月を経過する日まで７．

３％。なお、公定歩合との比

較適用あり） 

※減免申請書の提出あり 

延滞金率１４．６％ 

（１か月を経過する日まで７．

３％。なお、公定歩合との比

較適用あり） 

延滞金率１４．６％ 

（１か月を経過する日まで７．

３％。なお、公定歩合との比

較適用あり） 

延滞金率１４．６％ 

（１か月を経過する日まで７．

３％。なお、公定歩合との比

較適用あり） 

栃木市の例により合

併時に統合する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

国民健康保険税の賦

課事務に関すること 
31 

４８ 

本算定 7 月 

変更賦課 8 月以降毎月 

賦課額計算と、納付書等の作

成・送付 

本算定 7 月 

変更賦課 8 月以降毎月 

賦課額計算と、納付書等の作

成・送付 

本算定 7 月 

変更賦課 8 月以降毎月 

賦課額計算と、納付書等の作

成・送付 

本算定 7 月 

変更賦課 8 月以降毎月 

賦課額計算と、納付書等の作

成・送付 

現行のとおりとする。 

 

国民健康保険税の滞納整

理及び徴収事務に関する

こと（滞納処分、不納欠

損を除く） 
32 

５０ 

事務事業番号３９に次のとお

り加える。 

・納税相談 

（国保税被保険者証の切替事

前の８月に実施） 

事務事業番号３９に次のとお

り加える。 

・納税相談 

（国保税被保険者証の切替事

前の８月に実施） 

事務事業番号３９に次のとお

り加える。 

・納税相談 

（国保税被保険者証の切替事

前の８月に実施） 

事務事業番号３９に次のとお

り加える。 

・納税相談 

（国保税被保険者証の切替事

前の８月に実施） 

合併後に再編する。 

国民健康保険税の減

免事務に関すること 

33 

５１ 

①減免申請書の受理（証拠書

類等を含む） 

②調査 

③減免の決定（決裁） 

④納付義務者宛通知 

①減免申請書の受理（証拠書類

等を含む） 

②調査 

③減免の決定（決裁） 

④納付義務者宛通知 

①減免申請書の受理（証拠書

類等を含む） 

②調査 

③減免の決定（決裁） 

④納付義務者宛通知 

①減免申請書の受理（証拠書類

等を含む） 

②調査 

③減免の決定（決裁） 

④納付義務者宛通知 

現行のとおりとする。 

 

国民健康保険資格異

動に伴う賦課額変更

及び随時課税に関す

ること 
34 

５２ 

異動賦課に伴う賦課額変更の

遡及年は、地方税法の規定に

よる。 

異動賦課に伴う賦課額変更の

遡及年は、地方税法の規定によ

る。 

異動賦課に伴う賦課額変更の

遡及年は、地方税法の規定に

よる。 

異動賦課に伴う賦課額変更の

遡及年は、地方税法の規定によ

る。 

現行のとおりとする。 

 

確定申告用国民健康

保険税納付額証明書

発行業務に関するこ

と 
35 

５３ 

所得税、市民税の申告用に納

付額証明を発行する。 

・窓口交付 

・口座振替者には、１月中旬

に発送 

所得税、町民税の申告用に納付

額証明を発行する。 

・窓口交付 

 

所得税、町民税の申告用に納

付額証明を発行する。 

・窓口交付（郵送あり） 

 

所得税、町民税の申告用に納付

額証明を発行する。 

・窓口交付 

・口座振替者には、１月末日付

発送 

合併後に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

国民健康保険転入者

の転入元所得照会事

務に関すること 
36 

５４ 

16 歳以上の転入者について、6

月初旬に照会する。6月以降の

転入者は、随時照会する。 

 

  

16 歳以上の転入者について、6

月初旬に照会する。6月以降の

転入者は、随時照会する。 

 

  

16 歳以上の転入者について、6

月初旬に照会する。6月以降の

転入者は、随時照会する。 

 

  

16 歳以上の転入者について、6

月初旬に照会する。6月以降の

転入者は、随時照会する。 

 

  

現行のとおりとする。 

 

国民健康保険未申告

者の簡易申告書受付

に関すること 37 

５５ 

所得情報のない者について、

簡易申告書等の提出を求め、

適正な賦課の資料とする。 

 

所得情報のない者について、簡

易申告書等の提出を求め、適正

な賦課の資料とする。 

 

所得情報のない者について、

簡易申告書等の提出を求め、

適正な賦課の資料とする。 

 

所得情報のない者について、簡

易申告書等の提出を求め、適正

な賦課の資料とする。 

 

現行のとおりとする。 

 

国民健康保険税の滞

納処分に関すること 
38 

５６ 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

現行のとおりとする。 

国民健康保険税過誤

納金還付に関するこ

と 
39 

５７ 

収納消込後、過誤納となった

ものに対し、過誤納額を還付

する。 

また、滞納のある場合充当処

理を行い、本人宛充当通知を

送付する。 

収納消込後、過誤納となったも

のに対し、過誤納額を還付す

る。 

また、滞納のある場合充当処理

を行い、本人宛充当通知を送付

する。 

収納消込後、過誤納となった

ものに対し、過誤納額を還付

する。 

また、滞納のある場合充当処

理を行い、本人宛充当通知を

送付する。 

収納消込後、過誤納となったも

のに対し、過誤納額を還付す

る。 

また、滞納のある場合充当処理

を行い、本人宛充当通知を送付

する。 

現行のとおりとする。 

 

介護保険料賦課事務

に関すること 

40 

５９ 

当初賦課 7 月 

変更賦課 8 月以降 12 月まで

毎月賦課 

随時賦課 3 月 

賦課額計算、通知書作 

成・送付 

当初賦課 7 月 

変更賦課 8 月以降 12 月まで

毎月賦課 

随時賦課 3 月 

賦課額計算、通知書作 

成・送付 

当初賦課 7 月 

変更賦課 8 月以降 12 月まで

毎月賦課 

随時賦課 3 月 

賦課額計算、通知書作 

成・送付 

当初賦課 7 月 

変更賦課 8 月以降 12 月まで

毎月賦課 

随時賦課 3 月 

賦課額計算、通知書作 

成・送付 

現行のとおりとする。 

 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

介護保険料の滞納整理及

び徴収事務に関すること

（滞納処分、不納欠損を

除く）  41 

６０ 

滞納者リスト作成６月・１月 

滞納整理票作成 ６月 

催告等 一斉催告年６回 

特別巡回徴収 １２月 

市外居住者対応 市内と同様 

滞納者リスト作成６月 

滞納整理票作成 ６月 

催告等 一斉催告年２回 

特別巡回徴収 １０月 

町外居住者対応 町内と同様 

休日臨宅 

滞納者リスト作成６月 

滞納整理票作成 なし 

催告等 一斉催告年４回以上 

特別強化徴収１０月～１２月 

町外居住者対応 町内と同様 

滞納者リスト作成６月・１月 

滞納整理票作成 随時 

催告等 随時 

特別強化徴収１１月～１２月 

町外居住者対応 町内と同様 

合併後に再編する。 

概要調書及び総評価

見込の作成に関する

こと 42 

６３ 

概要調書及び総評価見込につ

いて TKC のデータを基に作成

し、県に提出 

概要調書及び総評価見込につ

いて TKC のデータを基に作成

し、県に提出 

概要調書及び総評価見込につ

いて TKC のデータを基に作成

し、県に提出 

概要調書及び総評価見込につ

いて TKC のデータを基に作成

し、県に提出 

現行のとおりとす

る。 

不動産取得税との連

携に関すること 

43 

６４ 

県税事務所との連携によるス

ムーズな課税のため、不動産取

得税の課税資料提供及び大規

模家屋の評価依頼を実施 

県税事務所との連携によるス

ムーズな課税のため、不動産取

得税の課税資料提供及び大規

模家屋の評価依頼を実施 

県税事務所との連携によるス

ムーズな課税のため、不動産取

得税の課税資料提供及び大規

模家屋の評価依頼を実施 

県税事務所との連携によるス

ムーズな課税のため、不動産取

得税の課税資料提供及び大規

模家屋の評価依頼を実施 

現行のとおりとす

る。 

家屋竣工等見込調査

に関すること 
44 

６５ 

10 月上旬から市内を５地区に

分け、家屋建ち上がり状況及び

滅失家屋の調査（総評価見込及

び予算編成時の資料） 

年度当初から建築確認申請書

に基づき、新増分等の調査 

11 月上旬から町内を４地区に

分け、家屋建ち上がり状況及び

滅失家屋の調査（総評価見込及

び予算編成時の資料） 

９月上旬から町内を４地区に

分け、家屋建ち上がり状況及び

滅失家屋の調査（総評価見込及

び予算編成時の資料） 

合併後に再編する。 

課税資料整備に関す

ること 

45 

６６ 

固定資産名寄帳・課税原簿・土

地台帳・家屋台帳・償却資産課

税台帳等の課税資料の管理保

管 

固定資産名寄帳・課税原簿・土

地台帳・家屋台帳・償却資産課

税台帳等の課税資料の管理保

管 

固定資産名寄帳・課税原簿・土

地台帳・家屋台帳・償却資産課

税台帳等の課税資料の管理保

管 

固定資産名寄帳・課税原簿・土

地台帳・家屋台帳・償却資産課

税台帳等の課税資料の管理保

管 

合併後に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

国民健康保険税の滞

納処分の執行停止及

び不納欠損に関する

こと 46 

６８ 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

【不納欠損処分】 

・執行停止３年を経過した場合 

・５年間徴収権行使できなかっ

た場合 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

【不納欠損処分】 

・執行停止３年を経過した場合 

・５年間徴収権行使できなかっ

た場合 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

【不納欠損処分】 

・執行停止３年を経過した場合 

・５年間徴収権行使できなかっ

た場合 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

【不納欠損処分】 

・執行停止３年を経過した場合 

・５年間徴収権行使できなかっ

た場合 

現行のとおりとす

る。 

介護保険料の滞納処

分の執行停止及び不

納欠損に関すること 47 

６９ 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

 

【不納欠損処分】 

・２年間徴収権行使できなかっ

た場合 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

 

【不納欠損処分】 

・２年間徴収権行使できなかっ

た場合 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

 

【不納欠損処分】 

・２年間徴収権行使できなかっ

た場合 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

 

【不納欠損処分】 

・２年間徴収権行使できなかっ

た場合 

現行のとおりとす

る。 

介護保険料の滞納処

分に関すること 

48 

７０ 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

現行のとおりとす

る。 

固定資産税収納管理

事務に関すること

（過誤納付還付） 49 

７４ 

システムにより過誤納者を把

握し、還付処理を行う。滞納者

については還付充当処理を実

施する。 

システムにより過誤納者を把

握し、還付処理を行う。滞納者

については還付充当処理を実

施する。 

システムにより過誤納者を把

握し、還付処理を行う。滞納者

については還付充当処理を実

施する。 

システムにより過誤納者を把

握し、還付処理を行う。滞納者

については還付充当処理を実

施する。 

現行のとおりとす

る。 

個人市町県民税賦課

事務に関すること

（普通徴収事務） 50 

７５ 

市県民税賦課事務のうち主に

普通徴収に係る事務を行う。 

町県民税賦課事務のうち主に

普通徴収に係る事務を行う。 

町県民税賦課事務のうち主に

普通徴収に係る事務を行う。 

町県民税賦課事務のうち主に

普通徴収に係る事務を行う。 
現行のとおりとす

る。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

個人市町県民税賦課

事務に関すること

（特別徴収事務） 51 

７６ 

市県民税賦課事務のうち主に

特別徴収に係る事務を行う。 

町県民税賦課事務のうち主に

特別徴収に係る事務を行う。 

町県民税賦課事務のうち主に

特別徴収に係る事務を行う。 

町県民税賦課事務のうち主に

特別徴収に係る事務を行う。 
現行のとおりとす

る。 

個人市町県民税賦課

事務に関すること

（その他、課税に付

随する事務） 52 

７７ 

個人市県民税の課税に係る課

税データの確認、国税連絡箋の

作成等、賦課事務に付随する事

務を行う。 

個人町県民税の課税に係る課

税データの確認、国税連絡箋の

作成等、賦課事務に付随する事

務を行う。 

個人町県民税の課税に係る課

税データの確認、国税連絡箋の

作成等、賦課事務に付随する事

務を行う。 

個人町県民税の課税に係る課

税データの確認、国税連絡箋の

作成等、賦課事務に付随する事

務を行う。 

現行のとおりとす

る。 

法人市町民税システ

ムに関すること 

53 

７９ 

法人市民税の課税にあたり、法

人市民税システムを利用する

ため、システムリース契約を締

結する。 

㈱アイネス法人市民税システ

ム 

法人町民税の課税にあたり、法

人町民税システムを利用する

ため、システムリース契約を締

結する。 

㈱ＴＫＣ法人町民税システム 

法人町民税の課税にあたり、法

人町民税システムを利用する

ため、システムリース契約を締

結する。 

㈱ＴＫＣ法人町民税システム 

法人町民税の課税にあたり、法

人町民税システムを利用する

ため、システムリース契約を締

結する。 

㈱ＴＫＣ法人町民税システム 

大平町・藤岡町・都

賀町の例により合併

時に統合する。 

市町内法人調査に関

すること 54 

８１ 

申告書の提出及び設立届等の

ない法人の現地調査を行う。 

申告書の提出及び設立届等の

ない法人の現地調査を行う。 

申告書の提出及び設立届等の

ない法人の現地調査を行う。 

申告書の提出及び設立届等の

ない法人の現地調査を行う。 
現行のとおりとす

る。 

市町税事務の企画調

整に関すること 

55 

８２ 

都市経営計画計上事業の検

討・税収確保の取り組み等、市

税に関する種々の事務事業の

企画調整 

振興計画計上事業等の検討、進

行管理、その他税に関する事務

事業の企画調整 

振興計画計上事業等の検討、進

行管理、その他税に関する事務

事業の企画調整 

振興計画計上事業等の検討、進

行管理、その他税に関する事務

事業の企画調整 

合併後に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

市町税収入額調の作

成に関すること 
56 

８３ 

・収入状況を的確に把握するた

めに毎月作成 

(対象税目) 

普通税－市民税他 5 

目的税－都市計画税他 2 

その他－介護保険料他 1 

・収入状況を的確に把握するた

めに毎月作成 

(対象税目) 

普通税－町民税他 4 

目的税－都市計画税他 1 

その他－介護保険料他 1 

・収入状況を的確に把握するた

めに毎月作成 

(対象税目)  

普通税－町県民税他 3 

目的税－国保税 

その他－介護保険料他 1 

・収入状況を的確に把握するた

めに毎月作成 

(対象税目) 

普通税－町民税他 5 

目的税－国保税 

その他－介護保険料他 1 

栃木市の例によ

り合併時に統合

する。 

介護保険料過誤納金

還付に関すること 
57 

８４ 

収納消込後、過誤納となったも

のに対し、過誤納額を還付する。

また、滞納がある場合充当処理

を行い、本人宛充当通知を送付

する。 

収納消込後、過誤納となったも

のに対し、過誤納額を還付する。

また、滞納がある場合充当処理

を行い、本人宛充当通知を送付

する。 

収納消込後、過誤納となったも

のに対し、過誤納額を還付する。

また、滞納がある場合充当処理

を行い、本人宛充当通知を送付

する。 

収納消込後、過誤納となったも

のに対し、過誤納額を還付する。

また、滞納がある場合充当処理

を行い、本人宛充当通知を送付

する。 

現行のとおりと

する。 

 

租税教室に関するこ

と 58 

８５ 

栃木税務署管内租税教育推進協

議会の事業に協力し、市内小中

学校で租税教室を開催 

開催なし 栃木税務署管内租税教育推進協

議会の事業に協力し、町内小中

学校で租税教室を開催 

開催なし 

 
合併後に再編す

る。 

納税組合に関するこ

と 

59 

８７ 

補助金名 

 栃木市納税組合補助金 

 （平成１６年度廃止） 

※栃木市納税組合への納付奨励

通知発送 

該当なし 

（平成１９年３月３１日解散） 

該当なし 

（平成１９年３月３１日解散） 

該当なし 

（平成１９年３月３１日解散） 
現行のとおりと

する。 

後期高齢者医療保険料の

滞納整理及び徴収事務に

関すること（滞納処分、

不納欠損を除く） 60 

８９ 

滞納者リスト作成６月・１月 

滞納整理票作成 ６月 

催告等 一斉催告年６回 

特別巡回徴収 １２月 

市外居住者対応 市内と同様 

滞納者リスト作成６月 

滞納整理票作成 ６月 

催告等 一斉催告年２回 

特別巡回徴収 １０月 

町外居住者対応 町内と同様 

休日臨宅 

滞納者リスト作成６月 

滞納整理票作成 なし 

催告等 一斉催告年４回以上 

特別強化徴収１０月～１２月 

町外居住者対応 町内と同様 

滞納者リスト作成６月・１月 

滞納整理票作成 随時 

催告等 随時 

特別強化徴収１１月～１２月 

町外居住者対応 町内と同様 

合併後に再編す

る。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

後期高齢者医療保険

料の減免事務に関す

ること 61 

９０ 

①減免申請書の受理（証拠書類

等を含む） 

②調査 

③減免の決定（広域連合） 

④納付義務者宛通知 

①減免申請書の受理（証拠書類

等を含む） 

②調査 

③減免の決定（広域連合） 

④納付義務者宛通知 

①減免申請書の受理（証拠書類

等を含む） 

②調査 

③減免の決定（広域連合） 

④納付義務者宛通知 

①減免申請書の受理（証拠書類

等を含む） 

②調査 

③減免の決定（広域連合） 

④納付義務者宛通知 

現行のとおりと

する。 

 

確定申告用後期高齢

者医療保険料納付額

証明書発行事務に関

すること 
62 

９１ 

所得税、市民税の申告用に納付

額証明を発行する。 

・窓口交付 

・口座振替者には、１月中旬に

発送。 

所得税、町民税の申告用に納付

額証明を発行する。 

・窓口交付 

 

所得税、町民税の申告用に納付

額証明を発行する。 

・窓口交付（郵送あり） 

 

所得税、町民税の申告用に納付

額証明を発行する。 

・窓口交付 

・口座振替者には、１月末日付

発送。 

合併後に再編す

る。 

後期高齢者医療保険

料の滞納処分に関す

ること 
63 

９２ 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

債権差押（国税徴収法） 

不動産差押（  〃  ） 

電話加入権差押（ 〃 ） 

差押の解除（  〃  ） 

公売（   〃   ） 

現行のとおりと

する。 

後期高齢者医療保険

料過誤納金還付に関

すること 64 

９３ 

収納消込後、過誤納となったも

のに対し、過誤納額を還付する。

また、滞納がある場合充当処理

を行い、本人宛充当通知を送付

する。 

収納消込後、過誤納となったも

のに対し、過誤納額を還付する。

また、滞納がある場合充当処理

を行い、本人宛充当通知を送付

する。 

収納消込後、過誤納となったも

のに対し、過誤納額を還付する。

また、滞納がある場合充当処理

を行い、本人宛充当通知を送付

する。 

収納消込後、過誤納となったも

のに対し、過誤納額を還付する。

また、滞納がある場合充当処理

を行い、本人宛充当通知を送付

する。 

現行のとおりと

する。 

 

後期高齢者医療保険

料の滞納処分の執行

停止及び不納欠損に

関すること 65 

９４ 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

 

【不納欠損処分】 

・２年間徴収権行使できなかっ

た場合 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

 

【不納欠損処分】 

・２年間徴収権行使できなかっ

た場合 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

 

【不納欠損処分】 

・２年間徴収権行使できなかっ

た場合 

【滞納処分の停止】 

執行停止（地方税法１５-７-１） 

 

【不納欠損処分】 

・２年間徴収権行使できなかっ

た場合 

現行のとおりと

する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

国民健康保険税の調

査に関すること 

66 

９６ 

国保税の適正賦課に資するた

め、必要に応じて世帯主等にか

かる資産や収入状況を調査す

る。 

国保税の適正賦課に資するた

め、必要に応じて世帯主等にか

かる資産や収入状況を調査す

る。 

国保税の適正賦課に資するた

め、必要に応じて世帯主等にか

かる資産や収入状況を調査す

る。 

国保税の適正賦課に資するた

め、必要に応じて世帯主等にか

かる資産や収入状況を調査す

る。 

現行のとおりと

する。 

 

国民健康保険税の納

付方法変更に関する

こと 67 

９７ 

国保税が特別徴収されている世

帯主からの申出により、特別徴

収を中止し口座振替による納付

に変更する。 

国保税が特別徴収されている世

帯主からの申出により、特別徴

収を中止し口座振替による納付

に変更する。 

国保税が特別徴収されている世

帯主からの申出により、特別徴

収を中止し口座振替による納付

に変更する。 

国保税が特別徴収されている世

帯主からの申出により、特別徴

収を中止し口座振替による納付

に変更する。 

現行のとおりと

する。 

 

介護保険資格異動に

伴う賦課額変更及び

随時課税に関するこ

と 
68 

９８ 

異動賦課に伴う賦課額変更の遡

及年は、介護保険法の規定によ

る。 

異動賦課に伴う賦課額変更の遡

及年は、介護保険法の規定によ

る。 

異動賦課に伴う賦課額変更の遡

及年は、介護保険法の規定によ

る。 

異動賦課に伴う賦課額変更の遡

及年は、介護保険法の規定によ

る。 

現行のとおりと

する。 

 

介護保険料の調査に

関すること 69 

９９ 

保険料の適正賦課に資するた

め、必要に応じて被保険者等に

かかる収入状況を調査する。 

保険料の適正賦課に資するた

め、必要に応じて被保険者等に

係る収入状況を調査する。 

保険料の適正賦課に資するた

め、必要に応じて被保険者等に

かかる収入状況を調査する。 

保険料の適正賦課に資するた

め、必要に応じて被保険者等に

係る収入状況を調査する。 

現行のとおりと

する。 

 

後期高齢者医療保険

料の調査に関するこ

と 
70 

１００ 

保険料の適正賦課に資するた

め、必要に応じて被保険者等に

係る収入状況を調査する。 

保険料の適正賦課に資するた

め、必要に応じて被保険者等に

係る収入状況を調査する。 

保険料の適正賦課に資するた

め、必要に応じて被保険者等に

係る収入状況を調査する。 

保険料の適正賦課に資するた

め、必要に応じて被保険者等に

係る収入状況を調査する。 

現行のとおりと

する。 

 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

後期高齢者医療保険

料の納付方法変更に

関すること 
71 

１０１ 

保険料が特別徴収されている被

保険者からの申出により、特別

徴収を中止し口座振替による納

付に変更する。 

保険料が特別徴収されている被

保険者からの申出により、特別

徴収を中止し口座振替による納

付に変更する。 

保険料が特別徴収されている被

保険者からの申出により、特別

徴収を中止し口座振替による納

付に変更する。 

保険料が特別徴収されている被

保険者からの申出により、特別

徴収を中止し口座振替による納

付に変更する。 

現行のとおりと

する。 

 

税務概要の作成に関

すること 
72 

１０２ 

毎年 1 回、賦課、徴収等の税務

事業概要を作成する。 

なし なし 毎年 1 回、賦課、徴収等の税務

事業概要を作成する。 
合併後に再編す

る。 

ホームページ等の有

効活用に関すること 
73 

１０３ 

税情報を効果的に発信し、納税

意識の高揚を図る。 

(ホームページ、広報紙、ケーブ

ルテレビ等) 

税情報を効果的に発信し、納税

意識の高揚を図る。 

(ホームページ、広報紙等) 

 

税情報を効果的に発信し、納税

意識の高揚を図る。 

(ホームページ、広報紙等) 

税情報を効果的に発信し、納税

意識の高揚を図る。 

(ホームページ、広報紙、ケーブ

ルテレビ等) 

合併後に再編す

る。 

ＧＩＳに関すること 

74 

１０４ 

航空写真、地番図等をモニター

上で表示し、課税資料の整理や

検索の効率化を図っている。 

未導入 航空写真、地番図等をモニター

上で表示し、課税資料の整理や

検索の効率化を図っている。 

未導入 合併後に再編す

る。 

家屋評価システム業

務に関すること 

75 

１０５ 

電算化により家屋評価事務の効

率化及び正確化、担当職員間の

評価方法の統一化を図ってい

る。 

未導入 未導入 未導入 栃木市の例によ

り合併後に統合

する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

確定申告用介護保険

料納付額証明書発行

事務に関すること 
76 

１０６ 

所得税、市民税の申告用に納付

額証明を発行する。 

・窓口交付 

・口座振替者には、１月中旬に

発送 

所得税、町民税の申告用に納付

額証明を発行する。 

・窓口交付 

 

所得税、町民税の申告用に納付

額証明を発行する。 

・窓口交付（郵送あり） 

 

所得税、町民税の申告用に納付

額証明を発行する。 

・窓口交付 

・口座振替者には、１月末日付

発送 

合併後に再編す

る。 

個人市町県民税賦課

事務に関すること

（年金特別徴収） 
77 

１０７ 

市県民税賦課事務のうち主に公

的年金からの特別徴収に係る事

務を行う。 

平成２１年度実施 

町県民税賦課事務のうち主に公

的年金からの特別徴収に係る事

務を行う。 

町県民税賦課事務のうち主に公

的年金からの特別徴収に係る事

務を行う。 

町県民税賦課事務のうち主に公

的年金からの特別徴収に係る事

務を行う。 

栃木市の例によ

り合併時に統合

する。 

市町税等収納管理事

務に関すること（消

込み） 
78 

１０９ 

会計課扱い 税務課扱い 税務課扱い 税務課扱い 栃木市の例によ

り合併時に統合

する。 

 

 



 

様式２                  栃木地区合併協議会への報告（ランクＣ）          総務部会 管財分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

低入札価格調

査制度に関す

ること 

１ 

４ 

【低入札価格調査制度の対象】 
・建設工事 予定価格が３千万円以上
及び総合評価落札方式対象の工事 
・業務委託 対象外   
 
 
【調査基準価格の算出方法】 
①直接工事費（建築工事及び設備工事
にあっては 9.5/10 を乗じて得た額）の
95％ 
②共通仮設費の 90% 
③現場管理費の 60% 
④一般管理費の 30% 
①～④の合計額 
（Ｈ21 年 4 月 1日時点） 
 
【数値的判断基準の算出方法】 
調査基準価格を下回った場合、提出さ
れた積算内訳書の次の 5 項目のうち判
断基準を 1 項目でも下回ったものがあ
るときは失格とする。 
①直接工事費の（建築工事及び設備工
事にあっては 9.5/10 を乗じて得た額）
の 75％ 
②共通仮設費の 70% 
③現場管理費の 60% 
④一般管理費の 30% 
⑤入札価格が直接工事費（建築工事及
び設備工事にあっては 9.5/10 を乗じ
て得た額）の 95％に共通仮設費の 90%
と現場管理費の 20%を加えた額 
（Ｈ21 年 4 月 1日時点） 
 
【調査基準価格等の算出根拠】 平成
21 年４月１日より実施する県の基準
を準用 
 
【根拠法令等】 
低入札価格調査制度試行要領 

【低入札価格調査制度の対象】 
・建設工事 予定価格が 500 万円以上
の工事 
・業務委託 対象外  
 
 
【調査基準価格の算出方法】 
①直接工事費（建築工事及び設備工事
にあっては 9.5/10 を乗じて得た額）の
95％ 
②共通仮設費の 90% 
③現場管理費の 60% 
④一般管理費の 30% 
①～④の合計額 
（Ｈ21 年 6 月 1日時点） 
 
【数値的判断基準の算出方法】 
調査基準価格を下回った場合、提出さ
れた積算内訳書の次の 5 項目のうち判
断基準を 1 項目でも下回ったものがあ
るときは失格とする。 
①直接工事費の（建築工事及び設備工
事にあっては 9.5/10 を乗じて得た額）
の 75％ 
②共通仮設費の 70% 
③現場管理費の 60% 
④一般管理費の 30% 
⑤入札価格が直接工事費（建築工事及
び設備工事にあっては 9.5/10 を乗じ
て得た額）の 95％に共通仮設費の 90%
と現場管理費の 20%を加えた額 
（Ｈ21 年 6 月 1日時点） 
 
【調査基準価格等の算出根拠】 平成
21 年４月１日より実施する県の基準
を準用 
 
【根拠法令等】 
低入札価格調査制度事務処理要領 

制度を設けていない 【低入札価格調査制度の対象】 
・建設工事 一般競争入札及び総合評
価落札方式対象の工事 
・業務委託 予定価格が 2 千万円以上
の土木及び建築関係建設コンサルタン
ト業務 
【調査基準価格の算出方法】 
①直接工事費（建築工事及び設備工事
にあっては 9/10 を乗じて得た額）の額 
②共通仮設費の額 
③現場管理費の 20% 
①～③の合計額 
 
 
 
 
【数値的判断基準の算出方法】 
調査基準価格を下回った場合、提出さ
れた積算内訳書の次の 5 項目のうち判
断基準を 1 項目でも下回ったものがあ
るときは失格とする。 
①直接工事費の（建築工事及び設備工
事にあっては 9/10 を乗じて得た額）の
75％ 
②共通仮設費の 60% 
③現場管理費の 40% 
④一般管理費の 30% 
⑤入札価格が直接工事費（建築工事及
び設備工事にあっては 9/10 を乗じて
得た額）の 95％に共通仮設費の 90%と
現場管理費の 20%を加えた額 
 
 
【調査基準価格等の算出根拠】 
改正前の国、県の基準を準用 
 
 
【根拠法令等】 

低入札価格調査制度事務処理要領 

合併時に再

編する。 



 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

低制限価格

制度に関する

こと 

２ 

６ 

【 低制限価格制度の対象】 

・３千万円未満の一般競争入札及び指

名競争入札による工事(低入札調査基

準価格が設定されているものを除

く。) 

 
【 低制限価格の算出方法】 
①直接工事費（建築工事及び設備工事
にあっては 9.5/10 を乗じて得た額）
の 95％ 
②共通仮設費の 90% 
③現場管理費の 60% 
④一般管理費の 30% 
①～④の合計額 
（Ｈ21 年 4 月 1日時点） 
 
【 低制限価格の算出根拠】 
平成 21 年４月１日より実施する県の
基準を準用 

 

【根拠法令等】 

栃木市財務規則 

栃木市 低価格事務処理要領 

【 低制限価格制度の対象】 

指名競争入札を対象とするが、現在運

用をしていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【根拠法令等】 

大平町財務規則 

 

【 低制限価格制度の対象】 
指名競争入札を対象とする。 
 
 
 
 
 
【 低制限価格の算出方法】 
①直接工事費の額 
②共通仮設費の額 
③現場管理費の 20% 
①～③の合計額 
(土木一式) 
 
 
 
 
【 低制限価格の算出根拠】 
改正前の国、県の基準を準用 
 
 
【根拠法令等】 
藤岡町財務規則 
藤岡町建設工事等入札執行事務処理
要領 

【 低制限価格制度の対象】 

指名競争入札を対象とするが、現在運

用をしていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【根拠法令等】 

都賀町財務規則 

合併時に再編

する。 

建設工事及び

建設工事関連

業務の公正入

札調査委員会

に関すること ３ 

７ 

【設置の目的】 

建設工事等の入札の適正を期し、公正

取引委員会との連携を図りつつ、入札

談合に関する情報に対し的確に対応

を行うため、設置する。 

 

【組織】建設工事等請負者選考委員会メ

ンバー９名で構成 

委 員 長 副市長 

副委員長 総務部長 

委  員 部長７名 

【根拠法令等】 

公正入札調査委員会設置要領 

【設置の目的】 

建設工事等の入札の適正を期し、公正

取引委員会との連携を図りつつ、入札

談合に関する情報に対し的確に対応

を行うため、設置する。 

 

【組織】８名で構成 

委 員 長 副町長 

副委員長 管財課長 

委  員 課長６名 

 

【根拠法令等】 

公正入札調査委員会設置要綱 

【設置の目的】 

建設工事等の入札の適正を期し、公正

取引委員会との連携を図りつつ、入札

談合に関する情報に対し的確に対応

を行うため、設置する。 

 

【組織】7名で構成 

委 員 長 副町長 

委   員 教育長外課長5名 

 

 

【根拠法令等】 

公正入札調査委員会設置要領 

【設置の目的】 

建設工事等の入札の適正を期し、公正

取引委員会との連携を図りつつ、入札

談合に関する情報に対し的確に対応

を行うため、設置する。 

 

【組織】5名で構成 

委 員 長 会計管理者 

副委員長 政策財務課長 

委  員 課長３名 

 

【根拠法令等】 

公正入札調査委員会設置規程 

合併時に再編

する。 

 



 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

建設工事及び

建設工事関連

業務の入札及

び契約に関す

る情報の公表

に関すること 

４ 

１０ 

【毎年度の発注見通し】 
公表時期 ４月（７、１０、１月に見
直しを行い、変更後の事項を公表） 
 
公表事項 工事名、工事箇所、工事期
間、工事種別、工事概要、契約方法、
入札時期 
公表方法 ＨＰ等 
 
【入札参加資格者等】 
公表時期 随時 
公表事項 有資格者名、関連要綱・要
領 
公表方法 閲覧による 
指名停止業者については、業者名、停
止期間、理由 
 
【入札・契約の過程】 
公表時期 入札執行後 
公表事項 入札結果調書 
公表方法 閲覧、落札者名と落札金額に
ついてはＨＰ掲載 
 
【契約に関する情報】 
公表時期 契約締結後 
公表事項 契約相手方の名称、住所、契
約金額、工事の内容等 
公表方法 閲覧 
 
【根拠法令等】 
公共工事の入札及び契約の適正化の
促進に関する法律 
入札制度合理化対策実施要綱 
事後審査型条件付き一般競争入札実
施要領 
建設工事総合評価落札方式試行要領 

【毎年度の発注見通し】 
公表時期 ４月（１０月に見直しを行
い、変更後の事項を公表） 
 
公表事項 工事名、工事箇所、工事期
間、工事種別、工事概要、契約方法、
入札時期 
公表方法 ＨＰ等 
 
【入札参加資格者等】 
公表時期 随時 
公表事項 有資格者名、関連要綱・要
領 
公表方法 閲覧による 
指名停止業者については、公表してい
ない。 
 
【入札・契約の過程】 
公表時期 入札執行後 
公表事項 入札結果調書 
公表方法 閲覧 
 
 
【契約に関する情報】 
公表時期 契約締結後 
公表事項 契約相手方の名称、住所、契
約金額、工事の内容等 
公表方法 閲覧 
 
【根拠法令等】 
公共工事の入札及び契約の適正化の
促進に関する法律 
条件付き一般競争入札要領 
建設工事総合評価落札方式試行要領 

【毎年度の発注見通し】 
公表時期 ４月（７、１０、１月に見
直しを行い、変更後の事項を公表） 
 
公表事項 工事名、工事箇所、工事期
間、工事種別、工事概要、契約方法、
入札時期 
公表方法 ＨＰ等 
 
【入札参加資格者等】 
公表時期 随時 
公表事項 有資格者名、関連要綱・要
領 
公表方法 閲覧による 
指名停止業者については、業者名、停
止期間、理由 
 
【入札・契約の過程】 
公表時期 入札執行後 
公表事項 入札結果報告書 
公表方法 閲覧、落札者名と落札金額に
ついてはＨＰ掲載 
 
【契約に関する情報】 
公表時期 契約締結後 
公表事項 契約相手方の名称、住所、契
約金額、工事の内容等 
公表方法 閲覧 
 
【根拠法令等】 
公共工事の入札及び契約の適正化の
促進に関する法律 
入札執行事務実施処理要領 
建設工事総合評価落札方式試行要領 

【毎年度の発注見通し】 
公表時期 ４月（７、１０、１月に見
直しを行い、変更後の事項を公表） 
 
公表事項 工事名、工事箇所、工事期
間、工事種別、工事概要、契約方法、
入札時期 
公表方法 ＨＰ等 
 
【入札参加資格者等】 
公表時期 随時 
公表事項 有資格者名、関連要綱・要
領 
公表方法 閲覧による 
指名停止業者については、公表してい
ない 
 
【入札・契約の過程】 
公表時期 入札執行後 
公表事項 入札結果報告書 
公表方法 閲覧、落札者名と落札金額に
ついてはＨＰ掲載 
 
【契約に関する情報】 
公表時期 契約締結後 
公表事項 契約相手方の名称、住所、契
約金額、工事の内容等 
公表方法 閲覧 
 
【根拠法令等】 
公共工事の入札及び契約の適正化の
促進に関する法律 
事後審査型条件付き一般競争入札実
施要領 
建設工事総合評価落札方式試行要領 

合併時に再編

する。 

 



 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

建設工事及び

建設工事関連

業務の入札参

加希望者の資

格審査と入札

参加資格者名

簿登録に関す

ること 

５ 

１１ 

【入札参加資格申請】 
・２年に１度（偶数年度）１～２月
に実施 
・奇数年度の２月に追加受付 
・基本的に随時受付はしない 
資格審査・認定 建設工事資格審
査員会の審査に付し、入札参加資
格の認定を行う。 
格付け審査・認定 入札参加資格
の審査に付したものの内、格付け
をしている５業種について、審査
を行い、格付けの認定を行う。 
申請者への通知 入札参加資格
及び格付けの認定について、申請
者へ通知 
 
 
【入札参加資格者名簿への登録】
登録の方法 財務会計システム
への入力 
名簿の管理 財務会計システム
により管理 
有効期間 ２年間（追加申請者は
残りの期間） 
 
【根拠法令等】 
財務規則 
建設工事等執行規則 
建設工事請負業者選定要綱 
建設工事入札参加資格審査事務処理
要領 

【入札参加資格申請】 
・２年に１度（偶数年度）２月に実
施 
・奇数年度の追加受付は実施しない
・基本的に随時受付はしない 
資格審査・認定 建設工事資格審
査員会の審査に付し、入札参加資
格の認定を行う。 
格付け審査・認定 入札参加資格
の審査に付したものの内、格付け
をしている９業種について、審査
を行い、格付けの認定を行う。 
申請者への通知 入札参加資格及
び格付けの認定について、申請者
へ通知 
 
 
【入札参加資格者名簿への登録】
登録の方法 管財課共通ホルダー
内にエクセル入力 
名簿の管理 担当係りの 
パソコンにより監理 
有効期間 ２年間 
 
 
【根拠法令等】 
財務規則 
建設工事等執行規則 
建設工事請負業者選定要綱 
建設工事入札参加資格審査会規程 

 

【入札参加資格申請】 
・２年に１度（偶数年度）１月後半
に実施 
・奇数年度の２月に追加受付 
・基本的に随時受付はしない 
資格審査・認定 建設工事資格審
査員会の審査に付し、入札参加資
格の認定を行う。 
格付け審査・認定 入札参加資格
の審査に付したものの内、格付け
をしている２８業種について、審
査を行い、格付けの認定を行う。
申請者への通知 入札参加資格
及び格付けの認定について、申請
者へ通知 
 
 
【入札参加資格者名簿への登録】
登録の方法 エクセルシートへ
の入力 
名簿の管理 エクセル管理 
有効期間 ２年間（追加申請者は
残りの期間） 
 
 
【根拠法令等】 
財務規則 
建設工事等執行規則 
建設工事請負業者選定要綱 
建設工事入札参加資格審査要領 
建設工事入札参加資格審査会規程 

 

【入札参加資格申請】 
・２年に１度（偶数年度）２月に実
施 
・奇数年度の２月に追加受付 
・基本的に随時受付はしない 
資格審査・認定 建設工事資格審
査員会の審査に付し、入札参加資
格の認定を行う。 
格付け審査・認定 入札参加資格
の審査に付したものの内、格付け
をしている５業種について、審査
を行い、格付けの認定を行う。 
申請者への通知 入札参加資格及
び格付けの認定について、申請者
へ通知 
 
 
【入札参加資格者名簿への登録】 
登録の方法 入札契約システムへ
の入力 
名簿の管理 入札契約システムに
より管理 
有効期間 ２年間（追加申請者は
残りの期間） 
 
【根拠法令等】 
財務規則 
建設工事等執行規則 
建設工事請負業者選定要綱 
建設工事入札参加資格審査事務処理
要領 
建設工事入札参加資格審査会規程 

 

入札参加資格

者名簿につい

ては、新市に

引き継ぐこと

とし、入札参

加資格申請に

関することに

ついては、合

併後平成２２

年度中に新市

において行う

平成２３．２

４年度の入札

参加資格登録

に合わせ、再

編する。 

 



 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

小規模工事等

契約希望者登

録に関するこ

と 

６ 

１７ 

【対象となる契約】 
その内容が軽易で、かつ契約金額
が５０万円を超えない建設工事
等 
 
【登録できる者】 
市内に主たる事業所又は住所を有す
る者で、入札参加者資格者名簿に登
録されていない者 
 
【有効期間】 
２年間（随時受付は残期間） 
【根拠法令等】 
小規模工事等契約希望者登録要綱 

【対象となる契約】 
その内容が軽易で、かつ契約金額
が５０万円を超えない建設工事等
 
 
【登録できる者】 
町内に主たる事業所又は住所を有す
る者で、入札参加者資格者名簿に登
録されていない者 
 
【有効期間】 
３年間（随時受付は残期間） 
【根拠法令等】 
小規模工事等契約希望者登録要綱 

小規模工事等契約希望者登録を
実施していない 

【対象となる契約】 
その内容が軽易で、かつ契約金額
が１３０万円以下の建設工事等 
 
 
【登録できる者】 
町内に主たる事業所又は住所を有す
る者で、入札参加者資格者名簿に登
録されていない者 
 
【有効期間】 
２年間（随時受付は残期間） 
【根拠法令等】 
小規模工事等契約希望者登録要綱 

合併時に再編

する。 

物品購入等の

入札参加希望

者の資格審査

と入札参加資

格者名簿登録

に関すること 

７ 

２０ 

 
【入札参加資格申請】 
・２年に１度（偶数年度）１２月に
実施 
・奇数年度の１２月に追加受付 
・基本的に随時受付はしない 
資格審査・認定 入札参加者資格
審査委員会の審査に付し、入札参
加資格の認定を行う。 
申請者への通知 入札参加資格
の認定について申請者へ通知 
  
【入札参加資格者名簿への登録】
認定された資格等を名簿に登録
する。 
有効期間 ２年間（追加申請者は
残りの期間） 
 
【根拠法令等】 
物品購入等入札参加者資格審査
要綱 

 
【入札参加資格申請】 
・２年に１度（偶数年度）２月に実
施 
・奇数年度の追加受付はしていない
・基本的に随時受付はしない 
審査・認定 入札参加者資格審査
委員会の審査に付し、入札参加資
格の認定を行う。 
申請者への通知 入札参加資格の
認定について申請者へ通知 
 
【入札参加資格者名簿への登録】
認定された資格等を名簿に登録す
る。 
有効期間 ２年間 
 
 
【根拠法令等】 
入札参加資格審査申請書提出要領 

 
物品の入札参加資格者登録を実
施していない。 

 
【入札参加資格申請】 
・２年に１度（偶数年度）２月に実
施 

・奇数年度の２月に追加受付 
・基本的に随時受付はしない 
資格審査・認定 入札参加者資格
審査委員会の審査に付し、入札参
加資格の認定を行う。 
申請者への通知 入札参加資格の
認定について申請者へ通知 
 
【入札参加資格者名簿への登録】 
認定された資格等を名簿に登録す
る。 
有効期間 ２年間（追加申請者は
残りの期間） 
 
【根拠法令等】 
入札参加資格審査申請書提出要領 

入札参加資格

者名簿につい

ては、合併時

に再編するこ

ととし、入札

参加資格申請

に関すること

については、

合併後平成２

２年度中に新

市において行

う平成２３．

２４年度の入

札参加資格登

録に合わせ、

再編する。 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

行政施設の営

繕に関するこ

と 

８ 

４６ 

維持管理について 

①維持管理マニュアルを作成 

②施設自主点検内容の確認 

③施設管理者への指導 

 

施設の営繕について 

①業者による修繕 

②課内技能員による修繕実施 

維持管理について 

①該当なし 

②施工依頼に基づき現地確認 

 ③施設管理者への助言 

 

施設の営繕について 

①業者による修繕 

②技能員による建物修繕なし 

維持管理について 

 ①該当なし 

 ②各課対応 

 ③施設管理者への助言 

 

施設の営繕について 

 ①業者による修繕 

②技能員による建物修繕なし 

維持管理について 

 ①該当なし 

 ②点検修繕箇所の把握。建設課

に修繕相談・施工依頼 

 ③施設管理者への助言（建設課） 

施設の営繕について 

 ①業者による修繕 

②技能員による建物修繕なし  

効率的な営

繕のために

合併時に再

編し、管財担

当、建築担当

施設管理者

また、技能員

の役割分担

を明確にし

ていく。 

行政施設の営

繕計画に関す

ること 

９ 

４７ 

床面積 500 ㎡以上の建物に施設別

修繕計画を作成。その後、随時デ

ータ更新し、長期継続 

該当なし 該当なし 該当なし 合併後に統

合し、新市に

おける営繕

計画につい

て検討する。 

  



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

市町有建築物

の設計及び施

工に関するこ

と 
10 

４９ 

設計について 

 ①課内設計 

 ②耐震補強等も含む大規模工

事は業務委託設計 

 

 

工事監理について 

 市有建築物の工事監理 

設計について 

 ①課内設計 

 ②耐震補強等も含む大規模工事

は業務委託設計 

 

 

工事監理について 

 町有建築物の工事監理 

設計について 

 ①課内設計 

 ②耐震補強等も含む大規模工

事は業務委託設計 

（①②とも建設課）

 

工事監理について 

町有建築物の工事監理（建設

課） 

設計について 

 ①課内設計 

 ②耐震補強等も含む大規模工事

は業務委託設計 

 

 

工事監理について 

 町有建築物の工事監理（建設

課） 

合併時に再

編し、設計単

価及び担当

課との役割

分担を統一

していく。 

学校施設の営

繕に関するこ

と 

11 

５０ 

維持管理について 

 ①自主点検内容の確認 

 ②施設管理者への指導 

 

施設の営繕について 

 ①行政施設保全チームへの設

計、工事監理依頼及び協議、

現地確認（大規模工事時） 

 ②修繕等の設計・工事監理・発

注 

（小規模工事時）

 ③技能員による修繕、共同作業

維持管理について 

 ①修繕等要望内容の確認 

 ②次年度予算確保 

 

施設の営繕について 

 ①管財課への発注及び協議、現

地確認(大規模工事時) 

 ②随意契約内の修繕等の設計・

工事監理・発注 

維持管理について 

 ①自主点検内容の確認 

 

 

施設の営繕について 

 ①営繕等の工事監理 

 ②工事監理・検査 

(小規模工事時) 

 

維持管理について 

 ①自主点検内容の確認 

 ②施設管理者への指導 

 

施設の営繕について 

 ①建設課への依頼及び協議、現

地確認(大規模工事時) 

 ②工事監理・検査 

(小規模工事時) 

 

効率的な営

繕のために

合併時に再

編し、学校施

設管理担当、

建築担当、学

校の役割分

担を明確に

していく。 

学校施設の営

繕計画に関す

ること 12 

５１ 

床面積 500 ㎡以上の建物に施設別

修繕計画を作成。その後、随時デ

ータ更新し、長期継続 

該当なし 該当なし 該当なし 合併後に統

合し、新市に

おける営繕

計画につい

て検討する。 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

学校施設の耐

震計画の策定

に関すること 

13 

５２ 

応急避難場所としての役割を鑑

み、計画的な耐震化を推進。 

①非木造 200 ㎡以上について計画

の作成と耐震改修(校舎、屋内

運動場。～Ｈ24 年度) 

②①以外の建物についても計画

策定等を検討 

平成 30 年度までに、100％の耐震

化を図る。 

 平成 27 年度までに、100％の耐

震化を図る。 

① も数値が低い都賀中管理教室

棟改築を優先的実施 

②都賀中学校建設調査委員会に諮

問し事業を推進 

（Ｈ２２年度完成予定） 

各市町の計

画は存続。合

併時に再編

し、対象規

模、耐震化率

について統

一していく。 

当直に関する

こと 

14 

７９ 

【宿直】 

毎日： 

午後 5時 30 分～午前 8時 30 分

外部委託先社員 2名による勤務

【日直】 

休庁日：午前 8 時 30 分～午後 5

時 30 分。職員２名による勤務 

    

【宿直】 

無。 

【当直】 

休庁日： 

午前 8時 30 分～午後 5時 30 分

職員２名による勤務 

開庁日：午前 8時～8時 30 分及

び午後 5 時 30 分～6 時 30 分。職

員１名による勤務 

【宿直】 

無。 

【当直】 

休庁日： 

午前 8時 30 分～午後 5時 30 分

職員２名による勤務 

開庁日：午前 8 時～8時 30 分及

び午後 5時 30 分～6時。職員１

名による勤務 

【宿直】 

 無。 

【当直】 

休庁日： 

午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 

職員１名による勤務 

開庁日：午前 8時～8時 30 分及

び午後 5時 15 分～6時。職員１名

による勤務 

各市町の制

度に差異が

あるため、合

併時までに

当直規定を

再編する。 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

庁内案内に関

すること 

15 

２５ 

市民の利便性を図るため、案内

カウンターに職員 1名（外部委託）

を配置し、各課等の配置や事務の

内容等についての案内業務を行

う。 

町民の利便性を図るため、案内

カウンターに生活環境課職員 1名

を配置し、来庁者へ各課等の配置

や事務の内容等についての案内業

務を行う。 

案内専任職員の配置はなし。 

庁舎内案内板・課名表示板を

配置する。  

    

案内専任職員の配置はなし。 

庁舎内案内板・課名表示板を配

置する。 

当面は現行

のとおり存

続する。 

主管に属する

自動車の管理

に関すること 16 

２６ 

各課で所管する公用車につい

ては各課で対応し、集中管理によ

る供用車については施設管理課

行政施設管理担当で対応してい

る。 

各課で所管する公用車について

は各課で対応し、集中管理による

供用車については管財課管理係で

対応している。 

各課で所管する専用車（公用

車）については各課で対応し、集

中管理による共（供）用車につい

ては、財政管理課管財係で対応し

ている。 

各課で所管する公用車について

は各課で対応し、集中管理による

供用車については総務課管財係で

対応している。 

合併後速や

かに集中管

理を基本に

再編する。 

公用車の事故

等による保険

の請求に関す

ること 17 

２７ 

示談交渉は全国市有物件災害

共済会が行う。事故に関する議会

等への報告は、事故を起こした職

員の所属課が行う。 

示談交渉は全国自治協会が行

う。事故に伴う事故処理について

は、管財課担当とともに、所属長

及び事故を起こした職員が行う。

示談交渉は全国自治協会が行

う。事故を起こした職員は、事故

報告書により町長に報告する。 

示談交渉は全国自治協会が行

う。事故を起こした職員は、事故

報告書により、所属長、総務課長

を経て町長へ報告する。 

合併時に事

故報告の流

れを統一す

る方向で再

編する。 

バスの運行管

理に関するこ

と 

18 

２８ 

 大型１台・中型１台を施設管理

課職員が運行している。 

 毎年１０月に各課から次年度

の利用申込書を受付け、日程調整

する。 

中型１台を管財課職員が運行し

ている。 

 毎年２月に次年度の利用計画を

入力し、各課で日程調整する。 

中型１台を総務企画課職員が

運行している。（議長車運転も兼

ねる。） 

使用予定日の２ヶ月前からバ

ス利用の予約を受け付け、日程調

整する。 

大型１台・中型１台を総務課職

員が運行している。 

毎年 2月に各課から次年度の利

用予定を提出させ、日程調整する。 

合併後バス

の需要を把

握したうえ

で、集中管理

を基本に再

編する。 

また、使用許

可基準を統

一する。 



 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

自動車損害賠

償保険（責任、

任意）に関する

こと 

19 

２９ 

任意共済保険は、全国市有物件

災害共済会と保険契約。自賠責も

同共済会を通して損保会社へ加

入 

契約内容：対物 500 万円、対人

無制限 

任意共済保険は全国自治協会

と保険契約。自賠責は車検時に別

途損保会社へ加入 

契約内容：対物 500 万円、対人

無制限 

任意共済保険は全国自治協会

と保険契約。自賠責は新規購入や

車検時に各損害保険会社と契約 

契約内容：対物 500 万円、対

人無制限 

任意共済保険は全国自治協会

と保険契約。自賠責は新規購入や

車検時に各損害保険会社と契約 

契約内容：対物 1,000 万円、対

人無制限 

任意共済保険

は、合併時に市

有物件災害共済

会と契約する方

向で統合する。 

自賠責保険は、

事務量と地元業

者育成の観点か

ら合併時まで

に、調整する。 

車両の安全運

行管理に関す

ること 20 

３０ 

安全運転管理者 ４名 

 

副安全運転管理者 1 名 

安全運転管理者 1 名 

 

副安全運転管理者 ２名 

安全運転管理者 １名 

 

副安全運転管理者 ２名 

安全運転管理者 １名 

        

副安全運転管理者 １名 

法令に基づき、

合併時に再編す

る。 

公有財産の損

害保険契約に

関すること 
21 

３１ 

① 全国市有物件共済会 

建物総合損害共済 

188 施設 657 件 

  予算額 4,204 千円 

② 道路賠償責任保険 

  予算額 337 千円 

① 全国自治協会町村有建物災

害共済 

 82 施設 274 件 

  予算額 4,527 千円 

② 道路：全国町村会総合賠償補

償保険で対応 

① 全国自治協会町村有建物災

害共済 

 56 施設 123 物件 

 予算額 3,455 千円 

② 道路：全国町村会総合賠償補

償保険で対応 

① 全国自治協会町村有建物災

害共済 

 44 施設 98 件 

  予算額 2,200 千円 

② 道路：全国町村会総合賠償補

償保険で対応 

合併時に統合

し、市有物件災

害共済会の建物

総合損害共済・

道路賠償責任保

険に加入する。 

庁舎の管理に

関すること 

22 

３２ 

庁舎の修繕・補修箇所がある場

合、業者へ連絡して処置する。 

①本庁舎（別館・第２別館を含

む） 

②福祉庁舎 

庁舎の修繕・補修箇所がある場

合、業者へ連絡して処置する。 

①本庁舎（本館・新館・別館）

庁舎の修繕・補修箇所がある場

合、業者へ連絡して処置する。 

①本庁舎、車庫 

庁舎の修繕・補修箇所がある場

合、業者へ連絡して処置する。 

①本庁舎・別館・車庫 

当面は現行のと

おり実施し、合

併後庁舎の維持

管理について検

討する。 



 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

庁舎の業務委

託･賃貸借に関

すること 
23 

３３ 

各種維持管理業務委託契約数

１４件 

【物品等賃貸借項目】 

 ①ベンチ式空気清浄機 

 ②電話交換機賃貸借 

 ③福祉庁舎敷地賃借料   

各種維持管理業務委託契約数

１３件 

【物品等賃貸借項目】 

 ①庁舎敷地賃借料  

各種維持管理業務委託契約数

６件 

【物品等賃貸借項目】 

①電話交換機 

 ②駐車場用地賃貸借 

各種維持管理業務委託契約数

７件 

【物品等賃貸借項目】 

①電話交換機 

 ②駐車場用地賃貸借 

当面は現行のと

おり実施し、合

併後業務委託等

について検討す

る。 

庁舎の使用に

関すること 

24 

３４ 

「栃木市庁舎管理規則」によ

り、庁舎使用許可を受けなければ

ならない行為について明示 

 庁舎管理規則がないため、行政

財産使用許可で対応している。 

「藤岡町庁舎管理規則」によ

り、庁舎使用許可を受けなければ

ならない行為について明示 

「都賀町庁舎並びに構内の立

入り使用等に関する規則」によ

り、庁舎使用許可を受けなければ

ならない行為について明示  

栃木、藤岡、都

賀の規則を調整

し、合併時まで

に新市の庁舎管

理規則を再編す

る。 

庁舎の防災に

関すること 

25 

３５ 

【庁舎の防災体制】 

 防火管理者・防火責任者を置

く。 

消防計画を作成する。 

【庁舎の防災体制】 

 防火管理者・火気責任者を置

く。 

消防計画を作成する。 

【庁舎の防災体制】 

 防火管理者を置く。 

 

消防計画を作成する。 

【庁舎の防災体制】 

 防火管理者を置く。 

 

消防計画を作成する。 

合併時に再編す

る。消防計画は

合併後速やかに

作成する。 

庁舎の駐車場

に関すること 

26 

３６ 

（管理委託・使用料無料） 

庁舎西側 ：６８台 

（自由開放・使用料無料） 

庁舎玄関前：１３台 

別館、第２別館：４台 

合計８５台 

（自由開放・使用料無料） 

庁舎駐車：３０台 

仮駐車場：１７０台 

（職員駐車場としても利用して

いる。） 

合計２００台 

（自由開放・使用料無料） 

庁舎東駐車：３台 

庁舎西側：３９台 

合計４２台 

（自由開放・使用料無料） 

庁舎玄関前：１０台 

庁舎東駐車：１００台 

家中駅北駐車：４０台 

合計１５０台 

当面は現行のと

おり新市に引継

ぐ。 

 



 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

電話交換及び

電話施設に関

すること 
27 

３７ 

各課直通の電話回線 

代表番号も使用しているため、

電話交換業務を外部委託。 

 電話交換機の保守管理業務を

委託している。 

各課直通の電話回線 

電話交換機の保守管理業務を

委託している。 

各課直通の電話回線 

電話交換機の保守管理業務を

委託している。 

各課直通の電話回線 

 
現行のとおり新

市に引き継ぎ、

各課直通電話と

併せて代表番号

も使用する。 

行政財産使用

許可に関する

こと 
28 

３８ 

許可の方法：使用許可申請書の

提出があった場合、決裁後、行政

財産使用許可書を交付 

使用期間：１年（更新を妨げな

い。） 

許可の方法：使用許可申請書の

提出があった場合、決裁後、行政

財産使用許可書を交付 

使用期間：１年（更新を妨げな

い。） 

許可の方法：使用許可申請書の

提出があった場合、決裁後、行政

財産使用許可書を交付 

使用期間：１年（更新を妨げな

い。） 

許可の方法：使用許可申請書の

提出があった場合、決裁後、行政

財産使用許可書を交付 

使用期間：１年（更新を妨げな

い。） 

合併時に財務規

則、行政財産使

用料条例を再編

する。 

物品の取扱い

に関すること 

29 

３９ 

単価契約：紙類、文具類、ガソ

リン、灯油、軽油、重油、ＬＰガ

ス 

物品に関する事務は課長等が

行い、施設管理課長が総括する。

単価契約：紙類、文具類、ガソ

リン、灯油、軽油、重油、ＬＰガ

ス 

物品に関する事務は各課長等

が行う。 

単価契約：事務用品、燃料類（ガ

ソリン、灯油、LP ガス） 

物品に関する事務は各課長等

が行う。 

単価契約：該当なし 

物品に関する事務は各課長等

が行う。 

合併時に財務規

則を再編する。 

単価契約につい

ては、現在のま

ま存続し、合併

後協議し、調整

する。 

国旗･市町旗の

管理に関する

こと 
30 

４０ 

庁舎敷地内の掲揚塔に国旗及

び市旗を朝掲揚し（宿直委託業

者）、夕方降納（施設管理課職員）

する。 

庁舎敷地内の掲揚ポールに管

財課職員が、国旗及び町旗を朝掲

揚し、夕方降納する。また、祝日

は当直が国旗・町旗の掲揚及び

後納をする。 

庁舎敷地内に国旗及び町旗は

掲揚していない。 

必要に応じ庁舎敷地内の掲揚

塔に総務課職員が、国旗及び町旗

を朝掲揚し、夕方降納する。 

現行のとおり新

市に引き継ぐ。 

 



 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

庁舎建設基金

の事務に関す

ること 
31 

４１ 

新庁舎建設に向けて計画的に

建設資金の積立てを行っている。

１９年度末残高 

１，２６４，８２０千円 

新庁舎建設に向けて計画的に

建設資金の積立てを行っている。

１９年度末残高 

２０４，５７４千円 

該当なし 該当なし 合併時に、庁舎

建設基金条例を

再編する。 

専用車の運行

管理に関する

こと 
32 

４２ 

所有台数 

 黒     ２台 

 プリウス  １台 

 市長車   １台   

 議長車   １台 

所有台数 

町長車   １台   

 議長車   １台 

所有台数 

 町長車   １台   

 議長車   １台 

所有台数 

プリウス（主に町長が使用）

１台 

 議長車 １台 

合併後速やかに

特別職の配置や

議会の状況によ

り再編する。 

職員駐車場に

関すること 

33 

４３ 

Ｈ２０年度廃止 庁舎近辺に駐車場用地有り 

料金は無料 

庁舎南側に駐車場用地（借地）

有り 

 料金は無料 

 砂利敷きのため定期的に補修

を要する 

庁舎東と家中駅北に一般住民

の方と職員が利用している駐車

場がある。 

 料金は無料 

 両方とも借地 

現行のとおり、

新市に引き継

ぐ。合併後、職

員間の公平・公

正を原則に調整

する。 

天幕の管理に

関すること 

34 

４５ 

天幕の管理を行う。 

60 張所有 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり新

市に引き継ぐ。 

 



 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

PFI 等民間活力

活用に関する

こと 35 

５３ 

民間のノウハウを活用し、効率

的な公共サービスを提供するた

め、施設の整備・改修に、ＰＦＩ

やリース方式の導入を進める。 

ＰＰＰやＰＦＩの導入につい

ては、各課で検討を行っており、

事案等により管財課建築係が検

討部会等に参加している。 

民間のノウハウを活用し、効率

的な公共サービスを提供するた

め、施設の整備・改修にＰＦＩや

リース方式の導入を検討する。 

民間のノウハウを活用し、効率

的な公共サービスを提供するた

め、ＰＦＩの導入については検討

をしている。 

合併後に再編

し、新市におけ

る導入のガイド

ラインを作成す

る。 

各種基金の記

録・管理に関す

ること 
36 

５４ 

 基金に関する事務は、当該基金

の設置を目的に従い、その事務を

所掌する部長等が行う。 

 基金に関する事務は、当該基金

の設置を目的に従い、特に必要が

あると認めて町長が指定するも

のを除くほか企画財政課長が行

う。 

 基金に関する事務は、当該基金

の設置目的に従い、特に必要があ

ると認めて町長が指定するもの

を除くほか、財政管理課長が行

う。 

 基金に関する事務は、当該基

金の設置を目的に従い、その事務

を所掌する政策財務課長が行う。

但し特別会計の基金については

担当課長が行う。 

各種基金の管理

に関する規定を

一元化するた

め、合併時に再

編する。 

公有財産台帳

に関すること 

37 

５６ 

 財産管理者は、その所管に属す

る公有財産につき、公有財産台帳

副本を備えて記録する。 

 台帳価格は３年ごとに評価替

え 

 財産管理者は、その所管に属す

る公有財産につき、公有財産台帳

副本を備えて記録する。 

 台帳価格は５年ごとに評価替

え 

 財産管理者は、その所管に属す

る公有財産につき、公有財産台帳

副本を備えて記録する。 

 台帳価格は１年ごとに評価替

え 

 財産管理者は、その所管に属す

る公有財産につき、公有財産台帳

副本を備えて記録する。 

 台帳価格は２年ごとに評価替

え 

公有財産台帳価

格の評価替え時

期に関する規定

を一元化するた

め、合併時に再

編する。 

公有財産台帳

管理システム

に関すること 

38 

５９ 

公有財産情報を電算化し、より

効率的な財産活用及び管理を図

るため、平成１５年度に公有財産

台帳管理システムを導入した。 

公有財産情報を電算化し、より

効率的な財産活用及び管理を図

るため、平成１４年度に公有財産

台帳管理システムを導入した。 

公有財産台帳管理システムな

し 

効率的な財産活用及び管理を

図るため、平成２０、２１年度に

おいて公有財産台帳管理システ

ム整備事業を行っている。 

より効率的な財

産活用及び管理

を図る必要があ

るため、合併後

にシステムの再

編を図る。 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

土地開発基金

に関すること 

39 

６０ 

 該当なし  公用地等をあらかじめ取得し、

事業の円滑な執行をはかるため

設置 

 各課において、基金により土地

を取得する必要が生じたときは、

当該課長等は、土地取得要求書を

作成し、管財課長に提出し、管財

課長は、これを庁議に付議する。

 公用地等をあらかじめ取得し、

事業の円滑な執行をはかるため

設置 

 各課において、基金により土地

を取得する必要が生じたときは、

当該課長等は、土地取得要求書を

作成し、財政管理課長に提出し、

財政管理課長は、これを土地開発

基金運用委員会に付議する。 

 公用地等をあらかじめ取得し、

事業の円滑な執行をはかるため

設置 

 各課において、基金により土地

を取得する必要が生じたときは、

当該課長は土地取得の執行伺い

を町長に起案する。 

基金による土地

取得事務の流れ

が異なり、運用

面に関する規則

等を一元化する

ため、合併時に

再編する。 

公有地取得計

画に関するこ

と 

40 

６６ 

公有地の適正かつ効率的取得

を図るため、各課は、公有地を取

得する前に、関係各課に事前協議

のうえ、公有財産課長に公有地取

得計画書を提出する。 

公有財産課長は公有地取得計

画書を取りまとめ、部長会議に付

議する。 

該当なし 

（公有地取得の際は各課におい

て庁議等に付議） 

該当なし 

（公有地取得の際は各課におい

て庁議等に付議） 

該当なし 

（公有地取得の際は各課におい

て庁議等に付議） 

公有地取得計画

事務の効率化の

ため、合併時に

再編する。 

大澤基金に関

すること 

41 

６９ 

 大澤シズ氏より寄附又は遺贈

のあった財産を公共施設の整備

事業に要する財源に充てるため

に設置 

 該当なし  該当なし  該当なし 新市における公

共施設の整備事

業に要する財源

に有効活用する

ため、栃木市の

例により合併時

に統合する。 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

土地総合調整

基金に関する

こと 

42 

７０ 

 公用若しくは公共用に供する

土地又は公共の利益のために必

要とする土地を取得するための

財源に充てるため設置 

 該当なし  該当なし  該当なし 新市における公

用、公共用に供

する土地等を取

得するための財

源に有効活用す

るため、栃木市

の例により合併

時に統合する。 

公有財産の取

得・管理に関す

ること 

43 

７７ 

 行政財産の管理に関する事務

は当該行政財産の事務を所掌す

る部長等、普通財産の管理に関す

る事務は施設管理部長が所管す

る。 

 公有財産は各課で取得し、会計

管理者と施設管理部長に報告す

る。 

 公用、公共用に供している公有

財産の管理は当該事務等を所掌

する課長等、その他の公有財産は

管財課長が管理する。 

 公有財産の取得事務は、管財課

長等が行い、取得後町長と会計管

理者に報告する。 

 公有財産の管理に関する事務

は、当該施設を所掌する課長等、

その他の公有財産は財政管理課

長が行う。 

 公有財産は各課で取得し、財政

管理課長に報告。財政管理課長は

町長と会計管理者に報告する。 

 公用、公共用に供している公有

財産の管理は当該事務等を所掌

する課長等、その他の公有財産は

総務課長が管理する。 

 公有財産の取得事務は、総務課

長等が行い、取得後町長と会計管

理者に報告する。 

公有財産の取得

事務に関する規

定を一元化する

ため、合併時に

再編する。 

職員私有車の

公務使用に関

すること 

44 

７８ 

私有車使用登録票により市長

の登録を受ける。 

車賃として、走行距離１㎞につ

き３７円の旅費を支給 

自家用車公務使用許可申請書

により町長の許可を受ける。 

車賃として、走行距離１㎞につ

き２５円の旅費を支給 

現在のところ当該制度はない。 現在のところ当該制度はない

が、来年度からの実施に向けて、

検討中 

栃木市と大平町

の制度を基に、

合併時までに再

編する。 

 



 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

遊水池会館の

管理に関する

こと 

45 

８１ 

該当なし 該当なし 集会施設として会議室等

の貸出 

施設使用申請受付 

役場２階 

平日 8時 30 分 

～17 時 30 分 

開館 平日 9時～22 時 

会館職員１名勤務 

該当なし 独自の施設であ

るため、現行の

とおりとする。 

 

 

 



様式２               栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）  総務部会 議会分科会 
事務事業名 現          況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

会派に関する

こと 

１ 

２６ 

会派は、２人以上の所属議員をも

って構成 

・各会派の連絡調整、協議等のた

め、各会派代表者会議を設置 

・各会派代表者会議は、各会派の

代表者、議長及び副議長をもって

組織 

・各会派代表者会議は、議長が招

集する。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例によ

り合併時に統合

する。 

議会のホーム

ページに関す

ること 

２ 

３０ 

市のホームページの中に議会の

ページ有り。 

・議会の概要 

・議員の紹介 

・常任委員会の概要 

・定例会の日程等 

・請願・陳情 

・議場コンサート 

・政務調査費 

・議長交際費 

・会議録検索 

・議会だより 

町のホームページの中に議会の

ページ有り。 

・議会の概要 

・議員の紹介 

・常任委員会の概要 

・定例会の日程等 

・請願・陳情 

・議長交際費 

・会議録検索 

・議会だより 

 

町のホームページの中に議会の

ページ有り。 

・議会の概要 

・議員の紹介 

・常任委員会の概要 

・定例会の日程等 

・請願・陳情 

・議会だより 

町のホームページの中に議会の

ページ有り。 

・議会の概要 

・議員の紹介 

・常任委員会の概要 

・定例会の日程等 

・議会だより 

合併時までに再

編する。 

議会図書室に

関すること 

３ 

３２ 

・地方自治法の規定により、官報、

公報及び刊行物を保管 

・議員活動の参考図書を保管 

《保管する刊行物等》 

栃木県公報、栃木市公報等約

1,000 冊 

・地方自治法の規定により、官報、

公報及び刊行物を保管 

・議員活動の参考図書を保管 

《保管する刊行物等》 

 栃木県公報他各種例規等参考

図書 

・地方自治法の規定により、官報、

公報及び刊行物を保管 

・議員活動の参考図書を保管 

 

・地方自治法の規定により、官報、

公報及び刊行物を保管 

・議員活動の参考図書を保管 

《保管する刊行物等》 

 栃木県公報等 

合併時までに再

編する。 



  
事務事業名 現          況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

行政視察の受

け入れに関す

ること ４ 

３５ 

他市等から行政視察の申込を受

け、調査事項の所管課と連絡・調

整を行い、視察に対応 

他市町村等から行政視察の申込

を受け、調査事項の所管課と連

絡・調整を行い、視察に対応 

他町村等から行政視察の申込を

受け、調査事項の所管課と連絡・

調整を行い、視察に対応 

他町村等から行政視察の申込を

受け、調査事項の所管課と連絡・

調整を行い、視察に対応 

合併後に再編す

る。 

会派の行政視

察に関するこ

と ５ 

３７ 

・議会事務局を通して、視察先議

会事務局に議長名で依頼 

・視察終了後、速やかに報告書を

議長に提出 

該当なし 該当なし 該当なし 合併後に再編す

る。 

予算・決算及び

経理に関する

こと ６ 

４０ 

・前年度予算を基準に事業等を勘

案し、予算案を作成。案作成後、

議長等と協議、又会派代表者会議

において説明する 

・議会費の執行管理 

・前年度予算を基準に事業等を勘

案し、予算案を作成。案作成後、

企画財政課財政係に提出 

・議会費の執行管理 

・前年度予算を基準に事業等を勘

案し、予算案を作成。案作成後、

企画財政課に提出 

・議会費の執行管理 

・前年度予算を基準に事業等を勘

案し、予算案を作成。案作成後、

議長等と協議、説明、財政係に提

出 

・議会費の執行管理 

合併時までに再

編する。 

文書の収受発

送及び整理保

管に関するこ

と 
７ 

４１ 

・文書管理システムに基づき、文

書を保管管理 

・文書管理システムに基づき、文

書を保管管理 

・藤岡町文書取扱規程に基づき、

文書を保管管理 

・文書を保管管理 合併時までに再

編する。 

各種調査及び

資料の収集に

関すること 

８ 

４３ 

・議員からの調査依頼について

は、文書や口頭で受理し、局長の

許可を経てから調査を行う。ま

た、調査結果を議員に渡す際には

局長決裁を経てから渡すことと

している。 

・議員からの調査依頼について

は、文書や口頭で受理し、局長の

許可を経てから調査を行う。ま

た、調査結果を議員に渡す際には

局長決裁を経てから渡すことと

している。 

・事務局は、必要な調査について、

議長の命を受けこれを行う。 

・議員からの調査依頼について

は、文書や口頭で受理し、局長の

許可を経てから調査を行う。ま

た、調査結果を議員に渡す際には

局長決裁を経てから渡すことと

している。 

合併時までに再

編する。 

 



 
様式２          栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）   総務部会 選挙管理分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

明るい選挙推進協議

会に関すること 

１ 

３ 

【名称】 
 栃木市明るい選挙推進協議会

(S54･6･3 設立) 
【事業】 
・明るい選挙に関する調査、研究

及び企画 
・明るい選挙に関する研修会、講

演会等 
・明るい選挙に関する啓発、宣伝

【委員】 
 委員は、自治会連合会、女性団

体連絡協議会、女性ドライバーク

ラブ、老人クラブ連合会等からの

推薦に基づき、委員長が委嘱する。

【事業内容】 
・小中校生に対して、選挙啓発ポ

スター募集 
・明るい選挙啓発カレンダーの配

布 
・明るい選挙啓発推進指導者等の

研修会への 参加 
・各種選挙時において、街頭啓発

【名称】 
 大平町明るい選挙推進協議会

(S39.4.1 設立) 
【概要】 
  明るい選挙推進運動の実施に

関し諸方策の企画及び明るい選挙

の推進を図ることを 目的とする。 
【事業】 
・明るい選挙に関する調査、研究

及び企画 
・明るい選挙に関する研修会、講

演会等 
・明るい選挙に関する啓発、宣伝

【委員】 
 委員は、青年・女性団体・自治

会を代表する者、選管委員及び補

充員等 
【事業内容】 
・小中校生に対して、選挙啓発ポ

スター募集 
・明るい選挙啓発推進指導者等

の研修会への 参加 
・各種選挙時において、街頭啓発

【名称】 
 藤岡町明るい選挙推進協議会

(S53.4.1 設立) 
【概要】 
 町における各種選挙が公明適正

に行われるよう明るい選挙推進運

動を広範かつ強力に展開するため

に、有効適切な諸方策について調

査研究及び実施を図り、もって民

主政治の健全な発展に寄与するこ

とを目的とする。 
【事業】 
・明るい選挙運動の有効適切な諸

方策の企画、調査研究及び協議 
・協議会が適切と認めた事業の実

施 
・明るい選挙運動の推進に関する

関係団体、機関の連絡調整 
【委員】 
・委員は、選挙管理委員、補充員、

一般住民等で、各旧町村の区域ご

とに約 10 名 
・委員数 42 名（うち会長 1 名、

副会長 4 名、監事 2 名） 
【活動内容】 
・明るい選挙啓発推進指導者等の

研修会への 参加 
・各種選挙時において、街頭啓発

・小・中学校生に対して、選挙啓

発ポスター募集 
・成人式での啓発冊子の配布 

【名称】 
 都賀町明るい選挙推進協議会(設
立時期不明) 
【概要】 
 明るい選挙の実現を期するた

め、町民の協力を得て、常にあら

ゆる機会を通じて政治意識の高揚

を図り、民主政治の健全な発展に

寄与することを目的とする。 
【事業】 
・明るい選挙推進指導員連絡会の

開催 
・明るい選挙啓発に関する活動 
【委員】 
 委員は、各種団体からの推薦に

より会長が依頼する（委嘱状は交

付していない）。 
【事業内容】 
・小・中学校生に対して、選挙啓

発ポスター募集 
・成人式での啓発冊子の配布 

啓発事業は同様

であるが、協議

会の組織構成に

差異があるの

で、合併後再編

する。 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

政治活動用証票

交付に関するこ

と 

２ 

４ 

【概要】 

 後援団体等の政治活動用事務

所の立札及び看板類を掲示する

には、市選挙管理委員会の交付

する証票を貼る必要があり、そ

の交付事務を管理する。 

 ・交付事務管理 

 新規交付、更新時に交付 

更新時期 平成２２年 1月 

【概要】 

 後援団体等の政治活動用事務

所の立札及び看板類を掲示する

には、町選挙管理委員会の交付

する証票を貼る必要があり、そ

の交付事務を管理する。 

 ・交付事務管理 

 新規交付、更新時に交付 

更新時期 平成２２年 1月 

【概要】 

 後援団体等の政治活動用事務

所の立札及び看板類を掲示する

には、町選挙管理委員会の交付

する証票を貼る必要があり、そ

の交付事務を管理する。    

  ・交付事務管理 

 新規交付、更新時に交付 

更新時期 平成２２年 1月 

【概要】 

 後援団体等の政治活動用事務

所の立札及び看板類を掲示する

には、町選挙管理委員会の交付

する証票を貼る必要があり、そ

の交付事務を管理する。 

 ・交付事務管理 

 新規交付、更新時に交付 

更新時期 平成２２年 1月 

各市町とも事務

手続きに差異が

ないので、現行

のとおりとす

る。 

選挙人名簿に関

すること（農業

委員会委員） 

３ 

６ 

【概要】 

・農業委員会選挙人名簿の調製

 毎年 1月 1 日現在で調製 

・3月 31 日で、選挙人名簿の確

定 

・選挙人名簿の縦覧期間 

  毎年 2月 23 日～3月 9日 

・平成 20 年 3 月 31 日現在の登

録者数 

 第 1選挙区 1,329 人 

 第 2 選挙区 2,051 人    

 第 3 選挙区 1,793 人 

  計    5,173 人 

【概要】 

・農業委員会選挙人名簿の調製

 毎年 1月 1 日現在で調製 

・3月 31 日で、選挙人名簿の確

定 

・選挙人名簿の縦覧期間 

  毎年 2月 23 日～3月 9日 

・平成 20 年 3 月 31 日現在の登

録者数    

  男        1,743 人 

  女        1,459 人    

  計     3,202 人 

【概要】 

・農業委員会選挙人名簿の調製

  毎年 1月 1 日現在で調整 

・3月 31 日で、選挙人名簿の確

定 

・選挙人名簿の縦覧期間 

 毎年 2月 23 日～3月 9日 

・平成 20 年 3 月 31 日現在の登

録者数 

 第 1選挙区   937 人 

 第 2 選挙区 1,421 人    

 第 3 選挙区   938 人 

  計    3,296 人 

 

【概要】 

・農業委員会選挙人名簿の調製

 毎年 1月 1 日現在で調製 

・3月 31 日で、選挙人名簿の確

定 

・選挙人名簿の縦覧期間 

 毎年 2月 23 日～3月 9日 

・平成 20 年 3 月 31 日現在の登

録者数 

第 1選挙区  1,008 人 

第 2選挙区  1,118 人     

  計    2,126 人 

各市町とも事務

手続きに差異が

ないので、現行

のとおりとす

る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

選挙人名簿に関

すること 

４ 

７ 

【概要】 

・定時登録 

３月、６月、９月、１２月 

・選挙時登録 

 選挙時 

・選挙人の名簿の縦覧期間 

 定時登録の場合、 

 登録月の３日～７日まで 

 選挙時登録の場合 

選挙管委員会が定めた期間 

【登録者数】 

 平成 20 年 12 月 2 日現在 

  男 32,359 人 

  女 34,451 人 

  計  66,810 人 

【概要】 

・定時登録 

 ３月、６月、９月、１２月 

・選挙時登録 

 選挙時 

・選挙人の名簿の縦覧期間 

 定時登録の場合、 

 登録月の３日～７日まで 

 選挙時登録の場合 

 選挙管理委員会が定めた期間

【登録者数】 

 平成 20 年 12 月 2 日現在 

  男   11,769 人 

  女   11,810 人 

  計    23,579 人 

【概要】 

・定時登録 

 3 月、6月、9月、12 月 

・選挙時登録 

 選挙時 

・選挙人の名簿の縦覧期間 

)定時登録の場合 

 登録月の 3 日～7日まで 

選挙時登録の場合 

  選挙管理委員会が定めた期間

【登録者数】 

 平成 20 年 12 月 2 日現在  

  男  7,391 人 

  女  7,615 人 

  計 15,006 人 

【概要】 

・定時登録 

３月、６月、９月、１２月 

・選挙時登録 

 選挙時 

・選挙人の名簿の縦覧期間 

 定時登録の場合、 

登録月の３日～７日まで 

 選挙時登録の場合 

 選挙管理委員会が定めた期間

【登録者数】 

 平成 20 年 12 月 2 日現在 

  男 5,496 人 

  女 5,690 人 

  計 11,186 人 

各市町とも事務

手続きに差異が

ないので、現行

のとおりとす

る。 

在外選挙人名簿

に関すること 

５ 

８ 

【概要】 

・在外選挙人名簿の登録及び抹

消 

・在外選挙人証の交付 

   

【登録者数】 

 平成 20 年 12 月 2 日現在 

   男１4人

  女１6人

  計３０人

【概要】 

・在外選挙人名簿の登録及び抹

消 

・在外選挙人証の交付 

   

【登録者数】 

 平成 20 年 12 月 2 日現在 

 男１1人

 女 3人

 計１４人

【概要】 

・在外選挙人名簿の登録及び抹

消 

・在外選挙人証の交付 

 

【登録者数】 

平成 20 年 12 月 2 日現在 

   男４人

 女７人

計１１人

【概要】 

・在外選挙人名簿の登録及び抹

消 

・在外選挙人証の交付 

   

【登録者数】 

平成 20 年 12 月 2 日現在 

  0 人

    

各市町とも事務

手続きに差異が

ないので、現行

のとおりとす

る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

選挙人名簿縦覧

に関すること 

６ 

９ 

【概要】  

・選挙人名簿定時登録時の選挙人名

簿縦（閲）覧 

 

・以下の場合の選挙人名簿の閲覧 

・選挙人名簿登録の確認のため 

・公職の候補者等、政党その他の政

治団体が政治活動・選挙運動を行う

ため 

・統計調査、世論調査、学術研究そ

の他の調査研究で政治・選挙に関す

るもの 

【概要】  

・選挙人名簿定時登録時の選挙人名

簿縦（閲）覧 

 

・以下の場合の選挙人名簿の閲覧 

・選挙人名簿登録の確認のため 

・公職の候補者等、政党その他の政

治団体が政治活動・選挙運動を行う

ため 

・統計調査、世論調査、学術研究そ

の他の調査研究で政治・選挙に関す

るもの 

【概要】  

・選挙人名簿定時登録時の選挙人名

簿縦（閲）覧 

 

・以下の場合の選挙人名簿の閲覧 

・選挙人名簿登録の確認のため 

・公職の候補者等、政党その他の政

治団体が政治活動・選挙運動を行う

ため 

・統計調査、世論調査、学術研究そ

の他の調査研究で政治・選挙に関す

るもの 

【概要】  

・選挙人名簿定時登録時の選挙人名

簿縦（閲）覧 

 

・以下の場合の選挙人名簿の閲覧 

・選挙人名簿登録の確認のため 

・公職の候補者等、政党その他の政

治団体が政治活動・選挙運動を行う

ため 

・統計調査、世論調査、学術研究そ

の他の調査研究で政治・選挙に関す

るもの 

各市町とも事務

手続きに差異が

ないので、現行

の とお りとす

る。 

不在者投票事務

に関すること 

７ 

１３ 

【事務執行の場所】 

 不在者投票は、栃木市役所のみで

おこなっている。 

 

【事務執行体制】 

 応援職員と臨時時職員で対応 

 不在者投票期間毎日 

８時３０分から２０時まで 

【事務執行の場所】 

 不在者投票は、大平町役場でおこ

なっている。 

 

【事務執行体制】 

・総務課職員（書記）と応援職員で

対応 

・不在者投票期間毎日 

８時３０分から２０時まで 

【事務執行の場所】 

 不在者投票は、藤岡町役場でおこ

なっている。 

 

【事務執行体制】 

・総務企画課職員（書記）と応援職

員で対応 

・不在者投票期間毎日 

８時３０分から２０時まで 

【事務執行の場所】 

 不在者投票は、都賀町役場でおこ

なっている。 

 

【事務執行体制】 

 町役場：選管書記と応援職員で対

応 

 不在者投票時間毎日 

８時３０分から２０時まで 

不在者投票所の

場所は、現行の

ままとし新市に

引き継ぐ。不在

者投票事務につ

いては、各市町

とも事務手続き

に差異がないの

で、現行のとお

りとする。 

郵便等投票証明

書交付に関する

こと 

８ 

１４ 

【概要】 

 身体の障害等によって歩行が困

難な人のための、郵便による在宅投

票制度 

 この手続きにおいて、郵便による

不在者投票ができる者に該当する

ことを証明するため、申請に基づい

て郵便投票証明書を交付する。 

 栃木市の証明書交付済者数は３

１人 

 7 年間有効（ただし、介護保険の

要介護５は、その有効期間） 

【概要】 

 身体の障害等によって歩行が困

難な人のための、郵便による在宅投

票制度 

 この手続きにおいて、郵便による

不在者投票ができる者に該当する

ことを証明するため、申請に基づい

て郵便投票証明書を交付する。 

 大平町の証明書交付済者数は２

人 

 7 年間有効（ただし、介護保険の

要介護５は、その有効期間） 

【概要】 

 身体の障害等によって歩行が困

難な人は、郵便による在宅投票制度

を利用できる 

 この手続きにおいて、郵便による

不在者投票ができる者に該当する

ことを証明するため、申請に基づい

て郵便投票証明書を交付する。 

 藤岡町の証明書交付済者数は５

人 

 ７年間有効。（ただし、介護保険

の要介護５は、その有効期間） 

【概要】 

 身体の障害等によって歩行が困

難な人のための、郵便による在宅投

票制度 

 この手続きにおいて、郵便による

不在者投票ができる者に該当する

ことを証明するため、申請に基づい

て郵便投票証明書を交付する。 

 都賀町の証明書交付済者数は１

０人 

 7 年間有効（ただし、介護保険の

要介護５は、その有効期間） 

各市町とも事務

手続きに差異が

ないので、現行

の とお りとす

る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

ポスター掲示場設置

に関すること 

９ 

１５ 

概要】 

栃木市議会議員及び栃木市長の選

挙におけるポスター掲示場につい

ては、設置条例により、公職選挙

法第 144 条 2 の第 8 項の規定に基

づいて設置している。 

掲示場の総数は、1 投票区につき５

箇所以上１０箇所以内において政

令で定めるところにより算出する

こととなっており、平成２０年 

１１月１６日執行の栃木県知事選

挙においては、計２５１箇所であ

る。 

 

【概要】 

大平町議会議員及び長の選挙にお

けるポスター掲示場については、

設置条例により、公職選挙法第 144

条 2 の第 8 項の規定に基づいて設

置している。 

掲示場の総数は、1 投票区につき５

箇所以上１０箇所以内において政

令で定めるところにより算出する

こととなっており、平成２０年１

１月１６日執行の栃木県知事選挙

においては、計１１３箇所である。 

【概要】 

 藤岡町議会議員及び町長の選挙

におけるポスター掲示板について

は、設置条例により、公職選挙法

第１４４条の２第 8 項の規定に基

づいて設置している。 

 掲示場の総数は、１投票区につ

き５箇所以上１０箇所以内におい

て政令で定めるところにより算出

することとなっており、平成２０

年１１月１６日執行の栃木県知事

選挙においては、計９２箇所であ

る。 

【概要】 

都賀町議会議員及び都賀町長の選

挙におけるポスター掲示場につい

ては、設置条例により、公職選挙

法第 144 条 2 の第 8 項の規定に基

づいて設置している。 

掲示場の総数は、1 投票区につき５

箇所以上１０箇所以内において政

令で定めるところにより算出する

こととなっており、平成 20 年 11

月 16日執行の栃木県知事選挙にお

いては、計４５箇所である。 

 

各市町とも事務

手続きに差異が

ないので、現行

のとおりとす

る。 

土地改良区総代選挙

に関すること 

10 

１６ 

総会に代わるべき総代会を設ける

ため、総代を選出する。 

     

＊土地改良区及び定数 

 国府土地改良区   ４０人 

 栃木市西部土地改良区 

              ３６人  

 栃木市東部土地改良区 

   ３６人 

 

総会に代わるべき総代会を設ける

ため、総代を選出する。 

     

＊土地改良区及び定数 

大美間土地改良区 ４４人 

大平西部土地改良区 

 ３０人 

総会に代わるべき総代会を設ける

ため、総代を選出する。 

     

＊土地改良区及び定数 

 藤岡町土地改良区 

           ６０人 

   

総会に代わるべき総代会を設ける

ため、総代を選出する。 

     

＊土地改良区及び定数 

 都賀町土地改良区 

       ４５人 

 （平成 21 年 1月 30 日設立） 

各市町とも事務

手続きに差異が

ないので、現行

のとおりとす

る。 

住民投票執行に関す

ること 

11 

１７ 

【概要】 

 直接請求等に伴う住民投票

の選挙の執行 

【概要】 

 直接請求等に伴う住民投票

の選挙の執行 

【概要】 

 直接請求等に伴う住民投票

の選挙の執行 

【概要】 

 直接請求等に伴う住民投票

の選挙の執行 

 

各市町とも事務

手続きに差異が

ないので、現行

のとおりとす

る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

常時啓発に関するこ

と 

12 

１９ 

【概要】 

 きれいな選挙の呼びかけ、政治

倫理化運動の推進、投票総参加の

呼びかけ、明るい選挙推進体制の

強化を長期目標に次のような事業

を行っている。 

・新成人対象に選挙啓発冊子等の

配布・明るい選挙啓発ポスターの

募集・審査・中学校生徒会選挙時

に、記載台・投票箱の貸し出し 

 

・小学６年生及び中学３年生を対

象に選挙啓発パンフレット等の配

布 

【概要】 

 きれいな選挙の呼びかけ、政治

倫理化運動の推進、投票総参加の

呼びかけ、明るい選挙推進体制の

強化を長期目標に次のような事業

を行っている。 

・新成人対象に選挙啓発冊子等の

配布・明るい選挙啓発ポスターの

募集・審査・中学校生徒会選挙時

に、記載台・投票箱の貸し出し 

 

・小学６年生及び中学３年生を対

象に選挙啓発パンフレット等の配

布 

【概要】 

きれいな選挙の呼びかけ、政治倫

理化運動の推進、投票総参加の呼

びかけ、明るい選挙推進体制の強

化を長期目標に次のような事業を

行っている。 

・新成人対象に選挙啓発冊子等の

配布・明るい選挙啓発ポスターの

募集・審査 

・中学校生徒会選挙時に、記載台・

投票箱の貸し出し 

・小学６年生及び中学３年生を対

象に選挙啓発パンフレット等の配

布 

【概要】 

 きれいな選挙の呼びかけ、政治

倫理化運動の推進、投票総参加の

呼びかけ、明るい選挙推進体制の

強化を長期目標に次のような事業

を行っている。 

・新成人対象に選挙啓発冊子等の

配布・明るい選挙啓発ポスターの

募集・審査 

・中学校生徒会選挙時に、記載台・

投票箱の貸し出し 

・小学６年生及び中学３年生を対

象に選挙啓発パンフレット等の配

布 

各市町とも同様

なことを行って

おり、現行のと

おりとする。 

検察審査員候補者予

定者名簿に関するこ

と 

13 

２０ 

【概要】 

 検察審査会事務局より割り当て

られた員数をくじで選定し選定さ

れた検察審査員候補者予定者名簿

を１０月１５日までに管轄検察審

査会事務局に送付  

 

 第１群 当市割当１９人 

 第２群  〃  １９人 

 第３群  〃  １９人 

 第４群  〃  １９人 

【概要】 

 検察審査会事務局より割り当て

られた員数をくじで選定し選定さ

れた検察審査員候補者予定者名簿

を１０月１５日までに管轄検察審

査会事務局に送付  

 

 第１群 当町割当 7 人 

第２群  〃   7 人 

第３群  〃   6 人 

第４群  〃   7 人 

【概要】 

 検察審査会事務局より割り当て

られた員数をくじで選定し選定さ

れた検察審査員候補者予定者名簿

を１０月１５日までに管轄検察審

査会事務局に送付 

 

 第１群 当町割当４人 

 第２群   〃  ４人 

 第３群   〃  ５人 

 第４群   〃  ５人 

【概要】 

 検察審査会事務局より割り当て

られた員数をくじで選定し選定さ

れた検察審査員候補者予定者名簿

を１０月１５日までに管轄検察審

査会事務局に送付  

 

第１群 当町割当 ３人 

第２群    〃  ３人 

第３群    〃   ４人 

第４群   〃  ４人 

各市町とも同じ

名簿調製プログ

ラムを用い選定

していることか

ら、現行のとお

りとする。 

財産区議会議員選挙

に関すること 

14 

２１ 

【概要】 

 任期満了による財産区議員

の選挙執行 

皆川財産区 定数 11 人 

寺尾財産区 定数 11 人 

該当無し 該当無し 該当無し 合併時に新市に

引継ぐ。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

裁判員候補者予定者

名簿に関すること 

15 

２３ 

【事務の概要】 

 平成２１年５月から実施さ

れる裁判員制度に伴い、裁判員

候補者予定者を選定した。 

 裁判員候補者予定者 

      ２２３名 

【事務の概要】 

 平成２１年５月から実施さ

れる裁判員制度に伴い、裁判員

候補者予定者を選定した。 

 裁判員候補者予定者 

      ７９名 

【事務の概要】 

 平成２１年５月から実施さ

れる裁判員制度に伴い、裁判員

候補者予定者を選定した。 

 裁判員候補者予定者 

       ５１名 

【事務の概要】 

 平成２１年５月から実施さ

れる裁判員制度に伴い、裁判員

候補者予定者を選定した。 

 裁判員候補者予定者 

  ３８名 

 

各市町とも同じ

名簿調製プログ

ラムを用い選定

していることか

ら、現行のとお

りとする。 

国民投票に関するこ

と 

16 

２４ 

【事務の概要】 

 日本国憲法の改正に関する

法律が平成２２年５月から施

行されることに伴い、平成２１

年度においてシステム改修が

必要なため、平成２１年度予算

に計上した。 

【事務の概要】 

 日本国憲法の改正に関する

法律が平成２２年５月から施

行されることに伴い、平成２１

年度においてシステム改修が

必要なため、平成２１年度予算

に計上した。 

【事務の概要】 

 日本国憲法の改正に関する

法律が平成２２年５月から施

行されることに伴い、平成２１

年度においてシステム改修が

必要なため、平成２１年度予算

に計上した。 

【事務の概要】 

 日本国憲法の改正に関する

法律が平成２２年５月から施

行されることに伴い、平成２１

年度においてシステム改修が

必要なため、平成２１年度予算

に計上した。 

合併時に統合す

る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

上部団体加入に関す

ること 

17 

２７ 

１ 全国市区選挙管理委員会連合

会 

【概要】 

 全国の市及び特別区をもって組

織された会であり、公職選挙法の

改正要望等を行っている。理事会

・総会・選挙事務研修会に参加し

ている。 

２ 全国市区選挙管理委員会連合

会関東支部 

【概要】 

全国市区選挙管理委員会連合会の

下部組織であり、理事会・総会・

事務局長研修会に参加している。

 

３ 栃木県市選挙管理委員会連合

会 

【概要】 

 ①県内の市の選挙管理委員会を

もって組織  

 ②選挙管理委員会の円滑なる運

営ならびに選挙執行方法の改善研

究及び法規改廃の要望達成を図り

理想選挙の実現を推進するととも

に、会員相互の親睦を図ることを

目的としている。 

 

【事業内容】 

 ①選挙に関する調査、研究及び

情報の交換 

 ②研修会及び講習会等の開催 

  役員数４、任期２年 

１ 該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

２ 該当なし 

 

 

 

 

 

 

３ 下都賀郡町村選挙管理委員会

連合会 

【概要】 

 ①下都賀地区６町村の選挙管理

委員会で組織  

 ②選挙管理委員会相互の連絡連

携を密にし、かつ強調を図りもっ

て公正な選挙の執行を期すること

を目的とする。 

 

 

 

【事業内容】 

 ①選挙事務研究 

 ②選挙事務従事者に対する講習

 ③選挙に関する啓発宣伝 

 ④その他 

 

    役員数４、任期２年 

 

１ 該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

２ 該当なし 

 

 

 

 

 

 

３ 下都賀郡町村選挙管理委員会

連合会  

【概要】 

 ①下都賀６町の町選挙管理委員

会委員長及び書記長をもって組織 

 ②町選挙管理委員会相互の連絡

連携を密にし、かつ強調を図りも

って公正な選挙の執行を期するこ

とを目的とする。 

 

 

 

【事業内容】 

 ①選挙事務研究 

 ②選挙事務従事者に対する講習

 ③選挙に関する啓発宣伝 

 ④その他   

 

  役員数４名  任期 2年 

１ 該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

２ 該当なし 

 

 

 

 

 

 

３ 下都賀郡町村選挙管理委員会

連合会 

【概要】 

 ①下都賀郡６町の選挙管理委員

会で組織  

 ②選挙管理委員会相互の連絡提

携を密にし、かつ強調を図り、も

って公正な選挙の執行を期するこ

とを目的とする。 

 

 

 

【事業内容】 

 ①選挙事務研究会の開催 

 ②選挙事務従事者に対する講習

会の開催 

 ③選挙に関する啓発宣伝 

 ④その他 

 

  役員数４名、任期２年 

栃木市の加入して

いる全国市区選挙

管理委員会連合

会、全国市区選挙

管理委員会連合会

関東支部及び栃木

県市選挙管理委員

会連合会について

は、合併前日に脱

退する。 

大平町、藤岡町、

都賀町が加入して

いる下都賀郡町村

選挙管理委員会連

合会については合

併前日をもって脱

退する。 

全国市区選挙管理

委員会連合会、全

国市区選挙管理委

員会連合会関東支

部及び栃木県市選

挙管理委員会連合

会ついては新市に

おいて新たに加入

する。 

 



様式２            栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）      総務部会 監査分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

都市監査委員会

に関すること 

１ 

７ 

【全国都市監査委員会】 

 北海道地区から九州地区まで

９つの地区監査委員会が組織さ

れている。全国 778 市 18 組合等

が加入(平成 20 年 4月現在) 

総会、研修会の開催、監査基準、

監査資料の提供 

・会長都市 大阪市 

・会費 年額 28000 円、出席者

負担金 

 

【関東都市監査委員会】 

 東京、神奈川、埼玉、群馬、

栃木、茨城 、千葉、山梨の 1都

7県で構成 

 総会、研修会の開催 

該当なし 該当なし 該当なし 都市監査委員会につ

いては、市のみの加

入のため同規模自治

体を参考に合併後調

整する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

公平委員会の

運営に関する

こと 

２ 

１３ 

【目的】 
 職員の利益の保護と公正な任命

の行使を保障する 
【内容】 
・委員会の権限 
勤務条件に関する措置要求の審

査、判定及び必要な措置の執行、不

利益処分の不服申立てに対する裁

決又は決定、 管理職等の範囲を規

則等で定める。 
公立学校の学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師の公務災害補償に関

する法律第 5条第 1項の規定に基づ

き、公務上の災害の認定 、療養の

方法、補償金額の決定その他補償の

実施に関する審査の請求に関し必

要な事項を定める 
職員団体の登録の申請の受理及

び登録した旨の通知、職員からの苦

情処理 
・委員数 ３名 
・事務局事務の執行 
・案件に応じた公平委員会の開

催（随時） 
・栃木市公平委員会の保有する

情報の公開に関する規則 
公文書の公開に関しては栃木市

情報公開条例施行規則の例による 
  ・栃木市公平委員会の保有する個

人情報の公開に関する規則 
  個人情報の保護に関しては栃木

市個人情報保護条例施行規則の例

による 

該当なし 

県公平委員会に委託 

該当なし 

県公平委員会に委託 

該当なし 

県公平委員会に委託 
公平委員会設置条例

は合併時に制定し、行

政委員会規則等は合

併後に調整する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

全国公平委員

会連合会に関

すること 

３ 

１４ 

【概要】 

公平委員相互の連絡協調を図

り、公平制度の適正、かつ公正

な運営に資することを目的とす

る。 

・公平制度の調査、研究及び資

料の収集 

・公平委員相互間の情報の交換

・連合会との連絡及び調整 

・その他目的達成のための必要

な事項 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市を参考に、合併

後に調整する。 

全国公平委員

会連合会関東

支部に関する

こと 

４ 

１５ 

【概要】 

公平委員会相互の連絡を緊密に

し、協力して人事公平制度の円

滑なる運営を図り、もって公正

な人事行政の確立に寄与するこ

とを目的とする。 

・人事公平制度の調査、研究及

び資料の収集 

・支部、県連及び会員相互間の

連絡並びに協力 

・会報、図書その他の資料の刊

行 

・その他本会の目的達成上必要

な事項 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市を参考に、合併

後に調整する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

栃木県公平委

員会連合会に

関すること 

５ 

１６ 

【概要】 

公平委員会の事務に関する諸般

の研修及び委員相互の連絡調

整、親睦を図り、もって公平制

度の円滑なる運営と職務の完逐

を図る 

 

・公平制度の調査、研究、資料

の収集、斡旋 

・委員会相互の研修と情報の交

換 

・公平委員会事務職員の研修 

・その他本会の目的達成上必要

な事項 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市を参考に、合併

後に調整する。 

職員の勤務条

件に関する措

置要求の審査

に関すること 

６ 

１７ 

【概要】 

・職員の勤務条件に関する措置

請求 

・審査、判定の手続き 

・審査、判定の結果執るべき措

置 

該当なし 該当なし 【概要】 

・職員の勤務条件に関する措置

請求 

・審査、判定の手続き 

・審査、判定の結果執るべき措

置 

栃木市を参考に、合併

後に調整する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

職員に対する

不利益処分に

ついての不服

申立ての審査

に関すること ７ 

１８ 

栃木市職員の不利益処分に関す

る審査に関する規則 

【概要】 

・職員の懲戒その他その意に反

する不利益な処分についての審

査請求又は異議申立ての手続き

・審査の結果執るべき措置 

該当なし 【概要】 

・職員の懲戒その他その意に反 

する不利益な処分についての審

査請求又は意義申立ての手続き

・審査の結果執るべき措置 

【概要】 

・職員の懲戒その他その意に反

する不利益な処分についての審

査請求又は異議申立ての手続き

・審査の結果執るべき措置 

栃木市を参考に、合併

後に調整する。 

職員団体の登

録に関するこ

と 

８ 

１９ 

栃木市職員団体の登録に関する

条例 

職員団体の登録に関する規則 

【概要】 

・職員団体の登録 

・法人格の取得のための手続き

・職員団体の取消し 

該当なし 該当なし 【概要】 

・職員団体の登録 

・法人格の取得のための手続き

・職員団体の取消し 

栃木市を参考に、合併

後に調整する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

管理職員等の

範囲を定める

規則に関する

こと 
９ 

２０ 

栃木市管理職員等の範囲を定め

る規則 

 

【概要】 

 管理職員等の範囲を定める 

該当なし 該当なし 毎年、県人事委員会に報告し栃

木県例規集に登載 
栃木市を参考に、合

併後に調整する。 

職員からの苦

情処理に関す

ること 

10 

２６ 

職員からの申出による人事管理

に関する苦情の相談 

（平成１６年６月９日公布「地

方公務員法及び地方公共団体の

一般職の任期付職員の採用に関

する法律の一部を改正する法

律」により） 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市を参考に、合

併後に調整する。 

 



様式２             栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）    住民部会 住民分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

自衛官の募集に関す

ること 

１ 

９ 

【概要】 

①広報紙への募集記事掲載等

②自衛官募集事務担当者会議

への出席 

③自衛官募集事務視察研修の

実施 

④栃木市自衛隊父兄会の事務

局事務 

・庶務、視察研修、入隊者激

励会の開催 

⑤栃木市自衛隊父兄会への補

助金の支出 

【概要】 

①広報紙への掲載 

②自衛官募集事務担当者会議

への出席 

③自衛官募集事務視察研修の

実施 

④大平町自衛隊父兄会の事務

局事務 

・庶務、視察研修、入隊者激

励会の開催 

 

【概要】 

①広報紙への募集記事掲載 

②自衛官募集事務担当者会議

への出席 

③自衛官募集事務視察研修の

実施 

④藤岡町自衛隊父兄会の事務

局事務 

・庶務、視察研修会の実施 

 

【概要】 

①広報紙への募集記事掲載等

②自衛官募集事務担当者会議

への出席 

③自衛官募集事務視察研修の

実施 

④都賀町自衛隊父兄会の事務

局事務 

・庶務、視察研修、入隊者激

励会の開催 

⑤都賀町自衛隊父兄会への補

助金の支出 

現行のとおりとす

る。 

自衛隊父兄会につい

ては、合併後に統合

するよう働きかけ

る。 

戸籍届出･受付・記載

事務に関すること

（受附帳作成・戸籍

記載） 

２ 

１６ 

戸籍窓口等に届出のあった戸

籍届書を受領し、審査後、入

力作業を行い、受附帳作成・

戸籍記載をする。 

 

※支所・出張所で届書を受領

した場合、ＦＡＸで本庁へ電

送し、本庁で審査、受理・不

受理の決定を行っている。 

 

戸籍窓口等に届出のあった戸

籍届書を受領し、審査後、入

力作業を行い、受附帳作成・

戸籍記載をする。 

 

※支所・出張所はなし 

戸籍窓口等に届出のあった戸

籍届書を受領し、審査後、入

力作業を行い、受附帳作成・

戸籍記載をする。 

 

※支所はなし。出張所で届書

を受領した場合、出張所で審

査、受理・不受理の決定を行

っている。 

戸籍窓口等に届出のあった戸

籍届書を受領し、審査後、入

力作業を行い、受附帳作成・

戸籍記載をする。 

 

※出張所はなし。支所は６月

に廃止 

戸籍届出・受付につ

いては、合併時に再

編する。 

記載事務について

は、現行のとおりと

する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

戸籍届出の審査受理

に関すること 

３ 

１７ 

窓口及び各支所・出張所で受

領した届書の記載内容につい

て、関係法令との適合性、記

載漏れ等を諸帳簿及び添付書

類に従って審査する。審査

後、適法又は不適法な記載の

届書と判断し、受附を認容（受

理）又は拒否する（不受理）

行政処分を行う。 

窓口で受領した届書の記載内

容について、関係法令との適

合性、記載漏れ等を諸帳簿及

び添付書類に従って審査す

る。審査後、適法又は不適法

な記載の届書と判断し、受附

を認容（受理）又は拒否する

（不受理）行政処分を行う。

 

窓口及び出張所で受領した届

書の記載内容について、関係

法令との適合性、記載漏れ等

を諸帳簿及び添付書類に従っ

て審査する。審査後、適法又

は不適法な記載の届書と判断

し、受附を認容（受理）又は

拒否する（不受理）行政処分

を行う。 

 

窓口及び支所で受領した届書

の記載内容について、関係法

令との適合性、記載漏れ等を

諸帳簿及び添付書類に従って

審査する。審査後、適法又は

不適法な記載の届書と判断

し、受附を認容（受理）又は

拒否する（不受理）行政処分

を行う。 

 

合併時に再編する。 

戸籍記載審査に関す

ること 

４ 

１８ 

戸籍記載審査事務は、受付・

審査を経て受理された戸籍届

出の行為について、戸籍原本

にて適切に記載されているか

を審査する。 

戸籍記載審査事務は、受付・

審査を経て受理された戸籍届

出の行為について、戸籍原本

にて適切に記載されているか

を審査する。 

戸籍記載審査事務は、受付・

審査を経て受理された戸籍届

出の行為について、戸籍原本

にて適切に記載されているか

を審査する。 

戸籍記載審査事務は、受付・

審査を経て受理された戸籍届

出の行為について、戸籍原本

にて適切に記載されているか

を審査する。 

現行のとおりとす

る。 

戸籍等の副本作成・

送付に関すること 
５ 

１９ 

年に１回磁気ディスクにより

作成し、宇都宮地方法務局栃

木支局へ提出する。 

年に１回磁気ディスクにより

作成し、宇都宮地方法務局栃

木支局へ提出する。 

年に１回磁気ディスクにより

作成し、宇都宮地方法務局栃

木支局へ提出する。 

年に１回磁気ディスクにより

作成し、宇都宮地方法務局栃

木支局へ提出する。 

現行のとおりとす

る。 

戸籍の統計事務に関

すること 

６ 

２２ 

届出事件数・戸籍謄抄本等交

付件数を記した年次事件表を

作成し、宇都宮地方法務局栃

木支局へ提出する。 

 

届出事件数・戸籍謄抄本等交

付件数を記した年次事件表を

作成し、宇都宮地方法務局栃

木支局へ提出する。 

届出事件数・戸籍謄抄本等交

付件数を記した年次事件表を

作成し、宇都宮地方法務局栃

木支局へ提出する。 

届出事件数・戸籍謄抄本等交

付件数を記した年次事件表を

作成し、宇都宮地方法務局栃

木支局へ提出する。 

現行のとおりとす

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

戸籍訂正に関するこ

と 

７ 

２３ 

戸籍及び除籍の訂正、記載、

調査、審査等を行う。 

 

戸籍及び除籍の訂正、記載、

調査、審査等を行う。 

 

戸籍及び除籍の訂正、記載、

調査、審査等を行う。 

 

戸籍及び除籍の訂正、記載、

調査、審査等を行う。 

 

現行のとおりとす

る。 

戸籍再製に関するこ

と 
８ 

２４ 

戸籍再製に関する手続きを行

う。 

戸籍再製に関する手続を行な

う。 

戸籍再製に関する手続きを行

う。 

戸籍再製に関する手続きを行

う。 
現行のとおりとす

る。 

戸籍法に基づく法務

局への許可申請に関

すること ９ 

２５ 

届書の受理照会、戸籍訂正許

可申請等を行う。 

届書の受理照会、戸籍訂正許

可申請等を行う。 

届書の受理照会、戸籍訂正許

可申請等を行う。 

届書の受理照会、戸籍訂正許

可申請等を行う。 

 

現行のとおりとす

る。 

渉外戸籍に関するこ

と 
10 

２７ 

渉外戸籍の届出書の審査・受

理を行い戸籍に記載する。 

渉外戸籍の届出書の審査・受

理を行い戸籍に記載する。 

渉外戸籍の届出書の審査・受

理を行い戸籍に記載する。 

渉外戸籍の届出書の審査・受

理を行い戸籍に記載する。 
現行のとおりとす

る。 

戸籍届出本人確認に

関すること 
11 

２８ 

本人確認を行うことにより第

三者による虚偽の戸籍届出を

防止する。 

本人確認を行うことにより第

三者による虚偽の戸籍届出を

防止する。 

本人確認を行うことにより第

三者による虚偽の戸籍届出を

防止する。 

本人確認を行うことにより第

三者による虚偽の戸籍届出を

防止する。 

現行のとおりとす

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

相続税法第５８条の

通知に関すること 

12 

２９ 

相続税法第５８条の規定によ

る、第１号法定受託事務であ

る。 

 

※相続税法第 58 条 

市町村長その他戸籍に関する

事務を管掌するものは、死亡

又は失踪に関する届出を受理

したときは、当該届書に記載

された事項を、当該届書を受

理した日の属する月の翌月末

日までにその事務所の所在地

の所轄税務署長に通知しなけ

ればならない。 

相続税法第５８条の規定によ

る、第１号法定受託事務であ

る。 

 

相続税法第５８条の規定によ

る、第１号法定受託事務であ

る。 

 

相続税法第５８条の規定によ

る、第１号法定受託事務であ

る。 

 

現行のとおりとす

る。 

人口動態調査に関す

ること 
13 

３０ 

人口の動向を恒常的に調査す

るもので、統計法に基づく指

定統計であり、第１号法定受

託事務である。 

人口の動向を恒常的に調査す

るもので、統計法に基づく指

定統計であり、第１号法定受

託事務である。 

人口の動向を恒常的に調査す

るもので、統計法に基づく指

定統計であり、第１号法定受

託事務である。 

人口の動向を恒常的に調査す

るもので、統計法に基づく指

定統計であり、第１号法定受

託事務である。 

現行のとおりとす

る。 

破産・成年被後見人

事務に関すること 

14 

３１ 

破産の宣告が確定した破産者

及び成年被後見人の登記がさ

れている者を把握し、身分調

査の照会及び身分証明書の該

当事項に記載するための名簿

を作成し、保管する。 

破産の宣告が確定した破産者

及び成年被後見人の登記がさ

れている者を把握し、身分調

査の照会及び身分証明書の該

当事項に記載するための名簿

を作成し、保管する。 

破産の宣告が確定した破産者

及び成年被後見人の登記がさ

れている者を把握し、身分調

査の照会及び身分証明書の該

当事項に記載するための名簿

を作成し、保管する。 

破産の宣告が確定した破産者

及び成年被後見人の登記がさ

れている者を把握し、身分調

査の照会及び身分証明書の該

当事項に記載するための名簿

を作成し、保管する。 

現行のとおりとす

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

外国人登録受付事務

に関すること 

15 

３３ 

入国、出生、他市町村からの

転入により、栃木市に居住す

る外国人の外国人登録の受

付、および市内での住所移転

や当該外国人の国籍変更な

ど、登録内容の変更を受付す

る。 

入国、出生、他市町村からの

転入により、大平町に居住す

る外国人の外国人登録の受

付、および町内での住所移転

や当該外国人の国籍変更な

ど、登録内容の変更を受付す

る。 

入国、出生、他市町村からの

転入により、藤岡町に居住す

る外国人の外国人登録の受

付、および町内での住所移転

や当該外国人の国籍変更な

ど、登録内容の変更を受付す

る。 

入国、出生、他市町村からの

転入により、都賀町に居住す

る外国人の外国人登録の受

付、および町内での住所移転

や当該外国人の国籍変更な

ど、登録内容の変更を受付す

る。 

合併時に再編する。 

外国人登録定期報告

に関すること 16 

３５ 

毎月上半期・下半期の写票、

交付報告書、変更登録報告書、

登録原票閉鎖報告書を入国管

理局へ提出する。 

 

毎月上半期・下半期の写票、

交付報告書、変更登録報告

書、登録原票閉鎖報告書を入

国管理局へ提出する。 

毎月上半期・下半期の写票、

交付報告書、変更登録報告

書、登録原票閉鎖報告書を入

国管理局へ提出する。 

毎月上半期・下半期の写票、

交付報告書、変更登録報告

書、登録原票閉鎖報告書を入

国管理局へ提出する。 

現行のとおりとす

る。 

外国人登録照会に関

すること 
17 

３６ 

他市町村・行政機関・警察な

ど、公共機関等へ回答する。

他市町村・行政機関・警察な

ど、公共機関等へ回答する。

他市町村・行政機関・警察な

ど、公共機関等へ回答する。

他市町村・行政機関・警察な

ど、公共機関等へ回答する。
現行のとおりとす

る。 

管内戸籍事務協議会

事務局に関すること 18 

３７ 

戸籍及び住民基本台帳に関す

る事務の統一並びにその改善

発達を図るための協議会の事

務局を担う。 

 

   現行のとおりとし、

新市において継続す

る。 

管内戸籍事務協議会

に関すること 
19 

３８ 

協議会に関する事務を行う。

 

協議会に関する事務を行う。 協議会に関する事務を行う。 協議会に関する事務を行う。 現行のとおりとす

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

県内戸籍事務連合協

議会に関すること 20 

３９ 

協議会に関する事務を行う。

 

協議会に関する事務を行う。 協議会に関する事務を行う。 協議会に関する事務を行う。 現行のとおりとす

る。 

身上調査及び刑罰の

作成に関すること 

21 

４０ 

①警察署、検察庁等からの「身

上調査照会書」に対して回答

書を作成し、必要に応じて該

当者の戸籍謄本と戸籍の附票

を添付し返送する。 

 

②都道府県及び市町村からの

「身元調査」に対して、該当

者の氏名、本籍、生年月日を

戸籍にて確認し、市保有の犯

罪人名簿民刑システムにて犯

歴の有無を確認し、回答する。

①警察署、検察庁等からの「身

上調査照会書」に対して回答

書を作成し、必要に応じて該

当者の戸籍謄本と戸籍の附票

を添付し返送する。 

 

②都道府県及び市町村からの

「身元調査」に対して、該当

者の氏名、本籍、生年月日を

戸籍にて確認し、町保有の犯

罪人名簿民刑システムにて犯

歴の有無を確認し、回答する。

①警察署、検察庁等からの「身

上調査照会書」に対して回答

書を作成し、必要に応じて該

当者の戸籍謄本と戸籍の附票

を添付し返送する。 

 

②都道府県及び市町村からの

「身元調査」に対して、該当

者の氏名、本籍、生年月日を

戸籍にて確認し、町保有の犯

罪人名簿にて犯歴の有無を確

認し、回答する。 

①警察署、検察庁等からの「身

上調査照会書」に対して回答

書を作成し、必要に応じて該

当者の戸籍謄本と戸籍の附票

を添付し返送する。 

 

②都道府県及び市町村からの

「身元調査」に対して、該当

者の氏名、本籍、生年月日を

戸籍にて確認し、町保有の犯

罪人名簿民刑システムにて犯

歴の有無を確認し、回答する。

現行のとおりとす

る。 

犯歴事務に関するこ

と 22 

４１ 

身分証明事務及び公職選挙法

に規定する選挙人名簿調整事

務を行う。 

身分証明事務及び公職選挙法

に規定する選挙人名簿調整事

務を行う。 

身分証明事務及び公職選挙法

に規定する選挙人名簿調整事

務を行う。 

身分証明事務及び公職選挙法

に規定する選挙人名簿調整事

務を行う。 

現行のとおりとす

る。 

住民基本台帳登録･

異動処理事務に関す

ること 23 

４３ 

住民基本台帳法に基づき、住

民基本台帳の整備及び住民異

動の処理を行う。 

住民基本台帳法に基づき、住

民基本台帳の整備及び住民異

動の処理を行う。 

住民基本台帳法に基づき、住

民基本台帳の整備及び住民異

動の処理を行う。 

住民基本台帳法に基づき、住

民基本台帳の整備及び住民異

動の処理を行う。 

合併時に再編する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

住民基本台帳年報、

月報に関すること 

24 

４４ 

【年報】 

年間窓口処理件数に基づき、

住民基本台帳年報を県に報告

する。 

【月報】 

毎月の人口・世帯数、住民票

記載・消除数を県に報告する。

 

【年報】 

年間窓口処理件数に基づき、

住民基本台帳年報を県に報告

する。 

【月報】 

毎月の人口・世帯数、住民票

記載・消除数を県に報告す

る。 

【年報】 

年間窓口処理件数に基づき、

住民基本台帳年報を県に報告

する。 

【月報】 

毎月の人口・世帯数、住民票

記載・消除数を県に報告す

る。 

【年報】 

年間窓口処理件数に基づき、

住民基本台帳年報を県に報告

する。 

【月報】 

毎月の人口・世帯数、住民票

記載・消除数を県に報告す

る。 

現行のとおりとす

る。 

住民票、戸籍謄･抄

本、その他の証明交

付事務に関するこ

と 
25 

４５ 

戸籍・住民基本台帳に関する

証明の申請者に証明書の交付

を行う。 

 

 

戸籍・住民基本台帳に関する

証明の申請者に証明書の交付

を行う。 

 

 

戸籍・住民基本台帳に関する

証明の申請者に証明書の交付

を行う。 

 

 

戸籍・住民基本台帳に関する

証明の申請者に証明書の交付

を行う。 

 

 

合併時に再編する。 

印鑑証明書の交付

に関すること 26 

４７ 

栃木市印鑑条例に基づいて印

鑑登録をした者に、印鑑登録

証明書を交付する。 

 

大平町印鑑条例に基づいて印

鑑登録をした者に、印鑑登録

証明書を交付する。 

藤岡町印鑑条例に基づいて印

鑑登録をした者に、印鑑登録

証明書を交付する。 

都賀町印鑑条例に基づいて印

鑑登録をした者に、印鑑登録

証明書を交付する。 

現行のとおりとす

る。 

住民異動届による

他市町村への通知

に関すること 27 

４８ 

戸籍の附票と住民票の記載を

相互に関連させ、住民に関す

る記録の正確性・連続性を確

保する。 

戸籍の附票と住民票の記載を

相互に関連させ、住民に関す

る記録の正確性・連続性を確

保する。 

戸籍の附票と住民票の記載を

相互に関連させ、住民に関す

る記録の正確性・連続性を確

保する。 

戸籍の附票と住民票の記載を

相互に関連させ、住民に関す

る記録の正確性・連続性を確

保する。 

現行のとおりとす

る。 

住民票閲覧に関す

ること 28 

４９ 

閲覧用全住民リストを整備し

て、閲覧の請求に応じる。 

閲覧用全住民リストを整備し

て、閲覧の請求に応じる。 

閲覧用全住民リストを整備し

て、閲覧の請求に応じる。 

住民基本台帳の閲覧の請求に

応じる。 

 

現行のとおりとす

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

附票の整備に関す

ること 29 

５０ 

戸籍の附票に、転入転居等の

住民異動や戸籍届出に基づく

異動を適正に反映させる。 

戸籍の附票に、転入転居等の

住民異動や戸籍届出に基づく

異動を適正に反映させる。 

戸籍の附票に、転入転居等の

住民異動や戸籍届出に基づく

異動を適正に反映させる。 

戸籍の附票に、転入転居等の

住民異動や戸籍届出に基づく

異動を適正に反映させる。 

現行のとおりとす

る。 

住居表示附定事務

に関すること 30 

５１ 

住居表示地区に建物その他工

作物を新築や改築等をした場

合に、住居表示番号を附定す

る。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおりとす

る。 

住民基本台帳事務

における支援措置

に関すること 31 

５３ 

ＤＶ・ストーカー被害による

住民基本台帳支援措置申出を

受理、または通知を受けた際、

処理を行う。 

ＤＶ・ストーカー被害による

住民基本台帳支援措置申出を

受理、または通知を受けた

際、処理を行う。 

ＤＶ・ストーカー被害による

住民基本台帳支援措置申出を

受理、または通知を受けた

際、処理を行う。 

ＤＶ・ストーカー被害による

住民基本台帳支援措置申出を

受理、または通知を受けた際

処理を行う。 

合併時に再編する。 

ただし、窓口での申

出受理及びシステム

入力については現行

のとおりとする。 

郵便請求に係る諸

証明の交付に関す

ること 32 

５４ 

郵送による戸籍騰抄本、住民

票の写し等の請求に基づき証

明書の交付を行う。 

郵送による戸籍騰抄本、住民

票の写し等の請求に基づき証

明書の交付を行う。 

郵送による戸籍騰抄本、住民

票の写し等の請求に基づき証

明書の交付を行う。 

郵送による戸籍騰抄本、住民

票の写し等の請求に基づき証

明書の交付を行う。 

現行のとおりとす

る。 

公用請求に係る諸

証明の交付に関す

ること 33 

５５ 

窓口又は郵送による各官公庁

からの戸籍騰抄本、住民票の

写し等の請求に基づき証明書

の交付を行う。 

窓口又は郵送による各官公庁

からの戸籍騰抄本、住民票の

写し等の請求に基づき証明書

の交付を行う。 

窓口又は郵送による各官公庁

からの戸籍騰抄本、住民票の

写し等の請求に基づき証明書

の交付を行う。 

窓口又は郵送による各官公庁

からの戸籍騰抄本、住民票の

写し等の請求に基づき証明書

の交付を行う。 

現行のとおりとす

る。 

住民基本台帳実態

調査に関すること 34 

５６ 

住民票の記載が事実に反する

疑いのあるとき等、市長が必

要と認める場合に実施する。

 

住民票の記載が事実に反する

疑いのあるとき等、町長が必

要と認める場合に実施する。

住民票の記載が事実に反する

疑いのあるとき等、町長が必

要と認める場合に実施する。

住民票の記載が事実に反する

疑いのあるとき等、町長が必

要と認める場合に実施する。

現行のとおりとす

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

臨時運行許可の発

行事務に関するこ

と 35 

５７ 

登録前の自動車、車検の切れ

ている自動車に対し、最小限

の運行について特例として許

可する。 

登録前の自動車、車検の切れ

ている自動車に対し、最小限

の運行について特例として許

可する。 

登録前の自動車、車検の切れ

ている自動車に対し、最小限

の運行について特例として許

可する。 

登録前の自動車、車検の切れ

ている自動車に対し、最小限

の運行について特例として許

可する。 

現行のとおりとす

る。 

住民票・印鑑ダウン

リカバリーシステ

ムに関すること 36 

５８ 

住基サーバダウン時に、住民

情報の照会及び証明書の発行

を行う「照会発行サーバ」を

導入している。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により合

併時に統合する。 

住基ネットワーク

システムの管理運

用に関すること 37 

６０ 

住民基本台帳ネットワークシ

ステムの管理運営に関する規

程に基づき、円滑かつ安全な

管理運用を実施する。 

住民基本台帳ネットワークシ

ステムの管理運営に関する規

程に基づき、円滑かつ安全な

管理運用を実施する。 

住民基本台帳ネットワークシ

ステムの管理運営に関する規

程に基づき、円滑かつ安全な

管理運用を実施する。 

住民基本台帳ネットワークシ

ステムの管理運営に関する規

程に基づき、円滑かつ安全な

管理運用を実施する。 

現行のとおりとす

る。 

除票の保管に関す

ること 
38 

６１ 

除票や改製原住民票になった

ものを保存し、交付請求があ

った場合には、交付している。

 

除票や改製原住民票になった

ものを保存し、交付請求があ

った場合には、保存期間５年

以内のものに限り交付してい

る。 

除票や改製原住民票になった

ものを保存し、交付請求があ

った場合には、保存期間５年

以内のものに限り交付してい

る。 

除票や改製原住民票になった

ものを保存し、交付請求があ

った場合には、保存期限５年

以内のものに限り交付してい

る。 

合併時に再編する。 

埋・火葬の許可に関

すること 

39 

６２ 

死亡や死産届けのあった遺体

の埋葬又は火葬を許可する。

また、部分遺体については医

師の診断書のあるもののみ。

大学病院等からの献体につい

ては、火葬許可証にもとづく。

死亡や死産届けのあった遺体

の埋葬又は火葬を許可する。

また、部分遺体については医

師の診断書のあるもののみ。

大学病院等からの献体につい

ては、火葬許可証にもとづく。

死亡や死産届けのあった遺体

の埋葬又は火葬を許可する。

また、部分遺体については医

師の診断書のあるもののみ。

大学病院等からの献体につい

ては、火葬許可証にもとづく。

死亡や死産届けのあった遺体

の埋葬又は火葬を許可する。

また、部分遺体については医

師の診断書のあるもののみ。

大学病院等からの献体につい

ては、火葬許可証にもとづく。

現行のとおりとす

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

火葬場使用許可に

関すること 

40 

６３ 

栃木市斎場及び霊きゅう車

（バス）の利用を希望する者

に、使用許可書を交付し、条

例に定める使用料を徴収す

る。 

該当なし 佐野斎場及び霊きゅう車（バ

ス）の利用を希望する者に、

使用許可書を交付する。 

該当なし 合併時に再編する。 

戸籍届等の時間外

受付に関すること 
41 

６４ 

業務時間外の戸籍届出を、宿

直または日直により受付す

る。 

業務時間外の戸籍届出を、日

直により受付する。 

 

業務時間外の戸籍届出を、日

直により受付する。 

 

業務時間外の戸籍届出を、日

直により受付する。 

 

現行のとおりとす

る。 

公的個人認証サー

ビスに係る電子証

明書発行に関する

こと 
42 

６７ 

公的個人認証サービスによる

電子証明書発行申請の受け付

けを行う。 

【手数料】 

５００円 

 

公的個人認証サービスによる

電子証明書発行申請の受け付

けを行う。 

【手数料】 

５００円 

公的個人認証サービスによる

電子証明書発行申請の受け付

けを行う。 

【手数料】 

５００円 

公的個人認証サービスによる

電子証明書発行申請の受け付

けを行う。 

【手数料】 

５００円 

合併時に再編する。 

 

 



様式２                  栃木地区合併協議会への報告（ランクＣ）      住民部会 保険年金分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

国民年金事務に関す

ること 

１ 

１ 

国民年金全般（相談・市民への

広報活動）による協力連携事

務、市広報・年金窓口にて制度

周知 

国民年金全般（相談・町民への

広報活動）による協力連携事

務、町広報・年金窓口にて制度

周知 

国民年金全般（相談・町民への

広報活動）による協力連携事

務、町広報・年金窓口にて制度

周知 

国民年金全般（相談・町民への

広報活動）による協力連携事

務、町広報・年金窓口にて制度

周知 

現行のとおりとす

る。 

年金給付関係事務に

関すること 

２ 

２ 

国民年金法施行令第 1 条の２

に基づき市が処理する事務の

各種届出書の受理・審査を行い

栃木社会保険事務所へ送付す

る。 

国民年金法施行令第 1 条の２

に基づき町が処理する事務の

各種届出書の受理・審査を行い

栃木社会保険事務所へ送付す

る。 

国民年金法施行令第 1 条の２

に基づき町が処理する事務の

各種届出書の受理・審査を行い

栃木社会保険事務所へ送付す

る。 

国民年金法施行令第 1 条の２

に基づき町が処理する事務の

各種届出書の受理・審査を行い

栃木社会保険事務所へ送付す

る。 

現行のとおりとす

る。 

国民年金適用関係事

務に関すること 

３ 

３ 

国民年金被保険者資格の喪失

及び届出事項事務 

国民年金被保険者資格の異動

処理事務 

国民年金被保険者資格の喪失

及び届出事項事務 

国民年金被保険者資格の異動

処理事務 

国民年金被保険者資格の喪失

及び届出事項事務 

国民年金被保険者資格の異動

処理事務 

国民年金被保険者資格の喪失

及び届出事項事務 

国民年金被保険者資格の異動

処理事務 

現行のとおりとす

る。 

福祉年金関係事務に

関すること 

４ 

４ 

年金証書を回収し、栃木社会保

険事務局へ送付及び連名簿、死

亡、転出入の届出受付、送付 

年金証書を回収し、栃木社会保

険事務局へ送付及び連名簿、死

亡、転出入の届出受付、送付 

年金証書を回収し、栃木社会保

険事務局へ送付及び連名簿、死

亡、転出入の届出受付、送付 

年金証書を回収し、栃木社会保

険事務局へ送付及び連名簿、死

亡、転出入の届出受付、送付 

現行のとおりとす

る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

事務費交付金業務に

関すること 

５ 

５ 

基礎年金等事務費交付金及び

福祉年金事務費交付金事務事

業 国民年金法第 86 条の規定

に基づき社会保険庁（栃木社会

保険事務局）へ提出  

基礎年金等事務費交付金及び

福祉年金事務費交付金事務事

業 国民年金法第 86 条の規定

に基づき社会保険庁（栃木社会

保険事務局）へ提出  

基礎年金等事務費交付金及び

福祉年金事務費交付金事務事

業 国民年金法第 86 条の規定

に基づき社会保険庁（栃木社会

保険事務局）へ提出  

基礎年金等事務費交付金及び

福祉年金事務費交付金事務事

業 国民年金法第 86 条の規定

に基づき社会保険庁（栃木社会

保険事務局）へ提出  

現行のとおりとす

る。 

国民年金資格異動届

の受理に関すること 

６ 

６ 

国民年金第 1 号被保険者の取

得・喪失・転入・転出・転居等

その他異動届があった場合に

は、年金手帳及びその他添付書

類等により内容を確認し受理

する。 

国民年金第 1 号被保険者の取

得・喪失・転入・転出・転居等

その他異動届があった場合に

は、年金手帳及びその他添付書

類等により内容を確認し受理

する。 

国民年金第 1 号被保険者の取

得・喪失・転入・転出・転居等

その他異動届があった場合に

は、年金手帳及びその他添付書

類等により内容を確認し受理

する。 

国民年金第 1 号被保険者の取

得・喪失・転入・転出・転居等

その他異動届があった場合に

は、年金手帳及びその他添付書

類等により内容を確認し受理

する。 

現行のとおりとす

る。 

国民年金の減免申請

等の受理に関するこ

と 

７ 

７ 

国民年金の保険料の免除・保険

料免除（全額・一部納付） 

申請により前年の所得状況に

応じて全額免除又は一部納付

となる。 

国民年金の保険料の免除・保険

料免除（全額・一部納付） 

申請により前年の所得状況に

応じて全額免除又は一部納付

となる。 

国民年金の保険料の免除・保険

料免除（全額・一部納付） 

申請により前年の所得状況に

応じて全額免除又は一部納付

となる。 

国民年金の保険料の免除・保険

料免除（全額・一部納付） 

申請により前年の所得状況に

応じて全額免除又は一部納付

となる。 

現行のとおりとす

る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

国民年金各種裁定請

求書の受理に関する

こと 
８ 

８ 

国民年金各種裁定請求書の受

理 

老齢基礎年金・障害年金・遺族

基礎年金等の請求書の受理、栃

木社会保険事務所への報告 

国民年金各種裁定請求書の受

理 

老齢基礎年金・障害年金・遺族

基礎年金等の請求書の受理、栃

木社会保険事務所への報告 

国民年金各種裁定請求書の受

理 

老齢基礎年金・障害年金・遺族

基礎年金等の請求書の受理、栃

木社会保険事務所への報告 

国民年金各種裁定請求書の受

理 

老齢基礎年金・障害年金・遺族

基礎年金等の請求書の受理、栃

木社会保険事務所への報告 

現行のとおりとす

る。 

国民年金各種年金の

死亡に関する届けに

関すること 
９ 

９ 

国民年金法に基づく、各種年金

の死亡に関する届けにより、年

金の適用受給を図る。 

国民年金法に基づく、各種年金

の死亡に関する届けにより、年

金の適用受給を図る。 

国民年金法に基づく、各種年金

の死亡に関する届けにより、年

金の適用受給を図る。 

国民年金法に基づく、各種年金

の死亡に関する届けにより、年

金の適用受給を図る。 

現行のとおりとす

る。 

死亡一時金等請求書

の受理に関すること 10 

１０ 

国民年金法に基づき、死亡者へ

一時金の支給事務を行う。 

国民年金法に基づき、死亡者へ

一時金の支給事務を行う。 

国民年金法に基づき、死亡者へ

一時金の支給事務を行う。 

国民年金法に基づき、死亡者へ

一時金の支給事務を行う。 
現行のとおりとす

る。 

国民年金老齢福祉年

金に関すること 11 

１１ 

国民年金法（旧法）に基づき福

祉年金関係届出事務を行う。 

国民年金法（旧法）に基づき福

祉年金関係届出事務を行う。 

国民年金法（旧法）に基づき福

祉年金関係届出事務を行う。 

国民年金法（旧法）に基づき福

祉年金関係届出事務を行う。 
現行のとおりとす

る。 

国民年金障害基礎年

金に関すること 

12 

１２ 

国民年金法に基づき、障害者に

障害基礎年金を支給 

国民年金法の障害等級 1 級又

は 2級（納付要件あり）に支給

国民年金法に基づき、障害者に

障害基礎年金を支給 

国民年金法の障害等級 1 級又

は 2級（納付要件あり）に支給

国民年金法に基づき、障害者に

障害基礎年金を支給 

国民年金法の障害等級 1 級又

は 2級（納付要件あり）に支給

国民年金法に基づき、障害者に

障害基礎年金を支給 

国民年金法の障害等級 1 級又

は 2級（納付要件あり）に支給

現行のとおりとす

る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

国民年金法定免除に

関すること 

13 

１３ 

生活保護法等の公的扶助を受

けている人の保険料納付義務

免除 

生活保護法等の公的扶助を受

けている人の保険料納付義務

免除 

生活保護法等の公的扶助を受

けている人の保険料納付義務

免除 

生活保護法等の公的扶助を受

けている人の保険料納付義務

免除 

現行のとおりとす

る。 

国民年金相談に関す

ること 

14 

１４ 

国民年金法に基づく受給権の

発生に関する事務等 

国民年金法に基づく受給権の

発生に関する事務等 

国民年金法に基づく受給権の

発生に関する事務等 

国民年金法に基づく受給権の

発生に関する事務等 
現行のとおりとす

る。 

保険財政調整基金の

取扱いに関すること 

15 

１６ 

栃木市国民健康保険条例  

・国民健康保険の保険財政を健

全に維持するため、保険財政調

整基金を設置する。 

 

大平町国民健康保険財政調整

基金の設置、管理及び処分に関

する条例  

・国民健康保険の保険財政を健

全に維持するため、大平町国民

健康保険財政調整基金を設置

する。 

藤岡町国民健康保険条例  

・国民健康保険の保険財政を健

全に維持するため、財政調整基

金を設置する。 

 

都賀町国民健康保険財政調整

基金の設置、管理及び処分に関

する条例  

・国民健康保険の保険財政を健

全に維持するため、都賀町国民

健康保険財政調整基金を設置

する。 

合併時に再編す

る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

国民健康保険制度の

普及啓発活動に関す

ること 16 

１７ 

広報紙に医療費の状況、制度改

正の内容等を掲載 

被保険者証更新時、各種パンフ

レット等を配布 

市のホームページを通じて PR

する。 

広報紙に医療費の状況、制度改

正の内容等を掲載 

被保険者証更新時、各種パンフ

レット等を配布 

町のホームページを通じて PR

する。 

広報紙に医療費の状況、制度改

正の内容等を掲載 

被保険者証更新時、各種パンフ

レット等を配布 

町のホームページを通じて PR

する。 

広報紙に医療費の状況、制度改

正の内容等を掲載 

被保険者証更新時、各種パンフ

レット等を配布 

町のホームページを通じて PR

する。 

現行のとおりとす

る。 

国民健康保険調整交

付金等申請事務に関

すること 17 

１８ 

市町村間における財政力の不

均衡を調整するために交付さ

れるもの 

市町村間における財政力の不

均衡を調整するために交付さ

れるもの 

市町村間における財政力の不

均衡を調整するために交付さ

れるもの 

市町村間における財政力の不

均衡を調整するために交付さ

れるもの 

現行のとおりとす

る。 

訪問指導事業に関す

ること 
18 

１９ 

重複、頻回受診の被保険者に対

して、訪問指導を行い、医療費

の抑制を図る。 

重複、頻回受診の被保険者に対

して、訪問指導を行い、医療費

の抑制を図る。 

重複、頻回受診の被保険者に対

して、訪問指導を行い、医療費

の抑制を図る。 

重複、頻回受診の被保険者に対

して、訪問指導を行い、医療費

の抑制を図る。 

現行のとおりとす

る。 

国保高額療養費支給

事務に関すること 

19 

２０ 

被保険者の支払った一部負担

金に対して、限度額を超えた分

を申請により支給し負担の軽

減を図る。貸付制度は条例で制

定しておらず、実施していな

い。 

被保険者の支払った一部負担

金に対して、限度額を超えた分

を申請により支給し負担の軽

減を図る。貸付制度は高額療養

費貸付けあっせん規則を制定

している。 

被保険者の支払った一部負担

金に対して、限度額を超えた分

を申請により支給し負担の軽

減を図る。貸付制度は高額療養

費貸付けあっせん規則を制定

している。 

被保険者の支払った一部負担

金に対して、限度額を超えた分

を申請により支給し負担の軽

減を図る。貸付制度は条例で制

定しておらず、実施していな

い。 

現行とおりとす

る。ただし、高額

療養費貸付けあっ

せん制度は、合併

時に廃止する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

国民健康保険限度額

適用・標準負担減額

認定証交付事務に関

すること 
20 

２１ 

国民健康保険被保険者におい

て、入院時の自己負担額の軽減

を図る。 

また、所得の低い方の医療費の

軽減を図る。 

国民健康保険被保険者におい

て、入院時の自己負担額の軽減

を図る。 

また、所得の低い方の医療費の

軽減を図る。 

国民健康保険被保険者におい

て、入院時の自己負担額の軽減

を図る。 

また、所得の低い方の医療費の

軽減を図る。 

国民健康保険被保険者におい

て、入院時の自己負担額の軽減

を図る。 

また、所得の低い方の医療費の

軽減を図る。 

現行のとおりとす

る。 

国保特定疾病療養受

給者証交付事務に関

すること 21 

２２ 

厚生労働大臣が定める治療を

長期間継続して行う被保険者

に対し、負担の軽減を図る。 

厚生労働大臣が定める治療を

長期間継続して行う被保険者

に対し、負担の軽減を図る。 

厚生労働大臣が定める治療を

長期間継続して行う被保険者

に対し、負担の軽減を図る。 

厚生労働大臣が定める治療を

長期間継続して行う被保険者

に対し、負担の軽減を図る。 

現行のとおりとす

る。 

国保療養費支給事務

に関すること 
22 

２３ 

柔道整復師による施術、補装具

（コルセット）あんま、マッサ

ージ、はり灸などの支給。及び

海外療養費の支給 

柔道整復師による施術、補装具

（コルセット）あんま、マッサ

ージ、はり灸などの支給。及び

海外療養費の支給 

柔道整復師による施術、補装具

（コルセット）あんま、マッサ

ージ、はり灸などの支給。及び

海外療養費の支給 

柔道整復師による施術、補装具

（コルセット）あんま、マッサ

ージ、はり灸などの支給。及び

海外療養費の支給 

現行のとおりとす

る。 

国保レセプト点検に

関すること 

23 

２４ 

医療機関からの医療費の請求

書であるレセプトの点検をす

ることにより、医療費の適正

化、国保財政の健全化を図る 

レセプト点検員による。 

（臨時職員） 

医療機関からの医療費の請求

書であるレセプトの点検をす

ることにより、医療費の適正

化、国保財政の健全化を図る 

業者委託による点検 

医療機関からの医療費の請求

書であるレセプトの点検をす

ることにより、医療費の適正

化、国保財政の健全化を図る 

レセプト点検員による。 

（臨時職員） 

医療機関からの医療費の請求

書であるレセプトの点検をす

ることにより、医療費の適正

化、国保財政の健全化を図る 

業者委託による点検 

栃木市、藤岡町の

例により合併時に

統合する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

国保共同事業に関す

ること 
24 

２７ 

高額な医療費の発生による保

険者の財政運営の安定、負担金

の平準化を図るための制度 

高額な医療費の発生による保

険者の財政運営の安定、負担金

の平準化を図るための制度 

高額な医療費の発生による保

険者の財政運営の安定、負担金

の平準化を図るための制度 

高額な医療費の発生による保

険者の財政運営の安定、負担金

の平準化を図るための制度 

現行のとおりとす

る。 

国保第三者行為請求

行為求償事務に関す

ること 

25 

２８ 

被保険者が交通事故等で第三

者からうけた傷病の治療費に

係る治療費に対して保険給付

を行った場合、第三者から損害

賠償を請求する。 

被保険者が交通事故等で第三

者からうけた傷病の治療費に

係る治療費に対して保険給付

を行った場合、第三者から損害

賠償を請求する。 

被保険者が交通事故等で第三

者からうけた傷病の治療費に

係る治療費に対して保険給付

を行った場合、第三者から損害

賠償を請求する。 

被保険者が交通事故等で第三

者からうけた傷病の治療費に

係る治療費に対して保険給付

を行った場合、第三者から損害

賠償を請求する。 

現行のとおりとす

る。 

療養給付費負担金に

関すること 
26 

２９ 

国民健康保険療養給付費等の

負担金として国が３４％負担

している。 

国民健康保険療養給付費等の

負担金として国が３４％負担

している。 

国民健康保険療養給付費等の

負担金として国が３４％負担

している。 

国民健康保険療養給付費等の

負担金として国が３４％負担

している。 

現行のとおりとす

る。 

国保医療通知に関す

ること 

27 

３０ 

被保険者に正しい保険診療の

状況を認識してもらい、医療費

の適正化を図るため、受診状況

について、全世帯を対象に通知

する。 

被保険者に正しい保険診療の

状況を認識してもらい、医療費

の適正化を図るため、受診状況

について、全世帯を対象に通知

する。 

被保険者に正しい保険診療の

状況を認識してもらい、医療費

の適正化を図るため、受診状況

について、全世帯を対象に通知

する。 

被保険者に正しい保険診療の

状況を認識してもらい、医療費

の適正化を図るため、受診状況

について、全世帯を対象に通知

する。 

現行のとおりとす

る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

国保高齢受給者証交

付事務に関すること 
28 

３２ 

国民健康保険加入者で、70 歳

以上の対象被保険者に高齢受

給者証を交付する。 

国民健康保険加入者で、70 歳

以上の対象被保険者に高齢受

給者証を交付する。 

国民健康保険加入者で、70 歳

以上の対象被保険者に高齢受

給者証を交付する。 

国民健康保険加入者で、70 歳

以上の対象被保険者に高齢受

給者証を交付する。 

現行のとおりとす

る。 

居所不明被保険者調

査事務に関すること 

29 

３３ 

被保険者証等の郵便物の戻り

を基に、居所不明者を確認調査

し、不明と判明した場合住民基

本台帳担当課に調査および削

除を依頼する。 

被保険者証等の郵便物の戻り

を基に、居所不明者を確認調査

し、不明と判明した場合住民基

本台帳担当課に調査および削

除を依頼する。 

被保険者証等の郵便物の戻り

を基に、居所不明者を確認調査

し、不明と判明した場合住民基

本台帳担当課に調査および削

除を依頼する。 

被保険者証等の郵便物の戻り

を基に、居所不明者を確認調査

し、不明と判明した場合住民基

本台帳担当課に調査および削

除を依頼する。 

現行のとおりとす

る。 

国民健康保険証更新

に関すること 30 

３４ 

被保険者証の更新は、毎年 10

月 1日に行うものとする。 

被保険者証の更新は、毎年 10

月 1日に行うものとする。 

被保険者証の更新は、毎年 10

月 1日に行うものとする。 

被保険者証の更新は、毎年 10

月 1日に行うものとする。 
現行のとおりとす

る。 

月報・年報の作成に

関すること 
31 

４２ 

国保事業を適正かつ効率的に

運営するための基礎資料とし

て、毎月の事業内容を定期的に

報告するもの 

国保事業を適正かつ効率的に

運営するための基礎資料とし

て、毎月の事業内容を定期的に

報告するもの 

国保事業を適正かつ効率的に

運営するための基礎資料とし

て、毎月の事業内容を定期的に

報告するもの 

国保事業を適正かつ効率的に

運営するための基礎資料とし

て、毎月の事業内容を定期的に

報告するもの 

現行のとおりとす

る。 

国民健康保険システ

ムに関すること 
32 

４３ 

住民異動や離職等に伴う国民

健康保険に関する住民個々の

履歴をデータベースにて管理

する。 

住民異動や離職等に伴う国民

健康保険に関する住民個々の

履歴をデータベースにて管理

する。 

住民異動や離職等に伴う国民

健康保険に関する住民個々の

履歴をデータベースにて管理

する。 

住民異動や離職等に伴う国民

健康保険に関する住民個々の

履歴をデータベースにて管理

する。 

合併時にシステム

を統合する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

国民年金システムに 

関すること 
33 

４４ 

住民異動や離職等に伴う国民

年金に関する住民個々の履歴

をデータベースにて管理する。

住民異動や離職等に伴う国民

年金に関する住民個々の履歴

をデータベースにて管理する。

住民異動や離職等に伴う国民

年金に関する住民個々の履歴

をデータベースにて管理する。

住民異動や離職等に伴う国民

年金に関する住民個々の履歴

をデータベースにて管理する。

合併時にシステム

を統合する。 

老人保健制度に関す

ること 34 

４５ 

老人保健法に基づく事務等で

平成 19 年度までの制度の残務

処理 

老人保健法に基づく事務等で

平成 19 年度までの制度の残務

処理 

老人保健法に基づく事務等で

平成 19 年度までの制度の残務

処理 

老人保健法に基づく事務等で

平成 19 年度までの制度の残務

処理 

現行のとおりとす

る。 

後期高齢者医療に関

すること 
35 

４７ 

後期高齢者医療窓口事務を行

い、広域連合との連携を図る。

後期高齢者医療窓口事務を行

い、広域連合との連携を図る。

後期高齢者医療窓口事務を行

い、広域連合との連携を図る。

後期高齢者医療窓口事務を行

い、広域連合との連携を図る。
現行のとおりとす

る。 

外国人障がい者・高

齢者特別給付金に関

すること 36 

４８ 

無年金外国人に対して給付金

を支給する。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合す

る。 

退職者医療に関する

こと 

37 

５０ 

国民健康保険の被保険者のう

ち、年金の給付をうけることが

できる方に、退職者被保険者証

を交付する。 

国民健康保険の被保険者のう

ち、年金の給付をうけることが

できる方に、退職者被保険者証

を交付する。 

国民健康保険の被保険者のう

ち、年金の給付をうけることが

できる方に、退職者被保険者証

を交付する。 

国民健康保険の被保険者のう

ち、年金の給付をうけることが

できる方に、退職者被保険者証

を交付する。 

現行のとおりとす

る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

後期高齢者支援金に

関すること 

38 

５１ 

平成 20 年度から創設された後

期高齢者医療制度の医療費に

充てられる後期高齢者支援金、

病床転換支援金及び事務費拠

出金 

平成 20 年度から創設された後

期高齢者医療制度の医療費に

充てられる後期高齢者支援金、

病床転換支援金及び事務費拠

出金 

平成 20 年度から創設された後

期高齢者医療制度の医療費に

充てられる後期高齢者支援金、

病床転換支援金及び事務費拠

出金 

平成 20 年度から創設された後

期高齢者医療制度の医療費に

充てられる後期高齢者支援金、

病床転換支援金及び事務費拠

出金 

現行のとおりとす

る。 

前期高齢者の財政調

整に関すること 

39 

５２ 

前期高齢者の医療の負担の平

準化を図るため、前期高齢者の

加入率に応じて、財政調整を行

うもの。前期高齢者の加入率が

全国平均を上回る保険者に対

しては、前期高齢者交付金が交

付される。 

前期高齢者の医療の負担の平

準化を図るため、前期高齢者の

加入率に応じて、財政調整を行

うもの。前期高齢者の加入率が

全国平均を上回る保険者に対

しては、前期高齢者交付金が交

付される。 

前期高齢者の医療の負担の平

準化を図るため、前期高齢者の

加入率に応じて、財政調整を行

うもの。前期高齢者の加入率が

全国平均を上回る保険者に対

しては、前期高齢者交付金が交

付される。 

前期高齢者の医療の負担の平

準化を図るため、前期高齢者の

加入率に応じて、財政調整を行

うもの。前期高齢者の加入率が

全国平均を上回る保険者に対

しては、前期高齢者交付金が交

付される。 

現行のとおりとす

る。 

 



様式２                  栃木地区合併協議会への報告（ランクＣ）        住民部会 環境分科会 
事務事業名 現                       況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

改葬許可に関す

ること 
１ 

１ 

・栃木市に改葬を希望する者に許

可するもの 

 

・大平町に改葬を希望する者に許

可するもの 

 

・藤岡町に改葬を希望する者に許

可するもの 

 

・都賀町に改葬を希望する者に許

可するもの 

 

現行のとお

りとする。 

騒音・振動規制

法に係る届出に

関すること 
２ 

２ 

・騒音規制法、振動規制法に基づ

き提出された届出の受理を行い、

必要な場合、受理書を発行する。

 

・騒音規制法、振動規制法に基づ

き提出された届出の受理を行い、

必要な場合、受理書を発行する。

・騒音規制法、振動規制法に基づ

き提出された届出の受理を行い、

必要な場合、受理書を発行する。

・騒音規制法、振動規制法に基づ

き提出された届出の受理を行い、

必要な場合、受理書を発行する。

現行のとお

りとする。 

産業廃棄物の適

正処理の指導に

関すること 
３ 

３ 

・産廃処理施設の設置等に関し、

廃棄物の適正な処理を確保し、環

境汚染の未然防止を図る。 

 

・産廃処理施設の設置等に関し、

廃棄物の適正な処理を確保し、環

境汚染の未然防止を図る。 

・産廃処理施設の設置等に関し、

廃棄物の適正な処理を確保し、環

境汚染の未然防止を図る。 

・産廃処理施設の設置等に関し、

廃棄物の適正な処理を確保し、環

境汚染の未然防止を図る。 

現行のとお

りとする。 

一般廃棄物の処

理計画に関する

こと 
４ 

７ 

・廃棄物の処理及び清掃に関する

法律及び市廃棄物の処理及び清

掃に関する条例に基づき、ごみと

排水処理について収集及び処分

の方法等を告示する。 

・廃棄物の処理及び清掃に関する

法律及び町廃棄物の処理及び清

掃に関する条例に基づき、ごみと

排水処理について収集及び処分

の方法等を告示する。 

・廃棄物の処理及び清掃に関する

法律及び町廃棄物の処理及び清

掃に関する条例に基づき、ごみと

排水処理について収集及び処分

の方法等を告示する。 

・廃棄物の処理及び清掃に関する

法律及び町廃棄物の処理及び清

掃に関する条例に基づき、ごみと

排水処理について収集及び処分

の方法等を告示する。 

現行のとお

りとする。 



 
事務事業名 現                       況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

庁内の推進体制

に関すること 

５ 

１０ 

・環境基本計画推進会議（庁内組

織） 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時は現

行のとおり

とし、新市

において策

定される環

境基本計画

に基づき再

編する。 

大平町環境連絡

会議に関するこ

と ６ 

９５ 

該当なし ・大平町環境連絡会議 

（庁内組織） 

該当なし 該当なし 合併時に再

編する。 

ごみ処理統計に

関すること 

７ 

１２ 

・ごみ及び資源物の統計を採り、

ごみ及び資源物の発生状況や資

源化・減量化状況を把握する。 

・ごみ及び資源物の統計を採り、

ごみ及び資源物の発生状況や資

源化・減量化状況を把握する。 

・ごみ及び資源物の統計を採り、

ごみ及び資源物の発生状況や資

源化・減量化状況を把握する。 

・ごみ及び資源物の統計を採り、

ごみ及び資源物の発生状況や資

源化・減量化状況を把握する。 

現行のとお

りとする。 

ごみ減量、資源

化に関すること

８ 

１４ 

・コンポスト容器・機械式生ごみ

処理機補助 

・バイオ式生ごみ処理機 

・マイバッグキャンペーン 

・コンポスト容器・機械式生ごみ処理機・

EM ストッカー補助 

・バイオ式生ごみ処理機 

・マイバッグキャンペーン 

・機械式生ごみ処理機補助 ・コンポスト容器・機械式生ごみ

処理機補助 
合併時に再

編する。 



 
事務事業名 現                       況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

環境報告書に関

すること 

９ 

１５ 

・環境基本計画に基づく諸施策の

進捗、実施状況について年度ごと

にまとめ公表する。 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時は現
行のとおり
とし、新市
において策
定された環
境基本計画
に基づき報
告書を作成
する。 

ごみ問題検討懇

談会に関するこ

と 
10 

１６ 

該当なし 大平町ごみを考える会 

（レジ袋削減を目的としたマイ

バッグキャンペーンへの協力を

いただく） 

該当なし 該当なし 現行のとお

りとする。 

環境教育･啓発

に関すること 
11 

１７ 

・水辺教室等出前講座 

・とちぎ市民環境まつり 

・課ホームページ開設 

・環境情報提供 

・水辺教室等出前講座 

・マイバッグキャンペーン 

・課ホームページ開設 

・環境情報提供 

・環境情報提供 

・町ホームページへの情報掲載 

・環境情報提供 

・町ホームページへの情報掲載 
合併時は現
行のとおり
とし、合併
後１年以内
に 再 編 す
る。 

こどもエコクラ

ブに関すること
12 

１９ 

・次代を担う子供たちを対象に、

自主的活動や体験を通じて、環境

に対する知識と関心を育む。 

・次代を担う子供たちを対象に、

自主的活動や体験を通じて、環境

に対する知識と関心を育む。 

・次代を担う子供たちを対象に、

自主的活動や体験を通じて、環境

に対する知識と関心を育む。 

・次代を担う子供たちを対象に、

自主的活動や体験を通じて、環境

に対する知識と関心を育む。 

現行のとお

りとする。 

ごみ資源化（容

器包装リサイク

ル法関連）に関す

ること 
13 

２０ 

・容器包装リサイクル法に基づ

き、分別収集計画を策定し、容器

包装廃棄物の資源化を推進する。

・容器包装リサイクル法に基づ

き、分別収集計画を策定し、容器

包装廃棄物の資源化を推進する。

・容器包装リサイクル法に基づ

き、分別収集計画を策定し、容器

包装廃棄物の資源化を推進する。

・容器包装リサイクル法に基づ

き、分別収集計画を策定し、容器

包装廃棄物の資源化を推進する。

現行のとお

りとする。 



 
事務事業名 現                       況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

環境率先実行計

画（温暖化防止

実行計画）に関

すること 14 

２２ 

・温暖化対策法に基づき、市の事

務等に関し､温室効果ガス排出抑

制等のための実行計画を策定 

・温暖化対策法に基づき、町の事

務等に関し､温室効果ガス排出抑

制等のための実行計画を策定 

・温暖化対策法に基づき、町の事

務等に関し､温室効果ガス排出抑

制等のための実行計画を策定予

定 

・温暖化対策法に基づき、町の事

務等に関し､温室効果ガス排出抑

制等のための実行計画を策定予

定 

合併時は現
行のとおり
とし、合併
後に策定さ
れる環境基
本計画に基
づき再編す
る。 

大気汚染に関す

ること 
15 

２６ 

・県と工場等の調査指導 

・特定施設設置等届出の受付 

・アスベスト相談窓口設置 

・鍋山地区環境整備懇談会 

・県と工場等の調査指導 

・特定施設設置等届出の受付 

・アスベスト相談窓口設置 

・県と工場等の調査指導 

・特定施設設置等届出の受付 

・アスベスト相談窓口設置 

・県と工場等の調査指導 

・特定施設設置等届出の受付 

・アスベスト相談窓口設置 

現行のとお

りとする。 

公害防止協定

（事業所の新増

設に係る事前協

議を含む）に関

すること 

16 

２８ 

・公害防止協定協定及び細目協定

を企業と締結し、事前協議時の指

導や立ち入り調査を行う。 

・公害防止協定協定及び細目協定

を企業と締結し、事前協議時の指

導や立ち入り調査を行う。 

・公害防止協定協定及び細目協定

を企業と締結し、事前協議時の指

導や立ち入り調査を行う。 

・公害防止協定協定及び細目協定

を企業と締結し、事前協議時の指

導や立ち入り調査を行う。 

現行のとお

りとする。 

事業系一般廃棄

物の資源化・減

量化に関するこ

と 
17 

２９ 

・事業系一廃収運業者のとちぎク

リーンプラザへの搬入を検査し、

搬出元へも分別等を指導する。 

 

・事業系一廃収運業者のとちぎク

リーンプラザへの搬入を検査し、

搬出元へも分別等を指導する。 

・事業系一廃収運業者のとちぎク

リーンプラザへの搬入を検査し、

搬出元へも分別等を指導する。 

・事業系一廃収運業者のとちぎク

リーンプラザへの搬入を検査し、

搬出元へも分別等を指導する。 

現行のとお

りとする。 



 
事務事業名 現                       況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

騒音・振動に関

すること 
18 

３０ 

・騒音・振動などが、住民の健康

や生活環境に与える害を防ぐこ

とを目的とし、各種事務を行う。

・騒音・振動などが、住民の健康

や生活環境に与える害を防ぐこ

とを目的とし、各種事務を行う。

・騒音・振動などが、住民の健康

や生活環境に与える害を防ぐこ

とを目的とし、各種事務を行う。

・騒音・振動などが、住民の健康

や生活環境に与える害を防ぐこ

とを目的とし、各種事務を行う。

現行のとお

りとする。 

公害苦情処理に

関すること 
19 

３２ 

・水質汚濁や大気汚染等にかかる

苦情の受付及びその原因調査、原

因者に対する指導を行う。 

・水質汚濁や大気汚染等にかかる

苦情の受付及びその原因調査、原

因者に対する指導を行う。 

・水質汚濁や大気汚染等にかかる

苦情の受付及びその原因調査、原

因者に対する指導を行う。 

・水質汚濁や大気汚染等にかかる

苦情の受付及びその原因調査、原

因者に対する指導を行う。 

現行のとお

りとする。 

悪臭に関するこ

と 

20 

３４ 

・工場等の監視、測定、指導を行

う。 

・苦情の受付、相談、現地調査を

行う。 

・工場等の監視、測定、指導を行

う。 

・苦情の受付、相談、現地調査を

行う。 

・工場等の監視、測定、指導を行

う。 

・苦情の受付、相談、現地調査を

行う。 

・工場等の監視、測定、指導を行

う。 

・苦情の受付、相談、現地調査を

行う。 

現行のとお

りとする。 

し尿の収集（体

制）に関するこ

と 21 

３５ 

・許可業者（３社）が地域ごとに

分担して、し尿汲み取りをする。

・許可業者（１社）が町内全域の

し尿汲み取りをする。 

・許可業者（２社）が地域ごとに

分担して、し尿汲み取りをする。

・許可業者（１社）が町内全域の

し尿汲み取りをする。 
現行のとお

りとする。 

水質汚濁に関す

ること 
22 

３６ 

・環境保全協定締結工場からの排

水調査や身近な河川の水質調査

を行い、水質保全を図る。 

・環境保全協定締結工場からの排

水調査や身近な河川の水質調査

を行い、水質保全を図る。 

・一般廃棄物埋立処分場周辺の井

戸、河川、土壌、放流水等を業務

委託により水質、土質調査を行

う。 

 

・環境保全協定締結工場からの排

水調査や身近な河川の水質調査

を行い、水質保全を図る。 

現行のとお

りとする。 



 
事務事業名 現                       況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

一般廃棄物処理

業（し尿を除く）

の許可に関する

こと 
23 

３７ 

・市内の事業者から排出される事

業系一般廃棄物の収集、運搬及び

処分業の許可を与える。 

・町内の事業者から排出される事

業系一般廃棄物の収集、運搬及び

処分業の許可を与える。 

・町内の事業者から排出される事

業系一般廃棄物の収集、運搬及び

処分業の許可を与える。 

・町内の事業者から排出される事

業系一般廃棄物の収集、運搬及び

処分業の許可を与える。 

現行のとお

りとする。 

浄化槽清掃業及

び一般廃棄物処

理業（浄化槽汚

泥・汚水）の許

可に関すること

24 

４１ 

・市内の一般廃棄物の収集、運搬、

処分及び浄化槽清掃の業の許可

を与える。 

・町内の一般廃棄物の収集、運搬、

処分及び浄化槽清掃の業の許可

を与える。 

・町内の一般廃棄物の収集、運搬、

処分及び浄化槽清掃の業の許可

を与える。 

・町内の一般廃棄物の収集、運搬、

処分及び浄化槽清掃の業の許可

を与える。 

現行のとお

りとする。 

地球温暖化対策

に関すること 25 

４２ 

・地球温暖化対策の取組を推進

し、環境に負荷の少ない将来に持

続可能な社会をつくる。 

・地球温暖化対策の取組を推進

し、環境に負荷の少ない将来に持

続可能な社会をつくる。 

・地球温暖化対策の取組を推進

し、環境に負荷の少ない将来に持

続可能な社会をつくる。 

・地球温暖化対策の取組を推進

し、環境に負荷の少ない将来に持

続可能な社会をつくる。 

合併時に再

編する。 

公用車（業務課

関係）の整備に

関すること 26 

４３ 

・業務用車両を管理し、その安全

性の確保を図り、故障に対しては

迅速に対応する。 

・業務用車両を管理し、その安全

性の確保を図り、故障に対しては

迅速に対応する。 

・業務用車両を管理し、その安全

性の確保を図り、故障に対しては

迅速に対応する。 

・業務用車両を管理し、その安全

性の確保を図り、故障に対しては

迅速に対応する。 

現行のとお

りとする。 

消毒機器の貸出

に関すること 
27 

５１ 

・自治会に対し、衛生害虫駆除の

ための動力噴霧機を無料で貸し

出す。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例

により合併

時に統合す

る。 



 
事務事業名 現                       況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

墓地埋葬等の許

可事務に関する

こと 28 

５３ 

・墓地埋葬法に基づき、改葬等の

許可を行う。 

・墓地埋葬法に基づき、改葬等の

許可を行う。 

・墓地埋葬法に基づき、改葬等の

許可を行う。 

・墓地埋葬法に基づき、改葬等の

許可を行う。 
現行のとお

りとする。 

市有・町有墓地

に関すること 
29 

５６ 

・公衆衛生その他の見地から、焼

骨の埋蔵を支障なく行うため、市

有墓地を管理する。 

・公衆衛生その他の見地から、焼

骨の埋蔵を支障なく行うため、町

有墓地を管理する。 

・公衆衛生その他の見地から、焼

骨の埋蔵を支障なく行うため、町

有墓地を管理する。 

該当なし 合併時に再

編する。 

火葬業務に関す

ること 
30 

６４ 

・火葬許可申請に基づき、火葬業

務を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例

により合併

時に統合す

る。 

雑草の苦情に関

すること 
31 

６５ 

・草刈苦情への対応 

・草刈機の貸出 

・草刈苦情への対応 

・草刈機の貸出 

・草刈苦情への対応 ・草刈苦情への対応 合併時に再

編する。 

犬猫等死骸収集

業務に関するこ

と 
32 

６６ 

・市内で死んでいる犬猫等及びペ

ットの死骸を平日は職員、休・祝

日等は業者委託により道路等で

死んでいる犬猫等のみを収集 

・町内で死んでいる犬猫等及びペ

ットの死骸を、月～土曜日は業者

委託休・祝日は、職員が対応 

・町内で死んでいる犬猫等の死骸

を、平日は業者委託、休・祝日等

は職員が道路等で死んでいる犬

猫等のみを収集 

・町内で死んでいる犬猫等及びペ

ットの死骸を、職員が収集 
合併時に再

編する。 



 
事務事業名 現                       況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

油汚染対策に関

すること 
33 

６９ 

・油による汚濁水の下流への流出

を防ぐ。 

・油による汚濁水の下流への流出

を防ぐ。 

・油による汚濁水の下流への流出

を防ぐ。 

・油による汚濁水の下流への流出

を防ぐ。 
現行のとお

りとする。 

環境マネジメン

トに関すること
34 

７０ 

・環境省が進める環境活動評価プ

ログラム（ＥＡ２１）を基本とし

て、本市の事務・事業に即した環

境マネジメントシステムの構築

を行う。 

・環境省が進める環境活動評価プ

ログラム（ＥＡ２１）を基本とし

て、本町の事務・事業に即した環

境マネジメントシステムの構築

を行う。 

・環境省が進める環境活動評価プ

ログラム（ＥＡ２１）を基本とし

て、本町の事務・事業に即した環

境マネジメントシステムの構築

を行う。 

・環境省が進める環境活動評価プ

ログラム（ＥＡ２１）を基本とし

て、本町の事務・事業に即した環

境マネジメントシステムの構築

を行う。 

現行のとお

りとする。 

ビオトープに関

すること 

35 

７１ 

・人と動植物とが共存できる生息

空間であるビオトープづくりを

学校などと協力して、推進する。

該当なし 該当なし ・人と動植物とが共存できる生息

空間であるビオトープづくりを

学校などと協力して、推進する。

合併時は現

行のとおり

とし、新市

において策

定された環

境基本計画

に基づき再

編する。 
都市計画法第３
２条等の規定に
基づく協議に関
すること 36 

７４ 

・都市計画法第３２条等の規定に

より新たに設置されるごみ集積

所についての協議を行う。 

・都市計画法第３２条等の規定に

より新たに設置されるごみ集積

所についての協議を行う。 

・都市計画法第３２条等の規定に

より新たに設置されるごみ集積

所についての協議を行う。 

・都市計画法第３２条等の規定に

より新たに設置されるごみ集積

所についての協議を行う。 

合併時に再

編する。 

公衆便所の管理

に関すること 

37 

７６ 

・廃棄物の処理及び清掃に関する

法律の規定により、市民の利便性

のため設置し、公衆衛生向上のた

めその管理を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例

により合併

時に統合す

る。 



 
事務事業名 現                       況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

空き缶回収機

（くうかん鳥）

の管理に関する

こと 38 

７７ 

・道路等への空き缶の散乱防止及

び空き缶の資源化を図るため、空

き缶圧縮回収機を市内 4か所に設

置している。 

 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時に廃

止する。 

地下水及び土壌

汚染防止に関す

ること 
39 

７８ 

・地下水を監視し、市民への健康

被害を未然に防ぐとともに、土壌

汚染や無秩序な埋立て等に伴う

災害の発生を防止する。 

 

・地下水を監視し、町民への健康

被害を未然に防ぐとともに、土壌

汚染や無秩序な埋立て等に伴う

災害の発生を防止する。 

・地下水を監視し、町民への健康

被害を未然に防ぐとともに、土壌

汚染や無秩序な埋立て等に伴う

災害の発生を防止する。 

・地下水を監視し、町民への健康

被害を未然に防ぐとともに、土壌

汚染や無秩序な埋立て等に伴う

災害の発生を防止する。 

合併時に再

編する。 

ごみ集積所に関

すること 

40 

７９ 

・ごみ集積所の新設、廃止、移設

等の管理事務を行う。申請者：自

治会保健委員 

 

・ごみ集積所の新設、廃止、移設

等の管理事務を行う。申請者：大

平町地域環境美化推進員 

・ごみ集積所の新設、廃止、移設

等の管理事務を行う。申請者：自

治会長 

・ごみ集積所の新設、廃止、移設

等の管理事務を行う。申請者：自

治会長又は保健委員 

合併時は現

行のとおり

とし、合併

後に再編す

る。 

犬のトイレに関

すること 

41 

８２ 

該当なし ・犬のフンによる環境悪化を防ぐ

ため町内の６箇所に設置。回収は

環境美化監視員が週１回行う。 

 

 

該当なし 該当なし 合併時は現

行のとおり

とし、合併

後１年以内

に 再 編 す

る。 



 
事務事業名 現                       況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

霊柩車の運行に

関すること 

42 

８７ 

・斎場に付属して霊柩車を配置し

管理を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時に再

編する。 

大平町ごみ減量

協力店制度に関

すること 

43 

９３、９５ 

該当なし ・ごみ減量化、再生利用に積極的

に取り組む町内の小売店をごみ

減量協力店として認定し、その推

進を図る。 

該当なし 該当なし 合併時は現

行のとおり

とし、合併

後１年以内

に 再 編 す

る。 

美化活動（キャ

ンペーン）に関

すること 

44 

９６ 

・環境基本計画やごみのない美し

いまちづくり条例に基づき、美化

活動を行う。 

・美化重点期間の設定 

・「とちぎの環境美化県民運動」

にあわせて、美化活動を呼びかけ

る。 

・「とちぎの環境美化県民運動」

に合わせて、美化活動を行う。 

・強化月間を設定し、町全体で美

化活動を実施 

・渡良瀬遊水地及び渡良瀬川流域

の環境保全を目的とした美化活

動を関係市町等と共同で実施。 

・「とちぎの環境美化県民運動」

にあわせて、美化活動を行う。 

・「とちぎの環境美化県民運動」

に合わせて、美化活動を行う。 

 

合併時に再

編する。 

 



 
事務事業名 現                       況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

水質浄化装置に

関すること 
45 

９７ 

河川の水質を浄化するため、浄化

装置を設置し、維持管理をする。

 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとお

り新市に引

き継ぐ。 

環境美化啓発看

板に関すること

46 

９８ 

不法投棄防止や犬のふん防止の

看板を作成し、周知・啓発をする。

不法投棄防止の看板を作成し、周

知・啓発をする。 
不法投棄防止の看板を作成し、周

知・啓発をする。 
不法投棄防止の看板を作成し、周

知・啓発をする。 
看板のデザ

インや種類

を検討し、

合併時に再

編する。 

ごみステッカー

に関すること 
47 

９９ 

ごみ分別違反等ステッカーや視

覚障がい者用ステッカーにより、

ごみ出しルールの啓発や、福祉サ

ービス 

ごみ分別違反等ステッカーによ

りごみ出しルールの啓発 
ごみ分別違反等ステッカーによ

りごみ出しルールの啓発 
ごみ分別違反等ステッカーによ

りごみ出しルールの啓発 
合併時は現

行のとおり

とし、合併

後に再編す

る。 

 
 



様式２                  栃木地区合併協議会への報告（ランクＣ）        福祉部会 高齢福祉分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

老人短期入所運営
事業に関すること

１ 

４ 

高齢者が自宅で自立した生活

を送れるよう、養護老人ホーム等

へ短期間宿泊し、生活習慣等の指

導と支援を行う。 

 

【対象者】 

 一時的に自宅での生活が困難

で、日常生活に支障がある一人暮

らし高齢者等（介護保険の認定結

果により、対象外あり） 

 

 

 

 

【利用者負担】 

  １泊 1,730 円    

 

 

 

 

 

 

【サービス回数】 

  原則月７日以内 

【委託料】1日 4,230 円 

【委託先】 

栃木老人ホーム 

 高齢者が自宅で自立した生活

を送れるよう、養護老人ホーム等

へ短期間宿泊し援助者の代わり

に一時的に援助する。 

 

【対象者】 

①６５歳以上で著しい障害が

あるため、常時介護を必要と

する者 

②６５歳以上で障害があるた

め、日常生活に支障がある

者。 

介護保険のサービスが受けら

れる場合を除く。 

【利用者負担】 

  費用の１割 

  被保護世帯は、免除 

 

 

 

 

 

【サービス回数】 

  原則月７日以内 

【委託料】 

平成 19 年度実績 

230,400 円 

  

 高齢者が自宅で自立した生活

を送れるよう、要介護認定の結

果、非該当となった者に施設の短

期入所による生活管理指導を中

心に実施する。 

【対象要件】 

①要介護認定の結果、非該当と

なった者 

②引きこもりの防止・社会生活

への適応力の強化指導 

 

 

 

 

【利用者負担】 

  費用の 1 割    

 

 

 

 

 

 

【サービス回数】 

  原則月７日以内 

 

 

 平成１９年度実績なし 

 高齢者が自宅で自立した生活

を送れるよう、要介護認定の結

果、非該当となった者に施設の短

期入所による生活管理指導を中

心に実施する。 

【対象要件】 

①要介護認定の結果、非該当と

なった者 

②引きこもりの防止・社会生活

への適応力の強化指導 

 

 

 

 

【利用者負担】 

費用の 1割 

 

 

 

 

 

 

【サービス回数】 

原則月７日以内 

 

 

平成１９年度実績なし 

合併時に再編す
る。 



  

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

緊急通報装置給
付・貸与事業に関
すること 

２ 

８ 

 おおむね６５歳以上のひとり

暮らし高齢者等で設置を希望す

る者に対し、携帯用無線発信機

（ペンダント型）及び緊急通報用

装置を貸与する。 

 

【委託先】 

㈱アスク進共 

 

【利用料】 無料 

おおむね６５歳以上のひとり

暮らしの老人および重度身体障

害者に対し、利用者宅にセンサー

受信機を設置、センサーの反応に

対応して連絡対応をする。 

 

【委託先】 

安全センター㈱ 

㈱アスク進共 

【利用料】 無料 

 おおむね６５歳以上のひとり

暮らし高齢者等で設置を希望す

る者に対し、携帯用無線発信機

（ペンダント型）及び緊急通報用

装置を貸与する。 

 

【委託先】 

  安全センター㈱ 

 

【利用料】 無料  

おおむね６５歳以上のひとり

暮らし高齢者等で設置を希望す

る者に対し、緊急通報用装置を貸

与する。 

 

 

【委託先】 

 信和環境㈱ 

 

【利用料】 無料 

合併後に再編す
る。 

寝具洗濯乾燥消毒
サービス事業に関
すること 

３ 

１２ 

 在宅のひとり暮らしの老人等

が、寝具を洗濯・乾燥・消毒する

ことにより清潔で快適な生活が

過ごせるよう支援する。 

【概要】 

 ① 寝具洗濯サービス 

 ② 寝具類乾燥消毒サービス 

【対象者】 

・ 65 歳以上の単身高齢者又は

高齢者のみの世帯 

・ 身体障害者手帳 1・2 級の

者等であってひとり暮らし

の者 

【利用者負担】 

 ① 500 円 

 ② 350 円 

【サービス回数】 

① 年度に 1回 

② 年度に３回 

 在宅のねたきり状態にある者

等に対し、清潔で快適な生活を維

持するため、寝具の洗濯乾燥消毒

を行う。 

【概要】 

  寝具一式の洗濯・乾燥・消毒

 

【対象者】 

 ・ 高齢者のみの世帯に属する

65 歳以上の者 

・ 心身の障害及び傷病等によ

り寝たきりの状態にある者

等 

【利用者負担】 

 630 円 

 

【サービス回数】 

 年度２回まで 

在宅寝たきり高齢者の衛生管

理を目的に実施。 

 

 

【概要】 

寝具丸洗い乾燥サービス 

 

【対象者】 

 ・ 寝具の衛生管理が困難な

65 歳以上の高齢者のみの世

帯 

 ・ 心身の障害及び疾病等によ

り寝たきりの状態にある者 

【利用者負担】 

  無料 

 

【サービス回数】 

年３回以内 

 在宅寝たきり高齢者の寝具を

乾燥・消毒することにより、清潔

で快適な生活が過ごせるように

支援する。 

【概要】 

  寝具乾燥消毒サービ  ス  

 

【対象者】 

おおむね６５歳以上の寝た

きり老人等 

 

 

 

 

【利用者負担】 

  700 円 

 

【サービス回数】 

  年１回 

合併時に再編す
る。 

 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

成年後見制度利用
支援事業（市町長
申立）に関するこ
と 

４ 

１３ 

 成年後見等の申立を行い、ま

た、費用を助成することにより、

身寄りのない認知症高齢者の権

利を擁護する。 

【対象者】 

市長申立：身寄りのない認知症

高齢者 

 費用助成：市長申立により成

年後見人等が選任された場合に

おいて、助成を受けなければ制

度の利用が困難である者 

 成年後見等の申立を行い、ま

た、費用を助成することにより、

身寄りのない高齢者の権利を擁

護する。 

【対象者】 

 町長申立：身寄りのない高齢者

費用助成：町長申立により成年

後見人等が選任された場合にお

いて、助成を受けなければ制度の

利用が困難である者 

 成年後見等の申立を行い、ま

た、費用を助成することにより、

身寄りのない高齢者の権利を擁

護する。 

【対象者】 

 町長申立：身寄りのない高齢者

費用助成：町長申立により成年

後見人等が選任された場合にお

いて、助成を受けなければ制度の

利用が困難である者 

 成年後見等の申立を行い、ま

た、費用を助成することにより、

身寄りのない高齢者の権利を擁

護する。 

【対象者】 

 町長申立：身寄りのない高齢者

費用助成：町長申立により成年

後見人等が選任された場合にお

いて、助成を受けなければ制度の

利用が困難である者 

現行のとおりと
する。 



  

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

高齢者日常生活用
具給付等事業に関
すること 

５ 

１６ 

○在宅のひとり暮らしの要介護、

要援護高齢者に、日常生活用具

を給付し、日常生活の便宜を図

る。 

【対象品目】 

 ・給付用具 

   電磁調理器、歩行支援用

具、火災報知機、自動消火器、

補聴器、白内障眼鏡 

・貸与用具 

 老人用電話 

【対象者】 

 おおむね６５歳以上で、心身

機能の低下に伴い防火等の配

慮及び支援が必要なひとり暮

らし高齢者等 

【費用】 

 所得税課税世帯 

 応能負担 

 その他の世帯 無料  

 

 

 

○老人福祉車購入費の一部を助

成する。 

【対象者】 

 満 65 歳以上で、歩行に際し

杖等を必要とする者 

【助成額】 

  購入費の 2分の 1 

上限 4,000 円 

○在宅の重度障害児者（高齢者含

む）が、町の指定した用具をレ

ンタル利用した場合にレンタ

ル料の一部を補助する。 

【対象品目】 

  電動小型吸引機・特殊寝台・

じょく瘡予防用具 

【対象者】 

用具を使用することにより

日常生活の便宜が図られると

認めた者。 

【補助額】 

レンタル料の 10 分の 9。品目

により限度あり。 

○小型暖房器具購入費の一部を

助成する。 

【対象品目】 

電気のみを使った暖房器具 

【対象者】 

 65 歳以上の高齢者等 

【助成額】 

購入費の 2分の 1 

上限 7,500 円 

○老人福祉車購入費の一部を助

成する。 

【対象者】 

 65 歳以上の高齢者 

【助成額】 

購入費の 2分の 1 

上限 7,500 円 

○要援護高齢者及びひとり暮ら

し高齢者に、日常生活用具を給

付又は貸与し、日常生活の便宜

を図る。 

【対象品目】 

・給付用具 

   電磁調理器、火災報知器、

自動消火器 

 ・貸与用具 

 老人用電話 

【対象者】 

 おおむね６５歳以上で、心身

機能の低下に伴い防火等の配

慮及び支援が必要なひとり暮

らし高齢者等 

【費用】 

 所得税課税世帯 

 応能負担 

 その他の世帯 無料  

 

 

 

 

○老人福祉車購入費の一部を助

成する。 

【対象者】 

 満 70 歳以上で、歩行に際し

杖等を必要とする者 

【助成額】 

購入費の 2分の 1 

上限 6,000 円 

○おおむね６５歳以上で長期に

わたって臥床又はひとり暮ら

しの方に、日常生活用具を給付

し、日常生活の便宜を図る。 

【対象品目】 

 ・給付用具 

特殊寝台、マット レス、

火災警報器、自動消火器等 

・貸与用具 

   老人用電話等 

【対象者】 

 おおむね６５歳以上で、支

援が必要なひとり暮らし高齢

者等 

【費用】 

 所得税課税世帯 

 応能負担 

 その他の世帯 無料 

 

 

 

 

 

○老人福祉車購入費の一部を助

成する。 

【対象者】 

 65 歳以上で、歩行に際し杖

等を必要とする者 

【助成額】 

購入費の 2分の 1 

上限 3,000 円 

合併時に再編す
る。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

全国健康福祉祭出
場助成に関するこ
と 

６ 

２０ 

全国健康福祉祭（ねんりんピッ

ク）に出場した者について、壮行

金を助成する。 

20 年度実績 

5,000 円×12 名 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時に廃止す
る。 
 

シルバーハウジン
グ生活援助員派遣
事業に関すること

７ 

２１ 

 川原田市営住宅にある高齢者

世話付住宅(シルバーハウジン

グ)に居住する高齢者に対し、生

活援助員を派遣し、生活指導・相

談等のサービスを提供する。 

【費用負担】 

 所得税額に応じて負担あり。 

【委託先】 

 社会福祉法人 幸生会 

制度なし 

 

制度なし 

 

制度なし 現行のとおりと
する。 

老人福祉電話設置
事業に関すること

８ 

２２ 

高齢者日常生活用具給付等事

業に含まれる。 

 

 基本料金＋通話料 600 円を補

助 

 ひとり暮らし高齢者に対し、電

話基本料金を補助する。 

 要援護高齢者及びひとり暮ら

し高齢者に対し、老人用電話を貸

与する。 

 

 19 年度実績 なし 

 ひとり暮らし高齢者に対し、電

話基本料金を補助する。 

合併時に再編す
る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

高齢者実態調査に
関すること 

９ 

２４ 

 高齢者の生活実態を調査し、在

宅福祉事業の充実を図るための

基礎資料とする。 

【対象者】 

(1) ６５歳以上の高齢 者ひと

り暮らしの者 

(2) １人が６５歳以上，その他の

家族が７０歳以上の高齢者世

帯 

(3) 寝たきり又は認知症 

【実施主体】 

 栃木市・民生委員児 童委

員協議会  

※ 3 年に 1度全体調査 

 地域の高齢者の心身の状況お

よび家族等の生活実態を調査把

握する。 

【対象者】 

(1) ６５歳以上の高齢者ひとり

暮らしの者 

(2) 1 人が６５歳以上，その他

の家族が高齢者の世帯 

(3) 寝たきり又は認知症 

 

【実施主体】 

大平町・民生委員児童委員協

議会 

 地域の高齢者の心身の状況お

よび家族等の生活実態を調査把

握する。 

【対象者】 

(1) ６５歳以上の高齢者ひとり

暮らしの者 

(2) 1 人が６５歳以上，その他

の家族が高齢者の世帯 

(3) 寝たきり又は認知症  

 

【実施主体】 

藤岡町・民生委員児 童委員

協議会 

 地域の高齢者の心身の状況お

よび家族等の生活実態を調査把

握する。  

【対象者】 

  ６５歳以上の高齢者のいる世

帯    

 

 

 

 

【実施主体】 

都賀町・民生委員児童委員協議

会 

合併時は現行の
とおりとし、合
併後に再編す
る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

指定管理者関係事
務に関すること
（高齢福祉部門）

10 

２６ 

○栃木市老人福祉センター長寿

園 

指定管理者 

栃木市社会福祉協議会 

指定管理期間 

H21.4.1～H25.3.31 

指定管理料 

  198,317,863 円 

○栃木市老人福祉センター泉寿

園 

指定管理者 

栃木市社会福祉協議会 

指定管理期間 

 H21.4.1～H25.3.31 

指定管理料 

  129,223,733 円 

○栃木市老人福祉センター福寿

園 

指定管理者 

栃木市社会福祉協議会 

指定管理期間 

  H21.4.1～H25.3.31 

指定管理料 

    148,815,153 円 

○栃木市老人福祉センター大寿

園  

指定管理者 

  栃木市社会福祉協議会 

指定管理期間 

 H21.4.1～H22.3.31 

指定管理料 

    10,303,473 円 

○大平町高齢者デイサービスセ

ンター（まゆみ）        

指定管理者 

大平町社会福祉協議会 

指定管理期間 

  H21.4.1～H24.3.31 

指定管理料 

   290,000 円  

  

 

○藤岡町高齢者生きがいセンタ

ー 

指定管理者 

  藤岡町シルバー人材センタ

ー     

指定管理期間 

  H21.4.1～H25.3.31 

指定管理料 

   240,000 円 

○都賀町老人在宅介護支援セン

ター 

指定管理者 

都賀の里 

指定管理期間 

H21.4.1～H26.3.31 

指定管理料 

 無料 

○都賀町デイサービスセンター 

指定管理者 

都賀の里 

指定管理期間 

H21.4.1～H26.3.31 

指定管理料 

 無料 

現行のとおりと
する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

県シルバー大学校
に関すること 

11 

３０ 

① 広報紙にてシルバー大学校

学生の募集。 

② 入学希望者の取りまとめ、願

書提出等の支援を行う。 

① 広報紙にてシルバー大学校

学生の募集。 

② 入学希望者の取りまとめ、願

書提出等の支援を行う。 

① 広報紙にてシルバー大学校

学生の募集。 

② 入学希望者の取りまとめ、願

書提出等の支援を行う。 

① 広報紙にてシルバー大学校

学生の募集。 

② 入学希望者の取りまとめ、願

書提出等の支援を行う。 

現行のとおりと
する。 

シルバースポー
ツ・新スポーツ普
及に関すること 

12 

３１ 

 高齢者個々の体力にあったス

ポーツの普及を図る。 

【内容】 

 新スポーツの用具を貸し出す。

制度なし 

 

社会福祉協議会で備品貸出 

制度なし 制度なし 合併時に再編す
る。 
（社会福祉協議
会に移管できる
よう働きかけ
る。） 

シルバー作品展に
関すること 

13 

３４ 

 高齢者の各種作品を展示する

作品展を開催することにより、生

きがいを持って自ら活動できる

機会を提供し、社会活動参加の意

識を高める。 

・栃木市シルバー作品展開催 

 

高齢者の各種作品を展示する

作品展を開催することにより、生

きがいを持って自ら活動できる

機会を提供し、社会活動参加の意

識を高める。 

・町文化祭に出展 

・町健康福祉祭りに作品展 

 高齢者の各種作品を展示する

作品展を開催することにより、生

きがいを持って自ら活動できる

機会を提供し、社会活動参加の意

識を高める。 

・藤岡町文化祭に出展 

シルバー大学の同窓生が文化祭

に作品を展示している。 

合併時は現行の
とおりとし、合
併後に再編す
る。 

老人性白内障費用
助成に関すること

14 

３５ 

 老人性白内障の手術後の視力

矯正のため必要となる特殊眼鏡

又はコンタクトレンズの費用の

全部又は一部を助成する。 

 19 年度実績なし 

18 年 4 月 1日制度廃止 

 

制度なし 制度なし 合併時に廃止す
る。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

徘徊老人等関係業
務に関すること 

15 

３８ 

・徘徊等で警察に保護された高齢

者の身内への連絡調整 

・警察に保護されるまでの経緯調

査 

・必要に応じ施設の短期入所での

適用 

・徘徊老人 SOS 等、関係機関の連

絡調整 

・徘徊等で警察に保護された高齢

者の身内への連絡調整 

・警察に保護されるまでの経緯調

査 

・必要に応じ施設の短期入所での

適用 

・徘徊老人 SOS 等、関係機関の連

絡調整 

・徘徊等で警察に保護された高齢

者の身内への連絡調整 

・警察に保護されるまでの経緯調

査 

・必要に応じ施設の短期入所での

適用 

・徘徊老人 SOS 等、関係機関の連

絡調整 

・徘徊等で警察に保護された高齢

者の身内への連絡調整 

・警察に保護されるまでの経緯調

査 

・必要に応じ施設の短期入所での

適用 

・徘徊老人 SOS 等、関係機関の連

絡調整 

合併時に再編す
る。 

高齢者総合相談委
託事業に関するこ
と 

16 

３９ 

 市民相談室総合相談で対応 高齢者福祉相談員がいないた

め、課職員及び包括支援センター

職員が対応 

・社会福祉協議会へ委託 

 高齢者生活の全般の相談を聞

き取り、解決への糸口を見つける

事業 

 制度はなし 

制度なし 制度なし 合併時に再編す
る。 

 



  

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

いきいきデイサー
ビス事業に関する
こと 

17 

４０ 

17 年度廃止  デイサービスセンターにおい

て 、食事、入浴などの日常生活

上の支援等を行う。 

 

 

【対象者】 

日常生活に支障がある高齢

者（介護保険の認定結果が出て

いるものは対象外） 

【利用者負担】 

  費用の 1 割負担 

  被保護世帯は免除 

【サービス回数】 

 原則として１回／週 

 通所介護事業所に委託 

 高齢者が自宅で自立した生活

を送れるよう、介護保険制度とは

別に保健・福祉サービスを実施す

る。 

 

平成 19 年度実績なし 

制度なし 合併時に再編す
る。 

いきがいサロンに
関すること 

18 

４６ 

社会福祉協議会が独自に実施 社会福祉協議会が独自に実施 社会福祉協議会が独自に実施 ○いきいきサロン事業 

 高齢者等の身体機能の向上、教

養講座、趣味活動の場を提供し、

生活の助長、社会的孤独感の解消

または心身機能の維持向上等を

図る。 

【委託先】 

 都賀町社会福祉協議会 

【利用料】 １回 600 円 

合併時に再編す
る。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

介護サービス事
業者等の指導・
実地指導に関す
ること 

19 

７４ 

保険給付の適正化、サービスの

向上、不正給付に対する対応、地

域密着型サービス事業所の運営

状況の確認 

【対象】 

市内介護保険サービス事業

所 

保険給付の適正化、サービスの

向上、不正給付に対する対応、地

域密着型サービス事業所の運営

状況の確認 

【対象】 

町内介護保険サービス事業

所 

保険給付の適正化、サービスの

向上、不正給付に対する対応、地

域密着型サービス事業所の運営

状況の確認 

【対象】 

町内介護保険サービス事業

所 

保険給付の適正化、サービスの

向上、不正給付に対する対応、地

域密着型サービス事業所の運営

状況の確認 

【対象】 

町内介護保険サービス事業

所 

現行のとおり
とする。 

地域密着型サー
ビス事業所の指
定（更新）に関
すること 20 

７５ 

地域密着型（予防含む）サービ

ス事業所の指定。 

①地域密着型サービス事業所の

新規指定 

②地域密着型サービス事業所の

更新             

地域密着型（予防含む）サービ

ス事業所の指定。 

①地域密着型サービス事業所の

新規指定 

②地域密着型サービス事業所の

更新 

地域密着型（予防含む）サービ

ス事業所の指定。 

①地域密着型サービス事業所の

新規指定 

②地域密着型サービス事業所の

更新 

地域密着型（予防含む）サービ

ス事業所の指定。 

①地域密着型サービス事業所の

新規指定 

②地域密着型サービス事業所の

更新 

合併時に再編
する。 

社会福祉法人に
よる軽減に関す
ること 

21 

８４ 

生活困難な利用者に対し、社会

福祉法人の提供するサービスの

自己負担額の軽減を行う。 

【対象サービス】 

・（介護予防）訪問介護 

・（介護予防）通所介護 

・（介護予防）短期入所生活介護

・認知症対応型通所介護 

・小規模多機能型居宅介 護  

・介護福祉施設サービス（地域密

着含む） 

 生活困難な利用者に対し、社会

福祉法人の提供するサービスの

自己負担額の軽減を行う。 

【対象サービス】 

・（介護予防）訪問介護 

・（介護予防）通所介護 

・（介護予防）短期入所生活介護

・認知症対応型通所介護 

・小規模多機能型居宅介護  

・介護福祉施設サービス（地域密

着含む） 

 生活困難な利用者に対し、社会

福祉法人の提供するサービスの

自己負担額の軽減を行う。 

【対象サービス】 

・（介護予防）訪問介護 

・（介護予防）通所介護 

・（介護予防）短期入所生活介護

・認知症対応型通所介護 

・小規模多機能型居宅介護  

・介護福祉施設サービス（地域密

着含む） 

生活困難な利用者に対し、社会

福祉法人の提供するサービスの

自己負担額の軽減を行う。 

【対象サービス】 

・（介護予防）訪問介護 

・（介護予防）通所介護 

・（介護予防）短期入所生活介護

・認知症対応型通所介護 

・小規模多機能型居宅介護  

・介護福祉施設サービス（地域密

着含む） 

合併時に再編
する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

介護保険制度広

報に関すること 

22 

９５ 

 介護保険制度の内容を広く市

民に周知し、制度の円滑な運営を

図る。 

 

【内容】 

広報紙への記事掲載、介護保

険サービスのご案内の作成、出

前講座等への職員の派遣等 

 介護保険制度の内容を広く町

民に周知し、制度の円滑な運営を

図る。 

 

【内容】 

  広報紙への記事掲 載、介護

保険サービスのご案内の作成、

出前講座等への職員の派遣等 

介護保険制度の仕組みや内容

を町民に周知し、総合的な情報提

供を行う。 

 

【内容】 

  広報紙への記事掲 載、介護

保険サービス及び事業所等の

パンフレット作成等 

介護保険制度の内容を広く町

民に周知し、制度の円滑な運営を

図る。 

 

【内容】 

  広報紙への記事掲載、介護保

険サービスのご案内の作成等 

合併時は現行
のとおりとし、
平成２３年度
に再編する。 

介護支援専門員
連絡協議会に関
すること 

23 

１４８ 

要介護者等の立場に立った公

正・中立かつ適正な介護サービ

ス計画を策定するため、会員相互

の情報交換及び研修等を行うこ

とによりケアマネジャーの質の

向上を図る。 

要介護者等の立場に立った公

正・中立かつ適正な介護サービ

ス計画を策定するため、会員相互

の情報交換及び研修等を行うこ

とによりケアマネジャーの質の

向上を図る。 

町主催の研修会を実施 ケアマネジャーが、最も適切な

サービスを提供するため、保健、

福祉、医療等のネットワークの構

築を図り、質の高いケアプランや

予防プランの作成、サービス提供

を目指す。また、会員相互の情報

交換や連携･交流を深める。 

合併時に再編
するよう働き
かける。 

介護保険要介護
認定申請に関す
ること 

24 

１０４ 

 介護保険サービスの利用を希

望されている人に対し、現在の状

況を確認しながら介護認定申請

を受け付け、介護認定の仕組や介

護サービスの利用方法の説明を

行う。 

介護保険サービスの利用を希

望されている人に対し、現在の状

況を確認しながら介護認定申請

を受け付け、介護認定の仕組や介

護サービスの利用方法の説明を

行う。 

 介護保険サービスの利用を希

望されている人に対し、現在の状

況を確認しながら介護認定申請

を受け付け、介護認定の仕組や介

護サービスの利用方法の説明を

行う。 

 介護保険サービスの利用を希

望されている人に対し、現在の状

況を確認しながら介護認定申請

を受け付け、介護認定の仕組や介

護サービスの利用方法の説明を

行う。 

現行のとおり
とする。 

介護保険要介護
認定通知に関す
ること 25 

１０５ 

 介護認定の進捗状況や結果に

ついて通知する。 

【内容】 

  更新申請、延期、認定のお知

らせをする。 

 介護認定の進捗状況や結果に

ついて通知する。 

【内容】 

  更新申請、延期、認定のお知

らせをする。 

 介護認定の進捗状況や結果に

ついて通知する。 

【内容】 

  更新申請、延期、認定のお知

らせをする。 

 介護認定の進捗状況や結果に

ついて通知する。 

【内容】 

  更新申請、延期、認定のお知

らせをする。 

現行のとおり
とする。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

認定情報の開示
に関すること 

26 

１０６ 

 本人、介護支援専門員等からの

情報開示請求に認定調査票・主治

医意見書等を開示する。 

 

 

 ケアマネ協議会の複写機で複

写、無料 

 居宅介護支援事業者及び介護

保健施設からの情報開示請求に

認定調査票、1 次判定結果、受給

者台帳及び主治医意見書を開示

する。 

写しの交付 無料。 

ただし、郵送による交付に係る

実費は、申請人の負担 

 本人、介護支援専門員等からの

情報開示請求に認定調査票・主治

医意見書等を開示する。 

 

 

 町の複写機で複写、無料 

 本人、介護支援専門員等からの

情報開示請求に認定調査票・主治

医意見書等を開示する。 

 

 

要支援者の情報提供は無料 

要介護者の情報提供は有料（１枚

20 円） 

合併時に再編
する。 

主治医意見書に
関すること 

27 

１０９ 

 要介護認定申請に伴い、主治医

に対し被保険者の身体又は精神

上の障害の要因である疾病又は

負傷の状況等につき意見を求め

る。 

 要介護認定申請に伴い、主治医

に対し被保険者の身体又は精神

上の障害の要因である疾病又は

負傷の状況等につき意見を求め

る。 

 要介護認定申請に伴い、主治医

に対し被保険者の身体又は精神

上の障害の要因である疾病又は

負傷の状況等につき意見を求め

る。 

要介護認定申請に伴い、主治医に

対し被保険者の身体又は精神上

の障害の要因である疾病又は負

傷の状況等につき意見を求める。

現行のとおり
とする。 

介護保険訪問調
査に関すること

28 

１１１ 

【訪問調査員】 

 県の認定調査員研修を修了し

た、非常勤職員（８名）、看護師

（１名） 

【調査方法】 

①対象者全てにおいて、非常勤職

員が行う。市外近隣地は看護師

が行う。 

②市外遠方・県外については一

部、地域包括支援センター・居

宅介護支援事業者等に委託   

【訪問調査員】 

 県の認定調査員研修を修了し

た、非常勤職員（２名）、臨時職

員（１名） 

【調査方法】 

①対象者全てにおいて、介護保険

担当の常勤職員・臨時職員が行

う。 

②町外遠方・県外については一

部、地域包括支援センター・居

宅介護支援事業者等に委託 

【訪問調査員】 

県の認定調査員研修を修了し

た非常勤職員（３名） 

 

【調査方法】 

①対象者全てにおいて、非常勤職

員が行う。町外遠方について

は、保健師が行う。 

②件数が多くて対応しきれない

場合のみ、藤岡町社会福祉協議

会に委託 

【訪問調査員】 

 県の認定調査員研修を修了し

た職員（２名） 

 

【調査方法】 

①対象者全てにおいて、職員が行

う。町外近隣地も対応する。 

 

②町外遠方・県外については一

部、地域包括支援センター・居宅

介護支援事業者等に委託する。 

合併時に再編
する。 



  

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

介護認定審査会
に関すること 

29 

１１４ 

 要介護認定申請のあった被保

険者の状態を、調査結果、特記事

項、主治医意見書を基に審査す

る。 
【構成】 

・保健分野 １０人 
・医療分野 ２１人 
・福祉分野  ９人 
  計   ４０人 

【合議体】 
２０合議体(各合議体５名の

委員で編成）がそれぞれで行

う。 

 要介護認定申請のあった被保

険者の状態を、調査結果、特記事

項、主治医意見書を基に審査す

る。 

【構成】 

・保健分野  ６人 

・医療分野  ４人 

・福祉分野  ２人 

計   １２人 

【合議体】 

  ２合議体(各合議体５名の委

員で編成）がそれぞれで行う。

 要介護認定申請のあった被保

険者の状態を、調査結果、特記事

項、主治医意見書を基に審査す

る。 

【構成】 
・保健分野  ５人 
・医療分野  ５人 
・福祉分野  ３人 

計   １３人 
【合議体】 
  ２合議体(各合議体５名の委

員で編成）がそれぞれで行う。

 要介護認定申請のあった被保

険者の状態を、調査結果、特記事

項、主治医意見書を基に審査す

る。 

【構成】 

・保健分野  ２人 

・医療分野  ３人 

・福祉分野  ５人 

計   １０人 

【合議体】 

  ２合議体(各合議体５名の委

員で編成）がそれぞれで行う。

合併時に再編
する。 

介護保険資格取
得に関すること 

30 

７９ 

 第１号被保険者及び第２号被

保険者の資格の得喪を行う。 

毎月１・１５日頃、翌月６５歳

になる対象者に対して資格登録

を行い被保険者証を発行する。 

 第１号被保険者及び第２号被

保険者の資格の得喪を行う。 

毎月２５日頃、翌月６５歳にな

る対象者に対して資格登録を行

い被保険者証を発行する。 

 第１号被保険者及び第２号被

保険者の資格の得喪を行う。 

 毎月末頃、翌月６５歳になる対

象者に対して資格登録を行い被

保険者証を発行する。 

 第１号被保険者及び第２号被

保険者の資格の得喪を行う。 

毎月はじめに、翌月６５歳になる

対象者に対して資格登録を行い

被保険者証を発行する。 

合併時に再編
する。 

（他市町村）住
所地特例に関す
ること 31 

８０ 

 被保険者が、他市町村の介護保

険施設に入所して施設所在地に

住所を変更した場合に、市を引続

き保険者とする。 

 被保険者が、他市町村の介護保

険施設に入所して施設所在地に

住所を変更した場合に、町を引続

き保険者とする。 

 被保険者が、他市町村の介護保

険施設に入所して施設所在地に

住所を変更した場合に、町を引続

き保険者とする。 

 被保険者が、他市町村の介護保

険施設に入所して施設所在地に

住所を変更した場合に、町を引続

き保険者とする。 

合併時に再編
する。 

適用除外に関す
ること 

32 

８１ 

 介護保険被保険者が、障害者施

設等への入所により介護保険該

当とならない場合の資格管理を

行う。 

 介護保険被保険者が、障害者施

設等への入所により介護保険該

当とならない場合の資格管理を

行う。 

 介護保険被保険者が、障害者施

設等への入所により介護保険該

当とならない場合の資格管理を

行う。 

 介護保険被保険者が、障害者施

設等への入所により介護保険該

当とならない場合の資格管理を

行う。 

現行のとおり
とする。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

負担限度額認定
証に関すること

33 

８２ 

 非課税世帯等の者が施設に入

所する際に、食費・居住費（滞在

費）に限度額を設け、低所得者の

負担を軽減する。 

【対象】 

 介護保険施設入所者及び短期

入所サービス利用者 

 非課税世帯等の者が施設に入

所する際に、食費・居住費（滞在

費）に限度額を設け、低所得者の

負担を軽減する。 

【対象】 

 介護保険施設入所者及び短期

入所サービス利用者 

 非課税世帯等の者が施設に入

所する際に、食費・居住費（滞在

費）に限度額を設け、低所得者の

負担を軽減する。 

【対象】 

 介護保険施設入所者及び短期

入所サービス利用者 

 非課税世帯等の者が施設に入

所する際に、食費・居住費（滞在

費）に限度額を設け、低所得者の

負担を軽減する。 

【対象】 

 介護保険施設入所者及び短期

入所サービス利用者 

現行のとおり
とする。 

旧措置入所者に
関すること 

34 

８３ 

 介護保険法施行前に特養に入

所している者（旧措置入所者）に

対し、本人負担保険適用分、食費、

居住費の負担を軽減する。 

 介護保険法施行前に特養に入

所している者（旧措置入所者）に

対し、本人負担保険適用分、食費、

居住費の負担を軽減する。 

介護保険法施行前に特養に入

所している者（旧措置入所者）に

対し、本人負担保険適用分、食費、

居住費の負担を軽減する。 

 介護保険法施行前に特養に入

所している者（旧措置入所者）に

対し、本人負担保険適用分、食費、

居住費の負担を軽減する。 

合併時に再編
する。 

介護保険給付費
(居宅･施設)等
支払事務に関す
ること 

35 

８６ 

 栃木市が保険者となり、介護保

険事業者に対する審査支払事務

を、栃木県国民保険団体連合会に

委託して、支払業務を行う。 

 大平町が保険者となり、介護保

険事業者に対する審査支払事務

を、栃木県国民保険団体連合会に

委託して、支払業務を行う。 

 藤岡町が保険者となり、介護保

険事業者に対する審査支払事務

を、栃木県国民保険団体連合会に

委託して、支払業務を行う。 

 都賀町が保険者となり、介護保

険事業者に対する審査支払事務

を、栃木県国民保険団体連合会に

委託して、支払業務を行う。 

合併時に再編
する。 

介護給付費交付
金・補助金等に
関すること 

36 

８７ 

 介護給付費の財源である国庫

負担金、国庫財政調整交付金、県

負担金及び社会保険診療報酬支

払基金交付金について法定負担

分の交付申請を行う。また、翌年

度に過不足の精算を行う。 

 介護給付費の財源である国庫

負担金、国庫財政調整交付金、県

負担金及び社会保険診療報酬支

払基金交付金について法定負担

分の交付申請を行う。また、翌年

度に過不足の精算を行う。 

 介護給付費の財源である国庫

負担金、国庫財政調整交付金、県

負担金及び社会保険診療報酬支

払基金交付金について法定負担

分の交付申請を行う。また、翌年

度に過不足の精算を行う。 

 介護給付費の財源である国庫

負担金、国庫財政調整交付金、県

負担金及び社会保険診療報酬支

払基金交付金について法定負担

分の交付申請を行う。また、翌年

度に過不足の精算を行う。 

合併時に再編
する。 

 



  

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

自己作成居宅サ
ービス計画に関
すること 37 

８８ 

利用者自身及び家族が居宅介

護計画を作成する場合の給付管

理を行う。 

 

利用者自身及び家族が居宅介

護計画を作成する場合の給付管

理を行う。 

 

利用者自身及び家族が居宅介

護計画を作成する場合の給付管

理を行う。 

 

利用者自身及び家族が居宅介

護計画を作成する場合の給付管

理を行う。 

 

現行のとおり
とする。 

高額介護サービ
ス事業に関する
こと 38 

８９ 

 利用者負担が一定額を超えた

場合、高額介護サービス費又は高

額介護予防サービス費を支給す

る。    

 利用者負担が一定額を超えた

場合、高額介護サービス費又は高

額介護予防サービス費を支給す

る。 

 利用者負担が一定額を超えた

場合、高額介護サービス費又は高

額介護予防サービス費を支給す

る。  

 利用者負担が一定額を超えた

場合、高額介護サービス費又は高

額介護予防サービス費を支給す

る。  

現行のとおり
とする。 

福祉用具購入支
給に関すること

39 

９０ 

 居宅介護（介護予防）福祉用具

購入費の申請を受け、審査支払を

行う。 

 償還払い、受領委任払い。 

 居宅介護（介護予防）福祉用具

購入費の申請を受け、審査支払を

行う。 

 居宅介護（介護予防）福祉用具

購入費の申請を受け、審査支払を

行う。 

 居宅介護（介護予防）福祉用具

購入費の申請を受け、審査支払を

行う。 

 償還払い、受領委任払い。 

合併時に再編
する。 

住宅改修費支給
に関すること 

40 

９１ 

 居宅介護（介護予防）住宅改修

費の申請を受け、審査支払を行

う。 

 居宅介護（介護予防）住宅改修

費の申請を受け、審査支払を行

う。 

 居宅介護（介護予防）住宅改修

費の申請を受け、審査支払を行

う。 

 居宅介護（介護予防）住宅改修

費の申請を受け、審査支払を行

う。 

合併時に再編
する。 

介護サービス適
正化事業に関す
ること 

41 

９２ 

 介護サービスが本来の目的に

沿った形で提供され、高齢者の自

立支援に資するものとするため

に、国が定める適正化のメニュー

により、サービス内容及び介護費

用の適正化に取り組む。 

 ・介護給付費通知は年３回 

 介護サービスが本来の目的に

沿った形で提供され、高齢者の自

立支援に資するものとするため

に、国が定める適正化のメニュー

により、サービス内容及び介護費

用の適正化に取り組む。 

 ・介護給付費通知は年２回 

 介護サービスが本来の目的に

沿った形で提供され、高齢者の自

立支援に資するものとするため

に、国が定める適正化のメニュー

により、サービス内容及び介護費

用の適正化に取り組む。 

 ・介護給付費通知は年２回 

 介護サービスが本来の目的に

沿った形で提供され、高齢者の自

立支援に資するものとするため

に、国が定める適正化のメニュー

により、サービス内容及び介護費

用の適正化に取り組む。 

 ・介護給付費通知は年６回 

合併時に再編
する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

介護保険事業報
告に関すること42 

９３ 

 介護保険制度の改正等、厚生労

働省が行う検討資料とするため、

介護保険事業状況報告を提出す

る。 

 介護保険制度の改正等、厚生労

働省が行う検討資料とするため、

介護保険事業状況報告を提出す

る。 

 介護保険制度の改正等、厚生労

働省が行う検討資料とするため、

介護保険事業状況報告を提出す

る。 

 介護保険制度の改正等、厚生労

働省が行う検討資料とするため、

介護保険事業状況報告を提出す

る。 

現行のとおり
とする。 

介護保険料滞納
者に対する給付
制限に関するこ
と 

43 

９４ 

 介護保険料滞納者に対し、保険

給付の制限を行うことで、保険料

の納付を促すとともに納付して

いる者との公平を保つ。 

 ①滞納期間が１年以上 

②滞納期間が１年６か月以上 

③滞納期間が２年以上   

 介護保険料滞納者に対し、保険

給付の制限を行うことで、保険料

の納付を促すとともに納付して

いる者との公平を保つ。 

 ①滞納期間が１年以上 

②滞納期間が１年６か月以上 

③滞納期間が２年以上 

 介護保険料滞納者に対し、保険

給付の制限を行うことで、保険料

の納付を促すとともに納付して

いる者との公平を保つ。 

 ①滞納期間が１年以上 

②滞納期間が１年６か月以上 

③滞納期間が２年以上 

 介護保険料滞納者に対し、保険

給付の制限を行うことで、保険料

の納付を促すとともに納付して

いる者との公平を保つ。 

 ①滞納期間が１年以上 

②滞納期間が１年６か月以上 

③滞納期間が２年以上 

現行のとおり
とする。 

基準該当サービ
スに関すること

44 

９７ 

 国が基準該当サービスとして

認める、タクシー事業者が行う訪

問介護（乗降車介助）の事業所指

定を行う。 

制度なし 制度なし 制度なし 栃木市の例に
より合併時に
統合する。 

第三者行為に関
すること 

45 

９９ 

 交通事故等が本人以外の行為

によって発生し、保険者が保険給

付をした場合に、後日加害者等へ

求償する。 

 国保連合会へ委任 

 交通事故等が本人以外の行為

によって発生し、保険者が保険給

付をした場合に、後日加害者等へ

求償する。 

 国保連合会へ委任 

 交通事故等が本人以外の行為

によって発生し、保険者が保険給

付をした場合に、後日加害者等へ

求償する。 

 国保連合会へ委任 

 交通事故等が本人以外の行為

によって発生し、保険者が保険給

付をした場合に、後日加害者等へ

求償する。 

 国保連合会へ委任 

現行のとおり
とする。 

介護保険料滞納
対策に関するこ
と 

46 

１０２ 

介護保険料滞納者の自宅を訪

問し、実態を把握するとともに納

付を促す。 

  

【実施時期】 

 年末の一斉徴収に併せて実施 

 介護保険料滞納者の自宅を、徴

収担当課（税務課）と共同して訪

問し、実態を把握するとともに納

付を促す。 

【実施時期】 

 年末の一斉徴収に併せて実施 

 介護保険料滞納者の自宅を訪

問し、実態を把握するとともに納

付を促す。 

 

【実施時期】 

 一斉徴収等に併せて実施 

 介護保険料滞納者の自宅を、徴

収担当課（税務課）と共同して訪

問し、実態を把握するとともに納

付を促す。 

【実施時期】 

 年末の一斉徴収に併せて実施 

合併時に再編
する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

特定高齢者把握
事業に関するこ
と 

47 

１４９ 

 特定高齢者を把握し、要介護状

態等になることを予防するため、

特定健康診査、健診結果、訪問に

よる実態把握をもとに特定高齢

者の選定をする。 

特定高齢者を把握し、要介護状

態等になることを予防するため、

特定健康診査、健診結果、訪問に

よる実態把握をもとに特定高齢

者の選定をする。 

特定高齢者を把握し、要介護状

態等になることを予防するため、

特定健康診査、健診結果、訪問に

よる実態把握をもとに特定高齢

者の選定をする。 

特定高齢者を把握し、要介護状

態等になることを予防するため、

特定健康診査、健診結果、訪問に

よる実態把握をもとに特定高齢

者の選定をする。 

合併時は現行
のとおりとし、
平成２３年度
に再編する。 

特定高齢者介護
予防事業に関す
ること 

48
―
１ 

１５１ 

○運動器機能低下を予防し、特定

高齢者が要介護状態等になるこ

とを予防する。 

【概要】 

通所型集団継続教室を地域

包括支援センターが開催 

・実施回数 

 １コース５回 

各包括２コース程度 

 

○低栄養を予防し、特定高齢者が

要介護状態等になることを予防

する。 

【概要】 

通所型事業は未実施。訪問により

指導を行っている。 

 

 

○運動器機能低下を予防し、特定

高齢者が要介護状態等になるこ

とを予防する。 

【概要】 

  通所型集団継続教室を地域

包括支援センターが開催 

・実施回数 

  １コース２４回 

３コース実施 

・包括支援センターに委託 

○低栄養を予防し、特定高齢者が

要介護状態等になることを予防

する。 

【概要】 

 ・年間３教室実施 

  １教室６講座 

 ・包括支援センターに委託 

○運動器機能低下を予防し、特定

高齢者が要介護状態等になるこ

とを予防する。         

【概要】 

・実施回数 

１クール１２回 

３クール 

・エヌエスリンクに委託  

 

 

○低栄養を予防し、特定高齢者が

要介護状態等になることを予防

する。 

【概要】 

 ・実施回数 

 ３回１クール 

  ３クール実施 

 

○生活機能が低下している要支

援・要介護となるおそれのある特

定高齢者に、運動器の機能向上の

介護予防プログラムを提供する。

【概要】 

通所による集団教室を地域

包括支援センターが開催 

・実施回数 

 １コース１２回 

  ３クール 

○低栄養を予防し、特定高齢者が

要介護状態等になることを予防

する。  

【概要】 

集団による運動指 導と同

時開催。 

・地域包括支援センターが開催

合併時は現行
のとおりとし、
平成２３年度
に再編する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

48
―
２ 

 

○口腔機能の低下を早期に発見

し、要介護状態の発生を予防す

る。 

【概要】 

通所型集団継続教室として

開催 

・実施回数 

３回１コース 

各包括２回程度 

・地域包括支援センターが開催

○閉じこもり予防教室 

生活意欲の向上を図ると共に

社会参加を促すための教室を開

催 

【運営】 

・直営（地域包括支援センター）

・平成１９年度 

 開催回数 ９１回 

○口腔機能の低下を早期に発見

し、要介護状態の発生を予防す

る。 

【概要】 

通所型集団継続教室として

開催 

・実施回数 

 ３回１コース 

 ・包括支援センターに委託 

○傾聴ボランティア活動の導入 

 傾聴活動講座受講者がボラン

ティアグループを立ち上げ、個人

宅や施設等を訪問し傾聴活動を

実施 

地域包括支援センター担当の

高齢者相談等により情報収集し

対応 

○口腔機能の低下を早期に発見

し、要介護状態の発生を予防す

る。 

【概要】 

通所型集団継続教室として

開催 

・実施回数 

 ３回１クール 

  ３クール実施 

○介護予防計画において、必要時

プランに載せ、通所型介護予防教

室時対応している。 

 

○口腔機能の低下を早期に発見

し、要介護状態の発生を予防す

る。 

【概要】 

集団による運動指導 と同

時開催 

・実施回数 

 ３回１コース  

 ３クール 

・地域包括支援センターが開催

○閉じこもり、認知症及びうつ予

防･支援について専門の通所形態

のプログラムは作らず運動、栄

養、口腔機能のプログラムを活用

し活動･支援を行う。 

 

訪問型介護予防
事業に関するこ
と 

49 

１５５ 

 健康問題について訪問指導を

行なうことにより、生活機能の低

下防止と健康の保持増進を図る。

【概要】 

初回訪問は地域包括支援セ

ンター職員が、継続必要な者は

訪問看護指導員等が行う。 

・訪問回数 

 １回/１～２月 

 健康問題について訪問指導を

行なうことにより、生活機能の低

下防止と健康の保持増進を図る。

【概要】 

初回訪問は地域包括支援セ

ンター職員が、継続必要な者は

訪問看護指導員等が行う。 

・訪問回数 

  １回/１～２月 

 健康問題について訪問指導を

行なうことにより、生活機能の低

下防止と健康の保持増進を図る。

【概要】 

初回訪問は保健師が行い、必

要に応じて栄養士・歯科衛生士

と連携    

・訪問回数 

 １回/１～２月 

実施なし 合併時は現行
のとおりとし、
平成２３年度
に再編する。 

 

 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

特定高齢者フォ
ローアップ教室
に関すること 

50 

１５６ 

 特定高齢者(運動・口腔)とな

り、介護予防プログラムに参加し

終了した者を対象に、介護予防プ

ログラム継続のための通所型集

団の介護予防教室を開催する。 

・実施回数 

 １回／月程度  

 

 特定高齢者(運動・口腔)とな

り、介護予防プログラムに参加し

終了した者を対象に、介護予防プ

ログラム継続のための通所型集

団の介護予防教室を開催する。 

・実施回数 

 １回／月程度  

・包括支援センター委託 

一般高齢者対象介護予防事業

（運動）の転倒予防教室にて対応

Ｈ２１から実施予定 合併時は現行
のとおりとし、
平成２３年度
に再編する。 

国府地区高齢者
ネットワーク推
進会議に関する
こと 

51 

１６１ 

 国府地区に居住する高齢者の

福祉の向上を図るため、年数回会

議を開催し、地区内の関係機関が

協力し、課題について検討する。

該当なし 該当なし 該当なし 合併時は現行
のとおりとし、
平成２３年度
に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

一般高齢者介護
予防事業に関す
ること 

52 

１６２ 

○運動器の機能向上教室 

一般高齢者を対象とした運動

教室を開催する。 

【運営】 

・直営（地域包括支援センター）

・平成１９年度 

開催回数 ２６回 

○栄養改善教室 

 一般高齢者を対象とした栄養

改善教室を開催する。 

【運営】 

・直営（地域包括支援センター）

・平成１９年度 

開催回数 ９回 

○口腔機能向上教室 

 一般高齢者を対象とした口腔

機能向上教室を開催する。 

【運営】 

・直営（地域包括支援センター）

・平成１９年度 

開催回数 １７回 

○運動器の機能向上教室 

一般高齢者を対象とした運動教

室を開催する。 

【運営】 

・委託（地域包括支援センター）

・平成１９年度 

開催回数 ９４回 

○栄養改善教室 

 一般高齢者を対象とした栄養

改善教室を開催する。 

【運営】 

 ・委託（地域包括支援センター）

 ・平成１９年度 

  開催回数 ４回 

○口腔機能向上教室 

 一般高齢者を対象とした口腔

機能向上教室を開催する。 

【運営】 

・委託（地域包括支援センター）

・平成１９年度 

開催回数 ３回 

○転倒予防教室 

 一般高齢者を対象とした運動

教室を開催する。 

【運営】 

・直営（介護高齢係) 

・平成２０年度 

開催予定 １２回 

 

○栄養改善教室 

通所型介護予防教室の場で、一

般高齢者を対象とした栄養改善

教室扱いとして開催する。 

【運営】 

 ・直営（介護高齢係) 

 ・平成２０年度 

  開催予定 ９回 

○口腔機能向上教室 

通所型介護予防教室の場で、一

般高齢者を対象とした口腔機能

向上教室扱いとして開催する。 

【運営】 

・直営（介護高齢係) 

・平成２０年度 

 開催予定 ９回 

（３回１クール） 

○老人クラブ健康教室 

 一般高齢者を対象とした口腔

機能向上教室を開催する。 

【運営】 

 ・直営（介護高齢係) 

・平成２０年度 

  開催回数 ９回 

○介護予防「はつらつ教室」 

２回コースで、運動、栄養、口

腔等の内容で実施。 

 講話や実習により運動指導、栄

養指導、口腔指導を行なう。 

【運営】 

・直営（地域包括支援センター）

・２回コース 

・平成１９年度 

 開催回数 １５回 

合併時は現行
のとおりとし、
平成２３年度
に再編する。 

 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

高齢者の実態把
握に関すること

53 

１６５ 

 在宅高齢者の心身の健康状態

や生活状況の実態を把握する。 

【対象者】 

 在宅福祉サービスの新規利用

及び継続利用の方 

【方法】 

 訪問調査 

 在宅高齢者の心身の健康状態

や生活状況の実態を把握する。 

【対象者】 

 在宅福祉サービスの新規利用

及び継続利用の方 

【方法】 

 訪問調査 

 在宅高齢者の心身の健康状態

や生活状況の実態を把握する。 

【対象者】 

 ６５歳以上のみの単独および

夫婦等世帯 

【方法】 

 訪問調査 

町内居宅支援事業所２か所への

委託  

 地域の高齢者の心身や生活の

状況を把握し、業務に活用する。

 

 今年度は実施なし。 

 平成２１年度に実施予定 

合併時は現行
のとおりとし、
平成２３年度
に再編する。 

ネットワーク
（介護予防ボラ
ンティア養成講
座を含む）に関
すること 54 

１６６ 

地域における様々な活動の担

い手を育成するとともに、関係者

のネットワークの構築を図る。 

・平成１９年度 

 地域福祉講座 

  認知症サポーター養成講座 

 

 

【運営】 

  直営（地域包括支援センタ

ー) 

地域における様々な活動の担

い手を育成するとともに、関係者

のネットワークの構築を図る。 

・平成１９年度 

  ボランティア養成講座 

・平成２０年度 

  元気アップサポーター養成

講座 

【運営】 

  委託（地域包括支援センタ

ー) 

地域における様々な活動の担

い手を育成するとともに、関係者

のネットワークの構築を図る。 

地域における様々な活動の担

い手を育成するとともに、関係者

のネットワークの構築を図る。 

合併時に再編
する。 

権利擁護事業に
関すること 

55 

１６７ 

 地域福祉権利擁護事業、成年後

見制度などの権利擁護を目的と

するサービスや制度を活用する

など、ニーズに即した適切なサー

ビスや機関につなぎ、適切な支援

を提供することにより、高齢者の

生活の維持を図る。 

 地域福祉権利擁護事業、成年後

見制度などの権利擁護を目的と

するサービスや制度を活用する

など、ニーズに即した適切なサー

ビスや機関につなぎ、適切な支援

を提供することにより、高齢者の

生活の維持を図る。 

 地域福祉権利擁護事業、成年後

見制度などの権利擁護を目的と

するサービスや制度を活用する

など、ニーズに即した適切なサー

ビスや機関につなぎ、適切な支援

を提供することにより、高齢者の

生活の維持を図る。 

 地域福祉権利擁護事業、成年後

見制度などの権利擁護を目的と

するサービスや制度を活用する

など、ニーズに即した適切なサー

ビスや機関につなぎ、適切な支援

を提供することにより、高齢者の

生活の維持を図る。 

合併時に再編
する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

居宅介護予防計
画作成委託事業
に関すること 

56 

１６９ 

介護予防サービスの円滑な運

営を図るため事業所に計画作成

を委託する。 

【対象者】 

 介護予防支援事業委託契約事

業所（１年更新） 

介護予防サービスの円滑な運

営を図るため事業所に計画作成

を委託する。 

【対象者】 

 介護予防支援事業委託契約事

業所（１年更新） 

介護予防サービスの円滑な運

営を図るため事業所に計画作成

を委託する。 

【対象者】 

介護予防支援事業委託契約事

業所（１年更新） 

介護予防サービスの円滑な運

営を図るため事業所に計画作成

を委託する。 

【対象者】 

 介護予防支援事業委託契約事

業所（１年更新） 

現行のとおり
とする。 

 

 

 

 



様式２            栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）    福祉部会 社会福祉分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

特別障害者手当

等に関すること 

１ 

２０ 

①特別障害者手当 

【対象者】日常生活において常

時特別の介護を必要とする

20 歳以上の在宅重度障害者  

②障害児福祉手当 

【対象者】日常生活において常

時特別の介護を必要とする

20 歳未満の在宅重度障害児 

③福祉手当（経過措置） 

【対象者】20 歳以上の従前の福

祉手当受給者で、特別障害者

手当等又は障害基礎年金の支

給を受けることのできない障

害者で、引き続き支給要件に

該当する者 

【事務手順】 

①市は認定請求受付後、認定

する。 

②市は所得状況の調査を行

い、県へ報告 

③市は認定に基づき対象者に

手当を支給 

①特別障害者手当 

【対象者】日常生活において常

時特別の介護を必要とする

20 歳以上の在宅重度障害者  

②障害児福祉手当 

【対象者】日常生活において常

時特別の介護を必要とする

20 歳未満の在宅重度障害児 

③福祉手当（経過措置） 

【対象者】20 歳以上の従前の福

祉手当受給者で、特別障害者

手当等又は障害基礎年金の支

給を受けることのできない障

害者で、引き続き支給要件に

該当する者 

【事務手順】 

①町は認定請求受付後、県に

進達する。 

①特別障害者手当 

【対象者】日常生活において常

時特別の介護を必要とする

20 歳以上の在宅重度障害者  

②障害児福祉手当 

【対象者】日常生活において常

時特別の介護を必要とする

20 歳未満の在宅重度障害児 

③福祉手当（経過措置） 

【対象者】20 歳以上の従前の福

祉手当受給者で、特別障害者

手当等又は障害基礎年金の支

給を受けることのできない障

害者で、引き続き支給要件に

該当する者 

【事務手順】 

①町は認定請求受付後、県に

進達する。 

①特別障害者手当 

【対象者】日常生活において常

時特別の介護を必要とする20

歳以上の在宅重度障害者   

②障害児福祉手当 

【対象者】日常生活において常

時特別の介護を必要とする20

歳未満の在宅重度障害児 

③福祉手当（経過措置） 

【対象者】20 歳以上の従前の福

祉手当受給者で、特別障害者

手当等又は障害基礎年金の支

給を受けることのできない障

害者で、引き続き支給要件に

該当する者 

【事務手順】 

①町は認定請求受付後、県に

進達する。 

栃木市の例により

合併時に統合する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

心身障害者扶養

共済制度に関す

ること 

２ 

２２ 

①加入資格 

心身障がい児(者)の保護者

で、加入要件に該当するもの

②年金の給付 

加入者が死亡又は重度障が

いとなったとき、残された心

身障がい者に対して年金が支

払われる。 

③弔慰金の給付 

加入者よりも先に心身障が

い者が死亡したとき、弔慰金

が支払われる。 

①加入資格 

心身障がい児(者)の保護者

で、加入要件に該当するもの

②年金の給付 

加入者が死亡又は重度障が

いとなったとき、残された心

身障がい者に対して年金が支

払われる。 

③弔慰金の給付 

加入者よりも先に心身障が

い者が死亡したとき、弔慰金

が支払われる。 

①加入資格 

心身障がい児(者)の保護者

で、加入要件に該当するもの

②年金の給付 

加入者が死亡又は重度障が

いとなったとき、残された心

身障がい者に対して年金が支

払われる。 

③弔慰金の給付 

加入者よりも先に心身障が

い者が死亡したとき、弔慰金

が支払われる。 

①加入資格 

心身障がい児(者)の保護者

で、加入要件に該当するもの

②年金の給付 

加入者が死亡又は重度障が

いとなったとき、残された心

身障がい者に対して年金が支

払われる。 

③弔慰金の給付 

加入者よりも先に心身障が

い者が死亡したとき、弔慰金

が支払われる。 

現行のとおりとす

る。 

身体障害者手帳

交付事業に関す

ること ３ 

２３ 

①身体障害者福祉法に定める身

体障がい認定基準を満たす者

からの申請に基づき、県に進

達し、手帳の交付を受ける。

②身障法指定医の指定申請等が

あった場合には随時県へ進達

する。          

①身体障害者福祉法に定める身

体障がい認定基準を満たす者

からの申請に基づき、県に進

達し、手帳の交付を受ける。

②身障法指定医の指定申請等が

あった場合には随時県へ進達

する。 

①身体障害者福祉法に定める身

体障がい認定基準を満たす者

からの申請に基づき、県に進

達し、手帳の交付を受ける。

②身障法指定医の指定申請等が

あった場合には随時県へ進達

する。 

①身体障害者福祉法に定める身

体障がい認定基準を満たす者

からの申請に基づき、県に進

達し、手帳の交付を受ける。

②身障法指定医の指定申請等が

あった場合には随時県へ進達

する。 

現行のとおりとす

る。 

身体・知的関連証

明書発行事務に

関すること ４ 

２４ 

①自動車取得税、自動車税の減

免に必要な同一生計証明、常

介護証明 

②ＮＨＫ放送受信料の減免に必

要な証明書 

③有料高速道路通行料の割引に

必要な証明 

①自動車取得税、自動車税の減

免に必要な同一生計証明、常

介護証明 

②ＮＨＫ放送受信料の減免に必

要な証明書 

③有料高速道路通行料の割引に

必要な証明 

①自動車取得税、自動車税の減

免に必要な同一生計証明、常

介護証明 

②ＮＨＫ放送受信料の減免に必

要な証明書 

③有料高速道路通行料の割引に

必要な証明 

①自動車取得税、自動車税の減

免に必要な同一生計証明、常

介護証明 

②ＮＨＫ放送受信料の減免に必

要な証明書 

③有料高速道路通行料の割引に

必要な証明 

現行のとおりとす

る。 

療育手帳事務に

関すること ５ 

３７ 

概ね IQ70 未満の障害を有す
る者（重度:A 中軽度:B）から
の申請に基づき県に進達し、手
帳の交付を受ける。 

概ね IQ70 未満の障害を有す

る者（重度:A 中軽度:B）から

の申請に基づき県に進達し、手

帳の交付を受ける。 

概ね IQ70 未満の障害を有す

る者（重度:A 中軽度:B）から

の申請に基づき県に進達し、手

帳の交付を受ける。 

概ね IQ70 未満の障害を有す

る者（重度:A 中軽度:B）から

の申請に基づき県に進達し、手

帳の交付を受ける。 

現行のとおりとす

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

自立支援医療費

（精神通院）に関

すること 

６ 

４５ 

精神疾患による通院医療費の

90%を医療保険と公費で負担 

精神疾患で通院治療を受けて

いる者からの申請に基づき精神

保健福祉センターへ進達し、受

給者証と上限管理表の交付を受

ける。 

精神疾患による通院医療費の

90%を医療保険と公費で負担 

精神疾患で通院治療を受けて

いる者からの申請に基づき精神

保健福祉センターへ進達し、受

給者証と上限管理表の交付を受

ける。 

精神疾患による通院医療費の

90%を医療保険と公費で負担 

精神疾患で通院治療を受けて

いる者からの申請に基づき精神

保健福祉センターへ進達し、受

給者証と上限管理表の交付を受

ける。 

精神疾患による通院医療費の

90%を医療保険と公費で負担 

精神疾患で通院治療を受けて

いる者からの申請に基づき精神

保健福祉センターへ進達し、受

給者証と上限管理表の交付を受

ける。 

現行のとおりとす

る。 

精神障害者保健

福祉手帳に関す

ること 
７ 

４６ 

精神保健福祉センターにおい

て精神障害者と判定された者か

らの申請に基づき県へ進達し、

精神保健福祉センターで審査、

等級決定し、市が手帳交付する。

精神保健福祉センターにおい

て精神障害者と判定された者か

らの申請に基づき県へ進達し、

精神保健福祉センターで審査、

等級決定し、町が手帳交付する。

精神保健福祉センターにおい

て精神障害者と判定された者か

らの申請に基づき県へ進達し、

精神保健福祉センターで審査、

等級決定し、町が手帳交付する。

精神保健福祉センターにおい

て精神障害者と判定された者か

らの申請に基づき県へ進達し、

精神保健福祉センターで審査、

等級決定し、町が手帳交付する。

現行のとおりとす

る。 

療養介護医療費

及び基準該当療

養介護医療費に

関すること 
８ 

７４ 

 医療行為が必要な最重度の障

害者に対して、機能訓練、療養

上の管理、看護、医学的管理の

下における介護及び日常生活上

の世話を供与する。 

医療行為が必要な最重度の障

害者に対して、機能訓練、療養

上の管理、看護、医学的管理の

下における介護及び日常生活上

の世話を供与する。 

医療行為が必要な最重度の障

害者に対して、機能訓練、療養

上の管理、看護、医学的管理の

下における介護及び日常生活上

の世話を供与する。 

医療行為が必要な最重度の障

害者に対して、機能訓練、療養

上の管理、看護、医学的管理の

下における介護及び日常生活上

の世話を供与する。 

 

現行のとおりとす

る。 

精神障害者の医

療保護入院市、町

長同意に関する

こと 
９ 

８２ 

 保護義務者がいないか、又は

不明、いてもその義務を行う事

ができない場合、医療保護入院

に必要な保護義務者の同意を市

長が行う。 

保護義務者がいないか、又は

不明、いてもその義務を行う事

ができない場合、医療保護入院

に必要な保護義務者の同意を町

長が行う。 

保護義務者がいないか、又は

不明、いてもその義務を行う事

ができない場合、医療保護入院

に必要な保護義務者の同意を町

長が行う。 

保護義務者がいないか、又は

不明、いてもその義務を行う事

ができない場合、医療保護入院

に必要な保護義務者の同意を町

長が行う。 

現行のとおりとす

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

障害者自立支援

システムの運用

に関すること 

10 

８５ 

【管理内容】 

①障害程度区分認定情報 

②障害福祉サービス支給決定情

報 

③利用実績及び請求関係情報 

【処理内容】 

①支給決定処理 

②国保連連携処理 

【管理内容】 

①障害程度区分認定情報 

②障害福祉サービス支給決定情

報 

③利用実績及び請求関係情報 

【処理内容】 

①支給決定処理 

②国保連連携処理 

【管理内容】 

①障害程度区分認定情報 

②障害福祉サービス支給決定情

報 

③利用実績及び請求関係情報 

【処理内容】 

①支給決定処理 

②国保連連携処理 

【管理内容】 

①障害程度区分認定情報 

②障害福祉サービス支給決定情

報 

③利用実績及び請求関係情報 

【処理内容】 

①支給決定処理 

②国保連連携処理 

合併時に統合する。 

車椅子の貸し出

し事業に関する

こと 
11 

９６ 

車椅子を必要とする市民に、

車椅子の貸し出しを行う。 

・貸出し期間 １か月 

・利用料 無料 

・福祉事務所、社会福祉協議会

で実施 

社会福祉協議会で実施 車椅子を必要とする町民に、

車椅子の貸し出しを行う。 

・貸出し期間 ２か月 

・利用料 無料 

・窓口 社会福祉協議会で実施

社会福祉協議会で実施 合併時に再編する。 

（社会福祉協議会

に一元化する。） 

身障者用ごみス

テッカーの配布

に関すること 
12 

９７ 

ごみの分別が困難な視力障害

者のみの世帯に、分別を必要と

しない「ごみステッカー」を配

布する。 

・３か月分６０枚を交付 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合する。 

特定疾患者等ト

ータルサポート

事業に関するこ

と 
13 

１０６ 

相談員が特定疾患者の自宅を

訪問し、患者本人や家族から不

安や悩みなどの相談を受け、関

係機関と連携を図りながら各種

情報提供などの相談支援を行

う。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

福祉有償運送事

業に関すること 

14 

１１３ 

 市内において福祉有償運送の

実施を希望する法人がある場

合、県南福祉有償運送運営協議

会に自家用有償旅客運送の登録

申請のための運営協議会の開催

を依頼する。 

 町内において福祉有償運送の

実施を希望する法人がある場

合、県南福祉有償運送運営協議

会に自家用有償旅客運送の登録

申請のための運営協議会の開催

を依頼する。 

 町内において福祉有償運送の

実施を希望する法人がある場

合、県南福祉有償運送運営協議

会に自家用有償旅客運送の登録

申請のための運営協議会の開催

を依頼する。 

 町内において福祉有償運送の

実施を希望する法人がある場

合、県南福祉有償運送運営協議

会に自家用有償旅客運送の登録

申請のための運営協議会の開催

を依頼する 

現行のとおりとす

る。 

未就学児ことば

の教室の実施に

関すること 

15 

１１４ 

 栃木市、都賀町、西方町に居

住する原則として就学前で、こ

とばの発達に遅れ等がある幼児

の、 

①ことばの指導 

②ことばの相談 

を行う。 

 

町内に居住するおおむね５歳

から就学前までで、ことばの発

達に遅れ等がある幼児（知的障

害、発達障害は除く）の、 

①ことばの指導訓練 

②ことばの相談 

を行う。 

 

該当なし 町内に居住する就学前まで

で、ことばの発達に遅れ等があ

る幼児（知的障害、発達障害は

除く）の、 

①ことばの指導訓練 

②ことばの相談 

を行う 

 

合併時に再編する。 

障害者福祉計画

に関すること 

16 

１２３ 

現計画は平成 21 年度から 23

年度の障害福祉計画と、平成 21

年度から 27 年度の障害者計画

とからなっており、必要に応じ

て平成 24 年度に見直しを行う。

【策定年度】 

障害者計画 

平成２０年度 

障害福祉計画 

平成２０年度 

 現計画は平成 21 年度から 23

年度の障害福祉計画と、平成 19

年度から 23 年度の障害者計画

とからなっている。 

 

【策定年度】 

障害者計画 

平成１９年度 

障害福祉計画 

平成２０年度 

 現計画は平成 21 年度から 23

年度の障害福祉計画と、平成 21

年度から 26 年度の障害者計画

とからなっており、必要に応じ

て平成 24 年度に見直しを行う。

【策定年度】 

障害者計画 

平成２０年度 

障害福祉計画 

平成２０年度 

 現計画は平成 21 年度から 23

年度の障害福祉計画と、平成 21

年度から 26 年度の障害者計画

とからなっており、必要に応じ

て平成 24 年度に見直しを行う。

【策定年度】 

障害者計画 

平成２０年度 

障害福祉計画 

平成２０年度 

合併時は現行のと

おりとし、平成２３

年度に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

障害者相談員推

薦に関すること 

17 

１２４ 

障害者（児）の身近な問題に

ついて相談に応じるとともに関

係機関の業務への協力や地域活

動の中心になって活動する。 

市が推薦し、県が業務委託す

る。 

【身体障害者相談員】 

10 名 

【知的障害者相談員】 

8 名 

障害者（児）の身近な問題に

ついて相談に応じるとともに関

係機関の業務への協力や地域活

動の中心になって活動する。 

町が推薦し、県が業務委託す

る。 

【身体障害者相談員】 

3 名 

【知的障害者相談員】 

3 名 

障害者（児）の身近な問題に

ついて相談に応じるとともに関

係機関の業務への協力や地域活

動の中心になって活動する。 

町が相談員を推薦し､県が業

務委託する｡ 

【身体障害者相談員】 

2 名 

【知的障害者相談員】   

2 名 

障害者（児）の身近な問題に

ついて相談に応じるとともに関

係機関の業務への協力や地域活

動の中心になって活動する。 

町が推薦し､県が業務委託す

る｡ 

【身体障害者相談員】 

2 名 

【知的障害者相談員】   

2 名 

現行のとおりとす

る。 

巡回相談に関す

ること 

18 

１３６ 

心理職や言語聴覚士等の専門

職員が、保育園・幼稚園、小中

学校を巡回し、対応について配

慮が必要な子について、本人の

行動観察を行い、園や学校の職

員に対し対応方法や環境設定の

アドバイスを行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合する。 

障害者スポーツ

（交流、普及）に

関すること 19 

１３８ 

県スポーツ協会と共催し、年

一回、障害者スポーツ教室を開

催する。 

 町、町教育委員会、町社会福

祉協議会の３者共催。年一回、

講師を招き交流会を開催する。

 町社会福祉協議会、県スポー

ツ協会との共催。年一回、障害

者スポーツ教室を開催する。 

町身体障害者福祉会、心身障

害児（者）父母の会が年１回、

開催している。 

合併後に再編する。 

障害者スポーツ

大会参加に関す

ること 20 

１４０ 

全国障害者スポーツ大会及び

栃木県障害者スポーツ大会への

出場選手の推薦をし、栃木県障

害者スポーツ大会の際には、選

手団とともに大会へ参加する。

全国障害者スポーツ大会及び

栃木県障害者スポーツ大会への

出場選手の推薦をし、栃木県障

害者スポーツ大会の際には、選

手団とともに大会へ参加する。

 全国障害者スポーツ大会及び

栃木県障害者スポーツ大会への

出場選手の推薦をし、栃木県障

害者スポーツ大会の際には、選

手団とともに大会へ参加する。

全国障害者スポーツ大会及び

栃木県障害者スポーツ大会への

出場選手の推薦をし、栃木県障

害者スポーツ大会の際には、選

手団とともに大会へ参加する。

現行のとおりとす

る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

生活保護の事務

執行に関するこ

と 

21 

５１ 

 生活に困窮するすべての者

に対し、その困窮の程度に応

じ、必要な保護を行い、その最

低限度の生活を保障するとと

もに、その自立を助長する。 

【実施体制】 

福祉事務所長 

福祉サービス課長 

査察指導員(1 名) 

現業員(５名) 

嘱託医(一般１名、 

精神１名) 

面接相談員(１名) 

就労支援指導員（1名） 

経理事務員(１名) 

生活保護の申請受付をして下

都賀福祉事務所へ進達 

 

 

 

【下都賀福祉事務所の現業員】

西、東地区で１名 

南地区で０．５名 

    

生活保護の申請受付をして下

都賀福祉事務所へ進達 

 

 

 

【下都賀福祉事務所の現業員】

１名（別の町も担当してい

る）  

生活保護の申請受付をして下

都賀福祉事務所へ進達 

 

 

 

【下都賀福祉事務所の現業員】

合戦場、家中地区で０．３

名 

赤津地区で０．２名 

 

 

栃木市の例により合

併時に統合する。 

 

 

 

 

 
・現業員の標準数 

  市部…８０世帯に対

し１名 

  郡部…６５世帯に対

し１名 

・査察指導員 

  現業員７名に対し１

名 

 

 

生活保護業務電

算システムの管

理運用に関する

こと 

22 

８６ 

電算システムを導入し、生活保

護の保護費の認定、医療、介

護、経理事務の効率化を図る。

【導入機種】 

北日本コンピュータサービ

ス(株)生活保護電算システム 

下都賀福祉事務所において管

理運用を行っている。 

 

【導入機種】 

北日本コンピュータサー

ビス(株)生活保護電算シス

テム 

下都賀福祉事務所において管

理運用を行っている。 

 

【導入機種】 

北日本コンピュータサー

ビス(株)生活保護電算シス

テム 

下都賀福祉事務所において管

理運用を行っている。 

 

【導入機種】 

北日本コンピュータサー

ビス(株)生活保護電算シス

テム 

栃木市の例により合

併時に統合する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

戦傷病者等補装具

交付に関すること

23 

１２５ 

戦傷病者手帳を持つ戦争によ

り受傷・罹病した方の、その障

がいに対しての舗装具の支給・

修理の請求受付、交付(修理)事

務を行う。 

費用は、全額国庫負担 

戦傷病者手帳を持つ戦争によ

り受傷・罹病した方の、その障

がいに対しての舗装具の支給・

修理の請求受付、交付(修理)事

務を行う。 

費用は、全額国庫負担 

戦傷病者手帳を持つ戦争によ

り受傷・罹病した方の、その障

がいに対しての舗装具の支給・

修理の請求受付、交付(修理)事

務を行う。 

費用は、全額国庫負担 

戦傷病者手帳を持つ戦争によ

り受傷・罹病した方の、その障

がいに対しての舗装具の支給・

修理の請求受付、交付(修理)事

務を行う。 

費用は、全額国庫負担 

現行のとおりとす

る。 

災害救助法に関す

ること 

24 

１２６ 

災害に際して、国が地方公共

団体、日本赤十字社その他の団

体及び国民の協力の下に、応急

的に必要な援助を行い、被災者

の保護と社会の秩序の保全を図

る。 

災害に際して、国が地方公共

団体、日本赤十字社その他の団

体及び国民の協力の下に、応急

的に必要な援助を行い、被災者

の保護と社会の秩序の保全を図

る。 

災害に際して、国が地方公共

団体、日本赤十字社その他の団

体及び国民の協力の下に、応急

的に必要な援助を行い、被災者

の保護と社会の秩序の保全を図

る。 

災害に際して、国が地方公共

団体、日本赤十字社その他の団

体及び国民の協力の下に、応急

的に必要な援助を行い、被災者

の保護と社会の秩序の保全を図

る。 

現行のとおりとす

る。 

日本赤十字社関係

事務に関すること

25 

１２９ 

①日本赤十字社関係 

福祉事務所に栃木市地区を

設置している。 

栃木市地区会計として、社

員募集や献血推進のための費

用として執行している。 

②日赤社資 

  日本赤十字社の財源とし

て、年に 1 回、６月に社資募

集を行っている。 

寄付金として、一世帯３８

０円ずつ協力依頼をしてい

る。 

町社会福祉協議会 ①日本赤十字社関係 

藤岡町地区会計として、社

員募集や献血推進、災害時非

常食のための費用として執行

している。 

 

②日赤社資 

  日本赤十字社の財源とし

て、年に 1 回、５月に社資募

集を行っている。 

寄付金として、一世帯４０

０円ずつ協力依頼をしてい

る。 

町社会福祉協議会 合併時は現行のと

おりとし、合併後

２年以内に再編す

る。 

 



  

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

災害見舞金支給に

関すること 

26 

１３１ 

【災害弔慰金等】 

①災害弔慰金 

  自然災害により死亡した者

の遺族に支給 

②災害障害見舞金 

自然災害により精神又は身

体に著しい障害を受けた者に

支給 

③災害援護資金の貸付 

自然災害により被害を受け

た世帯の世帯主に貸付 

④その他 

  上記以外の火災等小災害に

より、り災した者及び死亡し

た場合はその遺族に支給 

【災害見舞金】 

  災害及び火災により、住居

又は家財の全部若しくは一部

を焼失或は滅失した場合に交

付 

【災害弔慰金等】 

①災害弔慰金 

  自然災害により死亡した遺

族に支給 

②災害障害見舞金 

自然災害により精神又は身

体に著しい障害を受けた者に

支給 

③災害援護資金の貸付 

自然災害により被害を受け

た世帯の世帯主に貸付 

 

 

 

 

【火災見舞金】 

火災にあって被害を受けた

世帯に対し、火災見舞金を交

付 

【災害弔慰金等】 

①災害弔慰金 

  自然災害により死亡した遺

族に支給 

②災害障害見舞金 

自然災害により精神又は身

体に著しい障害を受けた者に

支給 

③災害援護資金の貸付 

自然災害により被害を受け

た世帯の世帯主に貸付 

 
 

【災害弔慰金等】 

①災害弔慰金 

  自然災害により死亡した遺

族に支給 

②災害障害見舞金 

自然災害により精神又は身

体に著しい障害を受けた者に

支給 

③災害援護資金の貸付 

自然災害により被害を受け

た世帯の世帯主に貸付 

 

 

合併時に再編す

る。 

遺族会事務局に関

すること 

27 

１３２ 

栃木市遺族連合会事務局を運

営 

【主な行事等】 

①栃木市戦没者追悼式 

②全国・栃木県戦没者追悼式に

参加 

③錦着山護国神社慰霊祭 

④総会、理事会など 

大平町遺族会事務局を運営 

【主な行事等】 

①全国・栃木県戦没者追悼式に

参加 

②３地区慰霊祭 

③総会、理事会開催運営など 

※１９・２０年度と下都賀郡遺

族連合会事務局を担当 

藤岡町遺族会事務局を運営 

【主な行事等】 

①栃木県戦没者合同慰霊祭参加

②全国・栃木県戦没者追悼式に

参加 

③日帰り研修(年 1回) 

④総会、役員会など 

都賀町遺族会事務局を運営 

【主な行事等】 

①栃木県戦没者合同慰霊祭参加

②全国・栃木県戦没者追悼式に

参加 

③日帰り研修(年 1回) 

④総会、役員会など 

合併時は現行のと

おりとし、合併後、

新市において関係

団体と調整する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

戦傷病者援護に関

すること 

28 

１３３ 

国の事業の受付・進達等 

① 戦没者等の妻に対する特別

給付金 

② 戦傷病者等の妻に対する特

別給付金 

③ 戦没者父母等に対する特別

給付金 

④ 平和条約国籍離脱者である

戦没者遺族に対する弔慰金 

⑤ 戦没者等遺族特別弔慰金 

国の事業の受付・進達等 

① 戦没者等の妻に対する特別

給付金 

② 戦傷病者等の妻に対する特

別給付金 

③ 戦没者父母等に対する特別

給付金 

④ 平和条約国籍離脱者である

戦没者遺族に対する弔慰金 

⑤ 戦没者等遺族特別弔慰金 

国の事業の受付・進達等 

① 戦没者等の妻に対する特別

給付金 

② 戦傷病者等の妻に対する特

別給付金 

③ 戦没者父母等に対する特別

給付金 

④ 平和条約国籍離脱者である

戦没者遺族に対する弔慰金 

⑤ 戦没者等遺族特別弔慰金 

国の事業の受付・進達等 

① 戦没者等の妻に対する特別

給付金 

② 戦傷病者等の妻に対する特

別給付金 

③ 戦没者父母等に対する特別

給付金 

④ 平和条約国籍離脱者である

戦没者遺族に対する弔慰金 

⑤ 戦没者等遺族特別弔慰金 

現行のとおりとす

る。 

ひとり親家庭及び

寡婦自立促進計画

に関すること 
29 

１４６ 

ひとり親家庭及び寡婦の生活

安定と向上のための措置に関す

る基本的な方針に即し、計画を

策定し、自立促進の推進を図

る。 

【計画期間】 

 平成 20 年度～24 年度 
 

未策定 未策定 未策定 合併時は現行のと

おりとし、合併後、

平成２４年度策定

時に再編する。 

ホームレス対策に

関すること 

30 

５２ 

市内のホームレスの把握及び

相談援助活動を実施 
「ホームレスの実態に関する

全国調査」時に、町内巡回によ

る目視調査実施 

県からの文書照会があったと

きに町内をパトロールしてホー

ムレスの方がいるかどうかを調

査 

ホームレスの把握及び相談援

助活動を実施 
現行のとおりとす

る。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

行旅病人、行旅死

亡人に関すること
31 

９１ 

行旅病人及行旅死亡人取扱法

に基づき、行旅病人及び行旅死

亡人に対して必要な扶助を行

う。 

 

行旅病人及行旅死亡人取扱法

に基づき、行旅病人及び行旅死

亡人に対して必要な扶助を行

う。 

行旅病人及行旅死亡人取扱法

に基づき、行旅病人及び行旅死

亡人に対して必要な扶助を行

う。 

行旅病人及行旅死亡人取扱法

に基づき、行旅病人及び行旅死

亡人に対して必要な扶助を行

う。 

現行のとおりとす

る。 

行旅困窮者措置費

法外援助に関する

こと（行旅人） 

32 

９２ 

所持金のない旅行者等に対し

電車の切符を現物支給する。 

 JR両毛線 

…小山駅・足利駅 

東武日光線 

…新鹿沼駅・幸手駅 

東武宇都宮線 

…東武宇都宮駅 

町社会福祉協議会で実施 

行旅貧困者へ食糧の支給を行

う。（現金支給は行わない） 

 

※旅行者に対する交通費支給は

H11.4 月廃止 

該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合す

る。 

 



様式２         栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）    福祉部会 児童福祉分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

母子寡婦福祉貸付

金に関すること １ 

１５ 

母子寡婦福祉資金貸付金の申

請に際し面接調査・調書作成を

行い県に進達する。 

母子寡婦福祉資金貸付金の申

請を受け付け、県に進達する。 

母子寡婦福祉資金貸付金の申

請を受け付け、県に進達する。

母子寡婦福祉資金貸付金の申

請を受け付け、県に進達する。 

栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

婦人保護事業・婦人

相談業務に関する

こと ２ 

１６ 

婦人相談員 1 名を配置し、夫

の暴力や離婚問題等で悩んでい

る女性への相談・指導・援助を

行う。 

夫の暴力や離婚問題等で悩ん

でいる女性への相談の窓口とな

り、県と連携協力して行う。 

夫の暴力や離婚問題等で悩ん

でいる女性への相談の窓口とな

り、県と連携協力して行う。 

夫の暴力や離婚問題等で悩ん

でいる女性への相談の窓口とな

り、県と連携協力して行う。 

栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

母子生活支援施設

への保護及びこれ

に関すること 
３ 

１９ 

援護が必要な母子を、母子生

活支援施設に委託入所させ、保

護と支援を行う。 

県（県南健康福祉センター）

と連携をとりながら支援 

県（県南健康福祉センター）

と連携をとりながら支援 

県（県南健康福祉センター）

と連携をとりながら支援 

栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

家庭児童相談室に

関すること 
４ 

２１ 

家庭福祉に関する相談業務を

行う。 

・家庭相談員２名 

・社会福祉主事 

県（県南健康福祉センター）

と連携をとりながら支援 

県（県南健康福祉センター）

と連携をとりながら支援 

県（県南健康福祉センター）

と連携をとりながら支援 

栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

母子自立支援に関

すること 
５ 

２４ 

母子自立支援員 1 名を配置

し、母子･寡婦に自立に必要な情

報提供・相談指導等の支援を行

う。 

県（県南健康福祉センター）

と連携をとりながら支援 

県（県南健康福祉センター）

と連携をとりながら支援 

県（県南健康福祉センター）

と連携をとりながら支援 

栃木市の例に

より合併時に

統合する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

児童手当管理シス

テムに関すること 
６ 

２７ 

受給者の情報等の照会を即時

に行い窓口処理を省力化し,事

務作業の軽減を図る。 

受給者の情報等の照会を即時

に行い窓口処理を省力化し,事

務作業の軽減を図る。 

受給者の情報等の照会を即時

に行い窓口処理を省力化し,事

務作業の軽減を図る。 

受給者の情報等の照会を即時

に行い窓口処理を省力化し,事

務作業の軽減を図る。 

現行のとおり

とする。 

児童扶養手当管理

システムに関する

こと ７ 

２８ 

受給者の情報等の照会を即時

に行い窓口処理を省力化し,事

務作業の軽減を図る。 

システムなし システムなし システムなし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

育児支援家庭訪問

事業に関すること 
８ 

３１ 

育児支援員 2 名を配置し虐待

防止対策として児童の養育に支

援が必要な家庭に訪問等の支援

を行う。 

虐待防止対策として児童の養

育に支援が必要な家庭に、保健

師による訪問等の支援を行う。 

補助事業の該当なし 補助事業の該当なし 

 

栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

児童福祉の現業に

関すること 
９ 

３２ 

援護、育成等の措置を要する

もの等に面接し、保護等の措置

の必要の有無を判断し、指導を

行う。 

県（県南健康福祉センター）

と連携をとりながら支援 

県（県南健康福祉センター）

と連携をとりながら支援 

県（県南健康福祉センター）

と連携をとりながら支援 

栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

民間保育所運営委

託に関すること 
10 

４５ 

保育の実施を委託している民

間保育所の児童に係る運営費を

支払う。 

保育の実施を委託している民

間保育所の児童に係る運営費を

支払う。 

該当なし 該当なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

保育所入・退所事務

に関すること 
11 

４８ 

保育所の入所申請は、年度当

初と随時入所があり、保護者の

家庭の状況により、随時受け付

ける。 

保育所の入所申請は、年度当

初と随時入所があり、保護者の

家庭の状況により、随時受け付

ける。 

保育所の入所申請は、年度当

初と随時入所があり、保護者の

家庭の状況により、随時受け付

ける。 

保育所の入所申請は、年度当

初と随時入所があり、保護者の

家庭の状況により、随時受け付

ける。 

現行のとおり

とする。 

乳幼児健康支援一

時預り事業に関す

ること 12 

４９ 

病気回復期等にあり集団保育

が困難な場合に、保育サービス

を提供し、就労と子育て両立を

支援する。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

災害共済に関する

こと 13 

５３ 

保育所の管理下で児童の災害

が発生したときに災害共済給付

を行う。 

保育所の管理下で児童の災害

が発生したときに災害共済給付

を行う。 

保育所の管理下で児童の災害

が発生したときに災害共済給付

を行う。 

保育所の管理下で児童の災害

が発生したときに災害共済給付

を行う。 

現行のとおり

とする。 

 

里親に関すること 

14 

６３ 

里親認定等の申請を受け付

け、面接、実地調査の後、福祉

事務所長としての意見書を作成

し県へ進達 

里親認定等の申請を受け付

け、県へ進達 

里親認定等の申請を受け付

け、県へ進達 

里親認定等の申請を受け付

け、県へ進達 

栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

保育所広域入所に

関すること 
15 

７２ 

保育の実施を委託している市

外保育所の児童に係る運営費を

支払う。 

保育の実施を委託している町

外保育所の児童に係る運営費を

支払う。 

保育の実施を委託している町

外保育所の児童に係る運営費を

支払う。 

保育の実施を委託している町

外保育所の児童に係る運営費を

支払う。 

現行のとおり

とする。 



様式２          栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）     福祉部会 保健分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

犬猫の適正飼育

に関すること 

１ 

２６ 

犬、猫の適正飼育に関する啓発

等を行う。 

・チラシの配布 

・広報紙への掲載 

・看板の配布（希望者） 

・苦情、相談等の受付及び現場対

応 

犬、猫の適正飼育に関する啓発

等を行う。 

・チラシの配布 

・広報紙への掲載 

・看板の配布（希望者） 

・苦情、相談等の受付及び現場対

応 

犬、猫の適正飼育に関する啓発

等を行う。 

・チラシの配布 

・広報紙への掲載 

・看板の配布（希望者） 

・苦情、相談等の受付及び現場対

応 

犬、猫の適正飼育に関する啓発

等を行う。 

・チラシの配布 

・広報紙への掲載 

・看板の配布（希望者） 

・苦情、相談等の受付及び現場対

応 

合併時に再編

する。 

献血事業に関す

ること 
２ 

１１１ 

【実施回数等】 

 年間延べ２２回 

（職員対象３回、各地区献血会

等分１９回） 

【場所】 

市本庁舎及び各献血会場敷地 

【実施回数等】 

 年３回 

（主に町職員を対象に実施)  

 

【場所】 

プラッツおおひら 

【実施回数等】 

 年３回 

 

 

【場所】 

 藤岡町総合文化センター 

【実施回数等】 

 年３回 

（主に町職員を対象に実施 

 

【場所】 

 町本庁舎敷地 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 

 

地域健康センタ

ー連絡協議会に

関すること 
３ 

２２５ 

加入していない。 施設の適正な運営と地域保健

事業の向上を図るとともに、全国

保健センター連合会栃木県支部

として全国的な連携のもとに保

健センター等の機能を高めるた

め、相互の連絡協調を密にし、事

業の円滑なる推進に寄与する。 

加入していない。 

(保健センターがないため) 

施設の適正な運営と地域保健

事業の向上を図るとともに、全国

保健センター連合会栃木県支部

として全国的な連携のもとに保

健センター等の機能を高めるた

め、相互の連絡協調を蜜にし、事

業の円滑なる推進に寄与する。 

合併時に新市

において加入

する。 

自動体外式除細

動器（AED）に関

すること 

４ 

１５５ 

設置済台数 ５６台 

【設置】 健康増進課(買取) 

【管理】 健康増進課、 

H23 年度から各施設

【管理台帳】  

健康増進課で一括 

設置済台数 １２台 

【設置】 各施設（買取） 

【管理】 各施設 

設置済台数 １０台 

【設置】 各施設(リース) 

【管理】 各施設 

設置済台数 ８台 

【設置】 総務課（リース) 

【管理】 総務課 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

小児救急医療に

関すること 

５ 

１４ 

日曜日の夜間、初期小児救急医

療を受けられるよう、診療を行

う。（１市４町（栃木市、大平町、

藤岡町、都賀町、岩舟町）で実施。

栃木市が契約） 

【診療時間】 

午後７時～午後９時 

【委託契約】 

とちの木病院 

【執務医師】 

栃木市内小児科医の輪番 

日曜日の夜間、初期小児救急医

療を受けられるよう、診療を行

う。（１市４町で実施。栃木市が

契約） 

日曜日の夜間、初期小児救急医

療を受けられるよう、診療を行

う。（１市４町で実施。栃木市が

契約） 

 

日曜日の夜間、初期小児救急医

療を受けられるよう、診療を行

う。（１市４町で実施。栃木市が

契約） 

 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に調整

する。 

健康まつりに関

すること 

６ 

４ 

○市民健康まつり 

市民の健康づくりを推進する

ため種々の事業を行い、市民の健

康の向上に寄与するため開催す

る。 

・健康ポスター公募及び展示 

○健康福祉まつり 

積極的な健康づくりを推進す

るため開催する。 

 

 

・健康ポスター公募及び展示 

○ふくしまつり 

ふくしまつりに健康増進課と

して参加している。 

 

 

・健康ポスター公募及び展示な

し 

○まるまるまるごとつがまつり 

まるまるまるごとつがまつり

に保健福祉課も参加している。 

・健康ポスター公募及び展示な

し 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 

保健センター運

営に関すること

７ 

２３４ 

○栃木市保健福祉センター 

【開設年月日】 

平成 4年 3月 30 日

【管理運営】市直営 

【事業概要】 

  健康づくりの推進及び福祉

の増進を図る。 

○大平町健康福祉センター(ゆう

ゆうプラザ) 

【開設年月日】 

平成 14 年 11 月 6 日

【管理運営】指定管理者 

【事業概要】 

  健康づくりの推進及び福祉

の増進を図る。（複合施設） 

平成 23 年 3月開設予定 ○都賀町保健センター 

 

【開設年月日】 

昭和 59 年 4月 1日 

【管理運営】町直営 

【事業概要】 

  総合的な保健衛生の向上及

び健康づくりの推進を図る。 

現行のとおり

とする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

健康管理調査に

関すること 

８ 

１２８ 

対象者の把握と未受診理由の

調査 

【対象者】 

40 歳になる者 

国保：特定健診、がん 

社保等：がん 

30 歳…若年者健診、 

     女がん 

【方法】 

郵送にて送付・回収 

実施なし 対象者の把握と未受診理由の

調査 

【対象者】 

40 歳以上の者 

国保：特定健診、がん 

社保等：がん 

 20～39 歳…ヤング健診、女が

ん、骨(女性) 

【方法】 

郵送にて返送 

対象者の把握と未受診理由の

調査 

【対象者】 

40 歳以上の者 

国保：特定健診、がん 

社保等：特定検診、がん 

 

 

【方法】 

地区保健委員により手渡し・回

収 

合併時に再編

する。 

感染症予防に関

すること ９ 

１２３ 

感染症についての正しい知識

と予防の啓発 

・広報やホームページ等で啓発

する。 

感染症についての正しい知識

と予防の啓発 

・広報やホームページ等で啓発

する。 

感染症についての正しい知識

と予防の啓発 

・広報やホームページ等で啓発

する。 

感染症についての正しい知識

と予防の啓発 

・広報やホームページ等で啓発

する。 

現行のとおり

とする。 

予防接種事故処

理補助金に関す

ること 10 

１９６ 

定期の予防接種に起因する健

康被害者に補償費の支払い等を

行う。 

＊該当者１名 

＊該当者なし ＊該当者なし ＊該当者なし 現行のとおり

とする。 

予防接種事故賠

償に関すること

11 

１９７ 

予防接種に起因する健康被害

が発生した場合、補償について対

応をする 

①定期の予防接種の場合 

  厚生労働大臣が認定、市長が

法の規定に基づき医療費等の

給付を行う。 

②定期外（行政措置）の予防接種

の場合 

・ 市予防接種事故災害補償規則

に基づき対応 

・ 栃木市予防接種委員会で対応

・ 「全国市長会」予防接種事故

賠償補償保険で補償費用のて

ん補 

予防接種に起因する健康被害

が発生した場合、補償について対

応をする 

①定期の予防接種の場合 

  厚生労働大臣が認定、市長が

法の規定に基づき医療費等の

給付を行う。 

②定期外(行政措置)の予防接種

の場合 

・ 町予防接種事故災害補償規則

に基づき対応 

・ 大平町予防接種健康被害調査

委員会で対応 

・ 「全国町村長会」予防接種事

故賠償補償保険で補償費用の

てん補 

予防接種に起因する健康被害

が発生した場合、補償について対

応をする 

①定期の予防接種の場合 

  厚生労働大臣が認定、市長が

法の規定に基づき医療費等の

給付を行う。 

②定期外(行政措置)の予防接種

の場合 

・ 町予防接種事故災害補償規則

に基づき対応 

・ 藤岡町予防接種健康被害調査

委員会で対応 

・ 「全国町村長会」予防接種事

故賠償補償保険で補償費用の

てん補 

予防接種に起因する健康被害

が発生した場合、補償について対

応をする 

①定期の予防接種の場合 

  厚生労働大臣が認定、市長が

法の規定に基づき医療費等の

給付を行う。 

②定期外(行政措置)の予防接種

の場合 

・ 町予防接種事故災害補償規則

に基づき対応 

・ 都賀町予防接種委員会で対応 

・ 「全国町村長会」予防接種事

故賠償補償保険で補償費用の

てん補 

合併時に統合

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

予防接種嘱託医

の委嘱に関する

こと 12 

１９９ 

予防接種を行う医師に市長が

委嘱・告示を行う。 

・ 医師に協力確認後、承諾書と

委任状をもらう。 

・ 医師会の推薦により、委嘱状

の交付。 

予防接種を行う医師に町長が

委嘱・告示を行う。 

・ 医師に協力確認後、承諾書と

委任状をもらう。 

・ 医師会の推薦により、委嘱状

の交付 

予防接種を行う医師に町長が

委嘱・告示を行う。 

・ 医師に協力確認後、承諾書と

委任状をもらう。 

・ 医師会の推薦により、委嘱状

の交付 

予防接種を行う医師に町長が

委嘱・告示を行う。 

・ 医師に協力確認後、承諾書と

委任状をもらう。 

・ 医師会の推薦により、委嘱状

の交付 

現行のとおり

とする。 

医師・看護師等

の賠償保険に関

すること 

13 

２３１ 

市事業において公務で医療活

動する医師及び業務従事者等に

付する傷害保険 

①公務で医療活動中の医師に付

する傷害保険 

②課事業従事者(看護師、助産師、

歯科衛生士等)に付する傷害保

険 

 

 

③医師賠償責任保険 

  (一般医、歯科医)

④予防接種ワクチン動産総合保

険 

町事業において公務で医療活

動する医師及び業務従事者等に

付する傷害保険 

①公務で医療活動中の医師、看護

師、補助者に付する傷害保険 

②該当あり 

  ①に含まれる 

 

 

 

③医師賠償責任保険 

  (一般医、歯科医)

④該当なし 

町事業において公務で医療活

動する医師及び業務従事者等に

付する傷害保険 

①健診等に来る医師の交通傷害

保険 

②-1 課事業従事者(看護 師、保

健師、栄養等)に付する傷

害保険 

②-2 課事業従事者(衛生士、保育

士等)に付する傷害保険 

③該当なし 

 

④該当なし 

町事業において公務で医療活

動する医師及び業務従事者等に

付する傷害保険 

①公務で医療活動中の医師に付

する傷害保険 

②課事業従事者(看護師)に付す

る傷害保険 

 

 

 

③該当なし 

 

④該当なし 

合併時に再編

する。 

乳幼児健康診査

に関すること 

14 

４４ 

①乳児健康診査 

②1歳 6か月健康診査 

③3歳児健康診査  

④2歳児歯科検診 

①乳児健康診査 

②1歳 6か月健康診査 

③3歳児健康診査  

④2歳児歯科検診 

①乳児健康診査 

②1歳 6か月健康診査 

③3歳児健康診査  

④2歳児歯科検診 

①乳児健康診査 

②1歳 6か月健康診査 

③3歳児健康診査  

④2歳児歯科検診 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後２

年を目途に再

編する。ただ

し、健診月齢

については、

合併時に統一

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

フッ素塗布事業

に関すること 

15 

１０７ 

歯の衛生週間の一環として、歯

質の強化とう歯予防への意識の

高揚を図り、口腔衛生思想を高め

る。 

【対象児】１市５町（栃木市、大

平町、藤岡町、都賀町、岩舟町、

壬生町）の小学１年生と未就学

の年長児 

歯の衛生週間の一環として、歯

質の強化とう歯予防への意識の

高揚を図り、口腔衛生思想を高め

る。 

【対象児】１市５町（栃木市、大

平町、藤岡町、都賀町、岩舟町、

壬生町）の小学１年生と未就学

の年長児 

歯の衛生週間の一環として、歯

質の強化とう歯予防への意識の

高揚を図り、口腔衛生思想を高め

る。 

【対象児】１市５町（栃木市、大

平町、藤岡町、都賀町、岩舟町、

壬生町）の小学１年生と未就学

の年長児 

歯の衛生週間の一環として、歯

質の強化とう歯予防への意識の

高揚を図り、口腔衛生思想を高め

る。 

【対象児】１市５町（栃木市、大

平町、藤岡町、都賀町、岩舟町、

壬生町）の小学１年生と未就学

の年長児 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

調整する。 

母子健康手帳交

付に関すること16 

３１ 

市内在住の妊婦に対し母子健

康手帳を交付する。 

・交付数（H19）644 冊 

・交付窓口 健康増進課 

町内在住の妊婦に対し母子健

康手帳を交付する。 

・交付数（H19）279 冊 

・交付窓口 生活環境課 

町内在住の妊婦に対し母子健

康手帳を交付する。 

・交付数（H19）123 冊 

・交付窓口 住民課 

町内在住の妊婦に対し母子健

康手帳を交付する。 

・交付数（H19）90 冊 

・交付窓口 住民課 

合併時に再編

する。 

妊婦一般健康診

査に関すること

17 

４２ 

【助成回数】 8 回 

平成 21 年度から 14 回

【委託先】  

栃木県医師会 

栃木県病院協会 

県外委託契約可能な病院 

 

【助成回数】 5 回 

平成 21 年度から 14 回

【委託先】 

栃木県医師会 

栃木県病院協会 

県外委託契約可能な病院 

【助成回数】 5 回 

平成 21 年度から 14 回

【委託先】 

栃木県医師会 

栃木県病院協会  

県外：（社）猿島郡医師会・古

河市医師会・（社）館林

邑楽郡医師会 

【その他】 扶助費対応 

【助成回数】 5 回 

平成 21 年度から 14 回 

【委託先】 

栃木県医師会 

栃木県病院協会 

 

 

 

【その他】 扶助費対応 

現行のとおり

とする。 

よい歯のコンク

ールに関するこ

と 

18 

６７ 

「親と子のよい歯のコンクー

ル」「三歳児よい歯のコンクール」

の市町村審査である第一次診査

を実施。成績優秀者を県の第二次

診査に選出する。 

【審査委員】歯科医師 

「親と子のよい歯のコンクー

ル」「三歳児よい歯のコンクール」

の市町村審査である第一次診査

を実施。成績優秀者を県の第二次

診査に選出する。 

【審査委員】歯科医師 

「親と子のよい歯のコンクー

ル」「三歳児よい歯のコンクール」

の市町村審査である第一次診査

を実施。成績優秀者を県の第二次

診査に選出する。 

【審査委員】歯科医師 

「親と子のよい歯のコンクー

ル」「三歳児よい歯のコンクール」

の市町村審査である第一次診査

を実施。成績優秀者を県の第二次

診査に選出する。 

【審査委員】歯科医師 

現行のとおり

とする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

 

調整内容 

先天性股関節脱

臼健診に関する

こと 
19 

１６６ 

【対象児】 1 歳未満児 

【方法】 

  市内整形外科へ委託 

 

 

【委託料】 

レントゲン有 6,599 円 

レントゲン無 4,446 円 

【対象児】 満３か月児 

【方法】  

町内整形外科へ委託 

 

 

【委託料】 

レントゲン有 6,600 円 

レントゲン無 4,450 円 

【対象児】 １歳未満時 

【方法】 

 町内整形外科へ委託 

 

 

【委託料】 

レントゲン有 6,600 円 

レントゲン無 6,600 円 

【対象児】 ４か月児 

【方法】 

  4 か月児健診に実施 

整形外科医の診察 

要精検者は医療機関 

【委託料】 

レントゲン有のみ 

5,330 円 

合併時に再編

する。 

ブックスタート

に関すること 

20 

１６７ 

 絵本の読み聞かせを通して、子

どもの言葉と心を育む 

【対象者】 

 ９か月児健診受診者とその保

護者 

【絵本単価】 

 １冊 390 円（月刊誌） 

３種類の中から選ぶ

 絵本の読み聞かせを通して、子

どもの言葉と心を育む 

【対象者】 

９か月健診の受診児とその保

護者 

【絵本単価】 

 １冊 600 円 

 絵本の読み聞かせを通して、子

どもの言葉と心を育む 

【対象者】 

４か月児健診受診者とその保

護者 

【絵本単価】 

１冊 780 円  

３種類の中から選ぶ

 絵本の読み聞かせを通して、子

どもの言葉と心を育む 

【対象者】 

1 歳児相談・3 歳児健診受診者

とその保護者 

【絵本単価】 

 1 冊 1,000 円 

  1 歳時に 1 冊 

3 歳時に 1冊  

合併時に再編

する。 

母子栄養強化事

業栄養食品支給

事業に関するこ

と 
21 

５６ 

妊産婦及び乳幼児に対して、栄

養の強化に必要な食品を無償で

支給する。 

【対象者】 

被保護世帯、市民税非課税世

帯に属する妊産婦及び乳児 

妊産婦及び乳幼児に対して、栄

養の強化に必要な食品を無償で

支給する。 

【対象者】 

  被保護世帯、町民税非課税世

帯及び所得税非課税世帯に属

する妊産婦及び乳児とする。 

申請者なし 

 

申請者なし 

 
合併時に再編

する。 

赤ちゃん用沐浴

槽借入れ申し込

みに関すること
22 

１１４ 

赤ちゃん用沐浴槽の申込みが

あった家庭に、１か月間無料で貸

し出す。 

制度なし 制度なし 制度なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

 

調整内容 

母子用品貸出し

に関すること 

23 

１９３ 

 性（生）教育において、体験学

習を取り入れる際、市所有の衛生

機材を貸し出す。 

【貸出品】 

赤ちゃん人形 

妊婦体験ジャケット 

 性（生）教育において、体験学

習を取り入れる際、町所有の衛生

機材を貸し出す。 

【貸出品】 

赤ちゃん人形 

妊婦体験ジャケット 

 性（生）教育において、体験学

習を取り入れる際、町所有の衛生

機材を貸し出す。 

【貸出品】 

赤ちゃん人形 

妊婦体験ジャケット 

ＶＴＲ 

 性（生）教育において、体験学

習を取り入れる際、町所有の衛生

機材を貸し出す。 

【貸出品】 

赤ちゃん人形 

妊婦体験ジャケット 

現行のとおり

する。 

５歳児発達相談

に関すること 

24 

１１２ 

【対象児】 

５歳になる子（年中児） 

【実施場所】 

市内保育園・幼稚園 

保健福祉センター 

【スタッフ】 

保健師・保育士・心理職・言語

聴覚士 

【対象児】 

５歳になる子（年中児） 

【実施場所】 

町内幼稚園・隣町幼稚園 

 

【スタッフ】 

心理職・保育士（支払い有）・

保健師・ことばの教室指導員 

【対象児】 

５歳になる子（年中児） 

【実施場所】 

町内幼稚園・保育園 

藤岡町総合文化センター 

【スタッフ】 

心理職（支払い有）・保健師 

【対象児】 

５歳になる子（年中児） 

【実施場所】 

町内幼稚園・保育園 

 

【スタッフ】 

心理職・言語指導員（支払い

有）・保健師 

合併時に再編

する。 

 

乳幼児指導に関

すること 

25 

１２４ 

○こんにちは赤ちゃん事業 

生後４か月までの乳児のい

る家庭の全戸訪問により、要支

援家庭を把握し育児支援を行

う。 

また、必要に応じて関係機関と

連携を図る。 

【実施者】 

保健師・保育士・母子保健推進

員 

○新生児訪問事業 

・在宅助産師  

（報償 5,600 円／1件） 

 ・保健師 

○こんにちは赤ちゃん事業 

生後４か月までの乳児のい

る家庭の全戸訪問により、要支

援家庭を把握し育児支援を行

う。 

また、必要に応じて関係機関と

連携を図る。 

【実施者】 

保健師・助産師・母子保健推進

員 

○新生児訪問事業 

・在宅助産師  

（報償 7,000 円／1件） 

 

○こんにちは赤ちゃん事業 

生後４か月までの乳児のい

る家庭の全戸訪問により、要支

援家庭を把握し育児支援を行

う。 

また、必要に応じて関係機関と

連携を図る。 

【実施者】 

保健師・母子保健推進員 

 

○新生児訪問事業 

・在宅助産師なし 

 

 ・保健師 

○こんにちは赤ちゃん事業 

生後４か月までの乳児のい

る家庭の全戸訪問により、要支

援家庭を把握し育児支援を行

う。 

また、必要に応じて関係機関と

連携を図る。 

【実施者】 

保健師・母子保健推進員 

 

○新生児訪問事業 

・在宅助産師 

（報償 4,500 円／1件） 

・保健師  

合併時に再編

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

妊婦歯科健康診

査に関すること
26 

１７８ 

妊婦の口腔衛生の向上のため、

市内在住の妊婦が委託医療機関

において歯科健診を受診する。 

制度なし 制度なし 制度なし 合併時に再編

する。 

小児生活習慣病

予防事業に関す

ること 

27 

２１５ 

実施なし 

 

実施なし 

 

小児肥満や小児生活習慣病の

実態を把握し小児肥満予防対策

・生活習慣病予防対策のとりく

みに資する。 

①小児生活習慣病予防健診 

  （小４、中１） 

②医師による健康教育 

 （中１とその保護者） 

③保健師・栄養士による健康教

育 

（小４の保護者） 

③保健師・栄養士による授業 

④学校保健委員会の参加・情報

提供 

⑤身長体重追跡 

実施なし 

 
合併時は現行

の と お り と

し、平成２４

年度を目途に

調整する。 

思春期保健に関

すること 

28 

１５３ 

命の大切さを知り自尊感情を

高める。 

【方法】 

学校の要望により、養護教諭と

担任と協力し、小中学校への授業

協力をする。 

保護者への情報提供をする。 

 

命の大切さを知り自尊感情を

高める。 

【方法】 

町内の中学２．３年生とその保

護者を対象に、町民ホールにて講

演会を開催する。 

 

命の大切さを知り自尊感情を

高める。 

【方法】 

小児生活習慣病予防事業等で

合わせて実施している。 

 

命の大切さを知り自尊感情を

高める 

【方法】 

町内小学生５～６年生の希望

者による夏休みふれあい体験学

習 

合併時は現行

の と お り と

し、平成２４

年度を目途に

調整する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

乳幼児発達相談

に関すること 

29 

１７７ 

児の発達の促進と保護者への

育児支援を行う。 

【対象】 

・乳幼児健康診査及び相談・家庭

訪問等において、精神発達・運

動発達の遅れや行動に何らか

の問題が疑われる児 

・児の発達について保護者の不安

があり、保健指導上必要と思わ

れる児 

【場所】 

栃木市保健福祉センター 

【日程】 月１回 

【スタッフ】 

小児科医師・心理職・言語聴覚

士・保健師等 

児の発達の促進と保護者への

育児支援を行う。 

【対象】 

・乳幼児健康診査及び相談・家庭

訪問等において、精神発達・運

動発達の遅れや行動に何らか

の問題が疑われる児 

・児の発達について保護者の不安

があり、保健指導上必要と思わ

れる児 

【場所】 

県南健康センター 

 

児の発達の促進と保護者への

育児支援を行う。 

【対象】 

・乳幼児健康診査及び相談・家庭

訪問等において、精神発達・運

動発達の遅れや行動に何らか

の問題が疑われる児 

・児の発達について保護者の不安

があり、保健指導上必要と思わ

れる児 

【場所】 

県南健康センター 

児の発達の促進と保護者への

育児支援を行う。 

【対象】 

・乳幼児健康診査及び相談・家庭

訪問等において、精神発達・運

動発達の遅れや行動に何らか

の問題が疑われる児 

・児の発達について保護者の不安

があり、保健指導上必要と思わ

れる児 

【場所】 

県南健康センター 

合併時に再編

する。 

両親（母親）等

教室に関するこ

と 

30 

３４ 

○両親（母親）教室 

【対象】 

市内在住の初妊婦とその夫。 

３回目のみ祖父母 

【開催回数】 

１コース４回で年５コース 

３回目は土曜日開催 

○マタニティクラブ・ぱぱまま教

室 

【対象】 

妊婦とその夫 

【開催回数】 

・マタニティクラブ 

１コース３回で年４コース 

・ぱぱまま教室 

年４回 日曜日開催 

 

○祖父母教室 

【対象】 

新しく孫が生まれる、生まれた

祖父母 

【開催回数】 年３回 

○おめでた家族教室 

【対象】 

町内在住の妊娠６～９か月の

妊婦とその夫又は家族 

【開催回数】 

年４回 

 土曜日又は日曜日開催 

○両親教室 

【対象】 

町内在住の妊婦とその夫 

 

【開催回数】 

年４回 

合併時に再編

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

離乳食教室に関

すること 

31 

３５ 

【方法】 

集団教育 

栄養士による講話・試食 

 

【回数】 年４回 

【対象】 

９～１１か月児とその養育者 

 

【スタッフ】 

栄養士・保健師・母子保健推進

員 

【方法】 

個別指導 

栄養士による相談・試食 

 

【回数】年２４回（月２回） 

【対象】 

４か月児、９か月児健診での希

望者。試食は全員 

【スタッフ】 

栄養士・母子保健推進員 

【方法】 

集団指導 

乳児検診の中で実施 

栄養士による説明・試食 

【回数】年１２回（月１回） 

【対象】 

４か月・８か月・１２か月児と

その養育者 

【スタッフ】 

栄養士・保健師 

【方法】 

集団教育 

講話・試食 

 

【回数】 年４回 

【対象】 

２～５か月児（第１子）とその

養育者 

【スタッフ】 

栄養士・保健師 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後速

やかに再編す

る。 

 

子育て相談に関

すること 

32 

 
３６ 

【対象】 

就学前の乳幼児とその保護者 

【日程】 月１回 

子育て広場と同時開催

【内容】 

保健師による個別相談 

【対象】 

乳幼児とその保護者 

【日程】月１回 

 

【内容】 

身長・体重測定 

保健師・看護師による個別相談

 実施なし 【対象】 

０～３歳児とその保護者 

【日程】月１回 

 

【内容】 

保健師・栄養士による個別相談 

 

合併時に再編

する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

乳幼児健診事後

に関すること 

33 

３８ 

○健診事後教室 

【対象】 

１歳６か月児・３歳児健診にお

いて要観察及び継続指導が必要

と認められた幼児とその保護者 

【回数】 

・３歳未満グループ月１回 

・３歳以上グループ月２回 

・フォロー教室  月１回 

【内容】 

個別相談 

心理職・言語聴覚士による相

談・指導 

○幼稚園・保育園巡回 

主に心理職による幼稚園、保育

園への巡回指導 

○ちゃいちゃいクラブ 

【対象】 

１歳６か月児・３歳児健診にお

いて要観察及び継続指導が必要

と認められた幼児とその保護者 

【回数】 

月１回 教室開催 

 

 

 

 

 

 

○保育所訪問指導 

各施設年２回巡回し、児の観察

及び保育士へのアドバイス 

必要時訪問や個別相談、２歳児

教室でフォロー 

○言葉の教室 

【対象】 

ことばの発達遅滞児及びその

保護者 

 

【回数】  月２回 

 

 

 

【内容】 

言語指導員・保健師のよる指導 

 

 

合併時に再編

する。 

子育て親子教室

に関すること 

34 

１４７ 

○さくらんぼ教室 

【対象】 

３～５か月児とその保護者 

【内容】 

ふれあい遊び、講話、絵本の

紹介、情報交換、遊び場等の情

報提供 

【日程】年間５コース 

（１コース２回）

該当なし ○子育てサロン 

【対象】 

３・４か月児とその保護者 

【内容】 

情報交換、遊び場等の情報提

供、身体計測、 

会場開放 

【日程】月１回２コース 

○２歳児教室 

【内容】 

  親子遊び、歯科健診、栄養指

導 

【日程】月１回２コース 

該当なし 合併時に再編

する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

健康増進法に基

づく健康教育に

関すること 

35 

７６ 

・メタボ予防講座（運動編） 

・健康ウォーキング 

・栄養教室 

・骨粗しょう症教室 

・職域健康教育 

・禁煙教育 

・禁煙サポーターズ 

・出前講座 

・自主グループ支援 

・健康情報提供 

・老人保健事業評価に関すること

・健康増進事業等補助金に関する

こと 

・メタボ予防講座（運動編） 

・リフレッシュ運動講座 

・健康ウォーキング 

 

 

・禁煙教育 

 

・出前講座 

 

・健康情報提供 

・老人保健事業評価に関すること

・健康増進事業等補助金に関する

こと 

・生活習慣病予防教室 

（運動編）

・生活習慣病予防教室 

（栄養編）

 

 

・歯周疾患予防教室 

 

 

・健康情報提供 

・老人保健事業評価に関すること

・健康増進事業等補助金に関する

こと 

・メタボ予防講座 

（栄養・運動編） 

（健診結果説明会同時） 

 

・健康づくりセミナー（歯周疾患、

栄養、運動） 

 

・生活習慣病予防継続教室（ヘル

スサポーター） 

・健康情報提供 

・老人保健事業評価に関すること 

・健康増進事業等補助金に関する

こと 

合併後に再編

する。 

 

成人の健診事後

指導に関するこ

と 

36 

２２８ 

○健診結果説明会 

   未実施 

 

 

 

 

 

【健診結果】 

全員郵送 

○健診結果相談会 

【対象者】 

個別指導を必要とする者 

 

【内容】個別指導 

 

 

【健診結果】 

・説明会時手渡し 

・一部郵送 

○検診結果説明会 

【対象者】 

個別指導を必要とする者 

 

【内容】個別指導 

 

 

【健診結果】 

・説明会時手渡し 

・一部郵送 

○健診結果相談会 

【対象者】 

特定健診受診者全員、がん検

診要精検者 

【内容】 

結果説明(集団)、集団健康教

育(栄養・運動)、個別相談 

【健診結果】 

・説明会時手渡し 

・75 歳以上は郵送 

合併後速やか

に再編する。 

健康相談業務に

関すること 
37 

８４ 

・健康相談 

・栄養相談 

・病態別栄養相談 

・訪問指導 

・医薬品管理 

・健康相談 

・栄養相談（無） 

・病態別栄養相談 

・訪問指導 

・医薬品管理 

・健康相談 

・栄養相談 

・病態別栄養相談 

・訪問指導 

・医薬品管理 

・健康相談 

・栄養相談 

・病態別栄養相談 

・訪問指導 

・医薬品管理 

合併時に再編

する。 

健康手帳に関す

ること 38 

３ 

【様式】 既成手帳形式 

【交付方法】 

健診時希望者 

 

【様式】 既成手帳形式 

【交付方法】 

75 歳到達者、希望者 

 

【様式】 町独自ファイル 

【交付方法】 

結果説明会等で配布(活用方

法説明) 

【様式】 町独自ファイル 

【交付方法】 

結果説明会等で配布(活用方

法説明) 

合併後速やか

に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

精神保健に関す

ること 39 

１６４ 

・精神保健に関する相談支援 

・自殺予防講演会 

 

・薬物乱用防止関係の普及啓発 

・精神保健に関する相談支援 

・自殺予防講演会 

・ココロの健康講座 

・薬物乱用防止関係の普及啓発 

・精神保健に関する相談支援 

・自殺予防アンケート 

・心身の健康教育 

・薬物乱用防止関係の普及啓発 

・精神保健に関する相談支援 

 

・健康づくりセミナー 

・薬物乱用防止関係の普及啓発 

合併時に再編

する。 

地域保健事業に

関すること 
40 

５２ 

・保健事業計画(有) 

・保健事業概要(有) 

・地域保健健康増進事業報告(実

施) 

・業務予定表作成(有) 

・保健事業計画(無) 

・保健事業概要(有) 

・地域保健健康増進事業報告(実

施) 

・業務予定表作成(有) 

・保健事業計画(無) 

・保健事業概要(有) 

・地域保健健康増進事業報告(実

施) 

・業務予定表作成(有) 

・保健事業計画(無) 

・保健事業概要(有) 

・地域保健健康増進事業報告(実

施) 

・業務予定表作成(有) 

合併後速やか

に再編する。 

保健関係者連絡

会に関すること

41 

２１６ 

設置なし 

 

 

設置なし 

 

【目的】 

小児保健施策の向上 

【内容】 

連携、情報交換、視察 

【組織】 

小中学校養護教諭 

給食センター栄養士 

町保健師・栄養士 

設置なし 合併後速やか

に再編する。 

健康づくりトレ

ーニングに関す

ること 

42 

２２６ 

該当なし 【目的】 

疾病予防･健康増進 

【対象者】 

町内に居住･勤務する16歳以

上のもの 

【事業内容】 

機器を利用した個別指導 

【実施場所】 

健康福祉センター 

該当なし 該当なし 現行のとおり

とする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

食生活改善推進

員養成講習会に

関すること 

43 

２０ 

地域における健康づくりの担

い手として食生活改善推進員を

養成し会の活性化を図る。 

【対象者】 

活動を希望する 65 歳以下の

方 

【内容】 

1 コース 5 回 20 時間 

講話、調理実習、 

運動実技 

地域における健康づくりの担

い手として食生活改善推進員を

養成し会の活性化を図る。 

【対象者】 

一般町民 

 

【内容】 

1 コース 5 回 20 時間 

 講話、調理実習 

 運動実技 

地域における健康づくりの担

い手として食生活改善推進員を

養成し会の活性化を図る。 

【対象者】 

活動を希望する 20～60 歳の

方 

【内容】 

1 コース 5 回 20 時間 

 講話、調理実習 

 

該当なし 合併後に統合

する。 

食生活改善推進

連絡協議会に関

すること 

44 

２１ 

【会員】95 名 5 支部 

【活動内容】 

・健康まつりで食チェッ 

ク 

・三歳児健診時の食育 

・おすそわけ料理講習会 

 

 

 

・日本食生活協会事業 

・とちぎ健康２１バックアップ

・各種研修会 

【年間会費】 500 円/人 

【会員】22 名 支部なし 

【活動内容】 

・健康まつりで食育ポイントラ

リー 

・ウォ-キングで健康クイズ 

・集会所で減塩味噌汁試 食 

・広報紙に一口メモ 

・日本食生活協会事業 

・とちぎ健康２１バックアップ

・各種研修会 

 

 

【年間会費】 1000 円/人 

【会員】43 名 4 支部 

【活動内容】 

・ふくしまつりでバランスガイ

ド普及、味噌汁試食 

 

 

 

 

・日本食生活協会事業 

・とちぎ健康２１バックアップ

・各種研修会 

 

【年間会費】 700 円/人 

該当なし 

 

＊類似団体 

 （ヘルスサポーター） 

 

合併後に再編

するよう働き

かける。 

 



様式２          栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）      経済部会 商工観光分科会 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

商店街振興組合法に

関すること 

１ 

３ 

決算関係書類の受理、役員変更

や定款変更等に関する業務 

(対象組合) 

中央商店街振興組合 

該当なし 該当なし 該当なし 商店街振興組合が

あるのが栃木市の

みであり、現行の

とおりとする。 

 

大規模小売店舗立地

法に関すること 

２ 

６ 

大規模小売店舗立地法に基づ

く届出の縦覧、市町村意見提出

等に関する業務 

大規模小売店舗立地法に基づ

く届出の縦覧、市町村意見提出

等に関する業務 

大規模小売店舗立地法に基づ

く届出の縦覧、市町村意見提出

等に関する業務 

大規模小売店舗立地法に基づ

く届出の縦覧、市町村意見提出

等に関する業務 

４市町で同様の事

務であり、現行の

とおりとする。 

 

観光客入り込み調査

に関すること 

３ 

８ 

・栃木県観光施策の基礎資料と

するため、毎年、県観光交流

課からの依頼を受けて実施 

 

・栃木県観光施策の基礎資料と

するため、毎年、県観光交流

課からの依頼を受けて実施 

・栃木県観光施策の基礎資料と

するため、毎年、県観光交流

課からの依頼を受けて実施 

・栃木県観光施策の基礎資料と

するため、毎年、県観光交流

課からの依頼を受けて実施 

４市町で同様の事

務であり、現行の

とおりとする。 

 

観光ボランティアガ

イドに関すること 

４ 

９ 

・観光ボランティアガイド（栃

木市観光ボランティア協会）

の活動支援 

・観光案内の委託業務 

・観光ボランティアガイド養成

委託 

 

・大平町観光案内 

ボランティアの会 

該当なし 該当なし 活動のエリアが異

なるため現行のと

おりとする。 

 



 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

地区雇用協会に関す

ること 

５ 

２２ 

公共職業安定所の行う就業促

進、労働力の需給調整及び職業

指導等について関係機関と連

絡調整を図りながら協力を行

う。 

公共職業安定所の行う就業促

進、労働力の需給調整及び職業

指導等について関係機関と連

絡調整を図りながら協力を行

う。 

公共職業安定所の行う就業促

進、労働力の需給調整及び職業

指導等について関係機関と連

絡調整を図りながら協力を行

う。 

公共職業安定所の行う就業促

進、労働力の需給調整及び職業

指導等について関係機関と連

絡調整を図りながら協力を行

う。 

４市町で同様の事

務であり、現行の

とおりとする。 

労働関係機関との連

絡協調に関すること 

６ 

２３ 

労働行政について、県労政課、

小山労政事務所、栃木労働局、

栃木労基署、栃木公共職安など

関係機関との連絡調整を図る。

労働行政について、県労政課、

小山労政事務所、栃木労働局、

栃木労基署、栃木公共職安など

関係機関との連絡調整を図る。

労働行政について、県労政課、

小山労政事務所、栃木労働局、

栃木労基署、栃木公共職安など

関係機関との連絡調整を図る。

労働行政について、県労政課、

小山労政事務所、栃木労働局、

栃木労基署、栃木公共職安など

関係機関との連絡調整を図る。

４市町で同様の事

務であり、現行の

とおりとする。 

 

伝統工芸品に関する

こと 

７ 

２７ 

工芸品について、栃木県伝統工

芸品に指定されるよう支援を

行う。 

・指定状況 ４件 

工芸品について、栃木県伝統工

芸品に指定されるよう支援を

行う。 

・指定状況 １件 

工芸品について、栃木県伝統工

芸品に指定されるよう支援を

行う。 

・指定状況 １件 

工芸品について、栃木県伝統工

芸品に指定されるよう支援を

行う。 

・指定状況 １件 

４市町で同様の事

務であり、現行の

とおりとする。 

 

商店街通行量調査に

関すること 

８ 

３０ 

中心商店街の商業環境を継続

的に把握するため、商工会議所

と市が共同で実施 

・２年に１回で、21 年度実施 

該当なし 該当なし 該当なし 独自の事業であ

り、現行のとおり

とする。 

 



 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

観光施設整備に関す

ること 

９ 

３３ 

○施設整備 

・(仮称)倭町小江戸ひろば整備

事業 

（平成 21、22 年度） 

 

○維持管理 

・観光案内板 

 （75 箇所） 

・水琴窟 1箇所 

 

 

 

 

 

○維持管理 

・観光案内板 

（16 箇所） 

・大中寺の森 

トイレ、樹木等 

・清水寺の森 

トイレ、樹木等 

・林道下皆川線沿い園地 

四阿、樹木等 

・林道下皆川線駐車場 

  樹木管理等 

・自然遊歩道等 

 

 

 

 

 

○維持管理 

・観光案内板 

（10 箇所） 

・堤外桜づつみ 

・三毳神社公園トイレ 

・ハイキング用の道標 

 

○施設整備 

・つがの里再生事業ふるさとセ

ンター改修工事 

（平成 20～22 年度） 

 

○維持管理 

・観光案内板 

（25 箇所） 

独自の施設であ

り、現行のとおり

とする。 

 

労働相談に関するこ

と 

10 

３７ 

労働相談について、総合窓口と

なり、その内容に応じて栃木労

働基準監督署、栃木公共職業安

定所等の専門機関へ引継ぎを

行う。 

労働相談について、総合窓口と

なり、その内容に応じて栃木労

働基準監督署、栃木公共職業安

定所等の専門機関へ引継ぎを

行う。 

労働相談について、総合窓口と

なり、その内容に応じて栃木労

働基準監督署、栃木公共職業安

定所等の専門機関へ引継ぎを

行う。 

労働相談について、総合窓口と

なり、その内容に応じて栃木労

働基準監督署、栃木公共職業安

定所等の専門機関へ引継ぎを

行う。 

４市町で同様の事

務であり、現行の

とおりとする。 

 



 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

工場適地に関するこ

と 

11 

４２ 

工場立地法に基づき工場適地

が指定され、国が企業誘致を促

進する。 

・惣社東地区が指定されてい

る。 

該当なし 工場立地法に基づき工場適地

が指定され、国が企業誘致を促

進する。 

・20 年度に中根企業用地を申請

工場立地法に基づき工場適地

が指定され、国が企業誘致を促

進する。 

・20 年度に大柿地区を申請 

指定された地域に

ついては、現行の

とおりとする。 

工場立地法に関する

こと 

12 

４３ 

工場立地法に規定する特定工

場の新設または変更があった

場合、設置者より届出を受理、

審査する。 

工場立地法に規定する特定工

場の新設または変更があった

場合、設置者より届出を受理、

審査する。 

工場立地法に規定する特定工

場の新設または変更があった

場合、設置者より届出を受理、

審査する。 

工場立地法に規定する特定工

場の新設または変更があった

場合、設置者より届出を受理、

審査する。 

４市町で同様の事

務のため、現行の

とおりとする。 

ベンチャー企業支援

に関すること 

13 

４５ 

県等が実施する技術開発や販

路開拓に関する支援制度につ

いて情報提供を行い、新規事業

の展開及び新製品の開発等を

支援する。 

県等が実施する技術開発や販

路開拓に関する支援制度につ

いて情報提供を行い、新規事業

の展開及び新製品の開発等を

支援する。 

県等が実施する技術開発や販

路開拓に関する支援制度につ

いて情報提供を行い、新規事業

の展開及び新製品の開発等を

支援する。 

県等が実施する技術開発や販

路開拓に関する支援制度につ

いて情報提供を行い、新規事業

の展開及び新製品の開発等を

支援する。 

４市町で同様の事

務のため、現行の

とおりとする。 

採石、砂利採取に関

すること 

14 

５１ 

・採石法及び砂利採取法に基づ

く県への許可申請に対する

市町意見書の提出 

・定期的な監視を行うため、陸

砂利採石監視員を設置 

・採石法及び砂利採取法に基づ

く県への許可申請に対する

市町意見書の提出 

・定期的な監視を行うため、陸

砂利採石監視員を設置 

・採石法及び砂利採取法に基づ

く県への許可申請に対する

市町意見書の提出 

 

・採石法及び砂利採取法に基づ

く県への許可申請に対する

市町意見書の提出 

・定期的な監視を行うため、陸

砂利採石監視員を設置 

同様の事務のた

め、現行のとおり

とする。 



 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

蔵の街駐車場連絡協

議会に関すること 
15 

５７ 

市内中心部の駐車場の統一的

な利用・運営を図るために、駐

車場管理者で協議を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 独自の協議会であ

り、現行のとおり

とする。 

 

県主催キャンペーン

に関すること 

16 

５９ 

・県主催の観光キャンペーンに

参加し、観光ＰＲ等を行う。

 

・県主催の観光キャンペーンに

参加し、観光ＰＲ等を行う。

 

・県主催の観光キャンペーンに

参加し、観光ＰＲ等を行う。

 

・県主催の観光キャンペーンに

参加し、観光ＰＲ等を行う。

 

４市町で同様の事

務であり、現行の

とおりとする。 

観光写真コンテスト

に関すること 

17 

６０ 

・とちぎの四季観光写真コンテ

スト 

・栃木市と観光協会の共催 

該当なし ・渡良瀬遊水地フォトコンテス

ト 

・渡良瀬遊水地の風景やイベン

ト等が対象 

・渡良瀬遊水地アクリメーショ

ン振興財団及び関東建設弘

済会が経費を負担 

 

該当なし とちぎの四季観光

写真コンテスト

は、合併時に栃木

市の例により統合

し、渡良瀬遊水地

フォトコンテスト

は現行のとおりと

する。 



 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

県立自然公園に関す

ること 

18 

６１ 

・県、県観光協会、関係市町及

び関係観光協会相互の連絡

協調を図り自然公園内各地

の観光事業の健全なる発展

を期することを目的とする

県立自然公園連絡協議会に

加盟 

・県、県観光協会、関係市町及

び関係観光協会相互の連絡

協調を図り自然公園内各地

の観光事業の健全なる発展

を期することを目的とする

県立自然公園連絡協議会に

加盟 

該当なし 該当なし １市１町で同様の

事務であり、現行

のとおりとする。 

 

下都賀地区広域観光

開発推進協議会に関

すること 

19 

６２ 

・下都賀地区３市６町で構成す

る協議会 

・広域的な観光資源をＰＲし、

広域観光ネットワークの強

化・充実を図る。 

・下都賀地区３市６町で構成す

る協議会 

・広域的な観光資源をＰＲし、

広域観光ネットワークの強

化・充実を図る。 

・下都賀地区３市６町で構成す

る協議会 

・広域的な観光資源をＰＲし、

広域観光ネットワークの強

化・充実を図る。 

・下都賀地区３市６町で構成す

る協議会 

・広域的な観光資源をＰＲし、

広域観光ネットワークの強

化・充実を図る。 

１市３町は協議会

から合併の前日を

もって脱退し、新

市において合併の

日に協議会に加入

する。 

小江戸とちぎ会に関

すること 

20 

６３ 

・小江戸を名乗る埼玉県川越

市、千葉県香取市、栃木市に

おいて、毎年持ち回りで小江

戸サミットを開催する。 

・小江戸サミットは小江戸とち

ぎ会と市の共催 

該当なし 該当なし 該当なし 独自の事業であ

り、現行のとおり

とする。 

 



 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

首都圏自然歩道管理

業務に関すること 
21 

６７ 

・首都圏自然歩道の利用者のた

めの安全確保及び施設の維

持管理 

・首都圏自然歩道の利用者のた

めの安全確保及び施設の維

持管理 

該当なし 該当なし １市１町で同様の

事業であり、現行

のとおりとする。 

鯉飼育管理業務に関

すること 

22 

６８ 

・巴波川及び県庁堀での鯉の放

流及び飼育管理 

・県庁堀清掃 

・揚水ポンプ維持管理 

・錦鯉鑑賞池の維持管理 

該当なし 該当なし 該当なし 独自の事業であ

り、現行のとおり

とする。 

工場立地審査会に関

すること 

23 

７０ 

敷地面積 1,000 ㎡以上の製造業

の工場が立地する場合、工場設

置申出書を提出させ、関係各課

で組織する審査会において協

議を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 独自の機関であ

り、新市において

必要性を検討し、

合併後に再編す

る。 

電気用品安全法に関

すること 

24 

７１ 

電気用品小売店を対象に立入

検査を実施し、商品が電気用品

安全法で定める表示義務を遵

守したものであるか調査する。

電気用品小売店を対象に立入

検査を実施し、商品が電気用品

安全法で定める表示義務を遵

守したものであるか調査する。

電気用品小売店を対象に立入

検査を実施し、商品が電気用品

安全法で定める表示義務を遵

守したものであるか調査する。

電気用品小売店を対象に立入

検査を実施し、商品が電気用品

安全法で定める表示義務を遵

守したものであるか調査する。

４市町で同様の事

務のため、現行の

とおりとする。 



 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

温泉法に関すること 

25 

７２ 

温泉掘削及び揚湯ポンプ設置

に関して、事業者が県への許可

申請の際に必要な市町の意見

書の発行 

温泉掘削及び揚湯ポンプ設置

に関して、事業者が県への許可

申請の際に必要な市町の意見

書の発行 

温泉掘削及び揚湯ポンプ設置

に関して、事業者が県への許可

申請の際に必要な市町の意見

書の発行 

温泉掘削及び揚湯ポンプ設置

に関して、事業者が県への許可

申請の際に必要な市町の意見

書の発行 

４市町で同様の事

務のため、現行の

とおりとする。 

セーフティネット保

証認定業務に関する

こと 
26 

７４ 

取引金融機関の破綻等により

経営の安定に支障が生じてい

る中小企業者に対して「特定中

小企業者」の認定を行う。 

取引金融機関の破綻等により

経営の安定に支障が生じてい

る中小企業者に対して「特定中

小企業者」の認定を行う。 

取引金融機関の破綻等により

経営の安定に支障が生じてい

る中小企業者に対して「特定中

小企業者」の認定を行う。 

取引金融機関の破綻等により

経営の安定に支障が生じてい

る中小企業者に対して「特定中

小企業者」の認定を行う。 

４市町で同様の事

務であり、現行の

とおりとする。 

フィルムコミッショ

ン事業に関すること 

27 

７７ 

・ロケーション撮影を支援し、

市のＰＲや観光振興を図る。

 

・とちぎフィルム応援団（栃木

市フィルムコミッション） 

・ロケーション撮影を支援し、

町のＰＲや観光振興を図る。

・ロケーション撮影を支援し、

町のＰＲや観光振興を図る。

・ロケーション撮影を支援し、

町のＰＲや観光振興を図る。
４市町で同様の事

務であり、現行の

とおりとする。 

ただし、フィルム

コミッションの組

織については合併

後、再編を働きか

ける。 

巴波川利用促進団体

連絡協議会に関する

こと 
28 

７８ 

・巴波川を活用したイベント等

を実施し、地域の活性化を図

る。 

該当なし 該当なし 該当なし 独自の協議会であ

り、現行のとおり

とする。 

 



 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

大光寺工業団地連絡

協議会に関すること 
29 

７９ 

大光寺工業団地内の企業と市

で協議会を設置し、共同で清掃

活動等を実施する。 

該当なし 該当なし 該当なし 独自の事業であ

り、現行のとおり

とする。 

企業立地促進法に関

すること 

30 

９０ 

国の基本方針に基づき、都道府

県と市町村が作成し、国の同意

を得た基本計画に基づく事業

について、国等の支援措置が得

られる。 

・平成 20 年 6 月に基本計画に

ついて国の同意を取得。 

・集積指定産業 

自動車・航空宇宙関連産業 

国の基本方針に基づき、都道府

県と市町村が作成し、国の同意

を得た基本計画に基づく事業

について、国等の支援措置が得

られる。 

・平成 20 年 6 月に基本計画に

ついて国の同意を取得。 

・集積指定産業 

自動車・航空宇宙関連産業 

国の基本方針に基づき、都道府

県と市町村が作成し、国の同意

を得た基本計画に基づく事業

について、国等の支援措置が得

られる。 

・平成 20 年 6 月に基本計画に

ついて国の同意を取得。 

・集積指定産業 

自動車・航空宇宙関連産業 

国の基本方針に基づき、都道府

県と市町村が作成し、国の同意

を得た基本計画に基づく事業

について、国等の支援措置が得

られる。 

・平成 20 年 6 月に基本計画に

ついて国の同意を取得。 

・集積指定産業 

自動車・航空宇宙関連産業 

４市町で同様の事

務のため、現行の

とおりとする。 

県自動車・航空宇宙

関連産業集積活性化

協議会に関すること 

31 

９１ 

企業立地促進法の規定に基づ

く基本計画の作成、同意基本計

画の実施に関し必要な事項等

ついて協議を行う。 

・栃木県、日光市を除く県内 29

市町、関連７団体 

企業立地促進法の規定に基づ

く基本計画の作成、同意基本計

画の実施に関し必要な事項等

ついて協議を行う。 

・栃木県、日光市を除く県内 29

市町、関連７団体 

企業立地促進法の規定に基づ

く基本計画の作成、同意基本計

画の実施に関し必要な事項等

ついて協議を行う。 

・栃木県、日光市を除く県内 29

市町、関連７団体 

企業立地促進法の規定に基づ

く基本計画の作成、同意基本計

画の実施に関し必要な事項等

ついて協議を行う。 

・栃木県、日光市を除く県内 29

市町、関連７団体 

４市町は協議会か

ら合併の前日をも

って脱退し、新市

において合併の日

に協議会に加入す

る。 



 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

観光ぶどう園協議会

に関すること 

32 

９２ 

該当なし ・大平町観光ぶどう園協議会

（事務局事務） 

・ぶどうまつり、観光ぶどうキ

ャンペーン、ぶどう収穫体験

事業、ぶどうジャムづくり体

験事業等の実施 

該当なし 該当なし 独自の協議会であ

り、現行のとおり

とする。 

 

煙火消費許可に関す

ること 

33 

９９ 

・煙火の消費許可（花火大会に

限る） 

・煙火の消費場所への立入検査

・煙火の消費に係る事故報告受

理 等 

・煙火の消費許可（花火大会に

限る） 

・煙火の消費場所への立入検査

・煙火の消費に係る事故報告受

理 等 

・煙火の消費許可（花火大会に

限る） 

・煙火の消費場所への立入検査

・煙火の消費に係る事故報告受

理 等 

・煙火の消費許可（花火大会に

限る） 

・煙火の消費場所への立入検査

・煙火の消費に係る事故報告受

理 等 

４市町で同様の事

務のため、現行の

とおりとする。 

みかも山公園連絡協

議会に関すること 

34 

１０１ 

該当なし 該当なし ・みかも山公園に接する１市２

町（佐野市、岩舟町、藤岡町）

が、連携・協働 

・観光促進に関する事業 

・地域交流に関する事業 

・みかも山公園事業との連携 

該当なし 藤岡町は、協議会

から合併の前日を

もって脱退し、新

市において合併の

日に協議会に加入

する。 



 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

観光いも掘り農園に

関すること 

35 

１０３ 

該当なし 該当なし ・特産品のさつまいも（ベニア

ズマ）を生産農家で栽培し、

秋の収穫時にいも掘り農園

として開所 

・組合員数 4 名（農園数) 

該当なし 独自の事業であ

り、現行のとおり

とする。 

 

Ｅボートレース渡良

瀬大会に関すること 

36 

１０４ 

該当なし 該当なし ・渡良瀬遊水地の利用促進、周

辺市町の交流及び地域振興

を目的とする。 

・渡良瀬遊水地ｱｸﾘﾒｰｼｮﾝ振興財

団と関東建設弘済会が費用

を負担 

該当なし 独自の事業であ

り、現行のとおり

とする。 

 

 



 

様式２          栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）        経済部会 農林分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

農業経営改善

計画認定審査

に関すること １ 

９ 

農業経営改善計画が基本構想に

即しているか、市審査会（12 人）

において審査する。年 3回 

また、その計画達成を支援する。

農業経営改善計画が基本構想に

即しているか、町審査会（11 人）

において審査する。随時 

また、その計画達成を支援する。

農業経営改善計画が基本構想に

即しているか、関係機関、団体に

おいて審査する。審査会なし 

また、その計画達成を支援する。

農業経営改善計画が基本構想に

即しているか、町審査会（18 人）

において審査する。随時また、そ

の計画達成を支援する。 

新市において円

滑な事務執行を

行うため、合併時

に再編する。 

農業協同組合

等との連絡、調

整に関するこ

と ２ 

２０ 

農業協同組合等と各種会議や催

事等の日程等について連絡、調整

する。 

農業協同組合等と各種会議や催

事等の日程等について連絡、調整

する。 

農業協同組合等と各種会議や催

事等の日程等について連絡、調整

する。 

農業協同組合等と各種会議や催

事等の日程等について連絡、調整

する。 

１市３町ともに

同様な事務内容

であるため、現行

のとおりとする。 

都市農村活動

に関すること 
３ 

２６ 

農村の地域資源を活用し、都市住

民との交流による、地域活性化を

図る。 

グリーンツーリズム地区協議会

の各種取り組みへ支援等 

農村の地域資源を活用し、都市住

民との交流による、地域活性化を

図る。 

「黒大豆オーナー制」やＮＰＯ法

人太平山南山麓友の会への支援 

農村の地域資源を活用し、都市住

民との交流による、地域活性化を

図る。 

 

農村の地域資源を活用し、都市住

民との交流による、地域活性化を

図る。 

市町により取組

みに差異があり、

合併後に再編す

る。 

市民農園に関

すること 
４ 

２７ 

地域農業資源を活かす場を作る

とともに、来訪者に収穫の喜び等

を提供する。 

地区グリーンツーリズム 

協議会により H22 開設予定 

地域農業資源を活かす場を作る

とともに、来訪者に収穫の喜び等

を提供する。 

滞在型の整備も併せて、事務レベ

ルで協議検討段階 

地域農業資源を活かす場を作る

とともに、来訪者に収穫の喜び等

を提供する。 

わたらせふれあい市民農園開設 

該当なし 市町により取組

みに差異があり、

合併後に再編す

る。 

農業振興ビジ

ョン基本計画

に関すること 
５ 

５５ 

厳しい農業経営や農村の持つ他

面的機能の重要性が叫ばれてい

る中、本市農政の進む方向性を示

す基本計画を策定する。 

平成２２年策定予定 

厳しい農業経営や農村の持つ他

面的機能の重要性が叫ばれてい

る中、本町農政の進む方向性を示

す基本計画を策定する。 

今後策定予定 

厳しい農業経営や農村の持つ他

面的機能の重要性が叫ばれてい

る中、本町農政の進む方向性を示

す基本計画を策定する。 

今後策定予定 

厳しい農業経営や農村の持つ他

面的機能の重要性が叫ばれてい

る中、本町農政の進む方向性を示

す基本計画を策定する。 

今後策定予定 

市町により取組

みに差異があり、

合併後に再編す

る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

利用権設定に

関すること 
６ 

５６ 

農地の流動化を進めることによ

り、農地の有効利用や荒廃防止に

寄与する。 

主な事務：市農業委員会総会後の

告示 

農地の流動化を進めることによ

り、農地の有効利用や荒廃防止に

寄与する。 

主な事務：町農業委員会総会後の

告示 

農地の流動化を進めることによ

り、農地の有効利用や荒廃防止に

寄与する。 

主な事務：町農業委員会総会後の

告示 

農地の流動化を進めることによ

り、農地の有効利用や荒廃防止に

寄与する。 

主な事務：町農業委員会総会後の

告示 

１市３町ともに

同様な事務内容

であるため、現行

のとおりとする。 

農業振興基本

計画に関する

こと ７ 

１４７ 

下都賀西部地区(栃木市、大平町、

藤岡町、岩舟町、都賀町の 5市町)

の農業振興基本計画を策定し、栃

木市の進行管理をする。 

下都賀西部地区(栃木市、大平町、

藤岡町、岩舟町、都賀町の 5市町)

の農業振興基本計画を策定し、大

平町の進行管理をする。 

下都賀西部地区(栃木市、大平町、

藤岡町、岩舟町、都賀町の 5市町)

の農業振興基本計画を策定し、藤

岡町の進行管理をする。 

下都賀西部地区(栃木市、大平町、

藤岡町、岩舟町、都賀町の 5市町)

の農業振興基本計画を策定し、都

賀町の進行管理をする。 

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

県営土地改良

事業の事務調

整に関するこ

と 
８ 

１００ 

県営土地改良事業について、下都

賀農業振興事務所、地元との調整

を行うとともに、負担金の納入や

各種調査などの事務を行う。 

県営土地改良事業について、下都

賀農業振興事務所、地元との調整

を行うとともに、負担金の納入や

各種調査などの事務を行う。 

県営土地改良事業について、下都

賀農業振興事務所、地元との調整

を行うとともに、負担金の納入や

各種調査などの事務を行う。 

県営土地改良事業について、下都

賀農業振興事務所、地元との調整

を行うとともに、負担金の納入や

各種調査などの事務を行う。 

１市３町とも同

様な事務のため、

現行のとおりと

する。 

ほ場整備に関

すること 

９ 

１０３ 

分散、非整形、用排水施設未整備

の農地について 

ほ場整備を実施して農業生産性

の向上を図る。 

現在実施地区  

寺尾北部 H21 完了予定 

吹上東部 H22 完了予定 

分散、非整形、用排水施設未整備

の農地について 

ほ場整備を実施して農業生産性

の向上を図る。 

現在実施地区はない。 

分散、非整形、用排水施設未整備

の農地について 

ほ場整備を実施して農業生産性

の向上を図る。 

現在実施地区はない。 

分散、非整形、用排水施設未整備

の農地について 

ほ場整備を実施して農業生産性

の向上を図る。 

現在実施地区  

・赤津南部 

 Ｈ21 完了予定 

 

１市３町とも同

様な事業のため、

現行のとおりと

する。 

農地防災事業

に関すること 

10 

１０６ 

現在該当事業なし 現在該当事業なし 藤岡町の一部が、国営農地防災事

業渡良瀬中央地区の受益地とな

っており現在事業実施中。事業完

了後負担金の支払いが発生 

 

現在該当事業なし 藤岡町の例によ

り、新市に引継

ぐ。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

土地改良区の

統合整備に関

すること 11 

１１１ 

市内東部地区の 4 改良区で統合

整備研究会を組織し、話し合いを

進めている。 

隣接土地改良区との合併を検討

中 

平成 20 年度町内８改良区が統合

し、藤岡土地改良区が発足した。

平成 20 年度町内９改良区及び 2

共同施行が統合し、都賀町土地改

良区が発足 

１市３町とも同

様な事務のため、

現行のとおりと

する。 

 

田園環境マス

タープランに

関すること 12 

１１２ 

農業農村整備事業の実施に当た

り環境への配慮が求められてい

るため、マスタープランを作成す

る。 

策定済 

農業農村整備事業の実施に当た

り環境への配慮が求められてい

るため、マスタープランを作成す

る。 

未策定 

農業農村整備事業の実施に当た

り環境への配慮が求められてい

るため、マスタープランを作成す

る。 

策定済 

農業農村整備事業の実施に当た

り環境への配慮が求められてい

るため、マスタープランを作成す

る。 

未策定 

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

農村環境計画

に関すること 
13 

１１３ 

環境保全に対する基本的考え方

と農業農村整備事業における基

本的対応策等を定める。 

策定済 

環境保全に対する基本的考え方

と農業農村整備事業における基

本的対応策等を定める。 

策定済 

環境保全に対する基本的考え方

と農業農村整備事業における基

本的対応策等を定める。 

策定済 

環境保全に対する基本的考え方

と農業農村整備事業における基

本的対応策等を定める。 

策定済 

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

農業農村整備

事業管理計画

に関すること 14 

１１６ 

農業農村整備事業の事業概要及

び実施スケジュールについて下

都賀農業振興事務所と協議し、事

業の円滑な推進を図る。 

農業農村整備事業の事業概要及

び実施スケジュールについて下

都賀農業振興事務所と協議し、事

業の円滑な推進を図る。 

農業農村整備事業の事業概要及

び実施スケジュールについて下

都賀農業振興事務所と協議し、事

業の円滑な推進を図る。 

農業農村整備事業の事業概要及

び実施スケジュールについて下

都賀農業振興事務所と協議し、事

業の円滑な推進を図る。 

１市３町とも同

様な事業のため、

現行のとおりと

する。 

土地改良区事

務局に関する

こと 
15 

１１８ 

該当なし 前谷土地改良維持管理組合の事

務を行っている。 

平成 21 年度中に事務を維持管理

組合に移管できるよう協議中 

該当なし 現在、都賀町土地改良区に職員を

1名派遣している。 
合併後に再編す

る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

農地・水・環境

保全向上対策

に関すること 

16 

１８３ 

農家、非農家を含めた活動組織に

よる、農地や農業用水などの農業

用資源を保全向上させる活動を

支援する。 

実施地区 

・仲仕上みどりの里 

・大塚たんぼの会 

・高谷町グリーンクラブ 

・細堀木の西みどりの会 

・川原田めぐみの里 

農家、非農家を含めた活動組織に

よる、農地や農業用水などの農業

用資源を保全向上させる活動を

支援する。 

実施地区 

・西山田自然環境保全会 

・富田七環境保全会 

・お楽の里下高島 

・真弓南環境保全会 

・西水代環境保全会 

農家、非農家を含めた活動組織に

よる、農地や農業用水などの農業

用資源を保全向上させる活動を

支援する。 

実施地区 

・水と緑の里みどりかわ 

農家、非農家を含めた活動組織に

よる、農地や農業用水などの農業

用資源を保全向上させる活動を

支援する。 

実施地区 

・富張地区環境保全会 

・大柿の郷をまもる会 

１市３町とも同

様な事業のため、

現行のとおりと

する。 

地籍調査に関

すること 

17 

１９６ 

土地に関する施策の円滑化を図

るため、土地の所有者、地番、地

籍を調査するとともに土地の境

界と面積を測量する。 

 

未実施 

土地に関する施策の円滑化を図

るため、土地の所有者、地番、地

籍を調査するとともに土地の境

界と面積を測量する。 

 

一部を除いて事業完了 

土地に関する施策の円滑化を図

るため、土地の所有者、地番、地

籍を調査するとともに土地の境

界と面積を測量する。 

 

事業実施中 

土地に関する施策の円滑化を図

るため、土地の所有者、地番、地

籍を調査するとともに土地の境

界と面積を測量する。 

 

未実施 

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

排水施設の維

持管理につい

て 

○県営かんがい排水路 

県より譲与を受けた排水路の維

持管理を改良区と協力をして実

施する。 

○県営かんがい排水路 

県より譲与を受けた排水路の維

持管理を改良区と協力をして実

施する。 

○県営かんがい排水路 

該当施設なし。 

○県営かんがい排水路 

県より譲与を受けた排水路の維

持管理を改良区と協力をして実

施する。 

現行のとおり引

き継ぎ、合併後に

再編する。 

○排水樋門 

台風や大雨時に排水樋門の開閉

を行い、洪水の抑制を図る。また、

通常の維持管理を行う。 

○排水樋門 

台風や大雨時に排水樋門の開閉

を行い、洪水の抑制を図る。また、

通常の維持管理を行う。 

○排水樋門 

台風や大雨時に排水樋門の開閉

を行い、洪水の抑制を図る。また、

通常の維持管理を行う。 

○排水樋門 

該当施設なし。 
合併時に再編す

る。 

18
―
１ ９９ 

１７６ 

２３４ 

○西本排水機場 

団体営により永野川（大平町地

内） に設置された排水機場。栃

木市、大平町、大美間土地改良区

と３者協定を結び、管理は大美間

土地改良区、維持管理費は栃木

市、大平町で折半 

○西本排水機場 

団体営により永野川（大平町地

内） に設置された排水機場。栃

木市、大平町、大美間土地改良区

と３者協定を結び、管理は大美間

土地改良区、維持管理費は栃木

市、大平町で折半 

  各施設の例によ

り合併時に統合

する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

18
―
２ 

 

 ○西前原排水機場 

県営湛水防除事業で設置された

排水機場。 

流域は藤岡町、岩舟町、大平町に

及ぶ。町の直営管理。維持管理費

については、県補助金、流域３町

の負担金 

○西前原排水機場 

県営湛水防除事業で設置された

排水機場。 

流域は藤岡町、岩舟町、大平町に

及ぶ。町の直営管理。維持管理費

については、県補助金、流域３町

の負担金。特別会計制度をとって

いる。 

○旧西前原排水機場 

○石川排水機場 

○東谷津排水機場 

○新井排水機場 

上記４機場については、土地改良

区管理の施設であり、維持管理の

補助金を支出している。 

 

○荒川排水機場 

○与良川排水機場 

○与良川第２排水機場 

○邑楽東部排水機場 

上記３施設については、維持管理

経費を町受益地分の負担金支出 

 

  

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

かんがい排水

事業に関する

こと 

19 

１０５ 

かんがい排水路の整備により、農

用地の湛水被害防止を図る。 

現在実施地区 

梓川（Ｈ２０完了） 

美田東部頭首工（河川応急Ｈ２１

～） 

かんがい排水路の整備により、農

用地の湛水被害防止を図る。 

現在計画中の地区 

西前原(排水機場) 

 事業実施 Ｈ21～27 

 総事業費 294 千万円 

負担割合 国 50％ 

      県 25％ 

      地元 25％＊ 

＊藤岡町 55.52％ 

大平町 29.35％ 

岩舟町 14.99％ 

小山市  0.14％ 

かんがい排水路の整備により、農

用地の湛水被害防止を図る。 

現在計画中の地区 

西前原(排水機場) 

 事業実施 Ｈ21～27 

 総事業費 294 千万円 

負担割合 国 50％ 

      県 25％ 

      地元 25％＊ 

＊藤岡町 55.52％ 

大平町 29.35％ 

岩舟町 14.99％ 

小山市  0.14％ 

かんがい排水路の整備により、農

用地の湛水被害防止を図る。 

現在実施地区 

なし 

実施中の事業に

ついては現行の

とおり新市に引

継ぐ。計画中の事

業については、合

併後に再編する。 

農道・ため池台

帳に関するこ

と 
20 

１０７ 

農道及びため池を維持管理し、農

業生産の安全と利便性を図る。 

農道及びため池を維持管理し、農

業生産の安全と利便性を図る。 

農道及びため池を維持管理し、農

業生産の安全と利便性を図る。 

農道及びため池を維持管理し、農

業生産の安全と利便性を図る。 
現行のとおり新

市に引き継ぎ、合

併後に再編する。 

国営事業に関

すること 

21 

１７１ 

思川、巴波川に囲まれた地域

(3,040ha)の湛水被害防止のため

国営整備構想(案)が策定された。

事業実施に向けて、関係市、町、

土地改良区との調整を行ってい

る。 

【関係市・町】小山市 栃木市 

大平町 藤岡町 野木町 

【関係土地改良区】 

小野藤 清水川 美田南部 

美田中部 美田北部 美田東部 

栃木市東部 栃木市高谷 

【概算事業費】 

１９３億円 

思川、巴波川に囲まれた地域

(3,040ha)の湛水被害防止のため

国営整備構想(案)が策定された。

事業実施に向けて、関係市、町、

土地改良区との調整を行ってい

る。 

【関係市・町】小山市 栃木市 

大平町 藤岡町 野木町 

【関係土地改良区】 

小野藤 清水川 美田南部 

美田中部 美田北部 美田東部 

栃木市東部 栃木市高谷 

【概算事業費】 

１９３億円 

思川、巴波川に囲まれた地域

(3,040ha)の湛水被害防止のため

国営整備構想(案)が策定された。

事業実施に向けて、関係市、町、

土地改良区との調整を行ってい

る。 

【関係市・町】小山市 栃木市 

大平町 藤岡町 野木町 

【関係土地改良区】 

小野藤 清水川 美田南部 

美田中部 美田北部 美田東部 

栃木市東部 栃木市高谷 

【概算事業費】 

１９３億円 

国営整備構想の受益地には含ま

れていない。 
合併時に再編す

る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

利根川水系農

業水利協議会

に関すること 22 

２３６ 

該当なし 利根川水系における水利情報の

収集行い、農業用水の確保、渇水

対策などの農業水利に関する諸

問題を調査検討する。 

利根川水系における水利情報の

収集行い、農業用水の確保、渇水

対策などの農業水利に関する諸

問題を調査検討する。 

利根川水系における水利情報の

収集行い、農業用水の確保、渇水

対策などの農業水利に関する諸

問題を調査検討する。 

３町の例により

合併時に統合す

る。 

鳥獣の保護計

画に関するこ

と 23 

２ 

県の定める特定鳥獣保護管理地

域計画作成要領に基づき、市の実

情に合った計画を策定する。 

種別、年度別計画により対策を講

じ、翌年度の計画に反映させる。

県の定める特定鳥獣保護管理地

域計画作成要領に基づき、町の実

情に合った計画を策定する。 

種別、年度別計画により対策を講

じ、翌年度の計画に反映させる。

県の定める特定鳥獣保護管理地

域計画作成要領に基づき、町の実

情に合った計画を策定する。 

種別、年度別計画により対策を講

じ、翌年度の計画に反映させる。

県の定める特定鳥獣保護管理地

域計画作成要領に基づき、町の実

情に合った計画を策定する。 

種別、年度別計画により対策を講

じ、翌年度の計画に反映させる。

新市地域計画の

調整が必要であ

り、合併後に再編

する。 

米消費拡大に

関すること 24 

１３ 

米の消費拡大のＰＲや料理教室

の実施及び、米粉等の活用支援に

より、食料自給率の向上を図る。

米の消費拡大のＰＲや料理教室

の実施及び、米粉等の活用支援に

より、食料自給率の向上を図る。

米の消費拡大のＰＲや料理教室

の実施及び、米粉等の活用支援に

より、食料自給率の向上を図る。

米の消費拡大のＰＲや料理教室

の実施及び、米粉等の活用支援に

より、食料自給率の向上を図る。

１市３町とも同

様な事務内容の

ため、現行のとお

りとする。 

地産地消の推

進に関するこ

と 25 

２３ 

生産者や関係機関との調整を図

り、学校給食等をとおして、地産

地消の推進を図る。 

生産者や関係機関との調整を図

り、学校給食等をとおして、地産

地消の推進を図る。 

生産者や関係機関との調整を図

り、学校給食等をとおして、地産

地消の推進を図る。 

生産者や関係機関との調整を図

り、学校給食等をとおして、地産

地消の推進を図る。 

１市３町とも同

様な事務内容の

ため、現行のとお

りとする。 

農業後継者に

関すること 26 

２５ 

栃木県農業大学校学生募集や海

外派遣農業研修生の募集、推薦等

を行う。 

栃木県農業大学校学生募集や海

外派遣農業研修生の募集、推薦等

を行う。 

栃木県農業大学校学生募集や海

外派遣農業研修生の募集、推薦等

を行う。 

栃木県農業大学校学生募集や海

外派遣農業研修生の募集、推薦等

を行う。 

１市３町とも同

様な事務内容の

ため、現行のとお

りとする。 

環境保全型農

業に関するこ

と 
27 

２８ 

エコファーマーの認定やリンク

ティの取得を推奨し、環境保全型

農業に取組む生産者を増やす。 

エコファーマーの認定やリンク

ティの取得を推奨し、環境保全型

農業に取組む生産者を増やす。 

エコファーマーの認定やリンク

ティの取得を推奨し、環境保全型

農業に取組む生産者を増やす。 

エコファーマーの認定やリンク

ティの取得を推奨し、環境保全型

農業に取組む生産者を増やす。 

１市３町ともに

同様な事務内容

のため、現行のと

おりとする。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

農業災害の調

査報告に関す

ること 
28 

３０ 

被害状況の把握に努め、関係機

関と連絡調整を図り、適切な措

置を講じる。 

被害状況の把握に努め、関係機

関と連絡調整を図り、適切な措

置を講じる。 

被害状況の把握に努め、関係機

関と連絡調整を図り、適切な措

置を講じる。 

被害状況の把握に努め、関係機

関と連絡調整を図り、適切な措

置を講じる。 

１市３町ともに同

様な事務内容であ

るため、現行のとお

りとする。 

農作物の病害

虫防除に関す

ること 29 

３１ 

病害虫による被害を最小限に抑

えるため、最新情報の周知や、

発生した場合のまん延防止対策

の措置を講じる。 

病害虫による被害を最小限に抑

えるため、最新情報の周知や、

発生した場合のまん延防止対策

の措置を講じる。 

病害虫による被害を最小限に抑

えるため、最新情報の周知や、

発生した場合のまん延防止対策

の措置を講じる。 

病害虫による被害を最小限に抑

えるため、最新情報の周知や、

発生した場合のまん延防止対策

の措置を講じる。 

１市３町ともに同

様な事務内容であ

るため、現行のとお

りとする。 

畜産振興に関

すること 30 

３２ 

畜産経営の体質強化と需要に応

じた畜産物生産の促進を図る。

畜産経営の体質強化と需要に応

じた畜産物生産の促進を図る。

畜産経営の体質強化と需要に応

じた畜産物生産の促進を図る。

畜産経営の体質強化と需要に応

じた畜産物生産の促進を図る。
１市３町ともに同

様な事務内容であ

るため、現行のとお

りとする。 

治山事業に関

すること 31 

３４ 

県営治山事業の採択、実施へ向

け、地元及び県との調整を行う。

県営治山事業の採択、実施へ向

け、地元及び県との調整を行う。

県営治山事業の採択、実施へ向

け、地元及び県との調整を行う。

県営治山事業の採択、実施へ向

け、地元及び県との調整を行う。
１市３町ともに同

様な事務内容であ

るため、現行のとお

りとする。 

市町村森林整

備計画に関す

ること 32 

３６ 

森林法に基づき、市の実情に合

った森林整備を５年毎に１０年

間の計画を策定し、関連施策を

講じる。 

森林法に基づき、町の実情に合

った森林整備を５年毎に１０年

間の計画を策定し、関連施策を

講じる。 

森林法に基づき、町の実情に合

った森林整備を５年毎に１０年

間の計画を策定し、関連施策を

講じる。 

森林法に基づき、町の実情に合

った森林整備を５年毎に１０年

間の計画を策定し、関連施策を

講じる。 

現行のとおり新市

に引継ぎ、合併後に

再編する。 

林地開発許可

に関すること 

33 

３７ 

１ｈａを越える森林の開発につ

いての許可事務を行う。 

権限移譲によりＨ19 年度からの

事務 

１ｈａを越える森林の開発につ

いての許可事務を行う。 

権限移譲によりＨ21 年度からの

事務 

１ｈａを越える森林の開発につ

いての許可事務を行う。 

権限移譲によりＨ20 年度からの

事務 

１ｈａを越える森林の開発につ

いての許可事務を行う。 

 

１市３町ともに同

様な事務内容であ

るが、平成 19 年度

から権限移譲を受

けている栃木市の

例により、合併時に

統合する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

保安林の指定､

解除の調整及

び保安林の制

限に関するこ

と 

34 

３９ 

保安林の指定、解除は県の事務

であり、利害関係者や県との連

絡・調整を行う。 

Ｈ20 年度から保安林内の伐採の

許可事務を行う。 

保安林の指定、解除は県の事務

であり、利害関係者や県との連

絡・調整を行う。 

Ｈ20 年度から保安林内の伐採の

許可事務を行う。 

保安林の指定、解除は県の事務

であり、利害関係者や県との連

絡・調整を行う。 

Ｈ20 年度から保安林内の伐採の

許可事務を行う。 

保安林の指定、解除は県の事務

であり、利害関係者や県との連

絡・調整を行う。 

Ｈ20 年度から保安林内の伐採の

許可事務を行う。 

１市３町ともに同

様な事務内容であ

るため、現行のとお

りとする。 

伐採届出書受

理に関するこ

と 35 

４０ 

地域森林計画上の森林につい

て、現地確認、適合通知書の交

付等を行う。 

１ｈａ以下の小規模林地開発を

含む。 

地域森林計画上の森林につい

て、現地確認、適合通知書の交

付等を行う。 

１ｈａ以下の小規模林地開発を

含む。 

地域森林計画上の森林につい

て、現地確認、適合通知書の交

付等を行う。 

１ｈａ以下の小規模林地開発を

含む。 

地域森林計画上の森林につい

て、現地確認、適合通知書の交

付等を行う。 

１ｈａ以下の小規模林地開発を

含む。 

１市３町ともに同

様な事務内容であ

るため、現行のとお

りとする。 

特用林産物に

関すること 
36 

４１ 

きのこ、樹実類、山菜、たけの

こ、木炭等の特用林産物につい

て、需要拡大を図る。 

きのこ、樹実類、山菜、たけの

こ、木炭等の特用林産物につい

て、需要拡大を図る。 

きのこ、樹実類、山菜、たけの

こ、木炭等の特用林産物につい

て、需要拡大を図る。 

きのこ、樹実類、山菜、たけの

こ、木炭等の特用林産物につい

て、需要拡大を図る。 

１市３町ともに同

様な事務内容であ

るため、現行のとお

りとする。 

火入れ許可に

関すること 
37 

４３ 

森林法に基づく、農林業経営の

ための行為の許可事務を行う。

森林法に基づく、農林業経営の

ための行為の許可事務を行う。

森林法に基づく、農林業経営の

ための行為の許可事務を行う。

森林法に基づく、農林業経営の

ための行為の許可事務を行う。
１市３町ともに同

様な事務内容であ

るため、現行のとお

りとする。 

林野火災に関

すること 

38 

４４ 

消防署と連絡を取り、状況を把

握し、県南環境森林事務所へ連

絡する。 

林班図や公図により所有者の確

認を行う。 

県と連携し臨機の措置を講じ

る。 

消防署と連絡を取り、状況を把

握し、県南環境森林事務所へ連

絡する。 

林班図や公図により所有者の確

認を行う。 

県と連携し臨機の措置を講じ

る。 

消防署と連絡を取り、状況を把

握し、県南環境森林事務所へ連

絡する。 

林班図や公図により所有者の確

認を行う。 

県と連携し臨機の措置を講じ

る。 

消防署と連絡を取り、状況を把

握し、県南環境森林事務所へ連

絡する。 

林班図や公図により所有者の確

認を行う。 

県と連携し臨機の措置を講じ

る。 

１市３町ともに同

様な事務内容であ

るため、現行のとお

りとする。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

有害鳥獣捕獲

に関すること 
39 

４６ 

イノシシ、サル、シカ、カラス、

ドバト等有害鳥獣捕獲を実施す

る者に対する許可証の交付等の

事務 

イノシシ、サル、シカ、カラス、

ドバト等有害鳥獣捕獲を実施す

る者に対する許可証の交付等の

事務 

イノシシ、サル、シカ、カラス、

ドバト等有害鳥獣捕獲を実施す

る者に対する許可証の交付等の

事務 

イノシシ、サル、シカ、カラス、

ドバト等有害鳥獣捕獲を実施す

る者に対する許可証の交付等の

事務 

１市３町ともに同

様な事務内容であ

るため、現行のとお

りとする。 

飼養登録に関

すること 
40 

４７ 

メジロ、ホオジロ等の飼養登録

の許可に係る事務 

メジロ、ホオジロ等の飼養登録

の許可に係る事務 

メジロ、ホオジロ等の飼養登録

の許可に係る事務 

メジロ、ホオジロ等の飼養登録

の許可に係る事務 
１市３町ともに同

様な事務内容であ

るため、現行のとお

りとする。 

林道の維持管

理に関するこ

と 41 

４８ 

市内林道各路線における林業作

業車両等の安全を確保するた

め、適正な維持管理を実施する。

町内林道各路線における林業作

業車両等の安全を確保するた

め、適正な維持管理を実施する。

町内林道各路線における林業作

業車両等の安全を確保するた

め、適正な維持管理を実施する。

町内林道各路線における林業作

業車両等の安全を確保するた

め、適正な維持管理を実施する。

１市３町ともに同

様な取組みである

ため、現行のとおり

とする。 

林道網計画に

関すること 
42 

４９ 

地域森林計画上の林道、作業道

の整備について計画すること。

地域森林計画上の林道、作業道

の整備について計画すること。

地域森林計画上の林道、作業道

の整備について計画すること。

地域森林計画上の林道、作業道

の整備について計画すること。
現行のとおり新市

に引き継ぎ、合併後

に再編する。 

林道台帳の整

備に関するこ

と 43 

５１ 

林道の維持管理のため、台帳を

整備し、林道の保全を図る。 

林道の維持管理のため、台帳を

整備し、林道の保全を図る。 

林道の維持管理のため、台帳を

整備し、林道の保全を図る。 

林道の維持管理のため、台帳を

整備し、林道の保全を図る。 
現行のとおり新市

に引き継ぎ、合併後

に再編する。 

林業関係団体

に関すること 
44 

５２ 

林業関係団体との連絡、調整を

行う。 

林業関係団体との連絡、調整を

行う。 

林業関係団体との連絡、調整を

行う。 

林業関係団体との連絡、調整を

行う。 
１市３町ともに同

様な事務内容であ

るため、現行のとお

りとする。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

松くい虫防除

に関すること 

45 

５３ 

高度公益森林及びその他松林を

県補助金により伐倒駆除を行

う。 

高度公益森林及びその他松林を

県補助金により伐倒駆除を行

う。生活環境保全林は、県単で

地上散布、また、町単で伐倒駆

除、地上散布を行う。 

町内山林の松の保全を行う。 町内山林の松の保全を行う。 市町により取組み

に差異があるため、

合併後に再編する。 

内水面漁業に

関すること 
46 

５４ 

関係機関との連絡・調整を行う。 関係機関との連絡・調整を行う。 関係機関との連絡・調整を行う。 関係機関との連絡・調整を行う。 １市３町ともに同

様な事務内容であ

るため、現行のとお

りとする。 

畜産環境保全

に関すること 
47 

７９ 

家畜排せつ物法に基づく巡回指

導を行い、環境汚染の防止と、

家畜経営の健全な発展を図る。

家畜排せつ物法に基づく巡回指

導を行い、環境汚染の防止と、

家畜経営の健全な発展を図る。

家畜排せつ物法に基づく巡回指

導を行い、環境汚染の防止と、

家畜経営の健全な発展を図る。

家畜排せつ物法に基づく巡回指

導を行い、環境汚染の防止と、

家畜経営の健全な発展を図る。

１市３町とも同様

な事務内容である

ため、現行のとおり

とする。 

森林施業計画

に関すること 
48 

８５ 

森林所有者等が作成する間伐等

の施業計画の認定事務 

森林所有者等が作成する間伐等

の施業計画の認定事務 

森林所有者等が作成する間伐等

の施業計画の認定事務 

森林所有者等が作成する間伐等

の施業計画の認定事務 
１市３町とも同様

な事務内容である

ため、現行のとおり

とする。 

有害鳥獣によ

る農作物等へ

の被害防止対

策に関するこ

と 
49 

１３８ 

農林産物への被害や生活環境、

自然環境を悪化させる場合、多

様な手法により被害の軽減を図

る。 

農林産物への被害や生活環境、

自然環境を悪化させる場合、多

様な手法により被害の軽減を図

る。 

農林産物への被害や生活環境、

自然環境を悪化させる場合、多

様な手法により被害の軽減を図

る。 

農林産物への被害や生活環境、

自然環境を悪化させる場合、多

様な手法により被害の軽減を図

る。 

１市３町ともに同

様な取組みである

ため、現行のとおり

とする。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

農業体験学習

に関すること 
50 

１５５ 

生産者と連携を図りながら、農

作業の体験の機会を提供し、農

業の理解促進を図る。 

生産者と連携を図りながら、農

作業の体験の機会を提供し、農

業の理解促進を図る。 

生産者と連携を図りながら、農

作業の体験の機会を提供し、農

業の理解促進を図る。 

生産者と連携を図りながら、農

作業の体験の機会を提供し、農

業の理解促進を図る。 

１市３町ともに同

様な取組みである

ため、現行のとおり

とする。 

農村男女共同

参画に関する

こと 51 

１５８ 

女性起業や家族経営協定締結、

審議会への女性委員登用などの

支援を行う。 

女性起業や家族経営協定締結、

審議会への女性委員登用などの

支援を行う。 

女性起業や家族経営協定締結、

審議会への女性委員登用などの

支援を行う。 

女性起業や家族経営協定締結、

審議会への女性委員登用などの

支援を行う。 

１市３町ともに同

様な取組みである

ため、現行のとおり

とする。 

アメリカシロ

ヒトリ駆除に

関すること 52 

１５９ 

市民へ自主駆除支援のため噴霧

器等無料貸出しを行う。 

公共施設に対し一括した業者委

託により駆除を実施する。 

各公共施設管理者が駆除を実施

する。 

町民へ自主駆除支援のため薬剤

無料配布、噴霧器等無料貸出し

を行う。 

 

各公共施設管理者が駆除を実施

する。 
市町により取組み

に差異があるため、

合併後に再編する。 

緑の募金に関

すること 53 

１７７ 

県緑化推進委員会との共催によ

り、苗木配布会と併せて募金活

動をする。 

県緑化推進委員会との共催によ

り、苗木配布会と併せて募金活

動をする。 

県緑化推進委員会との共催によ

り、苗木配布会と併せて募金活

動をする。 

県緑化推進委員会との共催によ

り、苗木配布会と併せて募金活

動をする。 

１市３町とも同様

な事務内容である

ため、現行のとおり

とする。 

農業マーケテ

ィングに関す

ること 54 

１７９ 

農産物の販路拡大と生産振興を

図るため、ＰＲ活動を実施する。

農産物の販路拡大と生産振興を

図るため、ＰＲ活動を実施する。

農産物の販路拡大と生産振興を

図るため、ＰＲ活動を実施する。

農産物の販路拡大と生産振興を

図るため、ＰＲ活動を実施する。
１市３町とも同様

な事務内容である

ため、現行のとおり

とする。 

青果物（野菜）

生産振興に関

すること 55 

１８０ 

青果物（野菜）の品質の向上と

生産の拡大を図るため、施設整

備等に対し国県補助金の導入支

援をする。 

青果物（野菜）の品質の向上と

生産の拡大を図るため、施設整

備等に対し国県補助金の導入支

援をする。 

青果物（野菜）の品質の向上と

生産の拡大を図るため、施設整

備等に対し国県補助金の導入支

援をする。 

青果物（野菜）の品質の向上と

生産の拡大を図るため、施設整

備等に対し国県補助金の導入支

援をする。 

１市３町とも同様

な事務内容である

ため、現行のとおり

とする。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

果樹花き振興

に関すること 
56 

１８１ 

果樹・花きの品質の向上と生産

の拡大を図るため、施設整備等

に対し国県補助金の導入支援を

する。 

果樹・花きの品質の向上と生産

の拡大を図るため、施設整備等

に対し国県補助金の導入支援を

する。 

果樹・花きの品質の向上と生産

の拡大を図るため、施設整備等

に対し国県補助金の導入支援を

する。 

果樹・花きの品質の向上と生産

の拡大を図るため、施設整備等

に対し国県補助金の導入支援を

する。 

１市３町とも同様

な事務内容である

ため、現行のとおり

とする。 

食の安全安心

に関すること 

57 

１８２ 

安全で安心な農産物の生産を支

援するため、県と連携し、各生

産工程を記録・改善する管理手

法（ＧＡＰ）の推進等を実施す

る。 

安全で安心な農産物の生産を支

援するため、県と連携し、各生

産工程を記録・改善する管理手

法（ＧＡＰ）の推進等を実施す

る。 

安全で安心な農産物の生産を支

援するため、県と連携し、各生

産工程を記録・改善する管理手

法（ＧＡＰ）の推進等を実施す

る。 

安全で安心な農産物の生産を支

援するため、県と連携し、各生

産工程を記録・改善する管理手

法（ＧＡＰ）の推進等を実施す

る。 

１市３町とも同様

な事務内容である

ため、現行のとおり

とする。 

とちぎの元気

な森づくり事

業に関するこ

と 
58 

１８４ 

市町村交付金事業を活用し、元

気な森づくり、森を育む人づく

りの取組みを推進する。 

市町村交付金事業を活用し、元

気な森づくり、森を育む人づく

りの取組みを推進する。 

市町村交付金事業を活用し、元

気な森づくり、森を育む人づく

りの取組みを推進する。 

市町村交付金事業を活用し、元

気な森づくり、森を育む人づく

りの取組みを推進する。 

１市３町とも同様

な事務内容である

ため、現行のとおり

とする。 

都賀インター

周辺地区観光

農園設置小委

員会に関する

こと 

59 

２１５ 

該当なし 該当なし 該当なし 都賀インター周辺地区の活性化

のため、観光農園の設置につい

て調査研究を行う。 

独自の取組みのた

め、現行のとおりと

する。 

農産物直売活

動に関するこ

と 60 

２４ 

農産物直売所をＰＲ等により、

活動支援する。 

（ＪＡしもつけよっとこれ、ア

グリの里、星野） 

 

農産物直売所をＰＲ等により、

活動支援する。 

（ＪＡしもつけたんぽぽ、カイ

ンズモール愛菜果、ゆうゆうプ

ラザ、プラッツおおひら、下皆

川、川連、西山田） 

農産物直売所をＰＲ等により、

活動支援する。 

（道の駅みかも万葉の里、ＪＡ

しもつけ藤岡地区、みかも） 

農産物直売所をＰＲ等により、

活動支援する。 

（ＪＡしもつけ生出宿里の駅、

ふるさとセンター） 

１市３町とも同様

な取組みのため、現

行のとおりとする。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

農業・農村振興

施設の管理に

関すること 

61 

１６７ 

農村地域の交流拡大や女性起業

グループ、農産物加工組織の活動

支援をするための施設の適正な

管理運営を行う。 

 

栃木市農村振興総合センター 

農村地域の交流拡大や女性起業

グループ、農産物加工組織の活動

支援をするための施設の適正な

管理運営を行う。 

 

西地区農産加工所 

東地区農村センター 

農村婦人の家 

農村地域の交流拡大や女性起業

グループ、農産物加工組織の活動

支援をするための施設の適正な

管理運営を行う。 

 

農産加工センター 

農村地域の交流拡大や女性起業

グループ、農産物加工組織の活動

支援をするための施設の適正な

管理運営を行う。 

 

ＪＡしもつけ都賀農産加工施設 

１市３町とも同

様な取り組みの

ため、現行のとお

りとする。 

野生鳥獣対策

協議会に関す

ること 

62 

２０６ 

栃木県猟友会栃木支部、栃木県猟

友会下都賀連合第３支部、栃木県

猟友会下都賀連合栃木中央支部

を含む「栃木市野生鳥獣被害対策

連絡協議会」を組織し、被害対策

の検討を行う。 

 

栃木県猟友会下都賀連合大岩支

部と連携し、被害対策の検討を行

う。 

 

栃木県猟友会藤岡支部と連携し、

被害対策の検討を行う。 

 

栃木県猟友会下都賀連合第３支

部と連携し、被害対策の検討を行

う。 

 

各地元猟友会と

の連携は、現行の

とおりとし、合併

後再編する。 

学校農園事業

に関すること 

63 

７６ 

小・中学校において、作物を育て

る楽しさや収穫の喜び、生きるも

のの力を実感し、農業に対する理

解促進を図る。 
 

小学校において、作物を育てる楽

しさや収穫の喜び、生きるものの

力を実感し、農業に対する理解促

進を図る。 

小学校において、作物を育てる楽

しさや収穫の喜び、生きるものの

力を実感し、農業に対する理解促

進を図る。 

小学校において、作物を育てる楽

しさや収穫の喜び、生きるものの

力を実感し、農業に対する理解促

進を図る。 

１市３町とも同

様な取組みのた

め、現行のとおり

とする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

食育推進に関

すること 
64 

１７８ 

健全な心身を培い、豊かな人間性

を育むため、様々な主体が連携・

協力し、食の情報発信や実践活動

を推進する。 

 

健全な心身を培い、豊かな人間性

を育むため、様々な主体が連携・

協力し、食の情報発信や実践活動

を推進する。 

 

健全な心身を培い、豊かな人間性

を育むため、様々な主体が連携・

協力し、食の情報発信や実践活動

を推進する。 

 

健全な心身を培い、豊かな人間性

を育むため、様々な主体が連携・

協力し、食の情報発信や実践活動

を推進する。 

 

１市３町とも同

様な取組みのた

め、現行のとおり

とする。 

 

食の回廊に関

すること 

65 

２３７ 

農産物をはじめとする食や交流

施設など地域資源との連携によ

り魅力ある街道づくりを全国に

発信し、地域の活性化を図る。 

○とちぎ渡良瀬いちご・フルーツ

街道推進協議会 

農産物をはじめとする食や交流

施設など地域資源との連携によ

り魅力ある街道づくりを全国に

発信し、地域の活性化を図る。 

○とちぎ渡良瀬いちご・フルーツ

街道推進協議会 

 

農産物をはじめとする食や交流

施設など地域資源との連携によ

り魅力ある街道づくりを全国に

発信し、地域の活性化を図る。 

○とちぎ渡良瀬いちご・フルーツ

街道推進協議会 

 

農産物をはじめとする食や交流

施設など地域資源との連携によ

り魅力ある街道づくりを全国に

発信し、地域の活性化を図る。 

１市３町とも同

様な取組みであ

るため、現行のと

おりとする。 

農業融資資金

に関すること 

66 

２３８ 

該当なし 該当なし 該当なし ○都賀町農業経営安定資金融資 

町内農業者の農業生産に必要な

資金及び生活資金の融資を行う。

預託機関 下野農業協同組合 

限度額 融資残高で 400 万円以

内 

利率 2.3％ 

都賀町独自の取

組みであるため、

合併時に再編す

る。 

 



様式２         栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）      経済部会 農業委員会分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

耕作証明に関するこ

と 
１ 

１ 

免税軽油申請に係る耕作証明

書の発行 

耕作証明書の発行 

平成 19 年度発行件数 

 免税軽油 309 件 

 その他   95 件 

免税軽油申請に係る耕作証明

書の発行 

耕作証明書の発行 

平成 19 年度発行件数 

 免税軽油 395 件 

 その他    5 件 

免税軽油申請に係る耕作証明

書の発行 

耕作証明書の発行 

平成 19 年度発行件数 

 免税軽油 216 件 

 その他   20 件 

免税軽油申請に係る耕作証明

書の発行 

耕作証明書の発行 

平成 19 年度発行件数 

 免税軽油 207 件 

 その他   37 件 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 

農業委員会の運営に

関すること 
２ 

７ 

農業委員会の運営に関するこ

とを定める。 

・事務局の設置 

・事務処理等 

農業委員会の運営に関するこ

とを定める。 

・事務局の設置 

・事務処理等 

農業委員会の運営に関するこ

とを定める。 

・事務局の設置 

・事務処理等 

農業委員会の運営に関するこ

とを定める。 

・事務局の設置 

・事務処理等 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 

農業委員会交付金に

関すること 
３ 

１０ 

委員報酬、職員設置費等農業委

員会活動に対する県の交付金

を受けるための申請及び実績

報告書の作成 

委員報酬、職員設置費等農業委

員会活動に対する県の交付金

を受けるための申請及び実績

報告書の作成 

委員報酬、職員設置費等農業委

員会活動に対する県の交付金

を受けるための申請及び実績

報告書の作成 

委員報酬、職員設置費等農業委

員会活動に対する県の交付金

を受けるための申請及び実績

報告書の作成 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 

許可事務に関するこ

と（農地の権利の設

定移転） 
４ 

１１ 

農地法 3条に基づく農地の権利

の設定移転に関する許可申請

に対して事務処理を行う。市町

村区域外の農地の権利の設定

移転については知事許可 

※平成 21 年度権限移譲 

農地法 3条に基づく農地の権利

の設定移転に関する許可申請

に対して事務処理を行う。市町

村区域外の農地の権利の設定

移転については知事許可 

農地法 3条に基づく農地の権利

の設定移転に関する許可申請

に対して事務処理を行う。市町

村区域外の農地の権利の設定

移転については知事許可 

農地法 3条に基づく農地の権利

の設定移転に関する許可申請

に対して事務処理を行う。市町

村区域外の農地の権利の設定

移転については知事許可 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるが、平成２１

年４月から栃木

市に権限移譲さ

れたため、栃木市

の例により合併

時に統合する。 

農業生産法人に関す

ること 

５ 

１６ 

農業経営の法人化を促進する

ため、農地法の要件を満たす法

人に対し農地等の権利取得を

認める。 

・適用要件の把握、報告の徴収

等に関する事務 

農業経営の法人化を促進する

ため、農地法の要件を満たす法

人に対し農地等の権利取得を

認める。 

・適用要件の把握、報告の徴収

等に関する事務 

農業経営の法人化を促進する

ため、農地法の要件を満たす法

人に対し農地等の権利取得を

認める。 

・適用要件の把握、報告の徴収

等に関する事務 

農業経営の法人化を促進する

ため、農地法の要件を満たす法

人に対し農地等の権利取得を

認める。 

・適用要件の把握、報告の徴収

等に関する事務 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

農地法届出申請事務

に関すること 

６ 

１７ 

許可の適用除外案件の内市街

化区域内の転用について届出

書の受理事務を行う。 

書類審査後、受理書を交付す

る。 

許可の適用除外案件の内市街

化区域内の転用について届出

書の受理事務を行う。 

書類審査後、受理書を交付す

る。 

許可の適用除外案件の内市街

化区域内の転用について届出

書の受理事務を行う。 

書類審査後、受理書を交付す

る。 

許可の適用除外案件の内市街

化区域内の転用について届出

書の受理事務を行う。 

書類審査後、受理書を交付す

る。 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 

相続税、贈与税猶予

に関すること 
７ 

１９ 

相続税、贈与税の納税猶予につ

いて、その適格者証明書の発行

を行う。 

相続税、贈与税の納税猶予につ

いて、その適格者証明書の発行

を行う。 

相続税、贈与税の納税猶予につ

いて、その適格者証明書の発行

を行う。 

相続税、贈与税の納税猶予につ

いて、その適格者証明書の発行

を行う。 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 

総会に関すること 

８ 

２２ 

農業委員会等に関する法律第 6

条の所掌事務を処理するほか、

重要案件について審議、決定を

する。 

毎月２０日頃開催 

農業委員会等に関する法律第 6

条の所掌事務を処理するほか、

重要案件について審議、決定を

する。 

毎月２０日頃開催 

農業委員会等に関する法律第 6

条の所掌事務を処理するほか、

重要案件について審議、決定を

する。 

毎月２０日頃開催 

農業委員会等に関する法律第 6

条の所掌事務を処理するほか、

重要案件について審議、決定を

する。 

毎月２０日頃開催 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 

情報活動事業に関す

ること 

９ 

２３ 

農業者への情報提供を行う。 

・市広報へ掲載 

・市ホームページへ掲載 

・農業委員会だより発行 

農業者への情報提供を行う。 

・町広報へ掲載 

・町ホームページへ掲載 

農業者への情報提供を行う。 

・町広報へ掲載 

・町ホームページへ掲載 

・ふじおかまち農業委員会報発

行 

農業者への情報提供を行う。 

・町広報へ掲載 

・町ホームページへ掲載 

合併時に再編す

る。 

全国農業新聞に関す

ること 

10 

２４ 

・総会で普及拡大の依頼 

・購読料の請求・支払事務を行

う。 

・新規購読者、中止の手続きを

行う。 

・総会で普及拡大の依頼 

・購読料の請求・支払事務を行

う。 

・新規購読者、中止の手続きを

行う。 

・総会で普及拡大の依頼 

・購読料の請求・支払事務を行

う。 

・新規購読者、中止の手続きを

行う。 

・総会で普及拡大の依頼 

・購読料の請求・支払事務を行

う。 

・新規購読者、中止の手続きを

行う。 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

標準農作業料金設定

に関すること 
11 

２５ 

標準農作業の料金を、水稲作

業、麦作作業、労務費等につい

て設定する。 

農業委員会対応 

標準農作業の料金を、水稲作

業、麦作作業、労務費等につい

て設定する。 

産業振興課対応 

標準農作業の料金を、水稲作

業、麦作作業、労務費等につい

て設定する。 

ＪＡ対応 

 

標準農作業の料金を、水稲作

業、麦作作業、労務費等につい

て設定する。 

農業公社対応 

１市３町で設定

の額、作業内容、

関係部署に差異

があるため、合併

後に再編する。 

農業者年金業務に関

すること 

12 

２６ 

農業者年金基金との業務委託

契約に基づく事務。 

・農業者年金加入の推進 

・加入者・受給者の資格審査、

変更の手続き 

・特定処分対象農地の適正な管

理 

農業者年金基金との業務委託

契約に基づく事務。 

・農業者年金加入の推進 

・加入者・受給者の資格審査、

変更の手続き 

・特定処分対象農地の適正な管

理 

農業者年金基金との業務委託

契約に基づく事務。 

・農業者年金加入の推進 

・加入者・受給者の資格審査、

変更の手続き 

・特定処分対象農地の適正な管

理 

農業者年金基金との業務委託

契約に基づく事務。 

・農業者年金加入の推進 

・加入者・受給者の資格審査、

変更の手続き 

・特定処分対象農地の適正な管

理 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 

農家台帳の整備に関

すること 
13 

３４ 

農家台帳により、農家世帯、農

地の管理をする。 

 

農家台帳により、農家世帯、農

地の管理をする。 

 

農家台帳により、農家世帯、農

地の管理をする。 

 

農家台帳により、農家世帯、農

地の管理をする。 

 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 

自作農創設事業に関

すること 
14 

３５ 

県が管理している国有農地に

ついて、農地対価の徴収及び農

地の管理に必要な事務を行う。

・20 筆 6,340 ㎡ 

県が管理している国有農地に

ついて、農地対価の徴収及び農

地の管理に必要な事務を行う。

・12 筆 3,945 ㎡ 

県が管理している国有農地に

ついて、農地対価の徴収及び農

地の管理に必要な事務を行う。

・6筆 1,433 ㎡ 

県が管理している国有農地に

ついて、農地対価の徴収及び農

地の管理に必要な事務を行う。

・国有農地なし 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 

農地調整事務処理事

業に関すること 

15 

３６ 

農地紛争の和解の仲介、農事調

停、農業生産法人の立入調査、

小作料軽減勧告等を行う。 

・19 年度 なし 

農地紛争の和解の仲介、農事調

停、農業生産法人の立入調査、

小作料軽減勧告等を行う。 

・19 年度 なし 

農地紛争の和解の仲介、農事調

停、農業生産法人の立入調査、

小作料軽減勧告等を行う。 

・19 年度 なし 

農地紛争の和解の仲介、農事調

停、農業生産法人の立入調査、

小作料軽減勧告等を行う。 

・19 年度 なし 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

事業計画に関するこ

と 

16 

３９ 

農業委員会の年間事業計画を

立てる。 

・総会、研修会の開催日 

・耕作放棄地の調査指導 

・農地パトロールの実施 

・農業者年金、全国農業新聞の

普及活動など 

農業委員会の年間事業計画を

立てる。 

・総会、研修会の開催日 

・耕作放棄地の調査指導 

・農地パトロールの実施 

・農業者年金、全国農業新聞の

普及活動など 

農業委員会の年間事業計画を

立てる。 

・総会、研修会の開催日 

・耕作放棄地の調査指導 

・農地パトロールの実施 

・農業者年金、全国農業新聞の

普及活動など 

農業委員会の年間事業計画を

立てる。 

・総会、研修会の開催日 

・耕作放棄地の調査指導 

・農地パトロールの実施 

・農業者年金、全国農業新聞の

普及活動など 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 

農業従事者証明に関

すること 
17 

４１ 

建築基準法に基づく確認申請

に添付するための、農業従事者

証明書を発行する。 

・19 年度 32 件 

建築基準法に基づく確認申請

に添付するための、農業従事者

証明書を発行する。 

・19 年度 14 件 

建築基準法に基づく確認申請

に添付するための、農業従事者

証明書を発行する。 

・19 年度 20 件 

建築基準法に基づく確認申請

に添付するための、農業従事者

証明書を発行する。 

・19 年度 10 件 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 

農業後継者結婚相談

事業に関すること 
18 

４６ 

農業後継者の結婚相談、結婚の

成立を援助する。 

・結婚した農業後継者へ記念品

・仲人謝金 

農業後継者の結婚相談、結婚の

成立を援助する。 

・結婚した農業後継者へ記念品

・仲人へ感謝状、記念品 

農業後継者の結婚相談、結婚の

成立を援助する。 

・結婚した農業後継者へ記念品

・仲人謝金 

農業後継者の結婚相談、結婚の

成立を援助する。 

・仲人謝金 

１市３町で、記念

品・謝金等に差異

があるため、合併

時に再編する。 

農業青色申告会に関

すること 

19 

５１ 

青色申告制度の研修会・講習

会、簿記記帳指導会等を開催す

る。 

栃木市農業青色申告会 

 会員数 158 名 

 会 費 8,000 円 

青色申告制度の研修会・講習

会、簿記記帳指導会等を開催す

る。 

 大平町農業青色申告会 

 会員数 127 名 

 会 費 8,000 円 

青色申告制度の研修会・講習

会、簿記記帳指導会等を開催す

る。 

 藤岡町農業青色申告会 

 会員数 60 名 

 会 費 10,000 円 

青色申告制度の研修会・講習

会、簿記記帳指導会等を開催す

る。 

 都賀町農業青色申告会 

 会員数 96 名 

 会 費 7,000 円 

１市３町で組織

化されているが、

会費等内容に差

異があるため、合

併後に再編する。 

農業委員会委員選挙

人名簿登載申請書に

関すること 20 

５４ 

農業委員会委員選挙人名簿登

載申請書を毎年 1月 1日現在で

作成し、1月 31 日までに選挙管

理委員会へ提出する。 

農業委員会委員選挙人名簿登

載申請書を毎年 1月 1日現在で

作成し、1月 31 日までに選挙管

理委員会へ提出する。 

農業委員会委員選挙人名簿登

載申請書を毎年 1月 1日現在で

作成し、1月 31 日までに選挙管

理委員会へ提出する。 

農業委員会委員選挙人名簿登

載申請書を毎年 1月 1日現在で

作成し、1月 31 日までに選挙管

理委員会へ提出する。 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

農地法２０条に関す

ること 
21 

５６ 

農地貸借の合意解約に関する

事務を行う。 

 随時受付 

 １９年度 ３８件 

農地貸借の合意解約に関する

事務を行う。 

 随時受付 

 １９年度 ５０件 

農地貸借の合意解約に関する

事務を行う。 

 随時受付 

 １９年度 ３７件 

農地貸借の合意解約に関する

事務を行う。 

 随時受付 

 １９年度 ３２件 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 

非農地証明願に関す

ること 
22 

５７ 

非農地証明願について、総会に

おいて非農地と決定された願

出に対し、非農地証明書を発行

する。 

 １９年度 ２３件 

非農地証明願について、総会に

おいて非農地と決定された願

出に対し、非農地証明書を発行

する。 

 １９年度 ７件 

非農地証明願について、総会に

おいて非農地と決定された願

出に対し、非農地証明書を発行

する。 

 １９年度 ９件 

非農地証明願について、総会に

おいて非農地と決定された願

出に対し、非農地証明書を発行

する。 

 １９年度 ５件 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 

買受適格証明願に関

すること 
23 

５８ 

民事執行法、国税徴収法により

売却される農地について、入札

参加のための買受適格証明書

を発行する。 

 １９年度 ４件 

民事執行法、国税徴収法により

売却される農地について、入札

参加のための買受適格証明書

を発行する。 

 １９年度 ３件 

民事執行法、国税徴収法により

売却される農地について、入札

参加のための買受適格証明書

を発行する。 

 １９年度 ０件 

民事執行法、国税徴収法により

売却される農地について、入札

参加のための買受適格証明書

を発行する。 

 １９年度 ４件 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 

役員会に関すること 

24 

６０ 

事案等の事前協議を行う。 

・役員会 

  会長、地区６名、 

  選任１名 

  計８名 

事案等の事前協議を行う。 

・二役会議 

・運営委員会 

会長、職代 

 計３名 

事案等の事前協議を行う。 

・運営委員会 

  会長、職代、 

地区４名 

 計６名 

事案等の事前協議を行う。 

・運営委員会 

  会長、職代、 

調査班長４名 

計６名 

１市３町で、構成

する役員等に差

異があるため、合

併時に再編する。 

農地銀行に関するこ

と 
25 

６１ 

農地流動化推進員により掘り

起こした農用地の有効利用と

流動化等の調整を行う。 

・期間満了通知の送付、受付等

 19 年度 166 件 

農地流動化推進員により掘り

起こした農用地の有効利用と

流動化等の調整を行う。 

・期間満了通知の送付、受付、

通帳の送付等 

 19 年度 153 件 

農地流動化推進員により掘り

起こした農用地の有効利用と

流動化等の調整を行う。 

 19 年度 207 件 

20 年度より公社対応 

農地流動化推進員により掘り

起こした農用地の有効利用と

流動化等の調整を行う。 

 

公社対応 

１市３町で、内

容、担当部署等に

差異があるため、

合併後に再編す

る。 

遊休農地に関するこ

と 
26 

６２ 

遊休農地解消のため、遊休農地

の実態把握と解消促進のため

の農地パトロール等を行う。 

19 年度 

111 筆 128,140 ㎡ 

遊休農地解消のため、遊休農地

の実態把握と解消促進のため

の農地パトロール等を行う。 

19 年度 

 256 筆 174,335 ㎡ 

遊休農地解消のため、遊休農地

の実態把握と解消促進のため

の農地パトロール等を行う。 

19 年度 

 349 筆 230,400 ㎡ 

遊休農地解消のため、遊休農地

の実態把握と解消促進のため

の農地パトロール等を行う。 

19 年度 

 139 筆 122,847 ㎡ 

１市３町とも同

様な事務内容で

あるため、現行の

とおりとする。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

農地保有合理化推進

事業に関すること 

27 

６３ 

農用地等の所有者から売渡し、

貸付け等のあっせん申出を受

け、農地保有合理化事業におけ

る基準面積に基づき、要件を満

たす相手方の選定を行い、あっ

せんを行う。 

あっせん基準 

      105ａ 

 19 年度売渡し 2件 

 

農用地等の所有者から売渡し、

貸付け等のあっせん申出を受

け、農地保有合理化事業におけ

る基準面積に基づき、要件を満

たす相手方の選定を行い、あっ

せんを行う。 

あっせん基準 

  東地区 200ａ 

  南地区 200ａ 

  西地区 140ａ 

 19 年度売渡し 7件 

     買受け 5件 

農用地等の所有者から売渡し、

貸付け等のあっせん申出を受

け、農地保有合理化事業におけ

る基準面積に基づき、要件を満

たす相手方の選定を行い、あっ

せんを行う。 

あっせん基準 

      140ａ 

19 年度売渡し 10 件 

   買受け  5 件 

藤岡町農業公社が行っている。

農用地等の所有者から売渡し、

貸付け等のあっせん申出を受

け、農地保有合理化事業におけ

る基準面積に基づき、要件を満

たす相手方の選定を行い、あっ

せんを行う。 

あっせん基準 

      140ａ 

 19 年度 なし 

 

都賀町農業公社が行っている。

１市３町で、あっ

せん基準、関係部

署に差異がある

ため、合併後に再

編する。 

農業委員会補助員に

関すること 
28 

６５ 

農家と農業委員会との連携及

び事務の円滑な執行を図るた

め、農業委員会補助員を置く。

 

報酬年額 10,500 円 

農家と農業委員会との連携及

び事務の円滑な執行を図るた

め、農業行政連絡員を置く。 

 

報償年額  5,000 円 

 

産業振興課の農事部長で対応 

 

 

報償年額 13,000 円 

 

ＪＡ委員（旧生産組合長）で対

応 

 

委託料年額 

均等割 + 戸数割 

5,000 円  一戸 120 円 

１市３町で、報

酬、関係部署等に

差異があるため、

合併時に再編す

る。 

 

後継者育成推進協議

会に関すること 

29 

６６ 

該当なし 該当なし 該当なし 町産業の担い手や後継者の育

成支援、配偶者対策を行い後継

者の環境条件を整えることに

より、地域の活性化とゆとりあ

る生活を図ることを目的とす

る。 

主に、男女の出会いのイベント

を開催 

   委員 12 名 

   幹事 12 名 

都賀町にのみ設

置されている組

織であるため、内

容等を検討し、合

併後に再編する。 

 

 



様式２         栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）       建設部会 都市整備分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

国庫補助金（街路）

申請及び実績報告

に関すること 
１ 

１ 

国庫補助金を用い街路事業を実

施するため、補助の交付申請、完

了後に実績報告を行う。 

 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

電子計算システム

の管理運用に関す

ること(土木積算

システム) 
２ 

２ 

栃木県の運用する「土木積算シス

テム」の管理 

・システム管理 

・保守管理 

・パソコン本体はリース 

栃木県の運用する「土木積算シス

テム」の管理 

・システム管理 

・保守管理 

・パソコン本体は買取り 

栃木県の運用する「土木積算シス

テム」の管理 

・システム管理 

・保守管理 

・パソコン本体はリース 

栃木県の運用する「土木積算シス

テム」の管理 

・システム管理 

・保守管理 

・パソコン本体はリース 

システムにつ

いては、一括処

理するため統

合し、パソコン

本体について

は、契約を存続

する。 

急傾斜地等の防災

事業県負担金に関

すること 
３ 

３ 

県が事業主体で行う急傾斜地等

の防災事業に要する費用を負担

割合に応じて負担する。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

県事業負担金(道

路関係）に関する

こと 
４ 

６ 

県が事業主体で実施する河川改

修事業等による市道橋等の架け

替え等に要する費用を負担割合

に応じて負担する。 

 

県が事業主体で実施する河川改

修事業等による町道橋等の架け

替え等に要する費用を負担割合

に応じて負担する。 

該当なし 該当なし 栃木市・大平町

の例により合

併時に統合す

る。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

街路事業（用地・

補償）に関するこ

と ５ 

７ 

基幹道路網の形成に必要な道路

で、国からの補助金をもって行う

事業に係る用地等の取得及びこ

れに伴う物件補償 

該当なし 

 

 

該当なし 該当なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

街路事業（工事）

に関すること 
６ 

８ 

基幹道路網の形成に必要な道路

で、国からの補助金をもって行う

事業に伴う工事 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

国庫補助金（道路）

申請及び実績報告

に関すること ７ 

９ 

国庫補助金を用い市道改良事業

を実施するため、補助の交付申

請、完了後に実績報告を行う。 

国庫補助金を用い町道改良事業

を実施するため、補助の交付申

請、完了後に実績報告を行う。 

 

国庫補助金を用い町道改良事業

を実施するため、補助の交付申

請、完了後に実績報告を行う。 

該当なし 栃木市・大平

町・藤岡町の例

により合併時

に統合する。 

各種同盟会・協議

会に関すること 
８ 

１０ 

道路、河川等の整備促進を図るた

めに、県や関係市町村等で構成す

る団体に加盟し活動する。 

・１４団体 

道路、河川等の整備促進を図るた

めに、県や関係市町村等で構成す

る団体に加盟し活動する。 

・８団体 

道路、河川等の整備促進を図るた

めに、県や関係市町村等で構成す

る団体に加盟し活動する。 

・９団体 

道路、河川等の整備促進を図るた

めに、県や関係市町村等で構成す

る団体に加盟し活動する。 

・１１団体 

現行のとおり

存続する。な

お、重複する団

体の事務は一

つにする。 

まちづくり交付金

に関すること 
９ 

１１ 

制度の活用により、都市再生を推

進し地域経済・社会の活性化を図

る。 

制度の活用により、都市再生を推

進し地域経済・社会の活性化を

図る。 

該当なし 該当なし 栃木市・大平町

の例により合

併時に統合す

る。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

災害復旧事業（道

路）に関すること

10 

１２ 

異常気象により被災を受けた道

路施設を復旧し機能を回復させ

ること。 

異常気象により被災を受けた道

路施設を復旧し機能を回復させ

ること。 

異常気象により被災を受けた道

路施設を復旧し機能を回復させ

ること。 

異常気象により被災を受けた道

路施設を復旧し機能を回復させ

ること。 

現行のとおり

とする。 

道路改良事業（工

事）に関すること

11 

１５ 

現道の拡幅や線形改良等を行う。 現道の拡幅や線形改良等を行う。 現道の拡幅や線形改良等を行う。 現道の拡幅や線形改良等を行う。 現行のとおり

とする。 

交通安全施設（歩

道）整備に関する

こと 
12 

１７ 

市道の交通安全施設等の整備を

行い、歩行者等の安全を確保し、

交通事故の減少を図る。 

該当なし 町道の交通安全施設等の整備を

行い、歩行者等の安全を確保し、

交通事故の減少を図る。 

該当なし 栃木市・藤岡町

の例により合

併時に統合す

る。 

土木事業に係る関

係機関との調整、

要望等に関するこ

と 

13 

２１ 

関係機関との調整や国土交通省、

関東地方整備局、栃木県等への要

望活動実施 

関係機関との調整や国土交通省、

関東地方整備局、栃木県等への要

望活動実施 

関係機関との調整や国土交通省、

関東地方整備局、栃木県等への要

望活動実施 

関係機関との調整や国土交通省、

関東地方整備局、栃木県等への要

望活動実施 

現行のとおり

とする。 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

排水路整備事業に

関すること 

14 

２４ 

自治会、水利組合等の陳情要請

に基づき現地調査を行い、未整

備の排水路を順次施工する。 

自治会、水利組合等の陳情要請

に基づき現地調査を行い、未整

備の排水路を順次施工する。 

・市街化区域は下水道課で、市

街化調整区域は産業振興課で行

う。 

自治会、水利組合等の陳情要請

に基づき現地調査を行い、未整

備の排水路を順次施工する。 

自治会、水利組合等の陳情要請

に基づき現地調査を行い、未整

備の排水路を順次施工する。 

現在実施してい

る事業は現行の

とおり存続し、

新規事業につい

ては合併後に再

編する。 

準用河川改修事業

に関すること 

15 

２５ 

地域に密着した小河川を市で準

用河川の指定をし、河川の氾濫

を防止すると共に、地域の生活

基盤を確保するため、市が施行

主体となって河川改修を行う。

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例によ

り合併時に統合

する。 

都市公園等整備事

業（工事）に関す

ること 
16 

２６ 

都市公園、その他の公園、緑地

の新設や改築する工事を行う。

都市公園、その他の公園、緑地

の新設や改築する工事を行う。

該当なし 該当なし 栃木市・大平町

の例により合併

時に統合する。 

都市公園等整備事

業（用地・補償）

に関すること 17 

２７ 

公園緑地整備事業に係る用地の

取得及び補償をする。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例によ

り合併時に統合

する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

都市公園等の整備

計画に関すること

18 

２８ 

都市公園、その他の公園、緑地の

整備について計画的に事業を進

める。 

該当なし 該当なし 該当なし 合併後に再編

する。 

災害復旧事業（河

川）に関すること

19 

２９ 

異常気象により被災を受けた準

用河川及び普通河川を復旧させ、

機能を回復させること。 

異常気象により被災を受けた普

通河川を復旧させ、機能を回復さ

せること。 

異常気象により被災を受けた普

通河川を復旧させ、機能を回復さ

せること。 

異常気象により被災を受けた普

通河川を復旧させ、機能を回復さ

せること。 

現行のとおり

とする。 

一級河川の整備の

調整に関すること

20 

３１ 

一級河川の改修事業等の推進の

ために、地元自治会等との調整や

栃木県等への要望活動を実施す

る。 

一級河川の改修事業等の推進の

ために、地元自治会等との調整や

栃木県等への要望活動を実施す

る。 

一級河川の改修事業等の推進の

ために、地元自治会等との調整や

栃木県等への要望活動を実施す

る。 

一級河川の改修事業等の推進の

ために、地元自治会等との調整や

栃木県等への要望活動を実施す

る。 

現行のとおり

とする。 

河川環境整備に関

すること 

21 

３２ 

治水、利水の機能を向上させ、住

民が安全に利用できる公共空間

や安らぎの場を提供する。 

①桜づつみの整備 

②水辺の楽校の登録 

③河川敷の整備 

 

該当なし。 治水、利水の機能を向上させ、住

民が安全に利用できる公共空間

や安らぎの場を提供する。 

①水辺空間の整備 

②河川敷の植栽、維持管理 

③渡良瀬遊水地 

治水、利水の機能を向上させ、住

民が安全に利用できる公共空間

や安らぎの場を提供する。 

①水辺空間の整備 

②河川敷の植栽、維持管理 

・つがスポーツ公園駐車場整備予

定（県と協議中） 

現在実施して

いる事業は現

行のとおり存

続し、新規事業

については合

併後に再編す

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

県事業負担金(河

川関係）に関する

こと 

22 

３７ 

県が事業主体で実施する県営か

んがい排水事業等に関する協定

書に基づいて費用を負担する。 

・馬草堀川上流放水路整備事業 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり

とする。 

公園事業地の管理

に関すること 

23 

３９ 

公園事業用地の維持管理を行う。

 

該当なし 公園事業用地の維持管理を行う。 公園事業用地の維持管理を行う。 現在実施して

いる事業は現

行のとおり存

続し、新規事業

については合

併後に再編す

る。 

自然公園の施設整

備に関すること 

24 

４２ 

県の交付金事業等を導入して、公

園内の施設整備を行う。 

・太平山県立自然公園 

県の交付金事業等を導入して、公

園内の施設整備を行う。 

・太平山県立自然公園 

該当なし 該当なし 現在実施して

いる事業は現

行のとおり存

続し、新規事業

については合

併後に再編す

る。 

道路、河川、公園

工事に係る通達等

の管理に関するこ

と 25 

４３ 

国、県等関係機関や庁内からの文

書を管理する。 

国、県等関係機関や庁内からの文

書を管理する。 

国、県等関係機関や庁内からの文

書を管理する。 

国、県等関係機関や庁内からの文

書を管理する。 
現行のとおり

とする。 

 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

都市計画道路事業

地の管理に関する

こと 

26 

４７ 

取得済みの街路事業予定地を管

理する。 

・５か所 

該当なし 該当なし 取得済みの街路事業予定地を管

理する。 

・１か所 

現在実施して

いる事業は現

行のとおり存

続し、新規事業

については合

併後に再編す

る。 

国庫補助金等（公

園）申請及び実績

報告に関すること27 

４８ 

国庫補助を導入し公園整備を行

うために必要な事務手続きを行

う。  

国庫補助を導入し公園整備を行

うために必要な事務手続きを行

う。  

該当なし 該当なし 栃木市・大平町

の例により合

併時に統合す

る。 

公共工事コスト縮

減対策に関するこ

と 28 

４９ 

公共工事の実施にあたり、「公共

工事コスト縮減対策に関する新

行動計画」に基づき、コスト縮減

を推進する。 

計画なし 計画なし 計画なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

建設工事の検査に

関すること 

29 

５１ 

市発注の建設工事が、契約書、設

計図書等に基づき、適正に契約内

容が確保されているかを確認す

る。 

・検査基準は県の基準を準用して

いる。 

・検査規程、検査要領、工事成績

評定要領及び工事成績評定評価

委員会設置要領による。 

町発注の建設工事が、契約書、設

計図書等に基づき、適正に契約内

容が確保されているかを確認す

る。 

・検査基準は県の基準を準用して

いる。 

・検査規定、工事成績評定要領、

工事成績評定評価委員会運営要

領、土木工事監督要領による。 

町発注の建設工事が、契約書、設

計図書等に基づき、適正に契約内

容が確保されているかを確認す

る。 

・検査基準は県の基準を準用して

いる。 

・検査規程、検査要領、建設工事

成績評定要領による。 

町発注の建設工事が、契約書、設

計図書等に基づき、適正に契約内

容が確保されているかを確認す

る。 

・検査基準は県の基準を準用して

いる。 

・県の規程等を準用している。 

合併時に検査

規程、要領等を

再編する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

建設工事及び建設

工事に係る業務委

託の歩掛並びに単

価に関すること 

30 

５２ 

県の建設工事及び建設工事に係

る業務委託の積算歩掛並びに積

算単価表等を管理する。 

県の建設工事及び建設工事に係

る業務委託の積算歩掛並びに積

算単価表等を管理する。 

県の建設工事及び建設工事に係

る業務委託の積算歩掛並びに積

算単価表等を管理する。 

県の建設工事及び建設工事に係

る業務委託の積算歩掛並びに積

算単価表等を管理する。 

現行のとおり

とする。 

建設工事管理技術

者研修に関するこ

と 

31 

５３ 

技術研修を実施することによ

り、職員の質及び技術向上を図

る。 

・建設技術工事管理技術者研修要

綱による。 

技術研修を実施することによ

り、職員の質及び技術向上を図

る。 

町の技術職員、建設事業に携わる

一般職員を対象に技術研修に参

加することにより、職員の質及び

技術向上を図る。 

町の技術職員、建設事業に携わる

一般職員を対象に技術研修に参

加することにより、職員の質及び

技術向上を図る。 

合併時に研修

方法等を再編

する。 

建設副産物実態調

査に関すること 

32 

５４ 

栃木県建設副産物実態調査要領

に基づき、建設工事において、請

負業者から提出された再生資源

利用計画書及び再生資源利用促

進計画書を取りまとめ、四半期毎

に県に報告する。 

 

栃木県建設副産物実態調査要領

に基づき、建設工事において、請

負業者から提出された再生資源

利用計画書及び再生資源利用促

進計画書を取りまとめ、四半期毎

に県に報告する。 

   

栃木県建設副産物実態調査要領

に基づき、建設工事において、請

負業者から提出された再生資源

利用計画書及び再生資源利用促

進計画書を取りまとめ、四半期毎

に県に報告する。 

栃木県建設副産物実態調査要領

に基づき、建設工事において、請

負業者から提出された再生資源

利用計画書及び再生資源利用促

進計画書を取りまとめ、四半期毎

に県に報告する。 

現行のとおり

とする。 

 
 



様式２           栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）        建設部会 都市管理分科会 

事務事業名 現                               況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

市道供用開始・

区域決定・区域

変更に関するこ

と １ 

７ 

道路法第９条、第１８条に基づ

き、市(町）道の供用開始・区域

決定及び区域変更の公示行為を

行う。 

道路法第９条、第１８条に基づ

き、市(町）道の供用開始・区域

決定及び区域変更の公示行為を

行う。 

道路法第９条、第１８条に基づ

き、市(町）道の供用開始・区域

決定及び区域変更の公示行為を

行う。 

道路法第９条、第１８条に基づ

き、市(町）道の供用開始・区域

決定及び区域変更の公示行為を

行う。 

各市町の事務処理

に差異がないた

め、現行のとおり

とする。 

道路台帳調製業

務に関すること

２ 

９ 

道路法第２８条に基づき、道路管

理者として管理する市道の台帳

を調製し、保管する。 
（道路台帳の調製については、独

自のシステムにより作成） 

道路法第２８条に基づき、道路管

理者として管理する町道の台帳

を調製し、保管する。 
（道路台帳の調製については、独

自のシステムにより作成） 

道路法第２８条に基づき、道路管

理者として管理する町道の台帳

を調製し、保管する。 
（道路台帳の調製については、独

自のシステムにより作成） 

道路法第２８条に基づき、道路管

理者として管理する町道の台帳

を調製し、保管する。 
（道路台帳の調製については、平

成 17 年度より汎用のシステムに

より作成） 

各市町の事務処理

に差異がないた

め、現行のとおり

とする。 
なお、道路台帳の

調製については合

併後検討する。 

道路工事施行承

認に関すること

３ 

１１ 

道路法第２４条に基づき、道路管

理者以外が道路に関する工事又

は道路の維持を行う場合は、承認

申請を提出し承認を受ける。 
 
 

道路法第２４条に基づき、道路管

理者以外が道路に関する工事又

は道路の維持を行う場合は、承認

申請を提出し承認を受ける。 
 
 

道路法第２４条に基づき、道路管

理者以外が道路に関する工事又

は道路の維持を行う場合は、承認

申請を提出し承認を受ける。 
 
 

道路法第２４条に基づき、道路管

理者以外が道路に関する工事又

は道路の維持を行う場合は、承認

申請を提出し承認を受ける。 
 
 

道路法及び道路管

理の手引きに基づ

き実施しており各

市町に差異はない

ため、現行のとお

りとする。 



 

事務事業名 現                               況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

道路通行制限に

関すること 

４ 

１２ 

道路法第 71 条第 4 項の規定に基

づき、道路監理員（担当課職員）

を任命し、道路の破損、欠壊その

他の事由（おもに台風等自然災害

による冠水）により交通が危険で

あるなど緊急の必要があると認

める場合に、一時通行の禁止、又

は制限を行う。 

 

道路監理員  13 名 

道路法第 71 条第 4 項の規定に基

づき、道路監理員（担当課職員）

を任命し、道路の破損、欠壊その

他の事由（おもに台風等自然災害

による冠水）により交通が危険で

あるなど緊急の必要があると認

める場合に、一時通行の禁止、又

は制限を行う。 

 

道路監理員を平成 21 年 4 月から

実施 

道路法第 71 条第 4 項の規定に基

づき、道路監理員（担当課職員）

を任命し、道路の破損、欠壊その

他の事由（おもに台風等自然災害

による冠水）により交通が危険で

あるなど緊急の必要があると認

める場合に、一時通行の禁止、又

は制限を行う。 

 

道路監理員を平成 21 年 4 月から

実施 

道路法第 71 条第 4 項の規定に基

づき、道路監理員（担当課職員）

を任命し、道路の破損、欠壊その

他の事由（おもに台風等自然災害

による冠水）により交通が危険で

あるなど緊急の必要があると認

める場合に、一時通行の禁止、又

は制限を行う。 

 

道路監理員 12 名 

 

道路法に基づき任

命しているため、

現行のとおりとす

る。 

特殊車両通行許

可及びバス路線

認可協議に関す

ること 

５ 

１３ 

車両制限令の基準を超える車両

を通行させる場合に許可を与え

る際の協議及びバス路線の新設

及び変更に係る認可協議の中で、

道路管理者としての意見を回答

する。 
 

車両制限令の基準を超える車両

を通行させる場合に許可を与え

る際の協議及びバス路線の新設

及び変更に係る認可協議の中で、

道路管理者としての意見を回答

する。 
 

車両制限令の基準を超える車両

を通行させる場合に許可を与え

る際の協議及びバス路線の新設

及び変更に係る認可協議の中で、

道路管理者としての意見を回答

する。 
 

車両制限令の基準を超える車両

を通行させる場合に許可を与え

る際の協議及びバス路線の新設

及び変更に係る認可協議の中で、

道路管理者としての意見を回答

する。 
 

道路法及び道路運

送法に基づいてお

り市町に差異はな

いため、現行のと

おりとする。 

 



 

事務事業名 現                               況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

道路構造物破損

事故の処理に関

すること ６ 

１４ 

交通事故等により道路構造物を

破損した場合は、原因者により原

形復旧してもらう。 

交通事故等により道路構造物を

破損した場合は、原因者により原

形復旧してもらう。 

交通事故等により道路構造物を

破損した場合は、原因者により原

形復旧してもらう。 

交通事故等により道路構造物を

破損した場合は、原因者により原

形復旧してもらう。 

各市町の事務内容

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 

道路管理瑕疵に

関すること 

７ 

１７ 

道路管理瑕疵に伴う事故に関し、

管理責任の有無を判断し、管理責

任がある場合は、過失割合により

被害者に対し損害賠償する。 

道路管理瑕疵に伴う事故に関し、

管理責任の有無を判断し、管理責

任がある場合は、過失割合により

被害者に対し損害賠償する。 

道路管理瑕疵に伴う事故に関し、

管理責任の有無を判断し、管理責

任がある場合は、過失割合により

被害者に対し損害賠償する。 

道路管理瑕疵に伴う事故に関し、

管理責任の有無を判断し、管理責

任がある場合は、過失割合により

被害者に対し損害賠償する。 

各市町の事務内容

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 

道・水路用地寄

付採納及び帰属

等に関すること
８ 

１８ 

道・水路用地の寄附採納、開発行

為に伴う道路用地の帰属の事務

処理を行う。 

道・水路用地の寄附採納、開発行

為に伴う道路用地の帰属の事務

処理を行う。 

道・水路用地の寄附採納、開発行

為に伴う道路用地の帰属の事務

処理を行う。 

道・水路用地の寄附採納、開発行

為に伴う道路用地の帰属の事務

処理を行う。 

各市町の事務手順

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 

道路維持修繕事

業に関すること

９ 

１９ 

市道の安全管理及び機能維持の

ため道路維持工事を行う。 
町道の安全管理及び機能維持の

ため道路維持工事を行う。 
町道の安全管理及び機能維持の

ため道路維持工事を行う。 
町道の安全管理及び機能維持の

ため道路維持工事を行う。 
各市町の事業内容

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 

 



 

事務事業名 現                               況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

法定外公共物譲

与申請に関する

こと 
10 

２１ 

譲与もれ財産について随時申請

事務を行う。 
 

譲与もれ財産について随時申請

事務を行う。 
 

譲与もれ財産について随時申請

事務を行う。 
 

譲与もれ財産について随時申請

事務を行う。 
 

国有財産特別措置

法に基づいてお

り、各市町の事業

内容に差異はない

ため、現行のとお

りとする。 

橋りょう維持修

繕事業に関する

こと 11 

２２ 

現在市道に架設してある老朽化

した橋梁の補強、補修を行う事業

である。 

現在町道に架設してある老朽化

した橋梁の補強、補修を行う事業

である。 

現在町道に架設してある老朽化

した橋梁の補強、補修を行う事業

である。 

現在町道に架設してある老朽化

した橋梁の補強、補修を行う事業

である。 

各市町の事業内容

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 

道路河川占用更

新申請に関する

こと 12 

２３ 

道路法、河川法に基づく道路、河

川管理者（国・県）への市有施設

の占用許可の更新を行う。 

道路法、河川法に基づく道路、河

川管理者（国・県）への町有施設

の占用許可の更新を行う。 

道路法、河川法に基づく道路、河

川管理者（国・県）への町有施設

の占用許可の更新を行う。 

道路法、河川法に基づく道路、河

川管理者（国・県）への町有施設

の占用許可の更新を行う。 

道路法及び河川法

に基づいた事務に

より各市町に差異

はないため、現行

のとおりとする。 

交通安全施設整

備関係に関する

こと 

13 

２４ 

道路の交通安全施設等の整備を

行うことにより、交通の安全を確

保し、交通事故の減少を図る事業

である。 
 
 

道路の交通安全施設等の整備を

行うことにより、交通の安全を確

保し、交通事故の減少を図る事業

である。 
 
 

道路の交通安全施設等の整備を

行うことにより、交通の安全を確

保し、交通事故の減少を図る事業

である。 
 
 

道路の交通安全施設等の整備を

行うことにより、交通の安全を確

保し、交通事故の減少を図る事業

である。 
 
 

各市町の事務内容

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 



 

事務事業名 現                               況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

市町道の草刈り

に関すること 

14 

２５ 

市道の路肩等に繁茂する草、木の

枝等により市道の通行に支障を

きたしている場合や、これらの草

木が視界をさえぎり安全な通行

に支障をきたしている場合に、直

営及び業者委託による除草及び

木の伐採を実施し、安全な道路空

間を確保する。 

町道の路肩等に繁茂する草、木の

枝等により町道の通行に支障を

きたしている場合や、これらの草

木が視界をさえぎり安全な通行

に支障をきたしている場合に、直

営及び業者委託による除草及び

木の伐採を実施し、安全な道路空

間を確保する。 

町道の路肩等に繁茂する草、木の

枝等により町道の通行に支障を

きたしている場合や、これらの草

木が視界をさえぎり安全な通行

に支障をきたしている場合に、直

営及び業者委託による除草及び

木の伐採を実施し、安全な道路空

間を確保する。 

町道の路肩等に繁茂する草、木の

枝等により町道の通行に支障を

きたしている場合や、これらの草

木が視界をさえぎり安全な通行

に支障をきたしている場合に、直

営及び業者委託による除草及び

木の伐採を実施し、安全な道路空

間を確保する。 

各市町の事務内容

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 
 

違法放置物件に

関すること 

15 

２６ 

道路上に長期間にわたり放置さ

れ交通上の障害となっている違

法放置車両や道路敷へ不法投棄

されたごみ類等、違法に放置され

た物件を除去することにより、安

全で快適な道路空間の確保を図

る。 
 

道路上に長期間にわたり放置さ

れ交通上の障害となっている違

法放置車両や道路敷へ不法投棄

されたごみ類等、違法に放置され

た物件を除去することにより、安

全で快適な道路空間の確保を図

る。 
 

道路上に長期間にわたり放置さ

れ交通上の障害となっている違

法放置車両や道路敷へ不法投棄

されたごみ類等、違法に放置され

た物件を除去することにより、安

全で快適な道路空間の確保を図

る。 
 

道路上に長期間にわたり放置さ

れ交通上の障害となっている違

法放置車両や道路敷へ不法投棄

されたごみ類等、違法に放置され

た物件を除去することにより、安

全で快適な道路空間の確保を図

る。 
 

各市町の事務内容

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 

 



 

事務事業名 現                               況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

道路等のアダプ

ト制度に関する

こと 

16 

２８ 

身近な公共空間である道路等の

美化、保全等を市民のボランティ

ア活動により推進し、環境美化に

対する市民意識の高揚と地域活

動の促進を図る。 

制度なし 制度なし 制度なし 栃木市の例により

合併時に統合す

る。 

道路占用物件の

支障移転に関す

ること 

17 

２９ 

道路管理者が行う市道の工事等

の際、支障となる占用物件を移転

してもらうことで、工事の進捗を

図る。 

道路管理者が行う町道の工事等

の際、支障となる占用物件を移転

してもらうことで、工事の進捗を

図る。 

道路管理者が行う町道の工事等

の際、支障となる占用物件を移転

してもらうことで、工事の進捗を

図る。 

道路管理者が行う町道の工事等

の際、支障となる占用物件を移転

してもらうことで、工事の進捗を

図る。 

各市町の事務内容

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 

道路照明灯の設

置に関すること

18 

３０ 

道路照明灯を設置することによ

り、交通の安全を確保し、交通事

故の減少を図る事業である。 
 
 
 
 
 

道路照明灯を設置することによ

り、交通の安全を確保し、交通事

故の減少を図る事業である。 
 
 
 
 
 

道路照明灯を設置することによ

り、交通の安全を確保し、交通事

故の減少を図る事業である。 
 
 
 
 
 

道路照明灯を設置することによ

り、交通の安全を確保し、交通事

故の減少を図る事業である。 
 
 
 
 
 

各市町の事業内容

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 

 



 

事務事業名 現                               況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

樋門等の維持管

理業務に関する

こと 

19 

３４ 

水門の管理については、操作を地

元自治会、水利組合、土地改良区、

栃木市の所管課（道路管理課、農

林課）等がそれぞれ管理してい

る。 

水門の管理については、操作を地

元自治会、水利組合、土地改良区、

大平町の所管課（下水道課、産業

振興課）等がそれぞれ管理してい

る。 

遊水地内に流れ込む水路 11 箇所

の樋管の管理を、国土交通省関東

地方整備局利根川上流河川事務

所より委託を受けており、町で樋

管管理操作員を委嘱して、利根川

上流河川事務所藤岡出張所の指

示により操作、点検を行う。 

その他の水門等の管理につい

ては、操作を土地改良区、藤岡町

の所管課（上下水道課、産業振興

課）等がそれぞれ管理している。

水門の管理については、各土地改

良区が維持管理をしている。 
水門の操作を地元自治会、水利

組合、土地改良区、都賀町の所管

課（建設課、経済課）等がそれぞ

れ管理している。 
１名は町で委託 
 
 
 
 
 
 
 

 

藤岡町のみ国土交

通省からの委託を

受けているが、業

務内容に大きな差

異はないため、現

行のとおりとす

る。 

河川法の許可申

請に関すること
20 

３５ 

準用河川に係る河川法の申請に

基づき許可をする。 
準用河川：県庁堀川 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市のみ該当す

るため、栃木市の

例により合併時に

統合する。 

緑地の保全及び

緑化推進に関す

ること 
21 

３７ 

緑の保全及び緑化を推進するた

め家庭緑化用苗木を配布する。 
緑の保全及び緑化を推進するた

め家庭緑化用苗木を配布する。 
緑の保全及び緑化を推進するた

め家庭緑化用苗木を配布する。 
緑の保全及び緑化を推進するた

め家庭緑化用苗木を配布する。 
各市町の事業内容

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 



 

事務事業名 現                               況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

河川管理瑕疵に

関すること 

22 

３９ 

河川管理瑕疵に伴う事故に関し

管理責任の有無を判断し、管理責

任がある場合は、過失割合により

被害者に対し損害賠償する。 

河川管理瑕疵に伴う事故に関し

管理責任の有無を判断し、管理責

任がある場合は、過失割合により

被害者に対し損害賠償する。 

河川管理瑕疵に伴う事故に関し

管理責任の有無を判断し、管理責

任がある場合は、過失割合により

被害者に対し損害賠償する。 

河川管理瑕疵に伴う事故に関し

管理責任の有無を判断し、管理責

任がある場合は、過失割合により

被害者に対し損害賠償する。 

各市町の事務内容

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 

街路樹の維持管

理に関すること
23 

４４ 

市道の街路樹及び植樹帯の維持

管理を行う。 
町道の街路樹及び植樹帯の維持

管理を行う。 
町道の街路樹及び植樹帯の維持

管理を行う。 
町道の街路樹及び植樹帯の維持

管理を行う。 
各市町の事業内容

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 

排水施設管理に

関すること 

24 

４５ 

水路について、通常の維持管理

（草刈、浚渫等）は、地元自治会

や土地改良区・水利組合等にお願

いしているが、地元だけでは作業

が困難であるものについて、現地

調査の上、浚渫工事等を市で施工

（直営及び委託業者） 
 
 
 
 
 

水路について、通常の維持管理

（草刈、浚渫等）は、地元自治会

や土地改良区・水利組合等にお願

いしているが、地元だけでは作業

が困難であるものについて、現地

調査の上、浚渫工事等を町で施工

（直営及び委託業者） 
 
 
 
 
 

水路について、通常の維持管理

（草刈、浚渫等）は、地元自治会

や土地改良区・水利組合等にお願

いしているが、地元だけでは作業

が困難であるものについて、現地

調査の上、浚渫工事等を町で施工

（直営及び委託業者） 
 
 
 
 
 

水路について、通常の維持管理

（草刈、浚渫等）は、地元自治会

や土地改良区・水利組合等にお願

いしているが、地元だけでは作業

が困難であるものについて、現地

調査の上、浚渫工事等を町で施工

（直営及び委託業者） 
 
 
 
 
 

各市町の事務内容

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 

 



 

事務事業名 現                               況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

都市公園等台帳

の作成、保管に

関すること 25 

５４ 

都市公園法第１７条に基づき管

理する都市公園等の台帳を作成、

保管する。 
 

都市公園法第１７条に基づき管

理する都市公園等の台帳を作成、

保管する。 
 

都市公園法第１７条に基づき管

理する都市公園等の台帳を作成、

保管する。 
 

都市公園法第１７条に基づき管

理する都市公園等の台帳を作成、

保管する。 
 

都市公園法に基づ

き実施しているの

で、現行のとおり

とする。 

開発行為の協議

に関すること 

26 

５５ 

都市計画法第 32 条にも基づく協

議（帰属される道路、水路、公園）

についての審査、指導を行い、協

定書の締結、完了検査、帰属手続

きを行う。 

都市計画法第 32 条にも基づく協

議（帰属される道路、水路、公園）

についての審査、指導を行い、協

定書の締結、完了検査、帰属手続

きを行う。 

都市計画法第 32 条にも基づく協

議（帰属される道路、水路、公園）

についての審査、指導を行い、協

定書の締結、完了検査、帰属手続

きを行う。 

都市計画法第 32 条にも基づく協

議（帰属される道路、水路、公園）

についての審査、指導を行い、協

定書の締結、完了検査、帰属手続

きを行う。 

都市計画法第３２

条に基づく協議の

ため、事務手順に

差異はないので、

現行のとおりとす

る。 

調整池の維持管

理に関すること

27 

６０ 

調整池の草刈業務及び土砂除去

業務等を業者委託及び直営にて

実施 

調整池の草刈業務及び土砂除去

業務等を業者委託及び直営にて

実施 

調整池の草刈業務及び土砂除去

業務等を業者委託及び直営にて

実施 

調整池の草刈業務及び土砂除去

業務等を業者委託及び直営にて

実施 

各市町の事業内容

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 

河川浄化施設の

維持管理に関す

ること 
28 

６１ 

巴波川の水質改善のため、巴波川

の支川である県庁堀川に浄化施

設を設置し、定期的に水質検査及

び希釈水放流を実施している。 
 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市のみの事業

であるため、現行

のとおりとする。 



 

事務事業名 現                               況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

新栃木駅東西自

由通路の維持管

理に関すること29 

６５ 

市所管の新栃木駅東西自由通路

と東西駅前広場の維持管理を行

う。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市のみの事業

であるため、現行

のとおりとする。 

栃木駅南北連絡

通路の維持管理

に関すること 30 

６７ 

市所管の栃木駅南北連絡通路と

南北駅前広場の維持管理を行う。

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市のみの事業

であるため、現行

のとおりとする。 

国・県道移管に

関すること 31 

７０ 

国・県道の市道への移管に関する

事務 

国・県道の町道への移管に関する

事務 

国・県道の町道への移管に関する

事務 

国・県道の町道への移管に関する

事務 

各市町とも事務内

容に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 

放流同意に関す

ること 

32 

７１ 

生活雑排水については、公共下水

道の未普及地域において浄化槽

処理水のみに対して道路側溝及

び水路への放流に同意する。 

雨水については、原則として宅地

内浸透処理とする。ただし、下流

域の水系を確認し排水量が許容

範囲内にある場合においては、放

流に同意する。 

建築に伴い排水先が町道側溝の

場合申請の受付をし、許可をす

る。（公共下水道認可区域、農業

集落排水処理区域外） 

雨水については、原則として宅地

内浸透処理とする。 

建築に伴い排水先が町道側溝の

場合申請の受付をし、許可をす

る。（公共下水道認可区域、農業

集落排水処理区域外） 

雨水については、原則として宅地

内浸透処理とする。ただし、開発

に伴うもの等申請があった場合

排水量に問題がなければ同意を

する。 

建築に伴い排水先が町道側溝の

場合申請の受付をし、許可をす

る。（公共下水道認可区域、農業

集落排水処理区域外） 

雨水については、原則として宅地

内浸透処理とする。 

各市町により雨水

処理指導内容に差

異があるため、栃

木市の例により合

併時に再編する。 

 



 

事務事業名 現                               況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

公園用地寄附採

納及び帰属等に

関すること 33 

７３ 

公園等用地の寄附採納、開発行為

に伴う公園等用地の帰属、整理及

び管理を行う。 
 

公園等用地の寄附採納、開発行為

に伴う公園等用地の帰属、整理及

び管理を行う。 
 

公園等用地の寄附採納、開発行為

に伴う公園等用地の帰属、整理及

び管理を行う。 
 

公園等用地の寄附採納、開発行為

に伴う公園等用地の帰属、整理及

び管理を行う。 
 

各市町の事務内容

に差異はないた

め、現行のとおり

とする。 

渡良瀬川クリー

ン運動に関する

こと 
34 

７９ 

該当なし 該当なし 渡良瀬川流域沿川の関係自治体

等で構成する渡良瀬川クリーン

運動協議会で実施する事業であ

り、毎年１回流域沿川の住民と共

に河川敷の清掃を一斉に実施す

る。 
 

該当なし 藤岡町のみ該当す

る事業であるた

め、現行のとおり

とする。 

 



様式２          栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）      建設部会 都市計画分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

無届土地取引調

査に関すること
１ 

８ 

無届土地取引の疑いのある事案

を把握し、権利取得者へ照会を行

い、無届土地取引の権利取得者に

対して措置を行う。 

無届土地取引の疑いのある事案

を把握し、権利取得者へ照会を行

い、無届土地取引の権利取得者に

対して措置を行う。 

無届土地取引の疑いのある事案

を把握し、権利取得者へ照会を行

い、無届土地取引の権利取得者に

対して措置を行う。 

無届土地取引の疑いのある事案

を把握し、権利取得者へ照会を行

い、無届土地取引の権利取得者に

対して措置を行う。 

現行のとおりと
する。 
合併後に新市に
おいて、事務処
理要領を策定す
る。 

遊休土地調査及

び報告に関する

こと 
２ 

９ 

国土法の届出に係る土地につい

て、面積、期間要件を満たす土地

を届出台帳等から利用現況の調

査をし、遊休土地に該当するのか

否かを判定する。 

国土法の届出に係る土地につい

て、面積、期間要件を満たす土地

を届出台帳等から利用現況の調

査をし、遊休土地に該当するのか

否かを判定する。 

国土法の届出に係る土地につい

て、面積、期間要件を満たす土地

を届出台帳等から利用現況の調

査をし、遊休土地に該当するのか

否かを判定する。 

国土法の届出に係る土地につい

て、面積、期間要件を満たす土地

を届出台帳等から利用現況の調

査をし、遊休土地に該当するのか

否かを判定する。 

現行のとおりと
する。 
合併後に新市に
おいて、実施要
領を策定する。 

国土利用計画法

による届出に関

すること 
３ 

１０ 

一定規模以上の一団の団地に関

する権利の移転又は設定をする

契約を締結した場合、土地の取得

者は契約締結後２週間以内に市

長に届出をする。 

一定規模以上の一団の団地に関

する権利の移転又は設定をする

契約を締結した場合、土地の取得

者は契約締結後２週間以内に町

長に届出をする。 

一定規模以上の一団の団地に関

する権利の移転又は設定をする

契約を締結した場合、土地の取得

者は契約締結後２週間以内に町

長に届出をする。 

一定規模以上の一団の団地に関

する権利の移転又は設定をする

契約を締結した場合、土地の取得

者は契約締結後２週間以内に町

長に届出をする。 

現行のとおりと
する。 
合併後に新市に
おいて、事務処
理要領を策定す
る。 

地価公示及び地

価調査に関する

こと ４ 

１１ 

地価公示法に基づく地価公示及

び、国土利用計画法施行令に基づ

く地価調査に対して、不動産鑑定

士が算定する際の情報提供や、公

示の閲覧に対しての事務を行う。

地価公示法に基づく地価公示及

び、国土利用計画法施行令に基づ

く地価調査に対して、不動産鑑定

士が算定する際の情報提供や、公

示の閲覧に対しての事務を行う。

地価公示法に基づく地価公示及

び、国土利用計画法施行令に基づ

く地価調査に対して、不動産鑑定

士が算定する際の情報提供や、公

示の閲覧に対しての事務を行う。

地価公示法に基づく地価公示及

び、国土利用計画法施行令に基づ

く地価調査に対して、不動産鑑定

士が算定する際の情報提供や、公

示の閲覧に対しての事務を行う。

現行のとおりと
する。 

都市計画事業の

企画･調整に関

すること ５ 

１２ 

都市計画区域において、土地利用

の規制・誘導、都市施設の整備、

市街地開発事業を行う。 

・栃木環状線沿道サービス特別用

途地区の指定 

都市計画区域において、土地利用

の規制・誘導、都市施設の整備、

市街地開発事業を行う。 

 

 

都市計画区域において、土地利用

の規制・誘導、都市施設の整備、

市街地開発事業を行う。 

 

 

都市計画区域において、土地利用

の規制・誘導、都市施設の整備、

市街地開発事業を行う。 

 

 

栃木市の例によ
り合併時に統合
する。 
栃木市の特別用
途地区は、現行
のとおりとす
る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

都市計画決定･
変更に関するこ
と ６ 

１３ 

都市計画法に基づき、地域地区・

都市施設等の都市計画の決定、変

更に係る案の作成・手続き等を

行う。 

・地区計画等の案の作成手続に関

する条例有 

都市計画法に基づき、地域地区・

都市施設等の都市計画の決定、変

更に係る案の作成・手続き等を

行う。 

・地区計画等の案の作成手続に関

する条例有 

都市計画法に基づき、地域地区・

都市施設等の都市計画の決定、変

更に係る案の作成・手続き等を

行う。 

・地区計画等の案の作成手続に関

する条例有 

都市計画法に基づき、地域地区・

都市施設等の都市計画の決定、変

更に係る案の作成・手続き等を

行う。 

・地区計画等の案の作成手続に関

する条例有 

栃木市の例によ
り合併時に統合
する。 

都市計画法の施
行に関すること
(第 53 条の許可
他) 

７ 

１６ 

都市計画施設（道路等）の区域にお

いて、将来の事業の円滑な施行を確

保するために、建物の階数や構造に

関する建築制限を行う。 

・特定行政庁に権限移譲済 

都市計画施設（道路等）の区域にお

いて、将来の事業の円滑な施行を確

保するために、建物の階数や構造に

関する建築制限を行う。 

都市計画施設（道路等）の区域にお

いて、将来の事業の円滑な施行を確

保するために、建物の階数や構造に

関する建築制限を行う。 

都市計画施設（道路等）の区域にお

いて、将来の事業の円滑な施行を確

保するために、建物の階数や構造に

関する建築制限を行う。 

栃木市の例によ
り合併時に統合
する。 

都市計画図の作
成・管理に関す
ること(修正､測
量成果の使用承
認､販売) 

８ 

１７ 

販売単価 

都市計画総括図（色図） 

1,000 円 

都市計画図（白図） 

500 円 

販売単価 

都市計画総括図（色図） 

1,300 円 

都市計画図（白図） 

500 円 

販売単価 

都市計画総括図（色図） 

350 円 

都市計画図（白図） 

200～350 円  

販売単価 

都市計画総括図（色図） 

1,000 円 

都市計画図（白図） 

200～500 円 

合併時は各市町
の既存の地図で
対応し、価格も
従前 同 様 とす
る。 
合併後に新市の
管内地図を作成
する。 

都市計画基礎調
査事務に関する
こと(５年ごと
に調査) ９ 

１８ 

都市計画法第6条に基づき、県が5

年ごとに実施する都市計画に関す

る基礎調査に係る資料・データ作

成等を行う。 

都市計画法第6条に基づき、県が5

年ごとに実施する都市計画に関す

る基礎調査に係る資料・データ作

成等を行う。 

都市計画法第6条に基づき、県が5

年ごとに実施する都市計画に関す

る基礎調査に係る資料・データ作

成等を行う。 

都市計画法第6条に基づき、県が5

年ごとに実施する都市計画に関す

る基礎調査に係る資料・データ作

成等を行う。 

現行のとおりと
する。 

都 市 計 画 協 会
（全国）に関す
ること 10 

２０ 

都市計画講習会等の開催、都市計

画関係図書の販売 

平成 19 年度負担金 

年 130,000 円 

都市計画講習会等の開催、都市計

画関係図書の販売 

平成 19 年度負担金 

年 50,000 円 

未加入 都市計画講習会等の開催、都市計

画関係図書の販売 

平成 19 年度負担金 

年 30,000 円 

合併時に廃止す
る。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

都市計画現況調

査に関すること
11 

２２ 

市町の都市計画に定められてい

る、土地利用、都市施設、市街地

開発事業等について、計画状況、

事業の進捗状況などを調査し、調

書・図面を作成する。 

市町の都市計画に定められてい

る、土地利用、都市施設、市街地

開発事業等について、計画状況、

事業の進捗状況などを調査し、調

書・図面を作成する。 

市町の都市計画に定められてい

る、土地利用、都市施設、市街地

開発事業等について、計画状況、

事業の進捗状況などを調査し、調

書・図面を作成する。 

市町の都市計画に定められてい

る、土地利用、都市施設、市街地

開発事業等について、計画状況、

事業の進捗状況などを調査し、調

書・図面を作成する。 

現行のとおりと

する。 

都市計画法の施

行に関すること

（第５８条の

２） 
12 

２５ 

地区計画により、良好なまちなみ
景観を形成し、環境を維持・保全
する。 
・10 地区 
・地区計画の区域内における建築

物の制限に関する条例及び施
行規則有 

地区計画により、良好なまちなみ
景観を形成し、環境を維持・保全
する。 
・3 地区 
・地区計画の区域内における建築

物の制限に関する条例及び施
行規則有 

地区計画により、良好なまちなみ景
観を形成し、環境を維持・保全する。
・1 地区 
・地区計画の区域内における建築

物の制限に関する条例及び施
行規則有 

地区計画により、良好なまちなみ
景観を形成し、環境を維持・保全
する。 
・1 地区予定 
・地区計画の区域内における建築物

の制限に関する条例及び施行規則
制定予定 

合併時に再編す

る。 

景観形成の表彰

及び啓発に関す

ること 13 

２６ 

個性ある優れた景観の創造、及び景

観に対する市民意識の高揚を図るた

め、「栃木市ふるさと景観賞」を実施

している。 

・１１回実施（３６作品表彰） 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例によ

り合併時に統合

する。 

駐車場法による

届出に関するこ

と 14 

２７ 

平成 12 年度に駐車場法に基づく

権限が委譲され、路外駐車場の届

出の受理等の事務を行う。 

・届出駐車場数 ４箇所 

平成 12 年度に駐車場法に基づく

権限が委譲され、路外駐車場の届

出の受理等の事務を行う。 

・届出駐車場数 なし 

平成 12 年度に駐車場法に基づく権

限が委譲され、路外駐車場の届出の

受理等の事務を行う。 

・届出駐車場数 なし 

平成 12 年度に駐車場法に基づく

権限が委譲され、路外駐車場の届

出の受理等の事務を行う。 

・届出駐車場数 なし 

現行のとおりと

する。 

市街地開発及び市

街地再開発に関す

ること(市街地再

開発連絡協議会）15 

２９ 

栃木県市街地再開発事業連絡協議

会（県及び９市）において、市街地

再開発事業等に関する情報交換や

事例調査などを行う。 

・負担金なし 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例によ

り合併時に統合

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

中心市街地活性
化の総合調整に
関すること(中
心市街地活性化
推進協議会） 

16 

３０ 

中活基本計画に基づき、各種事業の

展開を図り、また、県で組織してい

る栃木県まちなか元気会議に参加し

情報交換等を行う。 

・基本計画策定11年3月 

・協議会負担金 10万円 

中活基本計画に基づき、各種事業の展

開を図り、また、県で組織している栃

木県まちなか元気会議に参加し情報

交換等を行う。 

・基本計画策定16年3月 

・協議会負担金 10万円 

該当なし 該当なし 栃木県まちなか
元気会議に関す
ることは、合併
時に統合する。 
新基本計画の策
定は、新市にお
いて検討する。 

国庫補助金等に
関すること 

17 

３１ 

国土交通省所管（都市地域整備

局・住宅局）の国庫補助金等の取

りまとめ、実績報告等の事務を行

う。 

国土交通省所管（都市地域整備

局・住宅局）の国庫補助金等の取

りまとめ、実績報告等の事務を行

う。 

国土交通省所管（都市地域整備

局・住宅局）の国庫補助金等の取

りまとめ、実績報告等の事務を行

う。 

国土交通省所管（都市地域整備

局・住宅局）の国庫補助金等の取

りまとめ、実績報告等の事務を行

う。 

現行のとおりと
する。 

風致地区内行為
の許認可に関す
ること 

18 

３２ 

太平山及び錦着山風致地区内に

おける建築物その他の工作物の

新築等の許可等を行う。（太平山

は一定規模未満の開発が対象） 

太平山風致地区内における建築

物その他の工作物の新築等の許

可等を行う。（一定規模未満の開

発が対象） 

 

該当なし 該当なし 栃木市の例によ
り合併時に統合
する。 

街なみ環境整備
事業（住宅局）に
関すること 19 

３３ 

例幣使通り地区において、町並み

修景ガイドラインに合わせ建築

物等の修景を行ったものに修景

補助を行うと共に、地区施設、住

環境の整備改善を図る。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例によ
り合併時に統合
する。 

都市計画に関す
る証明に関する
こと 20 

１９ 

証明する種類 

 ・区域区分 

 ・用途地域 

 ・特別用途地区 

 ・準防火地域 

 ・風致地区 

 ・旧都市計画図 

証明する種類 

 ・区域区分 

 ・用途地域 

 ・防火地域 

 ・路線計画 

 ・区画整理 

 ・地区指定 

証明する種類 

 ・区域区分 

 ・用途地域 

 ・旧都市計画図 

証明する種類 

 ・区域区分 

 ・用途地域 

証明書発行に至
るまでの手続き
や書式を合併時
に統合する。 

 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

土地区画整理事
業の計画、調査
及び施行に関す
ること 

21 

３４ 

土地区画整理事業の推進 

・小山栃木都市計画事業栃木駅

周辺における土地区画整理

事業に関する 

・施行条例 ３本 

・保留地処分規則 １本 

・清算金取扱規則 １本 

土地区画整理事業の推進 

・栃木都市計画新大平下駅前土

地区画整理事業施行に関す

る 

・施行条例 １本 

・保留地処分規則 １本 

 

 

土地区画整理事業の推進 

 

 

 

 

 

 

 

土地区画整理事業の推進 栃木市の栃木駅周辺
における土地区画整
理事業に伴う施行条
例、保留地処分規則及
び清算金取扱規則を
合併時に廃止する。 
大平町の新大平下駅
前土地区画整理事業
に伴う施行条例、保留
地処分規則を合併時
に廃止する。 

土地区画整理審
議会及び評価員
に関すること 

22 

３５ 

小山栃木都市計画事業栃木駅周辺

における土地区画整理審議会議事

規則 

３本 

大平町土地区画整理審議会規

則 １本 

 

 

該当なし 該当なし 栃木市の審議会議事
規則を合併時に廃止
する。 
大平町土地区画整理
審議会は、№43 の JR
大平下駅前土地区画
整理事業にて対応す
る。 

土地区画整理事
業に係る外部団
体等の調整に関
すること 

23 

３６ 

土地区画整理事業の施行地区内

の地権者等で構成する推進協議

会へ補助する。 

・土地区画整理事業促進補助金

交付要綱有 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により合
併時に統合する。 

組合施行の土地
区画整理事業に
関すること 

24 

３７ 

・栃木市箱森西部土地区画整理

組合 

・栃木市土地区画整理事業補助

金交付要綱 

・栃木藤岡バイパス下皆川・富田土地

区画整理組合 

・大平町土地区画整理組合補助

金交付規則 

・藤岡町荒立北土地区画整理

組合 

・藤岡町土地区画整理事業補助金

等交付要綱 

・合戦場・升塚西部土地区画

整理組合 

・都賀町土地区画整理事業補助

金交付規則 

合併時までに調整し統
合する。 
ただし、合併時におい
て施行中の組合につい
ては、旧市町の例によ
るという経過措置を設
ける。 

個人施行の土地
区画整理事業に
関すること 25 

３８ 

計画なし 計画なし 計画なし 計画なし 現行のとおりとする。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

土地区画整理事

業に係る建築行

為等の制限に関

すること 
26 

４０ 

施行地内の土地の形質変更、建築

物その他工作物の新築等を行う

者の申請に基づき審査、許可す

る。 
 
 

施行地内の土地の形質変更、建築

物その他工作物の新築等を行う

者の申請に基づき審査、許可す

る。 
・許可申請に関する要綱有 

施行地内の土地の形質変更、建築物

その他工作物の新築等を行う者の

申請に基づき審査、許可する。 
・許可に関する事務処理要領有（藤

岡町訓令） 

施行地内の土地の形質変更、建築

物その他工作物の新築等を行う

者の申請に基づき審査、許可す

る。 
 
 

現行のとおりと
する。 
合併後に新市に
おいて、事務処
理要領を策定す
る。 

土地区画整理事

業に係る行政不

服審査に関する

こと 
27 

４１ 

仮換地の指定などを通知する際、

行政不服審査法に基づき、その他

公権力の行使に対しての不服を

申し立て、内容を審査、違法・不

当な行為の是正や排除を請求す

ることができる。（公共施行のみ）

仮換地の指定などを通知する際、

行政不服審査法に基づき、その他

公権力の行使に対しての不服を

申し立て、内容を審査、違法・不

当な行為の是正や排除を請求す

ることができる。（公共施行のみ）

仮換地の指定などを通知する際、

行政不服審査法に基づき、その他

公権力の行使に対しての不服を

申し立て、内容を審査、違法・不

当な行為の是正や排除を請求す

ることができる。（公共施行のみ）

仮換地の指定などを通知する際、

行政不服審査法に基づき、その他

公権力の行使に対しての不服を

申し立て、内容を審査、違法・不

当な行為の是正や排除を請求す

ることができる。（公共施行のみ）

現行のとおりと
する。 

土地区画整理事
業に伴う土地開
発公社先行取得
用地の再取得に
関すること 

28 

４６ 

土地区画整理事業に先立ち、栃木

市土地開発公社に先行買収委託

した土地を再取得する。 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時に廃止す
る。 

公有地の拡大の

推進に関する法

律に係る届出に

関すること 
29 

４７ 

土地の先買い制度を活用し、公共

用地の取得難に対処し、良好な都

市環境の整備促進を図る。 

土地の先買い制度を活用し、公共

用地の取得難に対処し、良好な都

市環境の整備促進を図る。 

土地の先買い制度を活用し、公共

用地の取得難に対処し、良好な都

市環境の整備促進を図る。 

土地の先買い制度を活用し、公共

用地の取得難に対処し、良好な都

市環境の整備促進を図る。 

現行のとおりと
する。 

都市景観に関す

ること 
30 

４８ 

栃木県景観条例に基づき、一定規

模以上の建築物、工作物の形態、

意匠についての届出、一定規模以

上の面積の開発行為の届出の受

理及び指導を行う。 

・特定行政庁 受理通知等 

栃木県景観条例に基づき、一定規

模以上の建築物、工作物の形態、

意匠についての届出、一定規模以

上の面積の開発行為の届出の受

理及び指導を行う。 

 

栃木県景観条例に基づき、一定規

模以上の建築物、工作物の形態、

意匠についての届出、一定規模以

上の面積の開発行為の届出の受

理及び指導を行う。 

栃木県景観条例に基づき、一定規

模以上の建築物、工作物の形態、

意匠についての届出、一定規模以

上の面積の開発行為の届出の受

理及び指導を行う。 

 

栃木市の例によ
り合併時に統合
する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

歴史的景観保全

に関すること 
31 

４９ 

蔵の街大通りを含む約４８ha を歴

史的町並み景観形成地区として定

め、地区内の工事等に対し届出を行

い、歴史的建造物等を修景する場合

は、工事費の一部を補助する。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおりと

する。 

町並み委員会に

関すること 
32 

５０ 

栃木市の歴史的町並み景観形成

に関し必要な事項を調査、審議

し、個性豊かな町並み景観形成を

図る。 

・学識経験者など委員１０名 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおりと

する。 

風致地区内の大
規模な行為の許
認可に関する意
見書の交付に関
すること 

33 

５１ 

太平山風致地区内における大規模な

行為（栃木県知事権限に属するもの

に限る。）の許認可について、栃木県

知事に対して意見書を交付する。 

太平山風致地区内における大規模な

行為（栃木県知事権限に属するもの

に限る。）の許認可について、栃木県

知事に対して意見書を交付する。 

該当なし 該当なし 栃木市・大平町

の例により合併

時に統合する。 

都市計画法施行

規則第６０条の

証明書の交付に

関すること 
34 

５２ 

都市計画法施行規則第６０条の

規定による開発行為又は建築に

関する証明書を交付する。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例によ

り合併時に統合

する。 

都市計画法第３
２条第２項に基
づく公共施設の
協議に関するこ
と(他の部局分
を除く) 

35 

５３ 

開発行為に伴い新設される公共
公益施設のうち、開発事業者が管
理することとなる公共施設(消防
水利を除く。)について、法に基
づく協議を行う。他の公共公益施
設については、管理者が直接協議
を行う。 

開発行為に伴い新設される公共
施設(消防水利を除く。)につい
て、法第３２条第２項に基づく協
議を行い、その管理及び帰属する
者について、申請者との協議書を
締結する。 
 

開発行為に伴い新設される公共
施設(消防水利を除く。)につい
て、法第３２条第２項に基づく協
議を行い、その管理及び帰属する
者について、申請者との協議書を
締結する。 

開発行為に伴い新設される公共
公益施設のうち、開発事業者が管
理することとなる公共施設(消防
水利を除く。)について、法に基
づく協議を行う。他の公共公益施
設については、管理者が直接協議
を行う。 

栃木市の例によ

り合併時に統合

する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

高架下利用に関

すること 
36 

５４ 

栃木県、栃木市、JR、東武で「高

架下公共利用に関する協定」を締

結しており、県及び市は高架下貸

付可能面積の１５％まで公租公

課を免除することで無償で公共

利用できる。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおりと

する。 

市街地再開発事

業の施行に関す

ること 
37 

５５ 

計画なし 計画なし 計画なし 計画なし 現行のとおりと

する。 

個人及び組合が

施行する土地区

画整理事業の認

可等に関するこ

と 

38 

５６ 

20年度から特定行政庁に10ha未

満の土地の個人施行の区画整理

及び組合設立の認可等に関する

事務が移譲された。 

・20 年度 １組合認可 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例によ

り合併時に統合

する。 

シビックコア地

区整備計画に関

すること 39 

５７ 

栃木市シビックコア地区整備計画

に基づき都市基盤整備と併せて、国

の合同庁舎とともに、民間建築物の

立地を誘導し、魅力とにぎわいのあ

る都市の拠点形成を図る。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおりと

する。 

屋外広告物に関

すること 
40 

５８ 

２１年度から全市町に権限移譲さ

れ、県条例に基づき屋外広告物の

許可や違反広告物の除却などを行

う。 

２１年度から全市町に権限移譲さ

れ、県条例に基づき屋外広告物の

許可や違反広告物の除却などを行

う。 

２１年度から全市町に権限移譲さ

れ、県条例に基づき屋外広告物の

許可や違反広告物の除却などを行

う。 

２１年度から全市町に権限移譲さ

れ、県条例に基づき屋外広告物の

許可や違反広告物の除却などを行

う。 

現行のとおりと

する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

伝統的建造物群

保存地区に関す

ること 
41 

５９ 

歴史的町並み景観形成地区（約

48ha）を基本として、大通り及び

巴波川の歴史的建造物が集中す

るエリアを絞り込んで伝建地区

の指定を目指す。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおりと

する。 

被災宅地危険度

判定に関するこ

と 
42 

６０ 

地震や大雨等によって宅地が大規

模かつ広範囲に被災した場合に、宅

地被害状況を迅速かつ的確に把握

し、住民へ情報を提供し、二次災害

の軽減・防止を図る。 

・業務マニュアル有 

地震や大雨等によって宅地が大規

模かつ広範囲に被災した場合に、宅

地被害状況を迅速かつ的確に把握

し、住民へ情報を提供し、二次災害

の軽減・防止を図る。 

・業務マニュアル策定予定 

地震や大雨等によって宅地が大規模

かつ広範囲に被災した場合に、宅地

被害状況を迅速かつ的確に把握し、

住民へ情報を提供し、二次災害の軽

減・防止を図る。 

・業務マニュアル有 

地震や大雨等によって宅地が大規

模かつ広範囲に被災した場合に、宅

地被害状況を迅速かつ的確に把握

し、住民へ情報を提供し、二次災害

の軽減・防止を図る。 

 

栃木市・藤岡町

の例により合併

時に統合する。 

ＪＲ大平下駅前

土地区画整理事

業に関すること43 

６４ 

該当なし ・小山栃木都市計画事業 JR 大平

下駅前土地区画整理事業の施

行 

・事業主体 大平町 

・施行面積 12.4ha 

・施行期間 17～23年度 

該当なし 該当なし 現行のとおりと

する。 

新大平下駅前地

区の土地区画整

理事業の事業化

推進に関するこ

と 

44 

６５ 

該当なし 新大平下駅西口周辺地区の活性

化を目指し、土地区画整理事業に

より市街地整備の推進を図るた

め、地元の合意形成や事業に関す

る予備調査を行う。 

該当なし 該当なし 現行のとおりと

する。 

医療福祉モール

事業に関するこ

と 
45 

８９ 

該当なし 町有地を民間事業者に賃貸・売却

を行い、町内に不足する診療科の

集積と高齢者向け福祉施設等を一

体的に整備する「医療福祉モール

整備事業」を推進する。 

該当なし 該当なし 現行のとおりと

する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

渡良瀬遊水地周
辺整備基本計画
に係わる周辺整
備事業に関する
こと 46 

６６ 

該当なし 該当なし 藤岡町及び渡良瀬遊水地の特性

を活かした自然とまちづくりへ

の今後の取り組みを明確にし，次

代へと引き継がれる地域づくり

の指針とするため策定した。 

該当なし 現行のとおりと

する。 

渡良瀬遊水地沿

川市町の地域連

携に関すること 
47 

６７ 

該当なし 該当なし 渡良瀬遊水地は４県、２市４町に
またがり、行政間でも各種の調整
や情報の交換の場が必要なこと
から、利根川上流河川事務所とと
もに「地域連携会議」を開催し、
円滑な推進を図っている。 

該当なし 現行のとおりと
する。 

渡良瀬遊水地の

国営公園化に関

すること 
48 

６８ 

該当なし 該当なし 関係する４県、２市４町では、「湿

地」という遊水地の豊かな環境を

活かしながら、我が国初めての

「自然保全型の国営公園」建設を

目指している。 

該当なし 現行のとおりと

する。 

栃木県渡良瀬遊

水地開発推進協

議会に関するこ

と 
49 

６９ 

該当なし 該当なし 昭和４７年度に設立され、 渡良

瀬遊水地及びその周辺地域の開

発に関し総合的な調査検討行

い、積極的に開発推進を図ってい

る。 

該当なし 現行のとおりと

する。 

渡良瀬遊水地湿
地保全・再生検
討委員会に関す
ること 

50 

７２ 

該当なし 該当なし 平成１４年度に設立され、渡良瀬

遊水地の湿地環境等、自然環境の

適切な管理のあり方等を検討し

ている。 

該当なし 現行のとおりと

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

ヨシ紙等、新た

なヨシの利活用

に関すること 51 

７４ 

該当なし 該当なし ヨシ紙化など新たな利活用を考え、

まちづくりと関連づけて実践するこ

とで、地域を始め多くの人々の関心

を持ってもらい、ヨシ原保全の大切

さを対外的にＰＲする。 

該当なし 現行のとおりと

する。 

ヨシ焼きの支援

に関すること 
52 

７５ 

該当なし 該当なし 渡良瀬遊水地の良好な環境の保全

を図るため、平成１７年設立のヨシ

焼き連絡会等が中心となって、ヨシ

焼きの実施主体である渡良瀬遊水

地利用組合連合会の支援を行って

いる。 

該当なし 現行のとおりと

する。 

水ウオーク等の

イベントの実施

に関すること 53 

７６ 

該当なし 該当なし 平成８年度から毎年渡良瀬遊水

地を会場に行われ、参加者は平均

２０００人程度で参加者へ遊水

地のＰＲを図っている。 

該当なし 現行のとおりと

する。 

藤岡町巴波川周辺

地区治水事業促進

連絡会に関するこ

と 
54 

７７ 

該当なし 該当なし 渡良瀬遊水地第２調節池周辺地区治

水事業連絡協議会への参加、第２調

節池の治水容量の確保の要望、協議

会独自の要望活動として巴波川の堤

防強化、周辺地区の安全を確保して

いる。  

該当なし 現行のとおりと

する。 

渡良瀬遊水地利

用組合連合会に

関すること 
 

55 

７８ 

該当なし 該当なし 当該連合会は、遊水地内の占用ヨ

シ、茅等を採集している組合の連

絡調整を目的に設立され、主にヨ

シ刈りのための占用及びよし焼

きを行っている。 

該当なし 現行のとおりと

する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

部屋南部ふるさ

とづくり推進協

議会に関するこ

と 
56 

７９ 

該当なし 該当なし 平成１３年に桜づつみモデル事

業の円滑で効果的な促進を図

り、部屋南部地区の地域活性化を

目的に設立された。 

該当なし 現行のとおりと

する。 

岩藤大規模開発

に関すること 
57 

８１ 

該当なし 該当なし 岩舟町御門、藤岡町小池地区の大

規模開発を一体的に推進するこ

とを目的に昭和６３年度に岩舟

町・藤岡町大規模開発協議会が

設立された。 

該当なし 現行のとおりと

する。 

藤岡駅東地区ま

ちづくりに関す

ること 58 

８２ 

該当なし 該当なし 空洞化しつつある中心市街地

に、遊水地までの街路を骨格とし

た魅力ある景観を新たに創出

し、中心市街地の活性化と若者定

住を促進する。 

該当なし 現行のとおりと

する。 

藤岡駅西開発に
関すること 

59 

８３ 

該当なし 該当なし 町外から優良企業を誘致し、雇用

の拡大及び地域の振興を図る。 

平成２０年４月から町有地とし

て管理している。 

該当なし 現行のとおりと

する。 

谷中湖魚とのふ

れあい体験に関

すること 60 

８５ 

該当なし 該当なし 平成１７年度から毎年遊水池会館を

会場に行われ、 参加者は町内の幼

稚園、小学校児童対象に平均３００

人程度で参加者と谷中湖の魚とのふ

れあいを図っている。 

該当なし 現行のとおりと

する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

河川占用に関す
ること 

61 

８６ 

該当なし 該当なし 渡良瀬遊水地周辺に設置の公園や

排水路、貯水槽、慰霊碑、ゲートボ

ール場、耕作地等の国への占用許可

の更新及び維持管理をしている。 

該当なし 現行のとおりと

する。 

利根川上流河川

利用者協議会に

関すること 62 

８７ 

該当なし 該当なし 利根川上流周辺の市町団体によ
る利用者の協議会で、視察研修、
河川愛護活動作文・ポスターの
表彰を行っている。 
また、渡良瀬遊水地クリーン作戦
と河川愛護月間河川美化清掃を
行っている。 

該当なし 藤岡町は合併の

前日をもって脱

退し、新市にお

いて合併の日に

新た に 加 入す

る。 
渡良瀬遊水地ス

ポーツ利用者等

連絡協議会に関

すること 
63 

８８ 

該当なし 該当なし 渡良瀬遊水地利用団体の遊水地

利用に関する日程調整及び事故

等に関する会議を行っている。 

該当なし 現行のとおりと

する。 

景観計画に関す

ること 
64 

９０ 

県との協議・同意により景観行政団

体となり、景観法に基づく、景観条

例の制定並びに景観計画の策定によ

り、住民に最も身近な基礎的自治体

として、特色ある良好な景観の保

全・形成を図る。 

計画なし 計画なし 計画なし 合併後に新市に

おいて調整し再

編する。 

渡良瀬遊水地第
２調節池周辺地
区治水事業連絡
協議会に関する
こと 

65 

９１ 

該当なし 該当なし 平成１７年９月に設立され、渡良

瀬遊水地第２調節池の治水容量

の確保及び思川、巴波川等の堤防

の強化をする治水事業の推進を

求め、速やかな洪水予報、伝達方

法の確立を目指し、周辺地区の安

全を確保する。 

該当なし 現行のとおりと

する。 

 



様式２        栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）      建設部会 建築分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

同和対策住宅新築

資金等貸付の償還

に関すること １ 

２ 

・滞納者に対する償還推進 

・収納業務及び滞納整理 

・滞納者に対する償還推進 

・収納業務及び滞納整理 

・滞納者に対する償還推進 

・収納業務及び滞納整理 

該当なし 実施市町の事務事

業・制度の内容が同

一なため、現行のと

おりとする。 

市(町)営住宅管理シ

ステムの管理運用

に関すること 
２ 

４ 

・入退去時の異動処理及び納

入通知書の発行等 
・ジャパンシステム（株）で

開発したシステムを使用

し、管理している。 

・退去時の異動処理及び納入

通知書の発行等 
・システムによる管理は行っ

ていない。 

・退去時の異動処理及び納入

通知書の発行等 
・三協コンピュータ（株）で

開発したシステムを使用

し、管理している。 

該当なし 栃木市の例により合

併時に統合する。 

市(町)営住宅等の入

退居に関すること 
３ 

８ 

・市営住宅等の入居申請者の

受付、審査、入居の手続き

事務 
・退去者の住宅の返還に係る

手続き事務 

・退去者の住宅の返還に係る

手続き事務 

・退去者の住宅の返還に係る

手続き事務 

該当なし 栃木市の例により合

併時に統合する。 

市(町)営住宅等の維

持修繕に関するこ

と ４ 

１２ 

・市営住宅の計画的な改善及

び緊急的な修繕 
・市営住宅の模様替え及び工

作物設置並びに増築の承認

・町営住宅の緊急的な修繕 
・町営住宅等は平成２２年３

月末日をもって廃止とな

る。 
 

・町営住宅の緊急的な修繕 
・町営住宅の模様替え及び工

作物設置並びに増築の承認

該当なし 栃木市の例により合

併時に統合する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

特定優良（公共）賃

貸住宅に関するこ

と ５ 

１４ 

・特定優良賃貸住宅の供給の

促進のためのＰＲ 

・特定公共賃貸住宅の管理 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合する。 

震災建築物応急危

険度判定協議会に

関すること 

６ 

１８ 

地震による二次災害を防止す

るため、震災建築物の応急危

険度判定を的確に行う。 

・被災建築物応急危険度判定

に関わる協議会 

・被災建築物応急危険度判定

業務マニュアル 

・実施本部業務マニュアル 

地震による二次災害を防止す

るため、震災建築物の応急危

険度判定を的確に行う。 

・被災建築物応急危険度判定

に関わる協議会 

・被災建築物応急危険度判定

業務マニュアル 

・実施本部業務マニュアル 

（案の作成） 

地震による二次災害を防止す

るため、震災建築物の応急危

険度判定を的確に行う。 

・被災建築物応急危険度判定

に関わる協議会 

・被災建築物応急危険度判定

業務マニュアル 

・実施本部業務マニュアル 

（未整備） 

地震による二次災害を防止す

るため、震災建築物の応急危

険度判定を的確に行う。 

・被災建築物応急危険度判定

に関わる協議会 

・被災建築物応急危険度判定

業務マニュアル 

・実施本部業務マニュアル 

（未整備） 

栃木市の例により

合併時に統合する。 

建築基準法に基づ

く報告に関するこ

と 

７ 

２１ 

建築基準法に基づく報告の受

理、届出の送付等を行う。 

・建築物、昇降機等の定期報

告の受理 

・建築物動態統計調査報告及

び建築工事届の送付 等 

建築基準法に基づく報告を行

う。 

・建築物動態統計調査報告の

進達 

建築基準法に基づく報告を行

う。 

・建築物動態統計調査報告の

進達 

建築基準法に基づく報告を行

う。 

・建築物動態統計調査報告の

進達 

栃木市の例により

合併時に統合する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

建築パトロールに

関すること 

８ 

２２ 

建築基準法の周知徹底を図る

こと及び違反建築物防止のた

め、日程を決めて、消防職員、

建築士会会員と共に工事中の

現場状況のパトロールを行

う。 

建築基準法の周知徹底を図る

こと及び違反建築物防止のた

め、県職員と同時に工事中の現

場状況のパトロールを行う。 

建築基準法の周知徹底を図る

こと及び違反建築物防止のた

め、県職員と同時に工事中の現

場状況のパトロールを行う。 

建築基準法の周知徹底を図る

こと及び違反建築物防止のた

め、県職員と同時に工事中の現

場状況のパトロールを行う。 

栃木市の例により

合併時に統合する。 

建築基準法の道路

種別についての調

査に関すること 

９ 

２４ 

・建築基準法上の道路に該当

するものであるかを確認す

るため、現地調査をして、

道路種別の判定を行う。 

 

・道路台帳にその建築基準法

上の道路種別について色分

けし、来庁者に開示する。

・建築基準法上の道路かどうか

の相談を受けた場合、栃木土

木事務所で確認するよう案

内する。 

 

・栃木土木事務所が建築基準法

上の道路の種別について色

分けし、作成した道路台帳を

転記したものを参考として

閲覧させる。 

 

・町道認定状況などについて、

栃木土木事務所からの照会

への回答 

・建築基準法上の道路かどうか

の相談を受けた場合、栃木土

木事務所で確認するよう案

内する。 

 

・栃木土木事務所が建築基準法

上の道路の種別について色

分けし、作成した道路台帳を

転記したものを参考として

閲覧させる。 

 

・町道認定状況などについて、

栃木土木事務所からの照会

への回答 

・建築基準法上の道路かどうか

の相談を受けた場合、栃木土

木事務所で確認するよう案

内する。 

 

・栃木土木事務所が建築基準法

上の道路の種別について色

分けし、作成した道路台帳を

転記したものを参考として

閲覧させる。 

 

・町道認定状況などについて、

栃木土木事務所からの照会

への回答 

栃木市の例により

合併時に統合する。 

違 反 建 築 物 の 是

正・指導に関するこ

と 

10 

２５ 

違反建築物を未然に防止する

ための指導及び違反建築物発

覚時の調査、是正指導を行う。

違反建築物等に該当する恐れ

がある物件について、建築主

事（栃木土木事務所）に対し

て報告を行う。 

違反建築物等に該当する恐れ

がある物件について、建築主

事（栃木土木事務所）に対し

て報告を行う。 

違反建築物等に該当する恐れ

がある物件について、建築主

事（栃木土木事務所）に対し

て報告を行う。 

栃木市の例により

合併時に統合する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

県建築条例による

認定に関すること 

11 

２６ 

県条例により建築物に附加され

ている制限を緩和するための認

定事務を行う。 

・大規模建築物、劇場、店舗等の

敷地と道路 

・学校及び保育所の教室等の出口

・共同住宅、寄宿舎等の出口 等

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合する。 

独立行政法人住宅

金融支援機構受託

事務に関すること 12 

２７ 

住宅金融支援機構法の規定に

よる貸付けに係る災害復興建

築物又は災害建築物の設計審

査を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合する。 

バリアフリー法に

関すること 

13 

３２ 

バリアフリー法の対象となる

建築物について、円滑に利用

するための施設整備基準に適

合していることを確認し、認

定を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

栃木県ひとにやさ

しいまちづくり条

例に関すること 

14 

３３ 

県条例の対象となる建築物に

ついて、整備基準に適合する

建築物等が建築されることを

確保するため、指導及び助言

をし、完了検査を行ない、適

合証を交付する。 

建築確認申請と同時に届出書

の提出があった場合に、県へ

の進達を行う。 

（左記の事務は、栃木土木事

務所により行われる。） 

建築確認申請と同時に届出書

の提出があった場合に、県へ

の進達を行う。 

（左記の事務は、栃木土木事

務所により行われる。） 

建築確認申請と同時に届出書

の提出があった場合に、県へ

の進達を行う。 

（左記の事務は、栃木土木事

務所により行われる。） 

栃木市の例により

合併時に統合する。 

省エネルギー法に

関すること 

15 

３４ 

建築物の省エネルギー対策の

ため、エネルギーの効率的利

用のための措置に関する届出

の受理及び指導及び助言を行

う。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合する。 

建築確認支援シス

テムに関すること 

16 

３５ 

・（財）建築行政情報センター

供給のシステムにより建築

確認済証や完了検査済証の

発行及び台帳処理を行う。

・建築確認業務を適正かつ円

滑に行うため、建築確認運

用協議会の運営事務を行

う。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

住宅建設資金融資

に関すること 
17 

３６ 

平成１９年に融資の受付は終

了し、現在は、償還事務取扱

金融機関に対して、運用のた

めの預託を行っている。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおりとす

る。 

建設リサイクル法

に関すること 

18 

３８ 

・建設リサイクル法による届

出書等の受理を行う。 

・届出物件の現場確認及び工

事現場の巡回パトロールの

実施 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合する。 

道路位置指定に関

すること 

19 

３９ 

建築基準法上の道路として扱う

ため、道路法等によらず、宅地造

成と併せて築造される道路に関

する事務を行う。 

・道路位置指定の指導 

・申請書の受付 

・書類審査 

・現場検査 

・道路位置の指定 

道が建築基準法上の道路でない

場合、建築基準法上の道路にする

には道路位置指定という特定行

政庁から指定を受ける必要があ

る。 

①申請書受付 

②関係各課意見聴取 

③県(土木事務所)へ進達 

道が建築基準法上の道路でない

場合、建築基準法上の道路にする

には道路位置指定という特定行

政庁から指定を受ける必要があ

る。 

①申請書受付 

②関係各課意見聴取 

③県(土木事務所)へ進達 

道が建築基準法上の道路でない

場合、建築基準法上の道路にする

には道路位置指定という特定行

政庁から指定を受ける必要があ

る。 

①申請書受付 

②関係各課意見聴取 

③県(土木事務所)へ進達 

栃木市の例により

合併時に統合する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

建築物の相談及び

指導に関すること 

20 

４０ 

・建設地の用途地域、道路の接道

状況を都市計画図、道路台帳を

参照しながら相談者へ説明を

する。 

・相談者自身の建築した建物につ

いて長期間経過し、建築時の状

況が不明確な場合、建築計画概

要書の閲覧をさせ、過去の状況

を把握させる。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合する。 

全国建築審査会協

議会に関すること 

21 

４１ 

全国特定行政庁の建築審査会

相互の情報交換を行い、建築行

政の適正な運営を図る。 

・年１回の総会 

・会議資料の調査報告 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市は合併の前

日をもって脱退し、

新市において合併

の日に新たに加入

する。 

日本建築行政会議

に関すること 

22 

４２ 

全国の特定行政庁、指定確認

検査機関が相互の情報交換を

行い、建築行政の適正な運営

を図る。 

・年１回の全国会議と各地区

ブロック会議 

・会議資料の調査報告 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市は合併の前

日をもって脱退し、

新市において合併

の日に新たに加入

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

全国建築基準法施

行都市連絡会議に

関すること 
23 

４３ 

全国の建築基準法施行都市が

相互の情報交換を行い、建築行

政の適正な運営を図る。 

・年１回の全国会議 

・会議資料の調査報告 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市は合併の前

日をもって脱退

し、新市において

合併の日に新たに

加入する。 

栃木県建築行政連

絡協議会に関する

こと 

24 

４４ 

県内の特定行政庁が相互の情

報交換を行い、建築行政の適正

な運営を図る。 

・栃木県及び７市の特定行政庁

と栃木県建設総合技術セン

ターにより組織され、持ち廻

りにより、建築行政に係わる

研修、会議等を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市は合併の前

日をもって脱退

し、新市において

合併の日に新たに

加入する。 

建築物防災指導に

関すること 

25 

４５ 

建築物に関連する防災意識の

普及及び防災対策の推進を図

るため、建築物の防災週間を中

心に各種活動を行う。 

・市ホームページへの掲載とポ

スター等の掲示 

・建築物防災相談所の開設 

・巡回指導及び防災査察の実施

建築物に関連する防災意識の

普及及び防災対策の推進を図

るため、建築物の防災週間を中

心に各種活動を行う。 

・ＨＰの掲載とポスター等の掲

示 

・県関係機関への協力 

建築物に関連する防災意識の

普及及び防災対策の推進を図

るため、建築物の防災週間を中

心に各種活動を行う。 

・ＨＰの掲載とポスター等の掲

示 

・県関係機関への協力 

建築物に関連する防災意識の

普及及び防災対策の推進を図

るため、建築物の防災週間を中

心に各種活動を行う。 

・ＨＰの掲載とポスター等の掲

示 

・県関係機関への協力 

栃木市の例により

合併時に統合す

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

道路後退用地の整

備に関すること 

26 

４６ 

狭あい道路の後退用地の整備

を行い、安全で良好な生活環

境の向上を図る。 

・建築確認申請書の提出時に

併せて後退用地の無償使用

承諾書を提出させる。 

・後退用地の無償使用承諾書

提出後、道路整備と固定資

産税の減免手続き行う。 

該当なし 該当なし 狭あい道路の後退用地の整備

を行い、安全で良好な生活環

境の向上を図る。 

・建築確認申請書の提出時に

併せて後退用地の無償使用

承諾書を提出させる。 

・後退用地の無償使用承諾書

提出後、道路整備と固定資

産税の減免手続き行う。 

栃木市・都賀町の例

により合併時に統

合する。 

指定道路図及び指

定道路調書作成に

関すること 27 

４９ 

建築基準法により指定された

道路について指定道路図及び

指定道路調書の作成を行う。

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合する。 

既存不適格建築物

に関すること 

28 

５０ 

著しく危険及び有害と認めら

れる既存不適格建築物につい

て、その所有者等に対して必要

な措置を講じるための方針を

作成し、指導及び助言を行う。

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

確認申請等の手数

料収納に関するこ

と 29 

５１ 

建築確認申請等の手数料の収

納について、調定決議書を整

理し、手数料の適正な管理を

行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合する。 

建築計画概要書の

閲覧・整理に関する

こと 

30 

５２ 

違反建築や近隣トラブルを未

然に防止するため、建築基準

法施行規則に基づき、建築計

画概要書の閲覧を行う。 

・閲覧申請の手続きにより、

課内備え付けの建築計画概

要書の閲覧、整理を行う。

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により

合併時に統合する。 

 
 



様式２                栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）     上下水道部会 水道分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

水道事業技術管理者

に関すること 

１ 
１ 

・水道法第１９条に基づき水道管理に

ついて業務担当するため、水道技術

管理者を任命 
 
・水道法第１９条２号の各号に規定さ

れている職務 

・水道法第１９条に基づき水道管理に

ついて業務担当するため、水道技術

管理者を任命 
 
・水道法第１９条２号の各号に規定さ

れている職務 
 
 

・水道法第１９条に基づき水道管理に

ついて業務担当するため、水道技術

管理者を任命 
 
・水道法第１９条２号の各号に規定さ

れている職務 

・水道法第１９条に基づき水道管理に

ついて業務担当するため、水道技術

管理者を任命 
 
・水道法第１９条２号の各号に規定さ

れている職務 

水道事業技術管

理者については、

新市において、水

道事業の統合と

計画策定、事業認

可等ができるま

での間、現行のと

おりとし、合併後

に再編する。 

水道事業の情報化の

推進に関すること 

２ 

２ 

目的 
・職員間の情報、伝達の促進、市民に

対する情報公開を整える体制 
内容 
・課内の情報共有化、事務の 
効率化 

・インターネット環境整備、 
情報提供、ホームページ 

目的 
・職員間の情報、伝達の促進、町民に

対する情報公開を整える体制 
内容 
・庁内LANによる情報公開 
制度の整備及び情報共有、 
事務効率化 

・インターネット環境整備、 
情報提供 

・グループウエア導入による 
文書管理等事務の効率化 
 
 

目的 
・職員間の情報、伝達の促進、町民に

対する情報公開を整える体制 
内容 
・課内の情報共有化、事務の 
効率化 

・インターネット環境整備、 
情報提供、ホームページ 

目的 
・職員間の情報、伝達の促進、町民に

対する情報公開を整える体制 
内容 
・庁内LANによる情報公開 
制度の整備及び情報共有、 
事務効率化 

・インターネット環境整備、 
情報収集促進、事務効率化 

・グループウエア導入による 
文書管理等事務の効率化 

情報化の推進に

ついては、合併時

に新市の市長部

局に併せるもの

とし、ホームペー

ジ等については、

合併時に再編す

る。 

公印の管理に関する

こと 
３ 

３ 

水道事業用公印の適正管理 
 

水道事業用公印の適正管理 水道事業用公印の適正管理 水道事業用公印の適正管理 合併時に再編す

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

文書の受発及び整理

保存に関すること 

４ 
４ 

到達文書取扱 
・水道庁舎に直送文書は水道 
課で受領 

・市本庁舎に送付された文書は総務課

で受領し当課に配布 
 
文書の処理 
・重要文書は文書処理簿に記 
 載し、事務決裁基準により 
回議 

・決裁後、報告、回答を処理 
し、文書管理システムに入 
力後、保存年限ごとに文書 
ホルダー保存 

到達文書取扱 
・総務課で受領・受付し配布 
 
 
 
 
文書の処理 
・文書管理カードへ収受印後、単位の

文書番号を記入 
・保存年限、文書分類ごと索引目録作

成し、索引目録ごと整理 
・統一ファイルで年度ごとに保管 
・廃棄年月日後、総務課で一括廃棄、

廃棄文書目録作成 

到達文書取扱 
・総務企画課で受領し当課に配布 
 
 
 
 
文書の処理 
・重要文書は文書処理簿に 記載し、

事務決裁基準により回議 
・決裁後、報告、回答を処理 
し、保存年限ごとに文書 
ホルダー保存 

到達文書取扱 
・総務課で受領し当課に転送 
 
 
 
 
文書の処理 
・重要文書は文書処理簿に記載し、事

務決裁基準により回議 
・決裁後、報告、回答を処理し、保存

年限ごとに文書ホルダー保存 

合併時に再編す

る。ただし、文書

の保存場所等に

ついては、合併後

に再編する。 

調査回答に関するこ

と ５ 
５３ 

調査照会に対し課内調整後、回答・報

告 
調査照会に対し課内調整後、回答・報

告 
課内調整後、回答・報告 調査照会に対し課内調整後、回答・報

告 
合併時に再編す

る。 

職員の配置に関する

こと ６ 
７ 

職員の配置に関すること 職員の配置に関すること 職員の配置に関すること 職員の配置に関すること 合併時に再編す

る。 

職員の安全管理及び

衛生管理に関するこ

と ７ 

４１ 

・作業の安全と事故防止 
・安全衛生推進者選任者１名 

・作業の安全と事故防止 
・職員の健康管理と増進 

・作業の安全と事故防止 
・職員の健康管理と増進 

・作業の安全と事故防止 
・職員の健康管理と増進 

合併時に再編す

る。 

職員の出張命令及び

旅費に関すること 
８ 

４４ 

・職員は旅行命令簿に事項を記載し決

裁を受ける。 
 決裁区分は、栃木市水道事業管理規

程による。 
・3ヶ月ごとに旅費の計算、各担当の

請求により支出 

・職員は旅行命令簿に事項を記載し決

裁を受ける。 
 決裁区分は、大平町企業職員の旅費

に関する規程による。 
 

・各担当からの請求により 
その都度支出 

・町長部局に準ずる。 合併時に再編す

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

水道事業の消費税の
確定申告に関するこ
と 

９ 

１５ 

納付額計算 

・納付額計算(決算整理)4月上旬 

企業会計システムで税申告諸資料

出力 

 

確定申告 

・確定申告書を税務署に提出 

6月上旬、6月下旬納税 

19年度納税額28,678,600円 

9、12、3月中旬中間申告 

納付額計算 

・納付額計算 (決算整理) 

 

 

 

確定申告 

・確定申告書を税務署に提出 

6月上旬、6月下旬納税 

19年度納税額9,404,500円 

9、12、3月中旬中間申告 

納付額計算 

・納付額計算 (決算整理) 

 4月上旬 

 

 

確定申告 

・確定申告書を税務署に提出 

6月上旬、6月下旬納税 

19年度納税額10,057,600円 

9、12、3月中旬中間申告 

納付額計算 

・納付額計算(決算整理)4月上旬 

企業会計システムで税申告諸資料

出力 

 

確定申告 

・確定申告書を税務署に提出 

6月上旬、6月下旬納税 

19年度納税額 0円 

還付金 12,188千円 

9月中旬中間申告 

消費税の確定申告に

ついては、合併時に

統合する。 

統計月報、事業年報
の発行及び水道統計
に関すること 10 

１７ 

水道事業統計に関すること 
組織、土地建物状況、基本計画、給水

区域・人口、世帯数、配水量、委託内

容、貸借対照表など5月下旬から 

なし なし なし 合併時は現行のとお

りとし、合併後に再

編する。 

財産の取得管理及び
処分に関すること 

11 

２１ 

・水道事業用地の購入、売却契約に関

すること 

 

借地面積 9,247㎡ 

更新時期 Ｈ21.10～ 

     Ｈ23.４ 

・水道事業用地の購入、売却契約に関

すること 

 

借地面積 3,380㎡ 

 

・水道事業用地の購入、売却契約に関

すること 

 

借地面積 6,184㎡ 

更新時期 Ｈ22.3 

・水道事業用地の購入、売却契約に関

すること 

 

借地面積 464.77㎡ 

更新時期 Ｈ21.3～Ｈ22.3 

Ｈ21一部購入予定 456㎡ 

水道事業用地につい

ては、１市３町に借

地等もあるため、借

地の更新と用地購入

予定等ついて、現行

のとおり新市に引継

ぎ、合併後に再編す

る。 

広報に関すること 

12 

２９ 

 市民に情報周知する。 
・広報案を作成し広報とちぎ掲載を企

画課に依頼 
・広報とちぎ掲載 
・とちぎケーブルテレビに掲載 
・水道課ホームページに掲載 
・広報車による断水等緊急連絡 
・蔵名水（水道水ＰＲ） 

 町民に情報周知する。 
・広報案を作成し広報おおひら掲載を

企画財政課に依頼 
・広報おおひら掲載 
・水道課ホームページに掲載 
・広報車による断水等緊急連絡 
・町行事に参加（水道水ＰＲ） 

 町民に情報周知する。 
・広報案を作成し広報ふじおか掲載を

総務企画課に依頼 
・広報ふじおか掲載 
・上下水道課ホームページに掲載 
・広報車による断水等緊急連絡 

 町民に情報周知する。 
・広報案を作成し広報つが掲載を企画

財政課に依頼 
・広報つが掲載 
・水道課ホームページに掲載 
・広報車による断水等緊急連絡 

広報紙、ホームペー

ジ等については、合

併時に新市の市長部

局に準ずるものとす

る。 
なお、水道事業に関

する断水・事故等緊

急連絡及び住民への

広報については、現

行のとおり新市に引

継ぎ、合併後に調整

し、再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

車両の配車及び維持
管理に関すること 

13 
３２ 
１４６ 
１４７ 

・運転管理は課長が行う 

・車使用の場合、運転日誌をつけ 1

ヶ月まとめ課長の決裁 

保険 

・全国市有物件災害共済会 

 自動車損害共済保険 6台 

 金額 122,462円 

管理  各チーム管理 

・運転管理は課長が行う 

・車使用の場合、運転日誌をつける。

 

保険 

・全国自治協会共済 

 

 車両 ３台 

 

課長が行う 

・車使用の場合、運転日誌をつける。

 

保険 

・全国自治協会町村市有共済 

管理  各課 

・軽トラック等は、管理者の使用許可

を得る。 車両２台 

・運転管理は課長が行う 

・車使用の場合、運転日誌をつける。

 

保険 

・全国自治協会町村市有共済 

管理 各課 

・公用車の使用は管理者の使用許可を

得る。 

ライトバン１台管理 

合併時に再編す
る。 

電話の総括管理に関
すること 

14 

３３ 

 水道庁舎独自の電話回線のため維

持管理を行う。 

・電話の修理・電話料支払事務・各チ

ーム直通配線及び内線機能 

・各浄水場電話修理及び料金支払事務 ・各浄水場電話修理及び料金支払事務 ・各浄水場電話修理及び料金支払事務 合併時は現行の
とおりとし、合併
後に再編する。 

情報公開に関するこ
と 

15 

３４ 

栃木市情報公開条例に準ずる。 大平町情報公開条例に準ずる。 藤岡町情報公開条例に準ずる。 都賀町情報公開条例に準ずる。 情報公開につい
ては、新市の市長
部局に準ずるも
のとする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

部及び水道課の庶務

に関すること 

16 

３５ 

水道課の庶務 

・事務連絡と調整 

・課の庶務 

・各種文書受付処理回覧整理 

・各種照会文書回答 

・課及び各チーム取りまとめ 

・その他 

水道課の庶務 

・事務連絡と調整 

・課の庶務 

・各種文書受付処理回覧整理 

・各種照会文書回答 

・課及び各係取りまとめ 

・その他 

上下水道課の庶務 

・事務連絡と調整 

・課内行事の調整 

・課内庶務、予算執行 

・課内のとりまとめ 

・各係間のとりまとめ 

・その他 

水道課の庶務 

・事務連絡と調整 

・課内行事の調整 

・課内庶務、予算執行 

・課内のとりまとめ 

・その他 

部・課の庶務につ

いては、合併時に

再編する。 

水道事業の経営の企

画及び調査研究に関

すること 

17 

５０ 

・水道統計等による分析 

 業務、経営、財務分析 

 各市と類似市との比較 

必要に応じ検討 必要に応じ検討 ・各種指標分析 

 業務、経営、財務分析 

 各町との比較 

経営企画・調査研

究については、合

併時に再編する。 

事務改善の計画及び

調整に関すること 

18 

５１ 

各々の事業内容、人員を考慮し効率的

な体制を検討 

 

各々の事業内容、人員を考慮し効率的

な体制を検討 

各々の事業内容、人員を考慮し効率的

な体制を検討 

各々の事業内容、人員を考慮し効率的

な体制を検討 

事務改善計画、調

整については、合

併時に新市の市

長部局に準ずる

ものとする。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

用地買収契約に関す

ること 

19 

６１ 

事業用地の買収 

・事業に必要な土地の取得 

 損失補償事務、登記は委託 

手順 

・事業の目的、内容、その他必要な事

項について、土地権利者に説明し協

力を得る。 

・取得に必要な測量、調査は、土地権

利者及び利害関係人隣接権利者の

立会を求める。 

・土地調査表作成し公有地取得委員会

にて審議 

 農振地域は、農地利用計画変更届を

農林課に提出 

・土地の鑑定を依頼 

・用地交渉は複数の職員で行う。 

・不動産登記法に基づき、必要書類を

作成し、登記を登記所に嘱託 

・土地補償金は登記完了後、全額支払

い 

・業務完了後、完了報告を管理者に決

裁 

事業用地の買収 

・事業に必要な土地の取得 

 損失補償事務、登記は委託 

手順 

・事業の目的、内容、その他必要な事

項について、土地権利者に説明し協

力を得る。 

・取得に必要な測量、調査は、土地権

利者及び利害関係人隣接権利者の

立会を求める。 

・土地調査表作成し審議 

 農振地域は、農地利用計画変更届を

産業振興課に提出 

 

・土地の鑑定を依頼 

・用地交渉は複数の職員で行う。 

・不動産登記法に基づき、必要書類を

作成し、登記を法務局に嘱託 

・土地補償金は登記完了後、全額支払

い 

・業務完了後、完了報告を管理者に決

裁 

事業用地の買収 

・事業に必要な土地の取得 

 損失補償事務、登記は委託 

手順 

・事業の目的、内容、その他必要な事

項について、土地権利者に説明し協

力を得る。 

・取得に必要な測量、調査は、土地権

利者及び利害関係人隣接権利者の

立会を求める。 

・土地調査表作成し審議 

 農振地域は、農地利用計画変更届を

産業振興課に提出 

 

・土地の鑑定を依頼 

・用地交渉は複数の職員で行う。 

・不動産登記法に基づき、必要書類を

作成し、登記を登記所に嘱託 

・土地補償金は登記完了後、全額支払

い 

・業務完了後、完了報告を管理者に決

裁 

事業用地の買収 

・事業に必要な土地の取得 

 損失補償事務、登記は委託 

手順 

・事業の目的、内容、その他必要な事

項について、土地権利者に説明し協

力を得る。 

・取得に必要な測量、調査は、土地権

利者及び利害関係人隣接権利者の

立会を求める。 

・土地調査表作成し審議 

農振地域は、農地利用計画変更届を

経済課に提出 

 

・土地の鑑定を依頼 

・用地交渉は複数の職員で行う。 

・不動産登記法に基づき、必要書類を

作成し、登記を登記所に嘱託 

・土地補償金は登記完了後、全額支払

い 

・業務完了後、完了報告を管理者に決

裁 

用地買収契約に

ついては、栃木市

の例により合併

後に統合する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

私設消火栓の点検に

関すること 
20 

７０ 

私設消火栓の点検 私設消火栓の点検 私設消火栓の点検 私設消火栓の点検 

 

私設消火栓の点

検については、現

行のとおりとす

る。 

納入通知書の発行に

関すること 

21 

７５ 

納入通知書の発行、事務手続 

 

①水道料金(納付制) 

 水道料金は毎月18日調定 

 使用者へ納入通知送付 

 

②給水管布設工事負担金 

 給水管布設工事負担金の 

納入通知送付 

 

③工事審査・竣工検査手数料 

納入通知送付 

 

④指定工事業者指定手数料 

納入通知送付 

 

⑤指定事業者資料代 

 納入通知送付 

 

⑥他会計負担金・受託工事収益 

 各担当課に納入通知送付 

 

納入通知書の発行、事務手続 

 

①水道料金(納付制) 

 水道料金は毎月5日以降調定 

 15 日使用者へ納入通知送付 納期

限25日 

②工事審査・竣工検査手数料 

 徴収簿に記入後、納入通知送付 

 

 

③指定工事業者指定手数料 

 徴収簿に記入後、納入通知送付 

 

④行政財産使用料 

 徴収簿に記入後、納入通知送付 

 

⑤他会計負担金 

 徴収簿に記入後、納入通知送付 

 

⑥補償費 

 徴収簿に記入後、納入通知送付 

 

納入通知書の発行、事務手続 

 

①水道料金(納付制) 

 水道料金は毎月調定 

 使用者へ納入通知送付 

 

②工事審査・竣工検査手数料 

 納入通知書発行 

 

 

③指定工事業者指定手数料 

 納入通知送付 

 

④他会計負担金 

 各担当課に納入通知送付 

 

 

納入通知書の発行、事務手続 

 

①水道料金(納付制) 

 水道料金は毎月2地区 

交互調定使用者へ納入通知送付 

 

②給水管布設工事負担金 

給水管布設工事負担金の 

納入通知送付 

 

③工事審査・分水工事手数料 

 納入通知送付 

 

④指定工事業者指定手数料 

 納入通知送付 

 

⑤指定事業者資料代 

 納入通知送付 

 

⑥他会計負担金・受託工事収益 

 各担当課に納入通知送付 

 

納入通知書の発

行については、市

町間に差異があ

るため、合併時は

現行のとおりと

し、合併後に再編

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

窓口による収納管理

に関すること 

22 

７６ 

目的 

水道使用者の利便性を図る 

概要 

・水道料金持参納入受付 

・納入通知書の再発行 

・中止の伴う現地精算業務 

 

事務手順 

・持参納入時に未納料金確認 

・中止時、現地で水道料金の清算業務

納入通知書再発行は税務課窓口に

ても対応可、納入受付は税務課窓

口、各地区公民館にても対応可 

目的 

水道使用者の利便性を図る 

概要 

・水道料金持参納入受付 

・納入通知書の再発行 

・休止の伴う現地精算業務 

 

事務手順 

・持参納入時に未納料金確認 

・休止時、現地で水道料金の精算業務

目的 

水道使用者の利便性を図る 

概要 

・水道料金持参納入受付 

・納入通知書の再発行 

・中止の伴う現地精算業務 

 

事務手順 

・持参納入時に未納料金確認 

・納入通知書紛失者等に再発行 

目的 

水道使用者の利便性を図る 

概要 

・水道料金持参納入受付 

・納入通知書の再発行 

・休止の伴う現地精算業務 

 

事務手順 

・持参納入時に未納料金確認 

・納入通知書紛失者等に再発行 

・休止時、水道料金の清算業  

 務 

窓口収納管理に

ついては、市町間

の事務手続き等

に差異があるた

め、合併時は現行

のとおりとし、合

併後に再編する。 

水道使用開始・中止

等受付に関すること 

23 

７７ 

概要 

・水道使用開始、中止、変更受付 

・口座振替の処理、納入証明 

 

事務手続 

・電話、来庁の受付、対応、 

料金マスターデータ入力 

・開始、中止、変更各届を出力し保管

・中止受付は、現地で中止検針 

・口座振替処理は各金融機関窓口で対

応 

概要 

・水道使用開始、休止、変更、公共下

水道使用開始、中止の受付 

・口座振替の受付 

事務手続 

・来庁、FAXの受付、給水関係受付簿

記入 

・開始、休止、変更各届を保管、下水

道課に送付 

・開栓・閉栓業務は業務委託業者 

・口座振替処理は各金融機関窓口・水

道課窓口で対応 

概要 

・水道使用開始、中止、変更受付 

・口座振替の処理、納入証明 

 

事務手続 

・電話、来庁の受付、対応、 

料金マスターデータ入力 

・開始、中止、変更各届を出力し保管

・中止受付は、現地で中止検針 

・口座振替処理は各金融機関窓口で対

応 

概要 

・水道使用開始、休止、変更受付 

・口座振替の処理、納入証明 

 

事務手続 

・電話、来庁の受付、対応、 

料金マスターデータ入力 

・開始、中止、変更各届を出力し保管

・休止受付は、現地で休止検針 

・口座振替処理は各金融機関窓口で対

応 

水道使用開始・中

止、開栓・閉栓に

ついては、市町間

に差異あるため、

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

開栓・閉栓等に関す

ること 

24 

７８ 

概要 
・水道使用開始、中止、廃止に伴う開

栓及びメーター撤去、給水停止に伴

う開閉栓業務 
事務手続 
・メーターが設置されていない箇所給

水開始受けた場合、給水装置指定工

事店を通じて設計諸島の審査後メ

ーター設置 
・家屋解体等でメーター紛失の可能性

がある場合、メーター撤去 
・給水停止中の使用者が水道料金を支

払った場合、開栓 

概要 
・水道使用開始、休止、廃止に伴う開

栓及びメーター撤去、給水停止に伴

う開閉栓業務 
事務手続 
・メーターが設置されていない箇所給

水開始受けた場合、給水装置指定工

事店を通じて設計諸島の審査後メ

ーター設置 
・家屋解体等でメーター紛失の可能性

がある場合、メーター撤去 
・給水停止中の使用者が水道料金を支

払った場合、開栓 

概要 
・水道使用開始、中止、廃止に伴う開

栓及びメーター撤去、給水停止に伴

う開閉栓業務 
事務手続 
・メーターが設置されていない箇所給

水開始受けた場合、給水装置指定工

事店を通じて設計諸島の審査後メ

ーター設置 
・家屋解体等でメーター紛失の可能性

がある場合、メーター撤去 
・給水停止中の使用者が水道料金を支

払った場合、開栓 

概要 
・水道使用開始、中止、廃止に伴う開

栓及びメーター撤去、給水停止に伴

う開閉栓業務 
事務手続 
・メーターが設置されていない箇所

（休止等により）給水開始受けた場

合、給水装置指定工事店を通じて設

計諸島の審査後メーター設置 
・家屋解体等でメーター紛失の可能性

がある場合、メーター撤去 
・給水停止中の使用者が水道料金を支

払った場合、開栓 

水道使用開始・中

止、開栓・閉栓に

ついては、市町間

に差異あるため、

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

消し込みに関するこ

と 
25 

５６ 

水道料金マスターにより行う。 水道料金システムにより行う。 水道料金マスターにより行う。 水道料金マスターにより行う。 合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

水道料金、下水道使

用料の収納、還付及

び整理に関すること 

26 

７９ 

概要 
徴収事務委託業者 
・収納事務 
・還付事務 
・未収金の整理 
事務手順 
・納入制 納入通知書送付 
 口座振替 引落データを各金融機

関の送付 
・消し込み後、収納データチェック 
・事業別日計（過・現年度）作成 
・収納データチェックで誤過納者の把

握 
・還付対象者に還付方法確認 
・二重納付者には通知送付 
・還付金支払手続き・支払い 
・還付入力処理 

概要 
・収納事務 
・還付事務 
・未収金の整理 
 
事務手順 
・使用者に納入通知書送付 
 口座振替 引落データを各金融機

関に送付 
・出納金融機関からの日計報告書を基

に収納金集計 
・消し込み 
・会計システムの収入票の起票 
・収納データチェックで誤過納者の把

握 
・還付対象者に還付方法確認 
・二重納付者には通知送付 
・還付金支払手続き・支払い 
・充当または還付 

概要 
・収納事務 
・還付事務 
・未収金の整理 
 
事務手順 
・納入制 納入通知書送付 
 口座振替 引落データを各金融機

関の送付 
・消し込み後、収納データチェック 
・事業別日計（過・現年度）作成 
・収納データチェックで誤過納者の把

握 
・還付対象者に還付方法確認 
・二重納付者には通知送付 
・還付金支払手続き・支払い 
・還付入力処理 

概要 
・収納事務 
・還付事務 
・未収金の整理 
 
事務手順 
・納入制 納入通知書送付 
 口座振替 引落データを各金融機

関の送付 
・消し込み後、収納データチェック 
・事業別日計（過・現年度）作成 
・収納データチェックで誤過納者の把

握 
・還付対象者に還付方法確認 
・二重納付者には通知送付 
・還付金支払手続き・支払い 
・還付入力処理 

水道料金の収納、

還付については、

市町間に差異が

あるため、合併時

は現行のとおり

とし、合併後に再

編する。 

重複納入等の還付に

関すること 
27 

８２ 

・収納データチェックで誤過納者の把

握 
・還付対象者に還付方法確認 
・二重納付者には通知送付 
・還付金支払手続き・支払い 
・還付入力処理 

・収納データチェックで誤過納者の把

握 
・還付対象者に還付方法確認 
・二重納付者には通知送付 
・還付金支払手続き・支払い 
・充当または還付 

・収納データチェックで誤過納者の把

握 
・還付対象者に還付方法確認 
・二重納付者には通知送付 
・還付金支払手続き・支払い 
・還付入力処理 

・収納データチェックで誤過納者の把

握 
・還付対象者に還付方法確認 
・二重納付者には通知送付 
・還付金支払手続き・支払い 
・還付入力処理 

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

収納処理、収入日報、

月報、年報作成に関

すること 

28 

８０ 

収納処理 
・水道料金の現年度の調定 
・収入金の消し込み 
・誤過納者の還付処理 
 
収入日計 
・消し込み後、日計表出力 
 
月処理 
・決算明細書の出力 
・地区別・用途別集計票出力 
・未納者一覧表出力 
・収納金別集計表作成 
 
 
年処理 
・徴収内容一覧出力 

収納処理 
・水道料金の現年度の調定 
・収入金の消し込み 
・誤過納者の還付処理 
 
収入日計 
・消し込み後、収入票記票 
 
月処理 
・口径別・配水別等必要な 
統計表出力 

・未納額集計票出力 
・総勘定元帳出力 
・未収金集計 
 
年処理 
・徴収簿の調整 

収納処理 
・水道料金の現年度の調定 
・収入金の消し込み 
・誤過納者の還付処理 
 
収入日計 
・消し込み後、日計表出力 

 
月処理 
・決算明細書の出力 
・未納者一覧表出力 
・収納金別集計表作成 
 
 
 
年処理 
・徴収内容一覧出力 

収納処理 
・水道料金の現年度の調定 
・収入金の消し込み 
・誤過納者の還付処理 
 
収入日計 
・消し込み後、日計表出力 

 
月処理 
・決算明細書の出力 
・未納者一覧表出力 
・収納金別集計表作成 
 
 
 
年処理 
・徴収内容一覧出力 

収納処理、収入日

報、月報、年報に

ついては、市町間

に差異があるた

め、合併時は現行

のとおりとし、合

併後に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

使用料金の督促状発

行・催告状発行・停

水予告通知書発行、

給水停止処分に関す

ること 

29 

８１ 

目的 

・未収金の早期回収 

 

概要 

・徴収業務委託業者による各種通知送

 付 

・給水停止執行は、市担当職員・委託

業者各1名の２班体制 

 

事務手続 

・督促状発送 納入通知書発送の翌月

１２日頃 

 期日 発送月の２０日 

・給水停止予告通知書発送 

 督促状納期の１週間後 

 期日 発送後の１週間後 

・給水停止事前通知書配布 

 予告通知書納期の１週間後 

・給水停止執行 

 事前通知書納期の１週間後 

納入通知書発送後２か月後実施 

目的 

・未収金の早期回収 

 

概要 

・各種通知送付 

・徴収業務委託業者による該当者の対

応 

・給水停止執行は、町担当係長・委託

業者各1名の体制 

 

事務手続 

・督促状発送 納入通知書発送の翌月

１８日頃 

 期日 発送日から１０日 

・催告状  年に２,３回程度 

・給水停止予告通知書 随時配布の１

週間後 

・給水停止執行 

  

 

目的 

・未収金の早期回収 

 

概要 

・各種通知送付 

・給水停止執行 

 

 

 

 

事務手続 

・督促状発送 翌々月20日頃 

・督促状発送 ３か月１回 

 期日 発送後の１週間後 

・給水停止予告通知書発送 催告状納

期後 ４か月 

 20,000円以上の未納者 

・給水停止執行 

発送後適宜 

 

目的 

・未収金の早期回収 

 

概要 

・各種通知送付 

・給水停止執行 

 

 

 

 

事務手続 

・督促状発送 納入通知書発送の翌月

１５日頃 

 期日 発送月末 

 

督促状・催告状・

停水予告通知書、

給水停止処分に

ついては、市町間

に差異があるた

め、合併時は現行

のとおりとし、合

併後に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

水道料金の未収金の

徴収・滞納整理に関す

ること 

30 

８３ 

未収金の回収 

 

概要 

・給水停止の滞納制業務 

・休止検針実施による無断使用者の把

握 

・無断転出者の調査 

 

事務手続 

・滞納整理業務 

・無断使用者の把握 

4か月に1回休止箇所検針実施 

・無断転出者の把握現地調査 

 不動産・家主に問い合わせ 

 住民票の調査等 

電話・訪問による催促、納入通知書

の発行、市内転居者は停水 

 

未収金の回収 

 

概要 

・滞納整理業務 

 

 

 

 

事務手続 

・滞納整理業務 

  年2、3回 催告書発行 

 

未収金の回収 

 

概要 

・年間を通し未納者訪問による催促等

 

 

 

 

事務手続 

・未集金管理は、未納者一覧表による

 

未収金の回収 

 

概要 

・年間を通し未納者訪問による催促等

 

 

 

 

事務手続 

・未集金管理は、未納者一覧表による

（年度別・月別） 

 

未収金の徴収・

滞納整理につい

ては、市町間に

差異があるた

め、合併時は現

行のとおりと

し、合併後に再

編する。 

水道料金の未収金の

管理に関すること 

31 

８４ 

未納者一覧表により把握 未納者一覧表により把握 未納者一覧表により把握 未納者一覧表により把握 市町間に差異が

あるため、合併

時は現行のとお

りとし、合併後

に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

口座振替に関するこ

と 

32 

８５ 

目的 

使用者の利便性を図る 

 

概要 

・受付、入力、引落依頼、不能管理、

振替予告振替済、振替不納等の通知

発送 

・口座振替手数料の支払手続 

 

事務手順 

・口座振替依頼書受付し名義人確認後

入力し永年保存 

・引落データ表作成した時点52.5円

割引後金融機関に電送 

・引落データが金融機関から返送後収

納消し込み確認し各種通知書送付 

・口座振替予告 検針票で案内 

・再振替お知らせ 督促状 

・口座振替手数料支払 

 郵便局 毎月 

 出納・収納取扱銀行 半年毎 

目的 

使用者の利便性を図る 

 

概要 

・受付、入力、引落依頼、不能管理、

振替予告 

・再振替対象者に入金依頼通知発送 

・休止者に口座振替済通知発送 

 

事務手順 

・口座振替依頼書を金融機関に送付 

・金融機関承認後、データをシステム

入力 

・口座振替依頼書を金融機関毎永年保

存 

・引落データ表作成し金融機関に伝送

・引落データが金融機関から返送後、

収納消し込み口座振替手数料支払、

郵便局 毎月 

 出納・収納取扱銀行 半年毎 

目的 

使用者の利便性を図る 

 

概要 

・受付、入力、引落依頼、督促状発送

・口座振替手数料の支払手続 

 

 

 

事務手順 

・口座振替依頼書受付し名義人確認後

入力し永年保存 

・引落データが金融機関から返送後収

納消し込み確認し各種通知書送付 

・口座振替予告 検針票で案内 

・再振替お知らせ 督促状 

・口座振替手数料支払 

 郵便局 毎月 

 出納・収納取扱銀行 半年毎 

 

目的 

使用者の利便性を図る 

 

概要 

・受付、入力、引落依頼、不能管理、

振替予告振替済、振替不納等の通知

発送 

・口座振替手数料の支払手続 

 

事務手順 

・口座振替依頼書受付し名義人確認後

入力し永年保存 

・引落データ表作成し金融機関に持参

・引落データが金融機関から返送後収

納消し込み確認し各種通知書送付 

・再振替お知らせ 振替日等 

・再振替不能通知書 督促状 

・口座振替手数料支払 

 郵便局 毎月 

 出納・収納取扱銀行  

 

口座振替につい

ては、市町間に差

異があるため、合

併時は現行のと

おりとし、合併後

に再編する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

小規模貯水槽水道の

点検及び維持管理の

指導に関すること 

33 

８７ 

目的 

設置者に年 1 回の自主的な維持管理

と点検、検査の周知と安全性の確保等

の指導 

 

概要 

・1年以内に1回定期的に水槽の清掃

・水の汚染防止に必要な措置 

・水道基準に関し厚生省令に掲げる必

要な事項の検査の実施 

・健康を害する恐れがある場合給水停

止し関係者に周知 

 

 

事務手続 

・設置者に維持管理、指導、助言、勧

告等の通知を行う。 

目的 

設置者に年 1 回の自主的な維持管理

と点検、検査の周知と安全性の確保等

の指導 

 

概要 

・1年以内に1回定期的に水槽の清掃

・水の汚染防止に必要な措置 

・水道基準に関し厚生省令に掲げる必

要な事項の検査の実施 

・健康を害する恐れがある場合給水停

止し関係者に周知 

 

 

事務手続 

・設置者に維持管理、指導、助言、勧

告等の通知を行う。 

目的 

設置者に年 1 回の自主的な維持管理

と点検、検査の周知と安全性の確保等

の指導 

 

概要 

・1年以内に1回定期的に水槽の清掃

・水の汚染防止に必要な措置 

・水道基準に関し厚生省令に掲げる必

要な事項の検査の実施 

・健康を害する恐れがある場合給水停

止し関係者に周知 

 

 

事務手続 

・設置者に維持管理、指導、助言、勧

告等の通知を行う。 

目的 

設置者に年1回の自主的な 

維持管理と点検、検査の周 

知と安全性の確保等の指導 

 

概要 

・1年以内に1回定期的に水槽の清掃

・水の汚染防止に必要な措置 

・水道基準に関し厚生省令に掲げる必

要な事項の検査の実施 

・健康を害する恐れがある場合給水停

止し関係者に周知 

 

事務手続 

・設置者に維持管理、指導 

助言、勧告等の通知を行う。 

小規模貯水槽水

道点検・維持管

理・指導につい

ては、合併時に

再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

水道施設管理業務委

託業者に関すること 34 

６ 

Ｈ２１委託予定 ・漏水当番業者 1年 

 給水装置工事事業者 

該当なし 

 

 

該当なし 

 

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

メーター以降の漏水

調査に関すること 

35 

８８ 

メーター以降 

・メーター以降の異常については、使

用者が行うこととしているため現

地調査は行わない。 

・使用者から照会があった場合、修理

業者を紹介する。 

 

メーター以降 

・メーター以降の異常については、使

用者が行うこととしているため漏

水度合いが激しい場合は、委託業者

において現地調査を行い修理指導

する。 

・使用者から照会があった場合、修理

業者を紹介する。 

メーター以降 

・メーター以降の異常については、使

用者が行うこととしているため現

地調査は行わない。 

・使用者から照会があった場合、修理

業者の紹介、料金減免の説明を行

う。 

 

メーター以降 

・メーター以降の異常については、使

用者が行うこととしているため現

地調査は行わない。 

・使用者から照会があった場合、修理

業者の紹介、料金減免の説明を行

う。 

 

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

出水不良等の調査及

び苦情処理に関する

こと 
36 

１１７ 

出水不良・苦情処理 

・現地調査のうえ給水管切替工事の費

用負担は、住民納得の上で対処、苦

情処理は職員が対処する。 

出水不良・苦情処理 

・現地調査のうえ給水管切替工事の費

用負担は、町負担で処理 

 

出水不良・苦情処理 

・現地調査のうえ給水管切替工事の費

用負担は、住民納得の上で対処、配

水管布設替は町で負担 

出水不良・苦情処理 

・現地調査のうえ給水管切替工事の費

用負担は、町で負担、苦情処理は職

員が対処する。 

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

公道等の漏水調査及

び給配水管修繕に関

すること 37 

１１８ 

漏水調査・修理給配水管維持 

・24 時間体制で宅内メーターまで管

工事組合に委託修理 

 

漏水調査・修理給配水管維持 

・宅内止水栓までは漏水当番業者に依

頼修理 

 

漏水調査・修理給配水管維持 

・指定工事店に依頼している。 

漏水調査・修理給配水管維持 

・指定工事店に依頼している。 

 

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

漏水防止対策に関す

ること 38 

１１９ 

・老朽管の給配水管布設替を計画的に

実施 

 

・老朽管の給配水管布設替を計画的に

実施 

 

・老朽管の給配水管布設替を計画的に

実施 

 

・老朽管の給配水管布設替を計画的に

実施委託で漏水調査 

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

配水管等漏水修理業

務委託業者に関する

こと 39 

１６０ 

・公認管工事事業協同組合 

委託1年間 単価契約 

1ヶ月ごと支払 

・漏水当番業者 1年 2週交代 ・その都度漏水修理 ・その都度漏水修理 合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

不感度・ガラス破損

メーターの交換に関

すること 40 

６６ 

・事故メーター交換 

 交換メーターは料金マスター入力 

・事故メーター交換 

 交換メーターは料金システム入力 

・事故メーター交換 

 交換メーターは料金マスター入力 

該当なし 

 

 

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

メーターの出庫に関

すること 41 

６７ 

・出庫があった場合出庫伝票作成し、

決裁後、出庫。検定満期メーターは

別入力 

 

・出庫があった場合出庫伝票作成し、

決裁後、出庫。検定満期メーターは

別入力 

 

・出庫があった場合出庫伝票作成し、

決裁後、出庫。検定満期メーターは

別入力 

・出庫があった場合出庫伝票作成し決

裁後、出庫。検定満期メーターは別

入力 

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

メーターの維持管理

に関すること 

42 

６８ 

・量水器更新業務は公認管工事業協同

組合に委託契約 

・量水器修繕は、契約検査課に入札依

頼 

・メーター更新対象者に通知 

 交換終了後料金マスター入力(徴収

事務委託業者) 

 検定満期リスト作成 

・量水器更新業務は指定給水装置事業

者と委託契約 

・量水器修繕は、量水器納入業者に修

繕依頼 

・メーター更新対象者に連絡 

 交換終了後料金システム入力 

 検定満期リスト位置図作成 

・量水器更新業務は上下水道工事業者

組合に委託契約 

・量水器修繕は、随意契約した業者に

依頼 

・メーター更新対象者に通知 

 交換終了後料金マスター入力(徴収

事務委託業者) 

 検定満期リスト作成 

・量水器更新業務は公認管工事業組合

に委託 

・量水器修繕は、随意契約した業者に

依頼 

・メーター更新対象者に通知 

 交換終了後料金マスター入力(徴収

事務委託業者) 

 検定満期リスト作成 

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

メーターの試験及び

検査に関すること 43 

６９ 

メーターの試験及び検査 メーターの試験及び検査 メーターの試験及び検査 メーターの試験及び検査 合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

メーターの異動記録

及び調査に関するこ

と 

44 

９０ 

・不明メーター調査 

・新設開始の出庫・端末機入力処理 

・異動は料金マスター入力 

・更新業務実施時期は交換完了報告書

に基づき端末入力 

・不明メーターは検針時現地調査 

・新設開始の出庫 

・異動は料金システム入力 

・更新業務実施時期は交換依頼リスト

に基づきシステム入力 

・新設開始の出庫・端末機入力処理 

・異動は料金マスター入力 

・更新業務実施時期は交換完了報告書

に基づき端末入力 

・不明メーターは検針時現地調査 

・新設開始の出庫・端末機入力処理 

・異動は料金マスター入力 

・更新業務実施時期は交換完了報告書

に基づき端末入力 

・不明メーターは検針時現地調査 

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

不正使用（違反工事

含む）の取締り及び

処分に関すること 

45 

９１ 

１１４ 

目的 

受益者の公平原則に基づき取締り及

び過料処分 

 

概要 

・不正使用・違反工事等が発見された

場合処分検討 

 

 

・１万円以下 過料 

・10万円以下 罰金 

目的 

受益者の公平原則に基づき取締り及

び過料処分 

 

概要 

・不正使用・違反工事等が発見された

場合処分検討 

 

 

・5万円以下 過料 

目的 

受益者の公平原則に基づき取締り及

び過料処分 

 

概要 

・不正使用・違反工事等が発見された

場合処分検討 

 

 

・5万円以下 過料 

目的 

受益者の公平原則に基づき取締り及

び過料処分 

 

概要 

・不正使用・違反工事等が発見された

場合処分検討 

盗水が明らかな場合、過料 

 

・5万円以下 過料 

合併時に再編す

る。 

水道破損金に関する

こと 

46 

９５ 

水道管を過失により破損した場合は、

全額原因者負担で修理、破損補償額を

算定し請求 

水道管を過失により破損した場合は、

全額原因者負担で修理、破損補償額を

算定し請求 

水道管を過失により破損した場合は、

全額原因者負担で修理、要綱に定める

経費を請求 

水道管を過失により破損した場合は、

全額原因者負担で修理 

水道破損金につ

いては、破損補償

額の算定、要綱に

定める経費など、

市町間に差異が

あるため、合併時

は現行のとおり

とし、合併後に再

編する。 

消火栓新設及び点検

修理に関すること 

47 

９７ 

水道法の規定に基づき消防本部の依

頼を受け行う。 

 

水道法の規定に基づき消防本部の依

頼を受け行う。 

 

水道法の規定に基づき消防本部の依

頼を受け行う。 

 

水道法の規定に基づき消防本部の依

頼を受け行う。 

 

消火栓新設・点検

修理については、

現行のとおりと

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

給水方式指導に関す

ること 

48 

１０１ 

栃木市給水装置工事標準仕様書に基

づき指導 

 

直結方式 

・原則2階建まで 

 許可基準を満たしている場合 3 階

建 

 1戸建専用住宅、併用住宅 

 集合住宅除く 

・給水高さ10m 

・水圧0.3mpa 

・配水管75㎜以上、分水口径25㎜で

メーター口径20㎜ 

 

受水槽方式 

・3階建以上 高層建築物等 

・高台等水圧が得られない箇  

 所 

・一時的に多量の水の使用 

・病院、工場、デパート等の使用者の

業務等支障をきたす箇所 

・常時一定水量水圧を必要な箇所 

・有害薬品を使用するクリーニング工

場、メッキ工場等 

・水道に直結できない機器等 

・水圧が高く給水装置に支障をきたす

箇所 

・管理者が必要と認めるもの 

 

併用方式 

・直結部分、受水槽給水部分方式 

 

 

 

 

直結方式 

・原則2階建、水圧、水量等給水能力

に支障なく正常に給水できる場合

摘要 

 

 

 

 

 

 

 

受水槽方式 

・3階建以上 高層建築物等 

・高台等水圧が得られない箇所 

・一時的に多量の水の使用 

・病院、工場、デパート等の使用者の

業務等支障をきたす箇所 

・常時一定水量水圧を必要な箇所 

・有害薬品を使用するクリーニング工

場、メッキ工場等 

・水道に直結できない機器等 

・水圧が高く給水装置に支障をきたす

箇所 

・管理者が必要と認めるもの 

 

 

併用方式 

・直結部分、受水槽給水部分方式 

 

 

 

直結方式 

・原則、水道の水圧で直結給水できる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受水槽式給水 

・常時一定の水量及び水圧を必要 

・一時に多量の水を必要 

・使用水量の変動が大きく水圧低下

を引き起こす 

・3階建以上 建築物 

・町長が必要と認めるとき 

 

 

 

直結方式 

・原則2階建、水圧、水量等給水能力

に支障なく正常に給水できる場合

摘要 

 

 

 

 

 

 

 

受水槽方式 

・3階建以上 高層建築物等 

・高台等水圧が得られない箇所 

・一時的に多量の水の使用 

・病院、工場、デパート等の使用者の

業務等支障をきたす箇所 

・常時一定水量水圧を必要な箇所 

・有害薬品を使用するクリーニング工

場、メッキ工場等・水道に直結でき

ない機器等 

・水圧が高く給水装置に支障をきたす

箇所 

・管理者が必要と認めるもの 

 

 

併用方式 

・直結部分、受水槽給水部分方式 

合併時は現行の

とおりとし、合

併後に再編す

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

給水装置工事申請受
付・審査・検査に関
すること 

49 

１０２ 

基準事項 

・指定工事業者は、給水装置工事を申

し込むとき給水装置工事申込書、配

管図、必要書類を添付のうえ提出し

管理者の審査を受け承認後に工事

着手 

 

給水工事の申込 

・申込者は指定工事事業者と契約す

る。申請手続は指定工事事業者が代

行し栃木市給水工事事業者規程第

14 条給水装置工事承認願いを提

出、申込ごと整理番号を付す 審

査、検査手数料を徴収 

 

基準事項 

・指定工事業者は、給水装置工事を申

し込むとき給水装置工事申込書、配

管図、必要書類を添付のうえ提出し

管理者の審査を受け承認後に工事

着手 

 

給水工事の申込 

・申込者は指定工事事業者と契約す

る。申請手続は指定工事事業者は申

込みに必要な書類を提出し審査を

受ける、申込ごと整理番号を付す、

審査、検査手数料を徴収 

 

基準事項 

・給水装置の新設、改造、修繕、撤去

は管理者の申込み承認を得る利害

関係人の同意等書類提出 

 

 

 

給水工事の申込 

・給水装置工事施工承認願兼設計書提

出 

・工事の費用は使用する者が負担、管

理者が必要と認めたものは、町が一

部負担・給水装置工事は指定給水装

置工事事業者が施工 

・メーターは管理者設置し、使用者が

保管、管理を怠った時は、損害額を

弁償 

基準事項 

・指定工事業者は、給水装置工事を申

し込むとき給水装置工事申込書、配

管図、必要書類を添付のうえ提出し

管理者の審査を受け承認後に工事

着手 

 

給水工事の申込 

・申込者は指定工事事業者と契約す

る。申請手続は指定工事事業者が代

行し必要な書類を提出し審査を受

ける、都賀町給水条例、給水装置の

新設等の申込みとする、申込ごと整

理番号を付す、審査、検査手数料を

徴収 

 

給水装置工事申
請等について
は、市町間に差
異があるため、
合併時は現行の
とおりとし、合
併後に再編す
る。 

給水装置工事検査に
関すること 

50 

１５８ 

・指定工事事業者は給水装置工事完了

後、竣工届けを提出 

・当該工事の手直しがある場合は指定

期間内に行い検査を受ける。 

・主任技術者の立会を求める。 

・指定工事事業者は給水装置工事完了

後、竣工届けを提出 

・当該工事の手直しがある場合は指定

期間内に行い検査を受ける。 

・主任技術者の立会を求める。 

・指定工事事業者は給水装置工事完了

後、竣工届けを提出 

 

・指定工事事業者は給水装置 

工事完了後、竣工届けを提出 

・当該工事の手直しがある場合は指定

期間内に行い検査を受ける。 

・主任技術者の立会を求める。 

合併時は現行の
とおりとし、合併
後に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

指定給水装置工事業

者の指導・監督に関

すること 

51 

１０３ 

・指定工事業者は、水道法、水道条例

等に基づき管理者の指示に従う。 

・給水装置工事の事業運営に関する基

準に従い適正な運営に努める。 

・知識・技術向上を図るため講習会を

実施、他講習会を推薦する。 

・指定工事業者は、水道法、水道条例

等に基づき管理者の指示に従う。 

・給水装置工事の事業運営に関する基

準に従い適正な運営に努める。 

・知識・技術向上を図るため講習会を

実施、他講習会を推薦する。 

・指定工事業者は、水道法、水道条例

等に基づき管理者の指示に従う。 

・給水装置工事の事業運営に関する基

準に従い適正な運営に努める。 

・知識・技術向上を図るため講習会を

実施、他講習会を推薦する。 

・指定工事業者は、水道法、水道条例

等に基づき管理者の指示に従う。 

・給水装置工事の事業運営に関する基

準に従い適正な運営に努める。 

・知識・技術向上を図るため講習会を

実施、他講習会を推薦する。 

給水装置工事事

業者の指導・監

督については、

合併時に再編す

る。 

設計積算システム・

データ更新に関する

こと 
52 

１０４ 

・設計積算の正確性の確保、設計積算

業務の効率化 

・積算システムの保守、維持管理 

・県土木設計積算ｼｽﾃﾑ採用 

 労務資材単価更新 

・設計積算データ保存 

町長部局のシステム利用 町長部局のシステム利用 設計業務委託による。 合併時は現行の

とおりとし、合

併後に再編す

る。 

道路の占用及び一時

使用に関すること 

53 
１０８ 

１５９ 

・道路管理者と協議し、道路占用申請

を提出し許可を受け、警察署に道路

使用届けを提出する。 

国・県・市・公有財産管理者及び河

川・水路・国有財産管理者 

・道路管理者と協議し、道路占用申請

を提出し許可を受け、警察署に道路

使用届けを提出する。 

国・県・市・公有財産管理者及び河

川・水路・国有財産管理者 

・道路管理者と協議し、道路占用申請

を提出し許可を受け、警察署に道路

使用届けを提出する。 

 国・県・市・公有財産管理者及び河

川・水路・国有財産管理者 

・道路管理者と協議し、道路占用申請

を提出し許可を受け、警察署に道路

使用届けを提出する。 

国・県・市・公有財産管理者及び河

川・水路・国有財産管理者  

道路占用及び一

時使用について

は、現行のとお

りとする。 

専用水道施設に関す

ること 

54 

３６ 

１１２ 

１４１ 

・専用水道施設の審査及び検査 

・専用水道の水質検査 

・専用水道施設の審査及び検査 

・専用水道の水質検査 

・専用水道施設の審査及び検査 

・専用水道の水質検査 

・専用水道施設の審査及び検査 

・専用水道の水質検査 

専用水道の受付及

び通知・審査・検査

等については、現行

のとおりとする。 

(平成２２年度、県

から権限移譲予定) 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

給水装置台帳の管理
に関すること 

55 

１１３ 

・給水装置台帳は町内別に保管 

・閲覧者は、窓口業務等処理事項綴り

に必要事項記入し、閲覧 

システム管理有 

・給水装置台帳は水栓番号順に保管 

 

システム管理有（一部） 

・給水装置台帳は受付年度ごとに保管

 

システム管理有 

・給水装置台帳は番号順に 

保管 

 

給水装置台帳の
管理については、
市町間に差異が
あるため、合併時
は現行のとおり
とし、合併後に再
編する。 

開発行為の審査に関
すること 

56 

１１５ 

・栃木市水道事業設計基準に基づき指

定工事事業者、設計会社等と事前協

議を行い、管口径、布設路線等につ

いて指導 

・都市計画課及び他事業との調整 

・管の寄附の有無確認 

・竣工検査 

・給水工事設計施工指針に基づき指定

工事事業者、設計会社等と事前協議

を行い、管口径、布設路線等につい

て指導 

・他事業との調整 

・協定書に伴う管譲与調整 

・給水工事設計施工指針に基づき指定

工事事業者、設計会社等と事前協議

を行い、管口径、布設路線等につい

て指導 

・他事業との調整 

・協定書に伴う管譲与調整 

・給水工事設計施工指針に基づき指定

工事事業者、設計会社等と事前協議

を行い、管口径、布設路線等につい

て指導 

・他事業との調整 

・協定書に伴う管譲与調整 

開発行為の審査
については、設計
基準、設計施工指
針に市町間の差
異があるため、合
併時は現行のと
おりとし、合併後
に再編する。 

給水器具等の承認に
関すること 

57 

１１６ 

給水器具・特殊器具はメーカーの材料

使用承認申請の審査の上承認 

給水器具・特殊器具はメーカーの材料

使用承認申請の審査の上承認 

給水器具等の承認申請、審査はしてい

ない。 

給水器具・特殊器具はメーカーの材料

使用承認申請の審査の上承認 

給水器具等の承
認については、市
町間に差異があ
るため、合併時は
現行のとおりと
し、合併後に再編
する。 

設計単価・資材単価
表作成に関すること 

58 

１２５ 

県土木工事標準積算基準、全国簡易水

道協議会水道施設整備費、国庫補助事

業に掛かる歩掛表により一位代価作

成 

建設物価、積算資料により単価表作成

県土木工事標準積算基準、全国簡易水

道協議会水道施設整備費、国庫補助事

業に掛かる歩掛表により一位代価作

成 

建設物価、積算資料により単価表作成

県土木工事標準積算基準、全国簡易水

道協議会水道施設整備費、国庫補助事

業に掛かる歩掛表により一位代価作

成 

建設物価、積算資料により単価表作成

県土木工事標準積算基準、全国簡易水

道協議会水道施設整備費、国庫補助事

業に掛かる歩掛表により一位代価作

成 

建設物価、積算資料により単価表作成

設計単価・資材単
価表作成につい
ては、合併時に再
編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

水質検査・管理に関
すること 

59 

１３０ 

【自己検査】 

毎日行う項目 

 

【委託検査】 

水道法 水質検査50項目 

水質管理 目標設定項目 

26項目 

クリプトスポジウム、指標菌検査 

【委託検査】 

原水 

 水道法  

水質検査40項目 

大腸菌、嫌気性芽胞菌 

浄水 

 水道法  水質検査9項目 

水道法 水質検査26項目 

水道法 水質検査51項目 

水質管理 目標設定項目26項目 

水質管理 目標設定項目11項目 

【委託検査】 

原水 

 水道法  

水質検査40項目 

大腸菌、嫌気性芽胞菌 

浄水 

 水道法 水質検査9項目 

水道法 水質検査26項目 

水道法 水質検査51項目 

水質管理 目標設定項目26項目 

 

【委託検査】 

原水 

 水道法 

水質検査40項目 

大腸菌、嫌気性芽胞菌 

浄水 

水道法  水質検査9項目 

水道法 水質検査26項目 

水道法 水質検査51項目 

水質管理 目標設定項目26項目 

 

水質検査・管理に
ついては、合併時
は現行のとおり
とし、合併後に再
編する。 

浄水場庁舎の維持管
理・取締りに関する
こと 

60 

１３５ 

浄水場庁舎の維持管理・取締りについ

て 

該当なし 該当なし 該当なし 浄水場庁舎の維
持管理・取締りに
ついては、現行の
とおりとする。 

浄水施設の案内に関
すること 

61 

１３６ 

小学 4 年生の社会科見学で施設説明

案内 

市内小学校4年生 

小学 4 年生の社会科見学で施設説明

案内 

町内小学校4年生 

小学 4 年生の社会科見学で施設説明

案内 

町内小学校4年生 

なし 浄水施設の案内
については、現行
のとおりとする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

思川総合開発事業（南

摩ダム）に関すること

62 

１４３ 

県南広域的水道整備協議会 県南広域的水道整備協議会 県南広域的水道整備協議会 県南広域的水道整備協議会 合併の前日をも

って脱退し、新

市において合併

の日に新たに加

入する。 

物品購入及び修理契

約に関すること 

63 
６２ 

１５０ 

１５１ 

・支出負担行為決議書の発行、請求を

受け、支出伝票の決裁で支出 

・量水器購入は指名競争入札 

 契約検査課に依頼、落札後、契約検

査から引き継ぎ、購入伺い決裁をも

って契約 

・2社以上の見積り合わせ 

・指定期日までに納品を検収 

・修繕は指名競争入札、契約検査課に

依頼、落札業者及び指定工事事業者

依頼 

 購入と同様 

・請求を受け、支出負担行為兼支払命

令書の発行、支出伝票の決裁で支出

・量水器購入は随意契約した業者から

納入 

・修繕は随意契約した業者に依頼 

H21 バーター購入予定 

・支出負担行為決議書の発行、請求を

受け、支出伝票の決裁で支出 

・量水器購入は随意契約した業者から

納入 

・修繕は随意契約した業者、指定工事

事業者依頼 

会計規程による。 

 

修繕は指定工事事業者依頼 

合併時は現行の

とおりとし、合

併後に再編す

る。 

契約に関わる物品の

検収に関すること 

64 
６３ 

１５２ 

１５３ 

・検査職員は、契約書等に基づき検収

する。 

・請求書の納入検収欄に押印 

・検査職員は、契約書等に基づき検収

する。 

・請求書の納入検収欄に押印 

・検査職員は、契約書等に基づき検収

する。 

・請求書の納入検収欄に押印 

・検査職員は、契約書等に基づき検収

する。 

・請求書の納入検収欄に押印 

合併時は現行の

とおりとし、合

併後に再編す

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

水道料金徴収事務委

託に関すること 

65 

１６３ 

民間委託により事務の効率化、使用者

への迅速な対応、収納率の向上、人件

費等の削減 

H8 全面委託 

 検針、調停収納、料金徴収、滞納整

理、開閉栓業務等 

下水道課から委託 

民間委託により事務の効率化、使用者

への迅速な対応、収納率の向上、人件

費等の削減 

H20 一部委託 

 検針、料金徴収、滞納整理、 

開閉栓業務等 

 

H21 委託予定 なし 合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

上下水道料金徴収事

務委託に関すること 

66 

１６４ 

民間委託により事務の効率化、使用者

への迅速な対応、収納率の向上、人件

費等の削減 

H8 全面委託 

 検針、調停収納、料金徴収、滞納整

理、開閉栓業務等 

下水道課から委託 

民間委託により事務の効率化、使用者

への迅速な対応、収納率の向上、人件

費等の削減 

H20 一部委託 

 検針、料金徴収、滞納整理、 

開閉栓業務等 

 

なし なし 合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

 



様式２             栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）     上下水道部会 下水道分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

浄化槽法の届出に

関すること 
１ 

１ 

○浄化槽法の届出 

浄化槽の構造に関する建築基準法並

びに命令及び条例規定の適合確認を

行う。 

 

○浄化槽法の届出 

浄化槽の構造に関する建築基準法並

びに命令及び条例規定の適合確認を

行う。 

○浄化槽法の届出 

浄化槽の構造に関する建築基準法並

びに命令及び条例規定の適合確認を

行う。 

○浄化槽法の届出 

浄化槽の構造に関する建築基準法並

びに命令及び条例規定の適合確認を

行う。 

現行のとおりと

する。 

 

浄化槽設置整備計

画に関すること 
２ 

２８ 

○設置整備計画 

快適な生活環境を確保し、公共用水

域の水質保全を図るため、整備計画

を策定 

 

○設置整備計画 

快適な生活環境を確保し、公共用水

域の水質保全を図るため、整備計画

を策定 

 

○設置整備計画 

快適な生活環境を確保し、公共用水

域の水質保全を図るため、整備計画

を策定 

 

○設置整備計画 

快適な生活環境を確保し、公共用水

域の水質保全を図るため、整備計画

を策定 

 

現行のとおり引

き継ぐ。 

浄化槽の普及啓発

に関すること 
３ 

３０ 

○普及啓発 

広報紙・ホームページ等において、

普及促進啓発（事業概要の紹介）を

実施 

○普及啓発 

広報紙・ホームページ等において、

普及促進啓発（事業概要の紹介）を

実施 

○特に具体的な活動はなし ○特に具体的な活動はなし 

 

実施市町の例に

より合併時に統

合する。 

浄化槽の維持管理

の指導に関するこ

と ４ 

３１ 

○維持管理指導 

・維持管理義務の周知・指導を図る。

 

○維持管理指導 

・維持管理義務の周知・指導を図る。

○維持管理指導 

・維持管理義務の周知・指導を図る。

○維持管理指導 

・維持管理義務の周知・指導を図る。 

現行のとおりと

する。 

県市町村合併浄化

槽推進協議会に関

すること ５ 

７４ 

○栃木県合併処理浄化槽普及促進市

町村協議会への加入 

○法令外負担金の負担 

 

○栃木県合併処理浄化槽普及促進市

町村協議会への加入 

○法令外負担金の負担 

○栃木県合併処理浄化槽普及促進市

町村協議会への加入 

○法令外負担金の負担 

○栃木県合併処理浄化槽普及促進市

町村協議会への加入 

○法令外負担金の負担 

現行のとおりと

する。 



  
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

下水道使用料の収
納･滞納整理･執行
停止･欠損に関する
こと 

６ 

３ 

○収納・滞納整理・欠損等 

・下水道使用料の納入通知、督促、

催告及び収納事務を水道事業へ委

託 

・受益者負担金の申告書、納入通知

書を受益者に送付 

・下水道使用料、受益者負担金は、

督促状(各納期限から 20 日以内)、

催告書(年２回)の発送及び消滅時

効が成立した債権に不納欠損を行

う。 

・電話催告、戸別訪問の実施 

○収納・滞納整理・欠損等 

・下水道使用料の納入通知、督促、

催告及び収納事務を水道事業へ委

託 

・受益者負担金の申告書、納入通知

書を受益者に送付 

・下水道使用料、受益者負担金は、

督促状(各納期限から 20 日以内)、

催告書(年２回)の発送及び消滅時

効が成立した債権に不納欠損を行

う。 

・電話催告、戸別訪問の実施 

○収納・滞納整理・欠損等 

・下水道使用料の納入通知、督促、

催告及び収納事務を水道事業へ委

託 

・受益者負担金の申告書、納入通知

書を受益者に送付 

・下水道使用料、受益者負担金は、

督促状(各納期限から 20 日以内)、

催告書(年４回)の発送及び消滅時

効が成立した債権に不納欠損を行

う。 

・電話催告、戸別訪問の実施 

○収納・滞納整理・欠損等 

・下水道使用料の納入通知、督促、

催告及び収納事務を水道事業へ委

託 

・受益者負担金の申告書、納入通知

書を受益者に送付 

・下水道使用料、受益者負担金は、

督促状(各納期限から 20 日以内)、

催告書(年１回)の発送及び消滅時

効が成立した債権に不納欠損を行

う。 

・電話催告、戸別訪問の実施 

事務内容は、栃木
市・大平町を基本
として、合併時に
統合する。 
・電算システム
は、現行のとおり
新市に引継ぎ、合
併後に再編する。 
・下水道使用料に
ついては、現行の
とおり水道事業へ
委託する。 

公共下水道使用料
の納付・口座振替に
関すること 

７ 

２７ 

○下水道使用料の納付・口座振替の

普及を図る。 

・下水道使用料の徴収事務は水道事

業へ委託 

○下水道使用料の納付・口座振替の

普及を図る。 

・下水道使用料の徴収事務は水道事

業へ委託 

○下水道使用料の納付・口座振替の

普及を図る。 

・下水道使用料の徴収事務は水道事

業へ委託 

○下水道使用料の納付・口座振替の

普及を図る。 

・下水道使用料の徴収事務は水道事

業へ委託 

合併時は現行のと
おりとし、合併後、
新市の口座振替制
度に再編する。 
・現行のとおり水
道事業へ委託す
る。 

農業集落排水施設
使用料の納付・口座
振替に関すること ８ 

８８ 

○該当なし ○農業集落排水施設使用料の納

付・口座振替の普及を図る。 

・口座振替手数料一件 10 円を年２

回払い 

○農業集落排水施設使用料の納

付・口座振替の普及を図る。 

・口座振替手数料一件 10 円を年 1

回払い 

○該当なし 合併時は現行のと
おりとし、合併後、
新市の口座振替制
度に再編する。 

農業集落排水施設
使用料の収納・滞納
整理・執行停止・欠
損に関すること ９ 

９５ 

○該当なし ○農業集落排水施設使用料の収

納・滞納整理・欠損等 
・督促状、催告書の発送 
・電話催告、戸別訪問の実施 

○農業集落排水施設使用料の収

納・滞納整理・欠損等 
・督促状、催告書の発送 
・電話催告、戸別訪問の実施 

○該当なし 事務内容は、合併
時に公共下水道制
度に統合する。 
・電算システム
は、合併時は現行
のとおりとし、合
併後に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

公共下水道特別会

計事務に関するこ

と 10 

４ 

○公共下水道特別会計事務 

・公共下水道事業特別会計の予算編

成、執行及び決算処理事務 

 

○公共下水道特別会計事務 

・公共下水道事業特別会計の予算編

成、執行及び決算処理事務 

○公共下水道特別会計事務 

・公共下水道事業特別会計の予算編

成、執行及び決算処理事務 

 

○公共下水道特別会計事務 

・公共下水道事業特別会計の予算編

成、執行及び決算処理事務 

 

現行のとおり

とする。 

 

 

農業集落排水事業

特別会計事務に関

すること 11 

８３ 

○該当なし 

 
○農業集落排水事業特別会計事務 

・農業集落排水事業特別会計の予算

編成、執行及び決算処理事務 

 

○農業集落排水事業特別会計事務 

・農業集落排水事業特別会計の予算

編成、執行及び決算処理事務 

○該当なし 

 
現行のとおり

とする。 

公共下水道事業の

消費税に関するこ

と 
12 

５ 

○公共下水道事業の消費税 

事業の独立採算制に基づき、公共法

人として、消費税確定申告を行う。

 確定申告 9月末日 

 中間納付（１２・３・６月） 

 

○公共下水道事業の消費税 

事業の独立採算制に基づき、公共法

人として、消費税確定申告を行う。

 確定申告 9月末日 

○公共下水道事業の消費税 

事業の独立採算制に基づき、公共法

人として、消費税確定申告を行う。

 確定申告 9月末日 

○公共下水道事業の消費税 

事業の独立採算制に基づき、公共法

人として、消費税確定申告を行う。

 確定申告 9月末日 

現行のとおり

とする。 

農業集落排水事業

の消費税に関する

こと 

13 

８４ 

○該当なし 

 
○農業集落排水事業の消費税 

事業の独立採算制に基づき、公共法

人として、消費税確定申告を行う。

 確定申告 9月末日 

 中間納付（3月） 

 

 

○農業集落排水事業の消費税 

事業の独立採算制に基づき、公共法

人として、消費税確定申告を行う。

 確定申告 9月末日 

 

○該当なし 

 
現行のとおり

とする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

公共下水道事業の

財政計画に関する

こと 

14 

１３ 

○公共下水道事業の財政計画 

・栃木市都市経営計画、実施計画（整

備計画）をもとに、「下水道事業特別

会計の中期展望」を策定 

・予算編成時に財政計画策定 

○公共下水道事業の財政計画 

・大平町振興計画による。 
○公共下水道事業の財政計画 

・藤岡町第４次町勢振興計画による。

○公共下水道事業の財政計画 

・都賀町振興計画をもとに、「都賀町

公共下水道経営安定化計画」を策定

現行のとおり

新市に引継ぎ、

新市の基本計

画等に基づき

合併後に再編

する。 

 

起債に関すること 
15 

５９ 

○起債 

・下水道事業の財源として借入れる

起債事務 

○起債 

・下水道事業の財源として借入れる

起債事務 

○起債 

・下水道事業の財源として借入れる

起債事務 

○起債 

・下水道事業の財源として借入れる

起債事務 

現行のとおり

とする。 

決算統計に関する

こと 
16 

６０ 

○公共下水道事業の決算統計 

・決算状況等の調査表を作成し、県

へ提出 

○公共下水道事業の決算統計 

・決算状況等の調査表を作成し、県

へ提出 

○公共下水道事業の決算統計 

・決算状況等の調査表を作成し、県

へ提出 

○公共下水道事業の決算統計 

・決算状況等の調査表を作成し、県

へ提出 

現行のとおり

とする。 

決算統計に関する

こと（農業集落排水

事業） 

17 

９０ 

○該当なし 

 
○農業集落排水事業の決算統計 

・決算状況等の調査表を作成し、県

へ提出 

○農業集落排水事業の決算統計 

・決算状況等の調査表を作成し、県

へ提出 

○該当なし 

 
現行のとおり

とする。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

排水設備工事手続

きに関すること 

18 

７ 

○排水設備工事手続き 

・排水設備等の計画が、設置及び構

造に関する法令の規定に適合してい

るか確認する。 

・設置者に対し、有害物や余計な物

が流れ込まないようにするために、

届出や検査が必要である。 

○排水設備工事手続き 

・排水設備等の計画が、設置及び構

造に関する法令の規定に適合してい

るか確認する。 

・設置者に対し、有害物や余計な物

が流れ込まないようにするために、

届出や検査が必要である。 

○排水設備工事手続き 

・排水設備等の計画が、設置及び構

造に関する法令の規定に適合してい

るか確認する。 

・設置者に対し、有害物や余計な物

が流れ込まないようにするために、

届出や検査が必要である。 

○排水設備工事手続き 

・排水設備等の計画が、設置及び構

造に関する法令の規定に適合してい

るか確認する。 

・設置者に対し、有害物や余計な物

が流れ込まないようにするために、

届出や検査が必要である。 

現行のとおりと

する。 

排水設備指定工事

店の指定に関する

こと 19 

８ 

○排水設備指定工事店の指定 

・指定の有効期限は５年間 

 

○排水設備指定工事店の指定 

・指定の有効期限は５年間 

 

○排水設備指定工事店の指定 

・指定の有効期限は５年間 

 

○排水設備指定工事店の指定 

・指定の有効期限は５年間 

 

現行のとおりと

する。 

排水設備工事の検

査に関すること 20 

９ 

○排水設備工事の検査 

・排水設備工事の適正を図るため、

工事完了の検査を行う。 

○排水設備工事の検査 

・排水設備工事の適正を図るため、

工事完了の検査を行う。 

○排水設備工事の検査 

・排水設備工事の適正を図るため、

工事完了の検査を行う。 

○排水設備工事の検査 

・排水設備工事の適正を図るため、

工事完了の検査を行う。 

現行のとおりと

する。 

責任技術者の監

督・処分に関するこ

と 21 

２１ 

○責任技術者の監督・処分 

・指定工事店の責任技術者の監督指

導・処分・更新を行う。 

○責任技術者の監督・処分 

・指定工事店の責任技術者の監督指

導・処分・更新を行う。 

○責任技術者の監督・処分 

・指定工事店の責任技術者の監督指

導・処分・更新を行う。 

○責任技術者の監督・処分 

・指定工事店の責任技術者の監督指

導・処分・更新を行う。 

現行のとおりと

する。 

排水設備指定工事

店の更新及び指導･

監督に関すること 22 

３８ 

○排水設備指定工事店の更新及び指

導･監督 

・指定工事店の監督・指導・更新を

行う。 

・罰則等は、宇都宮市が中心となり

県内基準の統一を図っている。 

○排水設備指定工事店の更新及び指

導･監督 

・指定工事店の監督・指導・更新を

行う。 

・罰則等は、宇都宮市が中心となり

県内基準の統一を図っている。 

○排水設備指定工事店の更新及び指

導･監督 

・指定工事店の監督・指導・更新を

行う。 

・罰則等は、宇都宮市が中心となり

県内基準の統一を図っている。 

○排水設備指定工事店の更新及び指

導･監督 

・指定工事店の監督・指導・更新を

行う。 

・罰則等は、宇都宮市が中心となり

県内基準の統一を図っている。 

現行のとおりと

する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

ディスポーザー排

水処理に関するこ

と 23 

２２ 

○ディスポーザー（生ゴミを粉砕し

下水道に流す機器）排水処理 

・現在は実績が無いが、今後県と協

議し、ディスポーザー排水処理シス

テムの受入れ基準を定める。 

○ディスポーザー（生ゴミを粉砕し

下水道に流す機器）排水処理 

・現在は実績が無いが、今後県と協

議し、ディスポーザー排水処理シス

テムの受入れ基準を定める。 

○該当なし ○ディスポーザー（生ゴミを粉砕し

下水道に流す機器）排水処理 

・現在は実績が無いが、今後県と協

議し、ディスポーザー排水処理シス

テムの受入れ基準を定める。 

県の指導を受

け、合併後に再

編し、基準等を

定める。 

 

排水設備工事手続

きに関すること（農

業集落排水事業） 24 

８５ 

○該当なし 
 

○農業集落排水事業の排水設備工事

手続き 
・排水設備等の計画が、設置及び構

造に関する法令の規定に適合してい

るか確認する。 

○農業集落排水事業の排水設備工事

手続き 
・排水設備等の計画が、設置及び構

造に関する法令の規定に適合してい

るか確認する。 

○該当なし 
 

現行のとおりと

する。 

排水設備工事の検

査に関すること（農

業集落排水事業） 25 

８６ 

○該当なし ○農業集落排水事業の排水設備工事

の検査  
・排水設備工事の適正を図るため、

工事完了の検査を行う。 

○農業集落排水事業の排水設備工事

の検査  
・排水設備工事の適正を図るため、

工事完了の検査を行う。 

○該当なし 現行のとおりと

する。 

公共下水道管渠施

設維持管理に関す

ること 26 

１０ 

○下水道管渠施設維持管理 

・管渠調査、管内清掃、管渠の修繕

及布設替等を行う。 

○下水道管渠施設維持管理 

・管渠調査、管内清掃、管渠の修繕

及布設替等を行う。 

○下水道管渠施設維持管理 

・管渠調査、管内清掃、管渠の修繕

及布設替等を行う。 

○下水道管渠施設維持管理 

・管渠調査、管内清掃、管渠の修繕

及布設替等を行う。 

現行のとおりと

する。 

下水道用地の管理

に関すること（土地

占用料含む） 27 

１６ 

○下水道用地の管理（土地占用料含

む） 

・取得した土地又は権利設定したも

のを適正に維持管理する。 通常は

該当なし。 

○下水道用地の管理（土地占用料含

む） 

・取得した土地又は権利設定したも

のを適正に維持管理する。 通常は

該当なし。 

○下水道用地の管理（土地占用料含

む） 

・取得した土地又は権利設定したも

のを適正に維持管理する。 通常は

該当なし。 

○下水道用地の管理（土地占用料含

む） 

・取得した土地又は権利設定したも

のを適正に維持管理する。 通常は

該当なし。 

現行のとおりと

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

公共下水道の特定

施設・除害施設に関

すること 
28 

１９ 

○下水道の特定施設・除害施設 

・特定施設・除害施設の指導監督を

行い、また水質検査等を実施し、下

水道施設を保護する。 

○下水道の特定施設・除害施設 

・特定施設・除害施設の指導監督を

行い、また水質検査等を実施し、下

水道施設を保護する。 

○下水道の特定施設・除害施設 

・特定施設・除害施設の指導監督を

行い、また水質検査等を実施し、下

水道施設を保護する。 

○下水道の特定施設・除害施設 

・特定施設・除害施設の指導監督を

行い、また水質検査等を実施し、下

水道施設を保護する。 

現行のとおりと

する。 

排水設備の普及促

進に関すること 
29 

２０ 

○排水設備の普及促進 

・普及活動を行い、水洗化率の向上

を図る。 

○排水設備の普及促進 

・普及活動を行い、水洗化率の向上

を図る。 

○排水設備の普及促進 

・普及活動を行い、水洗化率の向上

を図る。 

○排水設備の普及促進 

・普及活動を行い、水洗化率の向上

を図る。 

現行のとおりと

する。 

公共下水道台帳に

関すること 
30 

４２ 

○下水道財産の把握及び維持管理に

必要なため、下水道法に基づき、公

共下水道台帳を作成する。 

○下水道財産の把握及び維持管理に

必要なため、下水道法に基づき、公

共下水道台帳を作成する。 

○下水道財産の把握及び維持管理に

必要なため、下水道法に基づき、公

共下水道台帳を作成する。 

○下水道財産の把握及び維持管理に

必要なため、下水道法に基づき、公

共下水道台帳を作成する。 

現行のとおり新

市に引き継ぎ、

合併後に統合す

る。 

 

公共下水道の水質

検査及び調査に関

すること 31 

４５ 

○水質検査・流量調査の実施 

・下水道施設の適正な維持管理を行

う。 

○水質検査・流量調査の実施 

・下水道施設の適正な維持管理を行

う。 

○水質検査・流量調査の実施 

・下水道施設の適正な維持管理を行

う。 

○水質検査・流量調査の実施 

・下水道施設の適正な維持管理を行

う。 

現行のとおりと

する。 

マンホールポンプ

場の維持及び運転

管理に関すること 32 

４６ 

○マンホールポンプ場の維持及び運

転管理を行う。 

・施設数10箇所 

・保守点検 月２回実施 

○マンホールポンプ場の維持及び運

転管理を行う。 

・施設数６箇所 

・保守点検 月２回実施 

○マンホールポンプ場の維持及び運

転管理を行う。 

・施設数２１箇所 

・保守点検 月２回実施 

○マンホールポンプ場の維持及び運

転管理を行う。 

・施設数４箇所 

・保守点検 月２回実施 

委託業者が異な

ることから、合

併時は現行のと

おりとし、合併

後に再編する。 

 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

公共下水道供用開

始に関すること 

33 

６ 

○公共下水道の供用開始 

・下水道の供用開始は、公共下水道

管理者が、公示予定日から起算して

14日前に、流域下水道管理者に流域

下水道使用（変更）承認申請書を提

出し、その承認後、公示し２週間縦

覧する。 

・当該年度は、供用開始可能区域を

年間まとめて３月末に公示 

・供用開始の面積・人口の把握及び

図面作成 

○公共下水道の供用開始 

・下水道の供用開始は、公共下水道

管理者が、公示予定日から起算して

14日前に、流域下水道管理者に流域

下水道使用（変更）承認申請書を提

出し、その承認後、公示し２週間縦

覧する。 

・当該年度は、供用開始可能区域を

年間まとめて３月末に公示 

・供用開始の面積・人口の把握及び

図面作成 

○公共下水道の供用開始 

・下水道の供用開始は、公共下水道

管理者が、公示予定日から起算して

14日前に、流域下水道管理者に流域

下水道使用（変更）承認申請書を提

出し、その承認後、公示し２週間縦

覧する。 

・当該年度は、供用開始可能区域を

年間まとめて３月末に公示 

・供用開始の面積・人口の把握及び

図面作成 

○公共下水道の供用開始 

・下水道の供用開始は、公共下水道

管理者が、公示予定日から起算して

14日前に、流域下水道管理者に流域

下水道使用（変更）承認申請書を提

出し、その承認後、公示し２週間縦

覧する。 

・当該年度は、供用開始可能区域を

年間まとめて３月末に公示 

・供用開始の面積・人口の把握及び

図面作成 

現行のとおりと

する。 

管渠整備工事に伴

う道路及び河川占

用申請の更新に関

すること 
34 

１１ 

○道路及び河川の占用申請及び更新

・道路又は河川管理者に対し、占用

申請を提出し、占用許可及び更新を

受ける。 

 

○道路及び河川の占用申請及び更新

・道路又は河川管理者に対し、占用

申請を提出し、占用許可及び更新を

受ける。 

○道路及び河川の占用申請及び更新

・道路又は河川管理者に対し、占用

申請を提出し、占用許可及び更新を

受ける。 

○道路及び河川の占用申請及び更新

・道路又は河川管理者に対し、占用

申請を提出し、占用許可及び更新を

受ける。 

現行のとおりと

する。 

地下埋設物占用者

間協議に関するこ

と 35 

１２ 

○地下埋設物占用者間協議 

・栃木土木事務所管内道路占用連絡

協議会での連絡調整を図る。 

○地下埋設物占用者間協議 

・栃木土木事務所管内道路占用連絡

協議会での連絡調整を図る。 

○地下埋設物占用者間協議 

・栃木土木事務所管内道路占用連絡

協議会での連絡調整を図る。 

○地下埋設物占用者間協議 

・栃木土木事務所管内道路占用連絡

協議会での連絡調整を図る。 

現行のとおりと

する。 

物件設置の許可に

関すること 
36 

２３ 

○物件設置の許可 
・下水道占用許可申請の審査、協議、

許可書の交付を行う。 

○物件設置の許可 
・下水道占用許可申請の審査、協議、

許可書の交付を行う。 

○物件設置の許可 
・下水道占用許可申請の審査、協議、

許可書の交付を行う。 

○物件設置の許可 
・下水道占用許可申請の審査、協議、

許可書の交付を行う。 

現行のとおりと

する。 
 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

管渠の帰属に関す

ること 
37 

２４ 

○管渠の帰属 
・開発行為等で下水道管を敷設した

場合は、原則、市に帰属し市が維持

管理を行う。 

○管渠の帰属 
・開発行為等で下水道管を敷設した

場合は、原則、町に帰属し町が維持

管理を行う。 

○管渠の帰属 
・開発行為等で下水道管を敷設した

場合は、原則、町に帰属し町が維持

管理を行う。 

○管渠の帰属 
・開発行為等で下水道管を敷設した

場合は、原則、町に帰属し町が維持

管理を行う。 

現行のとおりと

する。 

減免基準は、合

併時に統一す

る。 

公共下水道事業（用

地）に関すること 

38 

３６ 

○公共下水道事業に係る土地の借上

げ、用地取得、調査、権利設定 
・下水道整備を効率的に推進するた

め、地権者機関等との協議調整を行

う。 

○公共下水道事業に係る土地の借上

げ、用地取得、調査、権利設定 
・下水道整備を効率的に推進するた

め、地権者機関等との協議調整を行

う。 

○公共下水道事業に係る土地の借上

げ、用地取得、調査、権利設定 
・下水道整備を効率的に推進するた

め、地権者機関等との協議調整を行

う。 

○公共下水道事業に係る土地の借上

げ、用地取得、調査、権利設定 
・下水道整備を効率的に推進するた

め、地権者機関等との協議調整を行

う。 

現行のとおりと

する。 
 

 

 

 

公共下水道事業建

設工事（汚水）に関

すること 
39 

３９ 

○公共下水道事業建設工事(汚水) 
・公共下水道（汚水）の調査・計画・

設計及び工事の現場監督及び施工管

理、地元調整等を行う。 

○公共下水道事業建設工事(汚水) 
・公共下水道（汚水）の調査・計画・

設計及び工事の現場監督及び施工管

理、地元調整等を行う。 

○公共下水道事業建設工事(汚水) 
・公共下水道（汚水）の調査・計画・

設計及び工事の現場監督及び施工管

理、地元調整等を行う。 

○公共下水道事業建設工事(汚水) 
・公共下水道（汚水）の調査・計画・

設計及び工事の現場監督及び施工管

理、地元調整等を行う。 

現行のとおりと

する。 

 

 

 

 

公共下水道事業建

設工事（雨水）に関

すること 40 

４０ 

○公共下水道事業建設工事(雨水) 
・現認可面積２００ｈａ 
・整備面積９ｈａ 
 

○公共下水道事業建設工事(雨水) 
・現認可面積１５５ｈａ 
・整備面積１５５ｈａ 
 

○公共下水道事業建設工事(雨水) 
・現認可面積３２ｈａ 
・未整備 
 

○公共下水道事業建設工事(雨水) 
・現認可面積０ｈａ 
・未整備 
 

現行のとおりと

する。 

 

公共下水道管渠整

備工事に伴う道路

及び河川占用申請

に関すること 
41 

４１ 

○下水道整備に伴う占用申請事務 
・対象～道路、河川、軌道の占用 
・地下埋設物の確認願い 

○下水道整備に伴う占用申請事務 
・対象～道路、河川、軌道の占用 
・地下埋設物の確認願い 

○下水道整備に伴う占用申請事務 
・対象～道路、河川、軌道の占用 
・地下埋設物の確認願い 

○下水道整備に伴う占用申請事務 
・対象～道路、河川、軌道の占用 
・地下埋設物の確認願い 

現行のとおりと

する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

公共下水道事業（補
償）に関すること 

42 

４３ 

○物件の移転・移設の費用補償事務

・対象～地下埋設物 
・水道管の減耗率は、３３～５０％

○物件の移転・移設の費用補償事務

・対象～地下埋設物 
・水道管の減耗率は、６５％ 

 

○物件の移転・移設の費用補償事務

・対象～地下埋設物 
・水道管の減耗率は、１０～９０％

○物件の移転・移設の費用補償事務

・対象～地下埋設物 
・水道管の減耗率は、０％ 

公共補償につ
いては、合併後
に調整し、再編
する。 

マンホールポンプ
場の営繕工事に関
すること 

43 

５０ 

○マンホールポンプ場の営繕工事 

・マンホールポンプ場施設の工事・

修繕の設計及び現場監督、施工管理

を行う。 

・施設数 10か所 

○マンホールポンプ場の営繕工事 

・マンホールポンプ場施設の工事・

修繕の設計及び現場監督、施工管理

を行う。 

・施設数 ６か所 

○マンホールポンプ場の営繕工事 

・マンホールポンプ場施設の工事・

修繕の設計及び現場監督、施工管理

を行う。 

・施設数 ２１か所 

○マンホールポンプ場の営繕工事 

・マンホールポンプ場施設の工事・

修繕の設計及び現場監督、施工管理

を行う。 

・施設数 ４か所 

現行のとおり
とする。 

他市町との相互利
用に関すること 

44 

６４ 

○他町との相互利用 

・下水道施設の相互利用に関する協

定により、建設費及び維持管理費に

係る経費を負担する。 

・協定締結市町～都賀町、大平町 

○他町との相互利用 

・下水道施設の相互利用に関する協

定により、建設費及び維持管理費に

係る経費を負担する。 

・協定締結市町～栃木市 

○該当なし 

 
○他町との相互利用 

・下水道施設の相互利用に関する協

定により、建設費及び維持管理費に

係る経費 

を負担する。 

・協定締結市町～栃木市 

合併時に廃止
する。 
 

私道における公共
下水道工事に関す
ること 

45 

６８ 

○私道における公共下水道工事 

・私道に面した建築物の排水設備及

び水洗便所の普及促進を図るため、

私道に公共下水道を布設する。 

【適用範囲】 

１.下水道工事が可能な幅員がある

こと。 

２.戸数３戸以上で２／３以上接続 

３.私道所有者、権利者全員の下水道

布設することに協力と同意 

４．受益者負担金を滞納していない

こと。 

○私道における公共下水道工事 

・私道に面した建築物の排水設備及

び水洗便所の普及促進を図るため、

私道に公共下水道を布設する。 

【適用条件】 

１．下水道工事が可能な幅員を有す

ること。 

２．戸数２戸以上で２／３以上接続

３．私道の所有者、その他の権利者

全員が下水道布設することに協力す

る旨の同意があること 

４．受益者負担金を滞納していない

こと。 

○私道における公共下水道工事 

・私道に公共下水道を布設しようと

する者の申請内容が、構造上法令の

規定に適合するかを確認する。 

【適用条件】 

１．下水道工事が可能な幅員を有す

ること。 

２．戸数２戸以上 

３．私道の所有者、その他の権利者

全員が下水道布設することに協力す

る旨の同意があること。 

４．受益者負担金を滞納していない

こと。 

○私道における公共下水道工事 

・私道に面した建築物の排水設備及

び水洗便所の普及促進を図るため、

私道に公共下水道を布設する。 

【適用範囲】 

１.幅員が2.7ｍ以上の公共性の高い

道路であること。 

２.戸数３戸以上で２／３以上接続 

３.私道所有者、権利者全員の下水道

布設することに協力と同意 

４. 受益者負担金を滞納していない

こと。 

大平町の制度
を基本に、合併
時に再編する。 
 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

公共汚水ます設置

に関すること 

46 

１１３ 

【概要】 

 市負担による公共汚水ますの設置

は、１宅地１個とし、２個以上設置

する場合は、個人負担とするが、基

準に該当する場合は、市で設置し、

市負担とする。 

【基準】 

①１宅地の面積が500㎡以上で、２

個以上の設置を希望する場合（500

㎡増す毎に１個プラス） 

②１宅地内に生計を異なる者が、建

物を分離して生活している場合 

③その他２個以上の設置が必要であ

ると認められる場合 

 

【条件】 

個人では、許可なく汚水ますの移設、

形状の変更、撤去はできない。 

 

 

【設置場所】 

原則として、境界線から公共汚水ま

すの中心までの距離が１ｍ以内の宅

地内とし、設置場所がない場合は、

道路部分に設置する。 

【事務手順】 

宅地内の所有者又は使用者が所有者

の承諾を得て、公共汚水ます設置申

請書を市長に提出する。 

【概要】 

 町負担による公共汚水ますの設置

は、１宅地１個とし、２個以上設置

する場合は、町で設置し、個人負担

とする。 

 

【基準】 

①1 宅地内に生計を異なる者が、建

物を分離して生活している場合。 

②その他２個以上の設置が必要であ

ると認められる場合。 

 

 

 

 

【条件】 

・個人では、許可なく汚水ますの移

設、形状の変更、撤去はできない。

 

 

【設置場所】 

 設置場所は、境界線から公共汚水

ますの中心までの距離が１ｍ以内の

当該宅地とする。 

 

【事務手順】 

 公共汚水ます設置申請書を町長に

提出する。 

【概要】 

 町負担による公共汚水ますの設置

は、１宅地１個とし、２個以上設置

する場合は、町で設置し、個人負担

とする。 

 

【基準】 

①公共汚水ますの設置は、現に住宅、

店舗等がある宅地及び５年以内に住

宅、店舗等が建設予定の土地内に１

個設置する。 

②地形及び建物の構造上１個の公共

汚水ますでは汚水を排除できないと

町長が判断した場合は、ますを増や

すことができる。 

【条件】 

・個人では、許可なく汚水ますの移

設、形状の変更、撤去はできない。

・公共汚水ますの使用は、処理開始

の告示後とする。 

【設置場所】 

 設置場所は、境界線から公共汚水

ますの中心までの距離が１ｍ以内の

当該宅地とする。 

 

【事務手順】 

 公共汚水ます設置申請書を町長に

提出する。 

【概要】 

 町負担による公共汚水ますの設置

は、１宅地１個を原則とする。 

 

【その他】 

 地形等の理由により１個の公共汚

水ますでは汚水を排除できないと町

長が判断したときは、町負担により

ますを増やすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設置場所】 

 設置場所は、公私境界線から公共

汚水ますの中心までの距離が概ね１

ｍの当該宅地とする。 

 

【事務手順】 

 公共汚水ます設置申請書を町長に

提出する。 

合併時は現行

のとおりとし、

栃木市の制度

を基本に、合併

後に統合する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

都市下水路の計画

に関すること 
47 

３３ 

○都市下水路の計画 
・市街地における浸水防除 
・現在未計画 
 

○都市下水路の計画 
・市街地における浸水防除 
・現在未計画 

○該当なし 
 

○都市下水路の計画 
・市街地における浸水防除 
・現在未計画 

合併後に再編

する。 

 
 
 

都市下水路の工事

に関すること 

48 

４４ 

○都市下水路の工事概要 

①名称→片柳･薗部都市下水路 

②事業期間→昭和６１年４月～平成

２年３月完了 

③計画集水面積→約８５ha 

④施設の規模 

(1)計画延長→１，４７０ｍ 

⑤事業認可  →昭和６１年 

⑥整備延長→６００ｍ 

○都市下水路の工事概要 

①名称→大平都市下水路 

   施設の規模（整備済） 

 （１）延長→2,635ｍ 

  (２）排水区域 富田地内 

②名称→大平北都市下水路 

   施設の規模（整備済） 

（１）延長→304ｍ 

（２）排水区域 中央町地区 

③名称→西野田都市下水路 

 施設の規模（整備済） 

（１）延長→654ｍ 

（２）排水区域 西野田・新地区 

④都市下水路以外の水門及び用水路

・排水路の点検  

・新、西野田用水堰取水水門（永野

川樋門） 

・宿裏排水路、瀬戸川用排水路、新

用水路、西野田用水路 

○該当なし 

 

 

○該当なし 

 

現行のとおり

とする。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

流域下水道に関す

ること 

49 

６１ 

○栃木県に、処理場・管渠等の建設

負担金及び汚水処理に係る維持管理

負担金を支出する。 

・巴波川処理区～栃木市、西方町、

壬生町、都賀町、大平町 

 

○栃木県に、処理場・管渠等の建設

負担金及び汚水処理に係る維持管理

負担金を支出する。 

・巴波川処理区～栃木市、西方町、

壬生町、都賀町、大平町 
・大岩藤処理区～大平町、岩舟町、

藤岡町 

○栃木県に、処理場・管渠等の建設

負担金及び汚水処理に係る維持管理

負担金を支出する。 

 
 
 
・大岩藤処理区～大平町、岩舟町、

藤岡町 

○栃木県に、処理場・管渠等の建設

負担金及び汚水処理に係る維持管理

負担金を支出する。 

・巴波川処理区～栃木市、西方町、

壬生町、都賀町、大平町 
 

県と協議を行

い、合併時に再

編する。 

 

巴波川流域下水道

事業計画変更認可

に関すること 
50 

６５ 

○巴波川流域下水道事業計画変更認

可 

・県が作成する流域下水道事業計画

により、巴波川流域下水道事業計画

変更認可を受け、整備区域の拡大、

整備期間の延伸を行う。 

○巴波川流域下水道事業計画変更認

可 

・県が作成する流域下水道事業計画

により、巴波川流域下水道事業計画

変更認可を受け、整備区域の拡大、

整備期間の延伸を行う。 

○該当なし 

 

 

 

 

 

○巴波川流域下水道事業計画変更認

可 

・県が作成する流域下水道事業計画

により、巴波川流域下水道事業計画

変更認可を受け、整備区域の拡大、

整備期間の延伸を行う。 

県と協議を行

い、合併後に統

合する。 

 
 
 
 

巴波川流域下水道

事業計画変更認可

に伴う事業計画策

定業務に関するこ

と 
51 

６６ 

○巴波川流域下水道事業計画変更認

可に伴う事業計画策定業務 

・認可拡大の方針、拡大区域の設定、

整備費の試算等を行う。 

○巴波川流域下水道事業計画変更認

可に伴う事業計画策定業務 

・認可拡大の方針、拡大区域の設定、

整備費の試算等を行う。 

○該当なし 

 

 
 

○巴波川流域下水道事業計画変更認

可に伴う事業計画策定業務 

・認可拡大の方針、拡大区域の設定、

整備費の試算等を行う。 

県と協議を行

い、合併後に統

合する。 

 

渡良瀬川下流流域

下水道事業計画変

更認可に関するこ

と 52 

７７ 

○該当なし ○渡良瀬川下流流域下水道事業計画

変更認可 

・県が作成する流域下水道事業計画

により、渡良瀬川下流流域下水道事

業計画変更認可を受け、整備区域の

拡大、整備期間の延伸を行う。 

○渡良瀬川下流流域下水道事業計画

変更認可 

・県が作成する流域下水道事業計画

により、渡良瀬川下流流域下水道事

業計画変更認可を受け、整備区域の

拡大、整備期間の延伸を行う。 

○該当なし 県と協議を行

い、合併後に統

合する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

渡良瀬川下流流域

下水道事業計画変

更認可に伴う事業

計画策定業務に関

すること 
53 

７８ 

○該当なし 

 

 

○渡良瀬川下流流域下水道事業計画

変更認可に伴う事業計画策定業務 

・認可拡大の方針、拡大区域の設定、

整備費の試算等を行う。 

○渡良瀬川下流流域下水道事業計画

変更認可に伴う事業計画策定業務 

・認可拡大の方針、拡大区域の設定、

整備費の試算等を行う。 

○該当なし 

 

 

県と協議を行

い、合併後に統

合する。 

 

 

 

巴波川流域下水道

促進協議会に関す

ること 

54 

６２ 

○巴波川流域下水道促進協議会の運

営 

・構成市町～栃木市、西方町、壬生

町、都賀町、大平町 

○巴波川流域下水道促進協議会の運

営 

・構成市町～栃木市、西方町、壬生

町、都賀町、大平町 

○該当なし 

 

 

 

○巴波川流域下水道促進協議会の運

営 

・構成市町～栃木市、西方町、壬生

町、都賀町、大平町 

栃木市、大平町

及び都賀町は合

併の前日をもっ

て脱退し、新市

において新たに

加入する。 

渡良瀬川下流流域

下水道促進協議会

に関すること 

55 

７６ 

○該当なし ○渡良瀬川下流流域下水道促進協議

会の運営 

・構成町～大平町、岩舟町、藤岡町

○渡良瀬川下流流域下水道促進協議

会の運営 

・構成町～大平町、岩舟町、藤岡町

○該当なし 大平町及び藤岡

町は合併の前日

をもって脱退

し、新市におい

て新たに加入す

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

日本下水道協会(関
東支部、栃木県支

部）に関すること 

56 

６３ 

○日本下水道協会 

・一種正会員－下水道事業を実施

し、又は計画中の地方公共団体。協

会費の支出 

○支部 

・関東地方支部－関東地方に山梨県

を含めた１都７県の会員（支部長－

横浜市長）。支部費の支出 

・栃木県支部－栃木県内の日本下水

道協会会員（支部長－宇都宮市長）。

支部費の支出 

・本市は、理事 

○内容 

・総会、役員会等への出席、 

・研究会、研修会等への参加 

・広報活動、要望活動の実施 

○日本下水道協会 

・一種正会員－下水道事業を実施

し、又は計画中の地方公共団体。協

会費の支出 

○支部 

・関東地方支部－関東地方に山梨県

を含めた１都７県の会員（支部長－

横浜市長）。支部費の支出 

・栃木県支部－栃木県内の日本下水

道協会会員（支部長－宇都宮市長）。

支部費の支出 

 

○内容 

・総会、役員会等への出席、 

・研究会、研修会等への参加 

・広報活動、要望活動の実施 

○日本下水道協会 

・一種正会員－下水道事業を実施

し、又は計画中の地方公共団体。協

会費の支出 

○支部 

・関東地方支部－関東地方に山梨県

を含めた１都７県の会員（支部長－

横浜市長）。支部費の支出 

・栃木県支部－栃木県内の日本下水

道協会会員（支部長－宇都宮市長）。

支部費の支出 

 

○内容 

・総会、役員会等への出席、 

・研究会、研修会等への参加 

・広報活動、要望活動の実施 

○日本下水道協会 

・一種正会員－下水道事業を実施

し、又は計画中の地方公共団体。協

会費の支出 

○支部 

・関東地方支部－関東地方に山梨県

を含めた１都７県の会員（支部長－

横浜市長）。支部費の支出 

・栃木県支部－栃木県内の日本下水

道協会会員（支部長－宇都宮市長）。

支部費の支出 

 

○内容 

・総会、役員会等への出席、 

・研究会、研修会等への参加 

・広報活動、要望活動の実施 

栃木市、大平町、

藤岡町及び都賀

町は合併の前日

をもって脱退

し、新市におい

て新たに加入す

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

地域再生計画に関

すること 

57 

７０ 

○国からの汚水処理施設整備交付

金を受けるため、地域再生計画を

作成し、国の認定を受ける。(変更

及び更新の場合も同様に、国の認

定を受ける。) 

 

○公共下水道、集落排水、浄化槽

など２以上の事業を実施し、総合

的な汚水処理の普及を図る。 

 

○計画策定年度 

・平成１８年度 

 

○計画期間 

・平成１９年度～平成２３年度

５年間 

 

○対 象 

 公共下水道、浄化槽の整備に伴

う交付金 

○国からの汚水処理施設整備交付

金を受けるため、地域再生計画を

作成し、国の認定を受ける。(変更

及び更新の場合も同様に、国の認

定を受ける。) 

 

○公共下水道、集落排水、浄化槽

など２以上の事業を実施し、総合

的な汚水処理の普及を図る。 

 

○計画策定年度 

・平成１７年度 

 

○計画期間 

・平成１７年度～平成２1年度 ５

年間 

 

○対 象 

 公共下水道、浄化槽の整備に伴

う交付金 

○国からの汚水処理施設整備交付

金を受けるため、地域再生計画を

作成し、国の認定を受ける。(変更

及び更新の場合も同様に、国の認

定を受ける。) 

 

○公共下水道、集落排水、浄化槽

など２以上の事業を実施し、総合

的な汚水処理の普及を図る。 

 

○計画策定年度 

・平成１６年度 

 

○計画期間 

・平成１７年度～平成２1年度 ５

年間 

 

○対 象 

 公共下水道、浄化槽の整備に伴

う交付金 

○国からの汚水処理施設整備交付

金を受けるため、地域再生計画を

作成し、国の認定を受ける。(変更

及び更新の場合も同様に、国の認

定を受ける。) 

 

○公共下水道、集落排水、浄化槽

など２以上の事業を実施し、総合

的な汚水処理の普及を図る。 

 

○計画策定年度 

・平成１７年度 

 

○計画期間 

・平成１７年度～平成２1年度 ５

年間 

 

○対 象 

 公共下水道、浄化槽の整備に伴

う交付金 

国から汚水処

理施設整備交

付金を受ける

ために必要で

あるので、合併

時に再編する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

下水道事業再評価

に関すること 

58 

７１ 

○長期に及ぶ事業期間を通じて適切

な事業評価が行われるよう、事業着

手後１０年目に再評価を行い、以降

１０年毎に再評価を行う。 
○事務手続き 
１．再評価に係る資料の作成

２．栃木県公共事業評価委員会に依

頼 
３．再評価委員会による審議 
４．関東地方整備局に結果等の提出

○長期に及ぶ事業期間を通じて適切

な事業評価が行われるよう、事業着

手後１０年目に再評価を行い、以降

１０年毎に再評価を行う。 
○事務手続き 
１．再評価に係る資料の作成

２．栃木県公共事業評価委員会に依

頼 
３．再評価委員会による審議 
４．関東地方整備局に結果等の提出

○長期に及ぶ事業期間を通じて適切

な事業評価が行われるよう、事業着

手後１０年目に再評価を行い、以降

１０年毎に再評価を行う。 
○事務手続き 
１．再評価に係る資料の作成

２．栃木県公共事業評価委員会に依

頼 
３．再評価委員会による審議 
４．関東地方整備局に結果等の提出

○長期に及ぶ事業期間を通じて適切

な事業評価が行われるよう、事業着

手後１０年目に再評価を行い、以降

１０年毎に再評価を行う。 
○事務手続き 
１．再評価に係る資料の作成 

２．栃木県公共事業評価委員会に依

頼 
３．再評価委員会による審議 
４．関東地方整備局に結果等の提出

次期再評価は

１０年後とな

るので、合併後

次期再評価時

に再編する。 

 

汚水排水処理改善

事業に関すること 

59 

７３ 

○公共下水道全体計画区域外で、市

道等に側溝等の未整備地域あるい

は、整備見込みのない地域に、浄化

槽からの排水先を確保する配水管等

の整備をする。 

○要件 

①事業延長400メートル以上 

②15世帯以上が隣接そのうち3分の

2が接続 

③延長の3分の2以上を幅員4メー

トルにセットバック 

④測量・登記は市が行う。 

⑤施工に必要な原材料の支給等を、

市が行う 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり

とする。 

 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

農業集落排水事業

管理組合の運営に

関すること 

60 

９１ 

１０３ 

１０６ 

○該当なし ○農業集落排水事業の推進と処理施

設の適正な機能を維持管理するた

め、処理施設ごとに農業集落排水事

業管理組合を設置 

 

○管理組合 

・下皆川地区農業集落排水事業管理

組合 

・みずほ西地区農業集落排水事業管

理組合 

○しさとり、処理施設の植栽管理

等、施設の維持管理委託費として年

額150千円助成 

 

○農業集落排水事業の推進と処理施

設の適正な機能を維持管理するた

め、農業集落排水事業管理組合を設

置 

 

○管理組合 

・巴波川南部地区農業集落排水事業

管理組合 

 

 

○処理施設の除草、植栽管理、コン

ポストの作業、場内外清掃委託費と

して年額200千円助成 

○該当なし 合併時は現行の

とおりとし、合

併後に再編す

る。 

 

農業集落排水基金
に関すること 

61 

９４ 

○該当なし ○該当なし ○該当なし ○農業集落排水事業の事業費の一部

に充てるため、受益者分担金を徴収

し、基金に積み立てる。 
○平成２０年９月に基金は廃止、平

成２３年度に欠損処分を行う予定 

基金は、協定項
目「５ 財産及
び債務の取扱
い」の協議結果
による。 
運用面では、合
併時は現行のと
おりとし、合併
後の平成２３年
度に廃止する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

農業集落排水施設
供用開始に関する
こと 

62 

９７ 
１０４ 

○該当なし ○供用開始 

○現況 

平成14 年 4 月下皆川地区、平成18

年4月みずほ西地区が供用開始 

 

○供用開始 

○現況 

平成19年4月巴波川南部地区が供用

開始 

○概況 

巴波川西部地区は平成23年4月に供

用開始予定（計画処理人口2,510人）

○該当なし 現行のとおりと
する。 

農業集落排水施設

の維持管理に関す

ること 63 

９９ 

○該当なし 
 

○農業集落排水施設の維持管理 
・施設及び管渠の点検業務、管内清

掃、及び維持管理等を行う。 

○農業集落排水施設の維持管理 
・施設及び管渠の点検業務、管内清

掃、及び維持管理等を行う。 

○該当なし 現行のとおりと

する。 

農業集落排水施設

台帳に関すること 64 

１００ 

○該当なし 
 

○農業集落排水の財産の把握及び維

持管理に必要なため、農業集落排水

施設台帳を作成する。 

○農業集落排水の財産の把握及び維

持管理に必要なため、農業集落排水

施設台帳を作成する。 

○該当なし 
 

現行のとおり新

市に引き継ぎ、

合併後に統合す

る。 
農業集落排水事業

用地の管理に関す

ること（土地占用料

含む） 
65 

１０１ 

○該当なし 
 

○農業集落排水事業用地の管理（土

地占用料含む） 
・取得した土地を適正に管理する。

該当なし 

○農業集落排水事業用地の管理（土

地占用料含む） 
・取得した土地を適正に管理する。

該当なし 

○該当なし 
 

現行のとおりと

する。 

農業集落排水の除

害施設に関するこ

と 66 

１０２ 

○該当なし ○制度はあるが実施なし ○制度はあるが実施なし ○該当なし 制度上存続す

る。公共下水道

事業を準用す

る。 
農業集落排水施設

工事の設計及び施

工に関すること 67 

９８ 

○該当なし ○該当なし ○農業集落排水事業の調査、計画設

計、施工管理、地元調整を行う。 
○該当なし 現行のとおりと

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

農業集落排水処理

施設の増改築につ

いて 68 

１０５ 

○該当なし ○制度はあるが実施なし ○制度はあるが実施なし ○該当なし 国の制度がある

ため、制度上存

続する。 

全国町村下水道推

進協議会（栃木県支

部）に関すること 

69 

１１４ 

○該当なし 
 

○全国町村下水道推進協議会栃木県

支部 

・栃木県支部：栃木県内町で組織 

・支部費の支出 15,000円 

 

○内容 

・総会、役員会等への出席 

・研究会、研修会等への参加 

・広報活動、要望活動の実施 

○全国町村下水道推進協議会栃木県

支部 

・栃木県支部：栃木県内町で組織 

・支部費の支出 15,000円 

 

○内容 

・総会、役員会等への出席 

・研究会、研修会等への参加 

・広報活動、要望活動の実施 

○全国町村下水道推進協議会栃木県

支部 

・栃木県支部：栃木県内町で組織 

・支部費の支出 15,000円 

 

○内容 

・総会、役員会等への出席 

・研究会、研修会等への参加 

・広報活動、要望活動の実施 

大平町、藤岡町

及び都賀町は、

合併の前日をも

って脱退する。 



様式２         栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）       教育部会 学校教育分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

教育委員会の公告式

及び委員会規則の制

定改廃に関すること 
１ 

２ 

役所の掲示板等において掲示

する。 
役所の掲示板等において掲示

する。 
役所の掲示板等において掲示

する。 
役所の掲示板等において掲示

する。 
合併時に再編する。 
市長部局と同様の取扱

とする。 

教育委員会の議事に

関すること 
２ 

３ 

教育委員会の議事に関するこ

とを行う。 
教育委員会の議事に関するこ

とを行う。 
教育委員会の議事に関するこ

とを行う。 
教育委員会の議事に関するこ

とを行う。 
合併時に再編する。 

教育行政の総合調整

に関すること 
３ 

４ 

教育行政の総合調整に関する

ことを行う。 
教育行政の総合調整に関する

ことを行う。 
教育行政の総合調整に関する

ことを行う。 
教育行政の総合調整に関する

ことを行う。 
合併時に再編する。 

叙位叙勲及び表彰に

関すること 
４ 

９ 

春秋・高齢者・死亡叙位等の

叙勲に関する必要書類の作

成・提出をし、勲章・勲記を

受賞者に伝達する。 

春秋・高齢者・死亡叙位等の

叙勲に関する必要書類の作

成・提出をし、勲章・勲記を

受賞者に伝達する。 

春秋・高齢者・死亡叙位等の

叙勲に関する必要書類の作

成・提出をし、勲章・勲記を

受賞者に伝達する。 

春秋・高齢者・死亡叙位等の

叙勲に関する必要書類の作

成・提出をし、勲章・勲記を

受賞者に伝達する。 

現行のとおりとする。 

公印の管理に関する

こと 
５ 

１０ 

教育委員会公印規則により公

印の管理を行う。 
教育委員会公印規則により公

印の管理を行う。 
教育委員会公印規則により公

印の管理を行う。 
教育委員会公印規則により公

印の管理を行う。 
合併時に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

寄付の受納に関する

こと 
６ 

１１ 

寄付金、寄付物品等の取扱い

とその報告に関する事務を行

う。 

寄付金、寄付物品等の取扱い

とその報告に関する事務を行

う。 

寄付金、寄付物品等の取扱い

とその報告に関する事務を行

う。 

該当なし 合併時に統合する。 

教育に係る調査、指

定統計、その他の統

計に関すること 
７ 

１２ 

教育に関する調査、地方教育

費調査等に関する事務を行

う。 

教育に関する調査、地方教育

費調査等に関する事務を行

う。 

教育に関する調査、地方教育

費調査等に関する事務を行

う。 

教育に関する調査、地方教育

費調査等に関する事務を行

う。 

現行のとおりとする。 

教材備品の整備事業

に関すること 
８ 

１３ 

小中学校で使用する教材備品

について、効果的な授業が進

められるように教材の選択、

整備を計画的に行う。 

小中学校で使用する教材備品

について、効果的な授業が進

められるように教材の選択、

整備を計画的に行う。 

小中学校で使用する教材備品

について、効果的な授業が進

められるように教材の選択、

整備を計画的に行う。 

小中学校で使用する教材備品

について、効果的な授業が進

められるように教材の選択、

整備を計画的に行う。 

合併後に再編する。 

学校庁用備品の購入

に関すること 
９ 

１４ 

小中学校で使用する管理備品

について、新規購入し、教育

環境の充実を図る。 

小中学校で使用する管理備品

について、新規購入し、教育

環境の充実を図る。 

小中学校で使用する管理備品

について、新規購入し、教育

環境の充実を図る。 

小中学校で使用する管理備品

について、新規購入し、教育

環境の充実を図る。 

合併後に再編する。 

管内外の教育長・教

育委員会会議に関す

ること 10 

１６ 

管内外の教育長・教育委員会

会議を通して、文教施策の円

滑な実施と教育委員会の適正

な運営を図る。 

管内外の教育長・教育委員会

会議を通して、文教施策の円

滑な実施と教育委員会の適正

な運営を図る。 

管内外の教育長・教育委員会

会議を通して、文教施策の円

滑な実施と教育委員会の適正

な運営を図る。 

管内外の教育長・教育委員会

会議を通して、文教施策の円

滑な実施と教育委員会の適正

な運営を図る。 

合併時に統合する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

教育関連リーフレッ

トの作成に関するこ

と 
11 

１７ 

市の教育全般を対外的に紹介

するため、教育委員会のリー

フレットを作成し、配布して

いる。 

大平町教育計画を作成し、配

布している。 
教育委員会の施策をまとめ、

冊子を作成し、配布している。

教育委員会の施策をまとめ、

冊子を作成し、配布している。
合併後に再編する。 

事務部局内の幹部会

議等会議に関するこ

と 
12 

２０ 

定例・臨時に教育委員会の全

課長を召集し、幹部会会議を

開催する。 

課長会議により連絡事項の内

容を受け、随時打合せを行う。

課長会議により連絡事項の内

容を受け、随時打合せを行う。

該当なし 合併時に再編する。 

学校宿日直・警備業

務に関すること 
13 

２５ 

市内小中学校の平日夜間と土

日、学校休日に警備会社によ

る機械警備業務を行う。 

町内小中学校の平日夜間と土

日、学校休日に警備会社によ

る機械警備業務を行う。 

町内小中学校の平日夜間と土

日、学校休日に警備会社によ

る機械警備業務を行う。 

町内小中学校の平日夜間と土

日、学校休日に警備会社によ

る機械警備業務を行う。 

合併後に再編する。 

学校施設等工事の設

計・監理に関するこ

と 
14 

２９ 

施設管理課所管のため、該当

なし。 
管財課所管のため該当なし。 業務委託による。 業務委託による。 合併後に再編する。 

学校施設の維持管理

業務に関すること 
15 

３０ 

市内小中学校の学校施設(貯
水槽、消防設備、プール設備

含む)の保守点検、管理修繕を

し、教育環境の充実を図る。

町内小中学校の学校施設(貯
水槽、消防設備、プール設備

含む)の保守点検、管理修繕を

し、教育環境の充実を図る。

町内小中学校の学校施設(貯
水槽、消防設備、プール設備

含む)の保守点検、管理修繕を

し、教育環境の充実を図る。

町内小中学校の学校施設(貯
水槽、消防設備、プール設備

含む)の保守点検、管理修繕を

し、教育環境の充実を図る。

合併後に再編する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

国有地、民地の賃貸

借に関すること 

16 

３４ 

・吹上中学校トレーニングコ

ース用地の賃借 

・東陽中学校入口道路用地の

賃借 

大平南小学校学童農園用地の

賃借 

藤岡第二中学校校庭用地の賃

借 

赤津小学校登下校時の通学路

待合所敷地 
現行のとおりとする。 

教育財産の目的外使

用に関すること 
17 

３５ 

教育財産をその目的以外の用

途に使用する場合の許可手続

きを行う。 

教育財産をその目的以外の用

途に使用する場合の許可手続

きを行う。 

該当なし 該当なし 合併時に統合する。 

公立学校施設台帳に

関すること 
18 

４１ 

文科省初等中等教育局の施設

台帳管理システムによる台帳

の管理を行う。 

文科省初等中等教育局の施設

台帳管理システムによる台帳

の管理を行う。 

文科省初等中等教育局の施設

台帳管理システムによる台帳

の管理を行う。 

文科省初等中等教育局の施設

台帳管理システムによる台帳

の管理を行う。 

現行のとおりとする。 

通学路の安全に関す

ること 
19 

４３ 

通学路の安全確保のため、関

係課と協議し、施設等の整備

を要望する。 

通学路の安全確保のため、関

係課と協議し、施設等の整備

を要望する。 

通学路の安全確保のため、関

係課と協議し、施設等の整備

を要望する。 

通学路の安全確保のため、関

係課と協議し、施設等の整備

を要望する。 

現行のとおりとする。 

登下校時の安全対策

に関すること 

20 

４３－２ 

学校、ＰＴＡ、育成会及び老

人クラブ等で安全対策を協議

し、安全活動を実施している。

自治会を中心に、育成会、老

人会が協力し、地域の学校安

全ボランティアを組織し、下

校時の子どもの安全を守る活

動を実施している。 

地域社会、家庭、学校、幼稚

園、保育所が連携協力し、実

施している。 

学校、ＰＴＡ、育成会、老人

クラブで下校時の安全対策を

協議し、ボランティア組織を

立ち上げ、付き添いや見守り

隊の活動を実施している。活

動している。 

現行のとおりとする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

教育関係各種大会出

場補助に関すること 
21 

４６ 

教育、文化、体育等の各種大

会に出場する小中学校に対

し、交通費等の経費を補助す

る。 

教育、文化、体育等の各種大

会に出場する小中学校に対

し、交通費等の経費を補助す

る。 

教育、文化、体育等の各種大

会に出場する小中学校に対

し、交通費等の経費を補助す

る。 

教育、文化、体育等の各種大

会に出場する小中学校に対

し、交通費等の経費を補助す

る。 

合併後に再編する。 

地域改善対策事業

(進学奨励費貸与返

還事業)に関するこ

と 22 

４９ 

市内の改善地区住民の児童等

のための進学奨励費の貸与、

返還事務手続きを行う。 

町内の改善地区住民の児童等

のための進学奨励費の貸与、

返還事務手続きを行う。 

該当なし 該当なし 現行のとおりとする。 

スクールバスの運行

に関すること 
23 

５０ 

遠隔地に通学する児童等の安

全確保のため、スクールバス

の運行を行う。 

該当なし 遠隔地に通学する児童等の安

全確保のため、スクールバス

の運行を行う。 

遠隔地に通学する児童等の安

全確保のため、スクールバス

の運行を行う。 

現行のとおりとする。 

庁用車の借用に関す

ること 
24 

５１ 

教育長、教育次長、児童の学

校行事に要する庁用車の借用

に関する事務を行う。 

児童の学校行事に要する庁用

車の借用に関する事務を行

う。 

他課で一元管理されている

が、各職員により予約手続き

の事務を行う。 

児童の学校行事に要する庁用

車の借用に関する事務を行

う。 

合併後に再編する。 

文書の収受・発送及

び保管に関すること 
25 

５２ 

文書取扱規程により処理す

る。 
文書取扱規程により処理す

る。 
文書取扱規程により処理す

る。 
文書取扱規程により処理す

る。 
合併時に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

市町村教育委員会教

育長地区協議会に関

すること 
26 

５４ 

栃木県教育の発展を図るた

め、県教委と各市町教委が連

携を図り、一貫性のある人事

構想について協議する。 

栃木県教育の発展を図るた

め、県教委と各市町教委が連

携を図り、一貫性のある人事

構想について協議する。 

栃木県教育の発展を図るた

め、県教委と各市町教委が連

携を図り、一貫性のある人事

構想について協議する。 

栃木県教育の発展を図るた

め、県教委と各市町教委が連

携を図り、一貫性のある人事

構想について協議する。 

現行のとおりとする。 

教育祭に関すること 

27 

５５ 

教員と市教委事務員により表

彰、式典、展覧等を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時は現行のとおり

とし、合併後に調整す

る。 

公務災害に関するこ

と 
28 

５６ 

教育委員会所属の職員が公務

上の負傷を受けた場合の事務

手続きを行う。 

教育委員会所属の職員が公務

上の負傷を受けた場合の事務

手続きを行う。 

教育委員会所属の職員が公務

上の負傷を受けた場合の事務

手続きを行う。 

教育委員会所属の職員が公務

上の負傷を受けた場合の事務

手続きを行う。 

現行のとおりとする。 

公立学校共済組合に

関すること 
29 

５７ 

共済組合員とその家族の生活

の安定と福祉の向上を目的と

した長期・短期給付、保健、

宿泊、貸付等事業を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおりとする。 

防犯パトロールに関

すること 
30 

６０ 

下校児童の安全確保のため、

市教委職員による防犯パトロ

ールを行う。 

町職員による防犯パトロール

を実施している。 

町職員による防犯パトロール

を実施している。 

町職員による防犯パトロール

を実施している。 
合併後に再編する。 



  
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

教育委員会点検評価

に関すること 

31 

６１ 

教育に関する事務管理や執行

状況の点検・評価について評

価委員による意見聴取をし、

これを議会に報告する。 

教育に関する事務管理や執行

状況の点検・評価について評

価委員による意見聴取をし、

これを議会に報告する。 

教育に関する事務管理や執行

状況の点検・評価について評

価委員による意見聴取をし、

これを議会に報告する。 

教育に関する事務管理や執行

状況の点検・評価について評

価委員による意見聴取をし、

これを議会に報告する。 

合併後に再編する。 

学校評価に関するこ

と 

32 

６４ 

文部科学省や県教育委員会等

の学校評価に係る実施状況調

査を行うことにより、今後の

学校への支援の充実に生か

す。 

文部科学省や県教育委員会等

の学校評価に係る実施状況調

査を行うことにより、今後の

学校への支援の充実に生か

す。 

文部科学省や県教育委員会等

の学校評価に係る実施状況調

査を行うことにより、今後の

学校への支援の充実に生か

す。 

文部科学省や県教育委員会等

の学校評価に係る実施状況調

査を行うことにより、今後の

学校への支援の充実に生か

す。 

合併後に再編する。 

教育講演会、年度初

めの会に関すること 

33 

６５ 

双方とも年一回、年度初めに

実施する。 
教育講演会は、研究授業と抱

き合わせで実施。年度初めの

会はない。 

教育講演会は、年一回実施。

年度初めの会はないが、町教

育会総会で教育長講話と町の

教育施策を説明する。 

教育講演会は、実施。年度初

めの会はないが、町教育会総

会で教育長講話と町の教育施

策を説明する。 

合併後に再編する。 

共同訪問に関するこ

と 

34 

６６ 

下都賀教育事務所と教育委員

会が共同で市内の小中学校を

訪問し、教育活動全般につい

て指導し、より充実した教育

活動を推進する。 

下都賀教育事務所と教育委員

会が共同で町内の小中学校を

訪問し、教育活動全般につい

て指導し、より充実した教育

活動を推進する。 

下都賀教育事務所と教育委員

会が共同で町内の小中学校を

訪問し、教育活動全般につい

て指導し、より充実した教育

活動を推進する。 

下都賀教育事務所と教育委員

会が共同で町内の小中学校を

訪問し、教育活動全般につい

て指導し、より充実した教育

活動を推進する。 

現行のとおりとする。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

学校・児童生徒表彰

に関すること 
35 

６８ 

市としての表彰はない。栃木

市教育祭にて表彰あり。 
顕著な功績のあった小中学生

で、学校推薦された者のなか

から表彰審査委員会の審査を

経て決定、表彰状と記念品を

贈る。 

該当なし 町の表彰規定により表彰 合併後、速やかに再編

する。 

教育課程研究集会に

関すること 
36 

７０ 

義務教育課程上の問題に対

し、実践事例を基に研究協議

し、教員の指導力向上を図る

とともに学校の自己点検・評

価を行う。 

義務教育課程上の問題に対

し、実践事例を基に研究協議

し、教員の指導力向上を図る

とともに学校の自己点検・評

価を行う。 

義務教育課程上の問題に対

し、実践事例を基に研究協議

し、教員の指導力向上を図る

とともに学校の自己点検・評

価を行う。 

義務教育課程上の問題に対

し、実践事例を基に研究協議

し、教員の指導力向上を図る

とともに学校の自己点検・評

価を行う。 

現行のとおりとする。 

教育課程編成に関す

ること 
37 

７１ 

教育課程の編成に関すること

を行う。 
教育課程の編成に関すること

を行う。 
教育課程の編成に関すること

を行う。 
教育課程の編成に関すること

を行う。 
合併時に再編する。 

教育指導計画に関す

ること 
38 

７２ 

教育指導の年間の計画を作成

する。 
教育指導の年間の計画を作成

する。 
教育指導の年間の計画を作成

する。 
教育指導の年間の計画を作成

する。 
合併時に再編する。 

教職員研修派遣に関

すること 
39 

７３ 

教育職員の研修計画を作成す

る。 
教育職員の研修計画を作成す

る。 
教育職員の研修計画を作成す

る。 
教育職員の研修計画を作成す

る。 
現行のとおりとする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

内地留学・大学院研

修教員派遣に関する

こと 
40 

７４ 

教職員の研修を目的に、内地

留学、大学院研修に教育長及

び学校長の内諾を必要として

適任者を推薦し派遣してい

る。 

教職員の研修を目的に、内地

留学、大学院研修に教育長及

び学校長の内諾を必要として

適任者を推薦し派遣してい

る。 

教職員の研修を目的に、内地

留学、大学院研修に教育長及

び学校長の内諾を必要として

適任者を推薦し派遣してい

る。 

教職員の研修を目的に、内地

留学、大学院研修に教育長及

び学校長の内諾を必要として

適任者を推薦し派遣してい

る。 

現行のとおりとする。 

指定研究に関するこ

と 
41 

７５ 

市内のいずれかの小中学校を

研究校として指定し、人権教

育、学力向上、教材などの研

究を 2 年から 3 年かけて行う。

町内のいずれかの小中学校を

研究校として指定し、人権教

育、学力向上などの研究を 1
年かけて行う。 

町内のいずれかの小中学校を

研究校として指定し、人権教

育、学力向上などの研究を 1
年かけて行う。 

該当なし 合併後に再編する。 

児童生徒の事故･災

害に関すること 42 

７６ 

学校において事故が発生した

場合は、教育長に対しすみや

かに報告を行う。 

学校において事故が発生した

場合は、教育長に対しすみや

かに報告を行う。 

学校において事故が発生した

場合は、教育長に対しすみや

かに報告を行う。 

学校において事故が発生した

場合は、教育長に対しすみや

かに報告を行う。 

合併時に再編する。 

教育委員による学校

訪問に関すること 
43 

７７ 

教育委員が学校を訪問し、学

校の現状の把握や教職員の意

見を聴取し、教育行政の充実

に資する。 

教育委員が学校を訪問し、学

校の現状の把握や教職員の意

見を聴取し、教育行政の充実

に資する。 

教育委員が学校を訪問し、学

校の現状の把握や教職員の意

見を聴取し、教育行政の充実

に資する。 

教育委員が学校を訪問し、学

校の現状の把握や教職員の意

見を聴取し、教育行政の充実

に資する。 

合併時に再編する。 

市町内小中学校長

会・教頭会・教務主

任研修会に関するこ

と 44 

７８ 

中学校長会・教頭会・教務主

任とも、それぞれ開催し、協

議や研修を行う。 

中学校長会・教頭会・教務主

任とも、それぞれ開催し、協

議や研修を行う。 

中学校長会・教頭会・教務主

任とも、それぞれ開催し、協

議や研修を行う。 

中学校長会・教頭会・教務主

任とも、それぞれ開催し、協

議や研修を行う。 

合併時に再編する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

スクールカウンセラ

ーに関すること 
45 

７９ 

栃木県スクールカウンセラー

活用調査研究事業に基づき、

拠点となる学校にスクールカ

ウンセラーを配置する。 

栃木県スクールカウンセラー

活用調査研究事業に基づき、

拠点となる学校にスクールカ

ウンセラーを配置する。 

栃木県スクールカウンセラー

活用調査研究事業に基づき、

拠点となる学校にスクールカ

ウンセラーを配置する。 

栃木県スクールカウンセラー

活用調査研究事業に基づき、

拠点となる学校にスクールカ

ウンセラーを配置する。 

現行のとおりとする。 

スポーツエキスパー

ト活用事業に関する

こと 46 

８０ 

中学校の運動部活動に、報酬

を支払い外部指導者を招き、

運動部活動の普及・振興を図

る。 

中学校の運動部活動に、報酬

を支払い外部指導者を招き、

運動部活動の普及・振興を図

る。 

小学校及び中学校における運

動部活動に、報酬を支払い外

部指導者を招き、運動部活動

の普及・振興を図る。 

小学校及び中学校における運

動部活動に、報酬を支払い外

部指導者を招き、運動部活動

の普及・振興を図る。 

合併後に再編する。 

教科書採択事務に関

すること 
47 

８１ 

県教委の教科用図書選定委員

会の審議結果をもとに作成さ

れた選定資料をもとに行う市

教委の採択の事務手続きを行

う。 

県教委の教科用図書選定委員

会の審議結果をもとに作成さ

れた選定資料のもと、下都賀

地区教科用図書採択協議会が

採択を行う。 

県教委の教科用図書選定委員

会の審議結果をもとに作成さ

れた選定資料のもと、下都賀

地区教科用図書採択協議会が

採択を行う。 

県教委の教科用図書選定委員

会の審議結果をもとに作成さ

れた選定資料のもと、下都賀

地区教科用図書採択協議会が

採択を行う。 

合併時に再編する。 

教科書展示に関する

こと 
48 

８２ 

教科書の適正な採択に役立て

るため、小中学校等の教科書

の見本本を展示し、広く多く

の人に閲覧させる。 

教科書の適正な採択に役立て

るため、小中学校等の教科書

の見本本を展示し、広く多く

の人に閲覧させる。 

教科書の適正な採択に役立て

るため、小中学校等の教科書

の見本本を展示し、広く多く

の人に閲覧させる。 

教科書の適正な採択に役立て

るため、小中学校等の教科書

の見本本を展示し、広く多く

の人に閲覧させる。 

現行のとおりとする。 

児童生徒健全育成協

議会に関すること 
49 

８３ 

小中学校、家庭・地域及び関

係諸機関関係者の情報交換を

通して、地域ぐるみの積極的

な生徒指導体制の確立を図

る。 

該当なし 該当なし 小中学校、家庭・地域及び関

係諸機関関係者の情報交換を

通して、地域ぐるみの積極的

な生徒指導体制の確立を図

る。 

合併後に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

心の教室相談員に関

すること 
50 

８５ 

生徒の悩み相談・話し相手、

学校の教育活動支援及び教員

の相談等を行う。 
市内３中学校に配置 

生徒の悩み相談・話し相手、

学校の教育活動支援及び教員

の相談等を行う。 
町内２中学校に配置 

該当なし 生徒の悩み相談・話し相手、

学校の教育活動支援及び教員

の相談等を行う。 
町内１中学校に配置 

合併時に再編する。 

生徒指導調査に関す

ること 
51 

８６ 

児童生徒の問題行動の状況を

調査し、今後の指導の充実に

役立てる。 

児童生徒の問題行動の状況を

調査し、今後の指導の充実に

役立てる。 

児童生徒の問題行動の状況を

調査し、今後の指導の充実に

役立てる。 

児童生徒の問題行動の状況を

調査し、今後の指導の充実に

役立てる。 

合併後に再編する。 

中学生徒指導・教育

相談担当教員研修会

に関すること 
52 

８８ 

児童生徒指導の現状について

情報交換や事例研究により、

問題行動への適切な対応につ

いて研修を行う。 

栃木市の研修会への参加して

いるほか、町内部の研修会の

開催 

町内部の研修会の開催 町内部の研修会の開催 合併時に再編する。 

道徳教育に関するこ

と 
53 

９０ 

学習指導要領に則して道徳教

育を推進する。 
学習指導要領に則して道徳教

育を推進する。 
学習指導要領に則して道徳教

育を推進する。 
学習指導要領に則して道徳教

育を推進する。 
現行のとおりとする。 

不登校児童生徒に関

すること 
54 

９１ 

不登校児童生徒に対する教育

相談等、関係機関と連携し学

校生活への復帰を支援する。

不登校児童生徒に対する教育

相談等、関係機関と連携し学

校生活への復帰を支援する。

不登校児童生徒に対する教育

相談等、関係機関と連携し学

校生活への復帰を支援する。

不登校児童生徒に対する教育

相談等、関係機関と連携し学

校生活への復帰を支援する。

合併後に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

１０年経験者研修に

関すること 
55 

９４ 

教育公務員特例法に基づき、

現職研修の一環として、個々

の教員の能力、適応性に応じ

た研修を受講する。 

教育公務員特例法に基づき、

現職研修の一環として、個々

の教員の能力、適応性に応じ

た研修を受講する。 

教育公務員特例法に基づき、

現職研修の一環として、個々

の教員の能力、適応性に応じ

た研修を受講する。 

教育公務員特例法に基づき、

現職研修の一環として、個々

の教員の能力、適応性に応じ

た研修を受講する。 

現行のとおりとする。 

スクールガードリー

ダーに関すること 
56 

９６ 

警察官ＯＢなどの人材をｽｸｰﾙ

ｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰとして活用し、学

校下校時等の安全のため、学

校安全ボランティアの指導と

評価を行う。 

警察官ＯＢなどの人材をｽｸｰﾙ

ｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰとして活用し、学

校下校時等の安全のため、学

校安全ボランティアの指導と

評価を行う。 

警察官ＯＢなどの人材をｽｸｰﾙ

ｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰとして活用し、学

校下校時等の安全のため、学

校安全ボランティアの指導と

評価を行う。 

警察官ＯＢなどの人材をｽｸｰﾙ

ｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰとして活用し、学

校下校時等の安全のため、学

校安全ボランティアの指導と

評価を行う。 

合併後に再編する。 

総合教育センター研

修・講座に関するこ

と 
57 

９７ 

県総合教育センターが実施す

る研修等に各学校の教職員が

参加する事務を行う。 

県総合教育センターが実施す

る研修等に各学校の教職員が

参加する事務を行う。 

県総合教育センターが実施す

る研修等に各学校の教職員が

参加する事務を行う。 

県総合教育センターが実施す

る研修等に各学校の教職員が

参加する事務を行う。 

現行のとおりとする。 

児童生徒の安全に関

すること 
58 

９８ 

学校安全に関する管理、指導、

安全教育の推進、地域との連

携による組織的な事故防止、

危機管理体制の整備等を学校

に対し行う。 

学校安全に関する管理、指導、

安全教育の推進、地域との連

携による組織的な事故防止、

危機管理体制の整備等を学校

に対し行う。 

学校安全に関する管理、指導、

安全教育の推進、地域との連

携による組織的な事故防止、

危機管理体制の整備等を学校

に対し行う。 

学校安全に関する管理、指導、

安全教育の推進、地域との連

携による組織的な事故防止、

危機管理体制の整備等を学校

に対し行う。 

現行のとおりとする。 

初任者研修に関する

こと 
59 

９９ 

新任教員に対して、一年間の

研修を実施し、実践的指導力

と使命感を養う。 

新任教員に対して、一年間の

研修を実施し、実践的指導力

と使命感を養う。 

新任教員に対して、一年間の

研修を実施し、実践的指導力

と使命感を養う。 

新任教員に対して、一年間の

研修を実施し、実践的指導力

と使命感を養う。 

現行のとおりとする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

進路指導に関するこ

と 
60 

１００ 

学習指導要領に基づき、各学

校における進路指導を推進す

る。 

学習指導要領に基づき、各学

校における進路指導を推進す

る。 

学習指導要領に基づき、各学

校における進路指導を推進す

る。 

学習指導要領に基づき、各学

校における進路指導を推進す

る。 

現行のとおりとする。 

人権教育に関するこ

と 
61 

１０１ 

人権教育・啓発に関する総合

的かつ効果的な施策を推進す

る。 
・人権教育啓発資料作成 
・事例集の作成 
・各種研修の実施等 

人権教育・啓発に関する総合

的かつ効果的な施策を推進す

る。 
・人権教育啓発資料作成 
・各種研修会の実施 

人権教育・啓発に関する総合

的かつ効果的な施策を推進す

る。 
・各種研修会の実施 
・各種研修会の参加 

人権教育・啓発に関する総合

的かつ効果的な施策を推進す

る。 
・各種研修会の実施 
・各種研修会の参加 

合併後に再編する。 

薬物乱用防止に関す

ること 
62 

１０２ 

薬物乱用防止教室等を実施

し、未然防止と児童生徒の健

全育成を図る。 

薬物乱用防止教室等を実施

し、未然防止と児童生徒の健

全育成を図る。 

薬物乱用防止教室等を実施

し、未然防止と児童生徒の健

全育成を図る。 

薬物乱用防止教室等を実施

し、未然防止と児童生徒の健

全育成を図る。 

現行のとおりとする。 

環境教育に関するこ

と 
63 

１０３ 

総合的な学習の時間における

環境教育を推進する。その他、

環境への関心、環境保全意識

の向上を図る。 

各学校において実施 アクリメーション振興財団や

国土交通省利根川上流河川事

務所との連携による環境教育

の実施。その他、環境への関

心、環境保全意識の向上を図

る。 

各学校において実施 合併後に再編する。 

健康安全教育に関す

ること 
64 

１０４ 

学校保健法に基づき、学校の

学校保健計画や学校環境衛生

の維持改善及び学校環境の安

全管理について必要な助言指

導を行う。 

学校保健法に基づき、学校の

学校保健計画や学校環境衛生

の維持改善及び学校環境の安

全管理について必要な助言指

導を行う。 

学校保健法に基づき、学校の

学校保健計画や学校環境衛生

の維持改善及び学校環境の安

全管理について必要な助言指

導を行う。 

学校保健法に基づき、学校の

学校保健計画や学校環境衛生

の維持改善及び学校環境の安

全管理について必要な助言指

導を行う。 

現行のとおりとする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

理科教育に関するこ

と 
65 

１０５ 

理科教育に関する指導と教員

の指導力向上を図る。 
 

理科教育に関する指導と教員

の指導力向上を図る。 
 

理科教育に関する指導と教員

の指導力向上を図る。 
 

理科教育に関する指導と教員

の指導力向上を図る。 
 

合併後に再編する。 

特別活動に関するこ

と 
66 

１０６ 

学習指導要領に基づき、学級

活動、学校行事、児童生徒会

活動、クラブ活動等を行う。

学習指導要領に基づき、学級

活動、学校行事、児童生徒会

活動、クラブ活動等を行う。

学習指導要領に基づき、学級

活動、学校行事、児童生徒会

活動、クラブ活動等を行う。

学習指導要領に基づき、学級

活動、学校行事、児童生徒会

活動、クラブ活動等を行う。

合併時に再編する。 

幼児教育に関するこ

と 
67 

１０８ 

市内小学校・幼稚園・保育園

による望ましい連携について

の意見交換や研修会を行う。

町内小学校・幼稚園・保育園

による望ましい連携について

の意見交換や研修会を行う。

町内小学校・幼稚園・保育園

による望ましい連携について

の意見交換や研修会を行う。

町内小学校・幼稚園・保育園

による望ましい連携について

の意見交換や研修会を行う。

合併後に再編する。 

へき地・複式教育に

関すること 
68 

１１１ 

へき地校はなし、 
複式校は寺尾南小 4・5 年生。

(学校生活支援員を配置) 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおりとする。 

言語通級指導教室に

関すること 
69 

１１２ 

言語障害児の障害度に合わせ

た指導をすることで、児童の

資質や能力の育成を援助す

る。 

言語障害児の障害度に合わせ

た指導をすることで、児童の

資質や能力の育成を援助す

る。 

言語障害児の障害度に合わせ

た指導をすることで、児童の

資質や能力の育成を援助す

る。 

言語障害児の障害度に合わせ

た指導をすることで、児童の

資質や能力の育成を援助す

る。 

合併後に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

就学指導に関するこ

と 
70 

１１３ 

障害児童への適正な就学指

導、教育的措置を図るための

調査・審議、答申を行う。 

障害児童への適正な就学指

導、教育的措置を図るための

調査・審議、答申を行う。 

障害児童への適正な就学指

導、教育的措置を図るための

調査・審議、答申を行う。 

障害児童への適正な就学指

導、教育的措置を図るための

調査・審議、答申を行う。 

合併時に再編する。 

総合的な学習の時間

及びその支援に関す

ること 

71 

１１４ 

該当なし 総合的な学習の時間に多様な

学習が行えるよう各学校に助

成を行う。 

 

小学校４校 794,500 円 

中学校 2校 390,500 円 

総合的な学習の時間に多様な

学習が行えるよう各学校に助

成を行う。 

 

小学校 4校×4 万円 

中学校 2校×5 万円 

該当なし 総合的な学習の時間

の内容や実施に当っ

ての支援指導等につ

いては、合併時までに

再編し、実施に伴う助

成については、合併時

は現行のとおりとし、

合併後に再編する。 

特別支援教育に関す

ること 
72 

１１５ 

障害児との交流教育の推進、

就学指導の研究、自立支援・

保護者との連携強化を行う。

障害児との交流教育の推進、

就学指導の研究、自立支援・

保護者との連携強化を行う。

特別支援教育への共通理解と

校内体制の整備、児童生徒へ

の適切な支援 

障害児との交流教育の推進、

就学指導の研究、自立支援・

保護者との連携強化を行う。

合併後に再編する。 

情報教育に関するこ

と 
73 

１１８ 

教育の ICT 活用指導力の向上

と情報モラル教育の支援を行

う。 

教育の ICT 活用指導力の向上

と情報モラル教育の支援を行

う。 

教育の ICT 活用指導力の向上

と情報モラル教育の支援を行

う。 

教育の ICT 活用指導力の向上

と情報モラル教育の支援を行

う。 

現行のとおりとする。 

要請訪問(広域指導)
に関すること 

74 

１２１ 

栃木市教委の指導主事からの

指導・助言を得て、小・中学

校研修の効率化を図る。 

下都賀教育事務所指導主事、

大平町教委の指導主事からの

指導・助言を得て、小・中学

校研修の効率化を図る。 

藤岡町教委の指導主事からの

指導・助言を得て、小・中学

校研修の効率化を図る。 

下都賀教育事務所の指導主事

からの指導・助言を得て、小・

中学校研修の効率化を図る。

合併後に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

小学校英語活動に関

すること 

75 

１２２ 

外国の文化や生活、言葉を児

童に慣れ親しませることで、

体験的な英語学習の充実を図

る。 

外国の文化や生活、言葉を児

童に慣れ親しませることで、

体験的な英語学習の充実を図

る。 

外国の文化や生活、言葉を児

童に慣れ親しませることで、

体験的な英語学習の充実を図

る。 

外国の文化や生活、言葉を児

童に慣れ親しませることで、

体験的な英語学習の充実を図

る。 

合併後に再編する。 

小中学校伝統文化鑑

賞会に関すること 

76 

１２３ 

伝統文化を鑑賞する機会を提

供し、国や地域の伝統文化教

育の充実を図る。 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時に再編する。 

教育相談に関するこ

と 

77 

１２４ 

児童生徒、保護者、教職員に

対する相談活動を行う。 

児童生徒、保護者、教職員に

対する相談活動を行う。 

児童生徒、保護者、教職員に

対する相談活動を行う。 

児童生徒、保護者、教職員に

対する相談活動を行う。 
合併後に再編する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

教職員団体に関す

ること 
78 

１２５ 

教職員協議会、教育会に係る事務

を実施 

教職員協議会、教育会に係る事務

を実施 

教職員協議会、教育会に係る事務

を実施 

教職員協議会、教育会に係る事務

を実施 
合併時に統合

する。 

教職員の各種表彰

に関すること 

79 

１２６ 

栃木県教育委員会の表彰 

 

栃木市教育功労者表彰状及び記

念品（賞状額と３千円相当の記念

品）の贈呈 

栃木県教育委員会の表彰 

 

大平町教育委員会表彰 

エキスパート教職員の認証及び表彰 認

証彰状及び記念品(５千円相当の記念品)

の贈呈 

栃木県教育委員会の表彰 

 

藤岡町教育委員会の表彰 

藤岡町教育功労者表彰 

表彰状及び記念品（賞状額）の贈

呈 

栃木県教育委員会の表彰 

 

都賀町単独の教職員への表彰は

なし。 

合併後に再編

する。 

教職員の行政処分

に関すること 

80 

１２７ 

栃木県教育委員会及び下都賀教

育事務所の指導を受けながら、連

携を図り、教職員の服務の厳正に

努める。 

栃木県教育委員会及び下都賀教

育事務所の指導を受けながら、連

携を図り、教職員の服務の厳正に

努める。 

栃木県教育委員会及び下都賀教

育事務所の指導を受けながら、連

携を図り、教職員の服務の厳正に

努める。 

栃木県教育委員会及び下都賀教

育事務所の指導を受けながら、連

携を図り、教職員の服務の厳正に

努める。 

現行のとおり

とする。 

特別非常勤講師に

関すること 

81 

１２９ 

栄養教諭・学校栄養職員に特別非

常勤講師の辞令を交付し、食育の

推進を図る。 

和太鼓、水泳、パソコンなど専門

的な知識や技能習得のため、特別

非常勤講師を活用する。 

賃金 2,000 円×110 時間 

学校栄養職員に特別非常勤講師

の辞令を交付し、食育の推進を図

る。 

優れた知識や技術を有する社会

人に特別非常勤講師の辞令を交

付し、学校教育に活用する。 

各校の特色ある教育推進のため、

各分野で専門的知識をもつ地域

の方などを、特別非常勤講師とし

て各校に派遣する。 

 

賃金：時給 2,000 円×124 時間 

旅費：29,218 円 

合併後に再編

する。 

学校管理に関する

こと 

82 

１３０ 

学校教育法第５条 

 学校の設置者は、その設置する

学校を管理し、法令に特別の定め

のある場合を除いては、その学校

の経費を負担する。 

学校教育法第５条 

 学校の設置者は、その設置する

学校を管理し、法令に特別の定め

のある場合を除いては、その学校

の経費を負担する。 

学校教育法第５条 

 学校の設置者は、その設置する

学校を管理し、法令に特別の定め

のある場合を除いては、その学校

の経費を負担する。 

学校教育法第５条 

 学校の設置者は、その設置する

学校を管理し、法令に特別の定め

のある場合を除いては、その学校

の経費を負担する。 

合併時に再編

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

学校評議員制に関

すること 

83 

１３１ 

識見を有する者の中から、５人以

上８人以下の者を学校評議員と

して教育委員会が委嘱する。 

 

 

委託料 12,000 円×22 校 

識見を有する者の中から、５人以

上７人以下の者を教育委員会が

適当と認めたときは委嘱する。 

公募制あり 

公募委員 7名 

報酬 14,000 円×30 名 

識見を有する者の中から、５人以

上８人以下の範囲で教育委員会

が委嘱する。 

 

 

報酬 15,000 円×33 名 

識見を有する者の中から、３人以

上８人以下の者を教育委員会員

が適当と認めたときは委嘱する。 

 

 

報償 15,000 円×26 名 

合併時に再編

する。 

学籍及び学級編制

等に関すること 

84 

１３２ 

児童・生徒や翌学年から小学校な

どへ就学する者の就学義務の履

行の確保と、学級編制と教職員配

置の適正化を図る。 

児童・生徒や翌学年から小学校な

どへ就学する者の就学義務の履

行の確保と、学級編制と教職員配

置の適正化を図る。 

児童・生徒や翌学年から小学校な

どへ就学する者の就学義務の履

行の確保と、学級編制と教職員配

置の適正化を図る。 

児童・生徒や翌学年から小学校な

どへ就学する者の就学義務の履

行の確保と、学級編制と教職員配

置の適正化を図る。 

合併時に再編

する。 

教職員･校内研修等

に関すること 

85 

１３４ 

教職員研究団体研修事業研修補

助金 

10,000 円×25 学級

教職員研修費 

8,000 円×教職員分

教職員研修費 

1,400 円×教職員分

町教育研究会補助 

142,000 円 

教職員内地留学補助金 

       54,000 円 

町特別支援教育研究会 

補助 23,000 円 

合併後に再編

する。 

教職員の公務災害

に関すること 

86 

１３５ 

地方公務員災害補償法及び地方

公務員災害補償基金の公務災

害・通勤災害の認定にしたがっ

て、適正な公務災害等の補償を図

る。 

地方公務員災害補償法及び地方

公務員災害補償基金の公務災

害・通勤災害の認定にしたがっ

て、適正な公務災害等の補償を図

る。 

地方公務員災害補償法及び地方

公務員災害補償基金の公務災

害・通勤災害の認定にしたがっ

て、適正な公務災害等の補償を図

る。 

地方公務員災害補償法及び地方

公務員災害補償基金の公務災

害・通勤災害の認定にしたがっ

て、適正な公務災害等の補償を図

る。 

現行のとおり

とする。 

教職員の人事に関

すること 

87 

１３６ 

市教育委員会が栃木県教育委員

会に内申し、それに基づいて栃木

県教育委員会が退職、異動、新規

採用等の辞令を交付する。 

町教育委員会が栃木県教育委員

会に内申し、それに基づいて栃木

県教育委員会が退職、異動、新規

採用等の辞令を交付する。 

町教育委員会が栃木県教育委員

会に内申し、それに基づいて栃木

県教育委員会が退職、異動、新規

採用等の辞令を交付する。 

町教育委員会が栃木県教育委員

会に内申し、それに基づいて栃木

県教育委員会が退職、異動、新規

採用等の辞令を交付する。 

現行のとおり

とする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

教職員の教員評価

に関すること 
88 

１３７ 

教職員の勤務成績の評定の規則

に基づき実施する。 

教職員の勤務成績の評定の規則

に基づき実施する。 

教職員の勤務成績の評定の規則

に基づき実施する。 

教職員の勤務成績の評定の規則

に基づき実施する。 
現行のとおり

とする。 

教職員の服務に関

すること 
89 

１３８ 

地方公務員法第６節（服務の根本

基準）第３０条 

地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（服務の監督）第４３

条 

地方公務員法第６節（服務の根本

基準）第３０条 

地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（服務の監督）第４３

条 

地方公務員法第６節（服務の根本

基準）第３０条 

地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（服務の監督）第４３

条 

地方公務員法第６節（服務の根本

基準）第３０条 

地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（服務の監督）第４３

条 

現行のとおり

とする。 

校務管理に関する

こと 

90 

１３９ 

効率的な学校運営のため各学校

で毎年校務分掌の整備を行ない

ながら、校務管理を校長が統轄し

ている。 

効率的な学校運営のため各学校

で毎年校務分掌の整備を行ない

ながら、校務管理を校長が統轄し

ている。 

効率的な学校運営のため各学校

で毎年校務分掌の整備を行ない

ながら、校務管理を校長が統轄し

ている。 

効率的な学校運営のため各学校

で毎年校務分掌の整備を行ない

ながら、校務管理を校長が統轄し

ている。 

現行のとおり

とする。 

在外教育施設・長期

研修派遣に関する

こと 
91 

１４０ 

在外教育施設、宇都宮大大学院、

上越教育大大学院、鳴門教育大大

学院、独立行政法人教員研修セン

ター等での研修を希望している

教員は推薦することとしている。

在外教育施設、宇都宮大大学院、

上越教育大大学院、鳴門教育大大

学院、独立行政法人教員研修セン

ター等での研修を希望している

教員は推薦することとしている。

在外教育施設、宇都宮大大学院、

上越教育大大学院、鳴門教育大大

学院、独立行政法人教員研修セン

ター等での研修を希望している

教員は推薦することとしている。

在外教育施設、宇都宮大大学院、

上越教育大大学院、鳴門教育大大

学院、独立行政法人教員研修セン

ター等での研修を希望している

教員は推薦することとしている。 

現行のとおり

とする。 

辞令交付式・着任式

に関すること 

92 

１４１ 

栃木市立学校職員服務規程に基

づき実施する。 

大平町立学校職員服務規程に基

づき実施する。 

藤岡町立学校職員服務規程に基

づき実施する。 

都賀町立学校職員服務規程に基

づき実施する。 
合併時に再編

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

非常勤講師に関す

ること 

93 

１４２ 

栃木県公立小中学校非常勤教育

職員派遣要綱に従って、非常勤の

職員を配置し、人事管理の適正化

を図る。 

栃木県公立小中学校非常勤教育

職員派遣要綱に従って、非常勤の

職員を配置し、人事管理の適正化

を図る。 

栃木県公立小中学校非常勤教育

職員派遣要綱に従って、非常勤の

職員を配置し、人事管理の適正化

を図る。 

栃木県公立小中学校非常勤教育

職員派遣要綱に従って、非常勤の

職員を配置し、人事管理の適正化

を図る。 

現行のとおり

とする。 

臨時任用に関する

こと 

94 

１４３ 

栃木県教育委員会臨時的任用教

職員の身分取扱要綱に従って、人

事管理の適正を図る。 

栃木県教育委員会臨時的任用教

職員の身分取扱要綱に従って、人

事管理の適正を図る。 

栃木県教育委員会臨時的任用教

職員の身分取扱要綱に従って、人

事管理の適正を図る。 

栃木県教育委員会臨時的任用教

職員の身分取扱要綱に従って、人

事管理の適正を図る。 

現行のとおり

とする。 

教育研究会、学年研

究会、各種研究会の

指導に関すること 
95 

１４４ 

市教育研究会  

・全体研修会は開催していない。

・主に３部会が活動している。 

町教育研究会  

・全体研修会年２回開催。 

・部会は、各部会とも随時、必要

に応じて開催。 

・その他必要に応じて他の分野で

も研修する。 

町教育研究会  

・全体研修会は開催していない。

・各教科・領域毎に部会があり、

各々内容に応じた活動をしてい

る。 

・部会は、各部会とも随時、必要

に応じて開催する。 

町教育研究会 

・全体研修としての教育講演会を

開催(年１回)    

・部会は 2部会で年間３回開催 

事務部会及び養護部会は必要に

応じて随時開催 

 

合併後に再編

する。 

２・３年目研修に関

すること 

96 

１４５ 

２・３年目を迎えた教職員に対し

て研修を実施し、これからの教育

を担う優れた人材を育成する。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

教職員の学校事故

に関すること 

97 

１４６ 

校長からの所属職員に関する事

故報告を処理し、適切に対応す

る。 

校長からの所属職員に関する事

故報告を処理し、適切に対応す

る。 

校長からの所属職員に関する事

故報告を処理し、適切に対応す

る。 

校長からの所属職員に関する事

故報告を処理し、適切に対応す

る。 

現行のとおり

とする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

校長・教頭・栄養

教諭等選考試験の

事務に関すること 98 

１４８ 

服務規程に基づき、選考試験に関

する事務を行う。 

服務規程に基づき、選考試験に関

する事務を行う。 

服務規程に基づき、選考試験に関

する事務を行う。 

服務規程に基づき、選考試験に関

する事務を行う。 
現行のとおり

とする。 

教職員の加配に関

すること 
99 

１４９ 

きめ細やかな教科指導や児童生

徒指導、特色ある学校運営等のた

めに加配教員を配置する。 

きめ細やかな教科指導や児童生

徒指導、特色ある学校運営等のた

めに加配教員を配置する。 

きめ細やかな教科指導や児童生

徒指導、特色ある学校運営等のた

めに加配教員を配置する。 

きめ細やかな教科指導や児童生

徒指導、特色ある学校運営等のた

めに加配教員を配置する。 

現行のとおり

とする。 

新しい教員人事管

理制度に関するこ

と 
100 

１５０ 

児童生徒に対する指導が不適切

であると思料される教員等に対

して、要綱に従って研修を実施す

る。 

児童生徒に対する指導が不適切

であると思料される教員等に対

して、要綱に従って研修を実施す

る。 

児童生徒に対する指導が不適切

であると思料される教員等に対

して、要綱に従って研修を実施す

る。 

児童生徒に対する指導が不適切

であると思料される教員等に対

して、要綱に従って研修を実施す

る。 

現行のとおり

とする。 

教職員組織・学級編

制・主任任命に関す

ること 
101 

１５５ 

学校組織として、県費負担教職員

を配置し、校務分掌を定め、児童

数に基づいて学級編制を行う。 

学校組織として、県費負担教職員

を配置し、校務分掌を定め、児童

数に基づいて学級編制を行う。 

学校組織として、県費負担教職員

を配置し、校務分掌を定め、児童

数に基づいて学級編制を行う。 

学校組織として、県費負担教職員

を配置し、校務分掌を定め、児童

数に基づいて学級編制を行う。 

現行のとおり

とする。 

児童生徒の就学、入

学、転学及び退学に

関すること 
102 

１５８ 

学校教育法施行令に基づき入

学期日等の通知、学校の指定を行

うとともに、区域外就学等及び外

国人の編入学の事務を行う。 

 

栃木市指定の様式を使用 

学校教育法施行令に基づき入学

期日等の通知、学校の指定を行う

とともに、区域外就学等及び外国

人の編入学の事務を行う。 

 

大平町指定の様式を使用 

学校教育法施行令に基づき入学

期日等の通知、学校の指定を行う

とともに、区域外就学等及び外国

人の編入学の事務を行う。 

 

藤岡町指定の様式を使用 

学校教育法施行令に基づき入学

期日等の通知、学校の指定を行う

とともに、区域外就学等及び外国

人の編入学の事務を行う。 

 

都賀町指定の様式を使用 

合併時に再編

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

教職員の給与に関

すること 

103 

１６０ 

教職員に関わる給与改定や手当

の一部改正等を学校に周知する

など、給与関係全般の事務処理を

行う。 

教職員に関わる給与改定や手当

の一部改正等を学校に周知する

など、給与関係全般の事務処理を

行う。 

教職員に関わる給与改定や手当

の一部改正等を学校に周知する

など、給与関係全般の事務処理を

行う。 

教職員に関わる給与改定や手当

の一部改正等を学校に周知する

など、給与関係全般の事務処理を

行う。 

現行のとおり

とする。 

教職員の免許、履

歴、免許の更新、免

許法認定講習に関

すること 104 

１６１ 

教職員の免許状の所持確認を行

うとともに、更新や取得に係る認

定講習等の各種手続き並びに指

導等を行う。 

 

教職員の免許状の所持確認を行

うとともに、更新や取得に係る認

定講習等の各種手続き並びに指

導等を行う。 

 

教職員の免許状の所持確認を行

うとともに、更新や取得に係る認

定講習等の各種手続き並びに指

導等を行う。 

 

教職員の免許状の所持確認を行

うとともに、更新や取得に係る認

定講習等の各種手続き並びに指

導等を行う。 

 

現行のとおり

とする。 

グローバル・ドリー

ム・ビジョン教育推

進に関すること 105 

１６５ 

児童生徒の感性や生きる力を育

むため、ＧＤＶ教育を実施する。

（寺尾地区小中学校） 

該当なし 該当なし 該当なし 合併後に再編

する。 

学校行事に関する

こと 
106 

１６９ 

各学校において実施する学校行

事について、学校管理規則及び服

務規程に基づき、届出の依頼及び

承認等の事務を行う。 

各学校において実施する学校行

事について、学校管理規則及び服

務規程に基づき、届出の依頼及び

承認等の事務を行う。 

各学校において実施する学校行

事について、学校管理規則及び服

務規程に基づき、届出の依頼及び

承認等の事務を行う。 

各学校において実施する学校行

事について、学校管理規則及び服

務規程に基づき、届出の依頼及び

承認等の事務を行う。 

現行のとおり

とする。 

児童生徒防犯ブザ

ーに関すること 
107 

１７０ 

市内の全小中学校生に防犯ブザ

ーを貸与し、安全に登下校できる

ようにする。 

新小学一年生に防犯ブザーを配

付し、安全に登下校できるように

する。 

町内の全小学校生に防犯ブザー

を貸与し、安全に登下校できるよ

うにする。 

新小学一年生に防犯ブザーを配

付し、安全に登下校できるように

する。 

合併時に再編

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

共催･後援名義等の

使用許可に関する

こと 
108 

１７１ 

【申請手続き】 

後援名義等の使用の承認に関す

る内規に基づき、申請受付や承認

等の事務を行う。 

【申請手続き】 

後援名義等の使用の承認に関す

る規定に基づき、申請受付や承認

等の事務を行う。(承認の期間は

６月を限度) 

【申請手続き】 

後援に関わる申請受付や承認等

の事務を行う。 

(様式任意) 

 

【申請手続き】 

後援に関わる申請受付や承認等

の事務を行う。 

(様式任意) 

 

合併時に再編

する。 

教育実習受入承認

に関すること 

109 

１７２ 

各大学から教育実習生の受入依

頼を受けて、受入に関する承認等

の事務を行う。 

各大学から教育実習生の受入依

頼を受けて、受入に関する承認等

の事務を行う。 

各大学から教育実習生の受入依

頼を受けて、受入に関する承認等

の事務を行う。 

各大学から教育実習生の受入依

頼を受けて、受入に関する承認等

の事務を行う。 

現行のとおり

とする。 

教科書無償給与事

務に関すること 

110 

１７４ 

国が義務教育諸学校の児童生徒

の使用する教科書を無償で給与

する制度で、給与に関する事務を

行う。 

国が義務教育諸学校の児童生徒

の使用する教科書を無償で給与

する制度で、給与に関する事務を

行う。 

国が義務教育諸学校の児童生徒

の使用する教科書を無償で給与

する制度で、給与に関する事務を

行う。 

国が義務教育諸学校の児童生徒

の使用する教科書を無償で給与

する制度で、給与に関する事務を

行う。 

現行のとおり

とする。 

特別支援教育就学

奨励費に関するこ

と 
111 

１７５ 

特別支援学級へ就学する児童、生

徒の保護者等の経済的負担を軽

減するため、学校必要経費の一部

を援助する。 

特別支援学級へ就学する児童、生

徒の保護者等の経済的負担を軽

減するため、学校必要経費の一部

を援助する。 

特別支援学級へ就学する児童、生

徒の保護者等の経済的負担を軽

減するため、学校必要経費の一部

を援助する。 

特別支援学級へ就学する児童、生

徒の保護者等の経済的負担を軽

減するため、学校必要経費の一部

を援助する。 

現行のとおり

とする。 

理科教育振興費補

助に関すること 

112 

１７６ 

小中学校における理科・算数及び

数学教育のための設備を整備充

実させることを目的とし、実施し

ている。 

小中学校における理科・算数及び

数学教育のための設備を整備充

実させることを目的とし、実施し

ている。 

小中学校における理科・算数及び

数学教育のための設備を整備充

実させることを目的とし、実施し

ている。 

小中学校における理科・算数及び

数学教育のための設備を整備充

実させることを目的とし、実施し

ている。 

現行のとおり

とする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

学校図書館教育に

関すること 

113 

１７７ 

各学校における学校図書館教育

を推進する。 

平成２０年度図書費予算 

１５，９３５千円

各学校における学校図書館教育

を推進する。 

平成２０年度図書費予算 

２，９５０千円

各学校における学校図書館教育

を推進する。 

平成２０年度図書費予算 

１，３５０千円

各学校における学校図書館教育

を推進する。 

平成２０年度図書費予算 

１，２８２千円 

 

合併後に再編

する。 

地区結核対策委員

会に関すること 

114 

１８２ 

県南健康福祉センター管内結核

対策委員会を置く。 

県南健康福祉センター管内結核

対策委員会を置く。 

県南健康福祉センター管内結核

対策委員会を置く。 

県南健康福祉センター管内結核

対策委員会を置く。 
現行のとおり

とする。 

学校の保健及び環

境衛生に関するこ

と 115 

１８３ 

児童生徒の健康増進及び環境衛

生の増進を図る。 

 

児童生徒の健康増進及び環境衛

生の増進を図る。 

 

児童生徒の健康増進及び環境衛

生の増進を図る。 

 

児童生徒の健康増進及び環境衛

生の増進を図る。 

 

現行のとおり

とする。 

学校保健会に関す

ること 
116 

１８６ 

市内全小中高校の相互協力によ

り、学校保健育成の研究・向上を

図る。 

該当なし 該当なし 該当なし 合併後に再編

する。 

就学時健康診断業

務に関すること 

117 

１８７ 

就学予定者の心身の状況を的確

に把握し、治療の勧告その他保健

上必要な助言を行うとともに、適

正な就学についての指導を行う。

就学予定者の心身の状況を的確

に把握し、治療の勧告その他保健

上必要な助言を行うとともに、適

正な就学についての指導を行う。

就学予定者の心身の状況を的確

に把握し、治療の勧告その他保健

上必要な助言を行うとともに、適

正な就学についての指導を行う。

就学予定者の心身の状況を的確

に把握し、治療の勧告その他保健

上必要な助言を行うとともに、適

正な就学についての指導を行う。 

現行のとおり

とする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

養護部会研究会に

関すること 

118 

１８８ 

各学校の養護教諭の資質の向上

や保健事務の円滑化を図る。 

各学校の養護教諭の資質の向上

や保健事務の円滑化を図る。 

各学校の養護教諭の資質の向上

や保健事務の円滑化を図る。 

各学校の養護教諭の資質の向上

や保健事務の円滑化を図る。 
現行のとおり

とする。 

学校給食指導に関

すること 

119 

１９４ 

学習指導要領に基づき、各小中学

校における給食指導を推進する。

 

学習指導要領に基づき、各小中学

校における給食指導を推進する。

 

学習指導要領に基づき、各小中学

校における給食指導を推進する。

 

学習指導要領に基づき、各小中学

校における給食指導を推進する。 

 

現行のとおり

とする。 

学校給食調理場の

維持管理に関する

こと 
120 

１９６ 

児童生徒に安全でおいしい給食

を提供するために、学校給食調理

場の施設や設備の維持管理を行

う。 

児童生徒に安全でおいしい給食

を提供するために、学校給食調理

場の施設や設備の維持管理を行

う。 

児童生徒に安全でおいしい給食

を提供するために、学校給食調理

場の施設や設備の維持管理を行

う。 

児童生徒に安全でおいしい給食

を提供するために、学校給食調理

場の施設や設備の維持管理を行

う。 

現行のとおり

とする。 

学校給食研究会に

関する事務 

121 

１９７ 

栃木市学校給食研究会を設置し、

学校給食の向上発展に必要な事

業を行う。 

大平町学校給食研究会を設置し、

学校給食の向上発展に必要な事

業を行う。 

該当なし 該当なし 合併後に再編

する。 

栄養管理及びし好

の調査研究に関す

ること 
122 

１９８ 

学校給食の食事内容及び児童生

徒の食生活の改善に資するため、

必要な調査研究を実施している。

学校給食の食事内容及び児童生

徒の食生活の改善に資するため、

必要な調査研究を実施している。

学校給食の食事内容及び児童生

徒の食生活の改善に資するため、

必要な調査研究を実施している。

学校給食の食事内容及び児童生

徒の食生活の改善に資するため、

必要な調査研究を実施している。 

合併後に再編

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

学校給食の地産地

消に関すること 

123 

２０１ 

直売部会と協議を進め、身近な産

地の旬の食材を取り入れた給食

を実施している。 

地元で生産された食材を使用し

ている。 

道の駅みかもの直売部会と協議

を進め、身近な産地の旬の食材を

取り入れた給食を実施している。

生出宿直売部会から地場農作物

を給食に積極的に活用し、児童生

徒への食に関する指導を実施し

ている。 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 

学校給食献立研究

会に関すること 

124 

２０２ 

食育研究会を設置し、献立の作成

に関する事業等を行う。 

献立作成会議を設置し、献立の作

成に関する事業等を行う。 

該当なし 該当なし 合併後に再編

する。 

調理食品の衛生管

理に関すること 

125 

２０４ 

文部科学省の衛生管理基準に基

づき、衛生管理の徹底を図ってい

る。 

文部科学省の衛生管理基準に基

づき、衛生管理の徹底を図ってい

る。 

文部科学省の衛生管理基準に基

づき、衛生管理の徹底を図ってい

る。 

文部科学省の衛生管理基準に基

づき、衛生管理の徹底を図ってい

る。 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 

教職員健康診断業

務に関すること 
126 

２０９ 

教育委員会及び公立小中学校教

職員の健康診断を実施 

教育委員会及び公立小中学校教

職員の健康診断を実施 

教育委員会及び公立小中学校教

職員の健康診断を実施 

教育委員会及び公立小中学校教

職員の健康診断を実施 
現行のとおり

とする。 

歯の衛生週間関係

及びむし歯予防に

関すること 
127 

２１０ 

下都賀郡歯科医師会・下都賀教育

事務所等共催の歯の衛生週間に

関する行事に協力する。 

むし歯ゼロ学校巡回指導を実施

している。 

下都賀郡歯科医師会・下都賀教育

事務所等共催の歯の衛生週間に

関する行事に協力する。 

下都賀郡歯科医師会・下都賀教育

事務所等共催の歯の衛生週間に

関する行事に協力する。 

下都賀郡歯科医師会・下都賀教育

事務所等共催の歯の衛生週間に

関する行事に協力する。 

合併後に再編

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

学校給食物資の調

達に関すること 

128 

２１１ 

公会計による支払い 

栃木県学校給食会と物資納入契

約業者から購入している。 

公会計による支払い 

栃木県学校給食会と物資納入契

約業者から購入している。 

私会計による支払い 

栃木県学校給食会と物資納入契

約業者から購入している。 

公会計による支払い 

栃木県学校給食会と物資納入契

約業者から購入している。 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 

学校給食における

食物アレルギー対

応に関すること 
129 

２３９ 

該当なし 該当なし 該当なし 食物アレルギー対応推進委員会

を設置し、協議検討しマニュアル

を策定した。平成 20 年度から代

替食提供を開始した。 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 

 

 



様式２                  栃木地区合併協議会への報告（ランクＣ）        教育部会 スポーツ分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

スポーツ事業の広報

に関すること 
１ 

７ 

市のスポーツに関する情報を

広く市民に周知する。 
・ホームページ、広報とちぎ

への掲載、スポーツ行事一覧

表の配布 

町のスポーツに関する情報を

広く町民に周知する。 
・ホームページ、広報おおひ

らへの掲載 

町のスポーツに関する情報を

広く町民に周知する。 
・ホームページ、広報ふじお

かへの掲載 

町のスポーツに関する情報を

広く町民に周知する。 
・ホームページ、つが広報へ

の掲載、スポーツ行事一覧表

の配布 

栃木市の例により合併

時に統合する。 

スポーツ大会に関す

ること 

２ 

８ 

市民の健康保持・増進を図る

とともに「市民ひとり１スポ

ーツ」の推進と本市を代表し

各種大会に参加する選手の競

技力向上及び親睦を図るため

に、各種スポーツ大会を開催

する。 

町民の健康保持・増進を図る

とともに「町民ひとり１スポ

ーツ」を推進し、各種大会に

参加する選手の競技力向上及

び親睦を図るために、各種ス

ポーツ大会を開催する。 

町民の健康保持・増進を図る

とともに「町民ひとり１スポ

ーツ」を推進し、各種大会に

参加する選手の競技力向上及

び親睦を図るために、各種ス

ポーツ大会を開催する。 

町民の健康保持・増進を図る

とともに「町民ひとり１スポ

ーツ」を推進し、各種大会に

参加する選手の競技力向上及

び親睦を図るために、各種ス

ポーツ大会を開催する。 
 

合併後に再編する。 

スポーツ少年団に関

すること 

３ 

９ 

スポーツを通じて少年の心身

の鍛錬を図るとともに、市内

スポーツ少年団の健全な育成

を図るため体育協会内に設け

る。 

スポーツを通じて少年の心身

の鍛錬を図るとともに、町内

スポーツ少年団の健全な育成

を図るため体育協会内に設け

る。 

スポーツを通じて少年の心身

の鍛錬を図るとともに、町内

スポーツ少年団の健全な育成

を図るため体育協会内に設け

る。 

該当なし 合併時に統合する。 

スポーツ振興基金に

関すること 
４ 

１１ 

スポーツ振興経費の財源に充

てる。 
該当なし 該当なし 該当なし 新市に引き継ぐ。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

ニュースポーツの普

及に関すること 
５ 

１５ 

市民の健康づくり、体力づく

りを支援するため、いつでも、

どこでも、だれでもが気軽に

参加できるニュースポーツの

普及を図る。 
・ニュースポーツの指導 

町民の健康づくり、体力づく

りを支援するため、いつでも、

どこでも、だれでもが気軽に

参加できるニュースポーツの

普及を図る。 
・ニュースポーツの指導 

町民の健康づくり、体力づく

りを支援するため、いつでも、

どこでも、だれでもが気軽に

参加できるニュースポーツの

普及を図る。 
・ニュースポーツの指導 

町民の健康づくり、体力づく

りを支援するため、いつでも、

どこでも、だれでもが気軽に

参加できるニュースポーツの

普及を図る。 
・出前スポーツの開催 
・指導者養成講座の開催 

合併後に再編する。 

スポーツ大会の助成

及び後援に関するこ

と 
６ 

１６ 

本市のスポーツ振興と競技力

向上を目的として、スポーツ

大会開催の助成及び後援・共

催・推薦を行う。 
・支部体育祭開催の助成 

スポーツ大会の後援は状況に

応じて実施しているが、助成

については実施していない。

スポーツ大会の後援は状況に

応じて実施しているが、助成

については実施していない。

本町のスポーツの振興と競技

力向上を目的に、スポーツ大

会助成と共催・後援を行う。

・各種スポーツ大会を委託事

業として共催で実施 

合併後に再編する。 

ウォーキング事業に

関すること 

７ 

１８ 

自然に親しみながら、市民の

健康保持を図るとともに、参

加者相互の親睦・交流を深め

る。 
・市民ウォーキング大会 
・蔵の街ウォーキング大会 

該当なし 自然に親しみながら、参加者

の健康保持を図るとともに、

相互の親睦・交流を深める。

・渡良瀬遊水地ウォーキング

・三毳山ウォーキング 

該当なし 合併後に再編する。 

スポーツ・レクリエ

ーション大会に関す

ること 
８ 

２１ 

「市民ひとり１スポーツ」の

実現及びニュースポーツの普

及と市民の健康保持・増進並

びに参加者相互の親睦を図る

ため開催する。 
・市民スポーツ・レクリエー

ション大会 

該当なし 該当なし 「町民ひとり１スポーツ」の

実現及びニュースポーツの普

及と町民の健康保持・増進並

びに参加者相互の親睦を図る

ため開催する。 
・かがやけふれあいフェステ

ィバル 

合併後に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

県南五市大会（総合、

駅伝、スキー）に関

すること 
９ 

２２ 

県南五市（足利市、栃木市、

佐野市、小山市、真岡市）の

親善と競技力向上を目的に、

総合大会、駅伝大会、スキー

大会を開催する。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり新市に引

き継ぐ。 

東武日光沿線三市剣

道大会について 
10 

２４ 

東武日光線沿線三市（栃木市、

鹿沼市、日光市）の剣道愛好

者の親睦を図り、剣道の普

及・発展に資する。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり新市に引

き継ぐ。 

下都賀地区生涯スポ

ーツ推進に関するこ

と 
11 

２５ 

下都賀地区２市４町において

スポーツ・レクリエーション

活動の普及・啓発・振興を図

るため、研修会、スポーツ・

レクリエーション大会を開催

下都賀地区２市４町において

スポーツ・レクリエーション

活動の普及・啓発・振興を図

るため、研修会、スポーツ・

レクリエーション大会を開催

下都賀地区２市４町において

スポーツ・レクリエーション

活動の普及・啓発・振興を図

るため、研修会、スポーツ・

レクリエーション大会を開催

下都賀地区２市４町において

スポーツ・レクリエーション

活動の普及・啓発・振興を図

るため、研修会、スポーツ・

レクリエーション大会を開催

合併後に統合する。 

 



様式２       栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＣ）      教育部会 生涯学習分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

青年団体の育

成・支援に関す

ること 

１ 

１９ 

 青年団体の育成を通し、青少年

の健全育成を図る。 

・とちぎユースネットワーク 

・会員数 １４名 

・サンタの宅配便等 

・補助金 30,000 円 

・青年団はない。 

 青年団体の相互協力と各種事

業活動を通し、青年の教養、交

流、交歓を深め、まちづくりの発

展に寄与する。 

・大平町青年団体連絡会 

・加入団体数 4 団体 

・成人式開催への協力等 

・補助金 Ｈ１９度廃止 

該当なし   青年団体の育成を通し、青少年

の健全育成を図る。 

・青年団 

・サンタの宅配便等 

・補助金 18,000 円 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後速

やかに統合す

るよう働きか

ける。 

青少年行政の

総合企画調整

に関すること 

２ 

２０ 

 青少年健全育成を図るため、栃

木市青少年問題協議会を構成す

る関係機関・団体間の連絡調整を

図り、青少年対策活動の推進に寄

与する 

・青少年健全育成助成金 

・模範児童生徒表彰 

・家庭の日普及啓発 

・その他 

 青少年健全育成を図るため、少

年補導員連絡協議会、ＰＴＡ連合

会、町子ども会育成会連絡協議会

等の関係者に対し、青少年対策活

動の推進に寄与する。 

・研修会の開催 

  青少年健全育成を図るため、各

関係団体との連絡調整を図り、青

少年育成活動の推進に寄与する。

 青少年健全育成を図るための

青少年問題協議会を構成する関

係機関・団体間の連絡調整を図

り、青少年対策活動の推進に寄与

する。 

・青少年健全育成助成金 

・模範児童生徒表彰 

・家庭の日普及啓発 

・その他 

＊平成 20 年度廃止。 

栃木市の例に

より合併時に

統合する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

青年海外協力

隊に関するこ

と 

３ 

２１ 

 ＪＩＣＡボランティアである

青年海外協力隊員が居住地又は

勤務地の首長に対して表敬訪問

を行うもの。 

・市長日程調整後、表敬訪問とな

る。 

該当なし  ＪＩＣＡボランティアである

青年海外協力隊員が居住地又は

勤務地の首長に対して表敬訪問

を行うもの。 

・町長日程調整後、表敬訪問とな

る。 

該当なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

立入調査に関

すること 

４ 

２３ 

 青少年の健全な育成を阻害す

るおそれのある行為の防止を図

る。 

・立入調査員 ２名 

・下都賀地区広域立入調査実施委

員会 

・合同調査は年２回 

・構成団体：栃木市、小山市、下

野市、壬生町、都賀町、大平町、

岩舟町、藤岡町 

・市単独立入調査 

青少年の健全な育成を阻害す

るおそれのある行為の防止を図

る。 

・立入調査員 ３名 

・下都賀地区広域立入調査実施委

員会 

・合同調査の年２回のみ 

・構成団体：栃木市、小山市、下

野市、壬生町、都賀町、大平町、

岩舟町、藤岡町 

 青少年の健全な育成を阻害す

るおそれのある行為の防止を図

る。 

・立入調査員 ２名 

・下都賀地区広域立入調査実施委

員会 

・合同調査の年２回のみ 

・構成団体：栃木市、小山市、下

野市、壬生町、都賀町、大平町、

岩舟町、藤岡町 

 青少年の健全な育成を阻害す

るおそれのある行為の防止を図

る。 

・立入調査員 ２名 

・下都賀地区広域立入調査実施委

員会 

・合同調査は年２回 

・構成団体：栃木市、小山市、下

野市、壬生町、都賀町、大平町、

岩舟町、藤岡町 

・町単独立入調査 

栃木市の例に

より合併時に

統合する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

下都賀地区青

少年育成推進

連絡協議会に

関すること 

５ 

２４ 

 地区内における青少年の健全

育成をはかるため、県、市、町間

の連絡調整を図り、問題の調査研

究を行い、青少年対策活動の推進

に寄与する。 

・会員数は５４名 

・任期は ２年で再任を妨げない。

・社会を明るくする運動 

・栃木県少年の主張発表下都賀地

区大会 

・下都賀地区立入調査 

・その他広報、啓発 

 地区内における青少年の健全

育成をはかるため、県、市、町間

の連絡調整を図り、問題の調査研

究を行い、青少年対策活動の推進

に寄与する。 

・会員数は５４名 

・任期は ２年で再任を妨げない。

・社会を明るくする運動 

・栃木県少年の主張発表下都賀地

区大会 

・下都賀地区立入調査 

・その他広報、啓発 

 地区内における青少年の健全

育成をはかるため、県、市、町間

の連絡調整を図り、問題の調査研

究を行い、青少年対策活動の推進

に寄与する。 

・会員数は５４名 

・任期は ２年で再任を妨げない。

・社会を明るくする運動 

・栃木県少年の主張発表下都賀地

区大会 

・下都賀地区立入調査 

・その他広報、啓発 

 地区内における青少年の健全

育成をはかるため、県、市、町間

の連絡調整を図り、問題の調査研

究を行い、青少年対策活動の推進

に寄与する。 

・会員数は５４名 

・任期は ２年で再任を妨げない。 

・社会を明るくする運動 

・栃木県少年の主張発表下都賀地

区大会 

・下都賀地区立入調査 

・その他広報、啓発 

現行のとおり

とする。 

生涯学習の推

進に関するこ

と 

６ 

４３ 

Ｎo.8「生涯学習情報の収集･提

供･相談に関すること」における

事業で推進 

Ｎo.8「生涯学習情報の収集･提

供･相談に関すること」における

事業で推進 

生涯学習推進員設置 

町広報紙に情報の掲載 Ｎo.8「生涯学習情報の収集･提

供･相談に関すること」における

事業で推進 

合併後に再編

する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

生涯学習人材

バンクに関す

ること ７ 

４４ 

生涯学習を支援するため学習ボ

ランティアとして登録し、学びた

い市民に紹介。また、講師自らが

企画運営を行う自主講座を開講 

平成１３年度より学校支援ボラ

ンティアとして登録を開始 

該当なし 学習指導・支援、学校・地域支援、

住民生活の支援。すでに活動して

いるボランティア団体との連携

を図り、情報の収集・発信。「人

と人をつなぐ」役割 

合併後に再編

する。 

生涯学習情報

の収集･提供･

相談に関する

こと 
８ 

４７ 

市民が受講することができる講

座や指導者に関する学習情報を、

広報紙やホームページ等により

提供 

町内や近郊で行われる学級や講

座などに関する学習機会や人材

などの情報を、広報、ケーブルテ

レビ，インターネット等により提

供 

町内や近郊で行われる学級や講

座などに関する学習機会や人材

などの情報を、広報、ケーブルテ

レビ，インターネット等により提

供 

町民が受講することができる講

座や指導者に関する学習情報や

公民館年間行事を、広報紙により

提供 

合併後に再編

する。 

県・管内公民館

連絡協議会に

関すること 
９ 

５６ 

県内公民館相互の連絡を図り、公

民館活動の振興発展に寄与 

県内公民館相互の連絡を図り、公

民館活動の振興発展に寄与 

県内公民館相互の連絡を図り、公

民館活動の振興発展に寄与 

県内公民館相互の連絡を図り、公

民館活動の振興発展に寄与 

現行のとおり

とする。 

人を認める心

を育む地域づ

くりに関する

こと 10 

１３５ 

他人の良いところを見つけ出し、

地域のつながりを深めることを

目的とし、「とちぎ宝人」として

登録する。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

学校施設（特別

教室）開放に関

すること 

11 

１５９ 

市立学校の施設を学校教育に支

障のない範囲で、青少年の健全育

成並びに地域住民の文化の向上

及びスポーツ振興の場として開

放する。 
（国府北小学校、栃木東中学校、

栃木南中学校、寺尾中学校） 

大平町立小中学校の施設を学校

教育に支障のない範囲で、地域住

民の文化の向上及びスポーツの

振興の場として開放する。 
（大平西小学校） 

該当なし 該当なし 合併時に再編

する。 

市町政情報出

前講座に関す

ること 

12 

１６０ 

市役所職員が市民の要望に応じ

て講師として出向き、市役所の仕

事や仕組み、制度などについて講

座を開催することにより、市民の

学びの場を提供するとともに市

民と市役所職員の交流を図る。 

自主的な学習会や集会に町職員

が講師として出向き、各課の専門

的な知識を生かした講話や実習

を行なうことにより、町民の町政

に対する理解や地域への認識を

深める。 

該当なし 町役場職員が町民の要望に応じ

て講師として出向き、役場の仕事

や仕組み、制度などについて講座

を開催することにより、町民の学

びの場を提供するとともに町民

と町役場職員の交流を図る。 

栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

市民大学に関

すること 

13 

１６１ 

「栃木市民学舎 発見の森セミ

ナー」 
住民ニーズ・時代に即した講座・

講演を行なうことにより、栃木市

を中心とする地域住民に学びの

場を提供し、身近に充実した学習

が行なえる環境を整備する。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

ユネスコ協会

に関すること 
14 

８１ 

栃木ユネスコ協会 

・ユネスコ子ども学校 

・国際交流草の根運動 

・国際理解教育の推進 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時に統合

する。 

科学する心を

育む推進事業

に関すること 15 

１００ 

小学校３年生から６年生を対象

としたサイエンススクールの開

催（年３回） 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

放課後子ども

教室推進事業

に関すること 16 

１４７ 

栃木第五小学校区で実施 大平西小学校区で実施 該当なし 該当なし 合併後に再編

する。 

学校支援地域

本部事業に関

すること 17 

２８３ 

該当なし 大平町全体の学校区を単位に「学

校支援地域本部」を設置し、地域

全体で学校を支援する。 

該当なし 該当なし 合併後に再編

する。 

人材育成講演

会に関するこ

と 18 

２９３ 

該当なし 該当なし 一人ひとりが自ら進んでまちづ

くりに参画する気運を高めるた

めの講演会の開催 

該当なし 合併後に再編

する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

わくわく野外

体験に関する

こと 
19 

３０４ 

該当なし 小学校４年生から６年生を対象

として、自然とのふれあい体験等

により、生きる力を育ませる。 

該当なし 該当なし 大平町の例に

より合併時に

統合する。 

図書館の連絡

調整に関する

こと 20 

２５５ 

図書館の関係機関及び協力団体

等との連絡調整を行う。 

図書館の関係機関及び協力団体

等との連絡調整を行う。 

図書館の関係機関及び協力団体

等との連絡調整を行う。 

図書館の関係機関及び協力団体

等との連絡調整を行う。 

合併時に統合

する。 

利用統計業務

に関すること 

21 

２５８ 

図書館システムにより、統計デー

タを登録し、各種統計に必要な情

報を抽出・出力する。 

（指定管理者の業務） 

図書館システムにより、統計デー

タを登録し、各種統計に必要な情

報を抽出・出力する。 

（指定管理者の業務） 

図書館システムにより、統計デー

タを登録し、各種統計に必要な情

報を抽出・出力する。 

図書館システムにより、統計デー

タを登録し、各種統計に必要な情

報を抽出・出力する。 

合併時に統合

する。 

図書館主催事

業開催業務に

関すること 22 

２６０ 

・おはなし広場 

・特版おはなし広場 

・幼児読書感想画展 

・生活を楽しむつどい 

（指定管理者の業務） 

映画会・人形劇・本のリサイクル

市・コンサート・歴史講座・企画

展示等 

（指定管理者の業務） 

・文学散歩   ・講演会 

・お楽しみ会 ・講座 

・小学生作品展 

・小学生読書感想画展 

・おはなし会 

・夏休み体験教室 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

図書館広報の

業務に関する

こと 
23 

２６２ 

図書館に関する様々な情報を広

く市民に周知し、生涯学習創出の

場として有効に利用してもらう。

（指定管理者の業務） 

・町広報誌 

・ホームページ 

・館内や公共施設等への掲示 

（指定管理者の業務） 

図書館に関する情報をより多く

の町民に積極的に提供し、より多

くの利用者に生涯学習として利

用してもらう。 

図書館に関する様々な情報を広

く町民に周知し、生涯学習創出の

場として有効に利用してもらう。 

合併後に再編

する。 

図書館研修・ボ

ランティアの

受入に関する

こと 
24 

２６４ 

・研修 

・施設見学 

・ボランティアの受入 

（指定管理者の業務） 

・研修 

・施設見学 

・ボランティアの受入 

（指定管理者の業務） 

・研修 

・ボランティアの受入 

・研修 

・施設見学 

・ボランティアの受入 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 

図書資料及び

視聴覚資料の

貸出・返却業務

に関すること 

25 

２６５ 

図書・CD・カセットテープ合わ

せて１人 10 点、2週間まで。ビ

デオテープ(広域の方は貸出不

可)は１人 2点、1週間まで 

（指定管理者の業務）。 

図書は、必要な冊数 2週間 

雑誌は、最新号を除く 2冊、2週

間まで。 

ビデオ・CD・ｶｾｯﾄﾃｰﾌﾟ 3 点、DVD1

点を 2週間まで。 

（指定管理者の業務） 

図書(紙芝居・雑誌を含む)１人

５点、２週間 

 ＣＤ（但し中学生以上の方） 

 １人２点１週間 

図書・雑誌・紙芝居は１人５点、

２週間まで。 

 ビデオ・ＣＤは１人２点(中学生

以上)１週間まで。 

合併後に再編

する。 

 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

予約・リクエス

ト業務に関す

ること 

26 

２６６ 

利用者の希望する資料を、図書館

が直ちに提供できなかった場合、

その希望に応えるためのもの 

予約図書の取り置き期間(2週間)

（指定管理者の業務） 

利用者の希望する資料を、図書館

が直ちに提供できなかった場合、

その希望に応えるためのもの 

予約図書の取り置き期間(１週

間) 

（指定管理者の業務） 

利用者の希望する資料を、図書館

が直ちに提供できなかった場合、

その希望に応えるためのもの 

予約図書の取り置き期間(１週

間) 

利用者の希望する資料を、図書館

が直ちに提供できなかった場合、

その希望に応えるためのもの 

予約図書の取り置き期間(２週

間) 

合併後に再編

する。 

レファレンス

業務に関する

こと 

27 

２６７ 

レファレンスは、利用者の質問に

対して資料を使い、解決の手伝い

をする。 

（指定管理者の業務） 

レファレンスは、利用者の質問に

対して資料を使い、解決の手伝い

をする。 

（指定管理者の業務） 

レファレンスは、利用者の質問に

対して、図書館資料と機能を使

い、解決の手伝いをする。 

レファレンスは、利用者の質問に

対して資料を使い、解決の手伝い

をする。 

 

現行のとおり

とする。 

コピーサービ

ス業務に関す

ること 
28 

２６８ 

図書館資料について、著作権法の

規定の範囲内でコピーを有料で

行う。 

（指定管理者の業務） 

図書館資料について、著作権法の

規定の範囲内でコピーを有料で

行う。 

図書館資料について、著作権法の

規定の範囲内でコピーを有料で

行う。 

図書館資料について、著作権法の

規定の範囲内でコピーを有料で

行う。 

合併時に再編

する。 



  
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

図書資料及び

視聴覚資料の

選書・登録・整

備業務に関す

ること 
29 

２６９ 

出版情報、新刊案内、予約、リク

エスト申込書、出版社の案内や見

計い等により選書する。 

（指定管理者の業務） 

出版情報、新刊案内、予約、リク

エスト申込書、出版社の案内や見

計い等により選書する。 

（指定管理者の業務） 

新刊案内、出版情報、出版社の案

内等により選書する。 

 

出版情報、新刊案内、予約、リク

エスト申込書、出版社の案内や見

計い等により選書する。 

現行のとおり

とする。 

図書の分類・整

備業務に関す

ること 
30 

２７０ 

栃木市図書館装備、整理仕様書に

基づき、図書の分類整備を行う。

（指定管理者の業務） 

大平町立図書館装備、整理仕様書

に基づき、図書の分類整備を行

う。 

（指定管理者の業務） 

分類について、「ＮＤＣ日本十進

分類法・新訂８版」（日本図書館

協会発行）を採用 

都賀町立図書館装備、整理仕様書

に基づき、図書の分類整備を行

う。 

 

合併後に再編

する。 

相互貸借資料

の業務に関す

ること 

31 

２７１ 

未所蔵の資料で、絶版、品切れな

どにより入手が困難なもの、利用

の少ないものなどについて、他の

図書館を通じ資料の貸出を依頼 

（指定管理者の業務） 

未所蔵の資料で、絶版、品切れな

どにより入手が困難なもの、利用

の少ないものなどについて、他の

図書館を通じ資料の貸出を依頼 

（指定管理者の業務） 

未所蔵の資料は、他の図書館を通

じ、資料の貸出を依頼する。 

 

未所蔵の資料で、絶版、品切れな

どにより入手が困難なもの、利用

の少ないものなどについて、他の

図書館を通じ資料の貸出を依頼 

現行のとおり

とする。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

図書館と学校

との連携に関

すること 32 

２７２ 

調べ学習など、学校活動を支援す

る。 

（指定管理者の業務） 

動く図書館（小中学校への団体貸

出）や調べ学習など、学校活動を

支援する。 

（指定管理者の業務） 

調べ学習など、学校活動を支援す

る。 

調べ学習など、学校活動を支援す

る。 

合併後に再

編する。 

移動図書館車

の巡回乗車、貸

出・返却管理業

務に関するこ

と 

33 

２７４ 

移動図書館車により、ステーショ

ンを巡回し、資料の貸出を行う。

（指定管理者の業務） 

該当なし 該当なし 該当なし 合併後に再

編する。 

読書団体に関

すること 
34 

 

２７６ 

・読書会 

・読み聞かせボランティア 

団体 

・麦の会 

（指定管理者の業務） 

・読書会 

・読み聞かせボランティア 

（指定管理者の業務） 

・読書会 

・読み聞かせボランティアの会 

 

・読み聞かせボランティア団体 

・つが語り部の会 

・図書館友の会 

現行のとお

りとする。 

中央公民館維

持管理業務委

託に関するこ

と 35 

５７ 

館の利用者が安全かつ快適な気

分で利用できるよう、各種業務委

託を行う。 

館の利用者が安全かつ快適な気

分で利用できるよう、各種業務委

託を行う。 

館の利用者が安全かつ快適な気

分で利用できるよう、各種業務委

託を行う。 

館の利用者が安全かつ快適な気

分で利用できるよう、各種業務委

託を行う。 

現行のとお

りとする。 



  
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

中央公民館施

設使用許可に

関すること 36 

５８ 

使用予定日の概ね３か月前から

使用許可申請書の提出ができる。

使用予定日の概ね１か月前から

申し込み受付し、使用日７日前ま

でに使用許可申請書を提出する。

使用予定日の概ね１か月前から

使用許可申請書を提出する。 

前月の２０日から使用予定日の

７日前までに使用許可申請書を

提出する。 

合併後に再編

する。なお、

申し込み時期

は栃木市の例

により合併時

に統合する。 

中央公民館施

設利用状況に

関すること 37 

５９ 

使用回数、使用人数等について毎

月作成 

使用回数、使用人数等について毎

月作成 

使用回数、使用人数等について毎

月作成 

使用回数、使用人数等について毎

月作成 

合併時に統合

する。 

中央公民館利

用団体(登録)に
関すること 38 

６３ 

利用団体の登録はしていない。減

免の取り扱いは使用料減免措置

基準に基づき対応している。 

減免を希求する自主団体から申

請を受け付ける事により、団体の

把握と登録により減免の対象と

している。 

利用団体は、文化関係団体、社会

教育関係団体、社会体育関係団

体、その他(ＰＴＡ、単位子ども

会育成会)が登録し使用 

利用団体が毎年使用料免除申請

書を提出。教育委員会が審査。該

当する団体に証明書を発行して

いる。 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 

中央公民館事

業の成果・事業

計画書に関す

ること 
39 

６６ 

毎年作成し、公民館運営審議会等

において活用している。 

毎年作成し、公民館運営審議会等

において活用している。 

毎年作成し、公民館運営審議会等

において活用している。 

毎年作成し、公民館運営審議会等

において活用している。 

合併後に再編

する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

中央公民館主

催事業に関す

ること 40 

１３３ 

住民の教養の向上、健康の増進、

情操の純化を図り、生活文化の振

興、社会福祉の増進に寄与するた

め、各種学級講座を開講する。 

住民の教養の向上、健康の増進、

情操の純化を図り、生活文化の振

興、社会福祉の増進に寄与するた

め、各種学級講座を開講する。 

住民の教養の向上、健康の増進、

情操の純化を図り、生活文化の振

興、社会福祉の増進に寄与するた

め、各種学級講座を開講する。 

住民の教養の向上、健康の増進、

情操の純化を図り、生活文化の振

興、社会福祉の増進に寄与するた

め、各種学級講座を開講する。 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 

中央公民館に

おける各種団

体の事務に関

すること 41 

１３４ 

社会教育団体の活動を支援する。 社会教育団体の活動を支援する。 社会教育団体の活動を支援する。 社会教育団体の活動を支援する。 現行のとおり

とする。 

地区公民館主

催事業に関す

ること 
42 

３２２ 

住民の教養の向上、健康の増進、

情操の純化を図り、生活文化の振

興、社会福祉の増進に寄与するた

め、各種学級講座を開講する。 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 

地区公民館維

持管理業務委

託に関するこ

と 43 

３２４ 

館の利用者が安全かつ快適な気

分で利用できるよう各種業務委

託を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり

とする。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

地区公民館施

設利用状況に

関すること 44 

３２５ 

公民館の使用回数、使用人数等の

調査を毎月作成 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり

とする。 

地区公民館だ

よりに関する

こと 45 

３２６ 

地区内の事業や各種団体活動の

お知らせや報告として広報する。

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり

とする。 

地区公民館に

おける各種団

体事務に関す

ること 46 

３２７ 

社会教育団体の活動を支援する。 該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり

とする。 

地区公民館施

設使用許可に

関すること 47 

３２８ 

使用予定日の概ね３か月前から

公民館使用許可申請書の提出が

出来る。 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時に再編

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

視聴覚教材・機

材の整備充実

に関すること 48 

４５ 

 下都賀地区視聴覚ライブラ

リー協議会にて実施 

 下都賀地区視聴覚ライブラ

リー協議会にて実施 

下都賀地区視聴覚ライブラ

リー協議会にて実施 

  下都賀地区視聴覚ライブラ

リー協議会にて実施 

現行のとおり

とする。 

男女共同参画

推進事業に関

すること 49 

１ 

条例・プランに基づき男女共同参

画社会の実現をめざすための事

業を行う。 

プランに基づき男女共同参画社

会の実現をめざすための事業を

行う。 

第４次町勢振興計画に基づき男

女共同参画推進のための施策を

実施する。 

男女共同参画社会を築くため、女

性の学習機会の提供及び学習活

動の支援等を行う。 

合併後に再編

する。 

男女共同参画

推進体制に関

すること 
50 

２ 

男女共同参画推進条例に基づく

庁内推進体制 

・男女共同参画推進本部 

・男女共同参画推進本部幹事会 

・とちぎし男女共同参画プラン庁

内推進研究会 

おおひら男女共同参画プランに

基づく推進体制 

 

該当なし 該当なし 合併後に再編

する。 

男女共同参画

審議会運営に

関すること 51 

４ 

男女共同参画審議会の庶務を担

任する。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

男女共同参画

推進ミニ市民

のつどいに関

すること 
52 

５ 

県委嘱の男女共同参画地域推進

員と協働して、自治会等に出向

き、男女共同参画についての啓発

活動を行う。 

・Ｈ２０実績 ３会場 

（８自治会８８名参加） 

・Ｈ３から５４会場で実施 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例に

より合併後に

統合する。 

男女共同参画

推進講演会等

事業に関する

こと 

53 

６ 

男女共同参画週間中に「栃木市男

女共同参画推進市民大会」事業を

行い、男女共同参画社会の理解を

深める機会とする。 

 

・Ｈ２０内容 講演会・パネル展

示他 

・対象者 全市民 

・事業予算 １２千円 

男女共同参画週間中に「おおひら

男女共同参画のつどい」事業を行

い、男女共同参画社会の理解を深

める機会とする。 

 

・Ｈ２０内容 寸劇・ワー 

クショップ他 

・対象者 全町民 

・事業予算 ７０千円 

男女共同参画社会実現のため、自

から進んで解決してゆく気運を

高めるため講演会・講座等を開催

する。 

 

・Ｈ１９内容 講演会他 

 

・対象者 全町民 

・事業予算 ５０千円 

男女共同参画社会への理解と参

加を深めるため、「みんなのつど

い」事業を開催する。 

 

 

・Ｈ２０内容 講演会他 

 

・対象者 全町民 

・事業予算 ７６千円 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

男女共同参画

推進広報紙発

行事業に関す

ること 

54 

７ 

男女共同参画に対する理解と関

心を深め、その一層の推進を図る

ため広報紙を発行する。また、編

集は男女共同参画地域推進員に

依頼し、人材育成の場とする。 

 

・年１回（庁内印刷） 

・26,300 部 

・広報紙折込による全戸配布 

・編集委員 ６名 

・Ｈ２０予算 １３１千円 

男女共同参画に対する理解と関

心を深め、その一層の推進を図る

ため広報紙を発行する。また、編

集はおおひら男女共同参画をす

すめる会に依頼し、人材育成の場

とする。 

 

・年２回（業者印刷）  

・9,500 部 

・広報紙折込による全戸配布 

・編集委員 ７名 

・Ｈ２０予算 ５７０千円 

男女共同参画に対する理解と関

心を深め、その一層の推進を図る

ため広報紙を発行する。 

 

 

 

 

・年１回（業者印刷） 

・5,600 部 

・自治会長に依頼し全世帯配布 

・編集委員 ６名 

・Ｈ２０予算 １４１千円 

該当なし 合併後に再編

する。 

男女共同参画

に関する相談

事業に関する

こと 

55 

８ 

男女共同参画に関する意見・相談

を受け付け、関係機関と連携し解

決に努める。 

・受付内容 男女共同参画につい

ての改善点・性別による権利侵害

等について 

・対象 市内在住・在勤・通学、

また市内で活動する方・事業者等

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

人材育成事業

に関すること 

56 

９ 

女性・青年の能力開発・人材育成

を目的に実施される研修会等の

情報提供や事務手続きの支援を

行う。 

・次世代人材作り事業会場 宇都

宮市・海外研修（H20 はアメリ

カ） 

・日本女性会議 

会場 広島市（H20） 

女性・青年の能力開発・人材育成

を目的に実施される研修会等の

情報提供を行う。 

・次世代人材作り事業会場 宇都

宮市・海外研修（H20 はアメリ

カ） 

・日本女性会議 

会場 広島市（H20） 

女性・青年の能力開発・人材育成

を目的に実施される研修会等の

情報提供を行う。 

・次世代人材作り事業会場 宇都

宮市・海外研修（H20 はアメリ

カ） 

・日本女性会議 

会場 広島市（H20） 

女性・青年の能力開発・人材育成

を目的に実施される研修会等の

情報提供を行う。 

・次世代人材作り事業会場 宇都

宮市・海外研修（H20 はアメリ

カ） 

・県女性教育指導者研修会 

・県男女共同アドバイザー研修会 

合併時に再編

する。 

女性団体等の

育成・支援に関

すること 

57 

１１ 

女性団体等の活動支援を行い、男

女共同参画社会の推進を図る。 

・栃木市女性団体連絡協議会 

・男女共同参画推進自主グループ

５団体 

女性団体等の活動支援を行い、男

女共同参画社会の推進を図る。 

・大平町女性団体連絡協議会 

・男女共同参画推進自主グループ

１団体 

女性団体等の活動支援を行い、男

女共同参画社会の推進を図る。 

・藤岡町女性団体連絡協議会 

 

女性団体等の活動支援を行い、男

女共同参画社会の推進を図る。 

・都賀町女性団体連絡協議会 

 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 

なお、団体等

については、

合併後、統合

するよう働き

かける。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

男女共同参画

地域推進員に

関すること 

58 

１３ 

県から委嘱を受けた男女共同参

画地域推進員の活動を支援、ま

た、協働して男女共同参画社会の

推進を図る。 

・人数 ４３名 

・全体会議の運営 

・協働による啓発活動の実施 

・情報提供 

・男女共同参画地域推進員申込書

等の県への取次ぎ 

県から委嘱を受けた男女共同参

画地域推進員は、男女共同参画推

進自主グループに所属し活動を

行っている。 

・人数 ２５名 

・協働による啓発活動の実施 

・情報提供 

・男女共同参画地域推進員申込書

等の県への取次ぎ 

 

県から委嘱を受けた男女共同参

画地域推進員は、広く地域で活動

を行っている。 

 

・人数 ２名 

・男女共同参画地域推進員申込書

等の県への取次ぎ 

 

県から委嘱を受けた男女共同参

画地域推進員は、広く地域で活動

を行っている。 

 

・人数 ６名 

・男女共同参画地域推進員申込書

等の県への取次ぎ 

 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 

とちぎし男女

共生大学に関

すること 

59 

１４ 

男女共同参画社会の実現に向け、

行動する人材育成のため連続講

座を開催する。 

・８回開催（５～９月） 

・Ｈ２０受講者数 

延２８１名 

・運営委員を公募し、講座の運営

にあたる。 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

地域女性史の

販売に関する

こと 60 

１５ 

平成 19 年 3 月に刊行された、地

域女性史の販売・管理を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり

とする。 

男女共同参画

都市宣言記念

事業に関する

こと 
61 

１６ 

平成 20 年 2 月 2 日に男女共同参

画宣言都市となったことを記念

して、講演会等の事業を実施す

る。 

該当なし 該当なし 該当なし 合併後に再編

する。 

郷土資料収集

保管等に関す

ること 
62 

１７２ 

市内の郷土資料を収集、保存・管

理し、文化財の保護・継承を図

る。 

保管場所：旧公民館等 

町内の郷土資料を収集、保存・管

理し、文化財の保護・継承を図

る。 

保管場所：資料館、戸長屋敷 

町内の郷土資料を収集、保存・管

理し、文化財の保護・継承を図

る。 

保管場所：資料館収蔵庫、倉庫（プ

レハブ） 

町内の郷土資料を収集、保存・管

理し、文化財の保護・継承を図

る。 

保管場所：資料館 

合併後に再編

する。 

文化財関係刊

行物に関する

こと 
63 

１８２ 

各機関より送付された書籍の活

用を円滑に行うため、管理と整理

を行う。文化財調査報告書の発送

各機関より送付された書籍の活

用を円滑に行うため、管理と整理

を行う。 

各機関より送付された書籍の活

用を円滑に行うため、管理と整理

を行う。文化財調査報告書の発送

各機関より送付された書籍の活

用を円滑に行うため、管理と整理

を行う。 

現行のとおり

とする。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

埋蔵文化財に

関すること 
64 

１８３ 

保存･調査について開発事業者と

調整を図る。 

保存･調査について開発事業者と

調整を図る。 

保存･調査について開発事業者と

調整を図る。 

保存･調査について開発事業者と

調整を図る。 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 

国･県指定文化

財に関するこ

と 65 

１８４ 

文化財が適切に保存･管理される

ような措置を講じる。文書等を進

達する経由事務を行う。 

文化財が適切に保存･管理される

ような措置を講じる。文書等を進

達する経由事務を行う。 

文化財が適切に保存･管理される

ような措置を講じる。文書等を進

達する経由事務を行う。 

文化財が適切に保存･管理される

ような措置を講じる。文書等を進

達する経由事務を行う。 

栃木市の例に

より合併後に

統合する。 

文化財愛護団

体・郷土史研究

団体の育成に

関すること 66 

１９２ 

文化財愛護思想の普及のため、栃

木市内で活動する文化財愛護団

体等に対して、活動の場を提供

し、活動を支援する。 

該当なし 文化財愛護思想の普及のため、藤

岡町内で活動する文化財愛護団

体に対して、活動の場を提供し、

活動を支援する。 

該当なし 合併後に再編

する。 

文化財保護思

想の普及に関

すること 67 

２３０ 

文化財について理解を深めるた

め、文化財に関する資料・情報の

提供、総合的な学習への協力など

を行う。 

文化財について理解を深めるた

め、文化財に関する資料・情報の

提供などを行う。 

文化財について理解を深めるた

め、文化財に関する資料・情報の

提供などを行う。 

文化財について理解を深めるた

め、文化財に関する資料・情報の

提供などを行う。 

合併後に再編

する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

市町史（誌）売
払いに関する
こと 68 

２３１ 

『栃木市史』全８巻の販売 『大平町誌』１巻の販売 『藤岡町史』全１０巻の販売 『都賀町史』全３巻の販売 合併後に再編

する。 

日光杉並木オ
ーナー制度に
関すること 69 

２３３ 

日光杉並木の杉を１本購入し、そ

の運用益を並木保護に活用する

制度 

日光杉並木の杉を１本購入し、そ

の運用益を並木保護に活用する

制度 

日光杉並木の杉を１本購入し、そ

の運用益を並木保護に活用する

制度 

日光杉並木の杉を１本購入し、そ

の運用益を並木保護に活用する

制度 

現行のとおり

とする。 

資料館等に関
すること 

70 

２８５ 

栃木市郷土参考館、下野国庁跡資

料館、星野遺跡地層たんけん館、

星野遺跡憩いの森の４施設ある。

大平町歴史民俗資料館、大平町郷

土資料館（白石家戸長屋敷）の２

館がある。 

藤岡町歴史民俗資料館がある。 都賀町立歴史民俗資料館が町立

図書館と併設してある。 

現行のとおり

とする。 

資料館等の維
持管理に関す
ること 71 

２８６ 

４施設とも警備など管理は業務

委託している。 

警備など管理は業務委託してい

る。 

警備など管理は業務委託してい

る。 

町立図書館と併設されているの

で、図書館の予算内で管理してい

る。 

合併後に再編

する。 

資料閲覧・貸
与・借用・寄託
に関すること 72 

２８８ 

市所蔵資料に関する申請に対応 町所蔵資料に関する申請に対応 資料館所蔵資料に関する申請に

対応 

H19 実績資料閲 9 件 

資料貸与 3件 

町所蔵資料に関する申請に対応 合併後に再編

する。 

創作太鼓事業
に関すること 

73 

２３８ 

該当なし 該当なし 該当なし 町が創作した「勝道上人太鼓」に

より、イベント等へ積極的に参加

し、地域の活性化と文化の向上に

寄与している。 

現行のとおり

とする。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

文化振興に関

すること 

74 

１６２ 

市民の生活や地域に根ざした伝

統と文化を後世に継承するとと

もに、豊かな感性が育まれる市民

文化の振興を目指す。 

自主的、創造的な芸術文化活動の

展開が図れるよう、町民のニーズ

に即応した事業活動を推進する。

文化施設を核として、生活や地域

に根ざした伝統と文化を後世に

継承するとともに、町民の自主

的、創造的な文化活動を支援す

る。 

先人の遺産を将来に引き継ぎ、郷

土の文化を大切にする心豊かな

人間性を養うとともに、創造的文

化活動を促進し、文化芸術の振興

を図る。 

栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

文化団体の育

成及び助言に

関すること 75 

１６７ 

市民により組織されている各種

の文化団体の活動を育成・助長

し、幅の広い文化活動の一層の充

実に努める。 

町民により組織されている各種

の文化団体の活動を育成・助長

し、幅の広い文化活動の一層の充

実に努める。 

町民により組織されている各種

の文化団体の活動を育成・助長

し、幅の広い文化活動の一層の充

実に努める。 

町民により組織されている各種

の文化団体の活動を育成・助長

し、幅の広い文化活動の一層の充

実に努める。 

現行のとおり

とする。 

県芸術祭に関

すること 
76 

１９０ 

文化芸術の振興を図るため、県芸

術祭への参加の周知等を図る。 

文化芸術の振興を図るため、県芸

術祭への参加の周知等を図る。 

該当なし 該当なし 栃木市・大平

町の例により

合併後に統合

する。 

美術作品の収

集に関するこ

と 
77 

１９７ 

郷土ゆかりの美術作家の作品を

中心に、とちぎ蔵の街美術館にお

ける、収蔵作品の充実及び集客を

図るため展示作品を購入する。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり

とする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

とちぎ蔵の街
美術館の展示
に関すること 78 

１９８ 

芸術文化の向上及び観光の振興

に寄与するため、特別企画展、収

蔵品展等を開催する。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり

とする。 

文化施設整備
に関すること 

79 

２０２ 

先人の遺した貴重な資料や歴史

的遺産の公開の場として博物館

の整備について、調査・研究を行

う。 

該当なし 歴史民俗資料館の欄に掲載 該当なし 現行のとおり

とする。 

とちぎ蔵の街
美 術 館 の 管
理・運営に関す
ること 80 

２０６ 

美術に関する市民の知識及び教

養の向上を図るとともに、文化の

かおり高いまちづくりのため、美

術館の管理運営を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり

とする。 

下野国庁まつ
りに関するこ
と 81 

２１７ 

下野国庁跡などの貴重な地域資

源を活かし、地域文化の伝承と地

域の活性化を目的に実行委員会

を組織して実施している。 

該当なし 該当なし 該当なし 他のまつりを

含めて合併後

に再編する。 

下都賀西部ブ
ロック文化協
会に関するこ
と 82 

２１８ 

栃木市、壬生町、都賀町、藤岡町、

大平町、岩舟町の文化協会、文化

団体連絡協議会により組織され

ている。 

栃木市、壬生町、都賀町、藤岡町、

大平町、岩舟町の文化協会、文化

団体連絡協議会により組織され

ている。 

栃木市、壬生町、都賀町、藤岡町、

大平町、岩舟町の文化協会、文化

団体連絡協議会により組織され

ている。 

栃木市、壬生町、都賀町、藤岡町、

大平町、岩舟町の文化協会、文化

団体連絡協議会により組織され

ている。 

現行のとおり

とする。 

 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

市民吹奏楽団

に関すること 

83 

２２４ 

演奏活動を通じて、本市の芸術文

化の向上と市民意識の高揚を図

ることを目的に活動している。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり

とする。 

納涼祭に関す

ること 

84 

３０５ 

該当なし 納涼祭実行委員会が主催者とな

り、８月に町運動公園において開

催 

該当なし 該当なし 他のまつりを

含めて合併後

に再編する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

共催事業に関

すること 

85 

２４２ 

会館単独事業としては、困難であ

るものを業者や団体等との共催

事業として実施する。 

（平成２１年度から指定管理者

制度へ移行） 

ホール単独事業としては困難で

あるものを業者や団体等との共

催事業として実施する。 

該当なし 該当なし 合併後に再編

する。 

栃木〔蔵の街〕

音楽祭開催に

関すること 86 

２４４ 

市民に文化情報発信源として古

楽器の良さを知ってもらい、オリ

ジナル楽器への関心を高める。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり

とする。 

文化会館運営

管理保守点検

業務委託に関

すること 
87 

２４６ 

文化会館の施設等を安全、正常か

つ良好な状態に保持するため専

門業者に委託する。 

（平成２１年度から指定管理者

制度へ移行） 

町民ホールの施設等を安全、正常

かつ良好な状態に保持するため

専門業者に委託する。 

文化会館の施設等を安全、正常か

つ良好な状態に保持するため専

門業者に委託する。 

産業文化会館の施設等を安全、正

常かつ良好な状態に保持する

ため専門業者に委託する。 

合併後に再編

する。 

文化会館自主

事業に関する

こと 
88 

２４８ 

市民の文化向上を目指し芸術性

に優れた催し物を企画、招聘し市

民の文化意識の高揚を図る。 

（平成２１年度から指定管理者

制度へ移行） 

町民の芸術、文化の振興及び福祉

の増進を目的として文化意識の

高揚を図る。 

町民の芸術、文化の振興を図るた

め、生の舞台芸術を鑑賞する機会

を提供する。 

町民の文化向上を目指し町民の

芸術文化を鑑賞する機会を提供

し文化意識の高揚を図る。 

合併後に再編

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

文化会館施設

使用許可に関

すること 89 

２４９ 

文化会館食堂、文化会館支線につ

いて、使用希望業者に対して行

う。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおり

とする。 

文化会館施設

利用状況に関

すること 90 

２５０ 

会館利用状況の把握をする。 

（平成２１年度から指定管理者

制度へ移行） 

会館利用状況の把握をする。 会館利用状況の把握をする。 会館利用状況の把握をする。 合併後に再編

する。 

文化会館催し

物案内・広報に

関すること 91 

２５２ 

催し物案内や広報とちぎへの掲

載チラシポスターケーブルテレ

ビなどへの掲載をする。 

（平成２１年度から指定管理者

制度へ移行） 

催し物案内や広報おおひらへの

掲載チラシポスターケーブルテ

レビなどへの掲載をする。 

催し物案内や広報ふじおかへの

掲載チラシポスターケーブルテ

レビなどへの掲載をする。 

催し物案内や広報つがへの掲載

チラシポスターケーブルテレビ

などへの掲載をする。 

合併後に再編

する。 

文化会館プレ

イガイドに関

すること 92 

３０１ 

近年プレイガイドを使用したイ

ベントなし。 

（平成２１年度から指定管理者

制度へ移行） 

町内・５か所 

町外・１か所 

町内・２か所 

町外・４か所 

町内・２２か所 

 

合併後に再編

する。 




